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条）
第二目 資産の評価益（第二十五条）
第三目 受贈益 （第二十五条の二）
第四目 還付金等（第二十六条-第二十八
条）
第四款 損金の額の計算
第一目 資産の評価及び償却費（第二十九
条-第三十二条）
第二目 資産の評価損（第三十三条）
第三目 役員の給与等（第三十四条-第三十
六条）
第四目 寄附金（第三十七条）
第五目 租税公課等（第三十八条-第四十一
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条）
第六目 圧縮記帳（第四十二条-第五十一
条）
第七目 引当金（第五十二条・第五十三
条）
第七目の二 新株予約権を対価とする費用
等（第五十四条）
第七目の三 不正行為等に係る費用等（第
五十五条・第五十六条）
第八目 繰越欠損金（第五十七条-第五十九
条）
第九目 契約者配当等（第六十条・第六十
条の二）
第十目 特定株主等によつて支配された欠
損等法人の資産の譲渡等損失額（第六十
条の三）
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益（第六十一条）
第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価
評価損益（第六十一条の二-第六十一条の
四）
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当
額又は損失相当額（第六十一条の五）
第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失
額の計上時期等（第六十一条の六・第六
十一条の七）
第四目 外貨建取引の換算等（第六十一条
の八-第六十一条の十）
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時
価評価損益（第六十一条の十一・第六十
一条の十二）
第六目 分割等前事業年度等における連結
法人間取引の損益（第六十一条の十三）
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
（第六十二条-第六十二条の九）
第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
（第六十三条・第六十四条）
第八款 リース取引（第六十四条の二）
第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計
算（第六十四条の三）
第十款 公益法人等が普通法人に移行する場
合の所得の金額の計算（第六十四条の四）
第十一款 各事業年度の所得の金額の計算の
細目（第六十五条）
第二節 税額の計算
第一款 税率（第六十六条・第六十七条）
第二款 税額控除（第六十八条-第七十条の
二）
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告（第七十一条-第七十三条）
第二款 確定申告（第七十四条-第七十五条の
二）
第三款 納付（第七十六条・第七十七条）
第四款 還付（第七十八条-第八十条）
第五款 更正の請求の特例（第八十条の二）

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する

条）
第六目 圧縮記帳（第四十二条-第五十一
条）
第七目 引当金（第五十二条・第五十三
条）
第七目の二 新株予約権を対価とする費用
等（第五十四条）
第七目の三 不正行為等に係る費用等（第
五十五条・第五十六条）
第八目 繰越欠損金（第五十七条-第五十九
条）
第九目 契約者配当等（第六十条・第六十
条の二）
第十目 特定株主等によつて支配された欠
損等法人の資産の譲渡等損失額（第六十
条の三）
第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益（第六十一条）
第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価
評価損益（第六十一条の二-第六十一条の
四）
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当
額又は損失相当額（第六十一条の五）
第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失
額の計上時期等（第六十一条の六・第六
十一条の七）
第四目 外貨建取引の換算等（第六十一条
の八-第六十一条の十）
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時
価評価損益（第六十一条の十一・第六十
一条の十二）
第六目 完全支配関係がある法人の間の取
引の損益（第六十一条の十三）
第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
（第六十二条-第六十二条の九）
第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
（第六十三条・第六十四条）
第八款 リース取引（第六十四条の二）
第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計
算（第六十四条の三）
第十款 公益法人等が普通法人に移行する場
合の所得の金額の計算（第六十四条の四）
第十一款 各事業年度の所得の金額の計算の
細目（第六十五条）
第二節 税額の計算
第一款 税率（第六十六条・第六十七条）
第二款 税額控除（第六十八条-第七十条の
二）
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告（第七十一条-第七十三条）
第二款 確定申告（第七十四条-第七十五条の
二）
第三款 納付（第七十六条・第七十七条）
第四款 還付（第七十八条-第八十条）
第五款 更正の請求の特例（第八十条の二）

第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する
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法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準（第八十一条）
第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の
計算（第八十一条の二）
第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額（第八
十一条の三）
第二目 受取配当等（第八十一条の四）
第三目 外国税額（第八十一条の五）
第四目 寄附金（第八十一条の六）
第五目 所得税額等（第八十一条の七・第
八十一条の八）
第六目 繰越欠損金 （第八十一条の九・第
八十一条の九の二）
第七目 連結法人間取引の損益 （第八十一
条の十）
第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の
計算の細目（第八十一条の十一）
第二節 税額の計算
第一款 税率（第八十一条の十二・第八十一
条の十三）
第二款 税額控除（第八十一条の十四-第八十
一条の十七）
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算（第
八十一条の十八）
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告（第八十一条の十九-第
八十一条の二十一）
第二款 連結確定申告（第八十一条の二十
二-第八十一条の二十四）
第三款 個別帰属額等の届出（第八十一条の
二十五）
第四款 納付（第八十一条の二十六-第八十一
条の二十八）
第五款 還付（第八十一条の二十九-第八十一
条の三十一）
第六款 更正の請求の特例（第八十二条）

第二章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算（第八十三条-第
八十六条）
第二節 税額の計算（第八十七条）
第三節 申告及び納付 （第八十八条-第九十一
条）
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場
合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款 課税標準及びその計算 （第九十二
条-第九十八条）
第二款 税額の計算 （第九十九条-第百一
条）
第三款 申告、納付及び還付 （第百二条-第
百十条）
第四款 清算中に公益法人等が内国普通法人
等に移行する場合の特例 （第百十一条-第百
十七条）
第二節 継続等の場合の課税の特例 （第百十八

法人税
第一節 課税標準及びその計算
第一款 課税標準（第八十一条）
第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の
計算（第八十一条の二）
第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額（第八
十一条の三）
第二目 受取配当等（第八十一条の四）
第三目 外国税額（第八十一条の五）
第四目 寄附金（第八十一条の六）
第五目 所得税額等（第八十一条の七・第
八十一条の八）
第六目 繰越欠損金 （第八十一条の九・第
八十一条の十）
◆削除◆
第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の
計算の細目（第八十一条の十一）
第二節 税額の計算
第一款 税率（第八十一条の十二・第八十一
条の十三）
第二款 税額控除（第八十一条の十四-第八十
一条の十七）
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算（第
八十一条の十八）
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告（第八十一条の十九-第
八十一条の二十一）
第二款 連結確定申告（第八十一条の二十
二-第八十一条の二十四）
第三款 個別帰属額等の届出（第八十一条の
二十五）
第四款 納付（第八十一条の二十六-第八十一
条の二十八）
第五款 還付（第八十一条の二十九-第八十一
条の三十一）
第六款 更正の請求の特例（第八十二条）

第二章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算（第八十三条-第
八十六条）
第二節 税額の計算（第八十七条）
第三節 申告及び納付 （第八十八条-第百二十
条）
◆削除◆
第三章 青色申告（第百二十一条-第百二十八条）
第四章 更正及び決定（第百二十九条-第百三十七
条）
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得（第百三十八条-第百四十
条）
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算（第百四十一
条・第百四十二条）
第二節 税額の計算（第百四十三条・第百四十
四条）
第三節 申告、納付及び還付等（第百四十五
条）
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条-第百二十条）
第四章 青色申告（第百二十一条-第百二十八条）
第五章 更正及び決定（第百二十九条-第百三十七
条）
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得（第百三十八条-第百四十
条）
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算（第百四十一
条・第百四十二条）
第二節 税額の計算（第百四十三条・第百四十
四条）
第三節 申告、納付及び還付等（第百四十五
条）
第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算（第百四十五条
の二・第百四十五条の三）
第二節 税額の計算（第百四十五条の四）
第三節 申告及び納付（第百四十五条の五）
第四章 青色申告（第百四十六条）
第五章 更正及び決定（第百四十七条）
第四編 雑則（第百四十八条-第百五十八条）
第五編 罰則（第百五十九条-第百六十三条）
附則

第三章 退職年金等積立金に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算（第百四十五条
の二・第百四十五条の三）
第二節 税額の計算（第百四十五条の四）
第三節 申告及び納付（第百四十五条の五）
第四章 青色申告（第百四十六条）
第五章 更正及び決定（第百四十七条）
第四編 雑則（第百四十八条-第百五十八条）
第五編 罰則（第百五十九条-第百六十三条）
附則

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有す
る法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人
以外の法人をいい、人格のない社団等を含ま
ない。
九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団
法人（公益社団法人又は公益財団法人を除
く。）のうち、次に掲げるものをいう。
イ その行う事業により利益を得ること又はそ
の得た利益を分配することを目的としない
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の
ロ その会員から受け入れる会費により当該会
員に共通する利益を図るための事業を行う
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有す
る法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人
以外の法人をいい、人格のない社団等を含ま
ない。
九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団
法人（公益社団法人又は公益財団法人を除
く。）のうち、次に掲げるものをいう。
イ その行う事業により利益を得ること又はそ
の得た利益を分配することを目的としない
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の
ロ その会員から受け入れる会費により当該会
員に共通する利益を図るための事業を行う
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の
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十 同族会社 会社の株主等（その会社が自己の株
式又は出資を有する場合のその会社を除
く。）の三人以下並びにこれらと政令で定め
る特殊の関係のある個人及び法人がその会社
の発行済株式又は出資（その会社が有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は
出資を有する場合その他政令で定める場合に
おけるその会社をいう。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び
負債の移転を行つた法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及
び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及
び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から
資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有す
る資産の移転を行い、又はこれと併せてその
有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出
資法人から資産の移転を受け、又はこれと併
せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六 事後設立法人 事後設立（会社法（平成
十七年法律第八十六号）第四百六十七条第一
項第五号（事業譲渡等の承認等）又は保険業
法（平成七年法律第百五号）第六十二条の二
第一項第四号（事業の譲渡等）に掲げる行為
に係る契約に基づき行われる資産又は負債の
移転をいう。次号及び第十二号の十五におい
て同じ。）によりその有する資産の移転を行
い、又はこれと併せてその有する負債の移転
を行つた法人をいう。
十二の六の二 被事後設立法人 事後設立により事
後設立法人から資産の移転を受け、又はこれ
と併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によ
りその株主の有する株式を他の法人に取得さ
せた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換によ
り他の法人の株式を取得したことによつて当
該法人の発行済株式の全部を有することとな
つた法人をいう。
十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によ
りその株主の有する株式を当該株式移転によ
り設立された法人に取得させた当該株式を発
行した法人をいう。
十二の七 株式移転完全親法人 株式移転により他
の法人の発行済株式の全部を取得した当該株
式移転により設立された法人をいう。
十二の七の二 連結親法人 第四条の二（連結納税
義務者）の承認を受けた同条に規定する内国
法人をいう。
十二の七の三 連結子法人 第四条の二の承認を受
けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四 連結法人 連結親法人又は当該連結
親法人との間に連結完全支配関係がある連結

十 同族会社 会社の株主等（その会社が自己の株
式又は出資を有する場合のその会社を除
く。）の三人以下並びにこれらと政令で定め
る特殊の関係のある個人及び法人がその会社
の発行済株式又は出資（その会社が有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は
出資を有する場合その他政令で定める場合に
おけるその会社をいう。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び
負債の移転を行つた法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及
び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及
び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から
資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有す
る資産の移転を行い、又はこれと併せてその
有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出
資法人から資産の移転を受け、又はこれと併
せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六 事後設立法人 事後設立（会社法（平成
十七年法律第八十六号）第四百六十七条第一
項第五号（事業譲渡等の承認等）又は保険業
法（平成七年法律第百五号）第六十二条の二
第一項第四号（事業の譲渡等）に掲げる行為
に係る契約に基づき行われる資産又は負債の
移転をいう。次号及び第十二号の十五におい
て同じ。）によりその有する資産の移転を行
い、又はこれと併せてその有する負債の移転
を行つた法人をいう。
十二の六の二 被事後設立法人 事後設立により事
後設立法人から資産の移転を受け、又はこれ
と併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によ
りその株主の有する株式を他の法人に取得さ
せた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換によ
り他の法人の株式を取得したことによつて当
該法人の発行済株式の全部を有することとな
つた法人をいう。
十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によ
りその株主の有する株式を当該株式移転によ
り設立された法人に取得させた当該株式を発
行した法人をいう。
十二の七 株式移転完全親法人 株式移転により他
の法人の発行済株式の全部を取得した当該株
式移転により設立された法人をいう。
十二の七の二 連結親法人 第四条の二（連結納税
義務者）の承認を受けた同条に規定する内国
法人をいう。
十二の七の三 連結子法人 第四条の二の承認を受
けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四 連結法人 連結親法人又は当該連結
親法人との間に連結完全支配関係がある連結
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子法人をいう。
◆追加◆
◆追加◆
十二の七の五 連結完全支配関係 連結親法人と連
結子法人との間の第四条の二に規定する完全
支配関係又は当該連結親法人との間に当該完
全支配関係がある連結子法人相互の関係をい
う。
十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併
で被合併法人の株主等に合併法人株式（合併
法人の株式又は出資をいう。）又は合併親法
人株式（合併法人との間に当該合併法人の 発
行済株式又は出資（自己が有する自己の株式
又は出資を除く。以下この条において「発行
済株式等」という。）の全部を保有する関係
として政令で定める関係がある法人の株式又
は出資をいう。）のいずれか一方の株式又は
出資以外の資産（当該株主等に対する剰余金
の配当等（株式又は出資に係る剰余金の配
当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。第
十二号の十一において同じ。）として交付さ
れる金銭その他の資産及び合併に反対する当
該株主等に対するその買取請求に基づく対価
として交付される金銭その他の資産を除
く。）が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が法人を設立する合併（以下この号
において「新設合併」という。）である場
合にあつては、当該被合併法人と他の被合
併法人）との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係その他の政令で定める
関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）との間
にいずれか一方の法人が他方の法人の発行
済株式等の総数（出資にあつては、総額。
以下第十二号の十六までにおいて同じ。）
の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満
たない数（出資にあつては、金額。以下第
十二号の十六までにおいて同じ。）の株式
（出資を含む。以下第十二号の十六までに
おいて同じ。）を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係がある場合
の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベ
てに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の
直前の従業者のうち、その総数のおおむ
ね百分の八十以上に相当する数の者が当
該合併後に当該合併に係る合併法人の業
務に従事することが見込まれていること
（当該合併後に当該合併法人を被合併法
人とする適格合併を行うことが見込まれ
ている場合には、当該相当する数の者
が、当該合併後に当該合併法人の業務に
従事し、当該適格合併後に当該適格合併

子法人をいう。
十二の七の五 支配関係 一の者が法人の発行済株
式若しくは出資（当該法人が有する自己の株
式又は出資を除く。以下この条において「発
行済株式等」という。）の総数若しくは総額
の百分の五十を超える数若しくは金額の株式
若しくは出資を直接若しくは間接に保有する
関係として政令で定める関係（以下この号に
おいて「当事者間の支配の関係」という。）
又は一の者との間に当事者間の支配の関係が
ある法人相互の関係をいう。
十二の七の六 完全支配関係 一の者が法人の発行
済株式等の全部を直接若しくは間接に保有す
る関係として政令で定める関係（以下この号
において「当事者間の完全支配の関係」とい
う。）又は一の者との間に当事者間の完全支
配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七 連結完全支配関係 連結親法人と連
結子法人との間の第四条の二に規定する完全
支配関係又は当該連結親法人との間に当該完
全支配関係がある連結子法人相互の関係をい
う。
十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併
で被合併法人の株主等に合併法人株式（合併
法人の株式又は出資をいう。）又は合併親法
人株式（合併法人との間に当該合併法人の 発
行済株式等の全部を保有する関係として政令
で定める関係がある法人の株式又は出資をい
う。）のいずれか一方の株式又は出資以外の
資産（当該株主等に対する剰余金の配当等
（株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の
配当又は剰余金の分配をいう。第十二号の十
一において同じ。）として交付される金銭そ
の他の資産及び合併に反対する当該株主等に
対するその買取請求に基づく対価として交付
される金銭その他の資産を除く。）が交付さ
れないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が法人を設立する合併（以下この号
において「新設合併」という。）である場
合にあつては、当該被合併法人と他の被合
併法人）との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係その他の政令で定める
関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）との間
にいずれか一方の法人が他方の法人の発行
済株式等の総数（出資にあつては、総額。
以下第十二号の十六までにおいて同じ。）
の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満
たない数（出資にあつては、金額。以下第
十二号の十六までにおいて同じ。）の株式
（出資を含む。以下第十二号の十六までに
おいて同じ。）を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係がある場合
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に係る合併法人の業務に従事することが
見込まれていること。）。

(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前
に営む主要な事業が当該合併後に当該合
併に係る合併法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該合
併後に当該合併法人を被合併法人とする
適格合併を行うことが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該合併後
に当該合併法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）とが共
同で事業を営むための合併として政令で定
めるもの

十二の九 分割型分割 分割により分割法人が交付
を受ける分割承継法人の株式その他の資産
（次号及び第十二号の十一において「分割対
価資産」という。）のすべてがその分割の日
において当該分割法人の株主等に交付される
場合の当該分割をいう。
十二の十 分社型分割 分割により分割法人が交付
を受ける分割対価資産がその分割の日におい
て当該分割法人の株主等に交付されない場合
の当該分割をいう。
十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分
割（分割型分割にあつては分割法人の株主等
に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株
式（分割承継法人との間に当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係として
政令で定める関係がある法人の株式をいう。
以下この号において同じ。）のいずれか一方
の株式以外の資産（当該株主等に対する剰余
金の配当等として交付される分割対価資産以
外の金銭その他の資産を除く。）が交付され
ず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分
割法人の株式の数の割合に応じて交付される
ものに、分社型分割にあつては分割法人に分
割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の
いずれか一方の株式以外の資産が交付されな
いものに限る。）をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人が他方の法人の
発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係その他の政令で定める関係がある
場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人が他方の法人の
発行済株式等の総数の百分の五十を超え、
かつ、百分の百に満たない数の株式を直接
又は間接に保有する関係その他の政令で定
める関係がある場合の当該分割のうち、次
に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業（分割法人の分

の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベ
てに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の
直前の従業者のうち、その総数のおおむ
ね百分の八十以上に相当する数の者が当
該合併後に当該合併に係る合併法人の業
務に従事することが見込まれていること
（当該合併後に当該合併法人を被合併法
人とする適格合併を行うことが見込まれ
ている場合には、当該相当する数の者
が、当該合併後に当該合併法人の業務に
従事し、当該適格合併後に当該適格合併
に係る合併法人の業務に従事することが
見込まれていること。）。

(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前
に営む主要な事業が当該合併後に当該合
併に係る合併法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該合
併後に当該合併法人を被合併法人とする
適格合併を行うことが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該合併後
に当該合併法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）とが共
同で事業を営むための合併として政令で定
めるもの

十二の九 分割型分割 分割により分割法人が交付
を受ける分割承継法人の株式その他の資産
（次号及び第十二号の十一において「分割対
価資産」という。）のすべてがその分割の日
において当該分割法人の株主等に交付される
場合の当該分割をいう。
十二の十 分社型分割 分割により分割法人が交付
を受ける分割対価資産がその分割の日におい
て当該分割法人の株主等に交付されない場合
の当該分割をいう。
十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分
割（分割型分割にあつては分割法人の株主等
に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株
式（分割承継法人との間に当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係として
政令で定める関係がある法人の株式をいう。
以下この号において同じ。）のいずれか一方
の株式以外の資産（当該株主等に対する剰余
金の配当等として交付される分割対価資産以
外の金銭その他の資産を除く。）が交付され
ず、かつ、当該株式が当該株主等の有する分
割法人の株式の数の割合に応じて交付される
ものに、分社型分割にあつては分割法人に分
割承継法人の株式又は分割承継親法人株式の
いずれか一方の株式以外の資産が交付されな
いものに限る。）をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
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割前に営む事業のうち、当該分割により
分割承継法人において営まれることとな
るものをいう。ロにおいて同じ。）に係
る主要な資産及び負債が当該分割承継法
人に移転していること（当該分割後に当
該分割承継法人を被合併法人とする適格
合併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該分
割により当該分割承継法人に移転し、当
該適格合併により当該適格合併に係る合
併法人に移転することが見込まれている
こと。）。

(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者
のうち、その総数のおおむね百分の八十
以上に相当する数の者が当該分割後に当
該分割承継法人の業務に従事することが
見込まれていること（当該分割後に当該
分割承継法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該相当する数の者が、当該分割後
に当該分割承継法人の業務に従事し、当
該適格合併後に当該適格合併に係る合併
法人の業務に従事することが見込まれて
いること。）。

(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に
当該分割承継法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該分
割後に当該分割承継法人を被合併法人と
する適格合併を行うことが見込まれてい
る場合には、当該分割事業が、当該分割
後に当該分割承継法人において営まれ、
当該適格合併後に当該適格合併に係る合
併法人において引き続き営まれることが
見込まれていること。）。

ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人
（当該分割が法人を設立する分割である場
合にあつては、当該分割法人と他の分割法
人）とが共同で事業を営むための分割とし
て政令で定めるもの

十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当す
る現物出資（外国法人に国内にある資産又は
負債として政令で定める資産又は負債の移転
を行うもの及び新株予約権付社債に付された
新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社
債についての社債の給付を除き、現物出資法
人に被現物出資法人の株式のみが交付される
ものに限る。）をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係その他の政令で定める
関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物

の間にいずれか一方の法人が他方の法人の
発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係その他の政令で定める関係がある
場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人が他方の法人の
発行済株式等の総数の百分の五十を超え、
かつ、百分の百に満たない数の株式を直接
又は間接に保有する関係その他の政令で定
める関係がある場合の当該分割のうち、次
に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業（分割法人の分
割前に営む事業のうち、当該分割により
分割承継法人において営まれることとな
るものをいう。ロにおいて同じ。）に係
る主要な資産及び負債が当該分割承継法
人に移転していること（当該分割後に当
該分割承継法人を被合併法人とする適格
合併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該分
割により当該分割承継法人に移転し、当
該適格合併により当該適格合併に係る合
併法人に移転することが見込まれている
こと。）。

(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者
のうち、その総数のおおむね百分の八十
以上に相当する数の者が当該分割後に当
該分割承継法人の業務に従事することが
見込まれていること（当該分割後に当該
分割承継法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該相当する数の者が、当該分割後
に当該分割承継法人の業務に従事し、当
該適格合併後に当該適格合併に係る合併
法人の業務に従事することが見込まれて
いること。）。

(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に
当該分割承継法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該分
割後に当該分割承継法人を被合併法人と
する適格合併を行うことが見込まれてい
る場合には、当該分割事業が、当該分割
後に当該分割承継法人において営まれ、
当該適格合併後に当該適格合併に係る合
併法人において引き続き営まれることが
見込まれていること。）。

ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人
（当該分割が法人を設立する分割である場
合にあつては、当該分割法人と他の分割法
人）とが共同で事業を営むための分割とし
て政令で定めるもの

十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当す
る現物出資（外国法人に国内にある資産又は
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出資法人との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等の総数の百分の五
十を超え、かつ、百分の百に満たない数の
株式を直接又は間接に保有する関係その他
の政令で定める関係がある場合の当該現物
出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該
当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業（現物
出資法人の現物出資前に営む事業のう
ち、当該現物出資により被現物出資法人
において営まれることとなるものをい
う。ロにおいて同じ。）に係る主要な資
産及び負債が当該被現物出資法人に移転
していること（当該現物出資後に当該被
現物出資法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該現
物出資により当該被現物出資法人に移転
し、当該適格合併により当該適格合併に
係る合併法人に移転することが見込まれ
ていること。）。

(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係
る従業者のうち、その総数のおおむね百
分の八十以上に相当する数の者が当該現
物出資後に当該被現物出資法人の業務に
従事することが見込まれていること（当
該現物出資後に当該被現物出資法人を被
合併法人とする適格合併を行うことが見
込まれている場合には、当該相当する数
の者が、当該現物出資後に当該被現物出
資法人の業務に従事し、当該適格合併後
に当該適格合併に係る合併法人の業務に
従事することが見込まれているこ
と。）。

(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該
現物出資後に当該被現物出資法人におい
て引き続き営まれることが見込まれてい
ること（当該現物出資後に当該被現物出
資法人を被合併法人とする適格合併を行
うことが見込まれている場合には、当該
現物出資事業が、当該現物出資後に当該
被現物出資法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人（当該現物出資が法人を設立する
現物出資である場合にあつては、当該現物
出資法人と他の現物出資法人）とが共同で
事業を営むための現物出資として政令で定
めるもの

十二の十五 適格事後設立 事後設立のうち、事後
設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の
全部を保有していることその他の政令で定め
る要件に該当するもの（外国法人に前号に規
定する政令で定める資産又は負債の移転を行
うものを除く。）をいう。

負債として政令で定める資産又は負債の移転
を行うもの及び新株予約権付社債に付された
新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社
債についての社債の給付を除き、現物出資法
人に被現物出資法人の株式のみが交付される
ものに限る。）をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係その他の政令で定める
関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人が他
方の法人の発行済株式等の総数の百分の五
十を超え、かつ、百分の百に満たない数の
株式を直接又は間接に保有する関係その他
の政令で定める関係がある場合の当該現物
出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該
当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業（現物
出資法人の現物出資前に営む事業のう
ち、当該現物出資により被現物出資法人
において営まれることとなるものをい
う。ロにおいて同じ。）に係る主要な資
産及び負債が当該被現物出資法人に移転
していること（当該現物出資後に当該被
現物出資法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該現
物出資により当該被現物出資法人に移転
し、当該適格合併により当該適格合併に
係る合併法人に移転することが見込まれ
ていること。）。

(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係
る従業者のうち、その総数のおおむね百
分の八十以上に相当する数の者が当該現
物出資後に当該被現物出資法人の業務に
従事することが見込まれていること（当
該現物出資後に当該被現物出資法人を被
合併法人とする適格合併を行うことが見
込まれている場合には、当該相当する数
の者が、当該現物出資後に当該被現物出
資法人の業務に従事し、当該適格合併後
に当該適格合併に係る合併法人の業務に
従事することが見込まれているこ
と。）。

(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該
現物出資後に当該被現物出資法人におい
て引き続き営まれることが見込まれてい
ること（当該現物出資後に当該被現物出
資法人を被合併法人とする適格合併を行
うことが見込まれている場合には、当該
現物出資事業が、当該現物出資後に当該
被現物出資法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。
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十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当す
る株式交換で株式交換完全子法人の株主に株
式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支
配親法人株式（株式交換完全親法人との間に
当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全
部を保有する関係として政令で定める関係が
ある法人の株式をいう。）のいずれか一方の
株式以外の資産（当該株主に対する剰余金の
配当として交付される金銭その他の資産及び
株式交換に反対する当該株主に対するその買
取請求に基づく対価として交付される金銭そ
の他の資産を除く。）が交付されないものを
いう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間に同一の者によ
つてそれぞれの法人の発行済株式等の全部
を直接又は間接に保有される関係その他の
政令で定める関係がある場合の当該株式交
換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間にいずれか一方
の法人が他方の法人の発行済株式等の総数
の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満
たない数の株式を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係がある場合
の当該株式交換のうち、次に掲げる要件の
すべてに該当するもの
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
の直前の従業者のうち、その総数のおお
むね百分の八十以上に相当する数の者が
当該株式交換完全子法人の業務に引き続
き従事することが見込まれていること
（当該株式交換後に当該株式交換完全子
法人を被合併法人、分割法人、現物出資
法人又は事後設立法人（以下この号及び
次号において「被合併法人等」とい
う。）とする適格合併、適格分割、適格
現物出資又は適格事後設立（以下この号
及び次号において「適格組織再編成」と
いう。）に伴い当該相当する数の者の全
部又は一部が当該適格組織再編成に係る
合併法人、分割承継法人、被現物出資法
人又は被事後設立法人（以下この号及び
次号において「合併法人等」という。）
に引き継がれることが見込まれている場
合には、当該相当する数の者のうち当該
合併法人等に引き継がれるもの（(1)にお
いて「合併等引継従業者」という。）が
当該株式交換後に当該株式交換完全子法
人の業務に従事し、当該適格組織再編成
後に当該合併法人等の業務に従事するこ
とが見込まれ、かつ、当該相当する数の
者のうち当該合併等引継従業者以外のも
のが当該株式交換完全子法人の業務に引
き続き従事することが見込まれているこ
と。）。

(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換

ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人（当該現物出資が法人を設立する
現物出資である場合にあつては、当該現物
出資法人と他の現物出資法人）とが共同で
事業を営むための現物出資として政令で定
めるもの

十二の十五 適格事後設立 事後設立のうち、事後
設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の
全部を保有していることその他の政令で定め
る要件に該当するもの（外国法人に前号に規
定する政令で定める資産又は負債の移転を行
うものを除く。）をいう。
十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当す
る株式交換で株式交換完全子法人の株主に株
式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支
配親法人株式（株式交換完全親法人との間に
当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全
部を保有する関係として政令で定める関係が
ある法人の株式をいう。）のいずれか一方の
株式以外の資産（当該株主に対する剰余金の
配当として交付される金銭その他の資産及び
株式交換に反対する当該株主に対するその買
取請求に基づく対価として交付される金銭そ
の他の資産を除く。）が交付されないものを
いう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間に同一の者によ
つてそれぞれの法人の発行済株式等の全部
を直接又は間接に保有される関係その他の
政令で定める関係がある場合の当該株式交
換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間にいずれか一方
の法人が他方の法人の発行済株式等の総数
の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満
たない数の株式を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係がある場合
の当該株式交換のうち、次に掲げる要件の
すべてに該当するもの
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
の直前の従業者のうち、その総数のおお
むね百分の八十以上に相当する数の者が
当該株式交換完全子法人の業務に引き続
き従事することが見込まれていること
（当該株式交換後に当該株式交換完全子
法人を被合併法人、分割法人、現物出資
法人又は事後設立法人（以下この号及び
次号において「被合併法人等」とい
う。）とする適格合併、適格分割、適格
現物出資又は適格事後設立（以下この号
及び次号において「適格組織再編成」と
いう。）に伴い当該相当する数の者の全
部又は一部が当該適格組織再編成に係る
合併法人、分割承継法人、被現物出資法
人又は被事後設立法人（以下この号及び
次号において「合併法人等」という。）
に引き継がれることが見込まれている場
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前に営む主要な事業が当該株式交換完全
子法人において引き続き営まれることが
見込まれていること（当該株式交換後に
当該株式交換完全子法人を被合併法人等
とする適格組織再編成によりその主要な
事業が移転することが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該株式交
換後に当該株式交換完全子法人において
営まれ、当該適格組織再編成後に当該適
格組織再編成に係る合併法人等において
引き続き営まれることが見込まれている
こと。）。

ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人とが共同で事業を営む
ための株式交換として政令で定めるもの

十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当す
る株式移転で株式移転完全子法人の株主に株
式移転完全親法人の株式以外の資産（株式移
転に反対する当該株主に対するその買取請求
に基づく対価として交付される金銭その他の
資産を除く。）が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
当該株式移転に係る他の株式移転完全子法
人（以下この号において「他の株式移転完
全子法人」という。）との間に同一の者に
よつてそれぞれの法人の発行済株式（自己
が有する自己の株式を除く。ロにおいて同
じ。）の全部を直接若しくは間接に保有さ
れる関係その他の政令で定める関係がある
場合の当該株式移転又は一の法人のみがそ
の株式移転完全子法人となる株式移転で政
令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人との間にいずれか
一方の法人が他方の法人の発行済株式の総
数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に
満たない数の株式を直接又は間接に保有す
る関係その他の政令で定める関係がある場
合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件
のすべてに該当するもの
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転の直前の従業者のう
ち、その総数のおおむね百分の八十以上
に相当する数の者が当該株式移転完全子
法人の業務に引き続き従事することが見
込まれていること（当該株式移転後に当
該株式移転完全子法人を被合併法人等と
する適格組織再編成に伴い当該相当する
数の者の全部又は一部が当該適格組織再
編成に係る合併法人等に引き継がれるこ
とが見込まれている場合には、当該相当
する数の者のうち当該合併法人等に引き
継がれるもの（(1)において「合併等引継
従業者」という。）が当該株式移転後に
当該株式移転完全子法人の業務に従事
し、当該適格組織再編成後に当該合併法
人等の業務に従事することが見込まれ、

合には、当該相当する数の者のうち当該
合併法人等に引き継がれるもの（(1)にお
いて「合併等引継従業者」という。）が
当該株式交換後に当該株式交換完全子法
人の業務に従事し、当該適格組織再編成
後に当該合併法人等の業務に従事するこ
とが見込まれ、かつ、当該相当する数の
者のうち当該合併等引継従業者以外のも
のが当該株式交換完全子法人の業務に引
き続き従事することが見込まれているこ
と。）。

(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
前に営む主要な事業が当該株式交換完全
子法人において引き続き営まれることが
見込まれていること（当該株式交換後に
当該株式交換完全子法人を被合併法人等
とする適格組織再編成によりその主要な
事業が移転することが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該株式交
換後に当該株式交換完全子法人において
営まれ、当該適格組織再編成後に当該適
格組織再編成に係る合併法人等において
引き続き営まれることが見込まれている
こと。）。

ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人とが共同で事業を営む
ための株式交換として政令で定めるもの

十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当す
る株式移転で株式移転完全子法人の株主に株
式移転完全親法人の株式以外の資産（株式移
転に反対する当該株主に対するその買取請求
に基づく対価として交付される金銭その他の
資産を除く。）が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
当該株式移転に係る他の株式移転完全子法
人（以下この号において「他の株式移転完
全子法人」という。）との間に同一の者に
よつてそれぞれの法人の発行済株式（自己
が有する自己の株式を除く。ロにおいて同
じ。）の全部を直接若しくは間接に保有さ
れる関係その他の政令で定める関係がある
場合の当該株式移転又は一の法人のみがそ
の株式移転完全子法人となる株式移転で政
令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人との間にいずれか
一方の法人が他方の法人の発行済株式の総
数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に
満たない数の株式を直接又は間接に保有す
る関係その他の政令で定める関係がある場
合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件
のすべてに該当するもの
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転の直前の従業者のう
ち、その総数のおおむね百分の八十以上
に相当する数の者が当該株式移転完全子
法人の業務に引き続き従事することが見
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かつ、当該相当する数の者のうち当該合
併等引継従業者以外のものが当該株式移
転完全子法人の業務に引き続き従事する
ことが見込まれていること。）。

(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転前に営む主要な事業が
当該株式移転完全子法人において引き続
き営まれることが見込まれていること
（当該株式移転後に当該株式移転完全子
法人を被合併法人等とする適格組織再編
成によりその主要な事業が移転すること
が見込まれている場合には、当該主要な
事業が、当該株式移転後に当該株式移転
完全子法人において営まれ、当該適格組
織再編成後に当該適格組織再編成に係る
合併法人等において引き続き営まれるこ
とが見込まれていること。）。

ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人とが共同で事業を
営むための株式移転として政令で定めるも
の

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定
める事業で、継続して事業場を設けて行われ
るものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しく
は合同会社の社員その他法人の出資者をい
う。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監
査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以
外の者で法人の経営に従事している者のうち
政令で定めるものをいう。
十六 資本金等の額 法人（各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課される連結事業年度
の連結法人（以下この条において「連結申告
法人」という。）を除く。）が株主等から出
資を受けた金額として政令で定める金額をい
う。
十七 連結資本金等の額 連結法人（連結申告法人
に限る。）の連結個別資本金等の額の合計額
をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人（連結
申告法人に限る。）が株主等から出資を受け
た金額として政令で定める金額をいう。
十八 利益積立金額 法人（連結申告法人を除
く。）の所得の金額（第八十一条の十八第一
項（連結法人税の個別帰属額の計算）に規定
する個別所得金額を含む。）で留保している
金額として政令で定める金額をいう。
十八の二 連結利益積立金額 連結法人（連結申告
法人に限る。）の連結所得の金額（所得の金
額を含む。）で留保している金額として政令
で定める金額をいう。
十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金
額のうち各連結法人（連結申告法人に限
る。）に帰せられる金額として政令で定める
金額をいう。
十八の四 連結所得 連結親法人及び連結子法人の

込まれていること（当該株式移転後に当
該株式移転完全子法人を被合併法人等と
する適格組織再編成に伴い当該相当する
数の者の全部又は一部が当該適格組織再
編成に係る合併法人等に引き継がれるこ
とが見込まれている場合には、当該相当
する数の者のうち当該合併法人等に引き
継がれるもの（(1)において「合併等引継
従業者」という。）が当該株式移転後に
当該株式移転完全子法人の業務に従事
し、当該適格組織再編成後に当該合併法
人等の業務に従事することが見込まれ、
かつ、当該相当する数の者のうち当該合
併等引継従業者以外のものが当該株式移
転完全子法人の業務に引き続き従事する
ことが見込まれていること。）。

(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転前に営む主要な事業が
当該株式移転完全子法人において引き続
き営まれることが見込まれていること
（当該株式移転後に当該株式移転完全子
法人を被合併法人等とする適格組織再編
成によりその主要な事業が移転すること
が見込まれている場合には、当該主要な
事業が、当該株式移転後に当該株式移転
完全子法人において営まれ、当該適格組
織再編成後に当該適格組織再編成に係る
合併法人等において引き続き営まれるこ
とが見込まれていること。）。

ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人とが共同で事業を
営むための株式移転として政令で定めるも
の

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定
める事業で、継続して事業場を設けて行われ
るものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しく
は合同会社の社員その他法人の出資者をい
う。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監
査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以
外の者で法人の経営に従事している者のうち
政令で定めるものをいう。
十六 資本金等の額 法人（各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課される連結事業年度
の連結法人（以下この条において「連結申告
法人」という。）を除く。）が株主等から出
資を受けた金額として政令で定める金額をい
う。
十七 連結資本金等の額 連結法人（連結申告法人
に限る。）の連結個別資本金等の額の合計額
をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人（連結
申告法人に限る。）が株主等から出資を受け
た金額として政令で定める金額をいう。
十八 利益積立金額 法人（連結申告法人を除
く。）の所得の金額（第八十一条の十八第一
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所得をいう。
十九 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益
金の額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。
十九の二 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所
得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の
額が当該連結事業年度の益金の額を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう。
二十 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原
材料その他の資産で棚卸しをすべきものとし
て政令で定めるもの（有価証券及び第六十一
条第一項（短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益の益金又は損金算入）に規定する短
期売買商品を除く。）をいう。
二十一 有価証券 金融商品取引法（昭和二十三年
法律第二十五号）第二条第一項（定義）に規
定する有価証券その他これに準ずるもので政
令で定めるもの（自己が有する自己の株式又
は出資及び第六十一条の五第一項（デリバ
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
の益金又は損金算入等）に規定するデリバ
ティブ取引に係るものを除く。）をいう。
二十二 固定資産 土地（土地の上に存する権利を
含む。）、減価償却資産、電話加入権その他
の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装
置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び
備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきも
のとして政令で定めるものをいう。
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出
の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶも
ので政令で定めるものをいう。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算におい
て費用又は損失として経理することをいう。
二十六 合同運用信託 信託会社（金融機関の信託
業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律
第四十三号）により同法第一条第一項（兼営
の認可）に規定する信託業務を営む同項に規
定する金融機関を含む。）が引き受けた金銭
信託で、共同しない多数の委託者の信託財産
を合同して運用するもの（投資信託及び投資
法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九
十八号）第二条第二項（定義）に規定する委
託者非指図型投資信託及びこれに類する外国
投資信託（同条第二十二項に規定する外国投
資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおい
て同じ。）並びに委託者が実質的に多数でな
いものとして政令で定める信託を除く。）を
いう。
二十七 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第四項に規定する証券投資信
託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八 公社債投資信託 証券投資信託のうち、そ
の信託財産を公債又は社債（会社以外の法人
が特別の法律により発行する債券を含む。）
に対する投資として運用することを目的とす

項（連結法人税の個別帰属額の計算）に規定
する個別所得金額を含む。）で留保している
金額として政令で定める金額をいう。
十八の二 連結利益積立金額 連結法人（連結申告
法人に限る。）の連結所得の金額（所得の金
額を含む。）で留保している金額として政令
で定める金額をいう。
十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金
額のうち各連結法人（連結申告法人に限
る。）に帰せられる金額として政令で定める
金額をいう。
十八の四 連結所得 連結親法人及び連結子法人の
所得をいう。
十九 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益
金の額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。
十九の二 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所
得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の
額が当該連結事業年度の益金の額を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう。
二十 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原
材料その他の資産で棚卸しをすべきものとし
て政令で定めるもの（有価証券及び第六十一
条第一項（短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益の益金又は損金算入）に規定する短
期売買商品を除く。）をいう。
二十一 有価証券 金融商品取引法（昭和二十三年
法律第二十五号）第二条第一項（定義）に規
定する有価証券その他これに準ずるもので政
令で定めるもの（自己が有する自己の株式又
は出資及び第六十一条の五第一項（デリバ
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
の益金又は損金算入等）に規定するデリバ
ティブ取引に係るものを除く。）をいう。
二十二 固定資産 土地（土地の上に存する権利を
含む。）、減価償却資産、電話加入権その他
の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装
置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び
備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきも
のとして政令で定めるものをいう。
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出
の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶも
ので政令で定めるものをいう。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算におい
て費用又は損失として経理することをいう。
二十六 合同運用信託 信託会社（金融機関の信託
業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律
第四十三号）により同法第一条第一項（兼営
の認可）に規定する信託業務を営む同項に規
定する金融機関を含む。）が引き受けた金銭
信託で、共同しない多数の委託者の信託財産
を合同して運用するもの（投資信託及び投資
法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九
十八号）第二条第二項（定義）に規定する委
託者非指図型投資信託及びこれに類する外国
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るもので、株式又は出資に対する投資として
運用しないものをいう。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託（次に掲げるも
のに限る。）及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二
条第四項に規定する証券投資信託

(2) その受託者（投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第一項に規定する委託者
指図型投資信託にあつては、委託者）に
よる受益権の募集が、同条第八項に規定
する公募により行われ、かつ、主として
国内において行われるものとして政令で
定めるもの

ハ 特定受益証券発行信託（信託法（平成十八
年法律第百八号）第百八十五条第三項（受
益証券の発行に関する信託行為の定め）に
規定する受益証券発行信託のうち、次に掲
げる要件のすべてに該当するもの（イに掲
げる信託及び次号ハに掲げる信託を除
く。）をいう。）
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件
に該当するものであることについて政令
で定めるところにより税務署長の承認を
受けた法人（(1)において「承認受託者」
という。）が引き受けたものであること
（その計算期間開始の日の前日までに、
当該承認受託者（当該受益証券発行信託
の受託者に就任したことによりその信託
事務の引継ぎを受けた承認受託者を含
む。）がその承認を取り消された場合及
び当該受益証券発行信託の受託者に承認
受託者以外の者が就任した場合を除
く。）。

(2) 各計算期間終了の時における未分配利益
の額として政令で定めるところにより計
算した金額のその時における元本の総額
に対する割合（(3)において「利益留保割
合」という。）が政令で定める割合を超
えない旨の信託行為における定めがある
こと。

(3) 各計算期間開始の時において、その時ま
でに到来した利益留保割合の算定の時期
として政令で定めるもののいずれにおい
てもその算定された利益留保割合が(2)に
規定する政令で定める割合を超えていな
いこと。

(4) その計算期間が一年を超えないこと。
(5) 受益者（受益者としての権利を現に有す
るものに限る。）が存しない信託に該当
したことがないこと。

二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託（集団
投資信託並びに第十二条第四項第一号（信託
財産に属する資産及び負債並びに信託財産に
帰せられる収益及び費用の帰属）に規定する

投資信託（同条第二十二項に規定する外国投
資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおい
て同じ。）並びに委託者が実質的に多数でな
いものとして政令で定める信託を除く。）を
いう。
二十七 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第四項に規定する証券投資信
託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八 公社債投資信託 証券投資信託のうち、そ
の信託財産を公債又は社債（会社以外の法人
が特別の法律により発行する債券を含む。）
に対する投資として運用することを目的とす
るもので、株式又は出資に対する投資として
運用しないものをいう。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託（次に掲げるも
のに限る。）及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二
条第四項に規定する証券投資信託

(2) その受託者（投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第一項に規定する委託者
指図型投資信託にあつては、委託者）に
よる受益権の募集が、同条第八項に規定
する公募により行われ、かつ、主として
国内において行われるものとして政令で
定めるもの

ハ 特定受益証券発行信託（信託法（平成十八
年法律第百八号）第百八十五条第三項（受
益証券の発行に関する信託行為の定め）に
規定する受益証券発行信託のうち、次に掲
げる要件のすべてに該当するもの（イに掲
げる信託及び次号ハに掲げる信託を除
く。）をいう。）
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件
に該当するものであることについて政令
で定めるところにより税務署長の承認を
受けた法人（(1)において「承認受託者」
という。）が引き受けたものであること
（その計算期間開始の日の前日までに、
当該承認受託者（当該受益証券発行信託
の受託者に就任したことによりその信託
事務の引継ぎを受けた承認受託者を含
む。）がその承認を取り消された場合及
び当該受益証券発行信託の受託者に承認
受託者以外の者が就任した場合を除
く。）。

(2) 各計算期間終了の時における未分配利益
の額として政令で定めるところにより計
算した金額のその時における元本の総額
に対する割合（(3)において「利益留保割
合」という。）が政令で定める割合を超
えない旨の信託行為における定めがある
こと。

(3) 各計算期間開始の時において、その時ま
でに到来した利益留保割合の算定の時期
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退職年金等信託及び同項第二号に規定する特
定公益信託等を除く。）をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定め
のある信託
ロ 第十二条第一項に規定する受益者（同条第
二項の規定により同条第一項に規定する受
益者とみなされる者を含む。）が存しない
信託
ハ 法人（公共法人及び公益法人等を除く。）
が委託者となる信託（信託財産に属する資
産のみを信託するものを除く。）で、次に
掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部
（その譲渡につき当該法人の会社法第四
百六十七条第一項（第一号又は第二号に
係る部分に限る。）の株主総会の決議
（これに準ずるものを含む。）を要する
ものに限る。）を信託し、かつ、その信
託の効力が生じた時において、当該法人
の株主等が取得する受益権のその信託に
係るすべての受益権に対する割合が百分
の五十を超えるものとして政令で定める
ものに該当することが見込まれていたこ
と（その信託財産に属する金銭以外の資
産の種類がおおむね同一である場合とし
て政令で定める場合を除く。）。

(2) その信託の効力が生じた時又はその存続
期間（その信託行為において定められた
存続期間をいう。(2)において同じ。）の
定めの変更の効力が生じた時（(2)におい
て「効力発生時等」という。）において
当該法人又は当該法人との間に政令で定
める特殊の関係のある者（(2)及び(3)にお
いて「特殊関係者」という。）が受託者
であり、かつ、当該効力発生時等におい
て当該効力発生時等以後のその存続期間
が二十年を超えるものとされていたこと
（当該法人又は当該法人の特殊関係者の
いずれもがその受託者でなかつた場合に
おいて当該法人又は当該法人の特殊関係
者がその受託者に就任することとなり、
かつ、その就任の時においてその時以後
のその存続期間が二十年を超えるものと
されていたときを含むものとし、その信
託財産の性質上その信託財産の管理又は
処分に長期間を要する場合として政令で
定める場合を除く。）。

(3) その信託の効力が生じた時において当該
法人又は当該法人の特殊関係者をその受
託者と、当該法人の特殊関係者をその受
益者とし、かつ、その時において当該特
殊関係者に対する収益の分配の割合の変
更が可能である場合として政令で定める
場合に該当したこと。

ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律（平成十年法律

として政令で定めるもののいずれにおい
てもその算定された利益留保割合が(2)に
規定する政令で定める割合を超えていな
いこと。

(4) その計算期間が一年を超えないこと。
(5) 受益者（受益者としての権利を現に有す
るものに限る。）が存しない信託に該当
したことがないこと。

二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託（集団
投資信託並びに第十二条第四項第一号（信託
財産に属する資産及び負債並びに信託財産に
帰せられる収益及び費用の帰属）に規定する
退職年金等信託及び同項第二号に規定する特
定公益信託等を除く。）をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定め
のある信託
ロ 第十二条第一項に規定する受益者（同条第
二項の規定により同条第一項に規定する受
益者とみなされる者を含む。）が存しない
信託
ハ 法人（公共法人及び公益法人等を除く。）
が委託者となる信託（信託財産に属する資
産のみを信託するものを除く。）で、次に
掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部
（その譲渡につき当該法人の会社法第四
百六十七条第一項（第一号又は第二号に
係る部分に限る。）の株主総会の決議
（これに準ずるものを含む。）を要する
ものに限る。）を信託し、かつ、その信
託の効力が生じた時において、当該法人
の株主等が取得する受益権のその信託に
係るすべての受益権に対する割合が百分
の五十を超えるものとして政令で定める
ものに該当することが見込まれていたこ
と（その信託財産に属する金銭以外の資
産の種類がおおむね同一である場合とし
て政令で定める場合を除く。）。

(2) その信託の効力が生じた時又はその存続
期間（その信託行為において定められた
存続期間をいう。(2)において同じ。）の
定めの変更の効力が生じた時（(2)におい
て「効力発生時等」という。）において
当該法人又は当該法人との間に政令で定
める特殊の関係のある者（(2)及び(3)にお
いて「特殊関係者」という。）が受託者
であり、かつ、当該効力発生時等におい
て当該効力発生時等以後のその存続期間
が二十年を超えるものとされていたこと
（当該法人又は当該法人の特殊関係者の
いずれもがその受託者でなかつた場合に
おいて当該法人又は当該法人の特殊関係
者がその受託者に就任することとなり、
かつ、その就任の時においてその時以後
のその存続期間が二十年を超えるものと
されていたときを含むものとし、その信
託財産の性質上その信託財産の管理又は
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第百五号）第二条第十三項（定義）に規定
する特定目的信託

三十 中間申告書 第七十一条第一項（中間申告）
（第百四十五条第一項（外国法人に対する準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第七十四条第一項（確定申
告）（第百四十五条第一項において準用する
場合を含む。）の規定による申告書（当該申
告書に係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十一の二 連結中間申告書 第八十一条の十九第
一項（連結中間申告）の規定による申告書を
いう。
三十二 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一
項（連結確定申告）の規定による申告書（当
該申告書に係る期限後申告書を含む。）をい
う。
三十三 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条
（退職年金等積立金に係る中間申告）（第百
四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）の規定による申
告書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）をいう。
三十四 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条
（退職年金等積立金に係る確定申告）（第百
四十五条の五において準用する場合を含
む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。）をいう。
三十五 清算事業年度予納申告書 第百二条第一項
（清算中の所得に係る予納申告）の規定によ
る申告書（当該申告書に係る期限後申告書を
含む。）をいう。
三十六 残余財産分配等予納申告書 第百三条第一
項（残余財産の一部分配等に係る予納申告）
の規定による申告書（当該申告書に係る期限
後申告書を含む。）をいう。
三十七 清算確定申告書 第百四条第一項（清算確
定申告）の規定による申告書（当該申告書に
係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十八 期限後申告書 国税通則法（昭和三十七年
法律第六十六号）第十八条第二項（期限後申
告書）に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項
（修正申告書）に規定する修正申告書をい
う。
四十 青色申告書 第百二十一条（青色申告）（第
百四十六条第一項（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）の規定によ
り青色の申告書によつて提出する第三十号、
第三十一号及び第三十三号から第三十七号ま
でに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係
る修正申告書をいう。
四十一 中間納付額 第七十六条（中間申告による
納付）（第百四十五条第一項において準用す
る場合を含む。）又は第八十一条の二十六
（連結中間申告による納付）の規定により納
付すべき法人税の額（その額につき修正申告

処分に長期間を要する場合として政令で
定める場合を除く。）。

(3) その信託の効力が生じた時において当該
法人又は当該法人の特殊関係者をその受
託者と、当該法人の特殊関係者をその受
益者とし、かつ、その時において当該特
殊関係者に対する収益の分配の割合の変
更が可能である場合として政令で定める
場合に該当したこと。

ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律（平成十年法律
第百五号）第二条第十三項（定義）に規定
する特定目的信託

三十 中間申告書 第七十一条第一項（中間申告）
（第百四十五条第一項（外国法人に対する準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第七十四条第一項（確定申
告）（第百四十五条第一項において準用する
場合を含む。）の規定による申告書（当該申
告書に係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十一の二 連結中間申告書 第八十一条の十九第
一項（連結中間申告）の規定による申告書を
いう。
三十二 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一
項（連結確定申告）の規定による申告書（当
該申告書に係る期限後申告書を含む。）をい
う。
三十三 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条
（退職年金等積立金に係る中間申告）（第百
四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）の規定による申
告書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）をいう。
三十四 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条
（退職年金等積立金に係る確定申告）（第百
四十五条の五において準用する場合を含
む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。）をいう。
三十五 清算事業年度予納申告書 第百二条第一項
（清算中の所得に係る予納申告）の規定によ
る申告書（当該申告書に係る期限後申告書を
含む。）をいう。
三十六 残余財産分配等予納申告書 第百三条第一
項（残余財産の一部分配等に係る予納申告）
の規定による申告書（当該申告書に係る期限
後申告書を含む。）をいう。
三十七 清算確定申告書 第百四条第一項（清算確
定申告）の規定による申告書（当該申告書に
係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十八 期限後申告書 国税通則法（昭和三十七年
法律第六十六号）第十八条第二項（期限後申
告書）に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項
（修正申告書）に規定する修正申告書をい
う。
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書の提出又は更正があつた場合には、その申
告又は更正後の法人税の額）をいう。
四十二 清算中の予納額 第百五条（清算中の所得
に係る予納申告による納付）又は第百六条
（残余財産の一部分配等に係る予納申告によ
る納付）の規定により納付すべき法人税の額
（これらの規定に規定する申告書に係る期限
後申告書の提出又はこれらの申告書の提出が
なかつたことによる決定により納付すべき法
人税の額を含むものとし、これらの額につき
修正申告書の提出又は更正があつた場合に
は、その申告又は更正後の法人税の額とす
る。）をいう。
四十三 更正 国税通則法第二十四条（更正）又は
第二十六条（再更正）の規定による更正をい
う。
四十四 決定 第十九条（納税地指定の処分の取消
しがあつた場合の申告等の効力）、次編第一
章第一節（課税標準及びその計算）及び第百
三十四条の二第四項（仮装経理に基づく過大
申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特
例）の場合を除き、国税通則法第二十五条
（決定）の規定による決定をいう。
四十五 附帯税 国税通則法第二条第四号（定義）
に規定する附帯税をいう。
四十六 充当 国税通則法第五十七条第一項（充
当）の規定による充当をいう。
四十七 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）に規定する還付加算金をい
う。
四十八 地方税 地方税法（昭和二十五年法律第二
百二十六号）第一条第一項第十四号（用語）
に規定する地方団体の徴収金（都、特別区及
び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含
む。）をいう。

四十 青色申告書 第百二十一条（青色申告）（第
百四十六条第一項（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）の規定によ
り青色の申告書によつて提出する第三十号、
第三十一号及び第三十三号から第三十七号ま
でに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係
る修正申告書をいう。
四十一 中間納付額 第七十六条（中間申告による
納付）（第百四十五条第一項において準用す
る場合を含む。）又は第八十一条の二十六
（連結中間申告による納付）の規定により納
付すべき法人税の額（その額につき修正申告
書の提出又は更正があつた場合には、その申
告又は更正後の法人税の額）をいう。
四十二 清算中の予納額 第百五条（清算中の所得
に係る予納申告による納付）又は第百六条
（残余財産の一部分配等に係る予納申告によ
る納付）の規定により納付すべき法人税の額
（これらの規定に規定する申告書に係る期限
後申告書の提出又はこれらの申告書の提出が
なかつたことによる決定により納付すべき法
人税の額を含むものとし、これらの額につき
修正申告書の提出又は更正があつた場合に
は、その申告又は更正後の法人税の額とす
る。）をいう。
四十三 更正 国税通則法第二十四条（更正）又は
第二十六条（再更正）の規定による更正をい
う。
四十四 決定 第十九条（納税地指定の処分の取消
しがあつた場合の申告等の効力）、次編第一
章第一節（課税標準及びその計算）及び第百
三十四条の二第四項（仮装経理に基づく過大
申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特
例）の場合を除き、国税通則法第二十五条
（決定）の規定による決定をいう。
四十五 附帯税 国税通則法第二条第四号（定義）
に規定する附帯税をいう。
四十六 充当 国税通則法第五十七条第一項（充
当）の規定による充当をいう。
四十七 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）に規定する還付加算金をい
う。
四十八 地方税 地方税法（昭和二十五年法律第二
百二十六号）第一条第一項第十四号（用語）
に規定する地方団体の徴収金（都、特別区及
び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含
む。）をいう。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有す

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国内 この法律の施行地をいう。
二 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
三 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有す
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る法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人
以外の法人をいい、人格のない社団等を含ま
ない。
九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団
法人（公益社団法人又は公益財団法人を除
く。）のうち、次に掲げるものをいう。
イ その行う事業により利益を得ること又はそ
の得た利益を分配することを目的としない
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の
ロ その会員から受け入れる会費により当該会
員に共通する利益を図るための事業を行う
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の

十 同族会社 会社の株主等（その会社が自己の株
式又は出資を有する場合のその会社を除
く。）の三人以下並びにこれらと政令で定め
る特殊の関係のある個人及び法人がその会社
の発行済株式又は出資（その会社が有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は
出資を有する場合その他政令で定める場合に
おけるその会社をいう。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び
負債の移転を行つた法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及
び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及
び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から
資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有す
る資産の移転を行い、又はこれと併せてその
有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出
資法人から資産の移転を受け、又はこれと併
せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六 事後設立法人 事後設立（会社法（平成
十七年法律第八十六号）第四百六十七条第一
項第五号（事業譲渡等の承認等）又は保険業
法（平成七年法律第百五号）第六十二条の二
第一項第四号（事業の譲渡等）に掲げる行為
に係る契約に基づき行われる資産又は負債の
移転をいう。次号及び第十二号の十五におい
て同じ。）によりその有する資産の移転を行
い、又はこれと併せてその有する負債の移転
を行つた法人をいう。
十二の六の二 被事後設立法人 事後設立により事

る法人をいう。
四 外国法人 内国法人以外の法人をいう。
五 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。
六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。
七 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。
八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で
代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
九 普通法人 第五号から第七号までに掲げる法人
以外の法人をいい、人格のない社団等を含ま
ない。
九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団
法人（公益社団法人又は公益財団法人を除
く。）のうち、次に掲げるものをいう。
イ その行う事業により利益を得ること又はそ
の得た利益を分配することを目的としない
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の
ロ その会員から受け入れる会費により当該会
員に共通する利益を図るための事業を行う
法人であつてその事業を運営するための組
織が適正であるものとして政令で定めるも
の

十 同族会社 会社の株主等（その会社が自己の株
式又は出資を有する場合のその会社を除
く。）の三人以下並びにこれらと政令で定め
る特殊の関係のある個人及び法人がその会社
の発行済株式又は出資（その会社が有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は
出資を有する場合その他政令で定める場合に
おけるその会社をいう。
十一 被合併法人 合併によりその有する資産及び
負債の移転を行つた法人をいう。
十二 合併法人 合併により被合併法人から資産及
び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の二 分割法人 分割によりその有する資産及
び負債の移転を行つた法人をいう。
十二の三 分割承継法人 分割により分割法人から
資産及び負債の移転を受けた法人をいう。
十二の四 現物出資法人 現物出資によりその有す
る資産の移転を行い、又はこれと併せてその
有する負債の移転を行つた法人をいう。
十二の五 被現物出資法人 現物出資により現物出
資法人から資産の移転を受け、又はこれと併
せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六 現物分配法人 現物分配（法人（公益法
人等及び人格のない社団等を除く。）がその
株主等に対し当該法人の次に掲げる事由によ
り金銭以外の資産の交付をすることをいう。
次号及び第十二号の十五において同じ。）に
よりその有する資産の移転を行つた法人をい
う。
イ 剰余金の配当（株式又は出資に係るものに
限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴
うもの及び分割型分割によるものを除
く。）若しくは利益の配当（分割型分割に
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後設立法人から資産の移転を受け、又はこれ
と併せて負債の移転を受けた法人をいう。
十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によ
りその株主の有する株式を他の法人に取得さ
せた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換によ
り他の法人の株式を取得したことによつて当
該法人の発行済株式の全部を有することとな
つた法人をいう。
十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によ
りその株主の有する株式を当該株式移転によ
り設立された法人に取得させた当該株式を発
行した法人をいう。
十二の七 株式移転完全親法人 株式移転により他
の法人の発行済株式の全部を取得した当該株
式移転により設立された法人をいう。
十二の七の二 連結親法人 第四条の二（連結納税
義務者）の承認を受けた同条に規定する内国
法人をいう。
十二の七の三 連結子法人 第四条の二の承認を受
けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四 連結法人 連結親法人又は当該連結
親法人との間に連結完全支配関係がある連結
子法人をいう。
十二の七の五 支配関係 一の者が法人の発行済株
式若しくは出資（当該法人が有する自己の株
式又は出資を除く。以下この条において「発
行済株式等」という。）の総数若しくは総額
の百分の五十を超える数若しくは金額の株式
若しくは出資を直接若しくは間接に保有する
関係として政令で定める関係（以下この号に
おいて「当事者間の支配の関係」という。）
又は一の者との間に当事者間の支配の関係が
ある法人相互の関係をいう。
十二の七の六 完全支配関係 一の者が法人の発行
済株式等の全部を直接若しくは間接に保有す
る関係として政令で定める関係（以下この号
において「当事者間の完全支配の関係」とい
う。）又は一の者との間に当事者間の完全支
配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七 連結完全支配関係 連結親法人と連
結子法人との間の 第四条の二に規定する完全
支配関係又は 当該連結親法人との間に 当該完
全支配関係がある連結子法人相互の関係をい
う。
十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併
で被合併法人の株主等に合併法人株式（合併
法人の株式又は出資をいう。）又は合併親法
人株式（合併法人との間に当該合併法人の発
行済株式等の全部を保有する関係として政令
で定める関係がある法人の株式又は出資をい
う。）のいずれか一方の株式又は出資以外の
資産（当該株主等に対する剰余金の配当等
（株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の
配当又は剰余金の分配をいう 。第十二号の十
一において同じ。）として交付される金銭そ
の他の資産及び合併に反対する当該株主等に

よるものを除く。）又は剰余金の分配（出
資に係るものに限る。）
ロ 第二十四条第一項第三号から第六号まで
（配当等の額とみなす金額）に掲げる事由

十二の六の二 被現物分配法人 現物分配により現
物分配法人から資産の移転を受けた法人をい
う。
十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によ
りその株主の有する株式を他の法人に取得さ
せた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換によ
り他の法人の株式を取得したことによつて当
該法人の発行済株式の全部を有することとな
つた法人をいう。
十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によ
りその株主の有する株式を当該株式移転によ
り設立された法人に取得させた当該株式を発
行した法人をいう。
十二の七 株式移転完全親法人 株式移転により他
の法人の発行済株式の全部を取得した当該株
式移転により設立された法人をいう。
十二の七の二 連結親法人 第四条の二（連結納税
義務者）の承認を受けた同条に規定する内国
法人をいう。
十二の七の三 連結子法人 第四条の二の承認を受
けた同条に規定する他の内国法人をいう。
十二の七の四 連結法人 連結親法人又は当該連結
親法人との間に連結完全支配関係がある連結
子法人をいう。
十二の七の五 支配関係 一の者が法人の発行済株
式若しくは出資（当該法人が有する自己の株
式又は出資を除く。以下この条において「発
行済株式等」という。）の総数若しくは総額
の百分の五十を超える数若しくは金額の株式
若しくは出資を直接若しくは間接に保有する
関係として政令で定める関係（以下この号に
おいて「当事者間の支配の関係」という。）
又は一の者との間に当事者間の支配の関係が
ある法人相互の関係をいう。
十二の七の六 完全支配関係 一の者が法人の発行
済株式等の全部を直接若しくは間接に保有す
る関係として政令で定める関係（以下この号
において「当事者間の完全支配の関係」とい
う。）又は一の者との間に当事者間の完全支
配の関係がある法人相互の関係をいう。
十二の七の七 連結完全支配関係 連結親法人と連
結子法人との間の 完全支配関係（第四条の二
に規定する政令で定める関係に限る。以下こ
の号において同じ。）又は ◆削除◆連結親法
人との間に ◆削除◆完全支配関係がある連結
子法人相互の関係をいう。
十二の八 適格合併 次のいずれかに該当する合併
で被合併法人の株主等に合併法人株式（合併
法人の株式又は出資をいう。）又は合併親法
人株式（合併法人との間に当該合併法人の発
行済株式等の全部を保有する関係として政令
で定める関係がある法人の株式又は出資をい
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対するその買取請求に基づく対価として交付
される金銭その他の資産を除く。）が交付さ
れないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が法人を設立する合併（以下この号
において「新設合併」という。）である場
合にあつては、当該被合併法人と他の被合
併法人）との間にいずれか一方の法人 が他
方の法人の発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係その他の政令で定める
関係がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）との間
にいずれか一方の法人 が他方の法人の発行
済株式等の総数（出資にあつては、総額。
以下第十二号の十六までにおいて同じ。）
の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満
たない数（出資にあつては、金額。以下第
十二号の十六までにおいて同じ。）の株式
（出資を含む。以下第十二号の十六までに
おいて同じ。）を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係がある場合
の当該合併のうち、次に掲げる要件のすベ
てに該当するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の
直前の従業者のうち、その総数のおおむ
ね百分の八十以上に相当する数の者が当
該合併後に当該合併に係る合併法人の業
務に従事することが見込まれていること
（当該合併後に当該合併法人を被合併法
人とする適格合併を行うことが見込まれ
ている場合には、当該相当する数の者
が、当該合併後に当該合併法人の業務に
従事し、当該適格合併後に当該適格合併
に係る合併法人の業務に従事することが
見込まれていること。）。

(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前
に営む主要な事業が当該合併後に当該合
併に係る合併法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該合
併後に当該合併法人を被合併法人とする
適格合併を行うことが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該合併後
に当該合併法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）とが共
同で事業を営むための合併として政令で定
めるもの

十二の九 分割型分割 分割により分割法人が交付
を受ける分割承継法人の株式その他の資産
（次号及び第十二号の十一において「分割対
価資産」という。）のすべてがその分割の日

う。）のいずれか一方の株式又は出資以外の
資産（当該株主等に対する剰余金の配当等
（株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の
配当又は剰余金の分配をいう ◆削除◆。）と
して交付される金銭その他の資産及び合併に
反対する当該株主等に対するその買取請求に
基づく対価として交付される金銭その他の資
産を除く。）が交付されないものをいう。
イ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が法人を設立する合併（以下この号
において「新設合併」という。）である場
合にあつては、当該被合併法人と他の被合
併法人）との間にいずれか一方の法人 によ
る完全支配関係その他の政令で定める関係
がある場合の当該合併
ロ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）との間
にいずれか一方の法人 による支配関係その
他の政令で定める関係がある場合の当該合
併のうち、次に掲げる要件のすベてに該当
するもの
(1) 当該合併に係る被合併法人の当該合併の
直前の従業者のうち、その総数のおおむ
ね百分の八十以上に相当する数の者が当
該合併後に当該合併に係る合併法人の業
務に従事することが見込まれていること
（当該合併後に当該合併法人を被合併法
人とする適格合併を行うことが見込まれ
ている場合には、当該相当する数の者
が、当該合併後に当該合併法人の業務に
従事し、当該適格合併後に当該適格合併
に係る合併法人の業務に従事することが
見込まれていること。）。

(2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前
に営む主要な事業が当該合併後に当該合
併に係る合併法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該合
併後に当該合併法人を被合併法人とする
適格合併を行うことが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該合併後
に当該合併法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その合併に係る被合併法人と合併法人（当
該合併が新設合併である場合にあつては、
当該被合併法人と他の被合併法人）とが共
同で事業を営むための合併として政令で定
めるもの

十二の九 分割型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割の日において当該分割に係る分割対価
資産（分割により分割法人が交付を受ける
分割承継法人の株式（出資を含む。以下第
十二号の十六までにおいて同じ。）その他
の資産をいう。以下第十二号の十一までに
おいて同じ。）のすべてが分割法人の株主
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において当該分割法人の株主等に交付される
場合の当該分割をいう。
十二の十 分社型分割 分割により分割法人が交付
を受ける分割対価資産がその分割の日におい
て当該分割法人の株主等に交付されない場合
の当該分割をいう。
十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分
割 （分割型分割にあつては分割法人の株主等
に分割承継法人の株式又は分割承継親法人株
式（分割承継法人との間に当該分割承継法人
の発行済株式等の全部を保有する関係として
政令で定める関係がある法人の株式をいう 。
以下この号において同じ。）のいずれか一方
の株式以外の資産 （当該株主等に対する剰余
金の配当等として交付される分割対価資産以
外の金銭その他の資産を除く。）が交付され
ず、かつ、当該株式が 当該株主等の有する分
割法人の株式の数 ◆追加◆の割合に応じて交
付されるものに 、分社型分割にあつては分割
法人に分割承継法人の株式又は分割承継親法
人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交
付されないものに限る。）をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人 が他方の法人の
発行済株式等の全部を直接又は間接に保有
する関係その他の政令で定める関係がある
場合の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人 が他方の法人の
発行済株式等の総数の百分の五十を超え、
かつ、百分の百に満たない数の株式を直接
又は間接に保有する関係その他の政令で定
める関係がある場合の当該分割のうち、次
に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該分割により分割事業（分割法人の分
割前に営む事業のうち、当該分割により
分割承継法人において営まれることとな
るものをいう。ロにおいて同じ。）に係
る主要な資産及び負債が当該分割承継法
人に移転していること（当該分割後に当
該分割承継法人を被合併法人とする適格
合併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該分
割により当該分割承継法人に移転し、当
該適格合併により当該適格合併に係る合
併法人に移転することが見込まれている
こと。）。

(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者
のうち、その総数のおおむね百分の八十
以上に相当する数の者が当該分割後に当
該分割承継法人の業務に従事することが
見込まれていること（当該分割後に当該
分割承継法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該相当する数の者が、当該分割後
に当該分割承継法人の業務に従事し、当
該適格合併後に当該適格合併に係る合併

等に交付される場合の当該分割
ロ 分割対価資産が交付されない分割で、その
分割の直前において、分割承継法人が分割
法人の発行済株式等の全部を保有している
場合又は分割法人が分割承継法人の株式を
保有していない場合の当該分割

十二の十 分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割の日において当該分割に係る分割対価
資産が分割法人の株主等に交付されない場
合の当該分割（分割対価資産が交付される
ものに限る。）
ロ 分割対価資産が交付されない分割で、その
分割の直前において分割法人が分割承継法
人の株式を保有している場合（分割承継法
人が分割法人の発行済株式等の全部を保有
している場合を除く。）の当該分割

十二の十一 適格分割 次のいずれかに該当する分
割 で分割対価資産として分割承継法人の株式
又は分割承継親法人株式（分割承継法人との
間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部
を保有する関係として政令で定める関係があ
る法人の株式をいう ◆削除◆。）のいずれか
一方の株式以外の資産 が交付されないもの
（当該株式が交付される分割型分割にあつて
は、当該株式が 分割法人の株主等の有する当
該分割法人の株式の数 （出資にあつては、金
額）の割合に応じて交付されるものに ◆削除
◆限る。）をいう。
イ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人 による完全支配
関係その他の政令で定める関係がある場合
の当該分割
ロ その分割に係る分割法人と分割承継法人と
の間にいずれか一方の法人 による支配関
係その他の政令で定める関係がある場合の
当該分割のうち、次に掲げる要件のすべて
に該当するもの
(1) 当該分割により分割事業（分割法人の分
割前に営む事業のうち、当該分割により
分割承継法人において営まれることとな
るものをいう。ロにおいて同じ。）に係
る主要な資産及び負債が当該分割承継法
人に移転していること（当該分割後に当
該分割承継法人を被合併法人とする適格
合併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該分
割により当該分割承継法人に移転し、当
該適格合併により当該適格合併に係る合
併法人に移転することが見込まれている
こと。）。

(2) 当該分割の直前の分割事業に係る従業者
のうち、その総数のおおむね百分の八十
以上に相当する数の者が当該分割後に当
該分割承継法人の業務に従事することが
見込まれていること（当該分割後に当該
分割承継法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
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法人の業務に従事することが見込まれて
いること。）。

(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に
当該分割承継法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該分
割後に当該分割承継法人を被合併法人と
する適格合併を行うことが見込まれてい
る場合には、当該分割事業が、当該分割
後に当該分割承継法人において営まれ、
当該適格合併後に当該適格合併に係る合
併法人において引き続き営まれることが
見込まれていること。）。

ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人
（当該分割が法人を設立する分割である場
合にあつては、当該分割法人と他の分割法
人）とが共同で事業を営むための分割とし
て政令で定めるもの

十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当す
る現物出資（外国法人に国内にある資産又は
負債として政令で定める資産又は負債の移転
を行うもの及び新株予約権付社債に付された
新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社
債についての社債の給付を除き、現物出資法
人に被現物出資法人の株式のみが交付される
ものに限る。）をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人 が他
方の法人の発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係その他の政令で定める
関係がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人 が他
方の法人の発行済株式等の総数の百分の五
十を超え、かつ、百分の百に満たない数の
株式を直接又は間接に保有する関係その他
の政令で定める関係がある場合の当該現物
出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該
当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業（現物
出資法人の現物出資前に営む事業のう
ち、当該現物出資により被現物出資法人
において営まれることとなるものをい
う。ロにおいて同じ。）に係る主要な資
産及び負債が当該被現物出資法人に移転
していること（当該現物出資後に当該被
現物出資法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該現
物出資により当該被現物出資法人に移転
し、当該適格合併により当該適格合併に
係る合併法人に移転することが見込まれ
ていること。）。

(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係

は、当該相当する数の者が、当該分割後
に当該分割承継法人の業務に従事し、当
該適格合併後に当該適格合併に係る合併
法人の業務に従事することが見込まれて
いること。）。

(3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に
当該分割承継法人において引き続き営ま
れることが見込まれていること（当該分
割後に当該分割承継法人を被合併法人と
する適格合併を行うことが見込まれてい
る場合には、当該分割事業が、当該分割
後に当該分割承継法人において営まれ、
当該適格合併後に当該適格合併に係る合
併法人において引き続き営まれることが
見込まれていること。）。

ハ その分割に係る分割法人と分割承継法人
（当該分割が法人を設立する分割である場
合にあつては、当該分割法人と他の分割法
人）とが共同で事業を営むための分割とし
て政令で定めるもの

十二の十二 適格分割型分割 分割型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十三 適格分社型分割 分社型分割のうち適
格分割に該当するものをいう。
十二の十四 適格現物出資 次のいずれかに該当す
る現物出資（外国法人に国内にある資産又は
負債として政令で定める資産又は負債の移転
を行うもの及び新株予約権付社債に付された
新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社
債についての社債の給付を除き、現物出資法
人に被現物出資法人の株式のみが交付される
ものに限る。）をいう。
イ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人 によ
る完全支配関係その他の政令で定める関係
がある場合の当該現物出資
ロ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人との間にいずれか一方の法人 によ
る支配関係その他の政令で定める関係があ
る場合の当該現物出資のうち、次に掲げる
要件のすべてに該当するもの
(1) 当該現物出資により現物出資事業（現物
出資法人の現物出資前に営む事業のう
ち、当該現物出資により被現物出資法人
において営まれることとなるものをい
う。ロにおいて同じ。）に係る主要な資
産及び負債が当該被現物出資法人に移転
していること（当該現物出資後に当該被
現物出資法人を被合併法人とする適格合
併を行うことが見込まれている場合に
は、当該主要な資産及び負債が、当該現
物出資により当該被現物出資法人に移転
し、当該適格合併により当該適格合併に
係る合併法人に移転することが見込まれ
ていること。）。

(2) 当該現物出資の直前の現物出資事業に係
る従業者のうち、その総数のおおむね百
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る従業者のうち、その総数のおおむね百
分の八十以上に相当する数の者が当該現
物出資後に当該被現物出資法人の業務に
従事することが見込まれていること（当
該現物出資後に当該被現物出資法人を被
合併法人とする適格合併を行うことが見
込まれている場合には、当該相当する数
の者が、当該現物出資後に当該被現物出
資法人の業務に従事し、当該適格合併後
に当該適格合併に係る合併法人の業務に
従事することが見込まれているこ
と。）。

(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該
現物出資後に当該被現物出資法人におい
て引き続き営まれることが見込まれてい
ること（当該現物出資後に当該被現物出
資法人を被合併法人とする適格合併を行
うことが見込まれている場合には、当該
現物出資事業が、当該現物出資後に当該
被現物出資法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人（当該現物出資が法人を設立する
現物出資である場合にあつては、当該現物
出資法人と他の現物出資法人）とが共同で
事業を営むための現物出資として政令で定
めるもの

十二の十五 適格事後設立 事後設立のうち、事後
設立法人が被事後設立法人の発行済株式等の
全部を保有していることその他の政令で定め
る要件に該当するもの（外国法人に前号に規
定する政令で定める資産又は負債の移転を行
うものを除く。）をいう。
十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当す
る株式交換で株式交換完全子法人の株主に株
式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支
配親法人株式（株式交換完全親法人との間に
当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全
部を保有する関係として政令で定める関係が
ある法人の株式をいう。）のいずれか一方の
株式以外の資産（当該株主に対する剰余金の
配当として交付される金銭その他の資産及び
株式交換に反対する当該株主に対するその買
取請求に基づく対価として交付される金銭そ
の他の資産を除く。）が交付されないものを
いう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間に 同一の者によ
つてそれぞれの法人の発行済株式等の全部
を直接又は間接に保有される関係その他の
政令で定める関係がある場合の当該株式交
換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間にいずれか一方
の法人 が他方の法人の発行済株式等の総数

分の八十以上に相当する数の者が当該現
物出資後に当該被現物出資法人の業務に
従事することが見込まれていること（当
該現物出資後に当該被現物出資法人を被
合併法人とする適格合併を行うことが見
込まれている場合には、当該相当する数
の者が、当該現物出資後に当該被現物出
資法人の業務に従事し、当該適格合併後
に当該適格合併に係る合併法人の業務に
従事することが見込まれているこ
と。）。

(3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該
現物出資後に当該被現物出資法人におい
て引き続き営まれることが見込まれてい
ること（当該現物出資後に当該被現物出
資法人を被合併法人とする適格合併を行
うことが見込まれている場合には、当該
現物出資事業が、当該現物出資後に当該
被現物出資法人において営まれ、当該適
格合併後に当該適格合併に係る合併法人
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その現物出資に係る現物出資法人と被現物
出資法人（当該現物出資が法人を設立する
現物出資である場合にあつては、当該現物
出資法人と他の現物出資法人）とが共同で
事業を営むための現物出資として政令で定
めるもの

十二の十五 適格現物分配 内国法人を現物分配法
人とする現物分配のうち、その現物分配によ
り資産の移転を受ける者がその現物分配の直
前において当該内国法人との間に完全支配関
係がある内国法人（普通法人又は協同組合等
に限る。）のみであるものをいう。
十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当す
る株式交換で株式交換完全子法人の株主に株
式交換完全親法人の株式又は株式交換完全支
配親法人株式（株式交換完全親法人との間に
当該株式交換完全親法人の発行済株式等の全
部を保有する関係として政令で定める関係が
ある法人の株式をいう。）のいずれか一方の
株式以外の資産（当該株主に対する剰余金の
配当として交付される金銭その他の資産及び
株式交換に反対する当該株主に対するその買
取請求に基づく対価として交付される金銭そ
の他の資産を除く。）が交付されないものを
いう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間に 当該株式交換
完全親法人による完全支配関係その他の政
令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人との間にいずれか一方
の法人 による支配関係その他の政令で定め
る関係がある場合の当該株式交換のうち、
次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
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の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満
たない数の株式を直接又は間接に保有する
関係その他の政令で定める関係がある場合
の当該株式交換のうち、次に掲げる要件の
すべてに該当するもの
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
の直前の従業者のうち、その総数のおお
むね百分の八十以上に相当する数の者が
当該株式交換完全子法人の業務に引き続
き従事することが見込まれていること
（当該株式交換後に当該株式交換完全子
法人を被合併法人、分割法人 、現物出資
法人又は事後設立法人（以下この号及び
次号において「被合併法人等」とい
う。）とする適格合併、適格分割 、適格
現物出資又は適格事後設立（以下この号
及び次号において「 適格組織再編成」と
いう。）に伴い当該 相当する数の者の全
部又は一部が当該 適格組織再編成に係る
合併法人、分割承継法人 、被現物出資法
人又は被事後設立法人（以下この号及び
次号において「合併法人等」という。）
に引き継がれることが見込まれている場
合 には、当該相当する数の者のうち当該
合併法人等に引き継がれるもの（(1)にお
いて「合併等引継従業者」という。 ）が
当該株式交換後に当該株式交換完全子法
人の業務に従事し、当該 適格組織再編
成後に当該合併法人等の業務に従事する
ことが見込まれ、かつ、当該相当する数
の者のうち当該合併等引継従業者以外の
ものが当該株式交換完全子法人の業務に
引き続き従事する ことが見込まれている
こと。）。

(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
前に営む主要な事業が当該株式交換完全
子法人において引き続き営まれることが
見込まれていること（当該株式交換後に
当該株式交換完全子法人を被合併法人等
とする 適格組織再編成によりその主要な
事業が移転することが見込まれている場
合には、当該主要な事業が、当該株式交
換後に当該株式交換完全子法人において
営まれ、当該 適格組織再編成後に当該 適
格組織再編成に係る合併法人等において
引き続き営まれることが見込まれている
こと。）。

ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人とが共同で事業を営む
ための株式交換として政令で定めるもの

十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当す
る株式移転で株式移転完全子法人の株主に株
式移転完全親法人の株式以外の資産（株式移
転に反対する当該株主に対するその買取請求
に基づく対価として交付される金銭その他の
資産を除く。）が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と

の直前の従業者のうち、その総数のおお
むね百分の八十以上に相当する数の者が
当該株式交換完全子法人の業務に引き続
き従事することが見込まれていること
（当該株式交換後に当該株式交換完全子
法人を被合併法人、分割法人 又は現物出
資法人（以下この号及び次号において
「被合併法人等」という。）とする適格
合併、適格分割 又は適格現物出資（以下
この号及び次号において「 適格合併等」
という。）に伴い当該 直前の従業者の全
部又は一部が当該 適格合併等に係る合併
法人、分割承継法人 又は被現物出資法
人（以下この号及び次号において「合併
法人等」という。）に引き継がれること
が見込まれている場合 には、当該直前の
従業者のうち当該合併法人等に引き継が
れるもの（(1)において「合併等引継従業
者」という。 ）で当該株式交換後に当該
株式交換完全子法人の業務に従事し、当
該 適格合併等後に当該合併法人等の業務
に従事する 者の数と当該直前の従業者の
うち当該合併等引継従業者以外の もので
当該株式交換完全子法人の業務に引き続
き従事する 者の数とを合計した数が当該
直前の従業者の総数のおおむね百分の八
十以上に相当する数となることが見込ま
れていること。）。

(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換
前に営む主要な事業が当該株式交換完全
子法人において引き続き営まれることが
見込まれていること（当該株式交換後に
当該株式交換完全子法人を被合併法人等
とする 適格合併等によりその主要な事業
が移転することが見込まれている場合に
は、当該主要な事業が、当該株式交換後
に当該株式交換完全子法人において営ま
れ、当該 適格合併等後に当該 適格合併
等に係る合併法人等において引き続き営
まれることが見込まれていること。）。

ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と
株式交換完全親法人とが共同で事業を営む
ための株式交換として政令で定めるもの

十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当す
る株式移転で株式移転完全子法人の株主に株
式移転完全親法人の株式以外の資産（株式移
転に反対する当該株主に対するその買取請求
に基づく対価として交付される金銭その他の
資産を除く。）が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
当該株式移転に係る他の株式移転完全子法
人（以下この号において「他の株式移転完
全子法人」という。）との間に 同一の者に
よる完全支配関係その他の政令で定める関
係がある場合の当該株式移転又は一の法人
のみがその株式移転完全子法人となる株式
移転で政令で定めるもの
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当該株式移転に係る他の株式移転完全子法
人（以下この号において「他の株式移転完
全子法人」という。）との間に 同一の者に
よつてそれぞれの法人の発行済株式（自己
が有する自己の株式を除く。ロにおいて同
じ。）の全部を直接若しくは間接に保有さ
れる関係その他の政令で定める関係がある
場合の当該株式移転又は一の法人のみがそ
の株式移転完全子法人となる株式移転で政
令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人との間にいずれか
一方の法人 が他方の法人の発行済株式の総
数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に
満たない数の株式を直接又は間接に保有す
る関係その他の政令で定める関係がある場
合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件
のすべてに該当するもの
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転の直前の従業者のう
ち、その総数のおおむね百分の八十以上
に相当する数の者が当該株式移転完全子
法人の業務に引き続き従事することが見
込まれていること（当該株式移転後に当
該株式移転完全子法人を被合併法人等と
する 適格組織再編成に伴い当該 相当する
数の者の全部又は一部が当該 適格組織再
編成に係る合併法人等に引き継がれるこ
とが見込まれている場合 には、当該相当
する数の者のうち当該合併法人等に引き
継がれるもの（(1)において「合併等引継
従業者」という。 ）が当該株式移転後に
当該株式移転完全子法人の業務に従事
し、当該 適格組織再編成後に当該合併法
人等の業務に従事する ことが見込まれ、
かつ、当該相当する数の者のうち当該合
併等引継従業者以外の ものが当該株式移
転完全子法人の業務に引き続き従事する
ことが見込まれていること。）。

(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転前に営む主要な事業が
当該株式移転完全子法人において引き続
き営まれることが見込まれていること
（当該株式移転後に当該株式移転完全子
法人を被合併法人等とする 適格組織再編
成によりその主要な事業が移転すること
が見込まれている場合には、当該主要な
事業が、当該株式移転後に当該株式移転
完全子法人において営まれ、当該 適格組
織再編成後に当該 適格組織再編成に係る
合併法人等において引き続き営まれるこ
とが見込まれていること。）。

ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人とが共同で事業を
営むための株式移転として政令で定めるも
の

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定

ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人との間にいずれか
一方の法人 による支配関係その他の政令で
定める関係がある場合の当該株式移転のう
ち、次に掲げる要件のすべてに該当するも
の
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転の直前の従業者のう
ち、その総数のおおむね百分の八十以上
に相当する数の者が当該株式移転完全子
法人の業務に引き続き従事することが見
込まれていること（当該株式移転後に当
該株式移転完全子法人を被合併法人等と
する 適格合併等に伴い当該 直前の従業者
の全部又は一部が当該 適格合併等に係る
合併法人等に引き継がれることが見込ま
れている場合 には、当該直前の従業者の
うち当該合併法人等に引き継がれるもの
（(1)において「合併等引継従業者」とい
う。 ）で当該株式移転後に当該株式移転
完全子法人の業務に従事し、当該 適格合
併等後に当該合併法人等の業務に従事す
る 者の数と当該直前の従業者のうち当該
合併等引継従業者以外の もので当該株式
移転完全子法人の業務に引き続き従事す
る 者の数とを合計した数が当該直前の従
業者の総数のおおむね百分の八十以上に
相当する数となることが見込まれている
こと。）。

(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法
人の当該株式移転前に営む主要な事業が
当該株式移転完全子法人において引き続
き営まれることが見込まれていること
（当該株式移転後に当該株式移転完全子
法人を被合併法人等とする 適格合併等に
よりその主要な事業が移転することが見
込まれている場合には、当該主要な事業
が、当該株式移転後に当該株式移転完全
子法人において営まれ、当該 適格合併
等後に当該 適格合併等に係る合併法人等
において引き続き営まれることが見込ま
れていること。）。

ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と
他の株式移転完全子法人とが共同で事業を
営むための株式移転として政令で定めるも
の

十三 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定
める事業で、継続して事業場を設けて行われ
るものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しく
は合同会社の社員その他法人の出資者をい
う。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監
査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以
外の者で法人の経営に従事している者のうち
政令で定めるものをいう。
十六 資本金等の額 法人（各連結事業年度の連結
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める事業で、継続して事業場を設けて行われ
るものをいう。
十四 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しく
は合同会社の社員その他法人の出資者をい
う。
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監
査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以
外の者で法人の経営に従事している者のうち
政令で定めるものをいう。
十六 資本金等の額 法人（各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課される連結事業年度
の連結法人（以下この条において「連結申告
法人」という。）を除く。）が株主等から出
資を受けた金額として政令で定める金額をい
う。
十七 連結資本金等の額 連結法人（連結申告法人
に限る。）の連結個別資本金等の額の合計額
をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人（連結
申告法人に限る。）が株主等から出資を受け
た金額として政令で定める金額をいう。
十八 利益積立金額 法人（連結申告法人を除
く。）の所得の金額（第八十一条の十八第一
項（連結法人税の個別帰属額の計算）に規定
する個別所得金額を含む。）で留保している
金額として政令で定める金額をいう。
十八の二 連結利益積立金額 連結法人（連結申告
法人に限る。）の連結所得の金額（所得の金
額を含む。）で留保している金額として政令
で定める金額をいう。
十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金
額のうち各連結法人（連結申告法人に限
る。）に帰せられる金額として政令で定める
金額をいう。
十八の四 連結所得 連結親法人及び連結子法人の
所得をいう。
十九 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益
金の額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。
十九の二 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所
得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の
額が当該連結事業年度の益金の額を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう。
二十 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原
材料その他の資産で棚卸しをすべきものとし
て政令で定めるもの（有価証券及び第六十一
条第一項（短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益の益金又は損金算入）に規定する短
期売買商品を除く。）をいう。
二十一 有価証券 金融商品取引法（昭和二十三年
法律第二十五号）第二条第一項（定義）に規
定する有価証券その他これに準ずるもので政
令で定めるもの（自己が有する自己の株式又
は出資及び第六十一条の五第一項（デリバ
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
の益金又は損金算入等）に規定するデリバ

所得に対する法人税を課される連結事業年度
の連結法人（以下この条において「連結申告
法人」という。）を除く。）が株主等から出
資を受けた金額として政令で定める金額をい
う。
十七 連結資本金等の額 連結法人（連結申告法人
に限る。）の連結個別資本金等の額の合計額
をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人（連結
申告法人に限る。）が株主等から出資を受け
た金額として政令で定める金額をいう。
十八 利益積立金額 法人（連結申告法人を除
く。）の所得の金額（第八十一条の十八第一
項（連結法人税の個別帰属額の計算）に規定
する個別所得金額を含む。）で留保している
金額として政令で定める金額をいう。
十八の二 連結利益積立金額 連結法人（連結申告
法人に限る。）の連結所得の金額（所得の金
額を含む。）で留保している金額として政令
で定める金額をいう。
十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金
額のうち各連結法人（連結申告法人に限
る。）に帰せられる金額として政令で定める
金額をいう。
十八の四 連結所得 連結親法人及び連結子法人の
所得をいう。
十九 欠損金額 各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益
金の額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。
十九の二 連結欠損金額 各連結事業年度の連結所
得の金額の計算上当該連結事業年度の損金の
額が当該連結事業年度の益金の額を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう。
二十 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原
材料その他の資産で棚卸しをすべきものとし
て政令で定めるもの（有価証券及び第六十一
条第一項（短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益の益金又は損金算入）に規定する短
期売買商品を除く。）をいう。
二十一 有価証券 金融商品取引法（昭和二十三年
法律第二十五号）第二条第一項（定義）に規
定する有価証券その他これに準ずるもので政
令で定めるもの（自己が有する自己の株式又
は出資及び第六十一条の五第一項（デリバ
ティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額
の益金又は損金算入等）に規定するデリバ
ティブ取引に係るものを除く。）をいう。
二十二 固定資産 土地（土地の上に存する権利を
含む。）、減価償却資産、電話加入権その他
の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装
置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び
備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきも
のとして政令で定めるものをいう。
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出
の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶも
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ティブ取引に係るものを除く。）をいう。
二十二 固定資産 土地（土地の上に存する権利を
含む。）、減価償却資産、電話加入権その他
の資産で政令で定めるものをいう。
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装
置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び
備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきも
のとして政令で定めるものをいう。
二十四 繰延資産 法人が支出する費用のうち支出
の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶも
ので政令で定めるものをいう。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算におい
て費用又は損失として経理することをいう。
二十六 合同運用信託 信託会社（金融機関の信託
業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律
第四十三号）により同法第一条第一項（兼営
の認可）に規定する信託業務を営む同項に規
定する金融機関を含む。）が引き受けた金銭
信託で、共同しない多数の委託者の信託財産
を合同して運用するもの（投資信託及び投資
法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九
十八号）第二条第二項（定義）に規定する委
託者非指図型投資信託及びこれに類する外国
投資信託（同条第二十二項に規定する外国投
資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおい
て同じ。）並びに委託者が実質的に多数でな
いものとして政令で定める信託を除く。）を
いう。
二十七 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第四項に規定する証券投資信
託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八 公社債投資信託 証券投資信託のうち、そ
の信託財産を公債又は社債（会社以外の法人
が特別の法律により発行する債券を含む。）
に対する投資として運用することを目的とす
るもので、株式又は出資に対する投資として
運用しないものをいう。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託（次に掲げるも
のに限る。）及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二
条第四項に規定する証券投資信託

(2) その受託者（投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第一項に規定する委託者
指図型投資信託にあつては、委託者）に
よる受益権の募集が、同条第八項に規定
する公募により行われ、かつ、主として
国内において行われるものとして政令で
定めるもの

ハ 特定受益証券発行信託（信託法（平成十八
年法律第百八号）第百八十五条第三項（受
益証券の発行に関する信託行為の定め）に
規定する受益証券発行信託のうち、次に掲
げる要件のすべてに該当するもの（イに掲
げる信託及び次号ハに掲げる信託を除

ので政令で定めるものをいう。
二十五 損金経理 法人がその確定した決算におい
て費用又は損失として経理することをいう。
二十六 合同運用信託 信託会社（金融機関の信託
業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律
第四十三号）により同法第一条第一項（兼営
の認可）に規定する信託業務を営む同項に規
定する金融機関を含む。）が引き受けた金銭
信託で、共同しない多数の委託者の信託財産
を合同して運用するもの（投資信託及び投資
法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九
十八号）第二条第二項（定義）に規定する委
託者非指図型投資信託及びこれに類する外国
投資信託（同条第二十二項に規定する外国投
資信託をいう。次号及び第二十九号ロにおい
て同じ。）並びに委託者が実質的に多数でな
いものとして政令で定める信託を除く。）を
いう。
二十七 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第四項に規定する証券投資信
託及びこれに類する外国投資信託をいう。
二十八 公社債投資信託 証券投資信託のうち、そ
の信託財産を公債又は社債（会社以外の法人
が特別の法律により発行する債券を含む。）
に対する投資として運用することを目的とす
るもので、株式又は出資に対する投資として
運用しないものをいう。
二十九 集団投資信託 次に掲げる信託をいう。
イ 合同運用信託
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託（次に掲げるも
のに限る。）及び外国投資信託
(1) 投資信託及び投資法人に関する法律第二
条第四項に規定する証券投資信託

(2) その受託者（投資信託及び投資法人に関
する法律第二条第一項に規定する委託者
指図型投資信託にあつては、委託者）に
よる受益権の募集が、同条第八項に規定
する公募により行われ、かつ、主として
国内において行われるものとして政令で
定めるもの

ハ 特定受益証券発行信託（信託法（平成十八
年法律第百八号）第百八十五条第三項（受
益証券の発行に関する信託行為の定め）に
規定する受益証券発行信託のうち、次に掲
げる要件のすべてに該当するもの（イに掲
げる信託及び次号ハに掲げる信託を除
く。）をいう。）
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件
に該当するものであることについて政令
で定めるところにより税務署長の承認を
受けた法人（(1)において「承認受託者」
という。）が引き受けたものであること
（その計算期間開始の日の前日までに、
当該承認受託者（当該受益証券発行信託
の受託者に就任したことによりその信託
事務の引継ぎを受けた承認受託者を含

30



く。）をいう。）
(1) 信託事務の実施につき政令で定める要件
に該当するものであることについて政令
で定めるところにより税務署長の承認を
受けた法人（(1)において「承認受託者」
という。）が引き受けたものであること
（その計算期間開始の日の前日までに、
当該承認受託者（当該受益証券発行信託
の受託者に就任したことによりその信託
事務の引継ぎを受けた承認受託者を含
む。）がその承認を取り消された場合及
び当該受益証券発行信託の受託者に承認
受託者以外の者が就任した場合を除
く。）。

(2) 各計算期間終了の時における未分配利益
の額として政令で定めるところにより計
算した金額のその時における元本の総額
に対する割合（(3)において「利益留保割
合」という。）が政令で定める割合を超
えない旨の信託行為における定めがある
こと。

(3) 各計算期間開始の時において、その時ま
でに到来した利益留保割合の算定の時期
として政令で定めるもののいずれにおい
てもその算定された利益留保割合が(2)に
規定する政令で定める割合を超えていな
いこと。

(4) その計算期間が一年を超えないこと。
(5) 受益者（受益者としての権利を現に有す
るものに限る。）が存しない信託に該当
したことがないこと。

二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託（集団
投資信託並びに第十二条第四項第一号（信託
財産に属する資産及び負債並びに信託財産に
帰せられる収益及び費用の帰属）に規定する
退職年金等信託及び同項第二号に規定する特
定公益信託等を除く。）をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定め
のある信託
ロ 第十二条第一項に規定する受益者（同条第
二項の規定により同条第一項に規定する受
益者とみなされる者を含む。）が存しない
信託
ハ 法人（公共法人及び公益法人等を除く。）
が委託者となる信託（信託財産に属する資
産のみを信託するものを除く。）で、次に
掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部
（その譲渡につき当該法人の会社法 ◆追
加◆第四百六十七条第一項（第一号又は
第二号に係る部分に限る。） ◆追加◆の
株主総会の決議（これに準ずるものを含
む。）を要するものに限る。）を信託
し、かつ、その信託の効力が生じた時に
おいて、当該法人の株主等が取得する受
益権のその信託に係るすべての受益権に
対する割合が百分の五十を超えるものと

む。）がその承認を取り消された場合及
び当該受益証券発行信託の受託者に承認
受託者以外の者が就任した場合を除
く。）。

(2) 各計算期間終了の時における未分配利益
の額として政令で定めるところにより計
算した金額のその時における元本の総額
に対する割合（(3)において「利益留保割
合」という。）が政令で定める割合を超
えない旨の信託行為における定めがある
こと。

(3) 各計算期間開始の時において、その時ま
でに到来した利益留保割合の算定の時期
として政令で定めるもののいずれにおい
てもその算定された利益留保割合が(2)に
規定する政令で定める割合を超えていな
いこと。

(4) その計算期間が一年を超えないこと。
(5) 受益者（受益者としての権利を現に有す
るものに限る。）が存しない信託に該当
したことがないこと。

二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託（集団
投資信託並びに第十二条第四項第一号（信託
財産に属する資産及び負債並びに信託財産に
帰せられる収益及び費用の帰属）に規定する
退職年金等信託及び同項第二号に規定する特
定公益信託等を除く。）をいう。
イ 受益権を表示する証券を発行する旨の定め
のある信託
ロ 第十二条第一項に規定する受益者（同条第
二項の規定により同条第一項に規定する受
益者とみなされる者を含む。）が存しない
信託
ハ 法人（公共法人及び公益法人等を除く。）
が委託者となる信託（信託財産に属する資
産のみを信託するものを除く。）で、次に
掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 当該法人の事業の全部又は重要な一部
（その譲渡につき当該法人の会社法 （平
成十七年法律第八十六号）第四百六十七
条第一項（第一号又は第二号に係る部分
に限る。） （事業譲渡等の承認等）の株
主総会の決議（これに準ずるものを含
む。）を要するものに限る。）を信託
し、かつ、その信託の効力が生じた時に
おいて、当該法人の株主等が取得する受
益権のその信託に係るすべての受益権に
対する割合が百分の五十を超えるものと
して政令で定めるものに該当することが
見込まれていたこと（その信託財産に属
する金銭以外の資産の種類がおおむね同
一である場合として政令で定める場合を
除く。）。

(2) その信託の効力が生じた時又はその存続
期間（その信託行為において定められた
存続期間をいう。(2)において同じ。）の
定めの変更の効力が生じた時（(2)におい
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して政令で定めるものに該当することが
見込まれていたこと（その信託財産に属
する金銭以外の資産の種類がおおむね同
一である場合として政令で定める場合を
除く。）。

(2) その信託の効力が生じた時又はその存続
期間（その信託行為において定められた
存続期間をいう。(2)において同じ。）の
定めの変更の効力が生じた時（(2)におい
て「効力発生時等」という。）において
当該法人又は当該法人との間に政令で定
める特殊の関係のある者（(2)及び(3)にお
いて「特殊関係者」という。）が受託者
であり、かつ、当該効力発生時等におい
て当該効力発生時等以後のその存続期間
が二十年を超えるものとされていたこと
（当該法人又は当該法人の特殊関係者の
いずれもがその受託者でなかつた場合に
おいて当該法人又は当該法人の特殊関係
者がその受託者に就任することとなり、
かつ、その就任の時においてその時以後
のその存続期間が二十年を超えるものと
されていたときを含むものとし、その信
託財産の性質上その信託財産の管理又は
処分に長期間を要する場合として政令で
定める場合を除く。）。

(3) その信託の効力が生じた時において当該
法人又は当該法人の特殊関係者をその受
託者と、当該法人の特殊関係者をその受
益者とし、かつ、その時において当該特
殊関係者に対する収益の分配の割合の変
更が可能である場合として政令で定める
場合に該当したこと。

ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律（平成十年法律
第百五号）第二条第十三項（定義）に規定
する特定目的信託

三十 中間申告書 第七十一条第一項（中間申告）
（第百四十五条第一項（外国法人に対する準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第七十四条第一項（確定申
告）（第百四十五条第一項において準用する
場合を含む。）の規定による申告書（当該申
告書に係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十一の二 連結中間申告書 第八十一条の十九第
一項（連結中間申告）の規定による申告書を
いう。
三十二 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一
項（連結確定申告）の規定による申告書（当
該申告書に係る期限後申告書を含む。）をい
う。
三十三 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条
（退職年金等積立金に係る中間申告）（第百
四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）の規定による申

て「効力発生時等」という。）において
当該法人又は当該法人との間に政令で定
める特殊の関係のある者（(2)及び(3)にお
いて「特殊関係者」という。）が受託者
であり、かつ、当該効力発生時等におい
て当該効力発生時等以後のその存続期間
が二十年を超えるものとされていたこと
（当該法人又は当該法人の特殊関係者の
いずれもがその受託者でなかつた場合に
おいて当該法人又は当該法人の特殊関係
者がその受託者に就任することとなり、
かつ、その就任の時においてその時以後
のその存続期間が二十年を超えるものと
されていたときを含むものとし、その信
託財産の性質上その信託財産の管理又は
処分に長期間を要する場合として政令で
定める場合を除く。）。

(3) その信託の効力が生じた時において当該
法人又は当該法人の特殊関係者をその受
託者と、当該法人の特殊関係者をその受
益者とし、かつ、その時において当該特
殊関係者に対する収益の分配の割合の変
更が可能である場合として政令で定める
場合に該当したこと。

ニ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条
第三項に規定する投資信託
ホ 資産の流動化に関する法律（平成十年法律
第百五号）第二条第十三項（定義）に規定
する特定目的信託

三十 中間申告書 第七十一条第一項（中間申告）
（第百四十五条第一項（外国法人に対する準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による申告書をいう。
三十一 確定申告書 第七十四条第一項（確定申
告）（第百四十五条第一項において準用する
場合を含む。）の規定による申告書（当該申
告書に係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十一の二 連結中間申告書 第八十一条の十九第
一項（連結中間申告）の規定による申告書を
いう。
三十二 連結確定申告書 第八十一条の二十二第一
項（連結確定申告）の規定による申告書（当
該申告書に係る期限後申告書を含む。）をい
う。
三十三 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条
（退職年金等積立金に係る中間申告）（第百
四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）の規定による申
告書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）をいう。
三十四 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条
（退職年金等積立金に係る確定申告）（第百
四十五条の五において準用する場合を含
む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。）をいう。
◆削除◆
◆削除◆
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告書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）をいう。
三十四 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条
（退職年金等積立金に係る確定申告）（第百
四十五条の五において準用する場合を含
む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。）をいう。
三十五 清算事業年度予納申告書 第百二条第一項
（清算中の所得に係る予納申告）の規定によ
る申告書（当該申告書に係る期限後申告書を
含む。）をいう。
三十六 残余財産分配等予納申告書 第百三条第一
項（残余財産の一部分配等に係る予納申告）
の規定による申告書（当該申告書に係る期限
後申告書を含む。）をいう。
三十七 清算確定申告書 第百四条第一項（清算確
定申告）の規定による申告書（当該申告書に
係る期限後申告書を含む。）をいう。
三十八 期限後申告書 国税通則法（昭和三十七年
法律第六十六号）第十八条第二項（期限後申
告書）に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項
（修正申告書）に規定する修正申告書をい
う。
四十 青色申告書 第百二十一条（青色申告）（第
百四十六条第一項（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）の規定によ
り青色の申告書によつて提出する第三十号、
第三十一号 及び第三十三号から第三十七号ま
でに掲げる申告書並びにこれらの申告書に係
る修正申告書をいう。
四十一 中間納付額 第七十六条（中間申告による
納付）（第百四十五条第一項において準用す
る場合を含む。）又は第八十一条の二十六
（連結中間申告による納付）の規定により納
付すべき法人税の額（その額につき修正申告
書の提出又は更正があつた場合には、その申
告又は更正後の法人税の額）をいう。
四十二 清算中の予納額 第百五条（清算中の所得
に係る予納申告による納付）又は第百六条
（残余財産の一部分配等に係る予納申告によ
る納付）の規定により納付すべき法人税の額
（これらの規定に規定する申告書に係る期限
後申告書の提出又はこれらの申告書の提出が
なかつたことによる決定により納付すべき法
人税の額を含むものとし、これらの額につき
修正申告書の提出又は更正があつた場合に
は、その申告又は更正後の法人税の額とす
る。）をいう。
四十三 更正 国税通則法第二十四条（更正）又は
第二十六条（再更正）の規定による更正をい
う。
四十四 決定 第十九条（納税地指定の処分の取消
しがあつた場合の申告等の効力）、次編第一
章第一節（課税標準及びその計算） 及び第百
三十四条の二第四項（仮装経理に基づく過大
申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特

◆削除◆
三十五 期限後申告書 国税通則法（昭和三十七年
法律第六十六号）第十八条第二項（期限後申
告書）に規定する期限後申告書をいう。
三十六 修正申告書 国税通則法第十九条第三項
（修正申告書）に規定する修正申告書をい
う。
三十七 青色申告書 第百二十一条（青色申告）
（第百四十六条第一項（外国法人に対する準
用）において準用する場合を含む。）の規定
により青色の申告書によつて提出する第三十
号、第三十一号 、第三十三号及び第三十四
号に掲げる申告書並びにこれらの申告書に係
る修正申告書をいう。
三十八 中間納付額 第七十六条（中間申告による
納付）（第百四十五条第一項において準用す
る場合を含む。）又は第八十一条の二十六
（連結中間申告による納付）の規定により納
付すべき法人税の額（その額につき修正申告
書の提出又は更正があつた場合には、その申
告又は更正後の法人税の額）をいう。
◆削除◆
三十九 更正 国税通則法第二十四条（更正）又は
第二十六条（再更正）の規定による更正をい
う。
四十 決定 この編、次編第一章第一節及び第一章
の二第一節（課税標準及びその計算） 並びに
第百三十五条第三項第三号及び第四項（仮装
経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法
人税額の還付の特例）の場合を除き、国税通
則法第二十五条（決定）の規定による決定を
いう。
四十一 附帯税 国税通則法第二条第四号（定義）
に規定する附帯税をいう。
四十二 充当 国税通則法第五十七条第一項（充
当）の規定による充当をいう。
四十三 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）に規定する還付加算金をい
う。
四十四 地方税 地方税法（昭和二十五年法律第二
百二十六号）第一条第一項第十四号（用語）
に規定する地方団体の徴収金（都、特別区及
び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含
む。）をいう。
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例）の場合を除き、国税通則法第二十五条
（決定）の規定による決定をいう。
四十五 附帯税 国税通則法第二条第四号（定義）
に規定する附帯税をいう。
四十六 充当 国税通則法第五十七条第一項（充
当）の規定による充当をいう。
四十七 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）に規定する還付加算金をい
う。
四十八 地方税 地方税法（昭和二十五年法律第二
百二十六号）第一条第一項第十四号（用語）
に規定する地方団体の徴収金（都、特別区及
び全部事務組合のこれに相当する徴収金を含
む。）をいう。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第二章の二 連結納税義務者
（連結納税義務者）
第四条の二 内国法人（普通法人又は協同組合等に
限るものとし、次に掲げる法人を除く。）及び
当該内国法人との間に当該内国法人による完全
支配関係（ 発行済株式又は出資（自己が有する
自己の株式又は出資を除く。）の全部を直接又
は間接に保有する関係として政令で定める関係
をいう。以下この条において同じ。）がある他
の内国法人（ 普通法人に限るものとし、清算中
の法人、資産の流動化に関する法律第二条第三
項（定義）に規定する特定目的会社その他政令
で定める法人を除く。）のすべてが当該内国法
人を納税義務者として法人税を納めることにつ
き国税庁長官の承認を受けた場合には、これら
の法人は、この法律の定めるところにより、当
該内国法人を納税義務者として法人税を納める
ものとする。
一 清算中の法人
二 普通法人（外国法人を除く。）又は協同組合
等との間に当該普通法人又は協同組合等によ
る完全支配関係がある法人
三 その他政令で定める法人

第二章の二 連結納税義務者
（連結納税義務者）
第四条の二 内国法人（普通法人又は協同組合等に
限るものとし、次に掲げる法人を除く。）及び
当該内国法人との間に当該内国法人による完全
支配関係（ 連結除外法人（普通法人以外の法
人、破産手続開始の決定を受けた法人、資産の
流動化に関する法律第二条第三項（定義）に規
定する特定目的会社その他政令で定める法人を
いう。以下この条において同じ。）及び外国法
人が介在しないものとして政令で定める関係に
限る。以下この章において同じ。）がある他の
内国法人（ 連結除外法人を除く。）のすべてが
当該内国法人を納税義務者として法人税を納め
ることにつき国税庁長官の承認を受けた場合に
は、これらの法人は、この法律の定めるところ
により、当該内国法人を納税義務者として法人
税を納めるものとする。
一 清算中の法人
二 普通法人（外国法人を除く。）又は協同組合
等との間に当該普通法人又は協同組合等によ
る完全支配関係がある法人
三 その他政令で定める法人

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（連結納税の承認の申請）
第四条の三 前条に規定する内国法人及び当該内国
法人との間に当該内国法人による同条に規定す
る完全支配関係（以下この条において「完全支
配関係」という。）がある前条に規定する他の
内国法人は、同条の承認を受けようとする場合
には、その承認を受けて各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を納める最初の連結事業年
度としようとする期間の開始の日の 六月前の日
までに、これらの法人のすべての連名で、当該
期間の開始の日その他財務省令で定める事項を
記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄

（連結納税の承認の申請）
第四条の三 前条に規定する内国法人及び当該内国
法人との間に当該内国法人による同条に規定す
る完全支配関係（以下この条において「完全支
配関係」という。）がある前条に規定する他の
内国法人は、同条の承認を受けようとする場合
には、その承認を受けて各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を納める最初の連結事業年
度としようとする期間の開始の日の 三月前の日
までに、これらの法人のすべての連名で、当該
期間の開始の日その他財務省令で定める事項を
記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄
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税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなけ
ればならない。
２ 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場
合において、次の各号のいずれかに該当する事
実があるときは、その申請を却下することがで
きる。
一 連結予定法人（前項に規定する内国法人又は
他の内国法人をいう。以下この項において同
じ。）のいずれかがその申請を行つていない
こと。
二 その申請を行つている法人に連結予定法人以
外の法人が含まれていること。
三 その申請を行つている連結予定法人につき次
のいずれかに該当する事実があること。
イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算が適正に行われ難いと認めら
れること。
ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付
け、記録又は保存が次条第一項に規定する
財務省令で定めるところに従つて行われる
ことが見込まれないこと。
ハ 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により前条の承認を取り消さ
れ、又は第四条の五第三項の承認を受けた
日以後五年以内に前項の申請書を提出した
こと。
ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められること。

３ 第一項の申請につき同項に規定する内国法人に
対して承認の処分があつた場合には、同項に規
定する他の内国法人（同項に規定する期間の開
始の時に当該内国法人との間に完全支配関係が
あるものに限る。次項及び第五項において同
じ。）のすべてにつき、その承認があつたもの
とみなす。
４ 第一項の申請書の提出があつた場合（第六項の
規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた
場合を除く。）において、第一項に規定する期
間の開始の日の前日までにその申請につき承認
又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、その開始の日においてその承認があつたも
のとみなす。
５ 前二項の場合（第九項に規定する場合を除
く。）において、前条の承認は、第一項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、同項に規定する期間の開始の日以後の期間
について、その効力を生ずる。
６ 前条に規定する内国法人の設立事業年度（当該
内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。
以下この項及び第八項において同じ。）が連結
申請特例年度（ 同条の承認を受けて各連結事業
年度の連結所得に対する法人税を納める最初の
連結事業年度としようとする期間をいう。以下
この条において同じ。）である場合にあつては
第一項に規定する 六月前の日を当該設立事業年
度開始の日から一月を経過する日と当該設立事

税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなけ
ればならない。
２ 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場
合において、次の各号のいずれかに該当する事
実があるときは、その申請を却下することがで
きる。
一 連結予定法人（前項に規定する内国法人又は
他の内国法人をいう。以下この項において同
じ。）のいずれかがその申請を行つていない
こと。
二 その申請を行つている法人に連結予定法人以
外の法人が含まれていること。
三 その申請を行つている連結予定法人につき次
のいずれかに該当する事実があること。
イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算が適正に行われ難いと認めら
れること。
ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付
け、記録又は保存が次条第一項に規定する
財務省令で定めるところに従つて行われる
ことが見込まれないこと。
ハ 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により前条の承認を取り消さ
れ、又は第四条の五第三項の承認を受けた
日以後五年以内に前項の申請書を提出した
こと。
ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められること。

３ 第一項の申請につき同項に規定する内国法人に
対して承認の処分があつた場合には、同項に規
定する他の内国法人（同項に規定する期間の開
始の時に当該内国法人との間に完全支配関係が
あるものに限る。次項及び第五項において同
じ。）のすべてにつき、その承認があつたもの
とみなす。
４ 第一項の申請書の提出があつた場合（第六項の
規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた
場合を除く。）において、第一項に規定する期
間の開始の日の前日までにその申請につき承認
又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、その開始の日においてその承認があつたも
のとみなす。
５ 前二項の場合（第九項に規定する場合を除
く。）において、前条の承認は、第一項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、同項に規定する期間の開始の日以後の期間
について、その効力を生ずる。
６ 前条に規定する内国法人の設立事業年度（当該
内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。
以下この項及び第八項において同じ。）が連結
申請特例年度（ この項の規定の適用を受けて同
条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に
対する法人税を納める最初の連結事業年度とし
ようとする期間をいう。以下この条において同
じ。）である場合にあつては第一項に規定する
三月前の日を当該設立事業年度開始の日から一
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業年度終了の日から 五月前の日とのいずれか早
い日（次項において「設立年度申請期限」とい
う。）とし、当該内国法人の設立事業年度の翌
事業年度が連結申請特例年度である場合にあつ
ては当該 六月前の日を当該設立事業年度終了の
日と当該翌事業年度終了の日から 五月前の日と
のいずれか早い日（次項において「設立翌年度
申請期限」という。）として、第一項の規定を
適用する。
７ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設
立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに
同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で
定める事項を記載した書類を当該内国法人の納
税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出した場合に限り、適用する。
８ 第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の
提出があつた場合において、当該申請書を提出
した日から 五月を経過する日までにその申請に
つき承認又は却下の処分がなかつたときは、同
項に規定する内国法人及び他の内国法人（当該
申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内
国法人との間に完全支配関係があるものに限
る。次項において同じ。）のすべてにつき、当
該 五月を経過する日（当該内国法人の設立事業
年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であ
り、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該 五
月を経過する日後である場合には、当該開始の
日）においてその承認があつたものとみなす。
９ 第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申
請につき前条の承認を受けた場合には、その承
認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当
該各号に定める日以後の期間について、その効
力を生ずる。
一 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事
業年度終了の時に時価評価資産等（第六十一
条の十一第一項（連結納税の開始に伴う資産
の時価評価損益）に規定する時価評価資産そ
の他の政令で定めるものをいう。第十一項に
おいて同じ。）を有する第一項に規定する他
の内国法人（同条第一項各号に掲げるものを
除く。以下この号及び次号において「時価評
価法人」という。）及び当該時価評価法人が
発行済株式又は出資を直接又は間接に保有す
る第一項に規定する他の内国法人（次号にお
いて「関連法人」という。） 当該連結申請特
例年度終了の日の翌日
二 連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の
承認を受ける日の前日までの間に自己を分割
法人とする分割型分割を行つた第一項に規定
する他の内国法人（時価評価法人及び関連法
人を除く。） その承認を受ける日の属する事
業年度開始の日
三 第一項に規定する内国法人及び他の内国法人
のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 連結
申請特例年度開始の日

10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との
間に当該連結親法人による完全支配関係を有す

月を経過する日と当該設立事業年度終了の日か
ら 二月前の日とのいずれか早い日（次項におい
て「設立年度申請期限」という。）とし、当該
内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申
請特例年度である場合にあつては当該 三月前の
日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年
度終了の日から 二月前の日とのいずれか早い日
（次項において「設立翌年度申請期限」とい
う。）として、第一項の規定を適用する。
７ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設
立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに
同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で
定める事項を記載した書類を当該内国法人の納
税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出した場合に限り、適用する。
８ 第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の
提出があつた場合において、当該申請書を提出
した日から 二月を経過する日までにその申請に
つき承認又は却下の処分がなかつたときは、同
項に規定する内国法人及び他の内国法人（当該
申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内
国法人との間に完全支配関係があるものに限
る。次項において同じ。）のすべてにつき、当
該 二月を経過する日（当該内国法人の設立事業
年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であ
り、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該 二
月を経過する日後である場合には、当該開始の
日）においてその承認があつたものとみなす。
９ 第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申
請につき前条の承認を受けた場合には、その承
認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当
該各号に定める日以後の期間について、その効
力を生ずる。
一 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事
業年度終了の時に時価評価資産等（第六十一
条の十一第一項（連結納税の開始に伴う資産
の時価評価損益）に規定する時価評価資産そ
の他の政令で定めるものをいう。第十一項に
おいて同じ。）を有する第一項に規定する他
の内国法人（同条第一項各号に掲げるものを
除く。以下この号及び次号において「時価評
価法人」という。）及び当該時価評価法人が
発行済株式又は出資を直接又は間接に保有す
る第一項に規定する他の内国法人（次号にお
いて「関連法人」という。） 当該連結申請特
例年度終了の日の翌日
二 連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の
承認を受ける日の前日までの間に自己を分割
法人とする分割型分割を行つた第一項に規定
する他の内国法人（時価評価法人及び関連法
人を除く。） その承認を受ける日の属する事
業年度開始の日
三 第一項に規定する内国法人及び他の内国法人
のうち、前二号に掲げる法人以外の法人 連結
申請特例年度開始の日

10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との
間に当該連結親法人による完全支配関係を有す
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ることとなつた場合（次項に規定する場合を除
く。）には、当該他の内国法人については、当
該完全支配関係を有することとなつた日（第十
五条の二第二項（連結事業年度の意義）の規定
の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定
める期間の開始の日。以下この項において同
じ。）において前条の承認があつたものとみな
す。この場合において、その承認は、当該完全
支配関係を有することとなつた日以後の期間に
ついて、その効力を生ずるものとする。

11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年
度において第六項の規定の適用を受けて同条の
承認を受ける第一項に規定する内国法人との間
に当該内国法人による完全支配関係を有するこ
ととなつた場合には、次の各号に掲げる法人の
区分に応じ、当該各号に定める日においてその
承認があつたものとみなす。この場合におい
て、その承認は、当該各号に定める日以後の期
間について、その効力を生ずるものとする。
一 当該完全支配関係を有することとなつた日の
前日の属する事業年度終了の時に時価評価資
産等を有する当該他の内国法人（第六十一条
の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う
資産の時価評価損益）に掲げるものを除く。
以下この号及び次号において「時価評価法
人」という。）及び当該時価評価法人又は第
九項第一号に規定する時価評価法人が発行済
株式又は出資を直接又は間接に保有する前条
に規定する他の内国法人（次号において「関
連法人」という。） 当該連結申請特例年度終
了の日の翌日
二 当該完全支配関係を有することとなつた日の
翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける
日の前日までの間に自己を分割法人とする分
割型分割を行つた同条に規定する他の内国法
人（時価評価法人及び関連法人を除く。） 当
該内国法人がその承認を受ける日の属する当
該他の内国法人の事業年度開始の日
三 前条に規定する他の内国法人のうち、前二号
に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を
有することとなつた日

12 第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書
を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の
所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

ることとなつた場合（次項に規定する場合を除
く。）には、当該他の内国法人については、当
該完全支配関係を有することとなつた日（第十
五条の二第二項（連結事業年度の意義）の規定
の適用を受ける場合にあつては、同項各号に定
める期間の開始の日。以下この項において同
じ。）において前条の承認があつたものとみな
す。この場合において、その承認は、当該完全
支配関係を有することとなつた日以後の期間に
ついて、その効力を生ずるものとする。

11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年
度において第六項の規定の適用を受けて同条の
承認を受ける第一項に規定する内国法人との間
に当該内国法人による完全支配関係を有するこ
ととなつた場合には、次の各号に掲げる法人の
区分に応じ、当該各号に定める日においてその
承認があつたものとみなす。この場合におい
て、その承認は、当該各号に定める日以後の期
間について、その効力を生ずるものとする。
一 当該完全支配関係を有することとなつた日の
前日の属する事業年度終了の時に時価評価資
産等を有する当該他の内国法人（第六十一条
の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う
資産の時価評価損益）に掲げるものを除く。
以下この号及び次号において「時価評価法
人」という。）及び当該時価評価法人又は第
九項第一号に規定する時価評価法人が発行済
株式又は出資を直接又は間接に保有する前条
に規定する他の内国法人（次号において「関
連法人」という。） 当該連結申請特例年度終
了の日の翌日
二 当該完全支配関係を有することとなつた日の
翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける
日の前日までの間に自己を分割法人とする分
割型分割を行つた同条に規定する他の内国法
人（時価評価法人及び関連法人を除く。） 当
該内国法人がその承認を受ける日の属する当
該他の内国法人の事業年度開始の日
三 前条に規定する他の内国法人のうち、前二号
に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を
有することとなつた日

12 第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書
を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の
所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結納税の承認の申請）
第四条の三 前条に規定する内国法人及び当該内国
法人との間に当該内国法人による 同条に規定す
る完全支配関係 （以下この条において「完全支
配関係」という。）がある前条に規定する他の
内国法人は、同条の承認を受けようとする場合
には、その承認を受けて各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を納める最初の連結事業年

（連結納税の承認の申請）
第四条の三 前条に規定する内国法人及び当該内国
法人との間に当該内国法人による ◆削除◆完全
支配関係 がある同条に規定する他の内国法人
は、同条の承認を受けようとする場合には、そ
の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対
する法人税を納める最初の連結事業年度としよ
うとする期間の開始の日の三月前の日までに、
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度としようとする期間の開始の日の三月前の日
までに、これらの法人のすべての連名で、当該
期間の開始の日その他財務省令で定める事項を
記載した申請書を当該内国法人の納税地の所轄
税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなけ
ればならない。
２ 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場
合において、次の各号のいずれかに該当する事
実があるときは、その申請を却下することがで
きる。
一 連結予定法人（前項に規定する内国法人又は
他の内国法人をいう。以下この項において同
じ。）のいずれかがその申請を行つていない
こと。
二 その申請を行つている法人に連結予定法人以
外の法人が含まれていること。
三 その申請を行つている連結予定法人につき次
のいずれかに該当する事実があること。
イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算が適正に行われ難いと認めら
れること。
ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付
け、記録又は保存が次条第一項に規定する
財務省令で定めるところに従つて行われる
ことが見込まれないこと。
ハ 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により前条の承認を取り消さ
れ、又は第四条の五第三項の承認を受けた
日以後五年以内に前項の申請書を提出した
こと。
ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められること。

３ 第一項の申請につき同項に規定する内国法人に
対して承認の処分があつた場合には、同項に規
定する他の内国法人（同項に規定する期間の開
始の時に当該内国法人との間に完全支配関係が
あるものに限る。次項及び第五項において同
じ。）のすべてにつき、その承認があつたもの
とみなす。
４ 第一項の申請書の提出があつた場合（第六項の
規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた
場合を除く。）において、第一項に規定する期
間の開始の日の前日までにその申請につき承認
又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、その開始の日においてその承認があつたも
のとみなす。
５ 前二項の場合（第九項に規定する場合を除
く。）において、前条の承認は、第一項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、同項に規定する期間の開始の日以後の期間
について、その効力を生ずる。
６ 前条に規定する内国法人の設立事業年度（当該
内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。
以下この項及び第八項において同じ。）が連結
申請特例年度（この項の規定の適用を受けて同
条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に

これらの法人のすべての連名で、当該期間の開
始の日その他財務省令で定める事項を記載した
申請書を当該内国法人の納税地の所轄税務署長
を経由して、国税庁長官に提出しなければなら
ない。
２ 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場
合において、次の各号のいずれかに該当する事
実があるときは、その申請を却下することがで
きる。
一 連結予定法人（前項に規定する内国法人又は
他の内国法人をいう。以下この項において同
じ。）のいずれかがその申請を行つていない
こと。
二 その申請を行つている法人に連結予定法人以
外の法人が含まれていること。
三 その申請を行つている連結予定法人につき次
のいずれかに該当する事実があること。
イ 連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人
税の額の計算が適正に行われ難いと認めら
れること。
ロ 連結事業年度において、帳簿書類の備付
け、記録又は保存が次条第一項に規定する
財務省令で定めるところに従つて行われる
ことが見込まれないこと。
ハ 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により前条の承認を取り消さ
れ、又は第四条の五第三項の承認を受けた
日以後五年以内に前項の申請書を提出した
こと。
ニ 法人税の負担を不当に減少させる結果とな
ると認められること。

３ 第一項の申請につき同項に規定する内国法人に
対して承認の処分があつた場合には、同項に規
定する他の内国法人（同項に規定する期間の開
始の時に当該内国法人との間に完全支配関係が
あるものに限る。次項及び第五項において同
じ。）のすべてにつき、その承認があつたもの
とみなす。
４ 第一項の申請書の提出があつた場合（第六項の
規定の適用を受けて当該申請書の提出があつた
場合を除く。）において、第一項に規定する期
間の開始の日の前日までにその申請につき承認
又は却下の処分がなかつたときは、同項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、その開始の日においてその承認があつたも
のとみなす。
５ 前二項の場合（第九項に規定する場合を除
く。）において、前条の承認は、第一項に規定
する内国法人及び他の内国法人のすべてにつ
き、同項に規定する期間の開始の日以後の期間
について、その効力を生ずる。
６ 前条に規定する内国法人の設立事業年度（当該
内国法人の設立の日の属する事業年度をいう。
以下この項及び第八項において同じ。）が連結
申請特例年度（この項の規定の適用を受けて同
条の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に
対する法人税を納める最初の連結事業年度とし
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対する法人税を納める最初の連結事業年度とし
ようとする期間をいう。以下この条において同
じ。）である場合にあつては第一項に規定する
三月前の日を当該設立事業年度開始の日から一
月を経過する日と当該設立事業年度終了の日か
ら二月前の日とのいずれか早い日（次項におい
て「設立年度申請期限」という。）とし、当該
内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申
請特例年度である場合にあつては当該三月前の
日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年
度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日
（次項において「設立翌年度申請期限」とい
う。）として、第一項の規定を適用する。
７ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設
立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに
同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で
定める事項を記載した書類を当該内国法人の納
税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出した場合に限り、適用する。
８ 第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の
提出があつた場合において、当該申請書を提出
した日から二月を経過する日までにその申請に
つき承認又は却下の処分がなかつたときは、同
項に規定する内国法人及び他の内国法人（当該
申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内
国法人との間に完全支配関係があるものに限
る。次項において同じ。）のすべてにつき、当
該二月を経過する日（当該内国法人の設立事業
年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であ
り、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月
を経過する日後である場合には、当該開始の
日）においてその承認があつたものとみなす。
９ 第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申
請につき前条の承認を受けた場合には、その承
認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当
該各号に定める日以後の期間について、その効
力を生ずる。
一 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事
業年度終了の時に時価評価資産等（第六十一
条の十一第一項（連結納税の開始に伴う資産
の時価評価損益）に規定する時価評価資産そ
の他の政令で定めるものをいう。第十一項に
おいて同じ。）を有する第一項に規定する他
の内国法人（同条第一項各号に掲げるものを
除く。以下この号 及び次号において「時価評
価法人」という。）及び当該時価評価法人が
発行済株式又は出資を直接又は間接に保有す
る第一項に規定する他の内国法人 （次号にお
いて「関連法人」という。） 当該連結申請特
例年度終了の日の翌日
二 連結申請特例年度開始の日の翌日から前条の
承認を受ける日の前日までの間に自己を分割
法人とする分割型分割を行つた第一項に規定
する他の内国法人（時価評価法人及び関連法
人を除く。） その承認を受ける日の属する事
業年度開始の日
三 第一項に規定する内国法人及び他の内国法人

ようとする期間をいう。以下この条において同
じ。）である場合にあつては第一項に規定する
三月前の日を当該設立事業年度開始の日から一
月を経過する日と当該設立事業年度終了の日か
ら二月前の日とのいずれか早い日（次項におい
て「設立年度申請期限」という。）とし、当該
内国法人の設立事業年度の翌事業年度が連結申
請特例年度である場合にあつては当該三月前の
日を当該設立事業年度終了の日と当該翌事業年
度終了の日から二月前の日とのいずれか早い日
（次項において「設立翌年度申請期限」とい
う。）として、第一項の規定を適用する。
７ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が、設
立年度申請期限又は設立翌年度申請期限までに
同項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で
定める事項を記載した書類を当該内国法人の納
税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提
出した場合に限り、適用する。
８ 第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書の
提出があつた場合において、当該申請書を提出
した日から二月を経過する日までにその申請に
つき承認又は却下の処分がなかつたときは、同
項に規定する内国法人及び他の内国法人（当該
申請に係る連結申請特例年度開始の時に当該内
国法人との間に完全支配関係があるものに限
る。次項において同じ。）のすべてにつき、当
該二月を経過する日（当該内国法人の設立事業
年度の翌事業年度が当該連結申請特例年度であ
り、かつ、当該翌事業年度開始の日が当該二月
を経過する日後である場合には、当該開始の
日）においてその承認があつたものとみなす。
９ 第六項の規定の適用を受けて行つた第一項の申
請につき前条の承認を受けた場合には、その承
認は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当
該各号に定める日以後の期間について、その効
力を生ずる。
一 連結申請特例年度開始の日の前日の属する事
業年度終了の時に時価評価資産等（第六十一
条の十一第一項（連結納税の開始に伴う資産
の時価評価損益）に規定する時価評価資産そ
の他の政令で定めるものをいう。第十一項に
おいて同じ。）を有する第一項に規定する他
の内国法人（同条第一項各号に掲げるものを
除く。以下この号 ◆削除◆において「時価評
価法人」という。）及び当該時価評価法人が
発行済株式又は出資を直接又は間接に保有す
る第一項に規定する他の内国法人 ◆削除◆ 当
該連結申請特例年度終了の日の翌日
◆削除◆
二 第一項に規定する内国法人及び他の内国法人
のうち、 前号に掲げる法人以外の法人 連結申
請特例年度開始の日

10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との
間に当該連結親法人による完全支配関係を有す
ることとなつた場合（次項に規定する場合を除
く。）には、当該他の内国法人については、当
該完全支配関係を有することとなつた日（ 第十
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のうち、 前二号に掲げる法人以外の法人 連結
申請特例年度開始の日

10 前条に規定する他の内国法人が連結親法人との
間に当該連結親法人による完全支配関係を有す
ることとなつた場合（次項に規定する場合を除
く。）には、当該他の内国法人については、当
該完全支配関係を有することとなつた日（ 第十
五条の二第二項（連結事業年度の意義）の規定
の適用を受ける場合にあつては、 同項各号に定
める期間の開始の日。以下この項において同
じ。）において前条の承認があつたものとみな
す。この場合において、その承認は、当該完全
支配関係を有することとなつた日以後の期間に
ついて、その効力を生ずるものとする。

11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年
度において第六項の規定の適用を受けて同条の
承認を受ける第一項に規定する内国法人との間
に当該内国法人による完全支配関係を有するこ
ととなつた場合には、次の各号に掲げる法人の
区分に応じ、当該各号に定める日においてその
承認があつたものとみなす。この場合におい
て、その承認は、当該各号に定める日以後の期
間について、その効力を生ずるものとする。
一 当該完全支配関係を有することとなつた日の
前日の属する事業年度終了の時に時価評価資
産等を有する当該他の内国法人（第六十一条
の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う
資産の時価評価損益）に掲げるものを除く。
以下この号 及び次号において「時価評価法
人」という。）及び当該時価評価法人又は第
九項第一号に規定する時価評価法人が発行済
株式又は出資を直接又は間接に保有する前条
に規定する他の内国法人 （次号において「関
連法人」という。） 当該連結申請特例年度終
了の日の翌日 ◆追加◆
二 当該完全支配関係を有することとなつた日の
翌日から当該内国法人が前条の承認を受ける
日の前日までの間に自己を分割法人とする分
割型分割を行つた同条に規定する他の内国法
人（時価評価法人及び関連法人を除く。） 当
該内国法人がその承認を受ける日の属する当
該他の内国法人の事業年度開始の日
三 前条に規定する他の内国法人のうち、 前二
号に掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係
を有することとなつた日 ◆追加◆

12 第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書
を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の
所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

四条第二項（第一号に係る部分に限る。次項に
おいて同じ。）（みなし事業年度）の規定の適
用を受ける場合にあつては、 同日の前日の属す
る同号に規定する月次決算期間の末日の翌日。
以下この項において同じ。）において前条の承
認があつたものとみなす。この場合において、
その承認は、当該完全支配関係を有することと
なつた日以後の期間について、その効力を生ず
るものとする。

11 前条に規定する他の内国法人が連結申請特例年
度において第六項の規定の適用を受けて同条の
承認を受ける第一項に規定する内国法人との間
に当該内国法人による完全支配関係を有するこ
ととなつた場合には、次の各号に掲げる法人の
区分に応じ、当該各号に定める日においてその
承認があつたものとみなす。この場合におい
て、その承認は、当該各号に定める日以後の期
間について、その効力を生ずるものとする。
一 当該完全支配関係を有することとなつた日の
前日の属する事業年度終了の時に時価評価資
産等を有する当該他の内国法人（第六十一条
の十二第一項各号（連結納税への加入に伴う
資産の時価評価損益）に掲げるものを除く。
以下この号 ◆削除◆において「時価評価法
人」という。）及び当該時価評価法人又は第
九項第一号に規定する時価評価法人が発行済
株式又は出資を直接又は間接に保有する前条
に規定する他の内国法人 ◆削除◆ 当該連結申
請特例年度終了の日の翌日 （第十四条第二項
の規定の適用を受ける場合にあつては、当該
翌日と当該前日の属する同項第一号に規定す
る月次決算期間の末日の翌日とのうちいずれ
か遅い日）
◆削除◆
二 前条に規定する他の内国法人のうち、 前号に
掲げる法人以外の法人 当該完全支配関係を有
することとなつた日 （第十四条第二項の規定
の適用を受ける場合にあつては、同日の前日
の属する同項第一号に規定する月次決算期間
の末日の翌日）

12 第一項に規定する他の内国法人が同項の申請書
を提出した場合の当該他の内国法人の納税地の
所轄税務署長への届出その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結納税の承認の取消し等）
第四条の五 連結法人につき次の各号のいずれかに
該当する事実がある場合には、国税庁長官は、
当該連結法人に係る第四条の二（連結納税義務

（連結納税の承認の取消し等）
第四条の五 連結法人につき次の各号のいずれかに
該当する事実がある場合には、国税庁長官は、
当該連結法人に係る第四条の二（連結納税義務
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者）の承認を取り消すことができる。この場合
において、その承認が取り消されたときは、そ
の承認は、その取り消された日以後の期間につ
いて、その効力を失うものとする。
一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録
又は保存が前条第一項に規定する財務省令で
定めるところに従つて行われていないこと。
二 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第
二項の規定による国税庁長官、国税局長又は
税務署長の指示に従わなかつたこと。
三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又
は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記
録し、その他その記載又は記録をした事項の
全体についてその真実性を疑うに足りる相当
の理由があること。
四 第八十一条の二十二第一項（連結確定申告）
の規定による申告書をその提出期限までに提
出しなかつたこと。

２ 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結
法人（第一号、第三号、第六号及び第七号にあ
つてはこれらの規定に規定する連結親法人及び
すべての連結子法人とし、第二号にあつては同
号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五
号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法
人とする。）は、当該各号に定める日において
第四条の二の承認を取り消されたものとみな
す。この場合において、その承認は、そのみな
された日以後の期間について、その効力を失う
ものとする。
一 連結親法人と内国法人（普通法人又は協同組
合等に限る。）との間に当該内国法人による
第四条の二に規定する完全支配関係 （第七号
において「完全支配関係」という。）が生じ
たこと その生じた日
二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法
人が連結親法人のみとなつたこと そのなくな
つた日
三 連結親法人の解散 その解散の日の翌日（合併
による解散の場合には、その合併の日）
四 連結子法人の解散 ◆追加◆ その解散の日の翌
日（合併による解散の場合には、その合併の
日） ◆追加◆
五 連結子法人 （解散したものを除く。）が連結
親法人との間に当該連結親法人による連結完
全支配関係を有しなくなつたこと（第一号、
第三号、次号又は第七号に掲げる事実に基因
するものを除く。） その有しなくなつた日
六 連結親法人が公益法人等に該当することとな
つたこと その該当することとなつた日
七 連結親法人と内国法人（公益法人等に限
る。）との間に当該内国法人による完全支配
関係がある場合において、当該内国法人が普
通法人又は協同組合等に該当することとなつ
たこと その該当することとなつた日

３ 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、
国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の
適用を受けることをやめることができる。

者）の承認を取り消すことができる。この場合
において、その承認が取り消されたときは、そ
の承認は、その取り消された日以後の期間につ
いて、その効力を失うものとする。
一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録
又は保存が前条第一項に規定する財務省令で
定めるところに従つて行われていないこと。
二 連結事業年度に係る帳簿書類について前条第
二項の規定による国税庁長官、国税局長又は
税務署長の指示に従わなかつたこと。
三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又
は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記
録し、その他その記載又は記録をした事項の
全体についてその真実性を疑うに足りる相当
の理由があること。
四 第八十一条の二十二第一項（連結確定申告）
の規定による申告書をその提出期限までに提
出しなかつたこと。

２ 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、連結
法人（第一号、第三号、第六号及び第七号にあ
つてはこれらの規定に規定する連結親法人及び
すべての連結子法人とし、第二号にあつては同
号に規定する連結親法人とし、第四号及び第五
号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法
人とする。）は、当該各号に定める日において
第四条の二の承認を取り消されたものとみな
す。この場合において、その承認は、そのみな
された日以後の期間について、その効力を失う
ものとする。
一 連結親法人と内国法人（普通法人又は協同組
合等に限る。）との間に当該内国法人による
◆削除◆完全支配関係 ◆削除◆が生じたこと
その生じた日
二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法
人が連結親法人のみとなつたこと そのなくな
つた日
三 連結親法人の解散 その解散の日の翌日（合併
による解散の場合には、その合併の日）
四 連結子法人の解散 （合併又は破産手続開始の
決定による解散に限る。）又は残余財産の確
定 その解散の日の翌日（合併による解散の場
合には、その合併の日） 又はその残余財産の
確定の日の翌日
五 連結子法人 ◆削除◆が連結親法人との間に当
該連結親法人による連結完全支配関係を有し
なくなつたこと（第一号、 前二号、次号又は
第七号に掲げる事実に基因するものを除
く。） その有しなくなつた日
六 連結親法人が公益法人等に該当することとな
つたこと その該当することとなつた日
七 連結親法人と内国法人（公益法人等に限
る。）との間に当該内国法人による完全支配
関係がある場合において、当該内国法人が普
通法人又は協同組合等に該当することとなつ
たこと その該当することとなつた日

３ 連結法人は、やむを得ない事情があるときは、
国税庁長官の承認を受けて第四条の二の規定の
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４ 連結法人は、前項の承認を受けようとするとき
は、連結法人のすべての連名で、その理由その
他財務省令で定める事項を記載した申請書を連
結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、
国税庁長官に提出しなければならない。
５ 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場
合において、第四条の二の規定の適用を受ける
ことをやめることにつきやむを得ない事情がな
いと認めるときは、その申請を却下する。
６ 連結法人が第三項の承認を受けた場合には、そ
の承認を受けた日の属する連結親法人事業年度
（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。）終了
の日後の期間について、第四条の二の承認は、
その効力を失うものとする。
７ 第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

適用を受けることをやめることができる。
４ 連結法人は、前項の承認を受けようとするとき
は、連結法人のすべての連名で、その理由その
他財務省令で定める事項を記載した申請書を連
結親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、
国税庁長官に提出しなければならない。
５ 国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場
合において、第四条の二の規定の適用を受ける
ことをやめることにつきやむを得ない事情がな
いと認めるときは、その申請を却下する。
６ 連結法人が第三項の承認を受けた場合には、そ
の承認を受けた日の属する連結親法人事業年度
（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。）終了
の日後の期間について、第四条の二の承認は、
その効力を失うものとする。
７ 第一項の取消しの手続その他前各項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第三章 課税所得等の範囲等
第一節 課税所得等の範囲

（内国法人の課税所得の範囲）
第五条 内国法人に対しては、各事業年度（連結事
業年度に該当する期間を除く。）の所得につい
て 各事業年度の所得に対する法人税を 、清算所
得について清算所得に対する法人税を課する。

第三章 課税所得等の範囲等
第一節 課税所得等の範囲

（内国法人の課税所得の範囲）
第五条 内国法人に対しては、各事業年度（連結事
業年度に該当する期間を除く。）の所得につい
て 、各事業年度の所得に対する法人税を ◆削除
◆課する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結法人の課税所得の範囲）
第六条の二 連結親法人に対しては、各連結事業年
度の連結所得について、各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課する。

（連結法人の課税所得の範囲）
第六条 連結親法人に対しては、各連結事業年度の
連結所得について、各連結事業年度の連結所得
に対する法人税を課する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（内国普通法人等の清算中の所得の非課税）
第六条 内国法人である普通法人又は協同組合等の
清算中に生じた各事業年度の所得については、
前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に
対する法人税を課さない。ただし、これらの法
人で清算中のものが継続し又は合併により消滅
した場合におけるその清算中に生じた各事業年
度の所得については、この限りでない。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税）
第七条 内国法人である公益法人等又は人格のない
社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から

（内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税）
第七条 内国法人である公益法人等又は人格のない
社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から
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生じた所得以外の 所得及び清算所得について
は、第五条（内国法人の課税所得の範囲）の規
定にかかわらず、 それぞれ各事業年度の所得に
対する法人税 及び清算所得に対する法人税を課
さない。

生じた所得以外の 所得については、第五条（内
国法人の課税所得の範囲）の規定にかかわら
ず、 ◆削除◆各事業年度の所得に対する法人税
◆削除◆を課さない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積
立金の課税）
第八条 第八十四条第一項（退職年金等積立金の額
の計算）に規定する退職年金業務等を行う内国
法人に対しては、第五条（内国法人の課税所得
の範囲）又は 第六条の二（連結法人の課税所得
の範囲）の規定により課する法人税のほか、各
事業年度の退職年金等積立金について、退職年
金等積立金に対する法人税を課する。

（退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積
立金の課税）
第八条 第八十四条第一項（退職年金等積立金の額
の計算）に規定する退職年金業務等を行う内国
法人に対しては、第五条（内国法人の課税所得
の範囲）又は 第六条（連結法人の課税所得の範
囲）の規定により課する法人税のほか、各事業
年度の退職年金等積立金について、退職年金等
積立金に対する法人税を課する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第二節 課税所得の範囲の変更等

（課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適
用）
第十条の三 特定普通法人（一般社団法人若しくは
一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人で
あるものをいう。以下この条において同じ。）
が公益法人等に該当することとなる場合には、
その該当することとなる日の前日に当該特定普
通法人が解散したものとみなして、次に掲げる
規定その他政令で定める規定を適用する。
一 第八十条第四項（欠損金の繰戻しによる還
付）
二 第八十一条の三十一第三項（連結欠損金の繰
戻しによる還付）
三 第百三十四条の二第三項（仮装経理に基づく
過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付
の特例）

２ 特定普通法人が公益法人等に該当することとな
つた場合には、その該当することとなつた日に
当該公益法人等が設立されたものとみなして、
次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用
する。
一 第五十七条第一項（青色申告書を提出した事
業年度の欠損金の繰越し）
二 第五十八条第一項（青色申告書を提出しなか
つた事業年度の災害による損失金の繰越し）
三 第五十九条（会社更生等による債務免除等が
あつた場合の欠損金の損金算入）
四 第八十条

３ 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人
とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を
行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。

第二節 課税所得の範囲の変更等
（課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適
用）
第十条の三 特定普通法人（一般社団法人若しくは
一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人で
あるものをいう。以下この条において同じ。）
が公益法人等に該当することとなる場合には、
その該当することとなる日の前日に当該特定普
通法人が解散したものとみなして、次に掲げる
規定その他政令で定める規定を適用する。
一 第八十条第四項（欠損金の繰戻しによる還
付）
二 第八十一条の三十一第三項（連結欠損金の繰
戻しによる還付）
◆削除◆
２ 特定普通法人が公益法人等に該当することとな
つた場合には、その該当することとなつた日に
当該公益法人等が設立されたものとみなして、
次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用
する。
一 第五十七条第一項（青色申告書を提出した事
業年度の欠損金の繰越し）
二 第五十八条第一項（青色申告書を提出しなか
つた事業年度の災害による損失金の繰越し）
三 第五十九条（会社更生等による債務免除等が
あつた場合の欠損金の損金算入）
四 第八十条

３ 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人
とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を
行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。
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- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産
に帰せられる収益及び費用の帰属）
第十二条 信託の受益者（受益者としての権利を現
に有するものに限る。）は当該信託の信託財産
に属する資産及び負債を有するものとみなし、
かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用
は当該受益者の収益及び費用とみなして、この
法律の規定を適用する。ただし、集団投資信
託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人
課税信託の信託財産に属する資産及び負債並び
に当該信託財産に帰せられる収益及び費用につ
いては、この限りでない。
２ 信託の変更をする権限（軽微な変更をする権限
として政令で定めるものを除く。）を現に有
し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受ける
こととされている者（受益者を除く。）は、前
項に規定する受益者とみなして、同項の規定を
適用する。
３ 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等
信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資
産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収
益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の
金額 、各連結事業年度の連結所得の金額 及び清
算所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負
債並びに収益及び費用でないものとみなして、
この法律の規定を適用する。
４ この条において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
一 退職年金等信託 第八十四条第一項（退職年金
等積立金の額の計算）に規定する厚生年金基
金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確
定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金
資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若し
くは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金
基金若しくは国民年金基金連合会の締結した
国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一
号）第百二十八条第三項（基金の業務）若し
くは第百三十七条の十五第四項（連合会の業
務）に規定する契約又はこれらに類する退職
年金に関する契約で政令で定めるものに係る
信託をいう。
二 特定公益信託等 第三十七条第六項（寄附金の
損金不算入）に規定する特定公益信託及び社
債、株式等の振替に関する法律（平成十三年
法律第七十五号）第二条第十一項（定義）に
規定する加入者保護信託をいう。

５ 受益者が二以上ある場合における第一項の規定
の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受
けることとされている者に該当するかどうかの
判定その他第一項から第三項までの規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。

（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産
に帰せられる収益及び費用の帰属）
第十二条 信託の受益者（受益者としての権利を現
に有するものに限る。）は当該信託の信託財産
に属する資産及び負債を有するものとみなし、
かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用
は当該受益者の収益及び費用とみなして、この
法律の規定を適用する。ただし、集団投資信
託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人
課税信託の信託財産に属する資産及び負債並び
に当該信託財産に帰せられる収益及び費用につ
いては、この限りでない。
２ 信託の変更をする権限（軽微な変更をする権限
として政令で定めるものを除く。）を現に有
し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受ける
こととされている者（受益者を除く。）は、前
項に規定する受益者とみなして、同項の規定を
適用する。
３ 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等
信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資
産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収
益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の
金額 及び各連結事業年度の連結所得の金額 ◆削
除◆の計算上、当該法人の資産及び負債並びに
収益及び費用でないものとみなして、この法律
の規定を適用する。
４ この条において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
一 退職年金等信託 第八十四条第一項（退職年金
等積立金の額の計算）に規定する厚生年金基
金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確
定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金
資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若し
くは勤労者財産形成基金給付契約、国民年金
基金若しくは国民年金基金連合会の締結した
国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一
号）第百二十八条第三項（基金の業務）若し
くは第百三十七条の十五第四項（連合会の業
務）に規定する契約又はこれらに類する退職
年金に関する契約で政令で定めるものに係る
信託をいう。
二 特定公益信託等 第三十七条第六項（寄附金の
損金不算入）に規定する特定公益信託及び社
債、株式等の振替に関する法律（平成十三年
法律第七十五号）第二条第十一項（定義）に
規定する加入者保護信託をいう。

５ 受益者が二以上ある場合における第一項の規定
の適用、第二項に規定する信託財産の給付を受
けることとされている者に該当するかどうかの
判定その他第一項から第三項までの規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
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（みなし事業年度）
第十四条 次の各号に規定する法人（ 第六号から第
八号までにあつてはこれらの規定に規定する他
の内国法人とし、 第九号、第十四号、第十五号
及び第十七号にあつてはこれらの規定に規定す
る連結子法人とし、 第十三号及び第十八号にあ
つてはこれらの規定に規定する連結法人とし、
第十六号にあつては同号に規定する連結親法人
とする。）が当該各号に掲げる場合に該当する
こととなつたときは、前条第一項の規定にかか
わらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該
法人の事業年度とみなす。
一 内国法人 である普通法人又は協同組合等が事
業年度の中途において解散（合併による解散
を除く。）をした場合 （第十号に掲げる場合
を除く。） その事業年度開始の日から解散の
日までの期間及び解散の日の翌日からその事
業年度終了の日までの期間
二 法人が事業年度の中途において合併により解
散した場合（ 第十一号に掲げる場合を除
く。） その事業年度開始の日から合併の日の
前日までの期間
三 法人が事業年度の中途において当該法人を分
割法人とする分割型分割を行つた場合（第十
二号に掲げる場合を除く。） その事業年度開
始の日から分割型分割の日の前日までの期間
及び分割型分割の日からその事業年度終了の
日までの期間
四 第四条の二（連結納税義務者）に規定する他
の内国法人の事業年度の中途において最初連
結親法人事業年度（各連結事業年度の連結所
得に対する法人税を課される最初の連結親法
人事業年度（第十五条の二第一項（連結事業
年度の意義）に規定する連結親法人事業年度
をいう。 次号、第七号及び第二十号において
同じ。）をいう。以下この号において同
じ。）が開始した場合（ 第六号に掲げる場合
を除く。） その事業年度開始の日からその最
初連結親法人事業年度開始の日の前日までの
期間
五 連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日
がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人
事業年度開始の日及び終了の日でない場合
（次号から 第八号までに掲げる場合を除
く。） その連結親法人事業年度開始の日から
その終了の日までの期間
六 第四条の二に規定する他の内国法人との間に
完全支配関係（同条に規定する 完全支配関係
をいう。以下この条において同じ。）がある
第四条の二に規定する内国法人が第四条の三
第六項（連結納税の承認の申請の特例）の規
定の適用を受けて同条第一項の申請書を提出
した場合 連結申請特例年度（同条第六項に規
定する連結申請特例年度をいう。以下 この号
及び第八号において同じ。）開始の日の前日
の属する事業年度開始の日から当該前日まで
の期間、その連結申請特例年度開始の日から

（みなし事業年度）
第十四条 次の各号に規定する法人（ 第五号から第
七号までにあつてはこれらの規定に規定する他
の内国法人とし、 第八号、第十二号、第十三号
及び第十五号にあつてはこれらの規定に規定す
る連結子法人とし、 第十一号及び第十六号にあ
つてはこれらの規定に規定する連結法人とし、
第十四号にあつては同号に規定する連結親法人
とする。）が当該各号に掲げる場合に該当する
こととなつたときは、前条第一項の規定にかか
わらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該
法人の事業年度とみなす。
一 内国法人 （連結子法人を除く。）が事業年度
の中途において解散（合併による解散を除
く。）をした場合 ◆削除◆ その事業年度開始
の日から解散の日までの期間及び解散の日の
翌日からその事業年度終了の日までの期間
二 法人が事業年度の中途において合併により解
散した場合（ 第十号に掲げる場合を除く。）
その事業年度開始の日から合併の日の前日ま
での期間
◆削除◆
三 第四条の二（連結納税義務者）に規定する他
の内国法人の事業年度の中途において最初連
結親法人事業年度（各連結事業年度の連結所
得に対する法人税を課される最初の連結親法
人事業年度（第十五条の二第一項（連結事業
年度の意義）に規定する連結親法人事業年度
をいう。 以下この項及び次項において同
じ。）をいう。以下この号において同じ。）
が開始した場合（ 第五号に掲げる場合を除
く。） その事業年度開始の日からその最初連
結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
四 連結子法人の事業年度開始の日及び終了の日
がそれぞれ当該開始の日の属する連結親法人
事業年度開始の日及び終了の日でない場合
（次号から 第七号までに掲げる場合を除
く。） その連結親法人事業年度開始の日から
その終了の日までの期間
五 第四条の二に規定する他の内国法人との間に
完全支配関係（同条に規定する 政令で定める
関係に限る。以下この条において同じ。）が
ある第四条の二に規定する内国法人が第四条
の三第六項（連結納税の承認の申請の特例）
の規定の適用を受けて同条第一項の申請書を
提出した場合 連結申請特例年度（同条第六項
に規定する連結申請特例年度をいう。以下 こ
の項及び次項において同じ。）開始の日の前
日の属する事業年度開始の日から当該前日ま
での期間、その連結申請特例年度開始の日か
らその終了の日までの期間及びその終了の日
の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の
日までの期間（第四条の二の承認を受けた場
合には、当該期間を除く。）
六 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親
法人事業年度の中途において連結親法人との
間に当該連結親法人による完全支配関係を有
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その終了の日までの期間及びその終了の日の
翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日
までの期間（第四条の二の承認を受けた場合
には、当該期間を除く。）
七 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親
法人事業年度の中途において連結親法人との
間に当該連結親法人による完全支配関係を有
することとなつた場合（次号に掲げる場合を
除く。） 当該完全支配関係を有することとな
つた日（以下この号において「加入日」とい
う。）の前日の属する事業年度開始の日から
当該前日までの期間及び当該加入日からその
連結親法人事業年度終了の日までの期間 （当
該他の内国法人が第十五条の二第二項の規定
の適用を受ける場合には、これらの期間は、
当該他の内国法人の加入日の属する事業年度
の翌事業年度開始の日からその開始の日の属
する連結親法人事業年度終了の日までの期間
とする。）
八 第四条の二に規定する他の内国法人が連結申
請特例年度の中途において同条に規定する内
国法人（第四条の三第六項の規定の適用を受
けて同条第一項の申請書を提出した法人に限
る。）との間に当該内国法人による完全支配
関係を有することとなつた場合 当該完全支配
関係を有することとなつた日（以下この号に
おいて「加入日」という。）の前日の属する
事業年度開始の日から当該前日までの期間、
当該加入日からその連結申請特例年度終了の
日までの期間及びその終了の日の翌日から当
該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
（第四条の二の承認を受けた場合には、当該
期間を除く。）
九 連結子法人が連結事業年度の中途において連
結親法人との間に当該連結親法人による連結
完全支配関係を有しなくなつた場合（ 次号、
第十一号、第十三号から第十五号まで及び第
十七号から第二十号までに掲げる場合を除
く。） その連結事業年度開始の日からその有
しなくなつた日（以下この号において「離脱
日」という。）の前日までの期間、当該離脱
日からその連結事業年度終了の日までの期間
及びその終了の日の翌日から当該翌日の属す
る事業年度終了の日までの期間
十 連結子法人が連結事業年度の中途において 解
散（合併による解散を除く。）をした場合 そ
の連結事業年度開始の日から 解散の日までの
期間、 解散の日の翌日からその連結事業年度
終了の日までの期間及びその終了の日の翌日
から当該翌日の属する事業年度終了の日まで
の期間
十一 連結子法人が連結事業年度の中途において
合併により 解散した場合 その連結事業年度開
始の日から合併の日の前日 ◆追加◆までの期
間
十二 連結法人が連結事業年度の中途において当
該連結法人を分割法人とする分割型分割を行

することとなつた場合（次号に掲げる場合を
除く。） 当該完全支配関係を有することとな
つた日（以下この号において「加入日」とい
う。）の前日の属する事業年度開始の日から
当該前日までの期間及び当該加入日からその
連結親法人事業年度終了の日までの期間 ◆削
除◆
七 第四条の二に規定する他の内国法人が連結申
請特例年度の中途において同条に規定する内
国法人（第四条の三第六項の規定の適用を受
けて同条第一項の申請書を提出した法人に限
る。）との間に当該内国法人による完全支配
関係を有することとなつた場合 当該完全支配
関係を有することとなつた日（以下この号に
おいて「加入日」という。）の前日の属する
事業年度開始の日から当該前日までの期間、
当該加入日からその連結申請特例年度終了の
日までの期間及びその終了の日の翌日から当
該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
（第四条の二の承認を受けた場合には、当該
期間を除く。）
八 連結子法人が連結事業年度の中途において連
結親法人との間に当該連結親法人による連結
完全支配関係を有しなくなつた場合（ 次号か
ら第十三号まで及び第十五号から第十八号ま
でに掲げる場合を除く。） その連結事業年度
開始の日からその有しなくなつた日（以下こ
の号において「離脱日」という。）の前日ま
での期間、当該離脱日からその連結事業年度
終了の日までの期間及びその終了の日の翌日
から当該翌日の属する事業年度終了の日まで
の期間
九 連結子法人が連結事業年度の中途において 破
産手続開始の決定を受けた場合 その連結事業
年度開始の日から 破産手続開始の決定の日ま
での期間、 破産手続開始の決定の日の翌日か
らその連結事業年度終了の日までの期間及び
その終了の日の翌日から当該翌日の属する事
業年度終了の日までの期間
十 連結子法人の連結事業年度の中途において合
併により 解散し、又は残余財産が確定した場
合 その連結事業年度開始の日から合併の日の
前日 又は残余財産の確定の日までの期間
◆削除◆
十一 連結親法人と内国法人（普通法人又は協同
組合等に限る。）との間に当該内国法人によ
る完全支配関係が生じたことにより、連結法
人が連結事業年度の中途において当該内国法
人との間に当該内国法人による完全支配関係
を有することとなつた場合 その連結事業年度
開始の日から当該完全支配関係を有すること
となつた日（以下この号において「支配日」
という。）の前日までの期間、当該支配日か
らその連結事業年度終了の日までの期間及び
その終了の日の翌日から当該翌日の属する事
業年度終了の日までの期間
十二 連結子法人の連結事業年度の中途において
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つた場合 その連結事業年度開始の日から分割
型分割の日の前日までの期間及び分割型分割
の日からその連結事業年度終了の日までの期
間
十三 連結親法人と内国法人（普通法人又は協同
組合等に限る。）との間に当該内国法人によ
る完全支配関係が生じたことにより、連結法
人が連結事業年度の中途において当該内国法
人との間に当該内国法人による完全支配関係
を有することとなつた場合 その連結事業年度
開始の日から当該完全支配関係を有すること
となつた日（以下この号において「支配日」
という。）の前日までの期間、当該支配日か
らその連結事業年度終了の日までの期間及び
その終了の日の翌日から当該翌日の属する事
業年度終了の日までの期間
十四 連結子法人の連結事業年度の中途において
連結親法人が解散（合併による解散を除
く。）をした場合 その連結事業年度開始の日
から解散の日までの期間、解散の日の翌日か
らその連結事業年度終了の日までの期間及び
その終了の日の翌日から当該翌日の属する事
業年度終了の日までの期間
十五 連結子法人の連結事業年度の中途において
連結親法人が合併により解散した場合 その連
結事業年度開始の日から合併の日の前日まで
の期間、合併の日からその連結事業年度終了
の日までの期間及びその終了の日の翌日から
当該翌日の属する事業年度終了の日までの期
間
十六 連結親法人の連結事業年度の中途において
連結子法人がなくなつたことにより連結法人
が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結
事業年度開始の日から連結子法人がなくなつ
た日（以下この号において「離脱日」とい
う。）の前日までの期間及び当該離脱日から
その連結事業年度終了の日までの期間
十七 連結子法人の連結事業年度の中途において
連結親法人が公益法人等に該当することとな
つた場合 その連結事業年度開始の日からその
該当することとなつた日の前日までの期間、
その該当することとなつた日からその連結事
業年度終了の日までの期間及びその終了の日
の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の
日までの期間
十八 連結親法人と内国法人（公益法人等に限
る。）との間に当該内国法人による完全支配
関係がある場合において、連結法人の連結事
業年度の中途において当該内国法人が普通法
人又は協同組合等に該当することとなつたと
き その連結事業年度開始の日からその該当す
ることとなつた日の前日までの期間、その該
当することとなつた日からその連結事業年度
終了の日までの期間及びその終了の日の翌日
から当該翌日の属する事業年度終了の日まで
の期間
十九 連結法人が第四条の五第一項（連結納税の

連結親法人が解散（合併による解散を除
く。）をした場合 その連結事業年度開始の日
から解散の日までの期間、解散の日の翌日か
らその連結事業年度終了の日までの期間及び
その終了の日の翌日から当該翌日の属する事
業年度終了の日までの期間
十三 連結子法人の連結事業年度の中途において
連結親法人が合併により解散した場合 その連
結事業年度開始の日から合併の日の前日まで
の期間、合併の日からその連結事業年度終了
の日までの期間及びその終了の日の翌日から
当該翌日の属する事業年度終了の日までの期
間
十四 連結親法人の連結事業年度の中途において
連結子法人がなくなつたことにより連結法人
が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結
事業年度開始の日から連結子法人がなくなつ
た日（以下この号において「離脱日」とい
う。）の前日までの期間及び当該離脱日から
その連結事業年度終了の日までの期間
十五 連結子法人の連結事業年度の中途において
連結親法人が公益法人等に該当することとな
つた場合 その連結事業年度開始の日からその
該当することとなつた日の前日までの期間、
その該当することとなつた日からその連結事
業年度終了の日までの期間及びその終了の日
の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の
日までの期間
十六 連結親法人と内国法人（公益法人等に限
る。）との間に当該内国法人による完全支配
関係がある場合において、連結法人の連結事
業年度の中途において当該内国法人が普通法
人又は協同組合等に該当することとなつたと
き その連結事業年度開始の日からその該当す
ることとなつた日の前日までの期間、その該
当することとなつた日からその連結事業年度
終了の日までの期間及びその終了の日の翌日
から当該翌日の属する事業年度終了の日まで
の期間
十七 連結法人が第四条の五第一項（連結納税の
承認の取消し）の規定により第四条の二の承
認を取り消された場合 その取り消された日
（以下この号において「取消日」という。）
の属する連結事業年度開始の日から当該取消
日の前日までの期間、当該取消日からその連
結事業年度終了の日までの期間及びその終了
の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終
了の日までの期間
十八 連結子法人が第四条の五第三項の承認を受
けた場合 その承認を受けた日の属する連結親
法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の
属する事業年度終了の日までの期間
十九 内国法人である公益法人等又は人格のない
社団等が事業年度の中途において新たに収益
事業を開始した場合（人格のない社団等にあ
つては、前条第四項に規定する場合に該当す
る場合を除く。） その開始した日から同日の
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承認の取消し）の規定により第四条の二の承
認を取り消された場合 その取り消された日
（以下この号において「取消日」という。）
の属する連結事業年度開始の日から当該取消
日の前日までの期間、当該取消日からその連
結事業年度終了の日までの期間及びその終了
の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終
了の日までの期間
二十 連結子法人が第四条の五第三項の承認を受
けた場合 その承認を受けた日の属する連結親
法人事業年度終了の日の翌日から当該翌日の
属する事業年度終了の日までの期間
二十一 内国法人である公益法人等又は人格のな
い社団等が事業年度の中途において新たに収
益事業を開始した場合（人格のない社団等に
あつては、前条第四項に規定する場合に該当
する場合を除く。） その開始した日から同日
の属する事業年度終了の日までの期間
二十二 公益法人等が事業年度の中途において普
通法人若しくは協同組合等に該当することと
なつた場合又は普通法人若しくは協同組合等
が事業年度の中途において公益法人等に該当
することとなつた場合 その事業年度開始の日
からこれらの場合のうちいずれかに該当する
こととなつた日の前日までの期間及びその該
当することとなつた日からその事業年度終了
の日までの期間
二十三 清算中の法人の残余財産が事業年度の中
途において確定した場合 ◆追加◆ その事業年
度開始の日から残余財産の確定の日までの期
間
二十四 内国法人である普通法人又は協同組合等
で清算中のものが事業年度の中途において継
続した場合 その事業年度開始の日から継続の
日の前日までの期間及び継続の日からその事
業年度終了の日までの期間
二十五 第百四十一条第二号（外国法人に係る法
人税の課税標準）に掲げる外国法人に該当す
る法人が事業年度の中途において同条第一号
に掲げる外国法人に該当することとなつた場
合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する
法人（同条第二号に掲げる外国法人にも該当
する法人を除く。）が事業年度の中途におい
て同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法
人のいずれかに該当することとなつた場合、
同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人
が事業年度の中途において同条第一号から第
三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当
することとなつた場合又は同条第二号若しく
は第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当
する法人が事業年度の中途において同条第二
号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも
該当することとなつた場合 その事業年度開始
の日からこれらの場合のうちいずれかに該当
することとなつた日の前日までの期間及びそ
の該当することとなつた日からその事業年度
終了の日までの期間

属する事業年度終了の日までの期間
二十 公益法人等が事業年度の中途において普通
法人若しくは協同組合等に該当することとな
つた場合又は普通法人若しくは協同組合等が
事業年度の中途において公益法人等に該当す
ることとなつた場合 その事業年度開始の日か
らこれらの場合のうちいずれかに該当するこ
ととなつた日の前日までの期間及びその該当
することとなつた日からその事業年度終了の
日までの期間
二十一 清算中の法人の残余財産が事業年度の中
途において確定した場合 （第十号に掲げる場
合を除く。） その事業年度開始の日から残余
財産の確定の日までの期間
二十二 清算中の内国法人（連結子法人を除
く。）が事業年度の中途において継続した場
合 その事業年度開始の日から継続の日の前日
までの期間及び継続の日からその事業年度終
了の日までの期間
二十三 第百四十一条第二号（外国法人に係る法
人税の課税標準）に掲げる外国法人に該当す
る法人が事業年度の中途において同条第一号
に掲げる外国法人に該当することとなつた場
合、同条第三号に掲げる外国法人に該当する
法人（同条第二号に掲げる外国法人にも該当
する法人を除く。）が事業年度の中途におい
て同条第一号若しくは第二号に掲げる外国法
人のいずれかに該当することとなつた場合、
同条第四号に掲げる外国法人に該当する法人
が事業年度の中途において同条第一号から第
三号までに掲げる外国法人のいずれかに該当
することとなつた場合又は同条第二号若しく
は第三号に掲げる外国法人のいずれかに該当
する法人が事業年度の中途において同条第二
号及び第三号に掲げる外国法人のいずれにも
該当することとなつた場合 その事業年度開始
の日からこれらの場合のうちいずれかに該当
することとなつた日の前日までの期間及びそ
の該当することとなつた日からその事業年度
終了の日までの期間
二十四 第百四十一条第一号に掲げる外国法人に
該当する法人が事業年度の中途において同条
第二号から第四号までに掲げる外国法人のい
ずれかに該当することとなつた場合、同条第
二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業
年度の中途において同条第三号若しくは第四
号に掲げる外国法人のいずれかに該当するこ
ととなつた場合（同条第二号に掲げる外国法
人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲
げる外国法人のいずれにも該当することとな
つた場合を除く。）、同条第三号に掲げる外
国法人に該当する法人が事業年度の中途にお
いて同条第四号に掲げる外国法人に該当する
こととなつた場合又は同条第二号及び第三号
に掲げる外国法人のいずれにも該当していた
法人が事業年度の中途においてこれらのうち
いずれか一にのみ該当することとなつた場合
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二十六 第百四十一条第一号に掲げる外国法人に
該当する法人が事業年度の中途において同条
第二号から第四号までに掲げる外国法人のい
ずれかに該当することとなつた場合、同条第
二号に掲げる外国法人に該当する法人が事業
年度の中途において同条第三号若しくは第四
号に掲げる外国法人のいずれかに該当するこ
ととなつた場合（同条第二号に掲げる外国法
人に該当する法人が同号及び同条第三号に掲
げる外国法人のいずれにも該当することとな
つた場合を除く。）、同条第三号に掲げる外
国法人に該当する法人が事業年度の中途にお
いて同条第四号に掲げる外国法人に該当する
こととなつた場合又は同条第二号及び第三号
に掲げる外国法人のいずれにも該当していた
法人が事業年度の中途においてこれらのうち
いずれか一にのみ該当することとなつた場合
その事業年度開始の日からこれらの場合のう
ちいずれかに該当することとなつた日までの
期間及びその該当することとなつた日の翌日
からその事業年度終了の日までの期間
二十七 第百四十一条第四号に掲げる外国法人に
該当する法人が、事業年度の中途において、
国内において新たに第百三十八条第二号（人
的役務の提供事業に係る対価）に規定する事
業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 そ
の事業年度開始の日から当該事業の開始の日
の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及
びこれらの日の翌日からその事業年度終了の
日までの期間（当該事業の開始の日の属する
事業年度の中途において当該事業を廃止した
場合には、その事業年度開始の日から当該事
業の開始の日の前日までの期間、当該事業の
開始の日から当該事業の廃止の日までの期間
及び同日の翌日からその事業年度終了の日ま
での期間）

◆追加◆

その事業年度開始の日からこれらの場合のう
ちいずれかに該当することとなつた日までの
期間及びその該当することとなつた日の翌日
からその事業年度終了の日までの期間
二十五 第百四十一条第四号に掲げる外国法人に
該当する法人が、事業年度の中途において、
国内において新たに第百三十八条第二号（人
的役務の提供事業に係る対価）に規定する事
業を開始し、又は当該事業を廃止した場合 そ
の事業年度開始の日から当該事業の開始の日
の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及
びこれらの日の翌日からその事業年度終了の
日までの期間（当該事業の開始の日の属する
事業年度の中途において当該事業を廃止した
場合には、その事業年度開始の日から当該事
業の開始の日の前日までの期間、当該事業の
開始の日から当該事業の廃止の日までの期間
及び同日の翌日からその事業年度終了の日ま
での期間）

２ 第四条の二に規定する他の内国法人が、前項第
六号又は第七号に掲げる場合に該当することと
なつた場合（同項第八号又は第十一号に掲げる
場合にも該当することとなつた場合を除く。）
において、当該他の内国法人のこの項の規定の
適用がないものとした場合に加入日（前項第六
号に規定する加入日又は同項第七号に規定する
加入日をいう。以下この項において同じ。）の
前日の属する事業年度に係る第七十四条第一項
（確定申告）の規定による申告書の提出期限と
なる日までに、この項の規定の適用を受ける旨
その他財務省令で定める事項を記載した書類を
納税地の所轄税務署長に提出したときは、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
るところによる。
一 当該加入日から当該加入日の前日の属する月
次決算期間（法人の会計期間をその開始の日
以後一月ごとに区分した各期間（最後に一月
未満の期間を生じたときは、その一月未満の
期間）をいう。以下この号において同じ。）
の末日まで継続して当該他の内国法人と連結
親法人又は前項第七号に規定する内国法人と
の間に当該連結親法人又は内国法人による完
全支配関係がある場合 前条第一項及び前項第
六号又は第七号の規定にかかわらず、次に掲
げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める
期間を、当該他の内国法人の事業年度とみな
す。
イ 前項第六号に掲げる場合に該当することと
なつた場合 当該加入日の前日の属する事業
年度開始の日から当該前日の属する月次決
算期間の末日までの期間及び当該末日の翌
日から当該翌日の属する連結親法人事業年
度終了の日までの期間
ロ 前項第七号に掲げる場合に該当することと
なつた場合において、第四条の二の承認を
受けたとき 当該加入日の前日の属する事業
年度開始の日から当該前日の属する月次決
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算期間の末日までの期間及び当該末日の翌
日から当該翌日の属する連結申請特例年度
終了の日（当該翌日が連結申請特例年度終
了の日後である場合には、当該連結申請特
例年度終了の日の翌日の属する連結親法人
事業年度終了の日）までの期間
ハ 前項第七号に掲げる場合に該当することと
なつた場合において、第四条の三第一項の
申請が却下されたとき 当該加入日の前日の
属する事業年度開始の日から当該前日の属
する月次決算期間の末日までの期間（ハに
おいて「加入前期間」という。）、当該末
日の翌日から当該翌日の属する連結申請特
例年度終了の日までの期間及びその終了の
日の翌日から当該翌日の属する事業年度終
了の日までの期間（当該末日の翌日が連結
申請特例年度終了の日後である場合には、
加入前期間及び当該末日の翌日から当該翌
日の属する事業年度終了の日までの期間）

二 前号に掲げる場合以外の場合 前項第六号又は
第七号の規定は、適用しない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結事業年度の意義）
第十五条の二 この法律において「連結事業年度」
とは、連結法人の連結親法人事業年度（当該連
結法人に係る連結親法人の事業年度 （当該連結
親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場
合には、第十四条第十二号（みなし事業年度）
の規定の適用がないものとした場合における事
業年度）をいう。以下この項及び次項において
同じ。）開始の日からその終了の日までの期間
とする。ただし、第一号から 第四号までに掲げ
る法人にあつてはこれらの号に定める期間（そ
の末日が連結親法人事業年度終了の日である期
間を除く。）は連結事業年度に含まないものと
し、 第五号及び第六号に掲げる法人にあつては
最初連結事業年度（各連結事業年度の連結所得
に対する法人税を課される最初の連結事業年度
をいう。次項において同じ。 ）はこれらの号に
定める期間とする。
一 連結親法人事業年度の中途において自己を分
割法人とする分割型分割を行つた連結法人 そ
の連結親法人事業年度開始の日から分割型分
割の日の前日までの期間
二 連結親法人事業年度の中途において第四条の
五第一項（連結納税の承認の取消し）の規定
により第四条の二（連結納税義務者）の承認
を取り消された連結子法人 その連結親法人事
業年度開始の日からその取り消された日の前
日までの期間
三 連結親法人事業年度の中途において 解散し
た連結子法人 その連結親法人事業年度開始の
日から解散の日（合併による解散の場合に
は、合併の日の前日） ◆追加◆までの期間

（連結事業年度の意義）
第十五条の二 この法律において「連結事業年度」
とは、連結法人の連結親法人事業年度（当該連
結法人に係る連結親法人の事業年度 ◆削除◆を
いう。以下この項及び次項において同じ。）開
始の日からその終了の日までの期間とする。た
だし、第一号から 第三号までに掲げる法人にあ
つてはこれらの号に定める期間（その末日が連
結親法人事業年度終了の日である期間を除
く。）は連結事業年度に含まないものとし、 第
四号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度
（各連結事業年度の連結所得に対する法人税を
課される最初の連結事業年度をいう。次項にお
いて同じ。 ）は同号に定める期間とする。
◆削除◆
一 連結親法人事業年度の中途において第四条の
五第一項（連結納税の承認の取消し）の規定
により第四条の二（連結納税義務者）の承認
を取り消された連結子法人 その連結親法人事
業年度開始の日からその取り消された日の前
日までの期間
二 連結親法人事業年度の中途において 解散（合
併又は破産手続開始の決定による解散に限
る。）をし、又は残余財産が確定した連結子
法人 その連結親法人事業年度開始の日から解
散の日（合併による解散の場合には、合併の
日の前日） 又は残余財産の確定の日までの期
間
三 連結親法人事業年度の中途において連結親法
人との間に連結完全支配関係を有しなくなつ
た連結子法人（前二号に掲げる法人を除
く。） その連結親法人事業年度開始の日から
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四 連結親法人事業年度の中途において連結親法
人との間に連結完全支配関係を有しなくなつ
た連結子法人（前二号に掲げる法人を除
く。） その連結親法人事業年度開始の日から
その有しなくなつた日の前日までの期間
五 連結申請特例年度（第四条の三第六項（連結
納税の承認の申請の特例）に規定する連結申
請特例年度をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。）開始の日の翌日から第四条の二
の承認を受けた日の前日までの間に自己を分
割法人とする分割型分割を行つた同条に規定
する他の内国法人で第四条の三第六項の規定
の適用を受けるもの（同条第九項第一号に規
定する時価評価法人及び関連法人を除く。）
その承認を受けた日の属する事業年度開始の
日からその連結申請特例年度終了の日までの
期間
六 連結親法人事業年度の中途において連結親法
人との間に当該連結親法人による 第四条の二
に規定する完全支配関係（以下この項及び次
項において「完全支配関係」という。）を有
することとなつた同条に規定する他の内国法
人（第四条の三第十一項第一号 ◆追加◆に規
定する時価評価法人及び 関連法人を除く。）
当該完全支配関係を有することとなつた日
（同日の翌日から同項に規定する内国法人が
第四条の二の承認を受けた日の前日までの間
に当該他の内国法人（連結申請特例年度の中
途において当該内国法人との間に当該内国法
人による当該完全支配関係を有することとな
つたものに限る。）が当該他の内国法人を分
割法人とする分割型分割を行つた場合には、
当該内国法人がその承認を受けた日の属する
当該他の内国法人の事業年度開始の日）から
その連結親法人事業年度終了の日までの期間

２ 第四条の二に規定する他の内国法人が連結親法
人事業年度（第四条の三第六項の規定の適用を
受ける場合の連結申請特例年度を除く。）開始
の日の一月前の日から当該開始の日以後一月を
経過する日までの期間（その連結親法人事業年
度が連結親法人の最初連結事業年度である場合
には、その連結親法人事業年度開始の日から当
該開始の日以後一月を経過する日までの期間）
において連結親法人との間に当該連結親法人に
よる完全支配関係を有することとなり、かつ、
当該他の内国法人の加入年度（当該完全支配関
係を有することとなつた日の属する事業年度
（第十四条第七号の規定の適用がないものとし
た場合における事業年度）をいう。以下この条
において同じ。）終了の日が当該期間内にある
場合には、前項の規定にかかわらず、当該他の
内国法人の最初連結事業年度は、次の各号に掲
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間
とする。
一 当該他の内国法人の加入年度終了の日がその
連結親法人事業年度開始の日前となつている
場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日の

その有しなくなつた日の前日までの期間
◆削除◆
四 連結親法人事業年度の中途において連結親法
人との間に当該連結親法人による 完全支配関
係（第四条の二に規定する政令で定める関係
に限る。以下この項及び次項において同
じ。）を有することとなつた同条に規定する
他の内国法人（第四条の三第十一項第一号
（連結納税の承認の申請）に規定する時価評
価法人及び 当該時価評価法人又は同条第九項
第一号に規定する時価評価法人が発行済株式
又は出資を直接又は間接に保有するもの（次
項において「時価評価法人等」という。）を
除く。） 当該完全支配関係を有することとな
つた日 ◆削除◆からその連結親法人事業年度
終了の日までの期間

２ 第十四条第二項（第一号に係る部分に限る。）
（みなし事業年度）の規定の適用を受ける法人
（同号ハに掲げる場合に該当するもの及び時価
評価法人等で加入月次決算日（連結親法人との
間に完全支配関係を有することとなつた日の前
日の属する同号に規定する月次決算期間の末日
をいう。以下この項において同じ。）が同条第
一項第五号に規定する連結申請特例年度終了の
日以前であるものを除く。）の最初連結事業年
度は、前項第四号の規定にかかわらず、加入月
次決算日の翌日から当該翌日の属する連結親法
人事業年度終了の日までの期間とする。
◆削除◆
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翌日からその連結親法人事業年度開始の日の
前日（当該他の内国法人の加入年度終了の日
がその連結親法人事業年度開始の日の前日で
ある場合には、その連結親法人事業年度終了
の日）までの期間
二 当該他の内国法人の加入年度終了の日がその
連結親法人事業年度開始の日以後となつてい
る場合 当該他の内国法人の加入年度終了の日
の翌日からその連結親法人事業年度終了の日
までの期間

３ 前項の規定は、同項に規定する連結親法人が、
同項に規定する他の内国法人の加入年度に係る
第七十四条第一項（確定申告）の規定による申
告書の提出期限までに前項の規定の適用を受け
る旨その他財務省令で定める事項を記載した書
類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限
り、適用する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通
則

（各事業年度の所得の金額の計算）
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額
は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度
の損金の額を控除した金額とする。
２ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当
該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別
段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償
又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無
償による資産の譲受けその他の取引で資本等取
引以外のものに係る当該事業年度の収益の額と
する。
３ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当
該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別
段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とす
る。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工
事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販
売費、一般管理費その他の費用（償却費以外
の費用で当該事業年度終了の日までに債務の
確定しないものを除く。）の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の
取引に係るもの

４ 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び
前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認め
られる会計処理の基準に従つて計算されるもの
とする。
５ 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、
法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取
引 及び法人が行う利益又は剰余金の分配（資産
の流動化に関する法律第百十五条第一項（中間
配当）に規定する金銭の分配を含む。） ◆追加
◆をいう。

第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通
則

（各事業年度の所得の金額の計算）
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額
は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度
の損金の額を控除した金額とする。
２ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当
該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別
段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償
又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無
償による資産の譲受けその他の取引で資本等取
引以外のものに係る当該事業年度の収益の額と
する。
３ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当
該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別
段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とす
る。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工
事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販
売費、一般管理費その他の費用（償却費以外
の費用で当該事業年度終了の日までに債務の
確定しないものを除く。）の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の
取引に係るもの

４ 第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び
前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認め
られる会計処理の基準に従つて計算されるもの
とする。
５ 第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、
法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取
引 並びに法人が行う利益又は剰余金の分配（資
産の流動化に関する法律第百十五条第一項（中
間配当）に規定する金銭の分配を含む。） 及び
残余財産の分配又は引渡しをいう。

52



- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日

第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等

（受取配当等の益金不算入）
第二十三条 内国法人が 受ける次に掲げる金額（外
国法人若しくは公益法人等又は人格のない社団
等から受ける第一号に掲げるものを除く。以下
この条において「配当等の額」という。） のう
ち、連結法人株式等（連結法人の株式又は出資
のうち政令で定めるものをいう。以下この条に
おいて同じ。）及び関係法人株式等のいずれに
も該当しない株式等（株式、出資又は受益権を
いう。以下この条において同じ。）に係る配当
等の額 の百分の五十に相当する金額並びに関係
法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人
の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
に算入しない。
一 剰余金の配当（株式又は出資に係るものに限
るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うも
の及び分割型分割によるものを除く。）若し
くは利益の配当（分割型分割によるものを除
く。）又は剰余金の分配（出資に係るものに
限る。）の額
二 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
（中間配当）に規定する金銭の分配の額
三 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の
分配の額のうち、内国法人から受ける第一号
に掲げる金額から成るものとして政令で定め
るところにより計算した金額

２ 内国法人が受ける配当等の額のうち、連結法人
株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算
入しない。
３ 前二項の規定は、内国法人がその受ける配当等
の額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす
金額）の規定により、その内国法人が受ける配
当等の額とみなされる金額を除く。以下この項
において同じ。）の元本である株式等をその配
当等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分
配にあつては、その計算の基礎となつた期間の
末日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式
等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を
当該基準日後二月以内に譲渡した場合における
当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの
配当等の額については、適用しない。
◆追加◆
４ 第一項の場合において、同項の内国法人が当該
事業年度において支払う負債の利子（これに準
ずるものとして政令で定めるものを含むものと
し、当該内国法人との間に連結完全支配関係が
ある連結法人に支払うものを除く。）があると
きは、同項の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次
に掲げる金額の合計額とする。
◆追加◆

第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等

（受取配当等の益金不算入）
第二十三条 内国法人が 次に掲げる金額（外国法人
若しくは公益法人等又は人格のない社団等から
受ける第一号に掲げるものを除く。以下この条
において「配当等の額」という。） を受けると
きは、その配当等の額（完全子法人株式等及び
関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等
（株式、出資又は受益権をいう。以下この条に
おいて同じ。）に係る配当等の額 にあつては、
当該配当等の額の百分の五十に相当する金
額）は、その内国法人の各事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当（株式又は出資に係るものに限
るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うも
の及び分割型分割によるものを除く。）若し
くは利益の配当（分割型分割によるものを除
く。）又は剰余金の分配（出資に係るものに
限る。）の額
二 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
（中間配当）に規定する金銭の分配の額
三 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の
分配の額のうち、内国法人から受ける第一号
に掲げる金額から成るものとして政令で定め
るところにより計算した金額

◆削除◆
２ 前二項の規定は、内国法人がその受ける配当等
の額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす
金額）の規定により、その内国法人が受ける配
当等の額とみなされる金額を除く。以下この項
において同じ。）の元本である株式等をその配
当等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分
配にあつては、その計算の基礎となつた期間の
末日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式
等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を
当該基準日後二月以内に譲渡した場合における
当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの
配当等の額については、適用しない。
３ 第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等
の額（第二十四条第一項（第四号に係る部分に
限る。）の規定により、その内国法人が受ける
配当等の額とみなされる金額に限る。以下この
項において同じ。）の元本である株式又は出資
で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に
掲げる事由が生ずることが予定されているもの
の取得（適格合併又は適格分割型分割による引
継ぎを含む。）をした場合におけるその取得を
した株式又は出資に係る配当等の額（その予定
されていた事由（第六十一条の二第十六項（有
価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算
入）の規定の適用があるものを除く。）に基因
するものとして政令で定めるものに限る。）に
ついては、適用しない。
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◆追加◆
一 その保有する 連結法人株式等及び関係法人株
式等のいずれにも該当しない株式等につき当
該事業年度において受ける配当等の額の合計
額から当該負債の利子の額のうち当該株式等
に係る部分の金額として政令で定めるところ
により計算した金額を控除した金額の百分の
五十に相当する金額
二 その保有する関係法人株式等につき当該事業
年度において受ける配当等の額の合計額から
当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額

◆追加◆
５ 第一項及び 前項に規定する関係法人株式等と
は、内国法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（ 連結法人株式
等を除く。）をいう。
６ 第一項 及び第二項の規定は、確定申告書に益金
の額に算入されない配当等の額及びその計算に
関する明細の記載がある場合に限り、適用す
る。この場合において、 これらの規定により益
金の額に算入されない金額は、当該金額として
記載された金額を限度とする。
７ 税務署長は、第一項 及び第二項の規定により益
金の額に算入されないこととなる金額の全部又
は一部につき前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、その記載がなかつた金額につき第一
項 及び第二項の規定を適用することができる。

８ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事
後設立により株式等の移転が行われた場合にお
ける第一項から第三項までの規定の適用その他
第一項から 第五項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。
◆追加◆

４ 第一項の場合において、同項の内国法人が当該
事業年度において支払う負債の利子（これに準
ずるものとして政令で定めるものを含むものと
し、当該内国法人との間に連結完全支配関係が
ある連結法人に支払うものを除く。）があると
きは、同項の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次
に掲げる金額の合計額とする。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該事
業年度において受ける配当等の額の合計額
二 その保有する関係法人株式等につき当該事業
年度において受ける配当等の額の合計額から
当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額
三 その保有する 完全子法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等につき
当該事業年度において受ける配当等の額の合
計額から当該負債の利子の額のうち当該株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額の百分
の五十に相当する金額
◆削除◆
５ 第一項及び前項に規定する完全子法人株式等と
は、配当等の額の計算期間を通じて内国法人と
の間に完全支配関係があつた他の内国法人（公
益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株
式又は出資として政令で定めるものをいう。
６ 第一項及び 第四項に規定する関係法人株式等と
は、内国法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（ 前項に規定す
る完全子法人株式等を除く。）をいう。
７ 第一項 ◆削除◆の規定は、確定申告書に益金の
額に算入されない配当等の額及びその計算に関
する明細の記載がある場合に限り、適用する。
この場合において、 同項の規定により益金の額
に算入されない金額は、当該金額として記載さ
れた金額を限度とする。
８ 税務署長は、第一項 ◆削除◆の規定により益金
の額に算入されないこととなる金額の全部又は
一部につき前項の記載がない確定申告書の提出
があつた場合においても、その記載がなかつた
ことについてやむを得ない事情があると認める
ときは、その記載がなかつた金額につき第一項
◆削除◆の規定を適用することができる。
９ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事
後設立により株式等の移転が行われた場合にお
ける第一項から第三項までの規定の適用その他
第一項から 第六項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。
〔編注〕本条は平成二二・三・三一法六で改正さ
れたが、第三項を第二項とし、同項の次に一項
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を加える部分は、平成二二年一〇月一日から施
行。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等

（受取配当等の益金不算入）
第二十三条 内国法人が次に掲げる金額（ ◆追加
◆外国法人若しくは公益法人等又は人格のない
社団等から受ける 第一号に掲げるものを除く。
以下この条において「配当等の額」という。）
を受けるときは、その配当等の額（完全子法人
株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当し
ない株式等（株式、出資又は受益権をいう。以
下この条において同じ。）に係る配当等の額に
あつては、当該配当等の額の百分の五十に相当
する金額）は、その内国法人の各事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当（株式又は出資に係るものに限
るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うも
の及び分割型分割によるものを除く。）若し
くは利益の配当（分割型分割によるものを除
く。）又は剰余金の分配（出資に係るものに
限る。）の額
二 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
（中間配当）に規定する金銭の分配の額
三 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の
分配の額のうち、内国法人から受ける第一号
に掲げる金額から成るものとして政令で定め
るところにより計算した金額

２ 前二項の規定は、内国法人がその受ける配当等
の額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす
金額）の規定により、その内国法人が受ける配
当等の額とみなされる金額を除く。以下この項
において同じ。）の元本である株式等をその配
当等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分
配にあつては、その計算の基礎となつた期間の
末日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式
等又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を
当該基準日後二月以内に譲渡した場合における
当該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの
配当等の額については、適用しない。
３ 第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等
の額（第二十四条第一項（第四号に係る部分に
限る。）の規定により、その内国法人が受ける
配当等の額とみなされる金額に限る。以下この
項において同じ。）の元本である株式又は出資
で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に
掲げる事由が生ずることが予定されているもの
の取得（適格合併又は適格分割型分割による引
継ぎを含む。）をした場合におけるその取得を
した株式又は出資に係る配当等の額（その予定
されていた事由（第六十一条の二第十六項（有
価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算
入）の規定の適用があるものを除く。）に基因

第三款 益金の額の計算
第一目 受取配当等

（受取配当等の益金不算入）
第二十三条 内国法人が次に掲げる金額（ 第一号に
掲げる金額にあつては、外国法人若しくは公益
法人等又は人格のない社団等から受ける もの及
び適格現物分配に係るものを除く。以下この条
において「配当等の額」という。）を受けると
きは、その配当等の額（完全子法人株式等及び
関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等
（株式、出資又は受益権をいう。以下この条に
おいて同じ。）に係る配当等の額にあつては、
当該配当等の額の百分の五十に相当する金額）
は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上、益金の額に算入しない。
一 剰余金の配当（株式又は出資に係るものに限
るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うも
の及び分割型分割によるものを除く。）若し
くは利益の配当（分割型分割によるものを除
く。）又は剰余金の分配（出資に係るものに
限る。）の額
二 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項
（中間配当）に規定する金銭の分配の額
三 公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の
分配の額のうち、内国法人から受ける第一号
に掲げる金額から成るものとして政令で定め
るところにより計算した金額

２ 前項の規定は、内国法人がその受ける配当等の
額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により、その内国法人が受ける配当
等の額とみなされる金額を除く。以下この項に
おいて同じ。）の元本である株式等をその配当
等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分配
にあつては、その計算の基礎となつた期間の末
日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等
又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当
該基準日後二月以内に譲渡した場合における当
該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配
当等の額については、適用しない。
３ 第一項の規定は、内国法人がその受ける配当等
の額（第二十四条第一項（第四号に係る部分に
限る。）の規定により、その内国法人が受ける
配当等の額とみなされる金額に限る。以下この
項において同じ。）の元本である株式又は出資
で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に
掲げる事由が生ずることが予定されているもの
の取得（適格合併又は適格分割型分割による引
継ぎを含む。）をした場合におけるその取得を
した株式又は出資に係る配当等の額（その予定
されていた事由（第六十一条の二第十六項（有
価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算
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するものとして政令で定めるものに限る。）に
ついては、適用しない。
４ 第一項の場合において、同項の内国法人が当該
事業年度において支払う負債の利子（これに準
ずるものとして政令で定めるものを含むものと
し、当該内国法人との間に連結完全支配関係が
ある連結法人に支払うものを除く。）があると
きは、同項の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次
に掲げる金額の合計額とする。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該事
業年度において受ける配当等の額の合計額
二 その保有する関係法人株式等につき当該事業
年度において受ける配当等の額の合計額から
当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額
三 その保有する完全子法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等につき
当該事業年度において受ける配当等の額の合
計額から当該負債の利子の額のうち当該株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額の百分
の五十に相当する金額

５ 第一項及び前項に規定する完全子法人株式等と
は、配当等の額の計算期間を通じて内国法人と
の間に完全支配関係があつた他の内国法人（公
益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株
式又は出資として政令で定めるものをいう。
６ 第一項及び第四項に規定する関係法人株式等と
は、内国法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（前項に規定す
る完全子法人株式等を除く。）をいう。
７ 第一項の規定は、確定申告書に益金の額に算入
されない配当等の額及びその計算に関する明細
の記載がある場合に限り、適用する。この場合
において、同項の規定により益金の額に算入さ
れない金額は、当該金額として記載された金額
を限度とする。
８ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない確定申告書の提出があつた
場合においても、その記載がなかつたことにつ
いてやむを得ない事情があると認めるときは、
その記載がなかつた金額につき第一項の規定を
適用することができる。
９ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適格事
後設立により株式等の移転が行われた場合にお
ける 第一項から第三項までの規定の適用その他
第一項から第六項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。
〔編注〕本条は平成二二・三・三一法六で改正さ

入）の規定の適用があるものを除く。）に基因
するものとして政令で定めるものに限る。）に
ついては、適用しない。
４ 第一項の場合において、同項の内国法人が当該
事業年度において支払う負債の利子（これに準
ずるものとして政令で定めるものを含むものと
し、当該内国法人との間に連結完全支配関係が
ある連結法人に支払うものを除く。）があると
きは、同項の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次
に掲げる金額の合計額とする。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該事
業年度において受ける配当等の額の合計額
二 その保有する関係法人株式等につき当該事業
年度において受ける配当等の額の合計額から
当該負債の利子の額のうち当該関係法人株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額
三 その保有する完全子法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等につき
当該事業年度において受ける配当等の額の合
計額から当該負債の利子の額のうち当該株式
等に係る部分の金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額を控除した金額の百分
の五十に相当する金額

５ 第一項及び前項に規定する完全子法人株式等と
は、配当等の額の計算期間を通じて内国法人と
の間に完全支配関係があつた他の内国法人（公
益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株
式又は出資として政令で定めるものをいう。
６ 第一項及び第四項に規定する関係法人株式等と
は、内国法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（前項に規定す
る完全子法人株式等を除く。）をいう。
７ 第一項の規定は、確定申告書に益金の額に算入
されない配当等の額及びその計算に関する明細
の記載がある場合に限り、適用する。この場合
において、同項の規定により益金の額に算入さ
れない金額は、当該金額として記載された金額
を限度とする。
８ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない確定申告書の提出があつた
場合においても、その記載がなかつたことにつ
いてやむを得ない事情があると認めるときは、
その記載がなかつた金額につき第一項の規定を
適用することができる。
９ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適格現
物分配により株式等の移転が行われた場合にお
ける 第一項及び第二項の規定の適用その他第一
項から第六項までの規定の適用に関し必要な事
項は、政令で定める。
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れたが、第三項を第二項とし、同項の次に一項
を加える部分は、平成二二年一〇月一日から施
行。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（外国子会社から受ける配当等の益金不算入）
第二十三条の二 内国法人が外国子会社（当該内国
法人が保有しているその株式又は出資の数又は
金額がその発行済株式又は出資（その有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の
百分の二十五以上に相当する数又は金額となつ
ていることその他の政令で定める要件を備えて
いる外国法人をいう。）から受ける前条第一項
第一号に掲げる金額（以下 この項及び次項にお
いて「剰余金の配当等の額」という。）がある
場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰
余金の配当等の額に係る費用の額に相当するも
のとして政令で定めるところにより計算した金
額を控除した金額は、その内国法人の各事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しな
い。
◆追加◆
２ 前項の規定は、確定申告書に益金の額に算入さ
れない剰余金の配当等の額及びその計算に関す
る明細の記載があり、かつ、財務省令で定める
書類を保存している場合に限り、適用する。こ
の場合において、同項の規定により益金の額に
算入されない金額は、当該金額として記載され
た金額を限度とする。
３ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない確定申告書の提出があつた
場合又は同項の書類の保存がない場合において
も、その記載又は書類の保存がなかつたことに
ついてやむを得ない事情があると認めるとき
は、その記載又は書類の保存がなかつた金額に
つき第一項の規定を適用することができる。
４ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適格事
後設立により外国法人の株式又は出資の移転が
行われた場合における第一項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

（外国子会社から受ける配当等の益金不算入）
第二十三条の二 内国法人が外国子会社（当該内国
法人が保有しているその株式又は出資の数又は
金額がその発行済株式又は出資（その有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の
百分の二十五以上に相当する数又は金額となつ
ていることその他の政令で定める要件を備えて
いる外国法人をいう。）から受ける前条第一項
第一号に掲げる金額（以下 第三項までにおいて
「剰余金の配当等の額」という。）がある場合
には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金
の配当等の額に係る費用の額に相当するものと
して政令で定めるところにより計算した金額を
控除した金額は、その内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
２ 前項の規定は、内国法人がその受ける剰余金の
配当等の額（次条第一項（第四号に係る部分に
限る。）の規定により、その内国法人が受ける
剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。
以下この項において同じ。）の元本である株式
又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる
基因となる同号に掲げる事由が生ずることが予
定されているものの取得（適格合併又は適格分
割型分割による引継ぎを含む。）をした場合に
おけるその取得をした株式又は出資に係る剰余
金の配当等の額（その予定されていた事由に基
因するものとして政令で定めるものに限る。）
については、適用しない。
３ 第一項の規定は、確定申告書に益金の額に算入
されない剰余金の配当等の額及びその計算に関
する明細の記載があり、かつ、財務省令で定め
る書類を保存している場合に限り、適用する。
この場合において、同項の規定により益金の額
に算入されない金額は、当該金額として記載さ
れた金額を限度とする。
４ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない確定申告書の提出があつた
場合又は同項の書類の保存がない場合において
も、その記載又は書類の保存がなかつたことに
ついてやむを得ない事情があると認めるとき
は、その記載又は書類の保存がなかつた金額に
つき第一項の規定を適用することができる。
５ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適格現
物分配により外国法人の株式又は出資の移転が
行われた場合における第一項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
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施行日：平成22年10月 1日
（配当等の額とみなす金額）
第二十四条 法人（公益法人等及び人格のない社団
等を除く。以下この条において同じ。）の株主
等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由
により金銭その他の資産の交付を受けた場合に
おいて、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
額 ◆追加◆の合計額が当該法人の資本金等の額
又は連結個別資本金等の額のうちその交付の基
因となつた当該法人の株式又は出資に対応する
部分の金額を超えるときは、この法律の規定の
適用については、その超える部分の金額は、第
二十三条第一項第一号（受取配当等の益金不算
入）に掲げる金額とみなす。
一 合併（適格合併を除く。）
二 分割型分割（適格分割型分割を除く。）
三 資本の払戻し（剰余金の配当（資本剰余金の
額の減少に伴うものに限る。）のうち、分割
型分割によるもの以外のものをいう。）又は
解散による残余財産の分配
四 自己の株式又は出資の取得（金融商品取引法
第二条第十六項（定義）に規定する金融商品
取引所の開設する市場における購入による取
得その他の政令で定める取得及び 第六十一条
の二第十四項第一号から第三号まで（有価証
券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入）
に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合
に該当する場合における取得を除く。）
五 出資の消却（取得した出資について行うもの
を除く。）、出資の払戻し、社員その他法人
の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し
その他株式又は出資をその発行した法人が取
得することなく消滅させること。
六 組織変更（当該組織変更に際して当該組織変
更をした法人の株式又は出資以外の資産を交
付したものに限る。）

２ 合併法人が抱合株式（当該合併法人が合併の直
前に有していた被合併法人の株式（出資を含
む。以下この項において同じ。）又は被合併法
人が当該合併の直前に有していた他の被合併法
人の株式をいう。）に対し当該合併による株式
の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしな
かつた場合においても、政令で定めるところに
より当該合併法人が株式割当等（当該合併によ
る当該株式の割当て又は当該資産の交付をい
う。）を受けたものとみなして、前項の規定を
適用する。
３ 第一項に規定する株式又は出資に対応する部分
の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。

（配当等の額とみなす金額）
第二十四条 法人（公益法人等及び人格のない社団
等を除く。以下この条において同じ。）の株主
等である内国法人が当該法人の次に掲げる事由
により金銭その他の資産の交付を受けた場合に
おいて、その金銭の額及び金銭以外の資産の価
額 （適格現物分配に係る資産にあつては、当該
法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に
相当する金額）の合計額が当該法人の資本金等
の額又は連結個別資本金等の額のうちその交付
の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応
する部分の金額を超えるときは、この法律の規
定の適用については、その超える部分の金額
は、第二十三条第一項第一号（受取配当等の益
金不算入）に掲げる金額とみなす。
一 合併（適格合併を除く。）
二 分割型分割（適格分割型分割を除く。）
三 資本の払戻し（剰余金の配当（資本剰余金の
額の減少に伴うものに限る。）のうち、分割
型分割によるもの以外のものをいう。）又は
解散による残余財産の分配
四 自己の株式又は出資の取得（金融商品取引法
第二条第十六項（定義）に規定する金融商品
取引所の開設する市場における購入による取
得その他の政令で定める取得及び 第六十一条
の二第十三項第一号から第三号まで（有価証
券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入）
に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合
に該当する場合における取得を除く。）
五 出資の消却（取得した出資について行うもの
を除く。）、出資の払戻し、社員その他法人
の出資者の退社又は脱退による持分の払戻し
その他株式又は出資をその発行した法人が取
得することなく消滅させること。
六 組織変更（当該組織変更に際して当該組織変
更をした法人の株式又は出資以外の資産を交
付したものに限る。）

２ 合併法人が抱合株式（当該合併法人が合併の直
前に有していた被合併法人の株式（出資を含
む。以下この項において同じ。）又は被合併法
人が当該合併の直前に有していた他の被合併法
人の株式をいう。）に対し当該合併による株式
の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしな
かつた場合においても、政令で定めるところに
より当該合併法人が株式割当等（当該合併によ
る当該株式の割当て又は当該資産の交付をい
う。）を受けたものとみなして、前項の規定を
適用する。
３ 第一項に規定する株式又は出資に対応する部分
の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二目 資産の評価益 第二目 資産の評価益
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（資産の評価益の益金不算入等）
第二十五条 内国法人がその有する資産の評価換え
をしてその帳簿価額を増額した場合には、その
増額した部分の金額は、その内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入し
ない。
２ 内国法人がその有する資産につき 会社更生法
（平成十四年法律第百五十四号）又は金融機関
等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年
法律第九十五号）の規定による更生計画認可の
決定があつたことにより これらの法律の規定に
従つて行う評価換えその他政令で定める評価換
えをしてその帳簿価額を増額した場合には、そ
の増額した部分の金額は、前項の規定にかかわ
らず、これらの評価換えをした日の属する事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す
る。
３ 内国法人について 民事再生法（平成十一年法律
第二百二十五号）の規定による再生計画認可の
決定があつたことその他これに準ずる政令で定
める事実が生じた場合において、その内国法人
がその有する資産の価額につき政令で定める評
定を行つているときは、その資産（評価益の計
上に適しないものとして政令で定めるものを除
く。）の評価益の額として政令で定める金額
は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実
が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計
算上、益金の額に算入する。
４ 第一項の規定の適用があつた場合において、同
項の評価換えにより増額された金額を益金の額
に算入されなかつた資産については、その評価
換えをした日の属する事業年度以後の各事業年
度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額
は、その増額がされなかつたものとみなす。
５ 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する
評価益の額として政令で定める金額の益金算入
に関する明細（次項において「評価益明細」と
いう。）の記載があり、かつ、財務省令で定め
る書類（次項において「評価益関係書類」とい
う。）の添付がある場合（第三十三条第四項
（資産の評価損の損金不算入等）に規定する資
産につき同項に規定する評価損の額として政令
で定める金額がある場合（次項において「評価
損がある場合」という。）には、同条第六項に
規定する評価損明細（次項において「評価損明
細」という。）の記載及び同条第六項に規定す
る評価損関係書類（次項において「評価損関係
書類」という。）の添付がある場合に限る。）
に限り、適用する。
６ 税務署長は、評価益明細（評価損がある場合に
は、評価益明細又は評価損明細）の記載又は評
価益関係書類（評価損がある場合には、評価益
関係書類又は評価損関係書類）の添付がない確
定申告書の提出があつた場合においても、当該
記載又は当該添付がなかつたことについてやむ
を得ない事情があると認めるときは、第三項の
規定を適用することができる。

（資産の評価益の益金不算入等）
第二十五条 内国法人がその有する資産の評価換え
をしてその帳簿価額を増額した場合には、その
増額した部分の金額は、その内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入し
ない。
２ 内国法人がその有する資産につき ◆削除◆更生
計画認可の決定があつたことにより 会社更生法
（平成十四年法律第百五十四号）又は金融機関
等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年
法律第九十五号）の規定に従つて行う評価換え
その他政令で定める評価換えをしてその帳簿価
額を増額した場合には、その増額した部分の金
額は、前項の規定にかかわらず、これらの評価
換えをした日の属する事業年度の所得の金額の
計算上、益金の額に算入する。
３ 内国法人について ◆削除◆再生計画認可の決定
があつたことその他これに準ずる政令で定める
事実が生じた場合において、その内国法人がそ
の有する資産の価額につき政令で定める評定を
行つているときは、その資産（評価益の計上に
適しないものとして政令で定めるものを除
く。）の評価益の額として政令で定める金額
は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実
が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計
算上、益金の額に算入する。
４ 第一項の規定の適用があつた場合において、同
項の評価換えにより増額された金額を益金の額
に算入されなかつた資産については、その評価
換えをした日の属する事業年度以後の各事業年
度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額
は、その増額がされなかつたものとみなす。
５ 第三項の規定は、確定申告書に同項に規定する
評価益の額として政令で定める金額の益金算入
に関する明細（次項において「評価益明細」と
いう。）の記載があり、かつ、財務省令で定め
る書類（次項において「評価益関係書類」とい
う。）の添付がある場合（第三十三条第四項
（資産の評価損の損金不算入等）に規定する資
産につき同項に規定する評価損の額として政令
で定める金額がある場合（次項において「評価
損がある場合」という。）には、同条第六項に
規定する評価損明細（次項において「評価損明
細」という。）の記載及び同条第六項に規定す
る評価損関係書類（次項において「評価損関係
書類」という。）の添付がある場合に限る。）
に限り、適用する。
６ 税務署長は、評価益明細（評価損がある場合に
は、評価益明細又は評価損明細）の記載又は評
価益関係書類（評価損がある場合には、評価益
関係書類又は評価損関係書類）の添付がない確
定申告書の提出があつた場合においても、当該
記載又は当該添付がなかつたことについてやむ
を得ない事情があると認めるときは、第三項の
規定を適用することができる。
７ 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
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７ 前三項に定めるもののほか、第一項から第三項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

◆追加◆ ◆追加◆
◆追加◆

第三目 受贈益
第二十五条の二 内国法人が各事業年度において当
該内国法人との間に完全支配関係（法人による
完全支配関係に限る。）がある他の内国法人か
ら受けた受贈益の額（第三十七条（寄附金の損
金不算入）又は第八十一条の六（連結事業年度
における寄附金の損金不算入）の規定を適用し
ないとした場合に当該他の内国法人の各事業年
度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得
の金額の計算上損金の額に算入される第三十七
条第七項（第八十一条の六第六項において準用
する場合を含む。）に規定する寄附金の額に対
応するものに限る。）は、当該内国法人の各事
業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入
しない。
２ 前項に規定する受贈益の額は、寄附金、拠出
金、見舞金その他いずれの名義をもつてされる
かを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は
経済的な利益の贈与又は無償の供与（広告宣伝
及び見本品の費用その他これらに類する費用並
びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべ
きものを除く。次項において同じ。）を受けた
場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の
資産のその贈与の時における価額又は当該経済
的な利益のその供与の時における価額によるも
のとする。
３ 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与
を受けた場合において、その譲渡又は供与の対
価の額が当該資産のその譲渡の時における価額
又は当該経済的な利益のその供与の時における
価額に比して低いときは、当該対価の額と当該
価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供
与を受けたと認められる金額は、前項の受贈益
の額に含まれるものとする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三目 還付金等
（還付金等の益金不算入）
第二十六条 内国法人が次に掲げるものの還付を受
け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国
税若しくは地方税に充当される場合には、その
還付を受け又は充当される金額は、その内国法
人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。
一 第三十八条第一項又は第二項（法人税額等の
損金不算入）の規定により各事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入されないもの

二 第五十五条第三項（不正行為等に係る費用等

第四目 還付金等
（還付金等の益金不算入）
第二十六条 内国法人が次に掲げるものの還付を受
け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国
税若しくは地方税に充当される場合には、その
還付を受け又は充当される金額は、その内国法
人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。
一 第三十八条第一項又は第二項（法人税額等の
損金不算入）の規定により各事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入されないもの

二 第五十五条第三項（不正行為等に係る費用等
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の損金不算入）の規定により各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入されないも
の
三 第七十八条（確定申告による所得税額等の還
付）、第八十一条の二十九（連結確定申告に
よる所得税額等の還付） 、第百二十条（継続
等の場合の所得税額等の還付）、第百三十三
条（確定申告又は連結確定申告に係る更正に
よる所得税額等の還付） 又は第百三十七条
（継続等の場合の更正による所得税額等の還
付）の規定による還付金
四 第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）又は
第八十一条の三十一（連結欠損金の繰戻しに
よる還付）の規定による還付金

２ 内国法人が第三十九条の二（外国子会社から受
ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入）
の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されない同条に規定する外国源
泉税等の額が減額された場合には、その減額さ
れた金額は、その内国法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入しない。
３ 内国法人が納付することとなつた外国法人税
（第六十九条第一項（外国税額の控除）に規定
する外国法人税をいう。以下この項において同
じ。）の額につき同条第一項から第三項まで又
は第八十一条の十五第一項から第三項まで（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定の
適用を受けた事業年度又は連結事業年度（以下
この項において「適用事業年度」という。）開
始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各
事業年度において当該外国法人税の額が減額さ
れた場合（当該内国法人が第六十九条第五項に
規定する 適格組織再編成により同項に規定する
被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を
受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納
付することとなつた外国法人税の額のうち当該
内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因
して納付することとなつた外国法人税の額に係
る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後
七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度
において当該外国法人税の額が減額された場合
を含む。）には、その減額された金額のうち第
六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税
の額又は第八十一条の十五第一項に規定する個
別控除対象外国法人税の額が減額された部分と
して政令で定める金額（益金の額に算入する額
として政令で定める金額を除く。）は、当該内
国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益
金の額に算入しない。
４ 内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の負担額として 支出す
べき金額として第八十一条の十八第一項（連結
法人税の個別帰属額の計算）の規定により計算
される金額又は附帯税（利子税を除く。次項に
おいて同じ。）の負担額を受け取る場合には、
その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しな

の損金不算入）の規定により各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入されないも
の
三 第七十八条（確定申告による所得税額等の還
付）、第八十一条の二十九（連結確定申告に
よる所得税額等の還付） 又は第百三十三
条（確定申告又は連結確定申告に係る更正に
よる所得税額等の還付） ◆削除◆の規定によ
る還付金
四 第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）又は
第八十一条の三十一（連結欠損金の繰戻しに
よる還付）の規定による還付金

２ 内国法人が第三十九条の二（外国子会社から受
ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入）
の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されない同条に規定する外国源
泉税等の額が減額された場合には、その減額さ
れた金額は、その内国法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入しない。
３ 内国法人が納付することとなつた外国法人税
（第六十九条第一項（外国税額の控除）に規定
する外国法人税をいう。以下この項において同
じ。）の額につき同条第一項から第三項まで又
は第八十一条の十五第一項から第三項まで（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定の
適用を受けた事業年度又は連結事業年度（以下
この項において「適用事業年度」という。）開
始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各
事業年度において当該外国法人税の額が減額さ
れた場合（当該内国法人が第六十九条第五項に
規定する 適格合併等により同項に規定する被合
併法人等から事業の全部又は一部の移転を受け
た場合にあつては、当該被合併法人等が納付す
ることとなつた外国法人税の額のうち当該内国
法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して
納付することとなつた外国法人税の額に係る当
該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年
以内に開始する当該内国法人の各事業年度にお
いて当該外国法人税の額が減額された場合を含
む。）には、その減額された金額のうち第六十
九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額
又は第八十一条の十五第一項に規定する個別控
除対象外国法人税の額が減額された部分として
政令で定める金額（益金の額に算入する額とし
て政令で定める金額を除く。）は、当該内国法
人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。
４ 内国法人が他の内国法人から各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の負担額として 当該他
の内国法人に帰せられる金額として第八十一条
の十八第一項（連結法人税の個別帰属額の計
算）の規定により計算される金額又は附帯税
（利子税を除く。次項において同じ。）の負担
額を受け取る場合には、その受け取る金額は、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額に算入しない。
５ 前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連
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い。
５ 前項の他の内国法人が同項の内国法人から各連
結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額
として 収入すべき金額として第八十一条の十八
第一項の規定により計算される金額又は附帯税
の負担額の減少額を受け取る場合には、その受
け取る金額は、当該他の内国法人の各事業年度
の所得の金額の計算上、益金の額に算入しな
い。
６ 内国法人が第五十五条第四項の規定により各事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れないものの還付を受ける場合には、その還付
を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額
として 当該他の内国法人に帰せられる金額とし
て第八十一条の十八第一項の規定により計算さ
れる金額又は附帯税の負担額の減少額を受け取
る場合には、その受け取る金額は、当該他の内
国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益
金の額に算入しない。
６ 内国法人が第五十五条第四項の規定により各事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れないものの還付を受ける場合には、その還付
を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第二十七条及び第二十八条 削除 第二十七条及び第二十八条 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第二十七条及び第二十八条 削除 第二十七条及び第二十八条 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方
法）
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時におい
て有する減価償却資産につきその償却費として
第二十二条第三項（各事業年度の損金の額に算
入する金額）の規定により当該事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入する金額は、そ
の内国法人が当該事業年度においてその償却費
として損金経理をした金額（以下この条におい
て「損金経理額」という。）のうち、その取得
をした日及びその種類の区分に応じ政令で定め
る償却の方法の中からその内国法人が当該資産
について選定した償却の方法（償却の方法を選
定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令
で定める方法）に基づき政令で定めるところに
より計算した金額（次項において「償却限度
額」という。）に達するまでの金額とする。
２ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（第四項までにおいて「 適格分
社型分割等」という。）により分割承継法人、
被現物出資法人又は 被事後設立法人に減価償却
資産を移転する場合において、当該減価償却資
産について損金経理額に相当する金額を費用の
額としたときは、当該費用の額とした金額（次
項及び第四項において「期中損金経理額」とい
う。）のうち、当該減価償却資産につき当該 適
格分社型分割等の日の前日を事業年度終了の日
とした場合に前項の規定により計算される償却

（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方
法）
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時におい
て有する減価償却資産につきその償却費として
第二十二条第三項（各事業年度の損金の額に算
入する金額）の規定により当該事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入する金額は、そ
の内国法人が当該事業年度においてその償却費
として損金経理をした金額（以下この条におい
て「損金経理額」という。）のうち、その取得
をした日及びその種類の区分に応じ政令で定め
る償却の方法の中からその内国法人が当該資産
について選定した償却の方法（償却の方法を選
定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令
で定める方法）に基づき政令で定めるところに
より計算した金額（次項において「償却限度
額」という。）に達するまでの金額とする。
２ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産
の全部の分配を除く。以下第四項までにおいて
「 適格分割等」という。）により分割承継法
人、被現物出資法人又は 被現物分配法人に減価
償却資産を移転する場合において、当該減価償
却資産について損金経理額に相当する金額を費
用の額としたときは、当該費用の額とした金額
（次項及び第四項において「期中損金経理額」
という。）のうち、当該減価償却資産につき当
該 適格分割等の日の前日を事業年度終了の日と
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限度額に相当する金額に達するまでの金額は、
当該 適格分社型分割等の日の属する事業年度
（第四項において「分割等事業年度」とい
う。）の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
３ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他
の財務省令で定める事項を記載した書類を納税
地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用
する。
４ 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき
同項の内国法人が償却費として損金経理をした
事業年度（以下この項において「償却事業年
度」という。）前の各事業年度における当該減
価償却資産に係る損金経理額（当該減価償却資
産が適格合併 又は適格分割型分割（以下この項
において「適格合併等」という。）により被合
併法人 又は分割法人（以下この項において「被
合併法人等」という。）から移転を受けたもの
である場合にあつては当該被合併法人等の当該
適格合併等の日の前日の属する事業年度以前の
各事業年度の損金経理額のうち当該各事業年度
の所得の金額の計算上損金の額に算入されなか
つた金額を、当該減価償却資産が 適格分社型分
割等により分割法人、現物出資法人又は 事後設
立法人（以下この項において「分割法人等」と
いう。）から移転を受けたものである場合にあ
つては当該分割法人等の分割等事業年度の期中
損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割
等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち
分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含
む。以下この項において同じ。）のうち当該償
却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入されなかつた金額を含むもの
とし、期中損金経理額には、第二項の内国法人
の分割等事業年度前の各事業年度における同項
の減価償却資産に係る損金経理額のうち当該各
事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入
されなかつた金額を含むものとする。
５ 前項の場合において、内国法人の有する減価償
却資産（適格合併により被合併法人から移転を
受けた減価償却資産、第六十一条の十一第一項
（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）
の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価
資産に該当する減価償却資産その他の政令で定
める減価償却資産に限る。）につきその価額と
して帳簿に記載されていた金額として政令で定
める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の
帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定
の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で
定める金額に満たない場合には、当該満たない
部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事
業年度の損金経理額とみなす。
６ 第一項の選定をすることができる償却の方法の
特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算
の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減

した場合に前項の規定により計算される償却限
度額に相当する金額に達するまでの金額は、当
該 適格分割等の日の属する事業年度（第四項に
おいて「分割等事業年度」という。）の所得の
金額の計算上、損金の額に算入する。
３ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等の
日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務
省令で定める事項を記載した書類を納税地の所
轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
４ 損金経理額には、第一項の減価償却資産につき
同項の内国法人が償却費として損金経理をした
事業年度（以下この項において「償却事業年
度」という。）前の各事業年度における当該減
価償却資産に係る損金経理額（当該減価償却資
産が適格合併 又は適格現物分配（残余財産の全
部の分配に限る。）により被合併法人 又は現物
分配法人（以下この項において「被合併法人
等」という。）から移転を受けたものである場
合にあつては当該被合併法人等の当該 適格合併
の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属す
る事業年度以前の各事業年度の損金経理額のう
ち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の
額に算入されなかつた金額を、当該減価償却資
産が 適格分割等により分割法人、現物出資法人
又は 現物分配法人（以下この項において「分割
法人等」という。）から移転を受けたものであ
る場合にあつては当該分割法人等の分割等事業
年度の期中損金経理額として帳簿に記載した金
額及び分割等事業年度前の各事業年度の損金経
理額のうち分割等事業年度以前の各事業年度の
所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつ
た金額を含む。以下この項において同じ。）の
うち当該償却事業年度前の各事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額
を含むものとし、期中損金経理額には、第二項
の内国法人の分割等事業年度前の各事業年度に
おける同項の減価償却資産に係る損金経理額の
うち当該各事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入されなかつた金額を含むものとす
る。
５ 前項の場合において、内国法人の有する減価償
却資産（適格合併により被合併法人から移転を
受けた減価償却資産、第六十一条の十一第一項
（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）
の規定の適用を受けた同項に規定する時価評価
資産に該当する減価償却資産その他の政令で定
める減価償却資産に限る。）につきその価額と
して帳簿に記載されていた金額として政令で定
める金額が当該移転の直前に当該被合併法人の
帳簿に記載されていた金額、同条第一項の規定
の適用を受けた直後の帳簿価額その他の政令で
定める金額に満たない場合には、当該満たない
部分の金額は、政令で定める事業年度前の各事
業年度の損金経理額とみなす。
６ 第一項の選定をすることができる償却の方法の
特例、償却の方法の選定の手続、償却費の計算
の基礎となる減価償却資産の取得価額その他減
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価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で
定める。

価償却資産の償却に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法）
第三十二条 内国法人の各事業年度終了の時の繰延
資産につきその償却費として第二十二条第三項
（各事業年度の損金の額に算入する金額）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入する金額は、その内国法人が当該
事業年度においてその償却費として損金経理を
した金額（以下この条において「損金経理額」
という。）のうち、その繰延資産に係る支出の
効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額（次項において「償却限
度額」という。）に達するまでの金額とする。
２ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（以下この項及び次項において
「 適格分社型分割等」という。）により分割承
継法人、被現物出資法人又は 被事後設立法人
（以下この項において「分割承継法人等」とい
う。）に繰延資産（当該 適格分社型分割等によ
り当該分割承継法人等に移転する資産、負債又
は契約（第四項において「資産等」という。）
と関連を有するものに限る。）を引き継ぐ場合
において、当該繰延資産について損金経理額に
相当する金額を費用の額としたときは、当該費
用の額とした金額（次項及び第六項において
「期中損金経理額」という。）のうち、当該繰
延資産につき当該 適格分社型分割等の日の前日
を事業年度終了の日とした場合に前項の規定に
より計算される償却限度額に相当する金額に達
するまでの金額は、当該 適格分社型分割等の日
の属する事業年度（第六項において「分割等事
業年度」という。）の所得の金額の計算上、損
金の額に算入する。
３ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に期中損金経理額その他
の財務省令で定める事項を記載した書類を納税
地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用
する。
４ 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資
又は 適格事後設立（以下この項において「適格
組織再編成」という。）を行つた場合には、次
の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、
当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再
編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編
成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資
法人又は 被事後設立法人に引き継ぐものとす
る。
一 適格合併 当該適格合併の直前の繰延資産
二 適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物
出資又は適格事後設立（以下この号及び次項
において「適格分割型分割等」という。） 次
に掲げる繰延資産

（繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法）
第三十二条 内国法人の各事業年度終了の時の繰延
資産につきその償却費として第二十二条第三項
（各事業年度の損金の額に算入する金額）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入する金額は、その内国法人が当該
事業年度においてその償却費として損金経理を
した金額（以下この条において「損金経理額」
という。）のうち、その繰延資産に係る支出の
効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額（次項において「償却限
度額」という。）に達するまでの金額とする。
２ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産
の全部の分配を除く。以下この条において「 適
格分割等」という。）により分割承継法人、被
現物出資法人又は 被現物分配法人（以下この
条において「分割承継法人等」という。）に繰
延資産（当該 適格分割等により当該分割承継法
人等に移転する資産、負債又は契約（第四項に
おいて「資産等」という。）と関連を有するも
のに限る。）を引き継ぐ場合において、当該繰
延資産について損金経理額に相当する金額を費
用の額としたときは、当該費用の額とした金額
（次項及び第六項において「期中損金経理額」
という。）のうち、当該繰延資産につき当該 適
格分割等の日の前日を事業年度終了の日とした
場合に前項の規定により計算される償却限度額
に相当する金額に達するまでの金額は、当該 適
格分割等の日の属する事業年度（第六項におい
て「分割等事業年度」という。）の所得の金額
の計算上、損金の額に算入する。
３ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等の
日以後二月以内に期中損金経理額その他の財務
省令で定める事項を記載した書類を納税地の所
轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
４ 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資
又は 適格現物分配（以下この項において「適格
組織再編成」という。）を行つた場合には、次
の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、
当該各号に定める繰延資産は、当該適格組織再
編成の直前の帳簿価額により当該適格組織再編
成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資
法人又は 被現物分配法人に引き継ぐものとす
る。
一 適格合併又は適格現物分配（残余財産の全部
の分配に限る。） 当該適格合併の直前又は当
該適格現物分配に係る残余財産の確定の時の
繰延資産
二 適格分割等 次に掲げる繰延資産
イ 当該 適格分割等により分割承継法人等に移
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イ 当該 適格分割型分割等により分割承継法
人、被現物出資法人又は被事後設立法人
（以下この号及び次項において「分割承継
法人等」という。）に移転する資産等と密
接な関連を有する繰延資産として政令で定
めるもの
ロ 当該 適格分社型分割、適格現物出資又は適
格事後設立により分割承継法人、被現物出
資法人又は被事後設立法人に移転する資産
等と関連を有する繰延資産のうち第二項の
規定の適用を受けたもの（イに掲げるもの
を除く。）
ハ 当該 適格分割型分割等により分割承継法人
等に移転する資産等と関連を有する繰延資
産（イ及びロに掲げるものを除く。）

５ 前項（第二号ハに係る部分に限る。）の規定
は、同項の内国法人が 適格分割型分割等の日以
後二月以内に同項の規定により分割承継法人等
に引き継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資
産の帳簿価額その他の財務省令で定める事項を
記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出し
た場合に限り、適用する。
６ 損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項
の内国法人が償却費として損金経理をした事業
年度（以下この項において「償却事業年度」と
いう。）前の各事業年度における当該繰延資産
に係る損金経理額（当該繰延資産が適格合併 又
は適格分割型分割（以下この項において「適格
合併等」という。）により被合併法人 又は分割
法人（以下この項において「被合併法人等」と
いう。）から引継ぎを受けたものである場合に
あつては当該被合併法人等の当該 適格合併等の
日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の
損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額を、
当該繰延資産が 第二項に規定する適格分社型分
割等により分割法人、現物出資法人又は 事後設
立法人（以下この項において「分割法人等」と
いう。）から引継ぎを受けたものである場合に
あつては当該分割法人等の分割等事業年度の期
中損金経理額として帳簿に記載した金額及び分
割等事業年度前の各事業年度の損金経理額のう
ち分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されなかつた金額を
含む。以下この項において同じ。）のうち当該
償却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入されなかつた金額を含むも
のとし、期中損金経理額には、第二項の内国法
人の分割等事業年度前の各事業年度における同
項の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れなかつた金額を含むものとする。
７ 前項の場合において、内国法人の繰延資産（適
格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰
延資産、第六十一条の十一第一項（連結納税の
開始に伴う資産の時価評価損益）の規定の適用
を受けた同項に規定する時価評価資産に該当す

転する資産等と密接な関連を有する繰延資
産として政令で定めるもの
ロ 当該 適格分割等により分割承継法人等に移
転する資産等と関連を有する繰延資産のう
ち第二項の規定の適用を受けたもの（イに
掲げるものを除く。）
ハ 当該 適格分割等により分割承継法人等に移
転する資産等と関連を有する繰延資産（イ
及びロに掲げるものを除く。）

５ 前項（第二号ハに係る部分に限る。）の規定
は、同項の内国法人が 適格分割等の日以後二月
以内に同項の規定により分割承継法人等に引き
継ぐものとされる同号ハに掲げる繰延資産の帳
簿価額その他の財務省令で定める事項を記載し
た書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合
に限り、適用する。
６ 損金経理額には、第一項の繰延資産につき同項
の内国法人が償却費として損金経理をした事業
年度（以下この項において「償却事業年度」と
いう。）前の各事業年度における当該繰延資産
に係る損金経理額（当該繰延資産が適格合併 又
は適格現物分配（残余財産の全部の分配に限
る。）により被合併法人 又は現物分配法人（以
下この項において「被合併法人等」という。）
から引継ぎを受けたものである場合にあつては
当該被合併法人等の当該 適格合併の日の前日又
は当該残余財産の確定の日の属する事業年度以
前の各事業年度の損金経理額のうち当該各事業
年度の所得の金額の計算上損金の額に算入され
なかつた金額を、当該繰延資産が 適格分割等に
より分割法人、現物出資法人又は 現物分配法
人（以下この項において「分割法人等」とい
う。）から引継ぎを受けたものである場合にあ
つては当該分割法人等の分割等事業年度の期中
損金経理額として帳簿に記載した金額及び分割
等事業年度前の各事業年度の損金経理額のうち
分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入されなかつた金額を含
む。以下この項において同じ。）のうち当該償
却事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入されなかつた金額を含むもの
とし、期中損金経理額には、第二項の内国法人
の分割等事業年度前の各事業年度における同項
の繰延資産に係る損金経理額のうち当該各事業
年度の所得の金額の計算上損金の額に算入され
なかつた金額を含むものとする。
７ 前項の場合において、内国法人の繰延資産（適
格合併により被合併法人から引継ぎを受けた繰
延資産、第六十一条の十一第一項（連結納税の
開始に伴う資産の時価評価損益）の規定の適用
を受けた同項に規定する時価評価資産に該当す
る繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限
る。）につきその価額として帳簿に記載されて
いた金額として政令で定める金額が当該引継ぎ
の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されてい
た金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後
の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たな
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る繰延資産その他の政令で定める繰延資産に限
る。）につきその価額として帳簿に記載されて
いた金額として政令で定める金額が当該引継ぎ
の直前に当該被合併法人の帳簿に記載されてい
た金額、同条第一項の規定の適用を受けた直後
の帳簿価額その他の政令で定める金額に満たな
い場合には、当該満たない部分の金額は、政令
で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額
とみなす。
８ 前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に
関し必要な事項は、政令で定める。

い場合には、当該満たない部分の金額は、政令
で定める事業年度前の各事業年度の損金経理額
とみなす。
８ 前各項に定めるもののほか、繰延資産の償却に
関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二目 資産の評価損
（資産の評価損の損金不算入等）
第三十三条 内国法人がその有する資産の評価換え
をしてその帳簿価額を減額した場合には、その
減額した部分の金額は、その内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し
ない。
２ 内国法人の有する資産につき、災害による著し
い損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を
下回ることとなつたことその他の政令で定める
事実が生じた場合において、その内国法人が当
該資産の評価換えをして損金経理によりその帳
簿価額を減額したときは、その減額した部分の
金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の
帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業
年度終了の時における当該資産の価額との差額
に達するまでの金額は、前項の規定にかかわら
ず、その評価換えをした日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
３ 内国法人がその有する資産につき 会社更生法又
は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
の規定による更生計画認可の決定があつたこと
により これらの法律の規定に従つて行う評価換
えをしてその帳簿価額を減額した場合には、そ
の減額した部分の金額は、第一項の規定にかか
わらず、その評価換えをした日の属する事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。
４ 内国法人について 民事再生法の規定による再生
計画認可の決定があつたことその他これに準ず
る政令で定める事実が生じた場合において、そ
の内国法人がその有する資産の価額につき政令
で定める評定を行つているときは、その資産
（評価損の計上に適しないものとして政令で定
めるものを除く。）の評価損の額として政令で
定める金額は、第一項の規定にかかわらず、こ
れらの事実が生じた日の属する事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入する。
５ 第一項の規定の適用があつた場合において、同
項の評価換えにより減額された金額を損金の額
に算入されなかつた資産については、その評価
換えをした日の属する事業年度以後の各事業年

第二目 資産の評価損
（資産の評価損の損金不算入等）
第三十三条 内国法人がその有する資産の評価換え
をしてその帳簿価額を減額した場合には、その
減額した部分の金額は、その内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し
ない。
２ 内国法人の有する資産につき、災害による著し
い損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を
下回ることとなつたことその他の政令で定める
事実が生じた場合において、その内国法人が当
該資産の評価換えをして損金経理によりその帳
簿価額を減額したときは、その減額した部分の
金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の
帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業
年度終了の時における当該資産の価額との差額
に達するまでの金額は、前項の規定にかかわら
ず、その評価換えをした日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
３ 内国法人がその有する資産につき ◆削除◆更生
計画認可の決定があつたことにより 会社更生法
又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法
律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿
価額を減額した場合には、その減額した部分の
金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価
換えをした日の属する事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。
４ 内国法人について ◆削除◆再生計画認可の決定
があつたことその他これに準ずる政令で定める
事実が生じた場合において、その内国法人がそ
の有する資産の価額につき政令で定める評定を
行つているときは、その資産（評価損の計上に
適しないものとして政令で定めるものを除
く。）の評価損の額として政令で定める金額
は、第一項の規定にかかわらず、これらの事実
が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入する。
５ 第一項の規定の適用があつた場合において、同
項の評価換えにより減額された金額を損金の額
に算入されなかつた資産については、その評価
換えをした日の属する事業年度以後の各事業年
度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額
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度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額
は、その減額がされなかつたものとみなす。
６ 第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する
評価損の額として政令で定める金額の損金算入
に関する明細（次項において「評価損明細」と
いう。）の記載があり、かつ、財務省令で定め
る書類（次項において「評価損関係書類」とい
う。）の添付がある場合（第二十五条第三項
（資産の評価益の益金不算入等）に規定する資
産につき同項に規定する評価益の額として政令
で定める金額がある場合（次項において「評価
益がある場合」という。）には、同条第五項に
規定する評価益明細（次項において「評価益明
細」という。）の記載及び同条第五項に規定す
る評価益関係書類（次項において「評価益関係
書類」という。）の添付がある場合に限る。）
に限り、適用する。
７ 税務署長は、評価損明細（評価益がある場合に
は、評価損明細又は評価益明細）の記載又は評
価損関係書類（評価益がある場合には、評価損
関係書類又は評価益関係書類）の添付がない確
定申告書の提出があつた場合においても、当該
記載又は当該添付がなかつたことについてやむ
を得ない事情があると認めるときは、第四項の
規定を適用することができる。
８ 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

は、その減額がされなかつたものとみなす。
６ 第四項の規定は、確定申告書に同項に規定する
評価損の額として政令で定める金額の損金算入
に関する明細（次項において「評価損明細」と
いう。）の記載があり、かつ、財務省令で定め
る書類（次項において「評価損関係書類」とい
う。）の添付がある場合（第二十五条第三項
（資産の評価益の益金不算入等）に規定する資
産につき同項に規定する評価益の額として政令
で定める金額がある場合（次項において「評価
益がある場合」という。）には、同条第五項に
規定する評価益明細（次項において「評価益明
細」という。）の記載及び同条第五項に規定す
る評価益関係書類（次項において「評価益関係
書類」という。）の添付がある場合に限る。）
に限り、適用する。
７ 税務署長は、評価損明細（評価益がある場合に
は、評価損明細又は評価益明細）の記載又は評
価損関係書類（評価益がある場合には、評価損
関係書類又は評価益関係書類）の添付がない確
定申告書の提出があつた場合においても、当該
記載又は当該添付がなかつたことについてやむ
を得ない事情があると認めるときは、第四項の
規定を適用することができる。
８ 前三項に定めるもののほか、第一項から第四項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入）
第三十五条 内国法人である特殊支配同族会社（同
族会社の業務主宰役員（法人の業務を主宰して
いる役員をいい、個人に限る。以下この項にお
いて同じ。）及び当該業務主宰役員と特殊の関
係のある者として政令で定める者（以下この項
において「業務主宰役員関連者」という。）が
その同族会社の発行済株式又は出資（その同族
会社が有する自己の株式又は出資を除く。）の
総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又
は金額の株式又は出資を有する場合その他政令
で定める場合における当該同族会社（当該業務
主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連
者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を
超えるものに限る。）をいう。以下この条にお
いて同じ。）が当該特殊支配同族会社の業務主
宰役員に対して支給する給与（債務の免除によ
る利益その他の経済的な利益を含むものとし、
退職給与を除く。）の額（前条の規定により損
金の額に算入されない金額を除く。）のうち当
該給与の額を基礎として政令で定めるところに
より計算した金額は、当該特殊支配同族会社の
各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に
算入しない。
２ 前項の特殊支配同族会社の基準所得金額（当該

第三十五条 削除
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事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業
年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは
欠損金額又は第八十一条の十八第一項（連結法
人税の個別帰属額の計算）に規定する個別所得
金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で
定めるところにより計算した金額をいう。）が
政令で定める金額以下である事業年度その他政
令で定める事業年度については、前項の規定
は、適用しない。
３ 第一項の場合において、内国法人が特殊支配同
族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国
法人の当該事業年度終了の時の現況による。
４ 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第四目 寄附金
（寄附金の損金不算入）
第三十七条 内国法人が各事業年度において支出し
た寄附金の額（次項の規定の適用を受ける寄附
金の額を除く。）の合計額のうち、その内国法
人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は
当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で
定めるところにより計算した金額を超える部分
の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
２ 内国法人が各事業年度において当該内国法人と
の間に 連結完全支配関係がある連結法人に対し
て支出した寄附金の額 があるときは、その寄附
金の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
３ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があ
るときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計
額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算
入しない。
一 国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年
法律第二百十八号）の規定による港務局を含
む。）に対する寄附金（その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を専属的に
利用することその他特別の利益がその寄附を
した者に及ぶと認められるものを除く。）の
額
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目
的とする事業を行う法人又は団体に対する寄
附金（当該法人の設立のためにされる寄附金
その他の当該法人の設立前においてされる寄
附金で政令で定めるものを含む。）のうち、
次に掲げる要件を満たすと認められるものと
して政令で定めるところにより財務大臣が指
定したものの額
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福
祉への貢献その他公益の増進に寄与するた
めの支出で緊急を要するものに充てられる

第四目 寄附金
（寄附金の損金不算入）
第三十七条 内国法人が各事業年度において支出し
た寄附金の額（次項の規定の適用を受ける寄附
金の額を除く。）の合計額のうち、その内国法
人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は
当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で
定めるところにより計算した金額を超える部分
の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
２ 内国法人が各事業年度において当該内国法人と
の間に 完全支配関係（法人による完全支配関係
に限る。）がある他の内国法人に対して支出し
た寄附金の額 （第二十五条の二（受贈益の益金
不算入）又は第八十一条の三第一項（第二十五
条の二に係る部分に限る。）（個別益金額又は
個別損金額の益金又は損金算入）の規定を適用
しないとした場合に当該他の内国法人の各事業
年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所
得の金額の計算上益金の額に算入される第二十
五条の二第二項に規定する受贈益の額に対応す
るものに限る。）は、当該内国法人の各事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しな
い。
３ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があ
るときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計
額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算
入しない。
一 国又は地方公共団体（港湾法（昭和二十五年
法律第二百十八号）の規定による港務局を含
む。）に対する寄附金（その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を専属的に
利用することその他特別の利益がその寄附を
した者に及ぶと認められるものを除く。）の
額
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目
的とする事業を行う法人又は団体に対する寄
附金（当該法人の設立のためにされる寄附金
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ことが確実であること。
４ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに、公共法人、公益法人等（別表第
二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除
く。以下この項及び次項において同じ。）その
他特別の法律により設立された法人のうち、教
育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への
貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと
して政令で定めるものに対する当該法人の主た
る目的である業務に関連する寄附金（前項各号
に規定する寄附金に該当するものを除く。）の
額があるときは、当該寄附金の額の合計額（当
該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の
額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として
政令で定めるところにより計算した金額を超え
る場合には、当該計算した金額に相当する金
額）は、第一項に規定する寄附金の額の合計額
に算入しない。ただし、公益法人等が支出した
寄附金の額については、この限りでない。
５ 公益法人等がその収益事業に属する資産のうち
からその収益事業以外の事業のために支出した
金額（公益社団法人又は公益財団法人にあつて
は、その収益事業に属する資産のうちからその
収益事業以外の事業で公益に関する事業として
政令で定める事業に該当するもののために支出
した金額）は、その収益事業に係る寄附金の額
とみなして、第一項の規定を適用する。
６ 内国法人が特定公益信託（公益信託ニ関スル法
律（大正十一年法律第六十二号）第一条（公益
信託）に規定する公益信託で信託の終了の時に
おける信託財産がその信託財産に係る信託の委
託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施
につき政令で定める要件を満たすものであるこ
とについて政令で定めるところにより証明がさ
れたものをいう。）の信託財産とするために支
出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一
項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用す
る。この場合において、第四項中「）の額」と
あるのは、「）の額（第六項に規定する特定公
益信託のうち、その目的が教育又は科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益
の増進に著しく寄与するものとして政令で定め
るものの信託財産とするために支出した金銭の
額を含む。）」とするほか、この項の規定の適
用を受けるための手続に関し必要な事項は、政
令で定める。
７ 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出
金、見舞金その他いずれの名義をもつてするか
を問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経
済的な利益の贈与又は無償の供与（広告宣伝及
び見本品の費用その他これらに類する費用並び
に交際費、接待費及び福利厚生費とされるべき
ものを除く。次項において同じ。）をした場合
における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産
のその贈与の時における価額又は当該経済的な
利益のその供与の時における価額によるものと
する。

その他の当該法人の設立前においてされる寄
附金で政令で定めるものを含む。）のうち、
次に掲げる要件を満たすと認められるものと
して政令で定めるところにより財務大臣が指
定したものの額
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福
祉への貢献その他公益の増進に寄与するた
めの支出で緊急を要するものに充てられる
ことが確実であること。

４ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに、公共法人、公益法人等（別表第
二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除
く。以下この項及び次項において同じ。）その
他特別の法律により設立された法人のうち、教
育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への
貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと
して政令で定めるものに対する当該法人の主た
る目的である業務に関連する寄附金（前項各号
に規定する寄附金に該当するものを除く。）の
額があるときは、当該寄附金の額の合計額（当
該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の
額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として
政令で定めるところにより計算した金額を超え
る場合には、当該計算した金額に相当する金
額）は、第一項に規定する寄附金の額の合計額
に算入しない。ただし、公益法人等が支出した
寄附金の額については、この限りでない。
５ 公益法人等がその収益事業に属する資産のうち
からその収益事業以外の事業のために支出した
金額（公益社団法人又は公益財団法人にあつて
は、その収益事業に属する資産のうちからその
収益事業以外の事業で公益に関する事業として
政令で定める事業に該当するもののために支出
した金額）は、その収益事業に係る寄附金の額
とみなして、第一項の規定を適用する。
６ 内国法人が特定公益信託（公益信託ニ関スル法
律（大正十一年法律第六十二号）第一条（公益
信託）に規定する公益信託で信託の終了の時に
おける信託財産がその信託財産に係る信託の委
託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施
につき政令で定める要件を満たすものであるこ
とについて政令で定めるところにより証明がさ
れたものをいう。）の信託財産とするために支
出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一
項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用す
る。この場合において、第四項中「）の額」と
あるのは、「）の額（第六項に規定する特定公
益信託のうち、その目的が教育又は科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益
の増進に著しく寄与するものとして政令で定め
るものの信託財産とするために支出した金銭の
額を含む。）」とするほか、この項の規定の適
用を受けるための手続に関し必要な事項は、政
令で定める。
７ 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出
金、見舞金その他いずれの名義をもつてするか
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８ 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与
をした場合において、その譲渡又は供与の対価
の額が当該資産のその譲渡の時における価額又
は当該経済的な利益のその供与の時における価
額に比して低いときは、当該対価の額と当該価
額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与
をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額
に含まれるものとする。
９ 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一
項に規定する寄附金の額の合計額に算入されな
い第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定す
る寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項
に規定する寄附金の明細書の添付があり、か
つ、財務省令で定める書類を保存している場合
に限り、適用する。この場合において、第三項
又は第四項の規定により第一項に規定する寄附
金の額の合計額に算入されない金額は、当該金
額として記載された金額を限度とする。

10 税務署長は、第三項又は第四項の規定により第
一項に規定する寄附金の額の合計額に算入され
ないこととなる金額の全部又は一部につき前項
の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書
の提出があつた場合又は同項の書類の保存がな
い場合においても、その記載若しくは明細書の
添付又は書類の保存がなかつたことについてや
むを得ない事情があると認めるときは、その記
載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなか
つた金額につき第三項又は第四項の規定を適用
することができる。

11 財務大臣は、第三項第二号の指定をしたとき
は、これを告示する。

12 第五項から前項までに定めるもののほか、第一
項から第四項までの規定の適用に関し必要な事
項は、政令で定める。

を問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経
済的な利益の贈与又は無償の供与（広告宣伝及
び見本品の費用その他これらに類する費用並び
に交際費、接待費及び福利厚生費とされるべき
ものを除く。次項において同じ。）をした場合
における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産
のその贈与の時における価額又は当該経済的な
利益のその供与の時における価額によるものと
する。
８ 内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与
をした場合において、その譲渡又は供与の対価
の額が当該資産のその譲渡の時における価額又
は当該経済的な利益のその供与の時における価
額に比して低いときは、当該対価の額と当該価
額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与
をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額
に含まれるものとする。
９ 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に第一
項に規定する寄附金の額の合計額に算入されな
い第三項各号に掲げる金額又は第四項に規定す
る寄附金の額の記載及び第三項各号又は第四項
に規定する寄附金の明細書の添付があり、か
つ、財務省令で定める書類を保存している場合
に限り、適用する。この場合において、第三項
又は第四項の規定により第一項に規定する寄附
金の額の合計額に算入されない金額は、当該金
額として記載された金額を限度とする。

10 税務署長は、第三項又は第四項の規定により第
一項に規定する寄附金の額の合計額に算入され
ないこととなる金額の全部又は一部につき前項
の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書
の提出があつた場合又は同項の書類の保存がな
い場合においても、その記載若しくは明細書の
添付又は書類の保存がなかつたことについてや
むを得ない事情があると認めるときは、その記
載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなか
つた金額につき第三項又は第四項の規定を適用
することができる。

11 財務大臣は、第三項第二号の指定をしたとき
は、これを告示する。

12 第五項から前項までに定めるもののほか、第一
項から第四項までの規定の適用に関し必要な事
項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第五目 租税公課等
（法人税額等の損金不算入）
第三十八条 内国法人が納付する法人税（延滞税、
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を
除く。以下この項において同じ。）の額は、次
に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入しない。
一 退職年金等積立金に対する法人税
二 国税通則法第三十五条第二項（修正申告等に

第五目 租税公課等
（法人税額等の損金不算入）
第三十八条 内国法人が納付する法人税（延滞税、
過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を
除く。以下この項において同じ。）の額は、次
に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入しない。
一 退職年金等積立金に対する法人税
二 国税通則法第三十五条第二項（修正申告等に
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よる納付）の規定により納付すべき金額のう
ち同法第十九条第四項第三号ハ（修正申告に
より納付すべき還付加算金相当額）又は第二
十八条第二項第三号ハ（更正により納付すべ
き還付加算金相当額）に掲げる金額に相当す
る法人税
三 第七十五条第七項（確定申告期限の延長の場
合の利子税）（第七十五条の二第六項若しく
は第八項（確定申告期限の延長の特例の場合
の利子税）、第八十一条の二十三第二項（連
結確定申告期限の延長の場合の利子税）又は
第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
（連結確定申告期限の延長の特例の場合の利
子税）において準用する場合を含む。）の規
定による利子税

２ 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、そ
の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しない。
一 相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第
九条の四（受益者等が存しない信託等の特
例）又は第六十六条（人格のない社団又は財
団等に対する課税）の規定による贈与税及び
相続税
二 地方税法の規定による道府県民税及び市町村
民税（都民税を含むものとし、退職年金等積
立金に対する法人税に係るものを除く。）

３ 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連
結所得に対する法人税の減少額として 収入すべ
き金額として第八十一条の十八第一項（連結法
人税の個別帰属額の計算）の規定により計算さ
れる金額又は附帯税（利子税を除く。次項にお
いて同じ。）の負担額の減少額を支払う場合に
は、その支払う金額は、当該内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し
ない。
４ 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結
事業年度の連結所得に対する法人税の負担額と
して 支出すべき金額として第八十一条の十八第
一項の規定により計算される金額又は附帯税の
負担額を支払う場合には、その支払う金額は、
当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入しない。

よる納付）の規定により納付すべき金額のう
ち同法第十九条第四項第三号ハ（修正申告に
より納付すべき還付加算金相当額）又は第二
十八条第二項第三号ハ（更正により納付すべ
き還付加算金相当額）に掲げる金額に相当す
る法人税
三 第七十五条第七項（確定申告期限の延長の場
合の利子税）（第七十五条の二第六項若しく
は第八項（確定申告期限の延長の特例の場合
の利子税）、第八十一条の二十三第二項（連
結確定申告期限の延長の場合の利子税）又は
第八十一条の二十四第三項若しくは第六項
（連結確定申告期限の延長の特例の場合の利
子税）において準用する場合を含む。）の規
定による利子税

２ 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、そ
の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しない。
一 相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）第
九条の四（受益者等が存しない信託等の特
例）又は第六十六条（人格のない社団又は財
団等に対する課税）の規定による贈与税及び
相続税
二 地方税法の規定による道府県民税及び市町村
民税（都民税を含むものとし、退職年金等積
立金に対する法人税に係るものを除く。）

３ 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連
結所得に対する法人税の減少額として 当該他の
内国法人に帰せられる金額として第八十一条の
十八第一項（連結法人税の個別帰属額の計算）
の規定により計算される金額又は附帯税（利子
税を除く。次項において同じ。）の負担額の減
少額を支払う場合には、その支払う金額は、当
該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しない。
４ 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結
事業年度の連結所得に対する法人税の負担額と
して 当該他の内国法人に帰せられる金額として
第八十一条の十八第一項の規定により計算され
る金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、
その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入し
ない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入
等）
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税
を納付し又は納入したことにより生じた損失の
額（その納付又は納入に係る求償権につき生じ
た損失の額を含む。以下この条において同
じ。）は、その内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七
号）第三十三条、第三十五条から第三十九条

（第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入
等）
第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税
を納付し又は納入したことにより生じた損失の
額（その納付又は納入に係る求償権につき生じ
た損失の額を含む。以下この条において同
じ。）は、その内国法人の各事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税徴収法（昭和三十四年法律第百四十七
号）第三十三条、第三十五条から第三十九条
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まで又は第四十一条第一項（無限責任社員の
第二次納税義務等）の規定により納付すべき
国税（その滞納処分費を含む。以下この条に
おいて同じ。）
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第
十一条の八まで又は第十二条の二第二項（無
限責任社員の第二次納税義務等）の規定によ
り納付し又は納入すべき地方税

２ 第二十四条第一項第三号（解散による残余財産
の分配に係る部分に限る。）（配当等の額とみ
なす金額）の規定により第二十三条第一項第一
号（受取配当等の益金不算入）に掲げる金額と
みなされた金額又は信託の終了による信託財産
に属する資産の給付に係る同項第三号に掲げる
金額で、 同項又は第二十三条の二第一項（外国
子会社から受ける配当等の益金不算入） ◆追加
◆の規定により各事業年度の所得の金額の計算
上益金の額に算入されなかつたものがある内国
法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の
分配をした法人又はその信託の信託法第百七十
七条（清算受託者の職務）に規定する清算受託
者に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し
又は納入したことにより生じた損失の額は、そ
の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税
又は地方税の額が当該益金の額に算入されなか
つた金額を超える場合は、その損失の額のうち
その超える部分の金額に相当する金額について
は、この限りでない。
一 国税徴収法第三十四条（清算人等の第二次納
税義務）の規定により納付すべき国税
二 地方税法第十一条の三（清算人等の第二次納
税義務）の規定により納付し又は納入すべき
地方税

まで又は第四十一条第一項（無限責任社員の
第二次納税義務等）の規定により納付すべき
国税（その滞納処分費を含む。以下この条に
おいて同じ。）
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第
十一条の八まで又は第十二条の二第二項（無
限責任社員の第二次納税義務等）の規定によ
り納付し又は納入すべき地方税

２ 第二十四条第一項第三号（解散による残余財産
の分配に係る部分に限る。）（配当等の額とみ
なす金額）の規定により第二十三条第一項第一
号（受取配当等の益金不算入）に掲げる金額と
みなされた金額又は信託の終了による信託財産
に属する資産の給付に係る同項第三号に掲げる
金額で、 同項若しくは第二十三条の二第一項
（外国子会社から受ける配当等の益金不算入）
又は第六十二条の五第四項（現物分配による資
産の譲渡）の規定により各事業年度の所得の金
額の計算上益金の額に算入されなかつたものが
ある内国法人が、そのみなされた金額に係る残
余財産の分配をした法人又はその信託の信託法
第百七十七条（清算受託者の職務）に規定する
清算受託者に関し、次に掲げる国税又は地方税
を納付し又は納入したことにより生じた損失の
額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額
の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当
該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入さ
れなかつた金額を超える場合は、その損失の額
のうちその超える部分の金額に相当する金額に
ついては、この限りでない。
一 国税徴収法第三十四条（清算人等の第二次納
税義務）の規定により納付すべき国税
二 地方税法第十一条の三（清算人等の第二次納
税義務）の規定により納付し又は納入すべき
地方税

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第六目 圧縮記帳
（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の
損金算入）
第四十二条 内国法人（清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）が、各事業年度におい
て固定資産の取得又は改良に充てるための国又
は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令
で定めるこれらに準ずるもの（第四十四条まで
において「国庫補助金等」という。）の交付を
受け、当該事業年度においてその国庫補助金等
をもつてその交付の目的に適合した固定資産の
取得又は改良をした場合（その国庫補助金等の
返還を要しないことが当該事業年度終了の時ま
でに確定した場合に限る。）において、その固
定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫
補助金等の額に相当する金額（以下この項にお
いて「圧縮限度額」という。）の範囲内でその
帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧

第六目 圧縮記帳
（国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の
損金算入）
第四十二条 内国法人（清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）が、各事業年度におい
て固定資産の取得又は改良に充てるための国又
は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令
で定めるこれらに準ずるもの（第四十四条まで
において「国庫補助金等」という。）の交付を
受け、当該事業年度においてその国庫補助金等
をもつてその交付の目的に適合した固定資産の
取得又は改良をした場合（その国庫補助金等の
返還を要しないことが当該事業年度終了の時ま
でに確定した場合に限る。）において、その固
定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫
補助金等の額に相当する金額（以下この項にお
いて「圧縮限度額」という。）の範囲内でその
帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧
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縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した
決算において積立金として積み立てる方法（政
令で定める方法を含む。）により経理したとき
は、その減額し又は経理した金額に相当する金
額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損
金の額に算入する。
２ 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等
の交付に代わるべきものとして交付を受ける固
定資産を取得した場合において、その固定資産
につき、その固定資産の価額に相当する金額
（以下この項において「圧縮限度額」とい
う。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理によ
り減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当
該事業年度の確定した決算において積立金とし
て積み立てる方法（政令で定める方法を含
む。）により経理したときは、その減額し又は
経理した金額に相当する金額は、当該事業年度
の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する減額し又は経理した金額に相当する金
額の損金算入に関する明細の記載がある場合に
限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（以下この条において「 適格分
社型分割等」という。）により国庫補助金等
（当該 適格分社型分割等の日の属する事業年度
開始の時から当該 適格分社型分割等の直前の時
までの期間内に交付を受けたものに限る。）を
もつて取得又は改良をした固定資産（当該国庫
補助金等の交付の目的に適合したものに限る。
以下この項において同じ。）を分割承継法人、
被現物出資法人又は 被事後設立法人（次項にお
いて「分割承継法人等」という。）に移転する
場合（当該国庫補助金等の返還を要しないこと
が当該直前の時までに確定した場合に限る。）
において、当該固定資産につき、その取得又は
改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額
の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当
該減額した金額に相当する金額は、当該事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。
６ 内国法人が、 適格分社型分割等により第二項に
規定する固定資産（当該 適格分社型分割等の日
の属する事業年度開始の時から当該 適格分社型
分割等の直前の時までの期間内に取得したもの
に限る。以下この項において同じ。）を分割承
継法人等に移転する場合において、当該固定資
産につき、当該固定資産の価額に相当する金額
の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当
該減額した金額に相当する金額は、当該事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。

縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した
決算において積立金として積み立てる方法（政
令で定める方法を含む。）により経理したとき
は、その減額し又は経理した金額に相当する金
額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損
金の額に算入する。
２ 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等
の交付に代わるべきものとして交付を受ける固
定資産を取得した場合において、その固定資産
につき、その固定資産の価額に相当する金額
（以下この項において「圧縮限度額」とい
う。）の範囲内でその帳簿価額を損金経理によ
り減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当
該事業年度の確定した決算において積立金とし
て積み立てる方法（政令で定める方法を含
む。）により経理したときは、その減額し又は
経理した金額に相当する金額は、当該事業年度
の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する減額し又は経理した金額に相当する金
額の損金算入に関する明細の記載がある場合に
限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（以下この条において「 適格分割等」
という。）により国庫補助金等（当該 適格分割
等の日の属する事業年度開始の時から当該 適格
分割等の直前の時までの期間内に交付を受けた
ものに限る。）をもつて取得又は改良をした固
定資産（当該国庫補助金等の交付の目的に適合
したものに限る。以下この項において同じ。）
を分割承継法人、被現物出資法人又は 被現物分
配法人（次項において「分割承継法人等」とい
う。）に移転する場合（当該国庫補助金等の返
還を要しないことが当該直前の時までに確定し
た場合に限る。）において、当該固定資産につ
き、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の
額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減
額したときは、当該減額した金額に相当する金
額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損
金の額に算入する。
６ 内国法人が、 適格分割等により第二項に規定す
る固定資産（当該 適格分割等の日の属する事業
年度開始の時から当該 適格分割等の直前の時ま
での期間内に取得したものに限る。以下この項
において同じ。）を分割承継法人等に移転する
場合において、当該固定資産につき、当該固定
資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿
価額を減額したときは、当該減額した金額に相
当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入する。
７ 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国
法人が 適格分割等の日以後二月以内にこれらの
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７ 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国
法人が 適格分社型分割等の日以後二月以内にこ
れらの規定に規定する減額した金額に相当する
金額その他の財務省令で定める事項を記載した
書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に
限り、適用する。
８ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現
物出資又は 適格事後設立により被合併法人、分
割法人、現物出資法人 又は事後設立法人におい
て第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の
適用を受けた固定資産の移転を受けた場合にお
ける当該固定資産の取得価額その他前各項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

規定に規定する減額した金額に相当する金額そ
の他の財務省令で定める事項を記載した書類を
納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
８ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現
物出資又は 適格現物分配により被合併法人、分
割法人、現物出資法人 又は現物分配法人におい
て第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の
適用を受けた固定資産の移転を受けた場合にお
ける当該固定資産の取得価額その他前各項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算
入）
第四十三条 内国法人（清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）が、各事業年度（被合
併法人の合併（適格合併を除く。次項及び第三
項において「非適格合併」という。）の日の前
日の属する事業年度を除く。）において固定資
産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等
の交付を受ける場合（その国庫補助金等の返還
を要しないことが当該事業年度終了の時までに
確定していない場合に限る。）において、その
国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を
当該事業年度の確定した決算において特別勘定
を設ける方法（政令で定める方法を含む。）に
より経理したときは、その経理した金額に相当
する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
２ 前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫
補助金等について返還すべきこと又は返還を要
しないことが確定した場合、当該内国法人が非
適格合併により解散した場合その他の政令で定
める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘
定の金額のうち政令で定めるところにより計算
した金額を取り崩さなければならない。
３ 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第
一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当し
ないで取り崩した当該特別勘定の金額（第八項
の規定により合併法人、分割承継法人、被現物
出資法人又は 被事後設立法人（第八項及び第十
項において「合併法人等」という。）に引き継
ぐこととされたものを除く。）は、それぞれそ
の取り崩すべきこととなつた日（前項に規定す
る内国法人が非適格合併により解散した場合に
は、当該非適格合併の日の前日）又は取り崩し
た日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入する。
４ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する
経理した金額に相当する金額の損金算入に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。

（国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算
入）
第四十三条 内国法人（清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）が、各事業年度（被合
併法人の合併（適格合併を除く。次項及び第三
項において「非適格合併」という。）の日の前
日の属する事業年度を除く。）において固定資
産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等
の交付を受ける場合（その国庫補助金等の返還
を要しないことが当該事業年度終了の時までに
確定していない場合に限る。）において、その
国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を
当該事業年度の確定した決算において特別勘定
を設ける方法（政令で定める方法を含む。）に
より経理したときは、その経理した金額に相当
する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
２ 前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫
補助金等について返還すべきこと又は返還を要
しないことが確定した場合、当該内国法人が非
適格合併により解散した場合その他の政令で定
める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘
定の金額のうち政令で定めるところにより計算
した金額を取り崩さなければならない。
３ 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第
一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当し
ないで取り崩した当該特別勘定の金額（第八項
の規定により合併法人、分割承継法人、被現物
出資法人又は 被現物分配法人（第八項及び第十
項において「合併法人等」という。）に引き継
ぐこととされたものを除く。）は、それぞれそ
の取り崩すべきこととなつた日（前項に規定す
る内国法人が非適格合併により解散した場合に
は、当該非適格合併の日の前日）又は取り崩し
た日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入する。
４ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する
経理した金額に相当する金額の損金算入に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。
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５ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
６ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（以下この条において 「適格分
社型分割等」という。）を行い、かつ、当該 適
格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時
から当該 適格分社型分割等の直前の時までの期
間内に固定資産の取得又は改良に充てるための
国庫補助金等（その返還を要しないことが当該
直前の時までに確定していないものに限る。以
下この項において同じ。）の交付を受けている
場合（次に掲げる要件のいずれかを満たす場合
に限る。）において、その取得又は改良に充て
るための国庫補助金等の額に相当する金額の範
囲内で第一項の特別勘定に相当するもの（以下
この条において「期中特別勘定」という。）を
設けたときは、 当該設けた期中特別勘定の金額
に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額
の計算上、損金の額に算入する。
一 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてそ
の取得又は改良をした固定資産（当該国庫補
助金等の交付の目的に適合するものに限
る。）を当該 適格分社型分割等により分割承
継法人、被現物出資法人又は 被事後設立法人
（以下この条において「分割承継法人等」と
いう。）に移転すること。
二 当該 適格分社型分割等に係る分割承継法人
等が当該国庫補助金等をもつてその交付の目
的に適合した固定資産の取得又は改良をする
ことが見込まれること。

７ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に
相当する金額その他の財務省令で定める事項を
記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出し
た場合に限り、適用する。
８ 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出
資又は 適格事後設立（以下この項において「適
格組織再編成」という。）を行つた場合には、
次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応
じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中
特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る
合併法人等に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補
助金等（その返還を要しないことが当該適格
組織再編成の直前までに確定していないもの
に限る。 以下この項において同じ。）に係る
第一項の特別勘定の金額
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に
有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定
の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応
じ、それぞれ次に定めるもの
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつて
その取得又は改良をした固定資産（当該国
庫補助金等の交付の目的に適合するものに

５ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
６ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（以下この条において 「適格分割
等」という。）を行い、かつ、当該 適格分割等
の日の属する事業年度開始の時から当該 適格分
割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得
又は改良に充てるための国庫補助金等（その返
還を要しないことが当該直前の時までに確定し
ていないものに限る。以下この項において同
じ。）の交付を受けている場合（次に掲げる要
件のいずれかを満たす場合に限る。）におい
て、その取得又は改良に充てるための国庫補助
金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特
別勘定に相当するもの（以下この条において
「期中特別勘定」という。）を設けたときは、
その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
一 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてそ
の取得又は改良をした固定資産（当該国庫補
助金等の交付の目的に適合するものに限
る。）を当該 適格分割等により分割承継法
人、被現物出資法人又は 被現物分配法人（第
八項第二号イ及び第九項において「分割承継
法人等」という。）に移転すること。
二 当該 適格分割又は適格現物出資に係る分割承
継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金
等をもつてその交付の目的に適合した固定資
産の取得又は改良をすることが見込まれるこ
と。

７ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等の
日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当す
る金額その他の財務省令で定める事項を記載し
た書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合
に限り、適用する。
８ 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出
資又は 適格現物分配（以下この項において「適
格組織再編成」という。）を行つた場合には、
次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応
じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中
特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る
合併法人等に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前に有する国庫補
助金等（その返還を要しないことが当該適格
組織再編成の直前までに確定していないもの
に限る。 次号において同じ。）に係る第一項
の特別勘定の金額
◆削除◆
二 適格分割等 当該適格分割等の直前に有する国
庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額の
うち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ
れ次に定めるもの及び当該 適格分割等に際し
て設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の
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限る。）を当該適格分割型分割により分割
承継法人に移転した場合 当該固定資産の取
得又は改良に充てた当該国庫捕助金等に係
る特別勘定の金額
ロ 当該適格分割型分割に係る分割承継法人が
当該国庫補助金等をもつてその交付の目的
に適合した固定資産の取得又は改良をする
ことが見込まれる場合 当該固定資産の取得
又は改良に充てるための当該国庫補助金等
に係る特別勘定の金額

三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直
前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別
勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に
応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該 適格
分社型分割等に際して設けた国庫補助金等に
係る期中特別勘定の金額
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつて
その取得又は改良をした固定資産（当該国
庫捕助金等の交付の目的に適合するものに
限る。）を当該 適格分社型分割等により分
割承継法人等に移転した場合 当該固定資産
の取得又は改良に充てた当該国庫補助金等
に係る特別勘定の金額
ロ 当該 適格分社型分割等に係る分割承継法人
等が当該国庫捕助金等をもつてその交付の
目的に適合した固定資産の取得又は改良を
することが見込まれる場合 当該固定資産の
取得又は改良に充てるための当該国庫補助
金等に係る特別勘定の金額

９ 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている
内国法人で 適格分割、適格現物出資又は適格事
後設立（以下この項において「適格分割等」と
いう。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中
特別勘定の双方を設けている内国法人であつ
て、 適格分社型分割等により分割承継法人等に
当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを
除く。）にあつては、当該特別勘定を設けてい
る内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内
に当該適格分割等により分割承継法人等に引き
継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定
める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署
長に提出した場合に限り、適用する。

10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の
金額は、当該合併法人等が同項の規定により設
けている同項の特別勘定の金額とみなす。

11 合併、分割、現物出資又は 事後設立（第二条第
十二号の六（定義）に規定する 事後設立をい
う。）が行われた場合における前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

金額
イ 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつて
その取得又は改良をした固定資産（当該国
庫捕助金等の交付の目的に適合するものに
限る。）を当該 適格分割等により分割承継
法人等に移転した場合 当該固定資産の取得
又は改良に充てた当該国庫補助金等に係る
特別勘定の金額
ロ 当該 適格分割又は適格現物出資に係る分割
承継法人又は被現物出資法人が当該国庫捕
助金等をもつてその交付の目的に適合した
固定資産の取得又は改良をすることが見込
まれる場合 当該固定資産の取得又は改良に
充てるための当該国庫補助金等に係る特別
勘定の金額

９ 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている
内国法人で 適格分割等を行つたもの（当該特別
勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国
法人であつて、 適格分割等により分割承継法人
等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐも
のを除く。）にあつては、当該特別勘定を設け
ている内国法人が当該適格分割等の日以後二月
以内に当該適格分割等により分割承継法人等に
引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令
で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税
務署長に提出した場合に限り、適用する。

10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の
金額は、当該合併法人等が同項の規定により設
けている同項の特別勘定の金額とみなす。

11 合併、分割、現物出資又は 現物分配（第二条第
十二号の六（定義）に規定する 現物分配をい
う。）が行われた場合における前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得し
た固定資産等の圧縮額の損金算入）
第四十四条 前条第一項の特別勘定の金額（既に取

（特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得し
た固定資産等の圧縮額の損金算入）
第四十四条 前条第一項の特別勘定の金額（既に取
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り崩すべきこととなつたものを除く。）を有す
る内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の
目的に適合した固定資産の取得又は改良（同条
第八項の規定により被合併法人、分割法人、現
物出資法人又は 事後設立法人（以下この項及び
第六項において「被合併法人等」という。）か
ら当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場
合（以下この項において「引継ぎがある場合」
という。）には、当該被合併法人等が国庫補助
金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。
以下この項及び第四項において同じ。）をし、
かつ、その取得又は改良をした日（引継ぎがあ
る場合には、同条第八項に規定する適格組織再
編成（第六項において「適格組織再編成」とい
う。）の日）の属する事業年度以後の事業年度
においてその取得又は改良に充てた国庫補助金
等の全部又は一部の返還を要しないことが確定
した場合において、その固定資産につき、その
確定した日における当該特別勘定の金額のうち
その返還を要しないことが確定した国庫補助金
等に係るものとして政令で定めるところにより
計算した金額（以下この項及び第四項において
「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿
価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限
度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算
において積立金として積み立てる方法（政令で
定める方法を含む。）により経理したときは、
その減額し又は経理した金額に相当する金額は
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入する。
２ 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減
額し又は経理した金額に相当する金額の損金算
入に関する明細の記載がある場合に限り、適用
する。
３ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
４ 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が 適
格分社型分割、適格現物出資又は 適格事後設
立（以下この項及び次項において「 適格分社型
分割等」という。）を行い、かつ、当該内国法
人が当該 適格分社型分割等の直前までに国庫補
助金等をもつてその交付の目的に適合した固定
資産の取得又は改良をした場合（当該 適格分社
型分割等の日の属する事業年度開始の時から当
該 適格分社型分割等の直前の時までの期間内に
当該取得又は改良に充てた国庫補助金等の全部
又は一部の返還を要しないことが確定し、か
つ、当該取得又は改良をした固定資産を当該 適
格分社型分割等により分割承継法人、被現物出
資法人又は 被事後設立法人に移転する場合に限
る。）において、当該固定資産につき、圧縮限
度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を
減額したときは、当該減額した金額に相当する
金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、

り崩すべきこととなつたものを除く。）を有す
る内国法人が国庫補助金等をもつてその交付の
目的に適合した固定資産の取得又は改良（同条
第八項の規定により被合併法人、分割法人、現
物出資法人又は 現物分配法人（以下この項及び
第六項において「被合併法人等」という。）か
ら当該特別勘定の金額の引継ぎを受けている場
合（以下この項において「引継ぎがある場合」
という。）には、当該被合併法人等が国庫補助
金等をもつて行つたその取得又は改良を含む。
以下この項及び第四項において同じ。）をし、
かつ、その取得又は改良をした日（引継ぎがあ
る場合には、同条第八項に規定する適格組織再
編成（第六項において「適格組織再編成」とい
う。）の日）の属する事業年度以後の事業年度
においてその取得又は改良に充てた国庫補助金
等の全部又は一部の返還を要しないことが確定
した場合において、その固定資産につき、その
確定した日における当該特別勘定の金額のうち
その返還を要しないことが確定した国庫補助金
等に係るものとして政令で定めるところにより
計算した金額（以下この項及び第四項において
「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿
価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限
度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算
において積立金として積み立てる方法（政令で
定める方法を含む。）により経理したときは、
その減額し又は経理した金額に相当する金額は
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入する。
２ 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減
額し又は経理した金額に相当する金額の損金算
入に関する明細の記載がある場合に限り、適用
する。
３ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
４ 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が 適
格分割、適格現物出資又は 適格現物分配（以下
この項及び次項において「 適格分割等」とい
う。）を行い、かつ、当該内国法人が当該 適格
分割等の直前までに国庫補助金等をもつてその
交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良
をした場合（当該 適格分割等の日の属する事業
年度開始の時から当該 適格分割等の直前の時ま
での期間内に当該取得又は改良に充てた国庫補
助金等の全部又は一部の返還を要しないことが
確定し、かつ、当該取得又は改良をした固定資
産を当該 適格分割等により分割承継法人、被現
物出資法人又は 被現物分配法人に移転する場合
に限る。）において、当該固定資産につき、圧
縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価
額を減額したときは、当該減額した金額に相当
する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
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損金の額に算入する。
５ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が 適格
分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定す
る減額した金額に相当する金額その他の財務省
令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄
税務署長に提出した場合に限り、適用する。
６ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被事後設立法人が適格組織再編成により被合併
法人等において第一項又は第四項の規定の適用
を受けた固定資産の移転を受けた場合における
当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

５ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が 適格
分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額
した金額に相当する金額その他の財務省令で定
める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署
長に提出した場合に限り、適用する。
６ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が適格組織再編成により被合併
法人等において第一項又は第四項の規定の適用
を受けた固定資産の移転を受けた場合における
当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損
金算入）
第四十五条 次に掲げる事業を営む内国法人（清算
中のものを除く。以下この条において同じ。）
が、各事業年度において当該事業に必要な施設
を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、
熱供給を受ける者又は鉄道、軌道若しくは有線
放送電話の利用者その他その施設によつて便益
を受ける者（以下この条において「受益者」と
いう。）から金銭又は資材の交付を受け、当該
事業年度においてその金銭又は資材をもつてそ
の施設を構成する固定資産を取得した場合にお
いて、その固定資産につき、その交付を受けた
金銭の額又は資材の価額に相当する金額（以下
この項において「圧縮限度額」という。）の範
囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度
の確定した決算において積立金として積み立て
る方法（政令で定める方法を含む。）により経
理したときは、その減額し又は経理した金額に
相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。
一 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）
第二条第一項第一号（定義）に規定する一般
電気事業、同項第三号に規定する卸電気事業
又は同項第五号に規定する特定電気事業
二 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）
第二条第一項（定義）に規定する一般ガス事
業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業
三 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第
三条第二項（定義）に規定する水道事業
四 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八
号）第二条第二項（定義）に規定する熱供給
事業
五 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）
第二条第一項（定義）に規定する鉄道事業
六 軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第
一項（軌道法の適用対象）に規定する軌道を
敷設して行なう運輸事業
七 有線放送電話に関する法律（昭和三十二年法
律第百五十二号）第二条第二項（定義）に規

（工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損
金算入）
第四十五条 次に掲げる事業を営む内国法人（清算
中のものを除く。以下この条において同じ。）
が、各事業年度において当該事業に必要な施設
を設けるため電気、ガス若しくは水の需要者、
熱供給を受ける者又は鉄道、軌道若しくは有線
放送電話の利用者その他その施設によつて便益
を受ける者（以下この条において「受益者」と
いう。）から金銭又は資材の交付を受け、当該
事業年度においてその金銭又は資材をもつてそ
の施設を構成する固定資産を取得した場合にお
いて、その固定資産につき、その交付を受けた
金銭の額又は資材の価額に相当する金額（以下
この項において「圧縮限度額」という。）の範
囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、
又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度
の確定した決算において積立金として積み立て
る方法（政令で定める方法を含む。）により経
理したときは、その減額し又は経理した金額に
相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。
一 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）
第二条第一項第一号（定義）に規定する一般
電気事業、同項第三号に規定する卸電気事業
又は同項第五号に規定する特定電気事業
二 ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）
第二条第一項（定義）に規定する一般ガス事
業又は同条第三項に規定する簡易ガス事業
三 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第
三条第二項（定義）に規定する水道事業
四 熱供給事業法（昭和四十七年法律第八十八
号）第二条第二項（定義）に規定する熱供給
事業
五 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）
第二条第一項（定義）に規定する鉄道事業
六 軌道法（大正十年法律第七十六号）第一条第
一項（軌道法の適用対象）に規定する軌道を
敷設して行なう運輸事業
七 有線放送電話に関する法律（昭和三十二年法
律第百五十二号）第二条第二項（定義）に規
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定する有線放送電話業務に係る事業
八 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定
めるもの

２ 前項の内国法人が、各事業年度において同項各
号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必
要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場
合において、その固定資産につき、その固定資
産の価額に相当する金額（以下この項において
「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿
価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限
度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算
において積立金として積み立てる方法（政令で
定める方法を含む。）により経理したときは、
その減額し又は経理した金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する減額し又は経理した金額に相当する金
額の損金算入に関する明細の記載がある場合に
限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 第一項の内国法人が、 適格分社型分割、適格現
物出資又は 適格事後設立（以下この条において
「 適格分社型分割等」という。）により固定資
産（当該 適格分社型分割等の日の属する事業年
度開始の時から当該 適格分社型分割等の直前の
時までの期間内に同項各号に掲げる事業に必要
な施設を設けるため当該事業に係る受益者から
金銭又は資材の交付を受け、かつ、当該交付を
受けた金銭又は資材をもつて取得したもので当
該施設を構成するものに限る。）を分割承継法
人、被現物出資法人又は 被事後設立法人（次項
において「分割承継法人等」という。）に移転
する場合において、当該固定資産につき、その
交付を受けた金銭の額又は資材の価額に相当す
る金額の範囲内でその帳簿価額を減額したとき
は、当該減額した金額に相当する金額は、当該
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入する。
６ 第一項の内国法人が、 適格分社型分割等により
同項各号に掲げる事業に必要な施設を構成する
固定資産（当該 適格分社型分割等の日の属する
事業年度開始の時から当該 適格分社型分割等の
直前の時までの期間内に当該事業に係る受益者
から交付を受けたものに限る。）を分割承継法
人等に移転する場合において、当該固定資産に
つき、当該固定資産の価額に相当する金額の範
囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減
額した金額に相当する金額は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
７ 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国
法人が 適格分社型分割等の日以後二月以内にこ
れらの規定に規定する減額した金額に相当する

定する有線放送電話業務に係る事業
八 前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定
めるもの

２ 前項の内国法人が、各事業年度において同項各
号に掲げる事業に係る受益者から当該事業に必
要な施設を構成する固定資産の交付を受けた場
合において、その固定資産につき、その固定資
産の価額に相当する金額（以下この項において
「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿
価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限
度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算
において積立金として積み立てる方法（政令で
定める方法を含む。）により経理したときは、
その減額し又は経理した金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する減額し又は経理した金額に相当する金
額の損金算入に関する明細の記載がある場合に
限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 第一項の内国法人が、 適格分割、適格現物出資
又は 適格現物分配（以下この条において「 適格
分割等」という。）により固定資産（当該 適格
分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
適格分割等の直前の時までの期間内に同項各号
に掲げる事業に必要な施設を設けるため当該事
業に係る受益者から金銭又は資材の交付を受
け、かつ、当該交付を受けた金銭又は資材をも
つて取得したもので当該施設を構成するものに
限る。）を分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人（次項において「分割承継法人
等」という。）に移転する場合において、当該
固定資産につき、その交付を受けた金銭の額又
は資材の価額に相当する金額の範囲内でその帳
簿価額を減額したときは、当該減額した金額に
相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。
６ 第一項の内国法人が、 適格分割等により同項各
号に掲げる事業に必要な施設を構成する固定資
産（当該 適格分割等の日の属する事業年度開始
の時から当該 適格分割等の直前の時までの期間
内に当該事業に係る受益者から交付を受けたも
のに限る。）を分割承継法人等に移転する場合
において、当該固定資産につき、当該固定資産
の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額
を減額したときは、当該減額した金額に相当す
る金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
７ 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国
法人が 適格分割等の日以後二月以内にこれらの
規定に規定する減額した金額に相当する金額そ
の他の財務省令で定める事項を記載した書類を
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金額その他の財務省令で定める事項を記載した
書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に
限り、適用する。
８ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現
物出資又は 適格事後設立により被合併法人、分
割法人、現物出資法人 又は事後設立法人におい
て第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の
適用を受けた固定資産の移転を受けた場合にお
ける当該固定資産の取得価額その他前各項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
８ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現
物出資又は 適格現物分配により被合併法人、分
割法人、現物出資法人 又は現物分配法人におい
て第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の
適用を受けた固定資産の移転を受けた場合にお
ける当該固定資産の取得価額その他前各項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金
算入）
第四十七条 内国法人（清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）が、各事業年度におい
てその有する固定資産（当該 内国法人が合併法
人、分割承継法人、被現物出資法人又は 被事後
設立法人（第八項において「合併法人等」とい
う。 ）となる適格合併、適格分割、適格現物出
資又は 適格事後設立（以下この項及び第八項に
おいて「適格組織再編成」という。） を行つて
いる場合には、当該適格組織再編成に係る被合
併法人、分割法人、現物出資法人 又は事後設立
法人（第八項において「被合併法人等」とい
う。）の有していたものを含む。以下この条に
おいて「所有固定資産」という。）の滅失又は
損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政
令で定めるもの（ 第四十九条までにおいて「保
険金等」という。）の支払を受け、当該事業年
度においてその保険金等をもつてその滅失をし
た所有固定資産に代替する同一種類の固定資産
（以下この条において「代替資産」という。）
の取得（第六十四条の二第三項（リース取引に
係る所得の金額の計算）に規定するリース取引
のうち所有権が移転しないものとして政令で定
めるものによる取得を除く。以下この項及び第
五項において同じ。）をし、又はその損壊をし
た所有固定資産若しくは代替資産となるべき資
産の改良をした場合において、これらの固定資
産につき、その取得又は改良に充てた保険金等
に係る差益金の額として政令で定めるところに
より計算した金額（以下この項において「圧縮
限度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を
損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以
下の金額を当該事業年度の確定した決算におい
て積立金として積み立てる方法（政令で定める
方法を含む。）により経理したときは、その減
額し又は経理した金額に相当する金額は、当該
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入する。
２ 内国法人が、各事業年度において所有固定資産
の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わる
べきものとして代替資産の交付を受けた場合に

（保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金
算入）
第四十七条 内国法人（清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）が、各事業年度におい
てその有する固定資産（当該 内国法人を合併法
人、分割承継法人、被現物出資法人又は 被現物
分配法人（第八項において「合併法人等」とい
う。 ）とする適格合併、適格分割、適格現物出
資又は 適格現物分配（以下この項及び第八項に
おいて「適格組織再編成」という。） が行われ
ている場合には、当該適格組織再編成に係る被
合併法人、分割法人、現物出資法人 又は現物分
配法人（第八項において「被合併法人等」とい
う。）の有していたものを含む。以下この条に
おいて「所有固定資産」という。）の滅失又は
損壊により保険金、共済金又は損害賠償金で政
令で定めるもの（ 以下第四十九条までにおいて
「保険金等」という。）の支払を受け、当該事
業年度においてその保険金等をもつてその滅失
をした所有固定資産に代替する同一種類の固定
資産（以下この条において「代替資産」とい
う。）の取得（第六十四条の二第三項（リース
取引に係る所得の金額の計算）に規定するリー
ス取引のうち所有権が移転しないものとして政
令で定めるものによる取得を除く。以下この項
及び第五項において同じ。）をし、又はその損
壊をした所有固定資産若しくは代替資産となる
べき資産の改良をした場合において、これらの
固定資産につき、その取得又は改良に充てた保
険金等に係る差益金の額として政令で定めると
ころにより計算した金額（以下この項において
「圧縮限度額」という。）の範囲内でその帳簿
価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限
度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算
において積立金として積み立てる方法（政令で
定める方法を含む。）により経理したときは、
その減額し又は経理した金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
２ 内国法人が、各事業年度において所有固定資産
の滅失又は損壊による保険金等の支払に代わる
べきものとして代替資産の交付を受けた場合に
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おいて、その代替資産につき、その代替資産に
係る差益金の額として政令で定めるところによ
り計算した金額（以下この項において「圧縮限
度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損
金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下
の金額を当該事業年度の確定した決算において
積立金として積み立てる方法（政令で定める方
法を含む。）により経理したときは、その減額
し又は経理した金額に相当する金額は、当該事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する減額し又は経理した金額に相当する金
額の損金算入に関する明細の記載がある場合に
限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（以下この条において「 適格分
社型分割等」という。）により固定資産（当該
適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の
時から当該 適格分社型分割等の直前の時までの
期間内に、所有固定資産の滅失若しくは損壊に
より保険金等の支払を受け、かつ、当該保険金
等をもつて取得をした代替資産又は当該期間内
に、当該滅失若しくは損壊により保険金等の支
払を受け、かつ、当該保険金等をもつて改良を
した損壊した所有固定資産若しくは代替資産と
なるべき資産に限る。以下この項において同
じ。）を分割承継法人、被現物出資法人又は 被
事後設立法人（次項において「分割承継法人
等」という。）に移転する場合において、当該
固定資産につき、第一項に規定する圧縮限度額
に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額
したときは、当該減額した金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
６ 内国法人が、 適格分社型分割等により代替資産
（当該 適格分社型分割等の日の属する事業年度
開始の時から当該 適格分社型分割等の直前の時
までの期間内に所有固定資産の滅失又は損壊に
よる保険金等の支払に代わるべきものとして交
付を受けたものに限る。以下この項において同
じ。）を分割承継法人等に移転する場合におい
て、当該代替資産につき、第二項に規定する圧
縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価
額を減額したときは、当該減額した金額に相当
する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
７ 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国
法人が 適格分社型分割等の日以後二月以内にこ
れらの規定に規定する減額した金額に相当する
金額その他の財務省令で定める事項を記載した
書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に

おいて、その代替資産につき、その代替資産に
係る差益金の額として政令で定めるところによ
り計算した金額（以下この項において「圧縮限
度額」という。）の範囲内でその帳簿価額を損
金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下
の金額を当該事業年度の確定した決算において
積立金として積み立てる方法（政令で定める方
法を含む。）により経理したときは、その減額
し又は経理した金額に相当する金額は、当該事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する減額し又は経理した金額に相当する金
額の損金算入に関する明細の記載がある場合に
限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項又は第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（以下この条において「 適格分割等」
という。）により固定資産（当該 適格分割等の
日の属する事業年度開始の時から当該 適格分割
等の直前の時までの期間内に、所有固定資産の
滅失若しくは損壊により保険金等の支払を受
け、かつ、当該保険金等をもつて取得をした代
替資産又は当該期間内に、当該滅失若しくは損
壊により保険金等の支払を受け、かつ、当該保
険金等をもつて改良をした損壊した所有固定資
産若しくは代替資産となるべき資産に限る。以
下この項において同じ。）を分割承継法人、被
現物出資法人又は 被現物分配法人（次項におい
て「分割承継法人等」という。）に移転する場
合において、当該固定資産につき、第一項に規
定する圧縮限度額に相当する金額の範囲内でそ
の帳簿価額を減額したときは、当該減額した金
額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金
額の計算上、損金の額に算入する。
６ 内国法人が、 適格分割等により代替資産（当該
適格分割等の日の属する事業年度開始の時から
当該 適格分割等の直前の時までの期間内に所有
固定資産の滅失又は損壊による保険金等の支払
に代わるべきものとして交付を受けたものに限
る。以下この項において同じ。）を分割承継法
人等に移転する場合において、当該代替資産に
つき、第二項に規定する圧縮限度額に相当する
金額の範囲内でその帳簿価額を減額したとき
は、当該減額した金額に相当する金額は、当該
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入する。
７ 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国
法人が 適格分割等の日以後二月以内にこれらの
規定に規定する減額した金額に相当する金額そ
の他の財務省令で定める事項を記載した書類を
納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、
適用する。
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限り、適用する。
８ 合併法人等が適格組織再編成により被合併法人
等において第一項、第二項、第五項又は第六項
の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた
場合における当該固定資産の取得価額その他前
各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

８ 合併法人等が適格組織再編成により被合併法人
等において第一項、第二項、第五項又は第六項
の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた
場合における当該固定資産の取得価額その他前
各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入）
第四十八条 保険金等の支払を受ける内国法人（清
算中のものを除く。以下この条において同
じ。）が、その支払を受ける事業年度（被合併
法人の合併（適格合併を除く。次項及び第三項
において「非適格合併」という。）の日の前日
の属する事業年度を除く。）終了の日の翌日か
ら二年を経過した日の前日（災害その他やむを
得ない事由により同日までに前条第一項に規定
する代替資産の同項に規定する取得をすること
が困難である場合には、政令で定めるところに
より納税地の所轄税務署長が指定した日（第六
項及び第八項において「指定日」という。）と
する。）までの期間内にその保険金等をもつて
同条第一項に規定する取得又は改良をしようと
する場合（当該内国法人が被合併法人となる適
格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併
法人が当該取得又は改良をしようとする場合そ
の他の政令で定める場合を含む。）において、
当該取得又は改良に充てようとする保険金等に
係る差益金の額として政令で定めるところによ
り計算した金額以下の金額を当該事業年度の確
定した決算において特別勘定を設ける方法（政
令で定める方法を含む。）により経理したとき
は、その経理した金額に相当する金額は、当該
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入する。
２ 前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条
第一項に規定する代替資産の同項に規定する取
得をした場合、当該内国法人が非適格合併によ
り解散した場合その他の政令で定める場合に
は、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち
政令で定めるところにより計算した金額を取り
崩さなければならない。
３ 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第
一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当し
ないで取り崩した当該特別勘定の金額（第八項
の規定により合併法人、分割承継法人 、被現物
出資法人又は被事後設立法人（第八項及び第十
項において「合併法人等」という。）に引き継
ぐこととされたものを除く。）は、それぞれそ
の取り崩すべきこととなつた日（前項に規定す
る内国法人が非適格合併により解散した場合に
は、当該非適格合併の日の前日）又は取り崩し
た日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入する。

（保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入）
第四十八条 保険金等の支払を受ける内国法人（清
算中のものを除く。以下この条において同
じ。）が、その支払を受ける事業年度（被合併
法人の合併（適格合併を除く。次項及び第三項
において「非適格合併」という。）の日の前日
の属する事業年度を除く。）終了の日の翌日か
ら二年を経過した日の前日（災害その他やむを
得ない事由により同日までに前条第一項に規定
する代替資産の同項に規定する取得をすること
が困難である場合には、政令で定めるところに
より納税地の所轄税務署長が指定した日（第六
項及び第八項において「指定日」という。）と
する。）までの期間内にその保険金等をもつて
同条第一項に規定する取得又は改良をしようと
する場合（当該内国法人が被合併法人となる適
格合併を行い、かつ、当該適格合併に係る合併
法人が当該取得又は改良をしようとする場合そ
の他の政令で定める場合を含む。）において、
当該取得又は改良に充てようとする保険金等に
係る差益金の額として政令で定めるところによ
り計算した金額以下の金額を当該事業年度の確
定した決算において特別勘定を設ける方法（政
令で定める方法を含む。）により経理したとき
は、その経理した金額に相当する金額は、当該
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入する。
２ 前項の特別勘定を設けている内国法人は、前条
第一項に規定する代替資産の同項に規定する取
得をした場合、当該内国法人が非適格合併によ
り解散した場合その他の政令で定める場合に
は、その保険金等に係る特別勘定の金額のうち
政令で定めるところにより計算した金額を取り
崩さなければならない。
３ 前項の規定により取り崩すべきこととなつた第
一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当し
ないで取り崩した当該特別勘定の金額（第八項
の規定により合併法人、分割承継法人 又は被現
物出資法人（第八項及び第十項において「合併
法人等」という。）に引き継ぐこととされたも
のを除く。）は、それぞれその取り崩すべきこ
ととなつた日（前項に規定する内国法人が非適
格合併により解散した場合には、当該非適格合
併の日の前日）又は取り崩した日の属する事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す
る。

82



４ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する
経理した金額に相当する金額の損金算入に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。
５ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
６ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は適格事後設立（以下この条において「 適格分
社型分割等」という。）を行い、かつ、当該 適
格分社型分割等の日の属する事業年度開始の時
から当該 適格分社型分割等の直前の時までの期
間内に保険金等の支払を受けている場合（当該
適格分社型分割等の日から当該事業年度終了の
日の翌日以後二年を経過した日の前日（指定日
がある場合には、当該指定日）までの期間内に
当該 適格分社型分割等に係る分割承継法人 、被
現物出資法人又は被事後設立法人（第八項及び
第九項において「分割承継法人等」という。）
が当該保険金等をもつて前条第一項に規定する
取得又は改良をすることが見込まれる場合に限
る。）において、その取得又は改良に充てよう
とする保険金等に係る第一項に規定する計算し
た金額に相当する金額の範囲内で同項の特別勘
定に相当するもの（以下この条において「期中
特別勘定」という。）を設けたときは、 当該設
けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当
該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に
算入する。
７ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に
相当する金額その他の財務省令で定める事項を
記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出し
た場合に限り、適用する。
８ 内国法人が、適格合併、適格分割 、適格現物出
資又は適格事後設立（以下この項において「 適
格組織再編成」という。）を行つた場合には、
次の各号に掲げる 適格組織再編成の区分に応
じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中
特別勘定の金額は、当該 適格組織再編成に係る
合併法人等に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金
等に係る第一項の特別勘定の金額
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割の直前に
有する保険金等に係る第一項の特別勘定の金
額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継
法人が取得改良期間（当該適格分割型分割の
日から当該適格分割型分割に係る分割法人の
当該保険金等の支払を受けた事業年度終了の
日の翌日以後二年を経過した日の前日（指定
日がある場合には、当該指定日）までの期間
をいう。）内に行うことが見込まれる前条第
一項に規定する取得又は改良に充てようとす
る当該保険金等に係るもの
三 適格分社型分割等 当該 適格分社型分割等の直
前に有する保険金等に係る第一項の特別勘定

４ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する
経理した金額に相当する金額の損金算入に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。
５ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
６ 内国法人が、 適格分割又は適格現物出資（以下
この条において「 適格分割等」という。）を行
い、かつ、当該 適格分割等の日の属する事業年
度開始の時から当該 適格分割等の直前の時まで
の期間内に保険金等の支払を受けている場合
（当該 適格分割等の日から当該事業年度終了の
日の翌日以後二年を経過した日の前日（指定日
がある場合には、当該指定日）までの期間内に
当該 適格分割等に係る分割承継法人 又は被現物
出資法人（第八項第二号及び第九項において
「分割承継法人等」という。）が当該保険金等
をもつて前条第一項に規定する取得又は改良を
することが見込まれる場合に限る。）におい
て、その取得又は改良に充てようとする保険金
等に係る第一項に規定する計算した金額に相当
する金額の範囲内で同項の特別勘定に相当する
もの（以下この条において「期中特別勘定」と
いう。）を設けたときは、 その設けた期中特別
勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
７ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等の
日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当す
る金額その他の財務省令で定める事項を記載し
た書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合
に限り、適用する。
８ 内国法人が、適格合併、適格分割 又は適格現物
出資（以下この項において「 適格合併等」とい
う。）を行つた場合には、次の各号に掲げる 適
格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別
勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該 適
格合併等に係る合併法人等に引き継ぐものとす
る。
一 適格合併 当該適格合併の直前に有する保険金
等に係る第一項の特別勘定の金額
◆削除◆
二 適格分割等 当該 適格分割等の直前に有する保
険金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち
当該 適格分割等に係る分割承継法人等が取得
改良期間（当該 適格分割等の日から当該 適格
分割等に係る分割法人 又は現物出資法人の当
該保険金等の支払を受けた事業年度終了の日
の翌日以後二年を経過した日の前日（指定日
がある場合には、当該指定日）までの期間を
いう。）内に行うことが見込まれる前条第一
項に規定する取得又は改良に充てようとする
当該保険金等に係るもの及び当該 適格分割
等に際して設けた保険金等に係る期中特別勘
定の金額

９ 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている
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の金額のうち当該 適格分社型分割等に係る分
割承継法人等が取得改良期間（当該 適格分社
型分割等の日から当該 適格分社型分割等に係
る分割法人 、現物出資法人又は事後設立法
人の当該保険金等の支払を受けた事業年度終
了の日の翌日以後二年を経過した日の前日
（指定日がある場合には、当該指定日）まで
の期間をいう。）内に行うことが見込まれる
前条第一項に規定する取得又は改良に充てよ
うとする当該保険金等に係るもの及び当該 適
格分社型分割等に際して設けた保険金等に係
る期中特別勘定の金額

９ 前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている
内国法人で 適格分割、適格現物出資又は適格事
後設立（以下この項において「適格分割等」と
いう。）を行つたもの（当該特別勘定及び期中
特別勘定の双方を設けている内国法人であつ
て、 適格分社型分割等により分割承継法人等に
当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを
除く。）にあつては、当該特別勘定を設けてい
る内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内
に当該適格分割等により分割承継法人等に引き
継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定
める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署
長に提出した場合に限り、適用する。

10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の
金額は、当該合併法人等が同項の規定により設
けている同項の特別勘定の金額とみなす。

11 合併、分割、現物出資又は 事後設立（第二条第
十二号の六（定義）に規定する 事後設立をい
う。）が行われた場合における前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人で 適格分割等を行つたもの（当該特別
勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国
法人であつて、 適格分割等により分割承継法人
等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐも
のを除く。）にあつては、当該特別勘定を設け
ている内国法人が当該適格分割等の日以後二月
以内に当該適格分割等により分割承継法人等に
引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令
で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税
務署長に提出した場合に限り、適用する。

10 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の
金額は、当該合併法人等が同項の規定により設
けている同項の特別勘定の金額とみなす。

11 合併、分割、現物出資又は 現物分配（第二条第
十二号の六（定義）に規定する 現物分配をい
う。）が行われた場合における前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固
定資産等の圧縮額の損金算入）
第四十九条 前条第一項の特別勘定の金額（既に取
り崩すべきこととなつたものを除く。）を有す
る内国法人が、同項に規定する期間（当該特別
勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法
人から引継ぎを受けたものである場合その他の
政令で定める場合には、政令で定める期間。第
四項において「取得指定期間」という。）内に
同条第一項に規定する取得又は改良をした場合
において、その取得又は改良に係る固定資産に
つき、その取得又は改良をした日における当該
特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充て
た保険金等に係るものとして政令で定めるとこ
ろにより計算した金額（以下この項及び第四項
において「圧縮限度額」という。）の範囲内で
その帳簿価額を損金経理により減額し、又はそ
の圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定
した決算において積立金として積み立てる方法
（政令で定める方法を含む。）により経理した

（特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固
定資産等の圧縮額の損金算入）
第四十九条 前条第一項の特別勘定の金額（既に取
り崩すべきこととなつたものを除く。）を有す
る内国法人が、同項に規定する期間（当該特別
勘定の金額が同条第八項の規定により被合併法
人から引継ぎを受けたものである場合その他の
政令で定める場合には、政令で定める期間。第
四項において「取得指定期間」という。）内に
同条第一項に規定する取得又は改良をした場合
において、その取得又は改良に係る固定資産に
つき、その取得又は改良をした日における当該
特別勘定の金額のうちその取得又は改良に充て
た保険金等に係るものとして政令で定めるとこ
ろにより計算した金額（以下この項及び第四項
において「圧縮限度額」という。）の範囲内で
その帳簿価額を損金経理により減額し、又はそ
の圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定
した決算において積立金として積み立てる方法
（政令で定める方法を含む。）により経理した
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ときは、その減額し又は経理した金額に相当す
る金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
２ 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減
額し又は経理した金額に相当する金額の損金算
入に関する明細の記載がある場合に限り、適用
する。
３ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
４ 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が 適
格分社型分割、適格現物出資又は 適格事後設
立（以下この項及び次項において「 適格分社型
分割等」という。）を行い、かつ、当該内国法
人が当該 適格分社型分割等の日の属する事業年
度開始の時から当該 適格分社型分割等の直前の
時までの期間内に第一項に規定する取得又は改
良をした場合（当該取得又は改良に係る取得指
定期間内に当該取得又は改良をし、かつ、当該
取得又は改良をした固定資産を当該 適格分社型
分割等により分割承継法人、被現物出資法人又
は 被事後設立法人に移転する場合に限る。）に
おいて、当該固定資産につき、圧縮限度額に相
当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した
ときは、当該減額した金額に相当する金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入する。
５ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が 適格
分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定す
る減額した金額に相当する金額その他の財務省
令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄
税務署長に提出した場合に限り、適用する。
６ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被事後設立法人が適格合併、適格分割、適格現
物出資又は 適格事後設立により被合併法人、分
割法人、現物出資法人 又は事後設立法人におい
て第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定
資産の移転を受けた場合における当該固定資産
の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

ときは、その減額し又は経理した金額に相当す
る金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
２ 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する減
額し又は経理した金額に相当する金額の損金算
入に関する明細の記載がある場合に限り、適用
する。
３ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
４ 第一項の特別勘定の金額を有する内国法人が 適
格分割、適格現物出資又は 適格現物分配（以下
この項及び次項において「 適格分割等」とい
う。）を行い、かつ、当該内国法人が当該 適格
分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
適格分割等の直前の時までの期間内に第一項に
規定する取得又は改良をした場合（当該取得又
は改良に係る取得指定期間内に当該取得又は改
良をし、かつ、当該取得又は改良をした固定資
産を当該 適格分割等により分割承継法人、被現
物出資法人又は 被現物分配法人に移転する場合
に限る。）において、当該固定資産につき、圧
縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価
額を減額したときは、当該減額した金額に相当
する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
５ 前項の規定は、同項に規定する内国法人が 適格
分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額
した金額に相当する金額その他の財務省令で定
める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署
長に提出した場合に限り、適用する。
６ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現
物出資又は 適格現物分配により被合併法人、分
割法人、現物出資法人 又は現物分配法人におい
て第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定
資産の移転を受けた場合における当該固定資産
の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（交換により取得した資産の圧縮額の損金算入）
第五十条 内国法人（清算中のものを除く。以下こ
の条において同じ。）が、各事業年度におい
て、一年以上有していた固定資産（当該内国法
人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適
格事後設立（以下この項及び第七項において
「適格組織再編成」という。）により被合併法
人、分割法人、現物出資法人又は 事後設立法
人（以下この項及び第七項において「被合併法
人等」という。）から移転を受けたもので、当
該被合併法人等と当該内国法人の有していた期

（交換により取得した資産の圧縮額の損金算入）
第五十条 内国法人（清算中のものを除く。以下こ
の条において同じ。）が、各事業年度におい
て、一年以上有していた固定資産（当該内国法
人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適
格現物分配（以下この項及び第七項において
「適格組織再編成」という。）により被合併法
人、分割法人、現物出資法人又は 現物分配法
人（以下この項及び第七項において「被合併法
人等」という。）から移転を受けたもので、当
該被合併法人等と当該内国法人の有していた期
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間の合計が一年以上であるものを含む。）で次
の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以
上有していた固定資産（当該他の者が適格組織
再編成により被合併法人等から移転を受けたも
ので、当該被合併法人等と当該他の者の有して
いた期間の合計が一年以上であるものを含
む。）で当該各号に掲げるもの（交換のために
取得したと認められるものを除く。）と交換
し、その交換により取得した当該各号に掲げる
資産（以下この条において「取得資産」とい
う。）をその交換により譲渡した当該各号に掲
げる資産（以下この条において「譲渡資産」と
いう。）の譲渡の直前の用途と同一の用途に供
した場合において、その取得資産につき、その
交換により生じた差益金の額として政令で定め
るところにより計算した金額の範囲内でその帳
簿価額を損金経理により減額したときは、その
減額した金額に相当する金額は、当該事業年度
の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 土地（建物又は構築物の所有を目的とする地
上権及び賃借権並びに農地法（昭和二十七年
法律第二百二十九号）第二条第一項（定義）
に規定する農地の上に存する耕作に関する権
利を含む。）
二 建物（これに附属する設備及び構築物を含
む。）
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘
し又は採取する権利を含む。）

２ 前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換
の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額
との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価
額の百分の二十に相当する金額を超える場合に
は、適用しない。
３ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する
減額した金額に相当する金額の損金算入に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
５ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（以下この項及び次項において
「 適格分社型分割等」という。）により取得資
産（当該 適格分社型分割等の日の属する事業年
度開始の時から当該 適格分社型分割等の直前の
時までの期間内に、第一項に規定する交換によ
り取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同
一の用途に供したものに限る。）を分割承継法
人、被現物出資法人又は 被事後設立法人に移転
する場合において、当該取得資産につき、同項
に規定する計算した金額に相当する金額の範囲
内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額
した金額に相当する金額は、当該事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入する。

間の合計が一年以上であるものを含む。）で次
の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以
上有していた固定資産（当該他の者が適格組織
再編成により被合併法人等から移転を受けたも
ので、当該被合併法人等と当該他の者の有して
いた期間の合計が一年以上であるものを含
む。）で当該各号に掲げるもの（交換のために
取得したと認められるものを除く。）と交換
し、その交換により取得した当該各号に掲げる
資産（以下この条において「取得資産」とい
う。）をその交換により譲渡した当該各号に掲
げる資産（以下この条において「譲渡資産」と
いう。）の譲渡の直前の用途と同一の用途に供
した場合において、その取得資産につき、その
交換により生じた差益金の額として政令で定め
るところにより計算した金額の範囲内でその帳
簿価額を損金経理により減額したときは、その
減額した金額に相当する金額は、当該事業年度
の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 土地（建物又は構築物の所有を目的とする地
上権及び賃借権並びに農地法（昭和二十七年
法律第二百二十九号）第二条第一項（定義）
に規定する農地の上に存する耕作に関する権
利を含む。）
二 建物（これに附属する設備及び構築物を含
む。）
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘
し又は採取する権利を含む。）

２ 前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換
の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額
との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価
額の百分の二十に相当する金額を超える場合に
は、適用しない。
３ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する
減額した金額に相当する金額の損金算入に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
５ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（以下この項及び次項において「 適格
分割等」という。）により取得資産（当該 適格
分割等の日の属する事業年度開始の時から当該
適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項
に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲
渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限
る。）を分割承継法人、被現物出資法人又は 被
現物分配法人に移転する場合において、当該取
得資産につき、同項に規定する計算した金額に
相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額し
たときは、当該減額した金額に相当する金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
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６ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に同項に規定する減額し
た金額に相当する金額その他の財務省令で定め
る事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長
に提出した場合に限り、適用する。
７ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被事後設立法人が適格組織再編成により被合併
法人等において第一項又は第五項の規定の適用
を受けた固定資産の移転を受けた場合における
当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

６ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等の
日以後二月以内に同項に規定する減額した金額
に相当する金額その他の財務省令で定める事項
を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出
した場合に限り、適用する。
７ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
被現物分配法人が適格組織再編成により被合併
法人等において第一項又は第五項の規定の適用
を受けた固定資産の移転を受けた場合における
当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第七目 引当金
（貸倒引当金）
第五十二条 内国法人が、 会社更生法の規定によ
る更生計画認可の決定に基づいてその有する金
銭債権の弁済を猶予され、又は賦払により弁済
される場合その他の政令で定める場合におい
て、その一部につき貸倒れその他これに類する
事由による損失が見込まれる金銭債権（当該金
銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権 （適
格分割型分割に該当しない分割型分割により分
割承継法人に移転するものを除く。）がある場
合には当該他の金銭債権を含む ものとし、適格
合併に該当しない合併又は適格分割型分割に該
当しない分割型分割（次項において「非適格合
併等」という。）により合併法人又は分割承継
法人（次項において「合併法人等」という。）
に移転する金銭債権を除く。以下この条におい
て「個別評価金銭債権」という。）のその損失
の見込額として、各事業年度 ◆追加◆において
損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金
額については、当該繰り入れた金額のうち、当
該事業年度終了の時において当該個別評価金銭
債権の取立て又は弁済の見込みがないと認めら
れる部分の金額を基礎として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額（第五項において「個別
貸倒引当金繰入限度額」という。）に達するま
での金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入する。
２ 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他
これらに準ずる金銭債権（個別評価金銭債権 及
び非適格合併等により合併法人等に移転する金
銭債権を除く。以下 この項及び第八項において
「一括評価金銭債権」という。）の貸倒れによ
る損失の見込額として、各事業年度 ◆追加◆に
おいて損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入
れた金額については、当該繰り入れた金額のう
ち、当該事業年度終了の時において有する一括
評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸
付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れに
よる損失の額を基礎として政令で定めるところ
により計算した金額 ◆追加◆に達するまでの金
額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損

第七目 引当金
（貸倒引当金）
第五十二条 内国法人が、 ◆削除◆更生計画認可の
決定に基づいてその有する金銭債権の弁済を猶
予され、又は賦払により弁済される場合その他
の政令で定める場合において、その一部につき
貸倒れその他これに類する事由による損失が見
込まれる金銭債権（当該金銭債権に係る債務者
に対する他の金銭債権 がある場合には、当該他
の金銭債権を含む ◆削除◆。以下この条におい
て「個別評価金銭債権」という。）のその損失
の見込額として、各事業年度 （被合併法人の適
格合併に該当しない合併の日の前日の属する事
業年度及び残余財産の確定（その残余財産の分
配が適格現物分配に該当しないものに限る。次
項において同じ。）の日の属する事業年度を除
く。）において損金経理により貸倒引当金勘定
に繰り入れた金額については、当該繰り入れた
金額のうち、当該事業年度終了の時において当
該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込み
がないと認められる部分の金額を基礎として政
令で定めるところにより計算した金額（第五項
において「個別貸倒引当金繰入限度額」とい
う。）に達するまでの金額は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
２ 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他
これらに準ずる金銭債権（個別評価金銭債権 ◆
削除◆を除く。以下 この条において「一括評価
金銭債権」という。）の貸倒れによる損失の見
込額として、各事業年度 （被合併法人の適格合
併に該当しない合併の日の前日の属する事業年
度及び残余財産の確定の日の属する事業年度を
除く。）において損金経理により貸倒引当金勘
定に繰り入れた金額については、当該繰り入れ
た金額のうち、当該事業年度終了の時において
有する一括評価金銭債権の額及び最近における
売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権
の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定
めるところにより計算した金額 （第六項におい
て「一括貸倒引当金繰入限度額」という。）に
達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金
額の計算上、損金の額に算入する。
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金の額に算入する。
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損
金算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項及び第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は 適格事後設立（以下この条において「 適格分
社型分割等」という。）により分割承継法人、
被現物出資法人又は 被事後設立法人に個別評価
金銭債権を移転する場合において、当該個別評
価金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に
相当するもの（以下この条において 「期中貸倒
引当金勘定」という。）を設けたときは、 当該
設けた期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金
額のうち、当該個別評価金銭債権につき当該 適
格分社型分割等の直前の時を事業年度終了の時
とした場合に同項の規定により計算される個別
貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達する
までの金額は、当該 適格分社型分割等の日の属
する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入する。
◆追加◆
６ 前項の規定は、 同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に 期中貸倒引当金勘定の
金額に相当する金額その他の財務省令で定める
事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に
提出した場合に限り、適用する。
７ 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出
資又は 適格事後設立（以下この項及び 第十項に
おいて「適格組織再編成」という。）を行つた
場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の
区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金勘定
の金額又は 期中貸倒引当金勘定の金額は、当該
適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法
人、被現物出資法人又は 被事後設立法人（ 第十
項において「合併法人等」という。）に引き継
ぐものとする。
一 適格合併 第一項又は第二項の規定により当該
適格合併の日の前日の属する事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入されたこれら
の規定に規定する貸倒引当金勘定の金額
二 適格分割型分割 第一項又は第二項の規定によ
り当該適格分割型分割の日の前日の属する事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入
されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘
定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分
割承継法人に移転する金銭債権に係る部分の
金額として政令で定めるところにより計算し
た金額
三 適格分社型分割等 第五項の規定により当該 適
格分社型分割等の日の属する事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入された 期中貸

３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の損
金算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
４ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項及び第二項の規定を適用する
ことができる。
５ 内国法人が、 適格分割、適格現物出資又は 適格
現物分配（適格現物分配にあつては、残余財産
の全部の分配を除く。以下この条において「 適
格分割等」という。）により分割承継法人、被
現物出資法人又は 被現物分配法人に個別評価金
銭債権を移転する場合において、当該個別評価
金銭債権について第一項の貸倒引当金勘定に相
当するもの（以下この条において 「期中個別貸
倒引当金勘定」という。）を設けたときは、 そ
の設けた期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当
する金額のうち、当該個別評価金銭債権につき
当該 適格分割等の直前の時を事業年度終了の時
とした場合に同項の規定により計算される個別
貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達する
までの金額は、当該 適格分割等の日の属する事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
６ 内国法人が、適格分割等により分割承継法人、
被現物出資法人又は被現物分配法人に一括評価
金銭債権を移転する場合において、当該一括評
価金銭債権について第二項の貸倒引当金勘定に
相当するもの（以下この条において「期中一括
貸倒引当金勘定」という。）を設けたときは、
その設けた期中一括貸倒引当金勘定の金額に相
当する金額のうち、当該一括評価金銭債権につ
き当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の
時とした場合に同項の規定により計算される一
括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額に達す
るまでの金額は、当該適格分割等の日の属する
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算
入する。
７ 前二項の規定は、 これらの規定に規定する内国
法人が 適格分割等の日以後二月以内に 期中個別
貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当金
勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で
定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務
署長に提出した場合に限り、適用する。
８ 内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出
資又は 適格現物分配（以下この項及び 第十一
項において「適格組織再編成」という。）を行
つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編
成の区分に応じ、当該各号に定める貸倒引当金
勘定の金額又は 期中個別貸倒引当金勘定の金額
若しくは期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当
該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法
人、被現物出資法人又は 被現物分配法人（ 第十
一項において「合併法人等」という。）に引き
継ぐものとする。
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倒引当金勘定の金額
８ 第一項、第二項 及び第五項の規定の適用につい
ては、個別評価金銭債権及び一括評価金銭債権
には、内国法人が当該内国法人との間に連結完
全支配関係がある連結法人に対して有する金銭
債権を含まないものとする。
９ 第一項又は第二項の規定により各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入されたこれら
の規定に規定する貸倒引当金勘定の金額 （第七
項の規定により適格分割型分割に係る分割承継
法人に引き継がれたものを除く。）は、当該事
業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益
金の額に算入する。

10 第七項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た貸倒引当金勘定の金額又は 期中貸倒引当金勘
定の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成
の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額に算入する。

11 第十条の三第一項（課税所得の範囲の変更等の
場合のこの法律の適用）に規定する特定普通法
人が公益法人等に該当することとなる場合の当
該特定普通法人のその該当することとなる日の
前日の属する事業年度については、第一項及び
第二項の規定は、適用しない。

12 第三項、第四項及び 第六項に定めるもののほ
か、第一項、第二項、第五項 及び第七項から前
項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

一 適格合併又は適格現物分配（残余財産の全部
の分配に限る。） 第一項又は第二項の規定に
より当該適格合併の日の前日又は当該残余財
産の確定の日の属する事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入されたこれらの規定
に規定する貸倒引当金勘定の金額
◆削除◆
二 適格分割等 第五項又は第六項の規定により当
該 適格分割等の日の属する事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入された 期中個別
貸倒引当金勘定の金額又は期中一括貸倒引当
金勘定の金額

９ 第一項、第二項 、第五項及び第六項の規定の適
用については、個別評価金銭債権及び一括評価
金銭債権には、内国法人が当該内国法人との間
に連結完全支配関係がある連結法人に対して有
する金銭債権を含まないものとする。

10 第一項又は第二項の規定により各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入されたこれら
の規定に規定する貸倒引当金勘定の金額 ◆削除
◆は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額
の計算上、益金の額に算入する。

11 第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た貸倒引当金勘定の金額又は 期中個別貸倒引当
金勘定の金額若しくは期中一括貸倒引当金勘定
の金額は、当該合併法人等の適格組織再編成の
日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益
金の額に算入する。

12 第十条の三第一項（課税所得の範囲の変更等の
場合のこの法律の適用）に規定する特定普通法
人が公益法人等に該当することとなる場合の当
該特定普通法人のその該当することとなる日の
前日の属する事業年度については、第一項及び
第二項の規定は、適用しない。

13 第三項、第四項及び 第七項に定めるもののほ
か、第一項、第二項、第五項 、第六項及び第八
項から前項までの規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（返品調整引当金）
第五十三条 内国法人で出版業その他の政令で定め
る事業（以下この条において「対象事業」とい
う。）を営むもののうち、常時、その販売する
当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、
当該販売の際の価額による買戻しに係る特約そ
の他の政令で定める特約を結んでいるものが、
当該棚卸資産 （適格合併に該当しない合併又は
適格分割型分割に該当しない分割型分割により
合併法人又は分割承継法人に移転する事業に係
るものを除く。）の当該特約に基づく買戻しに
よる損失の見込額として、各事業年度 ◆追加
◆終了の時において損金経理により返品調整引
当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰
り入れた金額のうち、最近における当該対象事

（返品調整引当金）
第五十三条 内国法人で出版業その他の政令で定め
る事業（以下この条において「対象事業」とい
う。）を営むもののうち、常時、その販売する
当該対象事業に係る棚卸資産の大部分につき、
当該販売の際の価額による買戻しに係る特約そ
の他の政令で定める特約を結んでいるものが、
当該棚卸資産 ◆削除◆の当該特約に基づく買戻
しによる損失の見込額として、各事業年度 （被
合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前
日の属する事業年度及び残余財産の確定の日の
属する事業年度を除く。）終了の時において損
金経理により返品調整引当金勘定に繰り入れた
金額については、当該繰り入れた金額のうち、
最近における当該対象事業に係る棚卸資産の当
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業に係る棚卸資産の当該特約に基づく買戻しの
実績を基礎として政令で定めるところにより計
算した金額（第四項において「返品調整引当金
繰入限度額」という。）に達するまでの金額
は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金
の額に算入する。
２ 前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘
定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の
記載がある場合に限り、適用する。
３ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
４ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は適格事後設立（第六項までにおいて「 適格分
社型分割等」という。）により分割承継法人 、
被現物出資法人又は被事後設立法人に対象事業
の全部又は一部を移転する場合において、当該
移転をする対象事業について第一項の返品調整
引当金勘定に相当するもの（以下この条におい
て「期中返品調整引当金勘定」という。）を設
けたときは、 当該設けた期中返品調整引当金勘
定の金額に相当する金額のうち、当該 適格分社
型分割等の直前の時を事業年度終了の時とした
場合に同項の規定により計算される返品調整引
当金繰入限度額に相当する金額に達するまでの
金額は、当該 適格分社型分割等の日の属する事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
５ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分社型分
割等の日以後二月以内に期中返品調整引当金勘
定の金額に相当する金額その他の財務省令で定
める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署
長に提出した場合に限り、適用する。
６ 内国法人が、適格合併、適格分割 、適格現物出
資又は適格事後設立（以下この項及び第八項に
おいて「 適格組織再編成」という。）を行つた
場合には、次の各号に掲げる 適格組織再編成の
区分に応じ、当該各号に定める返品調整引当金
勘定の金額又は期中返品調整引当金勘定の金額
は、当該 適格組織再編成に係る合併法人、分割
承継法人 、被現物出資法人又は被事後設立法
人（第八項において「合併法人等」という。）
に引き継ぐものとする。
一 適格合併 第一項の規定により当該適格合併の
日の前日の属する事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入された同項に規定する返
品調整引当金勘定の金額
二 適格分割型分割 第一項の規定により当該適格
分割型分割の日の前日の属する事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入された同項
に規定する返品調整引当金勘定の金額のうち
当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移
転する対象事業に係る部分の金額として政令
で定めるところにより計算した金額
三 適格分社型分割等 第四項の規定により当該 適

該特約に基づく買戻しの実績を基礎として政令
で定めるところにより計算した金額（第四項に
おいて「返品調整引当金繰入限度額」とい
う。）に達するまでの金額は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
２ 前項の規定は、確定申告書に返品調整引当金勘
定に繰り入れた金額の損金算入に関する明細の
記載がある場合に限り、適用する。
３ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第一項の規定を適用することができ
る。
４ 内国法人が、 適格分割又は適格現物出資（以
下第六項までにおいて「 適格分割等」とい
う。）により分割承継法人 又は被現物出資法
人に対象事業の全部又は一部を移転する場合に
おいて、当該移転をする対象事業について第一
項の返品調整引当金勘定に相当するもの（以下
この条において「期中返品調整引当金勘定」と
いう。）を設けたときは、 その設けた期中返品
調整引当金勘定の金額に相当する金額のうち、
当該 適格分割等の直前の時を事業年度終了の時
とした場合に同項の規定により計算される返品
調整引当金繰入限度額に相当する金額に達する
までの金額は、当該 適格分割等の日の属する事
業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
５ 前項の規定は、同項の内国法人が 適格分割等の
日以後二月以内に期中返品調整引当金勘定の金
額に相当する金額その他の財務省令で定める事
項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提
出した場合に限り、適用する。
６ 内国法人が、適格合併、適格分割 又は適格現物
出資（以下この項及び第八項において「 適格合
併等」という。）を行つた場合には、次の各号
に掲げる 適格合併等の区分に応じ、当該各号に
定める返品調整引当金勘定の金額又は期中返品
調整引当金勘定の金額は、当該 適格合併等に係
る合併法人、分割承継法人 又は被現物出資法
人（第八項において「合併法人等」という。）
に引き継ぐものとする。
一 適格合併 第一項の規定により当該適格合併の
日の前日の属する事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入された同項に規定する返
品調整引当金勘定の金額
◆削除◆
二 適格分割等 第四項の規定により当該 適格分割
等の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入された期中返品調整引当金
勘定の金額

７ 第一項の規定により各事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入された同項に規定する返
品調整引当金勘定の金額 ◆削除◆は、当該事業
年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金
の額に算入する。
８ 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
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格分社型分割等の日の属する事業年度の所得
の金額の計算上損金の額に算入された期中返
品調整引当金勘定の金額

７ 第一項の規定により各事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入された同項に規定する返
品調整引当金勘定の金額 （前項の規定により適
格分割型分割に係る分割承継法人に引き継がれ
たものを除く。）は、当該事業年度の翌事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す
る。
８ 第六項の規定により合併法人等が引継ぎを受け
た返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整
引当金勘定の金額は、当該合併法人等の 適格組
織再編成の日の属する事業年度の所得の金額の
計算上、益金の額に算入する。
９ 第十条の三第一項（課税所得の範囲の変更等の
場合のこの法律の適用）に規定する特定普通法
人が公益法人等に該当することとなる場合の当
該特定普通法人のその該当することとなる日の
前日の属する事業年度については、第一項の規
定は、適用しない。

10 第二項、第三項及び第五項に定めるもののほ
か、第一項、第四項及び第六項から前項までの
規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。

た返品調整引当金勘定の金額又は期中返品調整
引当金勘定の金額は、当該合併法人等の 適格合
併等の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額に算入する。
９ 第十条の三第一項（課税所得の範囲の変更等の
場合のこの法律の適用）に規定する特定普通法
人が公益法人等に該当することとなる場合の当
該特定普通法人のその該当することとなる日の
前日の属する事業年度については、第一項の規
定は、適用しない。

10 第二項、第三項及び第五項に定めるもののほ
か、第一項、第四項及び第六項から前項までの
規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第八目 繰越欠損金
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越
し）
第五十七条 確定申告書を提出する内国法人の各事
業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
において生じた欠損金額（この項の規定により
当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入されたもの及び第八十条
（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還
付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
を除く。）がある場合には、当該欠損金額に相
当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠
損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本
文の規定を 適用しないものとして計算した場合
における当該各事業年度の所得の金額（当該欠
損金額の生じた事業年度前の事業年度において
生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第五
十八条第一項（青色申告書を提出しなかつた事
業年度の災害による損失金の繰越し）の規定に
より当該各事業年度の所得の金額の計算上損金
の額に算入されるものがある場合には、当該損
金の額に算入される金額を控除した金額）を超
える場合は、その超える部分の金額について
は、この限りでない。
２ 適格合併等（適格合併又は合併に類する分割型
分割として政令で定めるもののうち適格分割型
分割に該当するもの（以下この条において「合

第八目 繰越欠損金
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越
し）
第五十七条 確定申告書を提出する内国法人の各事
業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
において生じた欠損金額（この項の規定により
当該各事業年度前の事業年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入されたもの及び第八十条
（欠損金の繰戻しによる還付）の規定により還
付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
を除く。）がある場合には、当該欠損金額に相
当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。ただし、当該欠
損金額に相当する金額が当該欠損金額につき本
文の規定を 適用せず、かつ、第六十二条の五第
五項（現物分配による資産の譲渡）の規定を適
用しないものとして計算した場合における当該
各事業年度の所得の金額（当該欠損金額の生じ
た事業年度前の事業年度において生じた欠損金
額に相当する金額で本文又は第五十八条第一項
（青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害
による損失金の繰越し）の規定により当該各事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れるものがある場合には、当該損金の額に算入
される金額を控除した金額）を超える場合は、
その超える部分の金額については、この限りで
ない。
２ 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行
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併類似適格分割型分割」という。）をいう。以
下この項及び次項において同じ。）が行われ
た場合において、当該 適格合併等に係る被合併
法人又は分割法人（以下この項及び次項におい
て「被合併法人等」という。）の当該 適格合併
等の日前七年以内に開始した各事業年度（以下
この項及び次項において「前七年内事業年度」
という。）において生じた欠損金額（当該被合
併法人等が当該欠損金額（この項又は 第六項の
規定により当該被合併法人等の欠損金額とみな
されたものを含み、 第五項又は第九項の規定に
よりないものとされたものを除く。次項 、第四
項及び第八項において同じ。）の生じた前七年
内事業年度について青色申告書である確定申告
書を提出していることその他の政令で定める要
件を満たしている場合における当該欠損金額に
限るものとし、前項の規定により当該被合併法
人等の前七年内事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されたもの及び第八十条の規定
により還付を受けるべき金額の計算の基礎とな
つたものを除く。以下この項において「未処理
欠損金額」という。）があるときは、当該 適格
合併等に係る合併法人又は分割承継法人（以下
この項及び次項において「合併法人等」とい
う。）の当該適格合併等の日の属する事業年度
（以下この項及び次項において「合併等事業年
度」という。）以後の各事業年度における前項
の規定の適用については、当該前七年内事業年
度において生じた 未処理欠損金額は、それぞれ
当該未処理欠損金額の生じた前七年内事業年度
開始の日の属する 当該合併法人等の各事業年度
（ 当該合併法人等の合併等事業年度開始の日以
後に開始した当該被合併法人等の当該前七年内
事業年度において生じた未処理欠損金額にあつ
ては、当該合併等事業年度の前事業年度）にお
いて生じた欠損金額とみなす。
３ 適格合併等に係る被合併法人等と合併法人等
（当該合併法人等が当該適格合併等により設立
された法人である場合にあつては、当該適格合
併等に係る他の被合併法人等。第一号において
同じ。）との間に特定資本関係（いずれか一方
の法人が他方の法人の発行済株式又は出資（当
該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除
く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数
又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有
する関係その他の政令で定める関係をいう。以
下この項及び第五項において同じ。）があり、
かつ、当該特定資本関係が当該合併法人等の当
該適格合併等に係る合併等事業年度開始の日の
五年前の日以後に生じている場合において、当
該適格合併等が共同で事業を営むための適格合
併等として政令で定めるものに該当しないとき
は、前項に規定する未処理欠損金額には、当該
被合併法人等の次に掲げる欠損金額を含まない
ものとする。
一 当該被合併法人等の 特定資本関係事業年
度（当該被合併法人等と当該 合併法人等との

われた場合又は当該内国法人との間に完全支配
関係（当該内国法人による完全支配関係又は第
二条第十二号の七の六（定義）に規定する相互
の関係に限る。）がある他の内国法人で当該内
国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しく
は一部を有するものの残余財産が確定した場合
において、当該 適格合併に係る被合併法人又は
当該他の内国法人（以下この項において「被合
併法人等」という。）の当該 適格合併の日前七
年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日
の翌日前七年以内に開始した各事業年度（以下
この項及び次項において「前七年内事業年度」
という。）において生じた欠損金額（当該被合
併法人等が当該欠損金額（この項又は 第五項の
規定により当該被合併法人等の欠損金額とみな
されたものを含み、 第四項又は第八項の規定に
よりないものとされたものを除く。次項 及び第
七項において同じ。）の生じた前七年内事業年
度について青色申告書である確定申告書を提出
していることその他の政令で定める要件を満た
している場合における当該欠損金額に限るもの
とし、前項の規定により当該被合併法人等の前
七年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入されたもの及び第八十条の規定により還
付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
を除く。以下この項において「未処理欠損金
額」という。）があるときは、当該 内国法人の
当該適格合併の日の属する事業年度又は当該残
余財産の確定の日の翌日の属する事業年度（以
下この項において「合併等事業年度」とい
う。）以後の各事業年度における前項の規定の
適用については、当該前七年内事業年度におい
て生じた 未処理欠損金額（当該他の内国法人に
株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損
金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資
（当該他の内国法人が有する自己の株式又は出
資を除く。）の総数又は総額で除し、これに当
該内国法人の有する当該他の内国法人の株式又
は出資の数又は金額を乗じて計算した金額）
は、それぞれ当該未処理欠損金額の生じた前七
年内事業年度開始の日の属する 当該内国法人の
各事業年度（ 当該内国法人の合併等事業年度開
始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該
前七年内事業年度において生じた未処理欠損金
額にあつては、当該合併等事業年度の前事業年
度）において生じた欠損金額とみなす。
３ 前項の適格合併に係る被合併法人（同項の内国
法人（当該内国法人が当該適格合併により設立
された法人である場合にあつては、当該適格合
併に係る他の被合併法人。以下この項において
同じ。）との間に支配関係があるものに限
る。）又は前項の残余財産が確定した他の内国
法人（以下この項において「被合併法人等」と
いう。）の前項に規定する未処理欠損金額に
は、当該適格合併が共同で事業を営むための合
併として政令で定めるものに該当する場合又は
当該被合併法人等と同項の内国法人との間に当
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間に当該特定資本関係が生じた日の属する事
業年度をいう。次号において同じ。）前の各
事業年度で前七年内事業年度に該当する事業
年度において生じた欠損金額（当該被合併法
人等において第一項の規定により前七年内事
業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入
されたもの及び第八十条の規定により還付を
受けるべき金額の計算の基礎となつたものを
除く。次号において同じ。）
二 当該被合併法人等の 特定資本関係事業年度以
後の各事業年度で前七年内事業年度に該当す
る事業年度において生じた欠損金額のうち第
六十二条の七第二項（特定資産に係る譲渡等
損失額の損金不算入）に規定する特定資産譲
渡等損失額に相当する金額から成る部分の金
額として政令で定める金額

４ 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該
合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度
以後の各事業年度における第一項の規定の適用
については、当該事業年度前の各事業年度にお
いて生じた欠損金額は、ないものとする。
５ 第一項の内国法人と 特定資本関係法人（当該内
国法人との間 に特定資本関係がある法人をい
う。以下この項において同じ。）との間で当該
内国法人を合併法人、分割承継法人 又は被現物
出資法人とする適格合併 、適格分割又は適格現
物出資（以下この項において「 適格合併等」と
いう。）が 行われ、かつ、当該特定資本関係
が当該内国法人の当該 適格合併等の 日の属する
事業年度（以下この項において 「合併等事業年
度」という。）開始の日の五年前の日 以後に生
じている場合において、当該 適格合併等が共同
で事業を営むための 適格合併等として政令で定
めるものに該当しないときは、当該内国法人の
当該 合併等事業年度以後の各事業年度における
第一項の規定の適用については、当該内国法人
の同項に規定する欠損金額（第二項又は次項の
規定により当該内国法人の欠損金額とみなされ
たものを含み、この項又は 第九項の規定により
ないものとされたものを除く。以下この項にお
いて同じ。）のうち次に掲げる欠損金額は、な
いものとする。
一 当該内国法人の 特定資本関係事業年度（当該
内国法人と当該 特定資本関係法人との間に 当
該特定資本関係が生じた日の属する事業年度
をいう。次号において同じ。）前の各事業年
度で前七年内事業年度（当該 合併等事業年
度開始の日前七年以内に開始した各事業年度
をいう。以下この項において同じ。）に該当
する事業年度において生じた欠損金額（第一
項の規定により前七年内事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたもの及び第
八十条の規定により還付を受けるべき金額の
計算の基礎となつたものを除く。次号におい
て同じ。）
二 当該内国法人の 特定資本関係事業年度以後の
各事業年度で前七年内事業年度に該当する事

該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年
度開始の日（当該適格合併が法人を設立するも
のである場合には、当該適格合併の日）の五年
前の日若しくは当該残余財産の確定の日の翌日
の属する事業年度開始の日の五年前の日、当該
被合併法人等の設立の日若しくは当該内国法人
の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配
関係がある場合として政令で定める場合のいず
れにも該当しない場合には、次に掲げる欠損金
額を含まないものとする。
一 当該被合併法人等の 支配関係事業年度（当該
被合併法人等と当該 内国法人との間に最後に
支配関係があることとなつた日の属する事業
年度をいう。次号において同じ。）前の各事
業年度で前七年内事業年度に該当する事業年
度において生じた欠損金額（当該被合併法人
等において第一項の規定により前七年内事業
年度の所得の金額の計算上損金の額に算入さ
れたもの及び第八十条の規定により還付を受
けるべき金額の計算の基礎となつたものを除
く。次号において同じ。）
二 当該被合併法人等の 支配関係事業年度以後の
各事業年度で前七年内事業年度に該当する事
業年度において生じた欠損金額のうち第六十
二条の七第二項（特定資産に係る譲渡等損失
額の損金不算入）に規定する特定資産譲渡等
損失額に相当する金額から成る部分の金額と
して政令で定める金額

◆削除◆
４ 第一項の内国法人と 支配関係法人（当該内国法
人との間 に支配関係がある法人をいう。以下こ
の項において同じ。）との間で当該内国法人を
合併法人、分割承継法人 、被現物出資法人又は
被現物分配法人とする適格合併 若しくは適格合
併に該当しない合併で第六十一条の十三第一項
（完全支配関係がある法人の間の取引の損益）
の規定の適用があるもの、適格分割、適格現物
出資又は適格現物分配（以下この項において「
適格組織再編成等」という。）が 行われた場合
（当該内国法人の当該 適格組織再編成等の 日
（当該適格組織再編成等が残余財産の全部の分
配である場合には、その残余財産の確定の日の
翌日）の属する事業年度（以下この項において
「組織再編成事業年度」という。）開始の日の
五年前の日 、当該内国法人の設立の日又は当該
支配関係法人の設立の日のうち最も遅い日から
継続して当該内国法人と当該支配関係法人との
間に支配関係がある場合として政令で定める場
合を除く。）において、当該 適格組織再編成
等が共同で事業を営むための 適格組織再編成
等として政令で定めるものに該当しないとき
は、当該内国法人の当該 組織再編成事業年度以
後の各事業年度における第一項の規定の適用に
ついては、当該内国法人の同項に規定する欠損
金額（第二項又は次項の規定により当該内国法
人の欠損金額とみなされたものを含み、この項
又は 第八項の規定によりないものとされたもの
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業年度において生じた欠損金額のうち第六十
二条の七第二項に規定する特定資産譲渡等損
失額に相当する金額から成る部分の金額とし
て政令で定める金額

６ 内国法人が、 当該内国法人を分割法人とする分
割型分割（連結法人である当該内国法人が連結
親法人事業年度（第十五条の二第一項（連結事
業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度
をいう。以下この項及び第九項において同
じ。）開始の日の翌日からその終了の日までの
間に行うものに限る。）を行つた場合又は第四
条の五第二項（連結納税の承認の取消し）の規
定により第四条の二（連結納税義務者）の承認
を取り消された場合 （連結親法人にあつては当
該連結親法人を被合併法人とする合併を行つた
ことにより当該承認を取り消された場合を、連
結子法人にあつては連結親法人事業年度開始の
日に当該連結子法人を被合併法人とする合併を
行つたことにより当該承認を取り消された場合
を除く。）若しくは第四条の五第三項の承認を
受けた場合（以下この項において「承認の取消
し等の場合」という。）において、 当該分割型
分割の日の前日の属する事業年度開始の日前七
年以内に開始した各連結事業年度又は当該承認
の取消し等の場合の最終の連結事業年度終了の
日の翌日の属する事業年度開始の日前七年以内
に開始した各連結事業年度において生じた当該
内国法人の連結欠損金個別帰属額（ 第八十一条
の九第五項（連結欠損金の繰越し）に規定する
連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び
次項において同じ。）があるときは、 当該前日
の属する事業年度又は当該翌日の属する事業年
度以後の各事業年度における第一項の規定の適
用については、当該連結欠損金個別帰属額は、
当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年
度開始の日の属する当該内国法人の事業年度に
おいて生じた欠損金額とみなす。
７ 適格合併に係る被合併法人が連結法人（連結子
法人にあつては、連結事業年度終了の日の翌日
に当該連結子法人を被合併法人とする適格合併
を行うものに限る。）である場合又は 合併類似
適格分割型分割に係る分割法人が連結法人（当
該連結法人の連結事業年度終了の日の翌日に当
該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割
型分割を行うものに限る。）である場合には 、
これらの連結法人の当該 適格合併又は合併類似
適格分割型分割の日前七年以内に開始した各連
結事業年度において 生じたこれらの連結法人
の連結欠損金個別帰属額を 第二項に規定する前
七年内事業年度において生じた欠損金額と、連
結確定申告書を青色申告書である確定申告書
と、 その連結欠損金個別帰属額が生じた連結事
業年度を当該被合併法人 又は分割法人の事業年
度とみなして、同項及び第三項の規定を適用す
る。
８ 前項に規定する場合において、同項の適格合併
又は合併類似適格分割型分割に係る被合併法人

を除く。以下この項において同じ。）のうち次
に掲げる欠損金額は、ないものとする。
一 当該内国法人の 支配関係事業年度（当該内国
法人と当該 支配関係法人との間に 最後に支配
関係があることとなつた日の属する事業年度
をいう。次号において同じ。）前の各事業年
度で前七年内事業年度（当該 組織再編成事業
年度開始の日前七年以内に開始した各事業年
度をいう。以下この項において同じ。）に該
当する事業年度において生じた欠損金額（第
一項の規定により前七年内事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入されたもの及び
第八十条の規定により還付を受けるべき金額
の計算の基礎となつたものを除く。次号にお
いて同じ。）
二 当該内国法人の 支配関係事業年度以後の各事
業年度で前七年内事業年度に該当する事業年
度において生じた欠損金額のうち第六十二条
の七第二項に規定する特定資産譲渡等損失額
に相当する金額から成る部分の金額として政
令で定める金額

５ 内国法人が、 ◆削除◆第四条の五第二項（連結
納税の承認の取消し）の規定により第四条の二
（連結納税義務者）の承認を取り消された場合
又は第四条の五第三項の承認を受けた場合（以
下この項において「承認の取消し等の場合」と
いう。）において、 ◆削除◆当該承認の取消し
等の場合の最終の連結事業年度終了の日の翌日
の属する事業年度開始の日前七年以内に開始し
た各連結事業年度において生じた当該内国法人
の連結欠損金個別帰属額（ 第八十一条の九第六
項（連結欠損金の繰越し）に規定する連結欠損
金個別帰属額をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。）があるときは、 ◆削除◆当該翌日
の属する事業年度以後の各事業年度における第
一項の規定の適用については、当該連結欠損金
個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生
じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法
人の事業年度において生じた欠損金額とみな
す。
６ 第二項の適格合併に係る被合併法人が連結法人
（連結子法人にあつては、連結事業年度終了の
日の翌日に当該連結子法人を被合併法人とする
適格合併を行うものに限る。）である場合又は
同項の残余財産が確定した他の内国法人が連結
法人（当該連結法人の連結事業年度終了の日に
残余財産が確定した連結子法人に限る。）であ
る場合には 、当該被合併法人又は他の内国法
人の当該 適格合併の日前七年以内に開始し、又
は当該残余財産の確定の日の翌日前七年以内に
開始した各連結事業年度において 生じた連結欠
損金個別帰属額を 同項に規定する前七年内事業
年度において生じた欠損金額と、連結確定申告
書を青色申告書である確定申告書と、 当該連結
欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該
被合併法人 又は他の内国法人の事業年度とみな
して、同項及び第三項の規定を適用する。
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又は 分割法人となる連結法人に同項に規定する
各連結事業年度前の各事業年度で第二項に規定
する前七年内事業年度に該当する事業年度にお
いて生じた欠損金額があるときは、当該欠損金
額については、同項の規定は、適用しない。
９ 次の各号に規定する場合に該当する場合に
は、第一項の内国法人の 当該各号に掲げる事業
年度における同項の規定の適用については、当
該各号に定める欠損金額は、ないものとする。
一 連結法人である当該内国法人が当該内国法人
を分割法人とする分割型分割（次に掲げるも
のを除く。）を行つた場合の当該分割型分割
の日の前日の属する事業年度以後の各事業年
度 当該前日の属する事業年度前の各事業年度
において生じた欠損金額（当該各事業年度に
おいて第二項又は第六項の規定により当該各
事業年度前の各事業年度において生じた欠損
金額とみなされたものを含む。以下この項に
おいて同じ。）
イ 連結親法人事業年度開始の日に行う分割型
分割
ロ 連結親法人又は第八十一条の九第二項第二
号に規定する連結子法人である当該内国法
人が最初の連結親法人事業年度開始の日の
翌日からその終了の日までの間に行う分割
型分割
ハ 第四条の三第六項（連結納税の承認の申
請）に規定する連結申請特例年度開始の日
の翌日から同項の規定の適用を受けて行つ
た同条第一項の申請につき第四条の二の承
認を受ける日の前日までの間に行う分割型
分割

二 連結子法人である当該内国法人が最初の連結
親法人事業年度（当該内国法人が第四条の三
第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法
人である場合には最初の連結親法人事業年度
の翌連結親法人事業年度とし、当該内国法人
が連結親法人事業年度において連結親法人と
の間に第四条の二に規定する完全支配関係を
有することとなつた同条に規定する他の内国
法人（同号に掲げる法人を除く。）である場
合には当該完全支配関係を有することとなつ
た日から当該連結親法人事業年度終了の日ま
での期間とする。以下この号において「最初
連結親法人事業年度」という。）において当
該内国法人を被合併法人とする合併（当該内
国法人との間に連結完全支配関係がある他の
連結法人を合併法人とするものに限るものと
し、次に掲げるものを除く。）を行つた場合
の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該
事業年度前の各事業年度において生じた欠損
金額
イ 最初連結親法人事業年度開始の日に行う合
併
ロ 第八十一条の九第二項第二号に規定する連
結子法人を被合併法人とする合併で最初連
結親法人事業年度開始の日の翌日からその

７ 前項に規定する場合において、同項の適格合併
◆削除◆に係る被合併法人又は 残余財産が確定
した他の内国法人となる連結法人に同項に規定
する各連結事業年度前の各事業年度で第二項に
規定する前七年内事業年度に該当する事業年度
において生じた欠損金額があるときは、当該欠
損金額については、同項の規定は、適用しな
い。
８ ◆削除◆第一項の内国法人の 次の各号に掲げ
る事業年度における同項の規定の適用について
は、当該各号に定める欠損金額は、ないものと
する。
一 内国法人（第八十一条の九第二項第一号に規
定する特定連結子法人以外の連結子法人に限
る。）の連結親法人との間に連結完全支配関
係を有することとなつた日から同日の属する
第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度終了の日まで
の期間（以下この号において「最初連結期
間」という。）内に当該内国法人を被合併法
人とする合併（当該内国法人との間に連結完
全支配関係がある他の連結法人を合併法人と
するものに限る。）が行われた場合（当該合
併の日が当該最初連結期間の開始の日である
場合を除く。）又は当該内国法人の最初連結
期間内に当該内国法人の残余財産が確定した
場合（当該残余財産の確定の日が当該最初連
結期間の終了の日である場合を除く。）の当
該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の
日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業
年度において生じた欠損金額（当該各事業年
度において第二項又は第五項の規定により当
該各事業年度前の各事業年度において生じた
欠損金額とみなされたものを含む。次号にお
いて同じ。）
◆削除◆
二 内国法人（連結法人に限る。）が第十五条の
二第一項に規定する最初連結事業年度終了の
日後に第四条の五第一項若しくは第二項の規
定により第四条の二の承認を取り消された場
合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合
の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連
結事業年度前の各事業年度において生じた欠
損金額

◆削除◆
９ 第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額
（第二項又は 第五項の規定により当該内国法人
の欠損金額とみなされたものを除く。）の生じ
た事業年度について青色申告書である確定申告
書を提出し、かつ、その後において連続して確
定申告書を提出している場合（これらの規定に
より当該内国法人の欠損金額とみなされたもの
につき第一項の規定を適用する場合にあつて
は、第二項の合併等事業年度又は 第五項の最終
の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年
度の確定申告書を提出し、かつ、その後におい
て連続して確定申告書を提出している場合）に
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終了の日までの間に行うもの
三 連結法人である当該内国法人が第十五条の二
第一項に規定する最初連結事業年度終了の日
後に第四条の五第一項若しくは第二項の規定
により第四条の二の承認を取り消された場合
又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の
最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結
事業年度前の各事業年度において生じた欠損
金額

10 連結子法人である内国法人が、連結法人単体事
業年度（当該内国法人が当該内国法人を分割法
人とする分割型分割（前項第一号イ又はハに掲
げるものを除く。）を行つた場合の当該分割型
分割の日の前日の属する事業年度又は当該内国
法人が第四条の五第二項（第四号又は第五号に
係る部分に限る。）の規定により第四条の二の
承認を取り消された場合のその取り消された日
の前日の属する事業年度をいう。）において次
の各号に規定する場合に該当する場合には、当
該各号に掲げる欠損金額については、当該各号
に定める規定は、適用しない。
一 当該内国法人を第二項に規定する合併法人等
とする同項に規定する適格合併等（当該内国
法人との間に連結完全支配関係がない法人
（連結欠損金額とみなされる欠損金額を有す
る法人として政令で定める法人を除く。以下
この項において「非支配法人」という。）を
第二項に規定する被合併法人等とするものに
限る。）を行つた場合における当該非支配法
人の同項に規定する未処理欠損金額 同項及び
第三項
二 当該内国法人を合併法人又は分割承継法人と
する第五項の適格合併又は適格分割（非支配
法人を被合併法人又は分割法人とするものに
限る。）を行つた場合における当該内国法人
の同項に規定する欠損金額 同項

11 第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額
（第二項又は 第六項の規定により当該内国法人
の欠損金額とみなされたものを除く。）の生じ
た事業年度について青色申告書である確定申告
書を提出し、かつ、その後において連続して確
定申告書を提出している場合（これらの規定に
より当該内国法人の欠損金額とみなされたもの
につき第一項の規定を適用する場合にあつて
は、第二項の合併等事業年度又は 第六項に規定
する最終の連結事業年度終了の日の翌日の属す
る事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その
後において連続して確定申告書を提出している
場合）に限り、適用する。

12 第二項の 合併法人等が同項の適格合併等により
設立された法人である場合における第一項の規
定の適用その他同項から 第十項までの規定の適
用に関し必要な事項は、政令で定める。

限り、適用する。
10 第二項の 合併法人が適格合併により設立された
法人である場合における第一項の規定の適用そ
の他同項から 第八項までの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
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（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠
損金の繰越しの不適用）
第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他
の者による特定支配関係（当該他の者が当該内
国法人の発行済株式又は出資（自己が有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の
百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
を直接又は間接に保有する関係その他の政令で
定める関係をいい、政令で定める事由によつて
生じたものを除く。以下この項において同
じ。）を有することとなつたもののうち、当該
特定支配関係を有することとなつた日（以下こ
の項において「支配日」という。）の属する事
業年度（以下この項において「特定支配事業年
度」という。）において当該特定支配事業年度
前の各事業年度において生じた欠損金額（前条
第二項又は 第六項の規定により当該内国法人の
欠損金額とみなされたものを含むものとし、同
条第一項の規定の適用があるものに限る。以下
この条において同じ。）又は評価損資産（当該
内国法人が当該支配日において有する資産のう
ち当該支配日における価額がその帳簿価額に満
たないものとして政令で定めるものをいう。）
を有するもの（内国法人のうち各連結事業年度
の連結所得に対する法人税を課される最終の連
結事業年度終了の日において 第八十一条の九の
二第一項（特定株主等によつて支配された欠損
等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に
規定する欠損等連結法人（以下この条において
「欠損等連結法人」という。）であつたものを
含む。以下この条において「欠損等法人」とい
う。）が、当該支配日（当該欠損等連結法人に
あつては、政令で定める日。以下この項及び次
項第一号において「特定支配日」という。）以
後五年を経過した日の前日まで（当該特定支配
関係を有しなくなつた場合として政令で定める
場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務に
つき政令で定める債務の免除その他の行為（第
三号において「債務免除等」という。）があつ
たことその他政令で定める事実が生じた場合に
は、これらの事実が生じた日まで）に次に掲げ
る事由に該当する場合には、その該当すること
となつた日（第四号に掲げる事由 ◆追加◆に該
当する場合にあつては、 同号に規定する適格合
併等の日の前日。次項 ◆追加◆において「該当
日」という。）の属する事業年度（以下この条
において「適用事業年度」という。）以後の各
事業年度においては、当該適用事業年度前の各
事業年度において生じた欠損金額については、
前条第一項の規定は、適用しない。
一 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前にお
いて事業を営んでいない場合（清算中の場合
を含む。）において、当該特定支配日以後に
事業を開始すること（清算中の当該欠損等法
人が継続することを含む。）。
二 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前にお
いて営む事業（以下この項において「旧事

（特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠
損金の繰越しの不適用）
第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他
の者による特定支配関係（当該他の者が当該内
国法人の発行済株式又は出資（自己が有する自
己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の
百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資
を直接又は間接に保有する関係その他の政令で
定める関係をいい、政令で定める事由によつて
生じたものを除く。以下この項において同
じ。）を有することとなつたもののうち、当該
特定支配関係を有することとなつた日（以下こ
の項において「支配日」という。）の属する事
業年度（以下この項において「特定支配事業年
度」という。）において当該特定支配事業年度
前の各事業年度において生じた欠損金額（前条
第二項又は 第五項の規定により当該内国法人の
欠損金額とみなされたものを含むものとし、同
条第一項の規定の適用があるものに限る。以下
この条において同じ。）又は評価損資産（当該
内国法人が当該支配日において有する資産のう
ち当該支配日における価額がその帳簿価額に満
たないものとして政令で定めるものをいう。）
を有するもの（内国法人のうち各連結事業年度
の連結所得に対する法人税を課される最終の連
結事業年度終了の日において 第八十一条の十第
一項（特定株主等によつて支配された欠損等連
結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に規定
する欠損等連結法人（以下この条において「欠
損等連結法人」という。）であつたものを含
む。以下この条において「欠損等法人」とい
う。）が、当該支配日（当該欠損等連結法人に
あつては、政令で定める日。以下この項及び次
項第一号において「特定支配日」という。）以
後五年を経過した日の前日まで（当該特定支配
関係を有しなくなつた場合として政令で定める
場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務に
つき政令で定める債務の免除その他の行為（第
三号において「債務免除等」という。）があつ
たことその他政令で定める事実が生じた場合に
は、これらの事実が生じた日まで）に次に掲げ
る事由に該当する場合には、その該当すること
となつた日（第四号に掲げる事由 （同号に規定
する適格合併に係る部分に限る。）に該当する
場合にあつては、 当該適格合併の日の前日。次
項 及び第三項において「該当日」という。）の
属する事業年度（以下この条において「適用事
業年度」という。）以後の各事業年度において
は、当該適用事業年度前の各事業年度において
生じた欠損金額については、前条第一項の規定
は、適用しない。
一 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前にお
いて事業を営んでいない場合（清算中の場合
を含む。）において、当該特定支配日以後に
事業を開始すること（清算中の当該欠損等法
人が継続することを含む。）。
二 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前にお

97



業」という。）のすべてを当該特定支配日以
後に廃止し、又は廃止することが見込まれて
いる場合において、当該旧事業の当該特定支
配日の直前における事業規模（売上金額、収
入金額その他の事業の種類に応じて政令で定
めるものをいう。次号及び第五号において同
じ。）のおおむね五倍を超える資金の借入れ
又は出資による金銭その他の資産の受入れ
（合併又は分割による資産の受入れを含む。
次号において「資金借入れ等」という。）を
行うこと。
三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定
める関係がある者（以下この号において「関
連者」という。）が当該他の者及び関連者以
外の者から当該欠損等法人に対する債権で政
令で定めるもの（以下この号において「特定
債権」という。）を取得している場合（当該
特定支配日前に特定債権を取得している場合
を含むものとし、当該特定債権につき当該特
定支配日以後に債務免除等を行うことが見込
まれている場合その他の政令で定める場合を
除く。次号において「特定債権が取得されて
いる場合」という。）において、当該欠損等
法人が旧事業の当該特定支配日の直前におけ
る事業規模のおおむね五倍を超える資金借入
れ等を行うこと。
四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前
号の特定債権が取得されている場合におい
て、当該欠損等法人が自己を被合併法人 又は
分割法人とする 前条第二項に規定する適格合
併等（次項第一号及び第四項において「適格
合併等」という。）を行うこと。
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有する
こととなつたことに基因して、当該欠損等法
人の当該特定支配日の直前の役員（社長その
他政令で定めるものに限る。）のすべてが退
任（業務を執行しないものとなることを含
む。）をし、かつ、当該特定支配日の直前に
おいて当該欠損等法人の業務に従事する使用
人（以下この号において「旧使用人」とい
う。）の総数のおおむね百分の二十以上に相
当する数の者が当該欠損等法人の使用人でな
くなつた場合において、当該欠損等法人の非
従事事業（当該旧使用人が当該特定支配日以
後その業務に実質的に従事しない事業をい
う。）の事業規模が旧事業の当該特定支配日
の直前における事業規模のおおむね五倍を超
えることとなること（政令で定める場合を除
く。）。
六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令
で定める事由

２ 欠損等法人 が該当日（第八十一条の九の二第一
項に規定する該当日を含む。）以後に合併、分
割 又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲
げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額（ 前条
第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をい
う。以下この条において同じ。）については、

いて営む事業（以下この項において「旧事
業」という。）のすべてを当該特定支配日以
後に廃止し、又は廃止することが見込まれて
いる場合において、当該旧事業の当該特定支
配日の直前における事業規模（売上金額、収
入金額その他の事業の種類に応じて政令で定
めるものをいう。次号及び第五号において同
じ。）のおおむね五倍を超える資金の借入れ
又は出資による金銭その他の資産の受入れ
（合併又は分割による資産の受入れを含む。
次号において「資金借入れ等」という。）を
行うこと。
三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定
める関係がある者（以下この号において「関
連者」という。）が当該他の者及び関連者以
外の者から当該欠損等法人に対する債権で政
令で定めるもの（以下この号において「特定
債権」という。）を取得している場合（当該
特定支配日前に特定債権を取得している場合
を含むものとし、当該特定債権につき当該特
定支配日以後に債務免除等を行うことが見込
まれている場合その他の政令で定める場合を
除く。次号において「特定債権が取得されて
いる場合」という。）において、当該欠損等
法人が旧事業の当該特定支配日の直前におけ
る事業規模のおおむね五倍を超える資金借入
れ等を行うこと。
四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前
号の特定債権が取得されている場合におい
て、当該欠損等法人が自己を被合併法人 ◆削
除◆とする 適格合併を行い、又は当該欠損等
法人（他の内国法人との間に当該他の内国法
人による完全支配関係があるものに限る。）
の残余財産が確定すること。
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有する
こととなつたことに基因して、当該欠損等法
人の当該特定支配日の直前の役員（社長その
他政令で定めるものに限る。）のすべてが退
任（業務を執行しないものとなることを含
む。）をし、かつ、当該特定支配日の直前に
おいて当該欠損等法人の業務に従事する使用
人（以下この号において「旧使用人」とい
う。）の総数のおおむね百分の二十以上に相
当する数の者が当該欠損等法人の使用人でな
くなつた場合において、当該欠損等法人の非
従事事業（当該旧使用人が当該特定支配日以
後その業務に実質的に従事しない事業をい
う。）の事業規模が旧事業の当該特定支配日
の直前における事業規模のおおむね五倍を超
えることとなること（政令で定める場合を除
く。）。
六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令
で定める事由

２ 欠損等法人 と他の法人との間で当該欠損等法人
の該当日（第八十一条の十第一項に規定する該
当日を含む。）以後に合併、分割 、現物出資又
は第二条第十二号の六（定義）に規定する現物
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それぞれ当該各号に定める規定は、適用しな
い。
一 欠損等法人 が自己を合併法人又は分割承継法
人とする適格合併等を行う場合における当該
適格合併等に係る被合併法人 又は分割法人の
当該 適格合併等の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連
結事業年度において生じた欠損金額又は連結
欠損金個別帰属額（当該 適格合併等が当該欠
損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年
度（ 第八十一条の九の二第一項に規定する適
用連結事業年度をいう。以下この条において
同じ。）開始の日以後三年を経過する日（そ
の経過する日が特定支配日以後五年を経過す
る日後となる場合にあつては、同日 ◆追加
◆）後に行われるものである場合には、当該
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、
これらの生じた事業年度又は連結事業年度開
始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業
年度開始の日前であるものに限る。） 前条第
二項、第三項及び 第七項
二 欠損等法人 が自己を合併法人、分割承継法人
又は被現物出資法人とする 前条第五項に規定
する 適格合併等を行う場合における当該欠損
等法人の適用事業年度前の各事業年度におい
て生じた欠損金額 同項

◆追加◆
３ 欠損等連結法人が 、第八十一条の九の二第一
項に規定する該当日以後に 前条第六項に規定す
る分割型分割を行う場合又は同項に規定する承
認の取消し等の場合に該当する場合には、当該
欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結
事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額
については、同項の規定は、適用しない。
４ 内国法人が欠損等法人又は欠損等連結法人との
間で当該内国法人を合併法人 又は分割承継法
人とする 適格合併等を行う場合には、当該欠損
等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は
適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事
業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額については、 前条第二項、第三項及
び 第七項の規定は、適用しない。

５ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

分配が行われる場合には、次の各号に掲げる欠
損金額又は連結欠損金個別帰属額（ 前条第五
項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以
下この条において同じ。）については、それぞ
れ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 欠損等法人 を合併法人とする適格合併が行わ
れる場合における当該 適格合併に係る被合併
法人 ◆削除◆の当該 適格合併の日の前日の属
する事業年度又は連結事業年度以前の各事業
年度又は各連結事業年度において生じた欠損
金額又は連結欠損金個別帰属額（当該 適格合
併が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用
連結事業年度（ 第八十一条の十第一項に規定
する適用連結事業年度をいう。以下この条に
おいて同じ。）開始の日以後三年を経過する
日（その経過する日が特定支配日以後五年を
経過する日後となる場合にあつては、同日 。
次項において「三年経過日」という。）後に
行われるものである場合には、当該欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの
生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が
当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始
の日前であるものに限る。） 前条第二項、第
三項及び 第六項
二 欠損等法人 を合併法人、分割承継法人 、被現
物出資法人又は被現物分配法人とする 前条第
四項に規定する 適格組織再編成等が行われ
る場合における当該欠損等法人の適用事業年
度前の各事業年度において生じた欠損金額 同
項

３ 欠損等法人の該当日以後に当該欠損等法人との
間に前条第二項に規定する完全支配関係がある
内国法人で当該欠損等法人が発行済株式又は出
資の全部又は一部を有するものの残余財産が確
定する場合における当該内国法人の当該残余財
産の確定の日の属する事業年度又は連結事業年
度以前の各事業年度又は各連結事業年度におい
て生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
（当該残余財産の確定の日が当該欠損等法人の
三年経過日以後である場合には、当該欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生
じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該
欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年
度開始の日前であるものに限る。）について
は、同条第二項、第三項及び第六項の規定は、
当該欠損等法人については、適用しない。
４ 欠損等連結法人が 第八十一条の十第一項に規定
する該当日以後に 前条第五項に規定する承認の
取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損
等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業
年度において生じた連結欠損金個別帰属額につ
いては、同項の規定は、適用しない。
５ 内国法人と欠損等法人若しくは欠損等連結法人
との間で当該内国法人を合併法人 ◆削除◆とす
る 適格合併が行われる場合又は内国法人との間
に前条第二項に規定する完全支配関係がある他
の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連
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結法人の残余財産が確定する場合には、これら
の欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年
度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各
連結事業年度において生じた欠損金額又は連結
欠損金個別帰属額については、 同条第二項、第
三項及び 第六項の規定は、適用しない。
６ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害に
よる損失金の繰越し）
第五十八条 確定申告書を提出する内国法人の各事
業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
において生じた欠損金額（第五十七条第一項
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰
越し）又は第八十条（欠損金の繰戻しによる還
付）の規定の適用があるものを除く。）のう
ち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延
資産について震災、風水害、火災その他政令で
定める災害により生じた損失に係るもので政令
で定めるもの（以下この条において「災害損失
欠損金額」という。）があるときは、当該災害
損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する
金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定
を 適用しないものとして計算した場合における
当該各事業年度の所得の金額（当該災害損失欠
損金額の生じた事業年度前の事業年度において
生じた欠損金額に相当する金額で本文又は第五
十七条第一項の規定により当該各事業年度の所
得の金額の計算上損金の額に算入されるものが
ある場合には、当該損金の額に算入される金額
を控除した金額）を超える場合は、その超える
部分の金額については、この限りでない。
２ 適格合併等（適格合併又は合併に類する分割型
分割として政令で定めるもののうち適格分割型
分割に該当するもの（第三項において「合併類
似適格分割型分割」という。）をいう。以下こ
の条において同じ。）が行われた場合におい
て、当該 適格合併等に係る被合併法人又は分割
法人（以下この項において「被合併法人等」と
いう。）の当該 適格合併等の日前七年以内に開
始した各事業年度（以下この項において「前七
年内事業年度」という。）において生じた災害
損失欠損金額（当該被合併法人等 が災害損失欠
損金額の生じた前七年内事業年度について 第六
項に規定する損失の額の計算に関する明細を記
載した確定申告書を提出していることその他の
政令で定める要件を満たしている場合における
当該災害損失欠損金額に限るものとし、前項の
規定により当該被合併法人等の前七年内事業年
度の所得の金額の計算上損金の額に算入された
ものを除く。以下この項において「未処理災害

（青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害に
よる損失金の繰越し）
第五十八条 確定申告書を提出する内国法人の各事
業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度
において生じた欠損金額（第五十七条第一項
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰
越し）又は第八十条（欠損金の繰戻しによる還
付）の規定の適用があるものを除く。）のう
ち、棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延
資産について震災、風水害、火災その他政令で
定める災害により生じた損失に係るもので政令
で定めるもの（以下この条において「災害損失
欠損金額」という。）があるときは、当該災害
損失欠損金額に相当する金額は、当該各事業年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。ただし、当該災害損失欠損金額に相当する
金額が当該災害損失欠損金額につき本文の規定
を 適用せず、かつ、第六十二条の五第五項（現
物分配による資産の譲渡）の規定を適用しな
いものとして計算した場合における当該各事業
年度の所得の金額（当該災害損失欠損金額の生
じた事業年度前の事業年度において生じた欠損
金額に相当する金額で本文又は第五十七条第一
項の規定により当該各事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入されるものがある場合に
は、当該損金の額に算入される金額を控除した
金額）を超える場合は、その超える部分の金額
については、この限りでない。
２ 前項の内国法人を合併法人とする適格合併が行
われた場合又は当該内国法人との間に完全支配
関係（当該内国法人による完全支配関係又は第
二条第十二号の七の六（定義）に規定する相互
の関係に限る。）がある他の内国法人で当該内
国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しく
は一部を有するものの残余財産が確定した場合
において、当該 適格合併に係る被合併法人又は
当該他の内国法人（以下この項において「被合
併法人等」という。）の当該 適格合併の日前七
年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日
の翌日前七年以内に開始した各事業年度（以下
この項において「前七年内事業年度」とい
う。）において生じた災害損失欠損金額（当該
被合併法人等 が当該災害損失欠損金額（この項
の規定により当該被合併法人等の災害損失欠損
金額とみなされたものを含み、次項の規定によ
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損失欠損金額」という。）があるときは、当該
適格合併等に係る合併法人又は分割承継法人
（以下この項において「合併法人等」とい
う。）の当該適格合併等の日の属する事業年度
（以下この項において「合併等事業年度」とい
う。）以後の各事業年度における前項の規定の
適用については、当該前七年内事業年度におい
て生じた 未処理災害損失欠損金額は、それぞれ
当該未処理災害損失欠損金額の生じた前七年内
事業年度開始の日の属する 当該合併法人等の各
事業年度（ 当該合併法人等の合併等事業年度開
始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該
前七年内事業年度において生じた未処理災害損
失欠損金額にあつては、当該合併等事業年度の
前事業年度）において生じた災害損失欠損金額
とみなす。
３ 合併類似適格分割型分割に係る分割法人の当該
合併類似適格分割型分割の日の属する事業年度
以後の各事業年度における第一項の規定の適用
については、当該事業年度前の各事業年度にお
いて生じた災害損失欠損金額は、ないものとす
る。
４ 次の各号に規定する場合には、第一項の内国法
人の 当該各号に掲げる事業年度における同項の
規定の適用については、当該各号に定める災害
損失欠損金額は、ないものとする。
一 連結法人である当該内国法人が当該内国法人
を分割法人とする分割型分割（第五十七条第
九項第一号イからハまでに掲げるものを除
く。）を行つた場合の当該分割型分割の日の
前日の属する事業年度以後の各事業年度 当該
前日の属する事業年度前の各事業年度におい
て生じた災害損失欠損金額
二 連結子法人である当該内国法人が第五十七条
第九項第二号に規定する最初連結親法人事業
年度において当該内国法人を被合併法人とす
る合併（当該内国法人との間に連結完全支配
関係がある他の連結法人を合併法人とするも
のに限るものとし、同号イ及びロに掲げるも
のを除く。）を行つた場合の当該合併の日の
前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事
業年度において生じた災害損失欠損金額
三 連結法人である当該内国法人が第十五条の二
第一項（連結事業年度の意義）に規定する最
初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一
項若しくは第二項（連結納税の承認の取消
し）の規定により第四条の二（連結納税義務
者）の承認を取り消された場合又は第四条の
五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事
業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の
各事業年度において生じた災害損失欠損金額

５ 連結子法人である内国法人が、第五十七条第十
項に規定する連結法人単体事業年度において当
該内国法人を第二項に規定する合併法人等とす
る適格合併等（当該内国法人との間に連結完全
支配関係がない法人（連結欠損金額とみなされ
る災害損失欠損金額を有する法人として政令で

りないものとされたものを除く。）の生じた前
七年内事業年度について 第四項に規定する損失
の額の計算に関する明細を記載した確定申告書
を提出していることその他の政令で定める要件
を満たしている場合における当該災害損失欠損
金額に限るものとし、前項の規定により当該被
合併法人等の前七年内事業年度の所得の金額の
計算上損金の額に算入されたものを除く。以下
この項において「未処理災害損失欠損金額」と
いう。）があるときは、当該 内国法人の当該適
格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産
の確定の日の翌日の属する事業年度（以下この
項において「合併等事業年度」という。）以後
の各事業年度における前項の規定の適用につい
ては、当該前七年内事業年度において生じた 未
処理災害損失欠損金額（当該他の内国法人に株
主等が二以上ある場合には、当該未処理災害損
失欠損金額を当該他の内国法人の発行済株式又
は出資（当該他の内国法人が有する自己の株式
又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、こ
れに当該内国法人の有する当該他の内国法人の
株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金
額）は、それぞれ当該未処理災害損失欠損金額
の生じた前七年内事業年度開始の日の属する 当
該内国法人の各事業年度（ 当該内国法人の合併
等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併
法人等の当該前七年内事業年度において生じた
未処理災害損失欠損金額にあつては、当該合併
等事業年度の前事業年度）において生じた災害
損失欠損金額とみなす。
◆削除◆
３ ◆削除◆第一項の内国法人の 次の各号に掲げ
る事業年度における同項の規定の適用について
は、当該各号に定める災害損失欠損金額は、な
いものとする。
一 内国法人（第八十一条の九第二項第一号（連
結欠損金の繰越し）に規定する特定連結子法
人以外の連結子法人に限る。）の第五十七条
第八項第一号に規定する最初連結期間（以下
この号において「最初連結期間」という。）
内に当該内国法人を被合併法人とする合併
（当該内国法人との間に連結完全支配関係が
ある他の連結法人を合併法人とするものに限
る。）が行われた場合（当該合併の日が当該
最初連結期間の開始の日である場合を除
く。）又は当該内国法人の最初連結期間内に
当該内国法人の残余財産が確定した場合（当
該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の
終了の日である場合を除く。）の当該合併の
日の前日又は当該残余財産の確定の日の属す
る事業年度 当該事業年度前の各事業年度にお
いて生じた災害損失欠損金額（当該各事業年
度において前項の規定により当該各事業年度
前の各事業年度において生じた災害損失欠損
金額とみなされたものを含む。次号において
同じ。）
◆削除◆
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定める法人を除く。以下この項において「非支
配法人」という。）を第二項に規定する被合併
法人等とするものに限る。）を行つた場合に
は、当該非支配法人の同項に規定する未処理災
害損失欠損金額については、同項の規定は、適
用しない。
６ 第一項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠
損金額（第二項の規定により当該内国法人の災
害損失欠損金額とみなされたものを除く。）の
生じた事業年度について第一項に規定する損失
の額の計算に関する明細を記載した確定申告書
を提出し、かつ、その後において連続して確定
申告書を提出している場合（第二項の規定によ
り当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされ
たものにつき第一項の規定を適用する場合にあ
つては、第二項の合併等事業年度の確定申告書
を提出し、かつ、その後において連続して確定
申告書を提出している場合）に限り、適用す
る。
７ 第二項の 合併法人等が適格合併等により設立さ
れた法人である場合における第一項の規定の適
用その他同項から 第五項までの規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

二 内国法人（連結法人に限る。）が第十五条の
二第一項（連結事業年度の意義）に規定する
最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第
一項若しくは第二項（連結納税の承認の取消
し）の規定により第四条の二（連結納税義務
者）の承認を取り消された場合又は第四条の
五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事
業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の
各事業年度において生じた災害損失欠損金額

◆削除◆
４ 第一項の規定は、同項の内国法人が災害損失欠
損金額（第二項の規定により当該内国法人の災
害損失欠損金額とみなされたものを除く。）の
生じた事業年度について第一項に規定する損失
の額の計算に関する明細を記載した確定申告書
を提出し、かつ、その後において連続して確定
申告書を提出している場合（第二項の規定によ
り当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされ
たものにつき第一項の規定を適用する場合にあ
つては、第二項の合併等事業年度の確定申告書
を提出し、かつ、その後において連続して確定
申告書を提出している場合）に限り、適用す
る。
５ 第二項の 合併法人が適格合併により設立された
法人である場合における第一項の規定の適用そ
の他同項から 第三項までの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠
損金の損金算入）
第五十九条 内国法人について 会社更生法又は金融
機関等の更生手続の特例等に関する法律（第三
号において「会社更生法等」という。）の規定
による更生手続開始の決定があつた場合におい
て、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該
当するときは、その該当することとなつた日の
属する事業年度（以下この項において「適用年
度」という。）前の各事業年度において生じた
欠損金額（連結事業年度において生じた第八十
一条の十八第一項（連結法人税の個別帰属額の
計算）に規定する個別欠損金額（当該連結事業
年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連
結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金
額を加算した金額）を含む。）で政令で定める
ものに相当する金額のうち当該各号に定める金
額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年
度の所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。
一 当該更生手続開始の決定があつた時において
その内国法人に対し政令で定める債権を有す
る者（当該内国法人との間に連結完全支配関
係がある連結法人を除く。）から当該債権に
つき債務の免除を受けた場合（当該債権が債
務の免除以外の事由により消滅した場合でそ

（会社更生等による債務免除等があつた場合の欠
損金の損金算入）
第五十九条 内国法人について ◆削除◆更生手続開
始の決定があつた場合において、その内国法人
が次の各号に掲げる場合に該当するときは、そ
の該当することとなつた日の属する事業年度
（以下この項において「適用年度」という。）
前の各事業年度において生じた欠損金額（連結
事業年度において生じた第八十一条の十八第一
項（連結法人税の個別帰属額の計算）に規定す
る個別欠損金額（当該連結事業年度に連結欠損
金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のう
ち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金
額）を含む。）で政令で定めるものに相当する
金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達
するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額
の計算上、損金の額に算入する。
一 当該更生手続開始の決定があつた時において
その内国法人に対し政令で定める債権を有す
る者（当該内国法人との間に連結完全支配関
係がある連結法人を除く。）から当該債権に
つき債務の免除を受けた場合（当該債権が債
務の免除以外の事由により消滅した場合でそ
の消滅した債務に係る利益の額が生ずるとき
を含む。） その債務の免除を受けた金額（当
該利益の額を含む。）
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の消滅した債務に係る利益の額が生ずるとき
を含む。） その債務の免除を受けた金額（当
該利益の額を含む。）
二 当該更生手続開始の決定があつたことに伴い
その内国法人の役員等（役員若しくは株主等
である者又はこれらであつた者をいい、当該
内国法人との間に連結完全支配関係がある連
結法人を除く。次項第二号において同じ。）
から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 そ
の贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産
の価額
三 第二十五条第二項（ 会社更生法等の規定に従
つて行う評価換えに係る部分に限る。以下こ
の号において同じ。）（資産の評価益の益金
不算入等）に規定する評価換えをした場合 同
項の規定により当該適用年度の所得の金額の
計算上益金の額に算入される金額（第三十三
条第三項（資産の評価損の損金不算入等）の
規定により当該適用年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入される金額がある場合に
は、当該益金の額に算入される金額から当該
損金の額に算入される金額を控除した金額）

２ 内国法人について 民事再生法の規定による再生
手続開始の決定があつたことその他これに準ず
る政令で定める事実が生じた場合において、そ
の内国法人が次の各号に掲げる場合に該当する
ときは、その該当することとなつた日の属する
事業年度（第三号に掲げる場合に該当する場合
には、その該当することとなつた事業年度。以
下この項において「適用年度」という。）前の
各事業年度において生じた欠損金額（連結事業
年度において生じた第八十一条の十八第一項に
規定する個別欠損金額（当該連結事業年度に連
結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金
額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算
した金額）を含む。）で政令で定めるものに相
当する金額のうち当該各号に定める金額の合計
額（当該合計額がこの項 ◆追加◆（第三号に掲
げる場合に該当する場合には、第五十七条第一
項（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の
繰越し）及び前条第一項 並びにこの項）の規定
を適用しないものとして計算した場合における
当該適用年度の所得の金額を超える場合には、
その超える部分の金額を控除した金額）に達す
るまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。
一 これらの事実の生じた時においてその内国法
人に対し政令で定める債権を有する者（当該
内国法人との間に連結完全支配関係がある連
結法人を除く。）から当該債権につき債務の
免除を受けた場合（当該債権が債務の免除以
外の事由により消滅した場合でその消滅した
債務に係る利益の額が生ずるときを含む。）
その債務の免除を受けた金額（当該利益の額
を含む。）
二 これらの事実が生じたことに伴いその内国法
人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受

二 当該更生手続開始の決定があつたことに伴い
その内国法人の役員等（役員若しくは株主等
である者又はこれらであつた者をいい、当該
内国法人との間に連結完全支配関係がある連
結法人を除く。次項第二号において同じ。）
から金銭その他の資産の贈与を受けた場合 そ
の贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産
の価額
三 第二十五条第二項（ 会社更生法又は金融機関
等の更生手続の特例等に関する法律の規定に
従つて行う評価換えに係る部分に限る。以下
この号において同じ。）（資産の評価益の益
金不算入等）に規定する評価換えをした場合
同項の規定により当該適用年度の所得の金額
の計算上益金の額に算入される金額（第三十
三条第三項（資産の評価損の損金不算入等）
の規定により当該適用年度の所得の金額の計
算上損金の額に算入される金額がある場合に
は、当該益金の額に算入される金額から当該
損金の額に算入される金額を控除した金額）

２ 内国法人について ◆削除◆再生手続開始の決定
があつたことその他これに準ずる政令で定める
事実が生じた場合において、その内国法人が次
の各号に掲げる場合に該当するときは、その該
当することとなつた日の属する事業年度（第三
号に掲げる場合に該当する場合には、その該当
することとなつた事業年度。以下この項におい
て「適用年度」という。）前の各事業年度にお
いて生じた欠損金額（連結事業年度において生
じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠
損金額（当該連結事業年度に連結欠損金額が生
じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内
国法人に帰せられる金額を加算した金額）を含
む。）で政令で定めるものに相当する金額のう
ち当該各号に定める金額の合計額（当該合計額
がこの項 及び第六十二条の五第五項（現物分配
による資産の譲渡）（第三号に掲げる場合に該
当する場合には、第五十七条第一項（青色申告
書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）及び
前条第一項 、この項並びに第六十二条の五第五
項）の規定を適用しないものとして計算した場
合における当該適用年度の所得の金額を超える
場合には、その超える部分の金額を控除した金
額）に達するまでの金額は、当該適用年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 これらの事実の生じた時においてその内国法
人に対し政令で定める債権を有する者（当該
内国法人との間に連結完全支配関係がある連
結法人を除く。）から当該債権につき債務の
免除を受けた場合（当該債権が債務の免除以
外の事由により消滅した場合でその消滅した
債務に係る利益の額が生ずるときを含む。）
その債務の免除を受けた金額（当該利益の額
を含む。）
二 これらの事実が生じたことに伴いその内国法
人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受
けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭
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けた場合 その贈与を受けた金銭の額及び金銭
以外の資産の価額
三 第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規
定の適用を受ける場合 第二十五条第三項の規
定により当該適用年度の所得の金額の計算上
益金の額に算入される金額から第三十三条第
四項の規定により当該適用年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入される金額を減算し
た金額

◆追加◆
３ 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する欠損金額に相当する金額の損金算入に
関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定
める書類の添付がある場合に限り、適用する。
４ 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない
確定申告書の提出があつた場合においても、そ
の記載又は書類の添付がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、 第一
項又は第二項の規定を適用することができる。

以外の資産の価額
三 第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規
定の適用を受ける場合 第二十五条第三項の規
定により当該適用年度の所得の金額の計算上
益金の額に算入される金額から第三十三条第
四項の規定により当該適用年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入される金額を減算し
た金額

３ 内国法人が解散した場合において、残余財産が
ないと見込まれるときは、その清算中に終了す
る事業年度（前二項の規定の適用を受ける事業
年度を除く。以下この項において「適用年度」
という。）前の各事業年度において生じた欠損
金額（連結事業年度において生じた第八十一条
の十八第一項に規定する個別欠損金額（当該連
結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、
当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せら
れる金額を加算した金額）を含む。）で政令で
定めるものに相当する金額（当該相当する金額
がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適
用しないものとして計算した場合における当該
適用年度の所得の金額を超える場合には、その
超える部分の金額を控除した金額）は、当該適
用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入
する。
４ 前三項の規定は、確定申告書にこれらの規定に
規定する欠損金額に相当する金額の損金算入に
関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定
める書類の添付がある場合に限り、適用する。
５ 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない
確定申告書の提出があつた場合においても、そ
の記載又は書類の添付がなかつたことについて
やむを得ない事情があると認めるときは、 第一
項から第三項までの規定を適用することができ
る。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第九目 契約者配当等
（保険会社の契約者配当の損金算入）
第六十条 保険業法 ◆追加◆に規定する保険会社が
各事業年度において保険契約に基づき保険契約
者に対して分配する金額は、当該事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただ
し、当該分配する金額が政令で定める金額を超
える場合は、その超える部分の金額について
は、この限りでない。
２ 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定に
より損金の額に算入される金額の計算に関する
明細を記載した書類を添附しなければならな
い。

第九目 契約者配当等
（保険会社の契約者配当の損金算入）
第六十条 保険業法 （平成七年法律第百五号）に規
定する保険会社が各事業年度において保険契約
に基づき保険契約者に対して分配する金額は、
当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額
に算入する。ただし、当該分配する金額が政令
で定める金額を超える場合は、その超える部分
の金額については、この限りでない。
２ 前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定に
より損金の額に算入される金額の計算に関する
明細を記載した書類を添附しなければならな
い。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第十目 特定株主等によつて支配された欠 第十目 特定株主等によつて支配された欠
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損等法人の資産の譲渡等損失額
（特定株主等によつて支配された欠損等法人の資
産の譲渡等損失額の損金不算入）
第六十条の三 第五十七条の二第一項（特定株主等
によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越
しの不適用）に規定する欠損等法人（同項に規
定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定
する特定支配日において 第八十一条の九の二第
一項（特定株主等によつて支配された欠損等連
結法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に規定
する評価損資産その他政令で定める資産を有し
ていたものに限る。以下この項及び次項におい
て「欠損等法人」という。）の第五十七条の二
第一項に規定する適用事業年度又は 第八十一条
の九の二第一項に規定する適用連結事業年度
（以下この項において「適用事業年度等」とい
う。）開始の日から同日以後三年を経過する日
（その経過する日が第五十七条の二第一項に規
定する特定支配日（当該欠損等連結法人にあつ
ては、 第八十一条の九の二第一項に規定する特
定支配日）以後五年を経過する日後となる場合
にあつては、同日）までの期間（当該期間に終
了する各事業年度において、第六十一条の十一
第一項（連結納税の開始に伴う資産の時価評価
損益）若しくは第六十一条の十二第一項（連結
納税への加入に伴う資産の時価評価損益）又は
第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に係
る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評
価損益）の規定の適用を受ける場合には、当該
適用事業年度等の開始の日から第六十一条の十
一第一項に規定する連結開始直前事業年度若し
くは第六十一条の十二第一項に規定する連結加
入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規
定の適用を受ける事業年度終了の日までの期
間。以下この項及び次項において「適用期間」
という。）において生ずる特定資産（当該欠損
等法人が当該特定支配日において有する資産及
び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始
の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規
定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人
とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項
第三号に規定する関連者を被合併法人 、分割法
人若しくは現物出資法人とする 適格合併、適格
分割若しくは適格現物出資により移転を受けた
資産のうち、政令で定めるものをいう。以下こ
の条において同じ。）の譲渡、評価換え、貸倒
れ、除却その他これらに類する事由（以下この
項において「譲渡等特定事由」という。）によ
る損失の額（当該譲渡等特定事由が生じた日の
属する事業年度の適用期間において生ずる特定
資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある
場合には、当該利益の額を控除した金額。第三
項において「譲渡等損失額」という。）は、当
該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算
上、損金の額に算入しない。
２ 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法
人、分割法人、現物出資法人 又は事後設立法

損等法人の資産の譲渡等損失額
（特定株主等によつて支配された欠損等法人の資
産の譲渡等損失額の損金不算入）
第六十条の三 第五十七条の二第一項（特定株主等
によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越
しの不適用）に規定する欠損等法人（同項に規
定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定
する特定支配日において 第八十一条の十第一
項（特定株主等によつて支配された欠損等連結
法人の連結欠損金の繰越しの不適用）に規定す
る評価損資産その他政令で定める資産を有して
いたものに限る。以下この項及び次項において
「欠損等法人」という。）の第五十七条の二第
一項に規定する適用事業年度又は 第八十一条の
十第一項に規定する適用連結事業年度（以下こ
の項において「適用事業年度等」という。）開
始の日から同日以後三年を経過する日（その経
過する日が第五十七条の二第一項に規定する特
定支配日（当該欠損等連結法人にあつては、 第
八十一条の十第一項に規定する特定支配日）以
後五年を経過する日後となる場合にあつては、
同日）までの期間（当該期間に終了する各事業
年度において、第六十一条の十一第一項（連結
納税の開始に伴う資産の時価評価損益）若しく
は第六十一条の十二第一項（連結納税への加入
に伴う資産の時価評価損益）又は第六十二条の
九第一項（非適格株式交換等に係る株式交換完
全子法人等の有する資産の時価評価損益）の規
定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度
等の開始の日から第六十一条の十一第一項に規
定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一
条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年
度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受
ける事業年度終了の日までの期間。以下この項
及び次項において「適用期間」という。）にお
いて生ずる特定資産（当該欠損等法人が当該特
定支配日において有する資産及び当該欠損等法
人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行わ
れる第五十七条の二第一項に規定する他の者を
分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割
若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定す
る関連者を被合併法人 、分割法人、現物出資法
人若しくは現物分配法人とする 適格組織再編成
等（適格合併若しくは適格合併に該当しない合
併で第六十一条の十三第一項（完全支配関係が
ある法人の間の取引の損益）の規定の適用があ
るもの、適格分割、適格現物出資又は適格現物
分配をいう。以下この条において同じ。）によ
り移転を受けた資産のうち、政令で定めるもの
をいう。以下この条において同じ。）の譲渡、
評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する
事由（以下この項において「譲渡等特定事由」
という。）による損失の額（当該譲渡等特定事
由が生じた日の属する事業年度の適用期間にお
いて生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる
利益の額がある場合には、当該利益の額を控除
した金額。第三項において「譲渡等損失額」と
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人とする 適格合併、適格分割、適格現物出資又
は適格事後設立（以下この条において「適格組
織再編成」という。）によりその有する特定資
産（第五十七条の二第一項に規定する評価損資
産に該当するものに限る。）を 当該適格組織再
編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出
資法人又は 被事後設立法人（以下この条におい
て「合併法人等」という。）に移転した場合に
は、当該合併法人等を前項の規定の適用を受け
る欠損等法人とみなして、 同項の規定を適用す
る。
３ 前項の合併法人等が 適格組織再編成により移転
を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算そ
の他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

いう。）は、当該欠損等法人の各事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
２ 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法
人、分割法人、現物出資法人 又は現物分配法
人とする 適格組織再編成等によりその有する特
定資産（第五十七条の二第一項に規定する評価
損資産に該当するものに限る。）を 当該適格組
織再編成等に係る合併法人、分割承継法人、被
現物出資法人又は 被現物分配法人（以下この条
において「合併法人等」という。）に移転した
場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用
を受ける欠損等法人とみなして、 この条の規定
を適用する。
３ 前項の合併法人等が 適格組織再編成等により移
転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算
その他第一項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益

（短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益
金又は損金算入）
第六十一条 内国法人が短期売買商品（短期的な価
格の変動を利用して利益を得る目的で取得した
資産として政令で定めるもの（有価証券を除
く。）をいう。以下この条において同じ。）の
譲渡 （当該短期売買商品が合併、分割又は適格
現物出資により合併法人、分割承継法人又は被
現物出資法人に移転をする場合における当該移
転を除く。以下この項において同じ。）をした
場合には、その譲渡に係る譲渡利益額（第一号
に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう。）又
は譲渡損失額（同号に掲げる金額が第一号に掲
げる金額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。）は ◆追加◆、その譲渡に係る
契約をした日の属する事業年度の所得の金額の
計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 その短期売買商品の譲渡に係る対価の額
二 その短期売買商品の譲渡に係る原価の額（そ
の短期売買商品についてその内国法人が選定
した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に
より算出した金額（算出の方法を選定しなか
つた場合又は選定した方法により算出しなか
つた場合には、算出の方法のうち政令で定め
る方法により算出した金額）にその譲渡をし
た短期売買商品の数量を乗じて計算した金額
をいう。）

２ 内国法人が事業年度終了の時において有する短
期売買商品については、時価法（事業年度終了
の時において有する短期売買商品をその種類及
び銘柄（以下この項において「種類等」とい
う。）の異なるごとに区別し、その種類等の同

第五款 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価
評価損益

（短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益
金又は損金算入）
第六十一条 内国法人が短期売買商品（短期的な価
格の変動を利用して利益を得る目的で取得した
資産として政令で定めるもの（有価証券を除
く。）をいう。以下この条において同じ。）の
譲渡 ◆削除◆をした場合には、その譲渡に係る
譲渡利益額（第一号に掲げる金額が第二号に掲
げる金額を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。）又は譲渡損失額（同号に掲げ
る金額が第一号に掲げる金額を超える場合にお
けるその超える部分の金額をいう。）は 、第六
十二条から第六十二条の五まで（合併等による
資産の譲渡）の規定の適用がある場合を除き、
その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度
の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額
に算入する。
一 その短期売買商品の譲渡に係る対価の額
二 その短期売買商品の譲渡に係る原価の額（そ
の短期売買商品についてその内国法人が選定
した一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に
より算出した金額（算出の方法を選定しなか
つた場合又は選定した方法により算出しなか
つた場合には、算出の方法のうち政令で定め
る方法により算出した金額）にその譲渡をし
た短期売買商品の数量を乗じて計算した金額
をいう。）

２ 内国法人が事業年度終了の時において有する短
期売買商品については、時価法（事業年度終了
の時において有する短期売買商品をその種類及
び銘柄（以下この項において「種類等」とい
う。）の異なるごとに区別し、その種類等の同
じものについて、その時における価額として政
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じものについて、その時における価額として政
令で定めるところにより計算した金額をもつて
当該短期売買商品のその時における評価額とす
る方法をいう。）により評価した金額（次項に
おいて「時価評価金額」という。）をもつて、
その時における評価額とする。
３ 内国法人が事業年度終了の時において短期売買
商品を有する場合には、当該短期売買商品に係
る評価益（当該短期売買商品の時価評価金額が
当該短期売買商品のその時における帳簿価額
（以下この項において「期末帳簿価額」とい
う。）を超える場合におけるその超える部分の
金額をいう ◆追加◆。）又は評価損（当該短期
売買商品の期末帳簿価額が当該短期売買商品の
時価評価金額を超える場合におけるその超える
部分の金額をいう ◆追加◆。）は、第二十五条
第一項（資産の評価益の益金不算入）又は第三
十三条第一項（資産の評価損の損金不算入）の
規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金額
の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
◆追加◆
４ 内国法人が、短期売買商品を有する場合におい
て、第一項に規定する目的で短期売買商品の売
買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃
止した時において、その短期売買商品をその時
における価額により譲渡し、かつ、短期売買商
品以外の資産をその価額により取得したものと
みなして、その内国法人の各事業年度の所得の
金額を計算する。
５ 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出
の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買
商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の
種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に
規定する評価益又は評価損の翌事業年度におけ
る処理その他前各項の規定の適用に関し必要な
事項は、政令で定める。

令で定めるところにより計算した金額をもつて
当該短期売買商品のその時における評価額とす
る方法をいう。）により評価した金額（次項に
おいて「時価評価金額」という。）をもつて、
その時における評価額とする。
３ 内国法人が事業年度終了の時において短期売買
商品を有する場合には、当該短期売買商品に係
る評価益（当該短期売買商品の時価評価金額が
当該短期売買商品のその時における帳簿価額
（以下この項において「期末帳簿価額」とい
う。）を超える場合におけるその超える部分の
金額をいう 。次項において同じ。）又は評価損
（当該短期売買商品の期末帳簿価額が当該短期
売買商品の時価評価金額を超える場合における
その超える部分の金額をいう 。次項において同
じ。）は、第二十五条第一項（資産の評価益の
益金不算入）又は第三十三条第一項（資産の評
価損の損金不算入）の規定にかかわらず、当該
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は
損金の額に算入する。
４ 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現
物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の
全部の分配を除く。以下この項において「適格
分割等」という。）により分割承継法人、被現
物出資法人又は被現物分配法人に短期売買商品
を移転する場合には、当該適格分割等の日の前
日を事業年度終了の日とした場合に前項の規定
により計算される当該短期売買商品に係る評価
益又は評価損に相当する金額は、第二十五条第
一項又は第三十三条第一項の規定にかかわら
ず、当該適格分割等の日の属する事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算
入する。
５ 内国法人が、短期売買商品を有する場合におい
て、第一項に規定する目的で短期売買商品の売
買を行う業務の全部を廃止したときは、その廃
止した時において、その短期売買商品をその時
における価額により譲渡し、かつ、短期売買商
品以外の資産をその価額により取得したものと
みなして、その内国法人の各事業年度の所得の
金額を計算する。
６ 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出
の基礎となる取得価額の算出の方法、短期売買
商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の
種類、その算出の方法の選定の手続、第三項に
規定する評価益又は評価損の翌事業年度におけ
る処理その他前各項の規定の適用に関し必要な
事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価
評価損益

（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算
入）
第六十一条の二 内国法人が有価証券の譲渡 （当該

第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価
評価損益

（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算
入）
第六十一条の二 内国法人が有価証券の譲渡 ◆削除
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有価証券が合併、分割又は適格現物出資により
合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人に
移転する場合における当該移転を除く。以下こ
の条において同じ。）をした場合には、その譲
渡に係る譲渡利益額（第一号に掲げる金額が第
二号に掲げる金額を超える場合におけるその超
える部分の金額をいう。）又は譲渡損失額（同
号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える
場合におけるその超える部分の金額をいう。）
は ◆追加◆、その譲渡に係る契約をした日（そ
の譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定め
る事由によるものである場合には、当該剰余金
の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定
める日）の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 その有価証券の譲渡に係る対価の額（第二十
四条第一項（配当等の額とみなす金額）の規
定により第二十三条第一項第一号（受取配当
等の益金不算入）に掲げる金額とみなされる
金額がある場合には、そのみなされる金額に
相当する金額を控除した金額）
二 その有価証券の譲渡に係る原価の額（その有
価証券についてその内国法人が選定した一単
位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出
した金額（算出の方法を選定しなかつた場合
又は選定した方法により算出しなかつた場合
には、算出の方法のうち政令で定める方法に
より算出した金額）にその譲渡をした有価証
券の数を乗じて計算した金額をいう。）

２ 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
式（出資を含む。以下この条において同じ。）
をいう ◆追加◆。）を発行した法人の合併（当
該法人の株主等に合併法人の株式又は合併法人
との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出
資（自己が有する自己の株式を除く。以下この
条において「発行済株式等」という。）の全部
を保有する関係として政令で定める関係がある
法人の株式のいずれか一方の株式以外の資産
（当該株主等に対する第二条第十二号の八（定
義）に規定する剰余金の配当等として交付され
た金銭その他の資産及び合併に反対する当該株
主等に対するその買取請求に基づく対価として
交付される金銭その他の資産を除く。）が交付
されなかつたものに限る。）により当該株式の
交付を受けた場合 ◆追加◆における前項の規定
の適用については、同項第一号に掲げる金額
は、 当該旧株の当該 合併の直前の帳簿価額に相
当する金額とする。
３ 合併法人は、第二十四条第二項に規定する場合
においても、その有する同項に規定する抱合株
式に対し同項に規定する株式割当等を受けたも
のとみなして、前二項の規定を適用する。
４ 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
式をいう。以下この項において同じ。）を発行
した法人の行つた分割型分割により分割承継法
人の株式その他の資産の交付を受けた場合に
は、当該旧株のうち当該分割型分割により当該

◆をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額
（第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を
超える場合におけるその超える部分の金額をい
う。）又は譲渡損失額（同号に掲げる金額が第
一号に掲げる金額を超える場合におけるその超
える部分の金額をいう。）は 、第六十二条から
第六十二条の五まで（合併等による資産の譲
渡）の規定の適用がある場合を除き、その譲渡
に係る契約をした日（その譲渡が剰余金の配当
その他の財務省令で定める事由によるものであ
る場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる
日その他の財務省令で定める日）の属する事業
年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金
の額に算入する。
一 その有価証券の譲渡に係る対価の額（第二十
四条第一項（配当等の額とみなす金額）の規
定により第二十三条第一項第一号（受取配当
等の益金不算入）に掲げる金額とみなされる
金額がある場合には、そのみなされる金額に
相当する金額を控除した金額）
二 その有価証券の譲渡に係る原価の額（その有
価証券についてその内国法人が選定した一単
位当たりの帳簿価額の算出の方法により算出
した金額（算出の方法を選定しなかつた場合
又は選定した方法により算出しなかつた場合
には、算出の方法のうち政令で定める方法に
より算出した金額）にその譲渡をした有価証
券の数を乗じて計算した金額をいう。）

２ 内国法人が、旧株（当該内国法人が有していた
株式（出資を含む。以下この条において同
じ。）をいう 。以下この項において同じ。）を
発行した法人の合併（当該法人の株主等に合併
法人の株式又は合併法人との間に当該合併法人
の発行済株式若しくは出資（自己が有する自己
の株式を除く。以下この条において「発行済株
式等」という。）の全部を保有する関係として
政令で定める関係がある法人の株式のいずれか
一方の株式以外の資産（当該株主等に対する第
二条第十二号の八（定義）に規定する剰余金の
配当等として交付された金銭その他の資産及び
合併に反対する当該株主等に対するその買取請
求に基づく対価として交付される金銭その他の
資産を除く。）が交付されなかつたものに限
る。）により当該株式の交付を受けた場合 又は
旧株を発行した法人の適格合併（当該法人の株
主等に合併法人の株式その他の資産が交付され
なかつたものに限る。）により当該旧株を有し
ないこととなつた場合における前項の規定の適
用については、同項第一号に掲げる金額は、 こ
れらの旧株の当該 合併又は適格合併の直前の帳
簿価額に相当する金額とする。
３ 合併法人の第二十四条第二項に規定する抱合株
式（前項の規定の適用があるものを除く。）に
係る第一項の規定の適用については、同項第一
号に掲げる金額は、当該抱合株式の合併の直前
の帳簿価額に相当する金額とする。
４ 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
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分割承継法人に移転した資産及び負債に対応す
る部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項
の規定を適用する。この場合において、その分
割型分割（ 分割法人の株主等に分割承継法人の
株式又は分割承継法人との間に当該分割承継法
人の発行済株式等の全部を保有する関係として
政令で定める関係がある法人（以下この項にお
いて「親法人」という。）の株式のいずれか一
方の株式以外の資産 （当該株主等に対する第二
条第十二号の八に規定する剰余金の配当等とし
て交付された同条第十二号の九に規定する分割
対価資産以外の金銭その他の資産を除く。）が
交付されなかつたもの（以下この項において
「金銭等不交付分割型分割」という。）を除
く。）により分割承継法人の株式その他の資産
の交付を受けたときにおける第一項の規定の適
用については、同項第二号に掲げる金額は、そ
の旧株の当該分割型分割の直前の帳簿価額を基
礎として政令で定めるところにより計算した金
額（以下この項において「分割純資産対応帳簿
価額」という。）とし、その分割型分割（金銭
等不交付分割型分割に限る。）により分割承継
法人の株式又は親法人の株式の交付を受けたと
きにおける第一項の規定の適用については、同
項各号に掲げる金額は、いずれもその旧株の当
該分割型分割の直前の分割純資産対応帳簿価額
とする。
５ 内国法人が第六十二条の二第二項（適格合併及
び適格分割型分割による資産等の帳簿価額によ
る引継ぎ）の規定により同項に規定する株主等
に同項に規定する株式又は合併親法人株式を交
付したものとされる場合における第一項の規定
の適用については、同項各号に掲げる金額は、
いずれも同条第二項に規定する政令で定める金
額に相当する金額とする。
６ 内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分
割により当該適格分割型分割に係る分割承継法
人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人株式（ 第八項において「分割承
継親法人株式」という。）を当該内国法人の株
主等に交付した場合における第一項の規定の適
用については、同項各号に掲げる金額は、いず
れも第六十二条の二第三項 ◆追加◆に規定する
政令で定める金額に相当する金額とする。
７ 内国法人が自己を合併法人とする適格合併によ
り第二条第十二号の八に規定する合併親法人株
式を交付した場合における第一項の規定の適用
については、同項第一号に掲げる金額は、当該
合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価
額に相当する金額とする。
８ 内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割
により分割承継親法人株式を交付した場合にお
ける第一項の規定の適用については、同項第一
号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の
当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額
とする。
９ 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株

式をいう。以下この項において同じ。）を発行
した法人の行つた分割型分割により分割承継法
人の株式その他の資産の交付を受けた場合に
は、当該旧株のうち当該分割型分割により当該
分割承継法人に移転した資産及び負債に対応す
る部分の譲渡を行つたものとみなして、第一項
の規定を適用する。この場合において、その分
割型分割（ 第二条第十二号の九イに規定する分
割対価資産として分割承継法人の株式又は分割
承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株
式等の全部を保有する関係として政令で定める
関係がある法人（以下この項において「親法
人」という。）の株式のいずれか一方の株式以
外の資産 ◆削除◆が交付されなかつたもの（以
下この項において「金銭等不交付分割型分割」
という。）を除く。）により分割承継法人の株
式その他の資産の交付を受けたときにおける第
一項の規定の適用については、同項第二号に掲
げる金額は、その旧株の当該分割型分割の直前
の帳簿価額を基礎として政令で定めるところに
より計算した金額（以下この項において「分割
純資産対応帳簿価額」という。）とし、その分
割型分割（金銭等不交付分割型分割に限る。）
により分割承継法人の株式又は親法人の株式の
交付を受けたときにおける第一項の規定の適用
については、同項各号に掲げる金額は、いずれ
もその旧株の当該分割型分割の直前の分割純資
産対応帳簿価額とする。
◆削除◆
５ 内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分
割により当該適格分割型分割に係る分割承継法
人の株式又は第二条第十二号の十一に規定する
分割承継親法人株式（ 第七項において「分割承
継親法人株式」という。）を当該内国法人の株
主等に交付した場合における第一項の規定の適
用については、同項各号に掲げる金額は、いず
れも第六十二条の二第三項 （適格合併及び適格
分割型分割による資産等の帳簿価額による引継
ぎ）に規定する政令で定める金額に相当する金
額とする。
６ 内国法人が自己を合併法人とする適格合併によ
り第二条第十二号の八に規定する合併親法人株
式を交付した場合における第一項の規定の適用
については、同項第一号に掲げる金額は、当該
合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価
額に相当する金額とする。
７ 内国法人が自己を分割承継法人とする適格分割
により分割承継親法人株式を交付した場合にお
ける第一項の規定の適用については、同項第一
号に掲げる金額は、当該分割承継親法人株式の
当該適格分割の直前の帳簿価額に相当する金額
とする。
８ 内国法人が、旧株（当該内国法人が有していた
株式をいう 。以下この項において同じ。）を発
行した法人の行つた株式交換（当該法人の株主
に株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全
親法人との間に当該株式交換完全親法人の発行
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式をいう ◆追加◆。）を発行した法人の行つた
株式交換（当該法人の株主に株式交換完全親法
人の株式又は株式交換完全親法人との間に当該
株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を保
有する関係として政令で定める関係がある法人
の株式のいずれか一方の株式以外の資産（当該
株主に対する剰余金の配当として交付された金
銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株
主に対するその買取請求に基づく対価として交
付される金銭その他の資産を除く。）が交付さ
れなかつたものに限る。）により当該株式の交
付を受けた場合 ◆追加◆における第一項の規定
の適用については、同項第一号に掲げる金額
は、 当該旧株の当該 株式交換の直前の帳簿価額
に相当する金額とする。

10 内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適
格株式交換により第二条第十二号の十六に規定
する株式交換完全支配親法人株式を交付した場
合における第一項の規定の適用については、同
項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支
配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿
価額に相当する金額とする。

11 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
式をいう。）を発行した法人の行つた株式移転
（当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式
以外の資産（株式移転に反対する当該株主に対
するその買取請求に基づく対価として交付され
る金銭その他の資産を除く。）が交付されなか
つたものに限る。）により当該株式の交付を受
けた場合における第一項の規定の適用について
は、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当
該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額と
する。

12 内国法人がその有する新株予約権（新株予約権
付社債を含む。以下この項において「旧新株予
約権等」という。）を発行した法人を被合併法
人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移
転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は
株式移転（以下この項において「合併等」とい
う。）により当該旧新株予約権等に代えて当該
合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交
換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予
約権（新株予約権付社債を含む。）のみの交付
を受けた場合における第一項の規定の適用につ
いては、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新
株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相
当する金額とする。

13 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
式をいう。）を発行した法人の行つた組織変更
（当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交
付されたものに限る。）に際して当該法人の株
式の交付を受けた場合における第一項の規定の
適用については、同項第一号に掲げる金額は、
当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相
当する金額とする。

14 内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各
号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事

済株式等の全部を保有する関係として政令で定
める関係がある法人の株式のいずれか一方の株
式以外の資産（当該株主に対する剰余金の配当
として交付された金銭その他の資産及び株式交
換に反対する当該株主に対するその買取請求に
基づく対価として交付される金銭その他の資産
を除く。）が交付されなかつたものに限る。）
により当該株式の交付を受けた場合 又は旧株を
発行した法人の行つた適格株式交換（当該法人
の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資
産が交付されなかつたものに限る。）により当
該旧株を有しないこととなつた場合における第
一項の規定の適用については、同項第一号に掲
げる金額は、 これらの旧株の当該 株式交換又は
適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額
とする。
９ 内国法人が自己を株式交換完全親法人とする適
格株式交換により第二条第十二号の十六に規定
する株式交換完全支配親法人株式を交付した場
合における第一項の規定の適用については、同
項第一号に掲げる金額は、当該株式交換完全支
配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿
価額に相当する金額とする。

10 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
式をいう。）を発行した法人の行つた株式移転
（当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式
以外の資産（株式移転に反対する当該株主に対
するその買取請求に基づく対価として交付され
る金銭その他の資産を除く。）が交付されなか
つたものに限る。）により当該株式の交付を受
けた場合における第一項の規定の適用について
は、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当
該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額と
する。

11 内国法人がその有する新株予約権（新株予約権
付社債を含む。以下この項において「旧新株予
約権等」という。）を発行した法人を被合併法
人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移
転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は
株式移転（以下この項において「合併等」とい
う。）により当該旧新株予約権等に代えて当該
合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交
換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予
約権（新株予約権付社債を含む。）のみの交付
を受けた場合における第一項の規定の適用につ
いては、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新
株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相
当する金額とする。

12 内国法人が旧株（当該内国法人が有していた株
式をいう。）を発行した法人の行つた組織変更
（当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交
付されたものに限る。）に際して当該法人の株
式の交付を受けた場合における第一項の規定の
適用については、同項第一号に掲げる金額は、
当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相
当する金額とする。

13 内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各
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由により当該各号に規定する取得をする法人の
株式又は新株予約権の交付を受けた場合（当該
交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該
譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額とな
つていないと認められる場合を除く。）におけ
る第一項の規定の適用については、同項第一号
に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の
当該譲渡の直前の帳簿価額（第四号に掲げる有
価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の
当該譲渡の直前の帳簿価額）に相当する金額と
する。
一 取得請求権付株式（法人がその発行する全部
又は一部の株式の内容として株主等が当該法
人に対して当該株式の取得を請求することが
できる旨の定めを設けている場合の当該株式
をいう。） 当該取得請求権付株式に係る請求
権の行使によりその取得の対価として当該取
得をする法人の株式のみが交付される場合の
当該請求権の行使
二 取得条項付株式（法人がその発行する全部又
は一部の株式の内容として当該法人が一定の
事由（以下この号において「取得事由」とい
う。）が発生したことを条件として当該株式
の取得をすることができる旨の定めを設けて
いる場合の当該株式をいう。） 当該取得条項
付株式に係る取得事由の発生によりその取得
の対価として当該取得をされる株主等に当該
取得をする法人の株式のみが交付される場合
（その取得の対象となつた種類の株式のすべ
てが取得をされる場合には、その取得の対価
として当該取得をされる株主等に当該取得を
する法人の株式及び新株予約権のみが交付さ
れる場合を含む。）の当該取得事由の発生
三 全部取得条項付種類株式（ある種類の株式に
ついて、これを発行した法人が株主総会その
他これに類するものの決議（以下この号にお
いて「取得決議」という。）によつてその全
部の取得をする旨の定めがある場合の当該種
類の株式をいう。） 当該全部取得条項付種類
株式に係る取得決議によりその取得の対価と
して当該取得をされる株主等に当該取得をす
る法人の株式（当該株式と併せて交付される
当該取得をする法人の新株予約権を含む。）
以外の資産（当該取得の価格の決定の申立て
に基づいて交付される金銭その他の資産を除
く。）が交付されない場合の当該取得決議
四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予
約権付社債に付された新株予約権の行使によ
りその取得の対価として当該取得をする法人
の株式が交付される場合の当該新株予約権の
行使
五 取得条項付新株予約権（新株予約権につい
て、これを発行した法人が一定の事由（以下
この号において「取得事由」という。）が発
生したことを条件としてこれを取得すること
ができる旨の定めがある場合の当該新株予約
権をいう。以下この号において同じ。）又は

号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事
由により当該各号に規定する取得をする法人の
株式又は新株予約権の交付を受けた場合（当該
交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該
譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額とな
つていないと認められる場合を除く。）におけ
る第一項の規定の適用については、同項第一号
に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の
当該譲渡の直前の帳簿価額（第四号に掲げる有
価証券にあつては、同号の新株予約権付社債の
当該譲渡の直前の帳簿価額）に相当する金額と
する。
一 取得請求権付株式（法人がその発行する全部
又は一部の株式の内容として株主等が当該法
人に対して当該株式の取得を請求することが
できる旨の定めを設けている場合の当該株式
をいう。） 当該取得請求権付株式に係る請求
権の行使によりその取得の対価として当該取
得をする法人の株式のみが交付される場合の
当該請求権の行使
二 取得条項付株式（法人がその発行する全部又
は一部の株式の内容として当該法人が一定の
事由（以下この号において「取得事由」とい
う。）が発生したことを条件として当該株式
の取得をすることができる旨の定めを設けて
いる場合の当該株式をいう。） 当該取得条項
付株式に係る取得事由の発生によりその取得
の対価として当該取得をされる株主等に当該
取得をする法人の株式のみが交付される場合
（その取得の対象となつた種類の株式のすべ
てが取得をされる場合には、その取得の対価
として当該取得をされる株主等に当該取得を
する法人の株式及び新株予約権のみが交付さ
れる場合を含む。）の当該取得事由の発生
三 全部取得条項付種類株式（ある種類の株式に
ついて、これを発行した法人が株主総会その
他これに類するものの決議（以下この号にお
いて「取得決議」という。）によつてその全
部の取得をする旨の定めがある場合の当該種
類の株式をいう。） 当該全部取得条項付種類
株式に係る取得決議によりその取得の対価と
して当該取得をされる株主等に当該取得をす
る法人の株式（当該株式と併せて交付される
当該取得をする法人の新株予約権を含む。）
以外の資産（当該取得の価格の決定の申立て
に基づいて交付される金銭その他の資産を除
く。）が交付されない場合の当該取得決議
四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予
約権付社債に付された新株予約権の行使によ
りその取得の対価として当該取得をする法人
の株式が交付される場合の当該新株予約権の
行使
五 取得条項付新株予約権（新株予約権につい
て、これを発行した法人が一定の事由（以下
この号において「取得事由」という。）が発
生したことを条件としてこれを取得すること
ができる旨の定めがある場合の当該新株予約
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取得条項付新株予約権が付された新株予約権
付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る
取得事由の発生によりその取得の対価として
当該取得をされる新株予約権者に当該取得を
する法人の株式のみが交付される場合の当該
取得事由の発生

15 内国法人が旧受益権（当該内国法人が有してい
た集団投資信託の受益権をいう。）に係る信託
の併合（当該集団投資信託の受益者に当該信託
の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産
（信託の併合に反対する当該受益者に対するそ
の買取請求に基づく対価として交付される金銭
その他の資産を除く。）が交付されなかつたも
のに限る。）により当該受益権の交付を受けた
場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当
該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額
とする。

16 内国法人が旧受益権（当該内国法人が有してい
た集団投資信託の受益権をいう。以下この項に
おいて同じ。）に係る信託の分割により承継信
託（信託の分割により受託者を同一とする他の
信託からその信託財産の一部の移転を受ける信
託をいう。以下この項において同じ。）の受益
権その他の資産の交付を受けた場合には、当該
旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継
信託に移転した資産及び負債に対応する部分の
譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を
適用する。この場合において、その信託の分割
（分割信託（信託の分割によりその信託財産の
一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな
信託の信託財産として移転する信託をいう。）
の受益者に承継信託の受益権以外の資産（信託
の分割に反対する当該受益者に対するその買取
請求に基づく対価として交付される金銭その他
の資産を除く。）が交付されたもの（以下この
項において「金銭等交付分割」という。）に限
る。）により承継信託の受益権その他の資産の
交付を受けたときにおける第一項の規定の適用
については、同項第二号に掲げる金額は、その
旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を
基礎として政令で定めるところにより計算した
金額（以下この項において「分割純資産対応帳
簿価額」という。）とし、その信託の分割（金
銭等交付分割を除く。）により承継信託の受益
権の交付を受けたときにおける第一項の規定の
適用については、同項各号に掲げる金額は、い
ずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の
分割純資産対応帳簿価額とする。
◆追加◆
17 内国法人が所有株式（当該内国法人が有する株
式をいう。）を発行した法人の第二十四条第一
項第三号に規定する資本の払戻し又は解散によ
る残余財産の一部の分配（以下この項において
「払戻し等」という。）として金銭その他の資
産の交付を受けた場合における第一項の規定の
適用については、同項第二号に掲げる金額は、

権をいう。以下この号において同じ。）又は
取得条項付新株予約権が付された新株予約権
付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る
取得事由の発生によりその取得の対価として
当該取得をされる新株予約権者に当該取得を
する法人の株式のみが交付される場合の当該
取得事由の発生

14 内国法人が旧受益権（当該内国法人が有してい
た集団投資信託の受益権をいう。）に係る信託
の併合（当該集団投資信託の受益者に当該信託
の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産
（信託の併合に反対する当該受益者に対するそ
の買取請求に基づく対価として交付される金銭
その他の資産を除く。）が交付されなかつたも
のに限る。）により当該受益権の交付を受けた
場合における第一項の規定の適用については、
同項第一号に掲げる金額は、当該旧受益権の当
該信託の併合の直前の帳簿価額に相当する金額
とする。

15 内国法人が旧受益権（当該内国法人が有してい
た集団投資信託の受益権をいう。以下この項に
おいて同じ。）に係る信託の分割により承継信
託（信託の分割により受託者を同一とする他の
信託からその信託財産の一部の移転を受ける信
託をいう。以下この項において同じ。）の受益
権その他の資産の交付を受けた場合には、当該
旧受益権のうち当該信託の分割により当該承継
信託に移転した資産及び負債に対応する部分の
譲渡を行つたものとみなして、第一項の規定を
適用する。この場合において、その信託の分割
（分割信託（信託の分割によりその信託財産の
一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな
信託の信託財産として移転する信託をいう。）
の受益者に承継信託の受益権以外の資産（信託
の分割に反対する当該受益者に対するその買取
請求に基づく対価として交付される金銭その他
の資産を除く。）が交付されたもの（以下この
項において「金銭等交付分割」という。）に限
る。）により承継信託の受益権その他の資産の
交付を受けたときにおける第一項の規定の適用
については、同項第二号に掲げる金額は、その
旧受益権の当該信託の分割の直前の帳簿価額を
基礎として政令で定めるところにより計算した
金額（以下この項において「分割純資産対応帳
簿価額」という。）とし、その信託の分割（金
銭等交付分割を除く。）により承継信託の受益
権の交付を受けたときにおける第一項の規定の
適用については、同項各号に掲げる金額は、い
ずれもその旧受益権の当該信託の分割の直前の
分割純資産対応帳簿価額とする。

16 内国法人が、所有株式（当該内国法人が有して
いた株式をいう。）を発行した他の内国法人
（当該内国法人との間に完全支配関係があるも
のに限る。）の第二十四条第一項各号に掲げる
事由（第二項の規定の適用がある合併及び第四
項に規定する金銭等不交付分割型分割を除
く。）により金銭その他の資産の交付を受けた
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当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基
礎として政令で定めるところにより計算した金
額とする。

18 内国法人がその出資（口数の定めがないものに
限る。以下この項において「所有出資」とい
う。）を有する法人の出資の払戻し（以下この
項において「払戻し」という。）として金銭そ
の他の資産の交付を受けた場合における第一項
の規定の適用については、同項第二号に掲げる
金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳
簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金
額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占め
る割合を乗じて計算した金額に相当する金額と
する。

19 内国法人が、有価証券の空売り（有価証券を有
しないでその売付けをし、その後にその有価証
券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして
決済をする取引その他財務省令で定める取引を
いい、次項に規定する信用取引及び発行日取引
に該当するものを除く。）の方法により、有価
証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘
柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済を
した場合における第一項の規定の適用について
は、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げ
る金額が第二号に掲げる金額を超える場合にお
けるその超える部分の金額とし、同項に規定す
る譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲
げる金額を超える場合におけるその超える部分
の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約を
した日はその決済に係る買戻しの契約をした日
とする。
一 その売付けをした有価証券の一単位当たりの
譲渡に係る対価の額を算出する方法として政
令で定める方法により算出した金額にその買
戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金
額
二 その買戻しをした有価証券のその買戻しに係
る対価の額

20 内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二
十四第一項（免許及び免許の申請）に規定する
信用取引又は発行日取引（有価証券が発行され
る前にその有価証券の売買を行う取引であつて
財務省令で定める取引をいう。）の方法によ
り、株式の売付け又は買付けをし、その後にそ
の株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売
付けをして決済をした場合における第一項の規
定の適用については、同項に規定する譲渡利益
額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額
を超える場合におけるその超える部分の金額と
し、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる
金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけ
るその超える部分の金額とし、同項に規定する
譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付
け又は売付けの契約をした日とする。
一 その売付けをした株式のその売付けに係る対
価の額
二 その買付けをした株式のその買付けに係る対

場合（当該他の内国法人の同条第一項第三号に
規定する資本の払戻し若しくは解散による残余
財産の一部の分配又は口数の定めがない出資に
ついての出資の払戻しに係るものである場合に
あつては、その交付を受けた時において当該所
有株式を有する場合に限る。）又は当該事由に
より当該他の内国法人の株式を有しないことと
なつた場合（残余財産の分配を受けないことが
確定した場合を含む。）における第一項の規定
の適用については、同項第一号に掲げる金額
は、同項第二号に掲げる金額（第四項、次項又
は第十八項の規定の適用がある場合には、これ
らの規定により同号に掲げる金額とされる金
額）に相当する金額とする。

17 内国法人が所有株式（当該内国法人が有する株
式をいう。）を発行した法人の第二十四条第一
項第三号に規定する資本の払戻し又は解散によ
る残余財産の一部の分配（以下この項において
「払戻し等」という。）として金銭その他の資
産の交付を受けた場合における第一項の規定の
適用については、同項第二号に掲げる金額は、
当該所有株式の払戻し等の直前の帳簿価額を基
礎として政令で定めるところにより計算した金
額とする。

18 内国法人がその出資（口数の定めがないものに
限る。以下この項において「所有出資」とい
う。）を有する法人の出資の払戻し（以下この
項において「払戻し」という。）として金銭そ
の他の資産の交付を受けた場合における第一項
の規定の適用については、同項第二号に掲げる
金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳
簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金
額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占め
る割合を乗じて計算した金額に相当する金額と
する。

19 内国法人が、有価証券の空売り（有価証券を有
しないでその売付けをし、その後にその有価証
券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして
決済をする取引その他財務省令で定める取引を
いい、次項に規定する信用取引及び発行日取引
に該当するものを除く。）の方法により、有価
証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘
柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済を
した場合における第一項の規定の適用について
は、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げ
る金額が第二号に掲げる金額を超える場合にお
けるその超える部分の金額とし、同項に規定す
る譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲
げる金額を超える場合におけるその超える部分
の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約を
した日はその決済に係る買戻しの契約をした日
とする。
一 その売付けをした有価証券の一単位当たりの
譲渡に係る対価の額を算出する方法として政
令で定める方法により算出した金額にその買
戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金
額
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価の額
21 内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目
的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律
第九十条第一項（定義）に規定する分離適格振
替国債である有価証券その他の政令で定める有
価証券（以下この項において「特定有価証券」
という。）を有する場合において、その特定有
価証券について、同号に規定する目的で有価証
券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同
条第一項に規定する元利分離が行われたことそ
の他の政令で定める事実が生じたときは、政令
で定めるところにより、当該事実が生じた時に
おいて、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当
該特定有価証券以外の有価証券を取得したもの
とみなして、その内国法人の各事業年度の所得
の金額を計算する。

22 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又
は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株
式交換（以下この項において「合併等」とい
う。）により親法人株式（その内国法人との間
に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有す
る関係として政令で定める関係がある法人に該
当することが当該合併等に係る契約をする日
（以下この項において「契約日」という。）に
おいて見込まれる法人の株式をいう。以下この
項において同じ。）を交付しようとする場合に
おいて、契約日に親法人株式を有していたと
き、又は契約日後に当該内国法人を合併法人と
する適格合併その他の政令で定める事由により
親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日
又は当該移転を受けた日（以下この項において
「契約日等」という。）において、これらの親
法人株式（その交付しようとすることが見込ま
れる数を超える部分の数として政令で定める数
に相当するものを除く。以下この項において同
じ。）を当該契約日等における価額により譲渡
し、かつ、これらの親法人株式をその価額によ
り取得したものとみなして、当該内国法人の各
事業年度の所得の金額を計算する。

23 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基
礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一
単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、そ
の算出の方法の選定の手続その他前各項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

二 その買戻しをした有価証券のその買戻しに係
る対価の額

20 内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二
十四第一項（免許及び免許の申請）に規定する
信用取引又は発行日取引（有価証券が発行され
る前にその有価証券の売買を行う取引であつて
財務省令で定める取引をいう。）の方法によ
り、株式の売付け又は買付けをし、その後にそ
の株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売
付けをして決済をした場合における第一項の規
定の適用については、同項に規定する譲渡利益
額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額
を超える場合におけるその超える部分の金額と
し、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる
金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけ
るその超える部分の金額とし、同項に規定する
譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付
け又は売付けの契約をした日とする。
一 その売付けをした株式のその売付けに係る対
価の額
二 その買付けをした株式のその買付けに係る対
価の額

21 内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目
的有価証券、社債、株式等の振替に関する法律
第九十条第一項（定義）に規定する分離適格振
替国債である有価証券その他の政令で定める有
価証券（以下この項において「特定有価証券」
という。）を有する場合において、その特定有
価証券について、同号に規定する目的で有価証
券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同
条第一項に規定する元利分離が行われたことそ
の他の政令で定める事実が生じたときは、政令
で定めるところにより、当該事実が生じた時に
おいて、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当
該特定有価証券以外の有価証券を取得したもの
とみなして、その内国法人の各事業年度の所得
の金額を計算する。

22 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又
は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株
式交換（以下この項において「合併等」とい
う。）により親法人株式（その内国法人との間
に当該内国法人の発行済株式等の全部を保有す
る関係として政令で定める関係がある法人に該
当することが当該合併等に係る契約をする日
（以下この項において「契約日」という。）に
おいて見込まれる法人の株式をいう。以下この
項において同じ。）を交付しようとする場合に
おいて、契約日に親法人株式を有していたと
き、又は契約日後に当該内国法人を合併法人と
する適格合併その他の政令で定める事由により
親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日
又は当該移転を受けた日（以下この項において
「契約日等」という。）において、これらの親
法人株式（その交付しようとすることが見込ま
れる数を超える部分の数として政令で定める数
に相当するものを除く。以下この項において同
じ。）を当該契約日等における価額により譲渡
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し、かつ、これらの親法人株式をその価額によ
り取得したものとみなして、当該内国法人の各
事業年度の所得の金額を計算する。

23 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基
礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一
単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、そ
の算出の方法の選定の手続その他前各項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又
は損金算入等）
第六十一条の三 内国法人が事業年度終了の時にお
いて有する有価証券については、次の各号に掲
げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金
額をもつて、その時における評価額とする。
一 売買目的有価証券（短期的な価格の変動を利
用して利益を得る目的で取得した有価証券と
して政令で定めるものをいう。以下 この項及
び次項において同じ。） 当該売買目的有価証
券を時価法（事業年度終了の時において有す
る有価証券を銘柄の異なるごとに区別し、そ
の銘柄の同じものについて、その時における
価額として政令で定めるところにより計算し
た金額をもつて当該有価証券のその時におけ
る評価額とする方法をいう。）により評価し
た金額（次項において「時価評価金額」とい
う。）
二 売買目的外有価証券（売買目的有価証券以外
の有価証券をいう。） 当該売買目的外有価証
券を原価法（事業年度終了の時において有す
る有価証券（以下この号において「期末保有
有価証券」という。）について、その時にお
ける帳簿価額（償還期限及び償還金額の定め
のある有価証券にあつては、政令で定めると
ころにより当該帳簿価額と当該償還金額との
差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を
加算し、又は減算した金額）をもつて当該期
末保有有価証券のその時における評価額とす
る方法をいう。）により評価した金額

２ 内国法人が事業年度終了の時において売買目的
有価証券を有する場合には、当該売買目的有価
証券に係る評価益（当該売買目的有価証券の時
価評価金額が当該売買目的有価証券のその時に
おける帳簿価額（以下この項において「期末帳
簿価額」という。）を超える場合におけるその
超える部分の金額をいう ◆追加◆。）又は評価
損（当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当
該売買目的有価証券の時価評価金額を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう ◆追加
◆。）は、第二十五条第一項（資産の評価益の
益金不算入）又は第三十三条第一項（資産の評
価損の損金不算入）の規定にかかわらず、当該
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は
損金の額に算入する。

（売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又
は損金算入等）
第六十一条の三 内国法人が事業年度終了の時にお
いて有する有価証券については、次の各号に掲
げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める金
額をもつて、その時における評価額とする。
一 売買目的有価証券（短期的な価格の変動を利
用して利益を得る目的で取得した有価証券と
して政令で定めるものをいう。以下 第三項ま
でにおいて同じ。） 当該売買目的有価証券を
時価法（事業年度終了の時において有する有
価証券を銘柄の異なるごとに区別し、その銘
柄の同じものについて、その時における価額
として政令で定めるところにより計算した金
額をもつて当該有価証券のその時における評
価額とする方法をいう。）により評価した金
額（次項において「時価評価金額」とい
う。）
二 売買目的外有価証券（売買目的有価証券以外
の有価証券をいう。） 当該売買目的外有価証
券を原価法（事業年度終了の時において有す
る有価証券（以下この号において「期末保有
有価証券」という。）について、その時にお
ける帳簿価額（償還期限及び償還金額の定め
のある有価証券にあつては、政令で定めると
ころにより当該帳簿価額と当該償還金額との
差額のうち当該事業年度に配分すべき金額を
加算し、又は減算した金額）をもつて当該期
末保有有価証券のその時における評価額とす
る方法をいう。）により評価した金額

２ 内国法人が事業年度終了の時において売買目的
有価証券を有する場合には、当該売買目的有価
証券に係る評価益（当該売買目的有価証券の時
価評価金額が当該売買目的有価証券のその時に
おける帳簿価額（以下この項において「期末帳
簿価額」という。）を超える場合におけるその
超える部分の金額をいう 。次項において同
じ。）又は評価損（当該売買目的有価証券の期
末帳簿価額が当該売買目的有価証券の時価評価
金額を超える場合におけるその超える部分の金
額をいう 。次項において同じ。）は、第二十五
条第一項（資産の評価益の益金不算入）又は第
三十三条第一項（資産の評価損の損金不算入）
の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額又は損金の額に算入す
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◆追加◆
３ 前項に規定する評価益又は評価損の翌事業年度
における処理その他 前二項の規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

る。
３ 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現
物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の
全部の分配を除く。以下この項において「適格
分割等」という。）により分割承継法人、被現
物出資法人又は被現物分配法人に売買目的有価
証券を移転する場合には、当該適格分割等の日
の前日を事業年度終了の日とした場合に前項の
規定により計算される当該売買目的有価証券に
係る評価益又は評価損に相当する金額は、第二
十五条第一項又は第三十三条第一項の規定にか
かわらず、当該適格分割等の日の属する事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の
額に算入する。
４ 第二項に規定する評価益又は評価損の翌事業年
度における処理その他 前三項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失
相当額の益金又は損金算入等）
第六十一条の四 内国法人が第六十一条の二第十九
項（有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額
又は譲渡損失額の計算）に規定する有価証券の
空売り、同条第二十項に規定する信用取引（次
項において「信用取引」という。）、同条第二
十項に規定する発行日取引（次項において「発
行日取引」という。）又は 金融商品取引法第二
条第八項第六号（定義）に規定する有価証券の
引受け（前条第一項第二号に規定する売買目的
外有価証券の取得を目的とするものを除く。）
を行つた場合において、これらの取引のうち事
業年度終了の時において決済されていないもの
があるときは、その時においてこれらの取引を
決済したものとみなして財務省令で定めるとこ
ろにより算出した利益の額又は損失の額に相当
する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
２ 内国法人が信用取引等（信用取引（買付けに限
る。）及び発行日取引（買付けに限る。）をい
う。以下この項において同じ。）に係る契約に
基づき有価証券を取得した場合（第六十一条の
六第一項（繰延ヘッジ処理による利益額又は損
失額の繰延べ）の規定の適用を受ける信用取引
等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した
場合を除く。）には、その取得の時における当
該有価証券の価額とその取得の基因となつた信
用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取
得の対価として支払つた金額との差額は、当該
取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 第一項の利益の額又は損失の額に相当する金額
の翌事業年度における処理その他前二項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失
相当額の益金又は損金算入等）
第六十一条の四 内国法人が第六十一条の二第十九
項（有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額
又は譲渡損失額の計算）に規定する有価証券の
空売り、同条第二十項に規定する信用取引（次
項において「信用取引」という。）、同条第二
十項に規定する発行日取引（次項において「発
行日取引」という。）又は 有価証券の引受け
（新たに発行される有価証券の取得の申込みの
勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申
込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際
し、これらの有価証券を取得させることを目的
としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を
取得すること又はこれらの有価証券の全部若し
くは一部につき他にこれを取得する者がない場
合にその残部を取得することを内容とする契約
をすることをいい、前条第一項第二号に規定す
る売買目的外有価証券の取得を目的とするもの
を除く。）を行つた場合において、これらの取
引のうち事業年度終了の時において決済されて
いないものがあるときは、その時においてこれ
らの取引を決済したものとみなして財務省令で
定めるところにより算出した利益の額又は損失
の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の
金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入す
る。
２ 内国法人が信用取引等（信用取引（買付けに限
る。）及び発行日取引（買付けに限る。）をい
う。以下この項において同じ。）に係る契約に
基づき有価証券を取得した場合（第六十一条の
六第一項（繰延ヘッジ処理による利益額又は損
失額の繰延べ）の規定の適用を受ける信用取引
等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した
場合を除く。）には、その取得の時における当
該有価証券の価額とその取得の基因となつた信
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用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取
得の対価として支払つた金額との差額は、当該
取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 第一項の利益の額又は損失の額に相当する金額
の翌事業年度における処理その他前二項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失
相当額の益金又は損金算入等）
第六十一条の四 内国法人が第六十一条の二第十九
項（有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額
又は譲渡損失額の計算）に規定する有価証券の
空売り ◆追加◆、同条第二十項に規定する信用
取引（次項 ◆追加◆において「信用取引」とい
う。）、同条第二十項に規定する発行日取引
（次項 ◆追加◆において「発行日取引」とい
う。）又は有価証券の引受け（新たに発行され
る有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行
された有価証券の売付けの申込み若しくはその
買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証
券を取得させることを目的としてこれらの有価
証券の全部若しくは一部を取得すること又はこ
れらの有価証券の全部若しくは一部につき他に
これを取得する者がない場合にその残部を取得
することを内容とする契約をすることをいい、
前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証
券の取得を目的とするものを除く ◆追加◆。）
を行つた場合において、これらの取引のうち事
業年度終了の時において決済されていないもの
があるときは、その時においてこれらの取引を
決済したものとみなして財務省令で定めるとこ
ろにより算出した利益の額又は損失の額に相当
する金額 ◆追加◆は、当該事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額又は損金の額に算入す
る。
◆追加◆
２ 内国法人が信用取引等（信用取引（買付けに限
る。）及び発行日取引（買付けに限る。）をい
う。以下この項において同じ。）に係る契約に
基づき有価証券を取得した場合（第六十一条の
六第一項（繰延ヘッジ処理による利益額又は損
失額の繰延べ）の規定の適用を受ける信用取引
等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した
場合を除く。）には、その取得の時における当
該有価証券の価額とその取得の基因となつた信
用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取
得の対価として支払つた金額との差額は、当該
取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 第一項 の利益の額又は損失の額に相当する金
額の翌事業年度における処理その他 前二項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失
相当額の益金又は損金算入等）
第六十一条の四 内国法人が第六十一条の二第十九
項（有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額
又は譲渡損失額の計算）に規定する有価証券の
空売り （次項において「有価証券の空売り」と
いう。）、同条第二十項に規定する信用取引
（次項 及び第三項において「信用取引」とい
う。）、同条第二十項に規定する発行日取引
（次項 及び第三項において「発行日取引」とい
う。）又は有価証券の引受け（新たに発行され
る有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行
された有価証券の売付けの申込み若しくはその
買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証
券を取得させることを目的としてこれらの有価
証券の全部若しくは一部を取得すること又はこ
れらの有価証券の全部若しくは一部につき他に
これを取得する者がない場合にその残部を取得
することを内容とする契約をすることをいい、
前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証
券の取得を目的とするものを除く 。次項におい
て同じ。）を行つた場合において、これらの取
引のうち事業年度終了の時において決済されて
いないものがあるときは、その時においてこれ
らの取引を決済したものとみなして財務省令で
定めるところにより算出した利益の額又は損失
の額に相当する金額 （次項において「みなし決
済損益額」という。）は、当該事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入
する。
２ 内国法人が適格分割又は適格現物出資（以下こ
の項において「適格分割等」という。）により
空売り等（有価証券の空売り、信用取引、発行
日取引及び有価証券の引受けをいう。以下この
項において同じ。）に係る契約を分割承継法人
又は被現物出資法人に移転する場合には、当該
適格分割等の日の前日を事業年度終了の日とし
た場合に前項の規定により計算される当該空売
り等に係るみなし決済損益額に相当する金額
は、当該適格分割等の日の属する事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算
入する。
３ 内国法人が信用取引等（信用取引（買付けに限
る。）及び発行日取引（買付けに限る。）をい
う。以下この項において同じ。）に係る契約に
基づき有価証券を取得した場合（第六十一条の
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六第一項（繰延ヘッジ処理による利益額又は損
失額の繰延べ）の規定の適用を受ける信用取引
等に係る契約に基づき当該有価証券を取得した
場合を除く。）には、その取得の時における当
該有価証券の価額とその取得の基因となつた信
用取引等に係る契約に基づき当該有価証券の取
得の対価として支払つた金額との差額は、当該
取得の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
４ 第一項 に規定するみなし決済損益額の翌事業年
度における処理その他 前三項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二目 デリバティブ取引に係る利益相当
額又は損失相当額

（デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相
当額の益金又は損金算入等）
第六十一条の五 内国法人がデリバティブ取引（金
利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数
値としてあらかじめ当事者間で約定された数値
と将来の一定の時期における現実の当該指標の
数値との差に基づいて算出される金銭の授受を
約する取引又はこれに類似する取引であつて、
財務省令で定めるものをいう。以下 この項及び
次項において同じ。）を行つた場合において、
当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時
において決済されていないもの（第六十一条の
八第二項（先物外国為替契約等により円換算額
を確定させた外貨建取引の換算）の規定の適用
を受ける場合における同項に規定する先物外国
為替契約等に基づくものその他財務省令で定め
る取引 ◆追加◆を除く。以下この項において
「未決済デリバティブ取引」という。）がある
ときは、その時において当該未決済デリバティ
ブ取引を決済したものとみなして財務省令で定
めるところにより算出した利益の額又は損失の
額に相当する金額 ◆追加◆は、当該事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に
算入する。
◆追加◆
２ 内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づ
き金銭以外の資産を取得した場合（次条第一項
の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る
契約に基づき当該資産を取得した場合を除
く。）には、その取得の時における当該資産の
価額とその取得の基因となつたデリバティブ取
引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価と
して支払つた金額との差額は、当該取得の日の
属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額又は損金の額に算入する。
３ 第一項 の利益の額又は損失の額に相当する金
額の翌事業年度における処理その他 前二項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第二目 デリバティブ取引に係る利益相当
額又は損失相当額

（デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相
当額の益金又は損金算入等）
第六十一条の五 内国法人がデリバティブ取引（金
利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数
値としてあらかじめ当事者間で約定された数値
と将来の一定の時期における現実の当該指標の
数値との差に基づいて算出される金銭の授受を
約する取引又はこれに類似する取引であつて、
財務省令で定めるものをいう。以下 この条にお
いて同じ。）を行つた場合において、当該デリ
バティブ取引のうち事業年度終了の時において
決済されていないもの（第六十一条の八第二項
（先物外国為替契約等により円換算額を確定さ
せた外貨建取引の換算）の規定の適用を受ける
場合における同項に規定する先物外国為替契約
等に基づくものその他財務省令で定める取引
（次項において「為替予約取引等」とい
う。）を除く。以下この項において「未決済デ
リバティブ取引」という。）があるときは、そ
の時において当該未決済デリバティブ取引を決
済したものとみなして財務省令で定めるところ
により算出した利益の額又は損失の額に相当す
る金額 （次項において「みなし決済損益額」と
いう。）は、当該事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
２ 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現
物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の
全部の分配を除く。以下この項において「適格
分割等」という。）により分割承継法人、被現
物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ
取引（為替予約取引等を除く。）に係る契約を
移転する場合には、当該適格分割等の日の前日
を事業年度終了の日とした場合に前項の規定に
より計算される当該デリバティブ取引に係るみ
なし決済損益額に相当する金額は、当該適格分
割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づ
き金銭以外の資産を取得した場合（次条第一項
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の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る
契約に基づき当該資産を取得した場合を除
く。）には、その取得の時における当該資産の
価額とその取得の基因となつたデリバティブ取
引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価と
して支払つた金額との差額は、当該取得の日の
属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額又は損金の額に算入する。
４ 第一項 に規定するみなし決済損益額の翌事業年
度における処理その他 前三項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失
額の計上時期等

（繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延
べ）
第六十一条の六 内国法人が次に掲げる損失の額
（以下 この項及び第三項において「ヘッジ対象
資産等損失額」という。）を減少させるために
デリバティブ取引等を行つた場合（次条第一項
の規定の適用がある場合を除くものとし、当該
デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損
失額を減少させるために行つたものである旨そ
の他財務省令で定める事項を財務省令で定める
ところにより帳簿書類に記載した場合に限る ◆
追加◆。）において、当該デリバティブ取引等
を行つた時から事業年度終了の時までの間にお
いて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させよ
うとする第一号に規定する資産若しくは負債又
は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消
滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デ
リバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失
額を減少させるために有効であると認められる
場合として政令で定める場合に該当するとき
は、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は
損失額（当該デリバティブ取引等の決済によつ
て生じた利益の額又は損失の額（ 第四項におい
て「決済損益額」という。）、第六十一条の四
第一項（有価証券の空売り等に係る利益相当額
又は損失相当額の益金又は損金算入等）に規定
する 利益の額又は損失の額に相当する金額、前
条第一項に規定する 利益の額又は損失の額に相
当する金額及び第六十一条の九第二項（外貨建
資産等の期末換算差額の益金又は損金算入）に
規定する 差額に相当する金額をいう。）のうち
当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるため
に有効である部分の金額として政令で定めると
ころにより計算した金額 ◆追加◆は、第六十一
条の四第一項、前条第一項及び第六十一条の九
第二項の規定にかかわらず、当該事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算
入しない。
一 資産（第六十一条第一項（短期売買商品の譲
渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算

第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失
額の計上時期等

（繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延
べ）
第六十一条の六 内国法人が次に掲げる損失の額
（以下 この条において「ヘッジ対象資産等損失
額」という。）を減少させるためにデリバティ
ブ取引等を行つた場合（次条第一項の規定の適
用がある場合を除くものとし、当該デリバティ
ブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少
させるために行つたものである旨その他財務省
令で定める事項を財務省令で定めるところによ
り帳簿書類に記載した場合に限る 。次項におい
て同じ。）において、当該デリバティブ取引等
を行つた時から事業年度終了の時までの間にお
いて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させよ
うとする第一号に規定する資産若しくは負債又
は第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消
滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、当該デ
リバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失
額を減少させるために有効であると認められる
場合として政令で定める場合に該当するとき
は、当該デリバティブ取引等に係る利益額又は
損失額（当該デリバティブ取引等の決済によつ
て生じた利益の額又は損失の額（ 第五項におい
て「決済損益額」という。）、第六十一条の四
第一項（有価証券の空売り等に係る利益相当額
又は損失相当額の益金又は損金算入等）に規定
する みなし決済損益額、前条第一項に規定する
みなし決済損益額及び第六十一条の九第二項
（外貨建資産等の期末換算差額の益金又は損金
算入）に規定する 為替換算差額をいう。）のう
ち当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるた
めに有効である部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額 （次項において「有
効決済損益額」という。）は、第六十一条の四
第一項、前条第一項及び第六十一条の九第二項
の規定にかかわらず、当該事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額又は損金の額に算入しな
い。
一 資産（第六十一条第一項（短期売買商品の譲
渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算
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入）に規定する短期売買商品及び第六十一条
の三第一項第一号（売買目的有価証券の評価
益又は評価損の益金又は損金算入等）に規定
する売買目的有価証券を除く。次号において
同じ。）又は負債の価格の変動（第六十一条
の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法
により第六十一条の八第一項（外貨建取引の
換算）に規定する円換算額への換算をする第
六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負
債（次号において「期末時換算資産等」とい
う。）の価額の外国為替の売買相場の変動に
基因する変動を除く。）に伴つて生ずるおそ
れのある損失
二 資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しく
は消滅、金利の受取若しくは支払その他これ
らに準ずるものに係る決済により受け取るこ
ととなり、又は支払うこととなる金銭の額の
変動（期末時換算資産等に係る外国為替の売
買相場の変動に基因する変動を除く。）に伴
つて生ずるおそれのある損失

２ 前項に規定するデリバティブ取引等とは、次に
掲げる取引（第六十一条の八第二項の規定の適
用を受ける場合における同項に規定する先物外
国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に規
定する財務省令で定める取引を除く。）をい
う。
一 前条第一項に規定するデリバティブ取引
二 第六十一条の二第十九項（有価証券の空売り
をした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計
算）に規定する有価証券の空売り並びに同条
第二十項に規定する信用取引及び発行日取引
三 第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産
等を取得し、又は発生させる取引

３ 内国法人が、適格合併、適格分割 、適格現物出
資又は適格事後設立（第六十一条の八までにお
いて「 適格組織再編成」という。）により被合
併法人、分割法人 、現物出資法人又は事後設立
法人（第六十一条の八までにおいて「被合併法
人等」という。）からヘッジ対象資産等損失額
を減少させるために行つた 第一項に規定するデ
リバティブ取引等（以下この項において「デリ
バティブ取引等」という。）に係る契約の移転
を受け、かつ、当該 適格組織再編成により第一
項第一号に規定する資産若しくは負債（当該デ
リバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失
額を減少させようとするものに限る。）の移転
を受け、又は同項第二号に規定する金銭（当該
デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損
失額を減少させようとするものに限る。）を受
け取り、若しくは支払うこととなつた場合（同
項 ◆追加◆の規定の適用を受けた当該 適格組織
再編成に係る被合併法人等が当該 適格組織再編
成前にヘッジ対象資産等損失額を減少させるた
めに行つたデリバティブ取引等の決済をしてい
た場合には、当該 適格組織再編成により当該被
合併法人等 から同項第一号に規定する資産若し
くは負債（当該デリバティブ取引等によりヘッ

入）に規定する短期売買商品及び第六十一条
の三第一項第一号（売買目的有価証券の評価
益又は評価損の益金又は損金算入等）に規定
する売買目的有価証券を除く。次号において
同じ。）又は負債の価格の変動（第六十一条
の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法
により第六十一条の八第一項（外貨建取引の
換算）に規定する円換算額への換算をする第
六十一条の九第一項各号に掲げる資産又は負
債（次号において「期末時換算資産等」とい
う。）の価額の外国為替の売買相場の変動に
基因する変動を除く。）に伴つて生ずるおそ
れのある損失
二 資産の取得若しくは譲渡、負債の発生若しく
は消滅、金利の受取若しくは支払その他これ
らに準ずるものに係る決済により受け取るこ
ととなり、又は支払うこととなる金銭の額の
変動（期末時換算資産等に係る外国為替の売
買相場の変動に基因する変動を除く。）に伴
つて生ずるおそれのある損失

２ 内国法人が、ヘッジ対象資産等損失額を減少さ
せるためにデリバティブ取引等を行つた場合に
おいて、適格分割又は適格現物出資（以下この
項において「適格分割等」という。）により分
割承継法人又は被現物出資法人（以下この項に
おいて「分割承継法人等」という。）に当該デ
リバティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、
当該適格分割等により前項第一号に規定する資
産若しくは負債（当該デリバティブ取引等によ
りヘッジ対象資産等損失額を減少させようとす
るものに限る。）の移転をし、又は同項第二号
に規定する金銭（当該デリバティブ取引等によ
りヘッジ対象資産等損失額を減少させようとす
るものに限る。）を当該分割承継法人等が受け
取り、若しくは支払うこととなるとき（当該内
国法人が当該適格分割等の前に当該デリバティ
ブ取引等の決済をしていた場合には、当該適格
分割等により同項第一号に規定する資産若しく
は負債（当該デリバティブ取引等によりヘッジ
対象資産等損失額を減少させようとしていたも
のに限る。）の移転をし、又は同項第二号に規
定する金銭（当該デリバティブ取引等により
ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとして
いたものに限る。）を当該分割承継法人等が受
け取り、若しくは支払うこととなるとき）は、
当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の日
とした場合に同項の規定により計算される当該
デリバティブ取引等に係る有効決済損益額に相
当する金額は、第六十一条の四第二項、前条第
二項及び第六十一条の九第三項の規定にかかわ
らず、当該適格分割等の日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に
算入しない。
３ 内国法人が、適格合併、適格分割 又は適格現物
出資（以下第六十一条の八までにおいて「 適格
合併等」という。）により被合併法人、分割法
人 又は現物出資法人（以下第六十一条の八まで
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ジ対象資産等損失額を減少させようとしていた
ものに限る。）の移転を受け、又は同項第二号
に規定する金銭（当該デリバティブ取引等によ
りヘッジ対象資産等損失額を減少させようとし
ていたものに限る。）を受け取り、若しくは支
払うこととなつた場合）において、当該被合併
法人等が当該契約の移転をしたデリバティブ取
引等（当該決済をしていた場合には、当該決済
をしたデリバティブ取引等。以下この項におい
て同じ。）につき第一項に規定する旨その他同
項に規定する事項を同項に規定する財務省令で
定めるところにより帳簿書類に記載していたと
きは、当該 適格組織再編成の日の属する事業年
度以後の各事業年度におけるこの条の規定の適
用については、当該内国法人が当該 適格組織再
編成により移転を受けた同項第一号に規定する
資産若しくは負債又は当該 適格組織再編成によ
り受け取り、若しくは支払うこととなつた同項
第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等
損失額を減少させるために当該デリバティブ取
引等を行い、かつ、当該記載をしていたものと
みなす。
◆追加◆
４ 決済損益額のうち第一項に規定する 政令で定め
るところにより計算した金額の翌事業年度以後
の各事業年度における処理その他 前三項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

において「被合併法人等」という。）からヘッ
ジ対象資産等損失額を減少させるために行つた
デリバティブ取引等に係る契約の移転を受け、
かつ、当該 適格合併等により第一項第一号に規
定する資産若しくは負債（当該デリバティブ取
引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させ
ようとするものに限る。）の移転を受け、又は
同項第二号に規定する金銭（当該デリバティブ
取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少さ
せようとするものに限る。）を受け取り、若し
くは支払うこととなつた場合（同項 又は前項の
規定の適用を受けた当該 適格合併等に係る被合
併法人等が当該 適格合併等前にヘッジ対象資産
等損失額を減少させるために行つたデリバティ
ブ取引等の決済をしていた場合には、当該 適格
合併等により当該被合併法人等 から第一項第一
号に規定する資産若しくは負債（当該デリバ
ティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を
減少させようとしていたものに限る。）の移転
を受け、又は同項第二号に規定する金銭（当該
デリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損
失額を減少させようとしていたものに限る。）
を受け取り、若しくは支払うこととなつた場
合）において、当該被合併法人等が当該契約の
移転をしたデリバティブ取引等（当該決済をし
ていた場合には、当該決済をしたデリバティブ
取引等。以下この項において同じ。）につき第
一項に規定する旨その他同項に規定する事項を
同項に規定する財務省令で定めるところにより
帳簿書類に記載していたときは、当該 適格合併
等の日の属する事業年度以後の各事業年度にお
けるこの条の規定の適用については、当該内国
法人が当該 適格合併等により移転を受けた同項
第一号に規定する資産若しくは負債又は当該 適
格合併等により受け取り、若しくは支払うこと
となつた同項第二号に規定する金銭に係るヘッ
ジ対象資産等損失額を減少させるために当該デ
リバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をし
ていたものとみなす。
４ 前三項に規定するデリバティブ取引等とは、次
に掲げる取引（第六十一条の八第二項の規定の
適用を受ける場合における同項に規定する先物
外国為替契約等に基づくもの及び前条第一項に
規定する財務省令で定める取引を除く。）をい
う。
一 前条第一項に規定するデリバティブ取引
二 第六十一条の二第十九項（有価証券の空売り
をした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計
算）に規定する有価証券の空売り並びに同条
第二十項に規定する信用取引及び発行日取引
三 第六十一条の九第二項に規定する外貨建資産
等を取得し、又は発生させる取引

５ 決済損益額のうち第一項に規定する 有効決済損
益額の翌事業年度以後の各事業年度における処
理その他 前各項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。
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- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評
価益又は評価損の計上）
第六十一条の七 内国法人がその有する売買目的外
有価証券（第六十一条の三第一項第二号（売買
目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損
金算入等）に規定する売買目的外有価証券をい
う。以下この条において同じ。）の価額の変動
（第六十一条の九第一項第一号ロ（外貨建資産
等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は
損金算入等）に規定する期末時換算法により次
条第一項に規定する円換算額（以下この項にお
いて「円換算額」という。）への換算をする第
六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券
の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する
変動を除く。）により生ずるおそれのある損失
の額（以下この条において「ヘッジ対象有価証
券損失額」という。）を減少させるためにデリ
バティブ取引等（ 前条第二項に規定するデリバ
ティブ取引等をいう。以下この条において同
じ。）を行つた場合（当該売買目的外有価証券
を政令で定めるところにより評価し、又は円換
算額に換算する旨その他財務省令で定める事項
を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記
載した場合に限る ◆追加◆。）において、当該
デリバティブ取引等を行つた時から事業年度終
了の時までの間に当該売買目的外有価証券の譲
渡がなく、かつ、当該デリバティブ取引等が当
該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるため
に有効であると認められる場合として政令で定
める場合に該当するときは、当該売買目的外有
価証券の価額と帳簿価額との差額のうち当該デ
リバティブ取引等に係る前条第一項に規定する
利益額又は損失額に対応する部分の金額として
政令で定めるところにより計算した金額 ◆追加
◆は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損
金の額又は益金の額に算入する。
◆追加◆
２ 内国法人が、 適格組織再編成により被合併法人
等からヘッジ対象有価証券損失額を減少させる
ために行つたデリバティブ取引等に係る契約の
移転を受け、かつ、当該 適格組織再編成により
売買目的外有価証券（当該デリバティブ取引等
によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させよ
うとするものに限る。）の移転を受けた場合
（前項の規定の適用を受けた当該 適格組織再編
成に係る被合併法人等が当該 適格組織再編成前
にヘッジ対象有価証券損失額を減少させるため
に行つたデリバティブ取引等の決済をしていた
場合には、当該 適格組織再編成により当該被合
併法人等から売買目的外有価証券（当該デリバ
ティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額
を減少させようとしていたものに限る。）の移
転を受けた場合）において、当該被合併法人等
が当該契約の移転をしたデリバティブ取引等

（時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評
価益又は評価損の計上）
第六十一条の七 内国法人がその有する売買目的外
有価証券（第六十一条の三第一項第二号（売買
目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損
金算入等）に規定する売買目的外有価証券をい
う。以下この条において同じ。）の価額の変動
（第六十一条の九第一項第一号ロ（外貨建資産
等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は
損金算入等）に規定する期末時換算法により次
条第一項に規定する円換算額（以下この項にお
いて「円換算額」という。）への換算をする第
六十一条の九第一項第二号ロに掲げる有価証券
の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する
変動を除く。）により生ずるおそれのある損失
の額（以下この条において「ヘッジ対象有価証
券損失額」という。）を減少させるためにデリ
バティブ取引等（ 前条第四項に規定するデリバ
ティブ取引等をいう。以下この条において同
じ。）を行つた場合（当該売買目的外有価証券
を政令で定めるところにより評価し、又は円換
算額に換算する旨その他財務省令で定める事項
を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記
載した場合に限る 。次項において同じ。）にお
いて、当該デリバティブ取引等を行つた時から
事業年度終了の時までの間に当該売買目的外有
価証券の譲渡がなく、かつ、当該デリバティブ
取引等が当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少
させるために有効であると認められる場合とし
て政令で定める場合に該当するときは、当該売
買目的外有価証券の価額と帳簿価額との差額の
うち当該デリバティブ取引等に係る前条第一項
に規定する利益額又は損失額に対応する部分の
金額として政令で定めるところにより計算した
金額 （次項において「ヘッジ対象有価証券評価
差額」という。）は、当該事業年度の所得の金
額の計算上、損金の額又は益金の額に算入す
る。
２ 内国法人が、ヘッジ対象有価証券損失額を減少
させるためにデリバティブ取引等を行つた場合
において、適格分割又は適格現物出資（以下こ
の項において「適格分割等」という。）により
分割承継法人又は被現物出資法人に当該デリバ
ティブ取引等に係る契約を移転し、かつ、当該
適格分割等により売買目的外有価証券（当該デ
リバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損
失額を減少させようとするものに限る。）を移
転するとき（当該内国法人が当該適格分割等の
前に当該デリバティブ取引等の決済をしていた
場合には、当該適格分割等により売買目的外有
価証券（当該デリバティブ取引等によりヘッジ
対象有価証券損失額を減少させようとしていた
ものに限る。）を移転するとき）は、当該適格
分割等の日の前日を事業年度終了の日とした場
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（当該決済をしていた場合には、当該決済をし
たデリバティブ取引等。以下この項において同
じ。）につき 前項に規定する旨その他同項に規
定する事項を同項に規定する財務省令で定める
ところにより帳簿書類に記載していたときは、
当該 適格組織再編成の日の属する事業年度以後
の各事業年度におけるこの条の規定の適用につ
いては、当該内国法人が当該 適格組織再編成に
より移転を受けた売買目的外有価証券に係る
ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために
当該デリバティブ取引等を行い、かつ、当該記
載をしていたものとみなす。
３ 第一項に規定する 政令で定めるところにより計
算した金額の翌事業年度における処理その他 前
二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

合に前項の規定により計算される当該売買目的
外有価証券に係るヘッジ対象有価証券評価差額
に相当する金額は、当該適格分割等の日の属す
る事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又
は益金の額に算入する。
３ 内国法人が、 適格合併等により被合併法人等か
らヘッジ対象有価証券損失額を減少させるため
に行つたデリバティブ取引等に係る契約の移転
を受け、かつ、当該 適格合併等により売買目的
外有価証券（当該デリバティブ取引等により
ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとす
るものに限る。）の移転を受けた場合 （第一項
又は前項の規定の適用を受けた当該 適格合併
等に係る被合併法人等が当該 適格合併等前に
ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために
行つたデリバティブ取引等の決済をしていた場
合には、当該 適格合併等により当該被合併法人
等から売買目的外有価証券（当該デリバティブ
取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少
させようとしていたものに限る。）の移転を受
けた場合）において、当該被合併法人等が当該
契約の移転をしたデリバティブ取引等（当該決
済をしていた場合には、当該決済をしたデリバ
ティブ取引等。以下この項において同じ。）に
つき 第一項に規定する旨その他同項に規定する
事項を同項に規定する財務省令で定めるところ
により帳簿書類に記載していたときは、当該 適
格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年
度におけるこの条の規定の適用については、当
該内国法人が当該 適格合併等により移転を受け
た売買目的外有価証券に係るヘッジ対象有価証
券損失額を減少させるために当該デリバティブ
取引等を行い、かつ、当該記載をしていたもの
とみなす。
４ 第一項に規定する ヘッジ対象有価証券評価差
額の翌事業年度における処理その他 前三項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第四目 外貨建取引の換算等
（外貨建取引の換算）
第六十一条の八 内国法人が外貨建取引（外国通貨
で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の
提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当
その他の取引をいう。以下この目において同
じ。）を行つた場合には、当該外貨建取引の金
額の円換算額（外国通貨で表示された金額を本
邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下
この目において同じ。）は、当該外貨建取引を
行つた時における外国為替の売買相場により換
算した金額とする。
２ 内国法人が先物外国為替契約等（外貨建取引に
よつて取得し、又は発生する資産又は負債の金
額の円換算額を確定させる契約として財務省令
で定めるものをいう。以下この目において同

第四目 外貨建取引の換算等
（外貨建取引の換算）
第六十一条の八 内国法人が外貨建取引（外国通貨
で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の
提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当
その他の取引をいう。以下この目において同
じ。）を行つた場合には、当該外貨建取引の金
額の円換算額（外国通貨で表示された金額を本
邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。以下
この目において同じ。）は、当該外貨建取引を
行つた時における外国為替の売買相場により換
算した金額とする。
２ 内国法人が先物外国為替契約等（外貨建取引に
よつて取得し、又は発生する資産又は負債の金
額の円換算額を確定させる契約として財務省令
で定めるものをいう。以下この目において同
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じ。）により外貨建取引（第六十一条第一項
（短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の
益金又は損金算入）に規定する短期売買商品又
は第六十一条の三第一項第一号（売買目的有価
証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入
等）に規定する売買目的有価証券の取得及び譲
渡を除く。次項において同じ。）によつて取得
し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算
額を確定させた場合において、当該先物外国為
替契約等の締結の日においてその旨を財務省令
で定めるところにより帳簿書類に記載したとき
は、当該資産又は負債については、当該円換算
額をもつて、前項の規定により換算した金額と
する。
３ 内国法人が、 適格組織再編成により被合併法人
等から外貨建取引によつて取得し、又は発生す
る資産又は負債の金額の円換算額を確定させる
ために当該被合併法人等が行つた先物外国為替
契約等の移転を受け、かつ、当該 適格組織再編
成により当該外貨建取引（当該先物外国為替契
約等によりその金額の円換算額を確定させよう
とする当該資産又は負債の取得又は発生の基因
となるものに限る。）を当該内国法人が行うこ
ととなつた場合において、当該被合併法人等が
当該先物外国為替契約等につきその締結の日に
おいて前項に規定する旨を同項に規定する財務
省令で定めるところにより帳簿書類に記載して
いたときは、当該 適格組織再編成の日の属する
事業年度以後の各事業年度におけるこの条の規
定の適用については、当該内国法人が当該資産
又は負債の金額の円換算額を確定させるために
当該先物外国為替契約等を締結し、かつ、当該
記載をしていたものとみなす。
４ 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

じ。）により外貨建取引（第六十一条第一項
（短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の
益金又は損金算入）に規定する短期売買商品又
は第六十一条の三第一項第一号（売買目的有価
証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入
等）に規定する売買目的有価証券の取得及び譲
渡を除く。次項において同じ。）によつて取得
し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算
額を確定させた場合において、当該先物外国為
替契約等の締結の日においてその旨を財務省令
で定めるところにより帳簿書類に記載したとき
は、当該資産又は負債については、当該円換算
額をもつて、前項の規定により換算した金額と
する。
３ 内国法人が、 適格合併等により被合併法人等か
ら外貨建取引によつて取得し、又は発生する資
産又は負債の金額の円換算額を確定させるため
に当該被合併法人等が行つた先物外国為替契約
等の移転を受け、かつ、当該 適格合併等により
当該外貨建取引（当該先物外国為替契約等によ
りその金額の円換算額を確定させようとする当
該資産又は負債の取得又は発生の基因となるも
のに限る。）を当該内国法人が行うこととなつ
た場合において、当該被合併法人等が当該先物
外国為替契約等につきその締結の日において前
項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定
めるところにより帳簿書類に記載していたとき
は、当該 適格合併等の日の属する事業年度以後
の各事業年度におけるこの条の規定の適用につ
いては、当該内国法人が当該資産又は負債の金
額の円換算額を確定させるために当該先物外国
為替契約等を締結し、かつ、当該記載をしてい
たものとみなす。
４ 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損
の益金又は損金算入等）
第六十一条の九 内国法人が事業年度終了の時にお
いて次に掲げる資産及び負債（以下この目にお
いて「外貨建資産等」という。）を有する場合
には、その時における当該外貨建資産等の金額
の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に
掲げる区分に応じ当該各号に定める方法（第一
号、第二号ロ及び第三号に掲げる外貨建資産等
にあつては、これらの規定に定める方法のうち
当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法
人がその方法を選定しなかつた場合には、これ
らの規定に定める方法のうち政令で定める方法
とする。）により換算した金額とする。
一 外貨建債権（外国通貨で支払を受けるべきこ
ととされている金銭債権をいう。）及び外貨
建債務（外国通貨で支払を行うべきこととさ
れている金銭債務をいう。） イ又はロに掲げ

（外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損
の益金又は損金算入等）
第六十一条の九 内国法人が事業年度終了の時にお
いて次に掲げる資産及び負債（以下この目にお
いて「外貨建資産等」という。）を有する場合
には、その時における当該外貨建資産等の金額
の円換算額は、当該外貨建資産等の次の各号に
掲げる区分に応じ当該各号に定める方法（第一
号、第二号ロ及び第三号に掲げる外貨建資産等
にあつては、これらの規定に定める方法のうち
当該内国法人が選定した方法とし、当該内国法
人がその方法を選定しなかつた場合には、これ
らの規定に定める方法のうち政令で定める方法
とする。）により換算した金額とする。
一 外貨建債権（外国通貨で支払を受けるべきこ
ととされている金銭債権をいう。）及び外貨
建債務（外国通貨で支払を行うべきこととさ
れている金銭債務をいう。） イ又はロに掲げ

124



る方法
イ 発生時換算法（事業年度終了の時（以下こ
の号において「期末時」という。）におい
て有する外貨建資産等について、前条第一
項の規定により当該外貨建資産等の取得又
は発生の基因となつた外貨建取引の金額の
円換算額への換算に用いた外国為替の売買
相場により換算した金額（当該外貨建資産
等のうち、その取得又は発生の基因となつ
た外貨建取引の金額の円換算額への換算に
当たつて同条第二項の規定の適用を受けた
ものについては、先物外国為替契約等によ
り確定させた円換算額）をもつて当該外貨
建資産等の当該期末時における円換算額と
する方法をいう。次号及び第三号において
同じ。）
ロ 期末時換算法（期末時において有する外貨
建資産等について、当該期末時における外
国為替の売買相場により換算した金額（当
該外貨建資産等のうち、その取得又は発生
の基因となつた外貨建取引の金額の円換算
額への換算に当たつて前条第二項の規定の
適用を受けたものについては、先物外国為
替契約等により確定させた円換算額）をも
つて当該外貨建資産等の当該期末時におけ
る円換算額とする方法をいう。以下 この項
及び次項において同じ。）

二 外貨建有価証券（償還、払戻しその他これら
に準ずるものが外国通貨で行われる有価証券
として財務省令で定めるものをいう。） 次に
掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定
める方法
イ 第六十一条の三第一項第一号（売買目的有
価証券の評価益又は評価損の益金又は損金
算入等）に規定する売買目的有価証券 期末
時換算法
ロ 第六十一条の三第一項第二号に規定する売
買目的外有価証券（償還期限及び償還金額
の定めのあるものに限る。） 発生時換算法
又は期末時換算法
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券
発生時換算法

三 外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法
四 外国通貨 期末時換算法

２ 内国法人が事業年度終了の時において外貨建資
産等（期末時換算法によりその金額の円換算額
への換算をするものに限る。以下この項におい
て同じ。）を有する場合には、当該外貨建資産
等の金額を期末時換算法により換算した金額と
当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額
に相当する金額 ◆追加◆は、当該事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算
入する。
◆追加◆
３ 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外
貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建
資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定

る方法
イ 発生時換算法（事業年度終了の時（以下こ
の号において「期末時」という。）におい
て有する外貨建資産等について、前条第一
項の規定により当該外貨建資産等の取得又
は発生の基因となつた外貨建取引の金額の
円換算額への換算に用いた外国為替の売買
相場により換算した金額（当該外貨建資産
等のうち、その取得又は発生の基因となつ
た外貨建取引の金額の円換算額への換算に
当たつて同条第二項の規定の適用を受けた
ものについては、先物外国為替契約等によ
り確定させた円換算額）をもつて当該外貨
建資産等の当該期末時における円換算額と
する方法をいう。次号及び第三号において
同じ。）
ロ 期末時換算法（期末時において有する外貨
建資産等について、当該期末時における外
国為替の売買相場により換算した金額（当
該外貨建資産等のうち、その取得又は発生
の基因となつた外貨建取引の金額の円換算
額への換算に当たつて前条第二項の規定の
適用を受けたものについては、先物外国為
替契約等により確定させた円換算額）をも
つて当該外貨建資産等の当該期末時におけ
る円換算額とする方法をいう。以下 この
条において同じ。）

二 外貨建有価証券（償還、払戻しその他これら
に準ずるものが外国通貨で行われる有価証券
として財務省令で定めるものをいう。） 次に
掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定
める方法
イ 第六十一条の三第一項第一号（売買目的有
価証券の評価益又は評価損の益金又は損金
算入等）に規定する売買目的有価証券 期末
時換算法
ロ 第六十一条の三第一項第二号に規定する売
買目的外有価証券（償還期限及び償還金額
の定めのあるものに限る。） 発生時換算法
又は期末時換算法
ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券
発生時換算法

三 外貨預金 発生時換算法又は期末時換算法
四 外国通貨 期末時換算法

２ 内国法人が事業年度終了の時において外貨建資
産等（期末時換算法によりその金額の円換算額
への換算をするものに限る。以下この項におい
て同じ。）を有する場合には、当該外貨建資産
等の金額を期末時換算法により換算した金額と
当該外貨建資産等のその時の帳簿価額との差額
に相当する金額 （次項において「為替換算差
額」という。）は、当該事業年度の所得の金額
の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現
物分配（適格現物分配にあつては、残余財産の
全部の分配を除く。以下この項において「適格
分割等」という。）により分割承継法人、被現
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の手続、 前項の差額に相当する金額の翌事業年
度における処理その他 前二項の規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

物出資法人又は被現物分配法人に外貨建資産等
（当該適格分割等の日の前日を事業年度終了の
日とした場合に期末時換算法によりその金額の
円換算額への換算をすることとなるものに限
る。以下この項において同じ。）を移転する場
合には、当該適格分割等の日の前日を事業年度
終了の日とした場合に前項の規定により計算さ
れる当該外貨建資産等に係る為替換算差額に相
当する金額は、当該適格分割等の日の属する事
業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損
金の額に算入する。
４ 外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外
貨建資産等の金額の円換算額への換算、外貨建
資産等の金額を円換算額に換算する方法の選定
の手続、 第二項に規定する為替換算差額の翌事
業年度における処理その他 前三項の規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（為替予約差額の配分）
第六十一条の十 内国法人が事業年度終了の時にお
いて有する外貨建資産等（第六十一条の三第一
項第一号（売買目的有価証券の評価益又は評価
損の益金又は損金算入等）に規定する売買目的
有価証券を除く。第四項までにおいて同じ。）
について、その取得又は発生の基因となつた外
貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて
第六十一条の八第二項（先物外国為替契約等に
より円換算額を確定させた外貨建取引の換算）
の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産
等に係る先物外国為替契約等の締結の日（その
日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因と
なつた外貨建取引を行つた日前である場合に
は、当該外貨建取引を行つた日）の属する事業
年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通
貨の受取又は支払をする日の属する事業年度ま
での各事業年度の所得の金額の計算上、為替予
約差額（当該外貨建資産等の金額を先物外国為
替契約等により確定させた円換算額と当該金額
を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因とな
つた外貨建取引を行つた時における外国為替の
売買相場により換算した金額との差額をい
う。）のうち当該各事業年度に配分すべき金額
として政令で定めるところにより計算した金額
（次項において「為替予約差額配分額」とい
う。）は、益金の額又は損金の額に算入する。
２ 内国法人が、 適格分社型分割、適格現物出資又
は適格事後設立（以下この項及び次項において
「 適格分社型分割等」という。）により分割承
継法人 、被現物出資法人又は被事後設立法
人（次項において「分割承継法人等」とい
う。）に外貨建資産等（その取得又は発生の基
因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換
算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適
用を受けたものに限る。以下この項において同

（為替予約差額の配分）
第六十一条の十 内国法人が事業年度終了の時にお
いて有する外貨建資産等（第六十一条の三第一
項第一号（売買目的有価証券の評価益又は評価
損の益金又は損金算入等）に規定する売買目的
有価証券を除く。第四項までにおいて同じ。）
について、その取得又は発生の基因となつた外
貨建取引の金額の円換算額への換算に当たつて
第六十一条の八第二項（先物外国為替契約等に
より円換算額を確定させた外貨建取引の換算）
の規定の適用を受けたときは、当該外貨建資産
等に係る先物外国為替契約等の締結の日（その
日が当該外貨建資産等の取得又は発生の基因と
なつた外貨建取引を行つた日前である場合に
は、当該外貨建取引を行つた日）の属する事業
年度から当該外貨建資産等の決済による本邦通
貨の受取又は支払をする日の属する事業年度ま
での各事業年度の所得の金額の計算上、為替予
約差額（当該外貨建資産等の金額を先物外国為
替契約等により確定させた円換算額と当該金額
を当該外貨建資産等の取得又は発生の基因とな
つた外貨建取引を行つた時における外国為替の
売買相場により換算した金額との差額をい
う。）のうち当該各事業年度に配分すべき金額
として政令で定めるところにより計算した金額
（次項において「為替予約差額配分額」とい
う。）は、益金の額又は損金の額に算入する。
２ 内国法人が、 適格分割又は適格現物出資（以下
この項及び次項において「 適格分割等」とい
う。）により分割承継法人 又は被現物出資法
人（次項において「分割承継法人等」とい
う。）に外貨建資産等（その取得又は発生の基
因となつた外貨建取引の金額の円換算額への換
算に当たつて第六十一条の八第二項の規定の適
用を受けたものに限る。以下この項において同
じ。）及び当該外貨建資産等の金額の円換算額
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じ。）及び当該外貨建資産等の金額の円換算額
を確定させた先物外国為替契約等を 移転した場
合には、当該 適格分社型分割等の日の前日を事
業年度終了の日とした場合に前項の規定により
計算される ◆追加◆為替予約差額配分額に相当
する金額は、当該 適格分社型分割等の日の属す
る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又
は損金の額に算入する。
３ 外貨建資産等が短期外貨建資産等（当該外貨建
資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取
又は支払の期限が当該事業年度終了の日（当該
外貨建資産等が 適格分社型分割等により分割承
継法人等に移転するものである場合にあつて
は、当該 適格分社型分割等の日の前日）の翌日
から一年を経過した日の前日までに到来するも
のをいう。）である場合には、第一項に規定す
る為替予約差額は、同項の規定にかかわらず、
当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
又は損金の額に算入することができる。
４ 内国法人が、適格合併、適格分割 、適格現物出
資又は適格事後設立（以下この項において「 適
格組織再編成」という。）により被合併法人、
分割法人 、現物出資法人又は事後設立法人（以
下この項において「被合併法人等」という。）
から外貨建資産等（その取得又は発生の基因と
なつた外貨建取引の金額の円換算額への換算に
当たつて当該被合併法人等が第六十一条の八第
二項の規定の適用を受けたものに限る。）及び
当該外貨建資産等の金額の円換算額を確定させ
た先物外国為替契約等の移転を受けた場合に
は、当該 適格組織再編成の日の属する事業年度
以後の各事業年度におけるこの条の規定の適用
については、当該内国法人が当該外貨建資産等
の取得又は発生の基因となつた外貨建取引の金
額の円換算額への換算に当たつて同項の規定の
適用を受けていたものとみなす。
５ 第三項の規定の適用を受けようとする場合の手
続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。

を確定させた先物外国為替契約等を 移転する場
合には、当該 適格分割等の日の前日を事業年度
終了の日とした場合に前項の規定により計算さ
れる 当該先物外国為替契約等に係る為替予約差
額配分額に相当する金額は、当該 適格分割等の
日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益
金の額又は損金の額に算入する。
３ 外貨建資産等が短期外貨建資産等（当該外貨建
資産等のうち、その決済による本邦通貨の受取
又は支払の期限が当該事業年度終了の日（当該
外貨建資産等が 適格分割等により分割承継法人
等に移転するものである場合にあつては、当該
適格分割等の日の前日）の翌日から一年を経過
した日の前日までに到来するものをいう。）で
ある場合には、第一項に規定する為替予約差額
は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に
算入することができる。
４ 内国法人が、適格合併、適格分割 又は適格現物
出資（以下この項において「 適格合併等」とい
う。）により被合併法人、分割法人 又は現物出
資法人（以下この項において「被合併法人等」
という。）から外貨建資産等（その取得又は発
生の基因となつた外貨建取引の金額の円換算額
への換算に当たつて当該被合併法人等が第六十
一条の八第二項の規定の適用を受けたものに限
る。）及び当該外貨建資産等の金額の円換算額
を確定させた先物外国為替契約等の移転を受け
た場合には、当該 適格合併等の日の属する事業
年度以後の各事業年度におけるこの条の規定の
適用については、当該内国法人が当該外貨建資
産等の取得又は発生の基因となつた外貨建取引
の金額の円換算額への換算に当たつて同項の規
定の適用を受けていたものとみなす。
５ 第三項の規定の適用を受けようとする場合の手
続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時
価評価損益

（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）
第六十一条の十一 第四条の二（連結納税義務者）
の承認を受ける同条に規定する 他の内国法人の
うち最初連結親法人事業年度（各連結事業年度
の連結所得に対する法人税を課される最初の第
十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規
定する連結親法人事業年度をいう。以下この項
及び次条第一項において同じ。）開始の時に第
四条の二に規定する内国法人との間に当該内国
法人による 同条に規定する完全支配関係を有す
るもの（次に掲げるものを除く。）が連結開始
直前事業年度（最初連結親法人事業年度開始の

第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時
価評価損益

（連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）
第六十一条の十一 第四条の二（連結納税義務者）
の承認を受ける同条に規定する 他の内国法人
（最初連結親法人事業年度（各連結事業年度の
連結所得に対する法人税を課される最初の第十
五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定
する連結親法人事業年度をいう。以下この項及
び次条第一項において同じ。）開始の時に第四
条の二に規定する内国法人との間に当該内国法
人による 完全支配関係（同条に規定する政令で
定める関係に限る。以下この項及び次条第一項
において同じ。）を有するものに限るものと
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日の前日（当該他の内国法人が第四条の三第九
項第一号（連結納税の承認の効力）に規定する
時価評価法人である場合には、最初連結親法人
事業年度終了の日）の属する事業年度をい
う。）終了の時に有する時価評価資産（固定資
産、土地（土地の上に存する権利を含み、固定
資産に該当するものを除く。）、有価証券、金
銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外の
ものをいう。次条第一項において同じ。）の評
価益（その時の価額がその時の帳簿価額を超え
る場合のその超える部分の金額をいう。次条第
一項において同じ。）又は評価損（その時の帳
簿価額がその時の価額を超える場合のその超え
る部分の金額をいう。次条第一項において同
じ。）は、当該連結開始直前事業年度の所得の
金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入す
る。
一 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日から当該開始の日までの間
に株式移転により 設立され、かつ、当該内国
法人が当該株式移転の日から当該開始の日ま
で継続して ◆追加◆当該株式移転に係る株式
移転完全子法人であつた法人 の発行済株式
（自己が有する自己の株式を除く。第四号及
び次項において同じ。）の全部を直接又は間
接に保有している場合の当該法人
二 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日から当該開始の日まで継続
して 法人の発行済株式又は出資（自己が有す
る自己の株式又は出資を除く。以下この条及
び次条において「発行済株式等」という。）
の全部を直接又は間接に保有している場合の
当該法人
三 当該内国法人又は 当該内国法人に発行済株式
等の全部を直接又は間接に保有されている法
人（次号及び第六号において「完全子法人」
という。）が最初連結親法人事業年度開始の
日の五年前の日から当該開始の日までの間 に
発行済株式等の全部を直接又は間接に保有す
る法人を設立し、かつ、 当該内国法人がその
設立の日から当該開始の日まで継続して 当該
発行済株式等の全部を直接又は間接に保有し
ている場合の当該法人
四 当該内国法人又は完全子法人 ◆追加◆が最初
連結親法人事業年度開始の日の五年前の日か
ら当該開始の日までの間に 適格株式交換を行
い、かつ、 当該内国法人が当該適格株式交換
の日から当該開始の日まで継続して ◆追加
◆当該適格株式交換に係る株式交換完全子法
人であつた法人 の発行済株式の全部を直接又
は間接に保有している場合の当該法人
五 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日から当該開始の日までの間
に適格合併 、合併類似適格分割型分割（合併
に類する分割型分割として政令で定める分割
のうち適格分割型分割に該当するものをい
う。以下この号及び次条第一項第三号におい

し、次に掲げるものを除く。）が連結開始直前
事業年度（最初連結親法人事業年度開始の日の
前日（当該他の内国法人が第四条の三第九項第
一号（連結納税の承認の効力）に規定する時価
評価法人である場合には、最初連結親法人事業
年度終了の日）の属する事業年度をいう。）終
了の時に有する時価評価資産（固定資産、土地
（土地の上に存する権利を含み、固定資産に該
当するものを除く。）、有価証券、金銭債権及
び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをい
う。次条第一項において同じ。）の評価益（そ
の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合の
その超える部分の金額をいう。次条第一項にお
いて同じ。）又は評価損（その時の帳簿価額が
その時の価額を超える場合のその超える部分の
金額をいう。次条第一項において同じ。）は、
当該連結開始直前事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日から当該開始の日までの間
に株式移転により 設立された法人であり、か
つ、当該株式移転の日から当該開始の日まで
継続して 当該内国法人と当該株式移転に係る
株式移転完全子法人であつた法人 との間に当
該内国法人による完全支配関係がある場合の
当該法人
二 ◆削除◆最初連結親法人事業年度開始の日の
五年前の日から当該開始の日まで継続して 当
該内国法人と法人との間に当該内国法人によ
る完全支配関係がある場合の当該法人
三 当該内国法人又は 当該内国法人との間に当該
内国法人による完全支配関係がある法人（次
号及び第六号において「完全子法人」とい
う。）が最初連結親法人事業年度開始の日の
五年前の日から当該開始の日までの間 に当該
内国法人との間に完全支配関係がある他の法
人を設立し、かつ、 ◆削除◆その設立の日か
ら当該開始の日まで継続して 当該内国法人と
当該他の法人との間に当該内国法人による完
全支配関係がある場合の当該他の法人
四 当該内国法人又は完全子法人 を株式交換完全
親法人とする適格株式交換が最初連結親法人
事業年度開始の日の五年前の日から当該開始
の日までの間に 行われ、かつ、 ◆削除◆当該
適格株式交換の日から当該開始の日まで継続
して 当該内国法人と当該適格株式交換に係る
株式交換完全子法人であつた法人 との間に当
該内国法人による完全支配関係がある場合の
当該法人
五 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日から当該開始の日までの間
に適格合併 ◆削除◆、適格株式交換又は適格
株式移転（以下この号において「適格合併
等」という。）により法人（ ◆削除◆当該五
年前の日（当該法人が当該五年前の日から当
該適格合併の日の前日 ◆削除◆、当該適格株
式交換の日又は当該適格株式移転の日までの
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て同じ。）、適格株式交換又は適格株式移転
（以下この号において「適格合併等」とい
う。）により法人（ 当該適格合併等に係る被
合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又
は株式移転完全子法人が当該五年前の日（当
該法人が当該五年前の日から当該適格合併の
日の前日 、当該合併類似適格分割型分割の日
の前日、当該適格株式交換の日又は当該適格
株式移転の日までの間に設立された法人であ
る場合には、その設立の日）から当該適格合
併の日の前日 、当該合併類似適格分割型分割
の日の前日、当該適格株式交換の日又は当該
適格株式移転の日まで継続して 発行済株式等
の全部を直接又は間接に保有していた法人に
限る。） の発行済株式等の全部を直接又は間
接に有することとなり、かつ、 当該内国法人
が当該適格合併等の日から当該開始の日まで
継続して 当該発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有している場合の当該法人
六 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の
日から当該開始の日までの間に法人の株主の
有する当該法人の会社法第百八十九条第一項
（単元未満株式についての権利の制限等）に
規定する単元未満株式の当該法人若しくは当
該内国法人若しくは完全子法人による買取り
その他これに類する買取り又は法人の株主等
が法令の規定によりその有する当該法人の株
式（出資を含む。以下この号において同
じ。）の保有を制限されたことに伴う当該株
式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは
完全子法人による買取りにより当該内国法人
が法人 （当該内国法人が当該五年前の日（当
該法人が当該五年前の日からこれらの買取り
の日までの間に設立された法人である場合に
は、その設立の日）からこれらの買取りの日
まで継続して 取得済株式等（その発行済株式
等のうち当該内国法人がこれらの買取りの直
前に直接又は間接に保有していたものをい
う。）の全部を直接又は間接に保有してい
た法人に限る。） の発行済株式等の全部を直
接又は間接に有することとなり、かつ、 当該
内国法人がその有することとなつた日から当
該開始の日まで継続して当該 発行済株式等の
全部を直接又は間接に保有している場合の当
該法人

２ 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係の判定その他 前項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

間に設立された法人である場合には、その設
立の日）から当該適格合併の日の前日 ◆削除
◆、当該適格株式交換の日又は当該適格株式
移転の日まで継続して 当該適格合併等に係る
被合併法人、株式交換完全子法人又は株式移
転完全子法人（以下この号において「被合併
法人等」という。）との間に当該被合併法人
等による完全支配関係があつた法人に限
る。） との間に当該内国法人による完全支配
関係を有することとなり、かつ、 当該適格合
併等の日から当該開始の日まで継続して 当該
内国法人と当該法人との間に当該内国法人に
よる完全支配関係がある場合の当該法人
六 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の
日から当該開始の日までの間に法人の株主の
有する当該法人の会社法第百八十九条第一項
（単元未満株式についての権利の制限等）に
規定する単元未満株式の当該法人若しくは当
該内国法人若しくは完全子法人による買取り
その他これに類する買取り又は法人の株主等
が法令の規定によりその有する当該法人の株
式（出資を含む。以下この号において同
じ。）の保有を制限されたことに伴う当該株
式の当該法人若しくは当該内国法人若しくは
完全子法人による買取りにより当該内国法人
が法人 （これらの買取りに係る株式が発行さ
れていなかつたとするならば当該五年前の日
（当該法人が当該五年前の日からこれらの買
取りの日までの間に設立された法人である場
合には、その設立の日）からこれらの買取り
の日まで継続して 当該内国法人との間に当該
内国法人による完全支配関係があつた法人に
限る。） との間に当該内国法人による完全支
配関係を有することとなり、かつ、 その有す
ることとなつた日から当該開始の日まで継続
して当該 内国法人と当該法人との間に当該完
全支配関係がある場合の当該法人

２ 前項の規定により同項に規定する評価益又は評
価損を益金の額又は損金の額に算入された資産
の帳簿価額その他 同項の規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）
第六十一条の十二 第四条の三第十項又は第十一項
（連結納税のみなし承認）の規定の適用を受け
るこれらの規定に規定する他の内国法人（次に
掲げるものを除く。）が連結加入直前事業年度

（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）
第六十一条の十二 第四条の三第十項又は第十一項
（連結納税のみなし承認）の規定の適用を受け
るこれらの規定に規定する他の内国法人（次に
掲げるものを除く。）が連結加入直前事業年度
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（連結親法人との間に当該連結親法人による 第
四条の二（連結納税義務者）に規定する完全支
配関係を有することとなつた日の前日（当該他
の内国法人が同項第一号に規定する時価評価法
人である場合には、最初連結親法人事業年度終
了の日）の属する事業年度をいう。）終了の時
に有する時価評価資産の評価益又は評価損は、
当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 当該連結親法人又は連結子法人が 発行済株式
又は出資の全部を直接又は間接に保有する法
人を設立した場合の当該法人
二 当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交
換により法人の発行済株式の全部を有するこ
ととなつた場合の当該法人
三 当該連結親法人が適格合併 、合併類似適格分
割型分割又は適格株式交換（以下この号にお
いて「適格合併等」という。）により法人（
当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人
又は株式交換完全子法人が当該適格合併等の
日の五年前の日（当該法人が当該五年前の日
から当該適格合併等の日の前日までの間に設
立された法人である場合には、その設立の
日）から当該適格合併等の日の前日まで継続
して 発行済株式等の全部を直接又は間接に保
有していた法人に限る。） の発行済株式等の
全部を直接又は間接に有することとなつた場
合の当該法人
四 法人の株主の有する当該法人の会社法第百八
十九条第一項（単元未満株式についての権利
の制限等）に規定する単元未満株式の当該法
人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法
人による買取りその他これに類する買取り又
は法人の株主等が法令の規定によりその有す
る当該法人の株式（出資を含む。以下この号
において同じ。）の保有を制限されたことに
伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親
法人若しくは連結子法人による買取りにより
当該連結親法人が法人 （当該連結親法人がこ
れらの買取りの日の五年前の日（当該法人が
当該五年前の日からこれらの買取りの日まで
の間に設立された法人である場合には、その
設立の日）からこれらの買取りの日まで継続
して 取得済株式等（その発行済株式等のうち
当該連結親法人がこれらの買取りの直前に直
接又は間接に保有していたものをいう。）の
全部を直接又は間接に保有していた法人に限
る。） の発行済株式等の全部を直接又は間接
に有することとなつた場合の当該法人
五 その発行済株式等を直接又は間接に保有して
いた連結子法人の解散（合併による解散を除
く。）に基因して第四条の五第二項第五号
（連結納税の承認の取消し）の規定により第
四条の二の承認を取り消された法人（当該承
認の取消しの直前に当該連結親法人との間に
連結完全支配関係がある連結子法人であつた
ものに限る。）についてその解散をした連結

（連結親法人との間に当該連結親法人による ◆
削除◆完全支配関係を有することとなつた日の
前日（当該他の内国法人が同項第一号に規定す
る時価評価法人である場合には、最初連結親法
人事業年度終了の日）の属する事業年度をい
う。）終了の時に有する時価評価資産の評価益
又は評価損は、当該連結加入直前事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算
入する。
一 当該連結親法人又は連結子法人が 当該連結親
法人又は連結子法人による完全支配関係があ
る法人を設立した場合の当該法人
二 当該連結親法人又は連結子法人が適格株式交
換により法人の発行済株式の全部を有するこ
ととなつた場合の当該法人
三 当該連結親法人が適格合併 ◆削除◆又は適格
株式交換（以下この号において「適格合併
等」という。）により法人（ ◆削除◆当該適
格合併等の日の五年前の日（当該法人が当該
五年前の日から当該適格合併等の日の前日ま
での間に設立された法人である場合には、そ
の設立の日）から当該適格合併等の日の前日
まで継続して 当該適格合併等に係る被合併法
人又は株式交換完全子法人（以下この号にお
いて「被合併法人等」という。）との間に当
該被合併法人等による完全支配関係があつ
た法人に限る。） との間に当該連結親法人に
よる完全支配関係を有することとなつた場合
の当該法人
四 法人の株主の有する当該法人の会社法第百八
十九条第一項（単元未満株式についての権利
の制限等）に規定する単元未満株式の当該法
人若しくは当該連結親法人若しくは連結子法
人による買取りその他これに類する買取り又
は法人の株主等が法令の規定によりその有す
る当該法人の株式（出資を含む。以下この号
において同じ。）の保有を制限されたことに
伴う当該株式の当該法人若しくは当該連結親
法人若しくは連結子法人による買取りにより
当該連結親法人が法人 （これらの買取りに係
る株式が発行されていなかつたとするなら
ばこれらの買取りの日の五年前の日（当該法
人が当該五年前の日からこれらの買取りの日
までの間に設立された法人である場合には、
その設立の日）からこれらの買取りの日まで
継続して 当該連結親法人との間に当該連結親
法人による完全支配関係があつた法人に限
る。） との間に当該連結親法人による完全支
配関係を有することとなつた場合の当該法人
◆削除◆
２ 前項の規定により同項に規定する評価益又は評
価損を益金の額又は損金の額に算入された資産
の帳簿価額その他 同項の規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。
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子法人の残余財産が分配されたことにより当
該連結親法人がその発行済株式等の全部を直
接又は間接に有することとなつた場合（当該
承認を取り消された日から当該残余財産が分
配された日まで政令で定める関係が継続して
いた場合に限る。）の当該法人

２ 発行済株式又は発行済株式等の全部を直接又は
間接に保有する関係の判定その他 前項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第六目 分割等前事業年度等における連結
法人間取引の損益

（分割等前事業年度等における連結法人間取引の
損益の調整）
第六十一条の十三 内国法人 （第十五条の二第一項
（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人
事業年度開始の日の翌日からその終了の日まで
の期間内に自己を分割法人とする分割型分割を
行つた連結法人又は当該期間内に自己を被合併
法人とする適格合併（当該内国法人との間に連
結完全支配関係がある連結法人を合併法人とす
るものに限る。）を行つた連結子法人に限る。
第三項までにおいて同じ。）が分割等前事業年
度（当該分割型分割又は適格合併の日の前日の
属する事業年度をいう。第三項までにおいて同
じ。）においてその有する譲渡損益調整資産
（固定資産、土地（土地の上に存する権利を含
み、固定資産に該当するものを除く。）、有価
証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるも
の以外のものをいう。以下この条において同
じ。）を 連結法人（当該内国法人との間に 連結
完全支配関係があるものに限る。次項において
同じ。）に譲渡した場合 （適格事後設立により
被事後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した
場合及び株式又は出資をその発行をした法人に
譲渡した場合を除く。）には、当該譲渡損益調
整資産に係る譲渡利益額（ 当該譲渡に係る対価
の額が原価の額を超える場合における 当該超え
る部分の金額をいう。 次項及び第四項において
同じ。）又は譲渡損失額（ 当該譲渡に係る原価
の額が対価の額を超える場合における 当該超え
る部分の金額をいう。 次項及び第四項において
同じ。）に相当する金額は、 当該分割等前事業
年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金
の額に算入する。
２ 分割等前事業年度において、内国法人が連結法
人に譲渡した譲渡損益調整資産（その譲渡利益
額又は譲渡損失額に相当する金額につき前項又
は第八十一条の十第一項（連結法人間取引の損
益の調整）の規定の適用を受け、かつ、当該金
額のうちにこの項又は同条第二項の規定により
各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の
連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額
に算入されていない金額があるものに限る。）

第六目 完全支配関係がある法人の間の取
引の損益

◆削除◆
第六十一条の十三 内国法人 （普通法人又は協同組
合等に限る。）がその有する譲渡損益調整資産
（固定資産、土地（土地の上に存する権利を含
み、固定資産に該当するものを除く。）、有価
証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるも
の以外のものをいう。以下この条において同
じ。）を 他の内国法人（当該内国法人との間に
完全支配関係がある普通法人又は協同組合等に
限る。）に譲渡した場合 ◆削除◆には、当該譲
渡損益調整資産に係る譲渡利益額（ その譲渡
に係る対価の額が原価の額を超える場合におけ
る その超える部分の金額をいう。 以下この条に
おいて同じ。）又は譲渡損失額（ その譲渡に係
る原価の額が対価の額を超える場合における そ
の超える部分の金額をいう。 以下この条におい
て同じ。）に相当する金額は、 その譲渡した事
業年度（その譲渡が適格合併に該当しない合併
による合併法人への移転である場合には、次条
第二項に規定する最後事業年度）の所得の金額
の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
２ 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額につき前項の規定の適用を受け
た場合において、その譲渡を受けた法人（以下
この条において「譲受法人」という。）におい
て当該譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価換
え、貸倒れ、除却その他の政令で定める事由が
生じたときは、当該譲渡損益調整資産に係る譲
渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額は、政
令で定めるところにより、当該内国法人の各事
業年度（当該譲渡利益額又は譲渡損失額につき
次項又は第四項の規定の適用を受ける事業年度
以後の事業年度を除く。）の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受
けた場合（当該譲渡損益調整資産の適格合併に
該当しない合併による合併法人への移転により
同項の規定の適用を受けた場合を除く。）にお
いて、当該内国法人が当該譲渡損益調整資産に
係る譲受法人との間に完全支配関係を有しない
こととなつたとき（次に掲げる事由に基因して
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につき当該連結法人において譲渡、償却、評価
換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由
が生じた場合その他の政令で定める場合には、
当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲
渡損失額に相当する金額は、政令で定めるとこ
ろにより、当該分割等前事業年度の所得の金額
の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 分割等前事業年度又は当該分割等前事業年度前
の各連結事業年度において、内国法人が、譲渡
損益調整資産を譲渡して第一項又は第八十一条
の十第一項の規定の適用を受けている法人（当
該内国法人との間に連結完全支配関係がある連
結子法人に限る。）との間に当該法人を被合併
法人又は分割法人とする適格合併又は第六十一
条の十一第一項第五号（連結納税の開始に伴う
資産の時価評価損益）に規定する合併類似適格
分割型分割を行つた場合には、当該内国法人が
当該譲渡損益調整資産を譲渡したものとみなし
て、前項の規定を適用する。
４ 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又
は第八十一条の十第一項の規定の適用を受け、
かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第二項
の規定により各事業年度の所得の金額又は各連
結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額
又は損金の額に算入されていない金額がある場
合において、当該内国法人が第四条の五第一項
（連結納税の承認の取消し）の規定により第四
条の二（連結納税義務者）の承認を取り消され
た場合その他の政令で定める場合に該当するこ
ととなつたときは、その算入されていない金額
は、政令で定める事業年度の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
◆追加◆
◆追加◆
◆追加◆
５ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

完全支配関係を有しないこととなつた場合を除
く。）は、当該譲渡損益調整資産に係る譲渡利
益額又は譲渡損失額に相当する金額（その有し
ないこととなつた日の前日の属する事業年度前
の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度
の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の
額に算入された金額を除く。）は、当該内国法
人の当該前日の属する事業年度の所得の金額の
計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
一 当該内国法人の適格合併（合併法人（法人を
設立する適格合併にあつては、他の被合併法
人のすべて。次号において同じ。）が当該内
国法人との間に完全支配関係がある内国法人
であるものに限る。）による解散
二 当該譲受法人の適格合併（合併法人が当該譲
受法人との間に完全支配関係がある内国法人
であるものに限る。）による解散

４ 第六十一条の十一第一項（連結納税の開始に伴
う資産の時価評価損益）に規定する他の内国法
人又は前条第一項に規定する他の内国法人が第
六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前
事業年度（以下この項において「連結開始直前
事業年度」という。）又は前条第一項に規定す
る連結加入直前事業年度（以下この項において
「連結加入直前事業年度」という。）以前の各
事業年度において譲渡損益調整資産に係る譲渡
利益額又は譲渡損失額につき第一項の規定の適
用を受けた法人である場合には、当該譲渡損益
調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相
当する金額（当該連結開始直前事業年度又は当
該連結加入直前事業年度前の各事業年度の所得
の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の
計算上益金の額又は損金の額に算入された金額
を除く。以下この項において「譲渡損益調整
額」という。）は、譲渡損益調整資産のうち譲
渡損益調整額が少額であるものその他の政令で
定めるものに係る譲渡損益調整額を除き、当該
連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年
度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の
額に算入する。
５ 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受
けた場合において、当該内国法人が適格合併
（合併法人（法人を設立する適格合併にあつて
は、他の被合併法人のすべて）が当該内国法人
との間に完全支配関係がある内国法人であるも
のに限る。）により解散したときは、当該適格
合併に係る合併法人の当該適格合併の日の属す
る事業年度以後の各事業年度においては、当該
合併法人を当該譲渡利益額又は譲渡損失額につ
き同項の規定の適用を受けた法人とみなして、
この条の規定を適用する。
６ 内国法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額につき第一項の規定の適用を受
けた場合において、当該譲渡損益調整資産に係
る譲受法人が適格合併、適格分割、適格現物出
資又は適格現物分配（合併法人、分割承継法
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人、被現物出資法人又は被現物分配法人（法人
を設立する適格合併、適格分割又は適格現物出
資にあつては、他の被合併法人、他の分割法人
又は他の現物出資法人のすべて）が当該譲受法
人との間に完全支配関係がある内国法人である
ものに限る。）により合併法人、分割承継法
人、被現物出資法人又は被現物分配法人（以下
この項において「合併法人等」という。）に当
該譲渡損益調整資産を移転したときは、その移
転した日以後に終了する当該内国法人の各事業
年度においては、当該合併法人等を当該譲渡損
益調整資産に係る譲受法人とみなして、この条
の規定を適用する。
７ 適格合併に該当しない合併に係る被合併法人が
当該合併による譲渡損益調整資産の移転につき
第一項の規定の適用を受けた場合には、当該譲
渡損益調整資産に係る譲渡利益額に相当する金
額は当該合併に係る合併法人の当該譲渡損益調
整資産の取得価額に算入しないものとし、当該
譲渡損益調整資産に係る譲渡損失額に相当する
金額は当該合併法人の当該譲渡損益調整資産の
取得価額に算入するものとする。
８ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
（合併及び分割による資産等の時価による譲渡）
第六十二条 内国法人が合併又は分割により合併法
人又は分割承継法人にその有する資産及び負債
の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承
継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合
併又は分割の時の価額による譲渡をしたものと
して、当該内国法人の各事業年度の所得の金額
を計算する。この場合においては、当該合併に
より当該資産及び負債の移転をした当該内国法
人（資本又は出資を有しないものを除く。）
は、当該合併法人から新株等（当該合併法人が
当該合併により交付した当該合併法人の株式
（出資を含む。以下この項及び次条において同
じ。）その他の資産（ 第六十一条の二第三項
（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金
算入）に規定する場合において同項の規定によ
り同項に規定する株式割当等を受けたものとみ
なされる当該合併法人の株式その他の資産を含
む。）をいう。）をその時の価額により取得
し、直ちに当該新株等を当該内国法人の株主等
に交付したものとする。
２ 合併 又は分割型分割により合併法人 又は分割承
継法人に移転をした資産及び負債の当該移転に
よる譲渡に係る譲渡利益額（当該譲渡に係る対
価の額が原価の額を超える場合における当該超
える部分の金額をいう。）又は譲渡損失額（当
該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える場合
における当該超える部分の金額をいう。）は、

第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算
（合併及び分割による資産等の時価による譲渡）
第六十二条 内国法人が合併又は分割により合併法
人又は分割承継法人にその有する資産及び負債
の移転をしたときは、当該合併法人又は分割承
継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合
併又は分割の時の価額による譲渡をしたものと
して、当該内国法人の各事業年度の所得の金額
を計算する。この場合においては、当該合併に
より当該資産及び負債の移転をした当該内国法
人（資本又は出資を有しないものを除く。）
は、当該合併法人から新株等（当該合併法人が
当該合併により交付した当該合併法人の株式
（出資を含む。以下この項及び次条において同
じ。）その他の資産（ 第二十四条第二項（配当
等の額とみなす金額）に規定する場合において
同項の規定により同項に規定する株式割当等を
受けたものとみなされる当該合併法人の株式そ
の他の資産を含む。）をいう。）をその時の価
額により取得し、直ちに当該新株等を当該内国
法人の株主等に交付したものとする。
２ 合併 ◆削除◆により合併法人 ◆削除◆に移転を
した資産及び負債の当該移転による譲渡に係る
譲渡利益額（当該譲渡に係る対価の額が原価の
額を超える場合における当該超える部分の金額
をいう。）又は譲渡損失額（当該譲渡に係る原
価の額が対価の額を超える場合における当該超
える部分の金額をいう。）は、当該合併 ◆削除
◆に係る最後事業年度（被合併法人の合併の日
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当該合併 又は分割型分割に係る最後事業年度
（被合併法人の合併の日の前日の属する事業年
度をいう。次条第一項において同じ。） 又は分
割前事業年度（分割法人の分割型分割の日の前
日の属する事業年度をいう。次条第一項におい
て同じ。）の所得の金額の計算上、益金の額又
は損金の額に算入する。
３ 前項に規定する原価の額の計算その他前二項の
規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。

の前日の属する事業年度をいう。次条第一項に
おいて同じ。） ◆削除◆の所得の金額の計算
上、益金の額又は損金の額に算入する。
３ 前項に規定する原価の額の計算その他前二項の
規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳
簿価額による引継ぎ）
第六十二条の二 内国法人が適格合併 又は適格分割
型分割により合併法人 又は分割承継法人にその
有する資産及び負債の移転をしたときは、前条
第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合
併法人 又は分割承継法人に当該移転をした資産
及び負債の当該適格合併 又は適格分割型分割に
係る最後事業年度 又は分割前事業年度終了の時
の帳簿価額として政令で定める金額による引継
ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年
度の所得の金額を計算する。
２ 前項（適格合併に係る部分に限る。）の場合に
おいては、同項の適格合併（同項の合併法人が
資本又は出資を有しない法人である場合におけ
る当該適格合併を除く。）によりその有する資
産及び負債の移転をした内国法人（資本又は出
資を有しないものを除く。）は、前条第一項後
段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当
該合併法人の株式又は第二条第十二号の八（定
義）に規定する合併親法人株式（第六十一条の
二第三項（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金
又は損金算入）に規定する場合において同項の
規定により同項に規定する株式割当等を受けた
ものとみなされる当該合併法人の株式又は当該
合併親法人株式を含む。）を当該適格合併によ
り移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎と
して政令で定める金額により取得し、直ちに当
該株式又は当該合併親法人株式を当該内国法人
の株主等に交付したものとする。
３ 第一項（適格分割型分割に係る部分に限
る。）の場合においては、同項の内国法人が同
項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承
継法人の株式又は第二条第十二号の十一 ◆追加
◆に規定する分割承継親法人株式の当該交付の
時の価額は 、当該適格分割型分割により移転を
した資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令
で定める金額とする。
４ 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資
産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。

（適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳
簿価額による引継ぎ）
第六十二条の二 内国法人が適格合併 ◆削除◆によ
り合併法人 ◆削除◆にその有する資産及び負債
の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の
規定にかかわらず、当該合併法人 ◆削除◆に当
該移転をした資産及び負債の当該適格合併 ◆削
除◆に係る最後事業年度 ◆削除◆終了の時の帳
簿価額として政令で定める金額による引継ぎを
したものとして、当該内国法人の各事業年度の
所得の金額を計算する。
２ 内国法人が適格分割型分割により分割承継法人
にその有する資産及び負債の移転をしたとき
は、前条第一項の規定にかかわらず、当該分割
承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該
適格分割型分割の直前の帳簿価額として政令で
定める金額による引継ぎをしたものとして、当
該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算す
る。
３ 前項の場合においては、同項の内国法人が同項
の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継
法人の株式又は第二条第十二号の十一 （定
義）に規定する分割承継親法人株式の当該交付
の時の価額は 、同項の適格分割型分割により移
転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として
政令で定める金額とする。
４ 合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資
産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。
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- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（適格事後設立による資産等の時価による譲渡と
株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金
又は損金算入）
第六十二条の五 内国法人が適格事後設立により被
事後設立法人にその有する資産の移転をし、又
はこれと併せてその有する負債の移転をしたと
きは、当該移転による譲渡の日の属する事業年
度の所得の金額の計算上、帳簿価額修正益（当
該移転をした資産及び負債の当該譲渡に係る原
価等の額（原価の額及びその他の費用の額の合
計額をいう。以下この項において同じ。）が対
価の額を超える場合における当該超える部分の
金額に相当する金額をいう。次項において同
じ。）又は帳簿価額修正損（当該移転をした資
産及び負債の当該譲渡に係る対価の額が原価等
の額を超える場合における当該超える部分の金
額に相当する金額をいう。次項において同
じ。）を益金の額又は損金の額に算入する。
２ 前項の場合においては、同項の内国法人の有す
る適格事後設立に係る被事後設立法人の株式
（出資を含む。次条第一項において同じ。）の
前項に規定する譲渡の時の帳簿価額に帳簿価額
修正益に相当する金額を加算し、又は当該帳簿
価額から帳簿価額修正損に相当する金額を減算
する。
３ 被事後設立法人の資産及び負債の帳簿価額その
他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政
令で定める。

（現物分配による資産の譲渡）
第六十二条の五 内国法人が残余財産の全部の分配
又は引渡し（適格現物分配を除く。次項におい
て同じ。）により被現物分配法人その他の者に
その有する資産の移転をするときは、当該被現
物分配法人その他の者に当該移転をする資産の
当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をし
たものとして、当該内国法人の各事業年度の所
得の金額を計算する。
２ 残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物
分配法人その他の者に移転をする資産の当該移
転による譲渡に係る譲渡利益額（当該譲渡に係
る対価の額が原価の額を超える場合におけるそ
の超える部分の金額をいう。）又は譲渡損失額
（当該譲渡に係る原価の額が対価の額を超える
場合におけるその超える部分の金額をいう。）
は、その残余財産の確定の日の属する事業年度
の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額
に算入する。
３ 内国法人が適格現物分配により被現物分配法人
にその有する資産の移転をしたときは、当該被
現物分配法人に当該移転をした資産の当該適格
現物分配の直前の帳簿価額（当該適格現物分配
が残余財産の全部の分配である場合には、その
残余財産の確定の時の帳簿価額）による譲渡を
したものとして、当該内国法人の各事業年度の
所得の金額を計算する。
４ 内国法人が適格現物分配により資産の移転を受
けたことにより生ずる収益の額は、その内国法
人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。
５ 内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年
度に係る地方税法の規定による事業税の額は、
当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計
算上、損金の額に算入する。
６ 被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項
の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付
する分割）
第六十二条の六 分割法人が分割により交付を受け
る分割承継法人の株式その他の資産の一部のみ
を当該分割法人の株主等に交付をする分割が行
われたときは、分割型分割と分社型分割の双方
が行われたものと みなして、この法律の規定を
適用する。
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

（株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付
する分割）
第六十二条の六 分割法人が分割により交付を受け
る分割承継法人の株式その他の資産の一部のみ
を当該分割法人の株主等に交付をする分割が行
われたときは、分割型分割と分社型分割の双方
が行われたものと みなす。
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
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施行日：平成22年10月 1日
（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）
第六十二条の七 内国法人と 特定資本関係法人（当
該内国法人との間に 特定資本関係（第五十七条
第三項（青色申告書を提出した事業年度の欠損
金の繰越し）に規定する特定資本関係をいう。
以下この条において同じ。）がある法人をい
う。）との間で当該内国法人を合併法人、分割
承継法人 又は被現物出資法人とする 特定適格合
併等（適格合併、適格分割 又は適格現物出資の
うち、 第五十七条第五項に規定する共同で事業
を営むため の適格合併等として政令で定めるも
のに該当しないものをいう。以下この条におい
て同じ。）が行われた 場合において、当該特定
資本関係が当該内国法人の当該 特定適格合併等
の日の属する事業年度（以下この項において「
特定適格合併等事業年度」という。）開始の日
の五年前の日 以後に生じているときは、当該内
国法人の適用期間（当該 特定適格合併等事業年
度開始の日から同日以後三年を経過する日（そ
の経過する日が当該 特定資本関係が生じた日以
後五年を経過する日後となる場合にあつては、
その五年を経過する日）までの期間（当該期間
に終了する各事業年度において第六十一条の十
一第一項（連結納税の開始に伴う資産の時価評
価損益）若しくは第六十一条の十二第一項（連
結納税への加入に伴う資産の時価評価損益）又
は第六十二条の九第一項（非適格株式交換等に
係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価
評価損益）の規定の適用を受ける場合には、当
該 特定適格合併等事業年度開始の日から第六十
一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業
年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定す
る連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第
一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日ま
での期間）をいう。）において生ずる特定資産
譲渡等損失額は、当該内国法人の各事業年度の
所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
２ 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次
に掲げる金額の合計額をいう。
一 前項の内国法人が同項の 特定資本関係法人か
ら 特定適格合併等により移転を受けた資産で
当該 特定資本関係法人が当該 特定資本関係が
生じた日（次号において「 特定資本関係発生
日」という。）前から有していたもの（政令
で定めるものを除く。以下この号において
「特定引継資産」という。）の譲渡、評価換
え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由
による損失の額の合計額から特定引継資産の
譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を
控除した金額
二 前項の内国法人が 特定資本関係発生日前から
有していた資産（政令で定めるものを除く。
以下この号において「特定保有資産」とい
う。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その
他これらに類する事由による損失の額の合計
額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによ

（特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入）
第六十二条の七 内国法人と 支配関係法人（当該内
国法人との間に 支配関係がある法人をいう。）
との間で当該内国法人を合併法人、分割承継法
人 、被現物出資法人又は被現物分配法人とする
特定適格組織再編成等（適格合併若しくは適格
合併に該当しない合併で第六十一条の十三第一
項（完全支配関係がある法人の間の取引の損
益）の規定の適用があるもの、適格分割 、適格
現物出資又は適格現物分配のうち、 第五十七条
第四項（青色申告書を提出した事業年度の欠損
金の繰越し）に規定する共同で事業を営むため
の適格組織再編成等として政令で定めるものに
該当しないものをいう。以下この条において同
じ。）が行われた 場合（当該内国法人の当該 特
定適格組織再編成等の日（当該特定適格組織再
編成等が残余財産の全部の分配である場合に
は、その残余財産の確定の日の翌日）の属する
事業年度（以下この項において「 特定組織再編
成事業年度」という。）開始の日の五年前の日
、当該内国法人の設立の日又は当該支配関係法
人の設立の日のうち最も遅い日から継続して当
該内国法人と当該支配関係法人との間に支配関
係がある場合として政令で定める場合を除
く。）には、当該内国法人の適用期間（当該 特
定組織再編成事業年度開始の日から同日以後三
年を経過する日（その経過する日が当該 内国法
人と当該支配関係法人との間に最後に支配関係
があることとなつた日以後五年を経過する日後
となる場合にあつては、その五年を経過する
日）までの期間（当該期間に終了する各事業年
度において第六十一条の十一第一項（連結納税
の開始に伴う資産の時価評価損益）若しくは第
六十一条の十二第一項（連結納税への加入に伴
う資産の時価評価損益）又は第六十二条の九第
一項（非適格株式交換等に係る株式交換完全子
法人等の有する資産の時価評価損益）の規定の
適用を受ける場合には、当該 特定組織再編成事
業年度開始の日から第六十一条の十一第一項に
規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十
一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業
年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を
受ける事業年度終了の日までの期間）をい
う。）において生ずる特定資産譲渡等損失額
は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入しない。
２ 前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、次
に掲げる金額の合計額をいう。
一 前項の内国法人が同項の 支配関係法人から 特
定適格組織再編成等により移転を受けた資産
で当該 支配関係法人が当該 内国法人との間に
最後に支配関係があることとなつた日（次号
において「 支配関係発生日」という。）前か
ら有していたもの（政令で定めるものを除
く。以下この号において「特定引継資産」と
いう。）の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却そ
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る利益の額の合計額を控除した金額
３ 前二項の規定は、 特定資本関係がある被合併法
人等（被合併法人、分割法人及び現物出資法人
をいう。以下この項において同じ。）と他の被
合併法人等との間で法人を設立する 特定適格合
併等が行われた 場合において、当該特定資本関
係が当該 特定適格合併等の日の五年前の日 以後
に生じているときについて準用する。この場合
において、第一項中「当該内国法人の適用期
間」とあるのは「当該 特定適格合併等により設
立された内国法人の適用期間」と、 前項第一
号中「同項 の特定資本関係法人から 特定適格合
併等」とあるのは「 特定適格合併等に係る次項
に規定する被合併法人等（次号に規定する他の
被合併法人等を除く。）から当該 特定適格合併
等」と、「 当該特定資本関係法人」とあるのは
「当該被合併法人等 ◆追加◆」と、同項第二号
中「 特定資本関係発生日前から有していた資
産」とあるのは「 特定適格合併等に係る 他の被
合併法人等から当該 特定適格合併等により移転
を受けた資産で当該他の被合併法人等が当該 特
定資本関係発生日前から有していたもの」と読
み替えるものとする。
４ 第一項に規定する 特定資本関係法人又は前項に
規定する被合併法人等が 特定適格合併等の直前
において第六十条の三第一項（特定株主等によ
つて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失
額の損金不算入）に規定する欠損等法人（次項
及び第六項において「欠損等法人」という。）
であり、かつ、当該 特定適格合併等が同条第一
項に規定する適用期間内に行われるものである
ときは、第一項の内国法人が当該 特定資本関係
法人又は当該被合併法人等から当該 特定適格合
併等により移転を受けた資産については、当該
特定適格合併等に係る同項（前項において準用
する場合を含む。第六項において同じ。）の規
定は、適用しない。
５ 第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、
特定適格合併等が第六十条の三第一項に規定す
る適用期間内に行われるものであるときは、当
該内国法人が有する資産については、当該 特定
適格合併等に係る第一項の規定は、適用しな
い。
６ 第一項の内国法人が 特定適格合併等後に欠損等
法人となり、かつ、第六十条の三第一項に規定
する適用期間が開始したときは、第一項に規定
する適用期間は、同条第一項に規定する適用期
間開始の日の前日に終了するものとする。
７ 連結子法人である内国法人が、第五十七条第十
項に規定する連結法人単体事業年度において特
定適格合併等（当該内国法人を合併法人又は分
割承継法人とする適格合併又は適格分割で、当
該内国法人との間に連結完全支配関係がない法
人（同項第一号に規定する政令で定める法人を
除く。）を被合併法人又は分割法人とするもの
に限る。）を行つた場合には、当該内国法人の
第二項第二号に規定する特定保有資産について

の他これらに類する事由による損失の額の合
計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えに
よる利益の額の合計額を控除した金額
二 前項の内国法人が 支配関係発生日前から有し
ていた資産（政令で定めるものを除く。以下
この号において「特定保有資産」という。）
の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これ
らに類する事由による損失の額の合計額から
特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益
の額の合計額を控除した金額

３ 前二項の規定は、 支配関係がある被合併法人等
（被合併法人、分割法人及び現物出資法人をい
う。以下この項において同じ。）と他の被合併
法人等との間で法人を設立する 特定適格組織再
編成等が行われた 場合（当該 特定適格組織再編
成等の日の五年前の日 、当該被合併法人等の設
立の日又は当該他の被合併法人等の設立の日の
うち最も遅い日から継続して当該被合併法人等
と当該他の被合併法人等との間に支配関係があ
る場合として政令で定める場合を除く。）につ
いて準用する。この場合において、第一項中
「当該内国法人の適用期間」とあるのは「当該
特定適格組織再編成等により設立された内国法
人の適用期間」と、 「が当該内国法人と当該支
配関係法人」とあるのは「が第三項に規定する
被合併法人等と他の被合併法人等」と、前項第
一号中「同項 の支配関係法人から 特定適格組織
再編成等」とあるのは「 特定適格組織再編成
等に係る次項に規定する被合併法人等（次号に
規定する他の被合併法人等を除く。）から当該
特定適格組織再編成等」と、「 当該支配関係法
人が当該内国法人」とあるのは「当該被合併法
人等 が当該他の被合併法人等」と、同項第二号
中「 支配関係発生日前から有していた資産」と
あるのは「 特定適格組織再編成等に係る 次項に
規定する他の被合併法人等から当該 特定適格組
織再編成等により移転を受けた資産で当該他の
被合併法人等が当該 支配関係発生日前から有し
ていたもの」と読み替えるものとする。
４ 第一項に規定する 支配関係法人又は前項に規定
する被合併法人等が 特定適格組織再編成等の直
前において第六十条の三第一項（特定株主等に
よつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損
失額の損金不算入）に規定する欠損等法人（次
項及び第六項において「欠損等法人」とい
う。）であり、かつ、当該 特定適格組織再編成
等が同条第一項に規定する適用期間内に行われ
るものであるときは、第一項の内国法人が当該
支配関係法人又は当該被合併法人等から当該 特
定適格組織再編成等により移転を受けた資産に
ついては、当該 特定適格組織再編成等に係る同
項（前項において準用する場合を含む。第六項
において同じ。）の規定は、適用しない。
５ 第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、
特定適格組織再編成等が第六十条の三第一項に
規定する適用期間内に行われるものであるとき
は、当該内国法人が有する資産については、当
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は、当該特定適格合併等に係る第一項の規定
は、適用しない。
８ 第二項第一号に規定する損失の額の計算その他
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

該 特定適格組織再編成等に係る第一項の規定
は、適用しない。
６ 第一項の内国法人が 特定適格組織再編成等後に
欠損等法人となり、かつ、第六十条の三第一項
に規定する適用期間が開始したときは、第一項
に規定する適用期間は、同条第一項に規定する
適用期間開始の日の前日に終了するものとす
る。
◆削除◆
７ 第二項第一号に規定する損失の額の計算その他
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る
調整勘定の損金算入等）
第六十二条の八 内国法人が非適格合併等（適格合
併に該当しない合併又は適格分割に該当しない
分割、適格現物出資に該当しない現物出資若し
くは事業の譲受けのうち、政令で定めるものを
いう。以下この条において同じ。）により当該
非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現
物出資法人その他政令で定める法人（以下この
条において「被合併法人等」という。）から資
産又は負債の移転を受けた場合において、当該
内国法人が当該非適格合併等により交付した金
銭の額及び金銭以外の資産（適格合併に該当し
ない合併にあつては、第六十二条第一項（合併
及び分割による資産等の時価による譲渡）に規
定する新株等）の価額の合計額（当該非適格合
併等において当該被合併法人等から支出を受け
た第三十七条第七項（寄附金の損金不算入）に
規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当
該被合併法人等に対して支出をした同項に規定
する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項
において「非適格合併等対価額」という。）が
当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価
額（当該資産（営業権にあつては、政令で定め
るものに限る。以下この項において同じ。）の
取得価額 ◆追加◆の合計額から当該負債の額
（次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。
以下この項において同じ。）の合計額を控除し
た金額をいう。第三項において同じ。）を超え
るときは、その超える部分の金額（当該資産の
取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満
たない場合には、その満たない部分の金額を加
算した金額）のうち政令で定める部分の金額
は、資産調整勘定の金額とする。
２ 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併
等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転
を受けた場合において、次の各号に掲げる場合
に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区
分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定
の金額とする。
一 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該

（非適格合併等により移転を受ける資産等に係る
調整勘定の損金算入等）
第六十二条の八 内国法人が非適格合併等（適格合
併に該当しない合併又は適格分割に該当しない
分割、適格現物出資に該当しない現物出資若し
くは事業の譲受けのうち、政令で定めるものを
いう。以下この条において同じ。）により当該
非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現
物出資法人その他政令で定める法人（以下この
条において「被合併法人等」という。）から資
産又は負債の移転を受けた場合において、当該
内国法人が当該非適格合併等により交付した金
銭の額及び金銭以外の資産（適格合併に該当し
ない合併にあつては、第六十二条第一項（合併
及び分割による資産等の時価による譲渡）に規
定する新株等）の価額の合計額（当該非適格合
併等において当該被合併法人等から支出を受け
た第三十七条第七項（寄附金の損金不算入）に
規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当
該被合併法人等に対して支出をした同項に規定
する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項
において「非適格合併等対価額」という。）が
当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価
額（当該資産（営業権にあつては、政令で定め
るものに限る。以下この項において同じ。）の
取得価額 （第六十一条の十三第七項（完全支配
関係がある法人の間の取引の損益）の規定の適
用がある場合には、同項の規定の適用がないも
のとした場合の取得価額。以下この項において
同じ。）の合計額から当該負債の額（次項に規
定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項
において同じ。）の合計額を控除した金額をい
う。第三項において同じ。）を超えるときは、
その超える部分の金額（当該資産の取得価額の
合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合
には、その満たない部分の金額を加算した金
額）のうち政令で定める部分の金額は、資産調
整勘定の金額とする。
２ 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併
等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転
を受けた場合において、次の各号に掲げる場合
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被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につ
き退職給与債務引受け（非適格合併等後の退
職その他の事由により当該非適格合併等に伴
い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与
の額につき、非適格合併等前における在職期
間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨
を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをす
ることをいう。以下この条において同じ。）
をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金
額として政令で定める金額（第六項第一号に
おいて「退職給与債務引受額」という。）
二 当該内国法人が当該非適格合併等により当該
被合併法人等から移転を受けた事業に係る将
来の債務（当該事業の利益に重大な影響を与
えるものに限るものとし、前号の退職給与債
務引受けに係るもの及び既にその履行をすべ
きことが確定しているものを除く。）で、そ
の履行が当該非適格合併等の日からおおむね
三年以内に見込まれるものについて、当該内
国法人がその履行に係る負担の引受けをした
場合 当該債務の額に相当する金額として政令
で定める金額（第六項第二号において「短期
重要債務見込額」という。）

３ 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併
等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転
を受けた場合において、当該非適格合併等に係
る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から
移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に
満たないときは、その満たない部分の金額は、
負債調整勘定の金額とする。
４ 第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人
は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額
（非適格合併等の時に同項の規定により当該資
産調整勘定の金額とするものとされた金額をい
う。）を六十で除して計算した金額に当該事業
年度の月数を乗じて計算した金額（当該内国法
人が自己を被合併法人とする合併（適格合併を
除く。）を行う場合 ◆追加◆にあつては、当該
合併の日の前日 ◆追加◆の属する事業年度終了
の時の金額）に相当する金額を、当該事業年度
（当該内国法人が当該合併を行う場合 ◆追加
◆にあつては、当該合併の日の前日 ◆追加◆の
属する事業年度）において減額しなければなら
ない。
５ 前項の規定により減額すべきこととなつた資産
調整勘定の金額に相当する金額は、その減額す
べきこととなつた日の属する事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入する。
６ 第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する
内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する
場合には、当該負債調整勘定の金額につき、そ
の該当することとなつた日の属する事業年度
（その該当することとなつた日が自己を被合併
法人とする合併の日である場合には、当該合併
の日の前日の属する事業年度）において当該各
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額を減額しなければならない。

に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区
分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定
の金額とする。
一 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該
被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につ
き退職給与債務引受け（非適格合併等後の退
職その他の事由により当該非適格合併等に伴
い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与
の額につき、非適格合併等前における在職期
間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨
を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをす
ることをいう。以下この条において同じ。）
をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金
額として政令で定める金額（第六項第一号に
おいて「退職給与債務引受額」という。）
二 当該内国法人が当該非適格合併等により当該
被合併法人等から移転を受けた事業に係る将
来の債務（当該事業の利益に重大な影響を与
えるものに限るものとし、前号の退職給与債
務引受けに係るもの及び既にその履行をすべ
きことが確定しているものを除く。）で、そ
の履行が当該非適格合併等の日からおおむね
三年以内に見込まれるものについて、当該内
国法人がその履行に係る負担の引受けをした
場合 当該債務の額に相当する金額として政令
で定める金額（第六項第二号において「短期
重要債務見込額」という。）

３ 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併
等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転
を受けた場合において、当該非適格合併等に係
る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から
移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に
満たないときは、その満たない部分の金額は、
負債調整勘定の金額とする。
４ 第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人
は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額
（非適格合併等の時に同項の規定により当該資
産調整勘定の金額とするものとされた金額をい
う。）を六十で除して計算した金額に当該事業
年度の月数を乗じて計算した金額（当該内国法
人が自己を被合併法人とする合併（適格合併を
除く。）を行う場合 又は当該内国法人の残余財
産が確定した場合にあつては、当該合併の日の
前日 又は当該残余財産の確定の日の属する事業
年度終了の時の金額）に相当する金額を、当該
事業年度（当該内国法人が当該合併を行う場合
又は当該内国法人の残余財産が確定した場合に
あつては、当該合併の日の前日 又は当該残余財
産の確定の日の属する事業年度）において減額
しなければならない。
５ 前項の規定により減額すべきこととなつた資産
調整勘定の金額に相当する金額は、その減額す
べきこととなつた日の属する事業年度の所得の
金額の計算上、損金の額に算入する。
６ 第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する
内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する
場合には、当該負債調整勘定の金額につき、そ
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一 退職給与引受従業者（退職給与債務引受けの
対象とされた第二項第一号に規定する従業者
をいう。以下この号及び第九項において同
じ。）が退職その他の事由により当該内国法
人の従業者でなくなつた場合（当該退職給与
引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イ
に規定する場合に該当する場合を除く。）又
は退職給与引受従業者に対して退職給与を支
給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調
整勘定の金額（第九項及び第十項において
「退職給与負債調整勘定の金額」という。）
のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部
分の金額として政令で定める金額
二 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若し
くは非適格合併等の日から三年が経過した場
合又は自己を被合併法人とする合併（適格合
併を除く。）を行う場合 ◆追加◆ 当該短期重
要債務見込額に係る負債調整勘定の金額（以
下この条において「短期重要負債調整勘定の
金額」という。）のうち当該損失の額に相当
する金額（当該三年が経過した場合又は当該
合併を行う場合 ◆追加◆にあつては、当該短
期重要負債調整勘定の金額）

７ 第三項の負債調整勘定の金額（以下この条にお
いて「差額負債調整勘定の金額」という。）を
有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額
に係る当初計上額（非適格合併等の時に同項の
規定により当該差額負債調整勘定の金額とする
ものとされた金額をいう。）を六十で除して計
算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算
した金額（当該内国法人が自己を被合併法人と
する合併（適格合併を除く。）を行う場合 ◆追
加◆にあつては、当該合併の日の前日 ◆追加
◆の属する事業年度終了の時の金額）に相当す
る金額を、当該事業年度（当該内国法人が当該
合併を行う場合 ◆追加◆にあつては、当該合併
の日の前日 ◆追加◆の属する事業年度）におい
て減額しなければならない。
８ 前二項の規定により減額すべきこととなつた負
債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額
すべきこととなつた日の属する事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入する。
９ 内国法人が自己を被合併法人、分割法人 、現物
出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適
格分割 、適格現物出資又は適格事後設立（以下
この条において「 適格組織再編成」という。）
を行つた場合には、次の各号に掲げる 適格組織
再編成の区分に応じ、当該各号に定める資産調
整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該
適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人
、被現物出資法人又は被事後設立法人（次項及
び第十二項において「合併法人等」という。）
に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調
整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の
金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該

の該当することとなつた日の属する事業年度
（その該当することとなつた日が自己を被合併
法人とする合併の日である場合には、当該合併
の日の前日の属する事業年度）において当該各
号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額を減額しなければならない。
一 退職給与引受従業者（退職給与債務引受けの
対象とされた第二項第一号に規定する従業者
をいう。以下この号及び第九項において同
じ。）が退職その他の事由により当該内国法
人の従業者でなくなつた場合（当該退職給与
引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イ
に規定する場合に該当する場合を除く。）又
は退職給与引受従業者に対して退職給与を支
給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調
整勘定の金額（第九項及び第十項において
「退職給与負債調整勘定の金額」という。）
のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部
分の金額として政令で定める金額
二 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若し
くは非適格合併等の日から三年が経過した場
合又は自己を被合併法人とする合併（適格合
併を除く。）を行う場合 若しくはその残余財
産が確定した場合 当該短期重要債務見込額に
係る負債調整勘定の金額（以下この条におい
て「短期重要負債調整勘定の金額」とい
う。）のうち当該損失の額に相当する金額
（当該三年が経過した場合又は当該合併を行
う場合 若しくは当該残余財産が確定した場
合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の
金額）

７ 第三項の負債調整勘定の金額（以下この条にお
いて「差額負債調整勘定の金額」という。）を
有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額
に係る当初計上額（非適格合併等の時に同項の
規定により当該差額負債調整勘定の金額とする
ものとされた金額をいう。）を六十で除して計
算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算
した金額（当該内国法人が自己を被合併法人と
する合併（適格合併を除く。）を行う場合 又は
当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつ
ては、当該合併の日の前日 又は当該残余財産の
確定の日の属する事業年度終了の時の金額）に
相当する金額を、当該事業年度（当該内国法人
が当該合併を行う場合 又は当該内国法人の残余
財産が確定した場合にあつては、当該合併の日
の前日 又は当該残余財産の確定の日の属する事
業年度）において減額しなければならない。
８ 前二項の規定により減額すべきこととなつた負
債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額
すべきこととなつた日の属する事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入する。
９ 内国法人が自己を被合併法人、分割法人 又は現
物出資法人とする適格合併、適格分割 又は適格
現物出資（以下この条において「 適格合併等」
という。）を行つた場合には、次の各号に掲げ
る 適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める
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内国法人が当該適格合併を行つたことに伴
いその退職給与引受従業者が当該適格合併
に係る合併法人の業務に従事することとな
つた場合（当該合併法人において退職給与
債務引受けがされた場合に限る。）の当該
退職給与引受従業者に係る部分の金額とし
て政令で定める金額
ロ 短期重要負債調整勘定の金額
ハ 差額負債調整勘定の金額

二 適格分割 、適格現物出資又は適格事後設
立（以下この号において「適格分割等」とい
う。） 当該適格分割等の直前における次に掲
げる負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該
内国法人が当該適格分割等を行つたことに
伴いその退職給与引受従業者が当該適格分
割等に係る分割承継法人 、被現物出資法人
又は被事後設立法人（イにおいて「分割承
継法人等」という。）の業務に従事するこ
ととなつた場合（当該分割承継法人等にお
いて退職給与債務引受けがされた場合に限
る。）の当該退職給与引受従業者に係る部
分の金額として政令で定める金額
ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資
産若しくは負債と密接な関連を有する短期
重要負債調整勘定の金額として政令で定め
るもの

10 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた
資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘
定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差
額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法
人等が同項の 適格組織再編成の時において有す
る資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整
勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び
差額負債調整勘定の金額とみなす。

11 第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算
し、一月に満たない端数を生じたときは、これ
を一月とする。

12 前項に定めるもののほか、第十項の合併法人等
が 適格組織再編成により引継ぎを受けた資産調
整勘定の金額につき第四項の規定により減額す
べき金額の計算その他第一項から第十項までの
規定の適用に関し必要な事項は、政令で定め
る。

資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額
は、当該 適格合併等に係る合併法人、分割承継
法人 又は被現物出資法人（次項及び第十二項に
おいて「合併法人等」という。）に引き継ぐも
のとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調
整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の
金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該
内国法人が当該適格合併を行つたことに伴
いその退職給与引受従業者が当該適格合併
に係る合併法人の業務に従事することとな
つた場合（当該合併法人において退職給与
債務引受けがされた場合に限る。）の当該
退職給与引受従業者に係る部分の金額とし
て政令で定める金額
ロ 短期重要負債調整勘定の金額
ハ 差額負債調整勘定の金額

二 適格分割 又は適格現物出資（以下この号にお
いて「適格分割等」という。） 当該適格分割
等の直前における次に掲げる負債調整勘定の
金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該
内国法人が当該適格分割等を行つたことに
伴いその退職給与引受従業者が当該適格分
割等に係る分割承継法人 又は被現物出資法
人（イにおいて「分割承継法人等」とい
う。）の業務に従事することとなつた場合
（当該分割承継法人等において退職給与債
務引受けがされた場合に限る。）の当該退
職給与引受従業者に係る部分の金額として
政令で定める金額
ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資
産若しくは負債と密接な関連を有する短期
重要負債調整勘定の金額として政令で定め
るもの

10 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた
資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘
定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差
額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法
人等が同項の 適格合併等の時において有する資
産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定
の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額
負債調整勘定の金額とみなす。

11 第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算
し、一月に満たない端数を生じたときは、これ
を一月とする。

12 前項に定めるもののほか、第十項の合併法人等
が 適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘
定の金額につき第四項の規定により減額すべき
金額の計算その他第一項から第十項までの規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等 （非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等
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の有する資産の時価評価損益）
第六十二条の九 内国法人が自己を株式交換完全子
法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又
は株式移転（適格株式交換及び適格株式移転 ◆
追加◆を除く。以下この項において「非適格株
式交換等」という。）を行つた場合には、当該
内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時に
おいて有する時価評価資産（固定資産、土地
（土地の上に存する権利を含み、固定資産に該
当するものを除く。）、有価証券、金銭債権及
び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをい
う。）の評価益（当該非適格株式交換等の直前
の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合の
その超える部分の金額をいう。）又は評価損
（当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額
がその時の価額を超える場合のその超える部分
の金額をいう。）は、当該非適格株式交換等の
日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益
金の額又は損金の額に算入する。
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

の有する資産の時価評価損益）
第六十二条の九 内国法人が自己を株式交換完全子
法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又
は株式移転（適格株式交換及び適格株式移転 並
びに当該株式交換又は株式移転の直前に当該内
国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法
人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子
法人との間に完全支配関係があつた場合におけ
る当該株式交換及び株式移転を除く。以下この
項において「非適格株式交換等」という。）を
行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株
式交換等の直前の時において有する時価評価資
産（固定資産、土地（土地の上に存する権利を
含み、固定資産に該当するものを除く。）、有
価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定める
もの以外のものをいう。）の評価益（当該非適
格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿
価額を超える場合のその超える部分の金額をい
う。）又は評価損（当該非適格株式交換等の直
前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合
のその超える部分の金額をいう。）は、当該非
適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の
金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入す
る。
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
（長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業
年度）
第六十三条 内国法人が、長期割賦販売等に該当す
る資産の販売若しくは譲渡、工事（製造を含
む。）の請負又は役務の提供（次条第一項に規
定する長期大規模工事の請負を除く。以下この
条において「資産の販売等」という。）をした
場合において、その資産の販売等に係る収益の
額及び費用の額につき、その資産の販売等に係
る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属す
る事業年度以後の各事業年度の確定した決算に
おいて政令で定める延払基準の方法により経理
したときは、その経理した収益の額及び費用の
額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当
該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額に
つき、同日の属する事業年度後のいずれかの事
業年度の確定した決算において当該延払基準の
方法により経理しなかつた場合又は第三項若し
くは第四項の規定の適用を受けた場合は、その
経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれ
らの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度
については、この限りでない。
２ 内国法人が、第六十四条の二第三項（リース取
引に係る所得の金額の計算）に規定するリース
取引による同条第一項に規定するリース資産の

第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
（長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業
年度）
第六十三条 内国法人が、長期割賦販売等に該当す
る資産の販売若しくは譲渡、工事（製造を含
む。）の請負又は役務の提供（次条第一項に規
定する長期大規模工事の請負を除く。以下この
条において「資産の販売等」という。）をした
場合において、その資産の販売等に係る収益の
額及び費用の額につき、その資産の販売等に係
る目的物又は役務の引渡し又は提供の日の属す
る事業年度以後の各事業年度の確定した決算に
おいて政令で定める延払基準の方法により経理
したときは、その経理した収益の額及び費用の
額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、
益金の額及び損金の額に算入する。ただし、当
該資産の販売等に係る収益の額及び費用の額に
つき、同日の属する事業年度後のいずれかの事
業年度の確定した決算において当該延払基準の
方法により経理しなかつた場合又は第三項若し
くは第四項の規定の適用を受けた場合は、その
経理しなかつた決算に係る事業年度後又はこれ
らの規定の適用を受けた事業年度後の事業年度
については、この限りでない。
２ 内国法人が、第六十四条の二第三項（リース取
引に係る所得の金額の計算）に規定するリース
取引による同条第一項に規定するリース資産の
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引渡し（以下この条において「リース譲渡」と
いう。）を行つた場合には、前項の規定にかか
わらず、その対価の額を政令で定めるところに
より利息に相当する部分とそれ以外の部分とに
区分した場合における当該リース譲渡の日の属
する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び
費用の額として政令で定める金額は、当該各事
業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損
金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に
係る収益の額及び費用の額につき、当該リース
譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業
年度において次項又は第四項の規定の適用を受
けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業
年度後の事業年度については、この限りでな
い。
３ 第六十一条の十一第一項（連結納税の開始に伴
う資産の時価評価損益）に規定する他の内国法
人 のうち同項に規定する完全支配関係を有する
もの又は第六十一条の十二第一項（連結納税へ
の加入に伴う資産の時価評価損益）に規定する
他の内国法人が第六十一条の十一第一項に規定
する連結開始直前事業年度（以下この項におい
て「連結開始直前事業年度」という。）又は第
六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前
事業年度（以下この項において「連結加入直前
事業年度」という。）において前二項の規定の
適用を受けている場合には、その適用を受けて
いる資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の
額及び費用の額（当該連結開始直前事業年度又
は当該連結加入直前事業年度前の各事業年度又
は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の
金額の計算上益金の額及び損金の額に算入され
るもの並びに前二項の規定により当該連結開始
直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の
所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算
入されるものを除く。）は、当該収益の額と費
用の額との差額が少額であるものとして政令で
定める要件に該当する契約その他政令で定める
契約に係るものを除き、当該連結開始直前事業
年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額及び損金の額に算入す
る。
４ 前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格
株式交換等の日の属する事業年度（前項の規定
の適用を受ける事業年度を除く。以下この項に
おいて「非適格株式交換等事業年度」とい
う。）において第一項又は第二項の規定の適用
を受けている場合には、その適用を受けている
資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及
び費用の額（当該非適格株式交換等事業年度前
の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額
又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金
の額に算入されるもの並びに第一項又は第二項
の規定により当該非適格株式交換等事業年度の
所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算
入されるものを除く。）は、当該収益の額と費
用の額との差額が少額であるものとして政令で

引渡し（以下この条において「リース譲渡」と
いう。）を行つた場合には、前項の規定にかか
わらず、その対価の額を政令で定めるところに
より利息に相当する部分とそれ以外の部分とに
区分した場合における当該リース譲渡の日の属
する事業年度以後の各事業年度の収益の額及び
費用の額として政令で定める金額は、当該各事
業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損
金の額に算入する。ただし、当該リース譲渡に
係る収益の額及び費用の額につき、当該リース
譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業
年度において次項又は第四項の規定の適用を受
けた場合は、これらの規定の適用を受けた事業
年度後の事業年度については、この限りでな
い。
３ 第六十一条の十一第一項（連結納税の開始に伴
う資産の時価評価損益）に規定する他の内国法
人 ◆削除◆又は第六十一条の十二第一項（連結
納税への加入に伴う資産の時価評価損益）に規
定する他の内国法人が第六十一条の十一第一項
に規定する連結開始直前事業年度（以下この項
において「連結開始直前事業年度」という。）
又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加
入直前事業年度（以下この項において「連結加
入直前事業年度」という。）において前二項の
規定の適用を受けている場合には、その適用を
受けている資産の販売等又はリース譲渡に係る
収益の額及び費用の額（当該連結開始直前事業
年度又は当該連結加入直前事業年度前の各事業
年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結
所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算
入されるもの並びに前二項の規定により当該連
結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業
年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の
額に算入されるものを除く。）は、当該収益の
額と費用の額との差額が少額であるものとして
政令で定める要件に該当する契約その他政令で
定める契約に係るものを除き、当該連結開始直
前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所
得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算
入する。
４ 前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格
株式交換等の日の属する事業年度（前項の規定
の適用を受ける事業年度を除く。以下この項に
おいて「非適格株式交換等事業年度」とい
う。）において第一項又は第二項の規定の適用
を受けている場合には、その適用を受けている
資産の販売等又はリース譲渡に係る収益の額及
び費用の額（当該非適格株式交換等事業年度前
の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額
又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金
の額に算入されるもの並びに第一項又は第二項
の規定により当該非適格株式交換等事業年度の
所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算
入されるものを除く。）は、当該収益の額と費
用の額との差額が少額であるものとして政令で
定める要件に該当する契約その他政令で定める
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定める要件に該当する契約その他政令で定める
契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び
損金の額に算入する。
５ 第一項又は第二項の規定の適用については、資
産の販売等又はリース譲渡には、内国法人が 当
該内国法人との間に連結完全支配関係がある連
結法人に対して行つた第六十一条の十三第一項
（分割等前事業年度等における連結法人間取引
の損益の調整）に規定する譲渡損益調整資産の
販売又は譲渡（当該販売又は譲渡に伴つて同項
又は第八十一条の十第一項（連結法人間取引の
損益の調整）の規定の適用を受けたものに限
る。）を含まないものとする。
６ 第一項に規定する長期割賦販売等とは、資産の
販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定め
た契約に基づき当該条件により行われるもの及
びリース譲渡をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以
上に分割して対価の支払を受けること。
二 その資産の販売等に係る目的物又は役務の引
渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金
の支払の期日までの期間が二年以上であるこ
と。
三 その他政令で定める要件

７ 第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業
年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額
及び費用の額として政令で定める金額の益金算
入及び損金算入に関する明細の記載がある場合
に限り、適用する。
８ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第二項の規定を適用することができ
る。
９ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適格事
後設立が行われた場合における第一項に規定す
る長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係
る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同
項から第五項までの規定の適用に関し必要な事
項は、政令で定める。

契約に係るものを除き、当該非適格株式交換等
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び
損金の額に算入する。
５ 第一項又は第二項の規定の適用については、資
産の販売等又はリース譲渡には、内国法人が 他
の内国法人に対して行つた第六十一条の十三第
一項 （完全支配関係がある法人の間の取引の損
益）に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲
渡（当該販売又は譲渡に伴つて同項 ◆削除◆の
規定の適用を受けたものに限る。）を含まない
ものとする。
６ 第一項に規定する長期割賦販売等とは、資産の
販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定め
た契約に基づき当該条件により行われるもの及
びリース譲渡をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以
上に分割して対価の支払を受けること。
二 その資産の販売等に係る目的物又は役務の引
渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金
の支払の期日までの期間が二年以上であるこ
と。
三 その他政令で定める要件

７ 第二項の規定は、リース譲渡の日の属する事業
年度の確定申告書に、同項に規定する収益の額
及び費用の額として政令で定める金額の益金算
入及び損金算入に関する明細の記載がある場合
に限り、適用する。
８ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提
出があつた場合においても、その記載がなかつ
たことについてやむを得ない事情があると認め
るときは、第二項の規定を適用することができ
る。
９ 適格合併、適格分割、適格現物出資又は 適格現
物分配が行われた場合における第一項に規定す
る長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係
る収益の額及び費用の額の処理の特例その他同
項から第五項までの規定の適用に関し必要な事
項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年
度）
第六十四条 内国法人が、長期大規模工事（工事
（製造及びソフトウエアの開発を含む。以下こ
の条において同じ。）のうち、その着手の日か
ら当該工事に係る契約において定められている
目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上で
あること、政令で定める大規模な工事であるこ
とその他政令で定める要件に該当するものをい
う。以下この条において同じ。）の請負をした
ときは、その着手の日の属する事業年度からそ
の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事

（工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年
度）
第六十四条 内国法人が、長期大規模工事（工事
（製造及びソフトウエアの開発を含む。以下こ
の条において同じ。）のうち、その着手の日か
ら当該工事に係る契約において定められている
目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上で
あること、政令で定める大規模な工事であるこ
とその他政令で定める要件に該当するものをい
う。以下この条において同じ。）の請負をした
ときは、その着手の日の属する事業年度からそ
の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事

144



業年度までの各事業年度の所得の金額の計算
上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額
及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の
額及び費用の額として政令で定める工事進行基
準の方法により計算した金額を、益金の額及び
損金の額に算入する。
２ 内国法人が、工事（その着手の日の属する事業
年度（以下この項において「着工事業年度」と
いう。）中にその目的物の引渡しが行われない
ものに限るものとし、長期大規模工事に該当す
るものを除く。以下この条において同じ。）の
請負をした場合において、その工事の請負に係
る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度
からその工事の目的物の引渡しの日の属する事
業年度の前事業年度までの各事業年度の確定し
た決算において政令で定める工事進行基準の方
法により経理したときは、その経理した収益の
額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額及び損金の額に算入す
る。ただし、その工事の請負に係る収益の額及
び費用の額につき、着工事業年度後のいずれか
の事業年度の確定した決算において当該工事進
行基準の方法により経理しなかつた場合には、
その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事
業年度以後の事業年度については、この限りで
ない。
３ 適格合併、適格分割 、適格現物出資又は適格事
後設立が行われた場合における長期大規模工事
又は工事の請負に係る収益の額及び費用の額の
処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

業年度までの各事業年度の所得の金額の計算
上、その長期大規模工事の請負に係る収益の額
及び費用の額のうち、当該各事業年度の収益の
額及び費用の額として政令で定める工事進行基
準の方法により計算した金額を、益金の額及び
損金の額に算入する。
２ 内国法人が、工事（その着手の日の属する事業
年度（以下この項において「着工事業年度」と
いう。）中にその目的物の引渡しが行われない
ものに限るものとし、長期大規模工事に該当す
るものを除く。以下この条において同じ。）の
請負をした場合において、その工事の請負に係
る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度
からその工事の目的物の引渡しの日の属する事
業年度の前事業年度までの各事業年度の確定し
た決算において政令で定める工事進行基準の方
法により経理したときは、その経理した収益の
額及び費用の額は、当該各事業年度の所得の金
額の計算上、益金の額及び損金の額に算入す
る。ただし、その工事の請負に係る収益の額及
び費用の額につき、着工事業年度後のいずれか
の事業年度の確定した決算において当該工事進
行基準の方法により経理しなかつた場合には、
その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事
業年度以後の事業年度については、この限りで
ない。
３ 適格合併、適格分割 又は適格現物出資が行われ
た場合における長期大規模工事又は工事の請負
に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その
他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政
令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計
算

第六十四条の三 第二条第二十九号ハ（定義）に規
定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に
該当することとなつた場合には、その該当する
こととなつた時の直前の未分配利益の額に相当
する金額として政令で定める金額は、当該法人
課税信託に係る受託法人（第四条の七（受託法
人等に関するこの法律の適用）に規定する受託
法人をいう。以下この条において同じ。）のそ
の該当することとなつた日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
２ 内国法人が法人課税信託（第二条第二十九号の
二ロに掲げる信託に 限る。）の第十二条第一項
（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財
産に帰せられる収益及び費用の帰属）に規定す
る受益者（同条第二項の規定により同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含むものと
し、清算中における受益者を除く。 ）となつ
たことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げ
る信託に該当しないこととなつた場合（同号イ
又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。）

第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計
算

第六十四条の三 第二条第二十九号ハ（定義）に規
定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に
該当することとなつた場合には、その該当する
こととなつた時の直前の未分配利益の額に相当
する金額として政令で定める金額は、当該法人
課税信託に係る受託法人（第四条の七（受託法
人等に関するこの法律の適用）に規定する受託
法人をいう。以下この条において同じ。）のそ
の該当することとなつた日の属する事業年度の
所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
２ ◆削除◆法人課税信託（第二条第二十九号の二
ロに掲げる信託に 限る。）に第十二条第一項
（信託財産に属する資産及び負債並びに信託財
産に帰せられる収益及び費用の帰属）に規定す
る受益者（同条第二項の規定により同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含むものと
し、清算中における受益者を除く。 ）が存する
こととなつたことにより当該法人課税信託が同
号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場
合（同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合
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には、 その受託法人からその信託財産に属する
資産及び負債のその該当しないこととなつた時
の直前の帳簿価額による 引継ぎを受けたものと
して、 当該内国法人の各事業年度の所得の金額
を計算する。
３ 前項の内国法人が同項の規定により資産及び負
債の引継ぎを受けたものとされた場合における
その引継ぎにより生じた収益の額又は損失の額
は、当該内国法人のその引継ぎを受けた日の属
する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額
又は損金の額に算入しない。
４ 法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信
託の受託者の変更により当該法人課税信託に係
る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更
後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当
該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたも
のとして、当該受託法人の各事業年度の所得の
金額を計算する。
５ 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継
ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人
又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計
算に関し必要な事項は、政令で定める。

を除く。）には、 当該法人課税信託に係る受託
法人は当該受益者に対しその信託財産に属する
資産及び負債のその該当しないこととなつた時
の直前の帳簿価額による 引継ぎをしたものとし
て、 当該受託法人の各事業年度の所得の金額を
計算する。
３ 前項の場合において、同項の受益者が内国法人
であるときは、当該受益者である内国法人は、
同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額
による引継ぎを受けたものとして、各事業年度
の所得の金額を計算する。
４ 法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信
託の受託者の変更により当該法人課税信託に係
る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更
後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当
該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたも
のとして、当該受託法人の各事業年度の所得の
金額を計算する。
５ 前項の規定により同項の変更後の受託者が引継
ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人
又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計
算に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第二節 税額の計算
第一款 税率

（各事業年度の所得に対する法人税の税率）
第六十六条 内国法人である普通法人、一般社団法
人等（別表第二に掲げる一般社団法人及び一般
財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
をいう。次項及び第三項において同じ。）又は
人格のない社団等に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得
の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金
額とする。
２ 前項の場合において、普通法人のうち各事業年
度終了の時において資本金の額若しくは出資金
の額が一億円以下であるもの若しくは資本若し
くは出資を有しないもの （保険業法に規定する
相互会社を除く。）、一般社団法人等又は人格
のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち
年八百万円以下の金額については、同項の規定
にかかわらず、百分の二十二の税率による。
３ 公益法人等（一般社団法人等を除く。）又は協
同組合等に対して課する各事業年度の所得に対
する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に
百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とす
る。
４ 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項
の規定の適用については、同項中「年八百万
円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、こ
れに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
５ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二節 税額の計算
第一款 税率

（各事業年度の所得に対する法人税の税率）
第六十六条 内国法人である普通法人、一般社団法
人等（別表第二に掲げる一般社団法人及び一般
財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
をいう。次項及び第三項において同じ。）又は
人格のない社団等に対して課する各事業年度の
所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得
の金額に百分の三十の税率を乗じて計算した金
額とする。
２ 前項の場合において、普通法人のうち各事業年
度終了の時において資本金の額若しくは出資金
の額が一億円以下であるもの若しくは資本若し
くは出資を有しないもの ◆削除◆、一般社団法
人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得
の金額のうち年八百万円以下の金額について
は、同項の規定にかかわらず、百分の二十二の
税率による。
３ 公益法人等（一般社団法人等を除く。）又は協
同組合等に対して課する各事業年度の所得に対
する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に
百分の二十二の税率を乗じて計算した金額とす
る。
４ 事業年度が一年に満たない法人に対する第二項
の規定の適用については、同項中「年八百万
円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、こ
れに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
５ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
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６ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適
用）に規定する受託法人については、第二項の
規定は、適用しない。

６ 内国法人である普通法人のうち各事業年度終了
の時において次に掲げる法人に該当するものに
ついては、第二項の規定は、適用しない。
一 保険業法に規定する相互会社（次号ロにおい
て「相互会社」という。）
二 次に掲げる法人との間に当該法人による完全
支配関係がある普通法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上で
ある法人
ロ 相互会社（これに準ずるものとして政令で
定めるものを含む。）
ハ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律
の適用）に規定する受託法人（次号におい
て「受託法人」という。）

三 受託法人

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（特定同族会社の特別税率）
第六十七条 内国法人である特定同族会社（被支配
会社で、被支配会社であることについての判定
の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でな
い法人がある場合には、当該法人をその判定の
基礎となる株主等から除外して判定するものと
した場合においても被支配会社となるもの（資
本金の額又は出資金の額が一億円以下である も
のを除く。）をいう。以下この条において同
じ。）の各事業年度の留保金額が留保控除額を
超える場合には、その特定同族会社に対して課
する各事業年度の所得に対する法人税の額は、
前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、こ
れらの規定により計算した法人税の額に、その
超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額
に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した
金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分
の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等
（その会社が自己の株式又は出資を有する場合
のその会社を除く。）の一人並びにこれと政令
で定める特殊の関係のある個人及び法人がその
会社の発行済株式又は出資（その会社が有する
自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出
資を有する場合その他政令で定める場合におけ
るその会社をいう。
３ 第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金
額の合計額（第五項において「所得等の金額」
という。）のうち留保した金額から、当該事業
年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項
の規定により計算した法人税の額（次条から第
七十条の二まで（税額控除）の規定により控除
する金額がある場合には、当該金額を控除した

（特定同族会社の特別税率）
第六十七条 内国法人である特定同族会社（被支配
会社で、被支配会社であることについての判定
の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でな
い法人がある場合には、当該法人をその判定の
基礎となる株主等から除外して判定するものと
した場合においても被支配会社となるもの（資
本金の額又は出資金の額が一億円以下である も
のにあつては、前条第六項第二号に掲げるもの
に限る。）をいい、清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）の各事業年度の留保金
額が留保控除額を超える場合には、その特定同
族会社に対して課する各事業年度の所得に対す
る法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定
にかかわらず、これらの規定により計算した法
人税の額に、その超える部分の留保金額を次の
各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に
当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の
合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分
の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等
（その会社が自己の株式又は出資を有する場合
のその会社を除く。）の一人並びにこれと政令
で定める特殊の関係のある個人及び法人がその
会社の発行済株式又は出資（その会社が有する
自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出
資を有する場合その他政令で定める場合におけ
るその会社をいう。
３ 第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金
額の合計額（第五項において「所得等の金額」
という。）のうち留保した金額から、当該事業
年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項
の規定により計算した法人税の額（次条から第
七十条の二まで（税額控除）の規定により控除
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金額）並びに当該法人税の額に係る地方税法の
規定による道府県民税及び市町村民税（都民税
を含む。）の額として政令で定めるところによ
り計算した金額の合計額を控除した金額をい
う。
一 当該事業年度の所得の金額（第六十二条第二
項（合併及び分割による資産等の時価による
譲渡）に規定する最後事業年度又は分割前事
業年度にあつては、同項の規定を適用しない
で計算した場合における所得の金額）
二 第二十三条（受取配当等の益金不算入）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上
益金の額に算入されなかつた金額（連結法人
である特定同族会社が他の連結法人（当該特
定同族会社との間に連結完全支配関係がある
ものに限る。）から受ける配当等の額に係る
もののうち政令で定めるものを除く。）
三 第二十三条の二（外国子会社から受ける配当
等の益金不算入）の規定により当該事業年度
の所得の金額の計算上益金の額に算入されな
かつた金額
四 第二十六条第一項（還付金等の益金不算入）
に規定する還付を受け又は充当される金額（
同項第一号に係る部分の金額を除く。）、 同
条第二項に規定する減額された金額、同条第
三項に規定する減額された部分として政令で
定める金額、その受け取る附帯税（利子税を
除く。以下この号において同じ。）の負担額
及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第六
項に規定する還付を受ける金額
五 第五十七条（青色申告書を提出した事業年度
の欠損金の繰越し）、第五十八条（青色申告
書を提出しなかつた事業年度の災害による損
失金の繰越し）又は第五十九条（会社更生等
による債務免除等があつた場合の欠損金の損
金算入）の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入された金額

４ 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の
計算については、当該特定同族会社による剰余
金の配当又は利益の配当（その支払に係る決議
の日がその支払に係る基準日の属する事業年度
終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年
度に係る決算の確定の日までの期間内にあるも
の（政令で定めるものを除く。）に限る。）の
額（当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以
外の資産によるものである場合には、当該資産
の当該基準日の属する事業年度終了の時におけ
る帳簿価額（当該資産が当該基準日の属する事
業年度終了の日後に取得したものである場合に
あつては、その取得価額）に相当する金額）
は、当該基準日の属する事業年度に支払われた
ものとする。
５ 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる
金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に
相当する金額
二 年二千万円

する金額がある場合には、当該金額を控除した
金額）並びに当該法人税の額に係る地方税法の
規定による道府県民税及び市町村民税（都民税
を含む。）の額として政令で定めるところによ
り計算した金額の合計額を控除した金額をい
う。
一 当該事業年度の所得の金額（第六十二条第二
項（合併及び分割による資産等の時価による
譲渡）に規定する最後事業年度又は分割前事
業年度にあつては、同項の規定を適用しない
で計算した場合における所得の金額）
二 第二十三条（受取配当等の益金不算入）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上
益金の額に算入されなかつた金額（連結法人
である特定同族会社が他の連結法人（当該特
定同族会社との間に連結完全支配関係がある
ものに限る。）から受ける配当等の額に係る
もののうち政令で定めるものを除く。）
三 第二十三条の二（外国子会社から受ける配当
等の益金不算入）の規定により当該事業年度
の所得の金額の計算上益金の額に算入されな
かつた金額
四 第二十六条第一項（還付金等の益金不算入）
に規定する還付を受け又は充当される金額（
同項第一号に掲げる金額にあつては、第三十
八条第一項（法人税額等の損金不算入）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入されない法人税の額並びに当
該法人税の額に係る地方税法の規定による道
府県民税及び市町村民税（都民税及びこれら
の税に係る均等割を含む。）の額に係る部分
の金額を除く。）、 第二十六条第二項に規定
する減額された金額、同条第三項に規定する
減額された部分として政令で定める金額、そ
の受け取る附帯税（利子税を除く。以下この
号において同じ。）の負担額及び附帯税の負
担額の減少額並びに同条第六項に規定する還
付を受ける金額
五 第五十七条（青色申告書を提出した事業年度
の欠損金の繰越し）、第五十八条（青色申告
書を提出しなかつた事業年度の災害による損
失金の繰越し）又は第五十九条（会社更生等
による債務免除等があつた場合の欠損金の損
金算入）の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入された金額

４ 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の
計算については、当該特定同族会社による剰余
金の配当又は利益の配当（その支払に係る決議
の日がその支払に係る基準日の属する事業年度
終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年
度に係る決算の確定の日までの期間内にあるも
の（政令で定めるものを除く。）に限る。）の
額（当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以
外の資産によるものである場合には、当該資産
の当該基準日の属する事業年度終了の時におけ
る帳簿価額（当該資産が当該基準日の属する事
業年度終了の日後に取得したものである場合に
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三 当該事業年度終了の時における利益積立金額
（当該事業年度の所得等の金額に係る部分の
金額を除く。）がその時における資本金の額
又は出資金の額の百分の二十五に相当する金
額に満たない場合におけるその満たない部分
の金額に相当する金額

６ 事業年度が一年に満たない特定同族会社に対す
る第一項及び前項の規定の適用については、第
一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を
十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じ
て計算した金額」と、「年一億円」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の
月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二
千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
７ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
８ 第一項の場合において、会社が同項の特定同族
会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の
当該事業年度終了の時の現況による。
９ 第三項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第五項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

あつては、その取得価額）に相当する金額）
は、当該基準日の属する事業年度に支払われた
ものとする。
５ 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる
金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に
相当する金額
二 年二千万円
三 当該事業年度終了の時における利益積立金額
（当該事業年度の所得等の金額に係る部分の
金額を除く。）がその時における資本金の額
又は出資金の額の百分の二十五に相当する金
額に満たない場合におけるその満たない部分
の金額に相当する金額

６ 事業年度が一年に満たない特定同族会社に対す
る第一項及び前項の規定の適用については、第
一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を
十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じ
て計算した金額」と、「年一億円」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の
月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二
千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
７ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
８ 第一項の場合において、会社が同項の特定同族
会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の
当該事業年度終了の時の現況による。
９ 第三項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第五項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（特定同族会社の特別税率）
第六十七条 内国法人である特定同族会社（被支配
会社で、被支配会社であることについての判定
の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でな
い法人がある場合には、当該法人をその判定の
基礎となる株主等から除外して判定するものと
した場合においても被支配会社となるもの（資
本金の額又は出資金の額が一億円以下であるも
のにあつては、前条第六項第二号に掲げるもの
に限る。）をいい、清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）の各事業年度の留保金
額が留保控除額を超える場合には、その特定同
族会社に対して課する各事業年度の所得に対す
る法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定
にかかわらず、これらの規定により計算した法
人税の額に、その超える部分の留保金額を次の
各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に
当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の
合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分

（特定同族会社の特別税率）
第六十七条 内国法人である特定同族会社（被支配
会社で、被支配会社であることについての判定
の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でな
い法人がある場合には、当該法人をその判定の
基礎となる株主等から除外して判定するものと
した場合においても被支配会社となるもの（資
本金の額又は出資金の額が一億円以下であるも
のにあつては、前条第六項第二号に掲げるもの
に限る。）をいい、清算中のものを除く。以下
この条において同じ。）の各事業年度の留保金
額が留保控除額を超える場合には、その特定同
族会社に対して課する各事業年度の所得に対す
る法人税の額は、前条第一項又は第二項の規定
にかかわらず、これらの規定により計算した法
人税の額に、その超える部分の留保金額を次の
各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に
当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の
合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分
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の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等
（その会社が自己の株式又は出資を有する場合
のその会社を除く。）の一人並びにこれと政令
で定める特殊の関係のある個人及び法人がその
会社の発行済株式又は出資（その会社が有する
自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出
資を有する場合その他政令で定める場合におけ
るその会社をいう。
３ 第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金
額の合計額（第五項において「所得等の金額」
という。）のうち留保した金額から、当該事業
年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項
の規定により計算した法人税の額（次条から第
七十条の二まで（税額控除）の規定により控除
する金額がある場合には、当該金額を控除した
金額）並びに当該法人税の額に係る地方税法の
規定による道府県民税及び市町村民税（都民税
を含む。）の額として政令で定めるところによ
り計算した金額の合計額を控除した金額をい
う。
一 当該事業年度の所得の金額（第六十二条第二
項（合併及び分割による資産等の時価による
譲渡）に規定する最後事業年度 又は分割前事
業年度にあつては、同項 の規定を適用しない
で計算した場合における所得の金額）
二 第二十三条（受取配当等の益金不算入）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上
益金の額に算入されなかつた金額（連結法人
である特定同族会社が他の連結法人（当該特
定同族会社との間に連結完全支配関係がある
ものに限る。）から受ける配当等の額に係る
もののうち政令で定めるものを除く。）
三 第二十三条の二（外国子会社から受ける配当
等の益金不算入）の規定により当該事業年度
の所得の金額の計算上益金の額に算入されな
かつた金額
◆追加◆
四 第二十六条第一項（還付金等の益金不算入）
に規定する還付を受け又は充当される金額
（同項第一号に掲げる金額にあつては、第三
十八条第一項（法人税額等の損金不算入）の
規定により当該事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入されない法人税の額並びに
当該法人税の額に係る地方税法の規定による
道府県民税及び市町村民税（都民税及びこれ
らの税に係る均等割を含む。）の額に係る部
分の金額を除く。）、第二十六条第二項に規
定する減額された金額、同条第三項に規定す
る減額された部分として政令で定める金額、
その受け取る附帯税（利子税を除く。以下こ
の号において同じ。）の負担額及び附帯税の
負担額の減少額並びに同条第六項に規定する
還付を受ける金額
五 第五十七条（青色申告書を提出した事業年度

の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等
（その会社が自己の株式又は出資を有する場合
のその会社を除く。）の一人並びにこれと政令
で定める特殊の関係のある個人及び法人がその
会社の発行済株式又は出資（その会社が有する
自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額
の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出
資を有する場合その他政令で定める場合におけ
るその会社をいう。
３ 第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金
額の合計額（第五項において「所得等の金額」
という。）のうち留保した金額から、当該事業
年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項
の規定により計算した法人税の額（次条から第
七十条の二まで（税額控除）の規定により控除
する金額がある場合には、当該金額を控除した
金額）並びに当該法人税の額に係る地方税法の
規定による道府県民税及び市町村民税（都民税
を含む。）の額として政令で定めるところによ
り計算した金額の合計額を控除した金額をい
う。
一 当該事業年度の所得の金額（第六十二条第二
項（合併及び分割による資産等の時価による
譲渡）に規定する最後事業年度 ◆削除◆にあ
つては、同項 に規定する資産及び負債の同項
に規定する譲渡がないものとして計算した場
合における所得の金額）
二 第二十三条（受取配当等の益金不算入）の規
定により当該事業年度の所得の金額の計算上
益金の額に算入されなかつた金額（連結法人
である特定同族会社が他の連結法人（当該特
定同族会社との間に連結完全支配関係がある
ものに限る。）から受ける配当等の額に係る
もののうち政令で定めるものを除く。）
三 第二十三条の二（外国子会社から受ける配当
等の益金不算入）の規定により当該事業年度
の所得の金額の計算上益金の額に算入されな
かつた金額
四 第二十五条の二第一項（受贈益の益金不算
入）の規定により当該事業年度の所得の金額
の計算上益金の額に算入されなかつた金額
五 第二十六条第一項（還付金等の益金不算入）
に規定する還付を受け又は充当される金額
（同項第一号に掲げる金額にあつては、第三
十八条第一項（法人税額等の損金不算入）の
規定により当該事業年度の所得の金額の計算
上損金の額に算入されない法人税の額並びに
当該法人税の額に係る地方税法の規定による
道府県民税及び市町村民税（都民税及びこれ
らの税に係る均等割を含む。）の額に係る部
分の金額を除く。）、第二十六条第二項に規
定する減額された金額、同条第三項に規定す
る減額された部分として政令で定める金額、
その受け取る附帯税（利子税を除く。以下こ
の号において同じ。）の負担額及び附帯税の
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の欠損金の繰越し）、第五十八条（青色申告
書を提出しなかつた事業年度の災害による損
失金の繰越し）又は第五十九条（会社更生等
による債務免除等があつた場合の欠損金の損
金算入）の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入された金額

４ 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の
計算については、当該特定同族会社による剰余
金の配当又は利益の配当（その支払に係る決議
の日がその支払に係る基準日の属する事業年度
終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年
度に係る決算の確定の日までの期間内にあるも
の（政令で定めるものを除く。）に限る。）の
額（当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以
外の資産によるものである場合には、当該資産
の当該基準日の属する事業年度終了の時におけ
る帳簿価額（当該資産が当該基準日の属する事
業年度終了の日後に取得したものである場合に
あつては、その取得価額）に相当する金額）
は、当該基準日の属する事業年度に支払われた
ものとする。
５ 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる
金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に
相当する金額
二 年二千万円
三 当該事業年度終了の時における利益積立金額
（当該事業年度の所得等の金額に係る部分の
金額を除く。）がその時における資本金の額
又は出資金の額の百分の二十五に相当する金
額に満たない場合におけるその満たない部分
の金額に相当する金額

６ 事業年度が一年に満たない特定同族会社に対す
る第一項及び前項の規定の適用については、第
一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を
十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じ
て計算した金額」と、「年一億円」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の
月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二
千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
７ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
８ 第一項の場合において、会社が同項の特定同族
会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の
当該事業年度終了の時の現況による。
９ 第三項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第五項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

負担額の減少額並びに同条第六項に規定する
還付を受ける金額
六 第五十七条（青色申告書を提出した事業年度
の欠損金の繰越し）、第五十八条（青色申告
書を提出しなかつた事業年度の災害による損
失金の繰越し）又は第五十九条（会社更生等
による債務免除等があつた場合の欠損金の損
金算入）の規定により当該事業年度の所得の
金額の計算上損金の額に算入された金額

４ 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の
計算については、当該特定同族会社による剰余
金の配当又は利益の配当（その支払に係る決議
の日がその支払に係る基準日の属する事業年度
終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年
度に係る決算の確定の日までの期間内にあるも
の（政令で定めるものを除く。）に限る。）の
額（当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以
外の資産によるものである場合には、当該資産
の当該基準日の属する事業年度終了の時におけ
る帳簿価額（当該資産が当該基準日の属する事
業年度終了の日後に取得したものである場合に
あつては、その取得価額）に相当する金額）
は、当該基準日の属する事業年度に支払われた
ものとする。
５ 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる
金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該事業年度の所得等の金額の百分の四十に
相当する金額
二 年二千万円
三 当該事業年度終了の時における利益積立金額
（当該事業年度の所得等の金額に係る部分の
金額を除く。）がその時における資本金の額
又は出資金の額の百分の二十五に相当する金
額に満たない場合におけるその満たない部分
の金額に相当する金額

６ 事業年度が一年に満たない特定同族会社に対す
る第一項及び前項の規定の適用については、第
一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を
十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じ
て計算した金額」と、「年一億円」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該事業年度の
月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年二
千万円」とあるのは「二千万円を十二で除し、
これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
７ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
８ 第一項の場合において、会社が同項の特定同族
会社に該当するかどうかの判定は、当該会社の
当該事業年度終了の時の現況による。
９ 第三項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第五項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
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（外国税額の控除）
第六十九条 内国法人が各事業年度において外国法
人税（外国の法令により課される法人税に相当
する税で政令で定めるものをいう。以下この項
及び第八項において同じ。）を納付することと
なる場合には、当該事業年度の所得の金額につ
き第六十六条第一項から第三項まで（各事業年
度の所得に対する法人税の税率）の規定を適用
して計算した金額のうち当該事業年度の所得で
その源泉が国外にあるものに対応するものとし
て政令で定めるところにより計算した金額（以
下この条において「控除限度額」という。）を
限度として、その外国法人税の額（その所得に
対する負担が高率な部分として政令で定める外
国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と
認められないものとして政令で定める取引に基
因して生じた所得に対して課される外国法人税
の額、内国法人の法人税に関する法令の規定に
より法人税が課されないこととなる金額を課税
標準として外国法人税に関する法令により課さ
れるものとして政令で定める外国法人税の額そ
の他政令で定める外国法人税の額を除く。以下
この条において「控除対象外国法人税の額」と
いう。）を当該事業年度の所得に対する法人税
の額から控除する。
２ 内国法人が各事業年度において納付することと
なる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の
控除限度額と地方税控除限度額として政令で定
める金額との合計額を超える場合において、前
三年内事業年度（当該事業年度開始の日前三年
以内に開始した各事業年度をいう。以下この条
において同じ。）の控除限度額のうち当該事業
年度に繰り越される部分として政令で定める金
額（以下この項及び第十一項において「繰越控
除限度額」という。）があるときは、政令で定
めるところにより、その繰越控除限度額を限度
として、その超える部分の金額を当該事業年度
の所得に対する法人税の額から控除する。
３ 内国法人が各事業年度において納付することと
なる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の
控除限度額に満たない場合において、その前三
年内事業年度において納付することとなつた控
除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰
り越される部分として政令で定める金額（以下
この項及び第十一項において「繰越控除対象外
国法人税額」という。）があるときは、政令で
定めるところにより、当該控除限度額から当該
事業年度において納付することとなる控除対象
外国法人税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度
の所得に対する法人税の額から控除する。
４ 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付する
こととなる事業年度開始の日前三年以内に開始
した連結事業年度がある場合において、当該連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額（第八十
一条の十五第一項（連結事業年度における外国
税額の控除）に規定する連結控除限度個別帰属

（外国税額の控除）
第六十九条 内国法人が各事業年度において外国法
人税（外国の法令により課される法人税に相当
する税で政令で定めるものをいう。以下この項
及び第八項において同じ。）を納付することと
なる場合には、当該事業年度の所得の金額につ
き第六十六条第一項から第三項まで（各事業年
度の所得に対する法人税の税率）の規定を適用
して計算した金額のうち当該事業年度の所得で
その源泉が国外にあるものに対応するものとし
て政令で定めるところにより計算した金額（以
下この条において「控除限度額」という。）を
限度として、その外国法人税の額（その所得に
対する負担が高率な部分として政令で定める外
国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と
認められないものとして政令で定める取引に基
因して生じた所得に対して課される外国法人税
の額、内国法人の法人税に関する法令の規定に
より法人税が課されないこととなる金額を課税
標準として外国法人税に関する法令により課さ
れるものとして政令で定める外国法人税の額そ
の他政令で定める外国法人税の額を除く。以下
この条において「控除対象外国法人税の額」と
いう。）を当該事業年度の所得に対する法人税
の額から控除する。
２ 内国法人が各事業年度において納付することと
なる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の
控除限度額と地方税控除限度額として政令で定
める金額との合計額を超える場合において、前
三年内事業年度（当該事業年度開始の日前三年
以内に開始した各事業年度をいう。以下この条
において同じ。）の控除限度額のうち当該事業
年度に繰り越される部分として政令で定める金
額（以下この項及び第十一項において「繰越控
除限度額」という。）があるときは、政令で定
めるところにより、その繰越控除限度額を限度
として、その超える部分の金額を当該事業年度
の所得に対する法人税の額から控除する。
３ 内国法人が各事業年度において納付することと
なる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の
控除限度額に満たない場合において、その前三
年内事業年度において納付することとなつた控
除対象外国法人税の額のうち当該事業年度に繰
り越される部分として政令で定める金額（以下
この項及び第十一項において「繰越控除対象外
国法人税額」という。）があるときは、政令で
定めるところにより、当該控除限度額から当該
事業年度において納付することとなる控除対象
外国法人税の額を控除した残額を限度として、
その繰越控除対象外国法人税額を当該事業年度
の所得に対する法人税の額から控除する。
４ 内国法人が控除対象外国法人税の額を納付する
こととなる事業年度開始の日前三年以内に開始
した連結事業年度がある場合において、当該連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額（第八十
一条の十五第一項（連結事業年度における外国
税額の控除）に規定する連結控除限度個別帰属
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額をいう。以下この条において同じ。）がある
ときは、第二項の規定の適用については、その
連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の
期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額
とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額
を納付することとなる事業年度開始の日前三年
以内に開始した連結事業年度がある場合におい
て、当該連結事業年度において納付することと
なつた個別控除対象外国法人税の額（第八十一
条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法
人税の額をいう。以下この条において同じ。）
があるときは、前項の規定の適用については、
その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事
業年度の期間に対応する前三年内事業年度にお
いて納付することとなつた控除対象外国法人税
の額とみなす。
５ 内国法人が適格合併、適格分割 、適格現物出資
又は適格事後設立（以下この項及び第八項にお
いて「 適格組織再編成」という。）により被合
併法人、分割法人 、現物出資法人又は事後設立
法人（第八項において「被合併法人等」とい
う。）から事業の全部又は一部の移転を受けた
場合には、当該内国法人の当該 適格組織再編
成の日の属する事業年度以後の各事業年度にお
ける第二項及び第三項の規定の適用について
は、次の各号に掲げる 適格組織再編成の区分に
応じ当該各号に定める金額は、政令で定めると
ころにより、当該内国法人の前三年内事業年度
の控除限度額及び当該内国法人が当該前三年内
事業年度において納付することとなつた控除対
象外国法人税の額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合
併前三年内事業年度（適格合併の日前三年以
内に開始した各事業年度又は各連結事業年度
をいう。）の控除限度額及び連結控除限度個
別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び
個別控除対象外国法人税の額
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分
割法人の分割前三年内事業年度（適格分割型
分割の日前三年以内に開始した各事業年度又
は各連結事業年度をいう。第七項において同
じ。）の控除限度額及び連結控除限度個別帰
属額並びに控除対象外国法人税の額及び個別
控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分
割型分割により当該内国法人が移転を受けた
事業に係る部分の金額として政令で定めると
ころにより計算した金額
三 適格分社型分割、適格現物出資 又は適格事後
設立（以下 この号において「 適格分社型分割
等」という。） 当該 適格分社型分割等に係る
分割法人 、現物出資法人又は事後設立法人の
分割等前三年内事業年度（ 適格分社型分割
等の日の属する事業年度開始の日前三年以内
に開始した各事業年度若しくは各連結事業年
度又は 適格分社型分割等の日の属する連結事
業年度開始の日前三年以内に開始した各連結
事業年度若しくは各事業年度をいう。第七項

額をいう。以下この条において同じ。）がある
ときは、第二項の規定の適用については、その
連結控除限度個別帰属額は当該連結事業年度の
期間に対応する前三年内事業年度の控除限度額
とみなし、内国法人が控除対象外国法人税の額
を納付することとなる事業年度開始の日前三年
以内に開始した連結事業年度がある場合におい
て、当該連結事業年度において納付することと
なつた個別控除対象外国法人税の額（第八十一
条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法
人税の額をいう。以下この条において同じ。）
があるときは、前項の規定の適用については、
その個別控除対象外国法人税の額は当該連結事
業年度の期間に対応する前三年内事業年度にお
いて納付することとなつた控除対象外国法人税
の額とみなす。
５ 内国法人が適格合併、適格分割 又は適格現物出
資（以下この項及び第八項において「 適格合併
等」という。）により被合併法人、分割法人 又
は現物出資法人（第八項において「被合併法人
等」という。）から事業の全部又は一部の移転
を受けた場合には、当該内国法人の当該 適格合
併等の日の属する事業年度以後の各事業年度に
おける第二項及び第三項の規定の適用について
は、次の各号に掲げる 適格合併等の区分に応じ
当該各号に定める金額は、政令で定めるところ
により、当該内国法人の前三年内事業年度の控
除限度額及び当該内国法人が当該前三年内事業
年度において納付することとなつた控除対象外
国法人税の額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合
併前三年内事業年度（適格合併の日前三年以
内に開始した各事業年度又は各連結事業年度
をいう。）の控除限度額及び連結控除限度個
別帰属額並びに控除対象外国法人税の額及び
個別控除対象外国法人税の額
◆削除◆
二 適格分割又は適格現物出資 ◆削除◆（以下 第
七項までにおいて「 適格分割等」という。）
当該 適格分割等に係る分割法人 又は現物出資
法人（次項及び第七項において「分割法人
等」という。）の分割等前三年内事業年度（
適格分割等の日の属する事業年度開始の日前
三年以内に開始した各事業年度若しくは各連
結事業年度又は 適格分割等の日の属する連結
事業年度開始の日前三年以内に開始した各連
結事業年度若しくは各事業年度をいう。第七
項において同じ。）の控除限度額及び連結控
除限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税
の額及び個別控除対象外国法人税の額のう
ち、当該 適格分割等により当該内国法人が移
転を受けた事業に係る部分の金額として政令
で定めるところにより計算した金額

６ 前項の規定は、 適格分割等により当該適格分割
等に係る 分割法人等から事業の移転を受けた内
国法人にあつては、当該内国法人が当該適格分
割等の日以後三月以内に当該内国法人の前三年
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において同じ。）の控除限度額及び連結控除
限度個別帰属額並びに控除対象外国法人税の
額及び個別控除対象外国法人税の額のうち、
当該 適格分社型分割等により当該内国法人が
移転を受けた事業に係る部分の金額として政
令で定めるところにより計算した金額

６ 前項の規定は、 適格分割、適格現物出資又は適
格事後設立（以下この項及び次項において「適
格分割等」という。）により当該適格分割等に
係る 分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
（次項において「分割法人等」という。）から
事業の移転を受けた内国法人にあつては、当該
内国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に
当該内国法人の前三年内事業年度の控除限度額
及び控除対象外国法人税の額とみなされる金額
その他の財務省令で定める事項を記載した書類
を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限
り、適用する。
７ 適格分割等に係る分割承継法人 、被現物出資法
人又は被事後設立法人（以下この項において
「分割承継法人等」という。）が第五項又は第
八十一条の十五第五項の規定の適用を受ける場
合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当
該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事
業年度における第二項及び第三項の規定の適用
については、当該分割法人等の 分割前三年内事
業年度又は分割等前三年内事業年度の控除限度
額及び控除対象外国法人税の額のうち、第五項
の規定により当該分割承継法人等の前三年内事
業年度の控除限度額とみなされる金額及び同条
第五項の規定により前三年内連結事業年度（同
条第二項に規定する前三年内連結事業年度をい
う。以下この項において同じ。）の連結控除限
度個別帰属額とみなされる金額並びに第五項の
規定により当該分割承継法人等が当該前三年内
事業年度において納付することとなつた控除対
象外国法人税の額とみなされる金額及び同条第
五項の規定により当該前三年内連結事業年度に
おいて納付することとなつた個別控除対象外国
法人税の額とみなされる金額は、ないものとす
る。
８ 内国法人が納付することとなつた外国法人税の
額につき第一項から第三項まで又は第八十一条
の十五第一項から第三項までの規定の適用を受
けた事業年度又は連結事業年度（以下この項に
おいて「適用事業年度」という。）開始の日後
七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度
（連結事業年度に該当する期間を除く。以下こ
の項において同じ。）において当該外国法人税
の額が減額された場合（当該内国法人が 適格組
織再編成により被合併法人等から事業の全部又
は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被
合併法人等が納付することとなつた外国法人税
の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に
係る所得に基因して納付することとなつた外国
法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業
年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法

内事業年度の控除限度額及び控除対象外国法人
税の額とみなされる金額その他の財務省令で定
める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署
長に提出した場合に限り、適用する。
７ 適格分割等に係る分割承継法人 又は被現物出資
法人（以下この項において「分割承継法人等」
という。）が第五項又は第八十一条の十五第五
項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分
割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の
属する事業年度以後の各事業年度における第二
項及び第三項の規定の適用については、当該分
割法人等の ◆削除◆分割等前三年内事業年度の
控除限度額及び控除対象外国法人税の額のう
ち、第五項の規定により当該分割承継法人等の
前三年内事業年度の控除限度額とみなされる金
額及び同条第五項の規定により前三年内連結事
業年度（同条第二項に規定する前三年内連結事
業年度をいう。以下この項において同じ。）の
連結控除限度個別帰属額とみなされる金額並び
に第五項の規定により当該分割承継法人等が当
該前三年内事業年度において納付することとな
つた控除対象外国法人税の額とみなされる金額
及び同条第五項の規定により当該前三年内連結
事業年度において納付することとなつた個別控
除対象外国法人税の額とみなされる金額は、な
いものとする。
８ 内国法人が納付することとなつた外国法人税の
額につき第一項から第三項まで又は第八十一条
の十五第一項から第三項までの規定の適用を受
けた事業年度又は連結事業年度（以下この項に
おいて「適用事業年度」という。）開始の日後
七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度
（連結事業年度に該当する期間を除く。以下こ
の項において同じ。）において当該外国法人税
の額が減額された場合（当該内国法人が 適格合
併等により被合併法人等から事業の全部又は一
部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併
法人等が納付することとなつた外国法人税の額
のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る
所得に基因して納付することとなつた外国法人
税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度
開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の
各事業年度において当該外国法人税の額が減額
された場合を含む。）における第一項から第三
項までの規定の適用については、政令で定める
ところによる。
９ 前各項の規定は、内国法人である公益法人等又
は人格のない社団等が収益事業以外の事業又は
これに属する資産から生ずる所得について納付
する控除対象外国法人税の額については、適用
しない。

10 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定によ
る控除を受けるべき金額及びその計算に関する
明細の記載並びに控除対象外国法人税の額の計
算に関する明細を記載した書類その他の財務省
令で定める書類の添付があり、かつ、控除対象
外国法人税の額を課されたことを証する書類そ
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人の各事業年度において当該外国法人税の額が
減額された場合を含む。）における第一項から
第三項までの規定の適用については、政令で定
めるところによる。
９ 前各項の規定は、内国法人である公益法人等又
は人格のない社団等が収益事業以外の事業又は
これに属する資産から生ずる所得について納付
する控除対象外国法人税の額については、適用
しない。

10 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定によ
る控除を受けるべき金額及びその計算に関する
明細の記載並びに控除対象外国法人税の額の計
算に関する明細を記載した書類その他の財務省
令で定める書類の添付があり、かつ、控除対象
外国法人税の額を課されたことを証する書類そ
の他の財務省令で定める書類を保存している場
合に限り、適用する。この場合において、同項
の規定による控除をされるべき金額は、当該金
額として記載された金額を限度とする。

11 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又
は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又
は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連
結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年
度について当該各事業年度の控除限度額及び当
該各事業年度において納付することとなつた控
除対象外国法人税の額を記載した確定申告書又
は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属
額及び当該各連結事業年度において納付するこ
ととなつた個別控除対象外国法人税の額を記載
した連結確定申告書を提出し、かつ、これらの
規定の適用を受けようとする事業年度の確定申
告書にこれらの規定による控除を受けるべき金
額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除
限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の
基礎となるべき事項を記載した書類その他の財
務省令で定める書類を添付し、かつ、これらの
規定による控除を受けるべき金額に係る控除対
象外国法人税の額を課されたことを証する書類
その他の財務省令で定める書類を保存している
場合に限り、適用する。この場合において、こ
れらの規定による控除をされるべき金額は、当
該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の
控除限度額及び当該各事業年度において納付す
ることとなつた控除対象外国法人税の額として
記載された金額又は当該各連結事業年度の連結
確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限
度個別帰属額及び当該各連結事業年度において
納付することとなつた個別控除対象外国法人税
の額として記載された金額を基礎として計算し
た金額を限度とする。

12 税務署長は、第一項から第三項までの規定によ
る控除をされるべきこととなる金額又は控除限
度額等（前項に規定する控除限度額若しくは控
除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰
属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をい
う。）の全部又は一部につき前二項の記載若し
くは書類の添付がない確定申告書若しくは連結

の他の財務省令で定める書類を保存している場
合に限り、適用する。この場合において、同項
の規定による控除をされるべき金額は、当該金
額として記載された金額を限度とする。

11 第二項及び第三項の規定は、繰越控除限度額又
は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度又
は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連
結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年
度について当該各事業年度の控除限度額及び当
該各事業年度において納付することとなつた控
除対象外国法人税の額を記載した確定申告書又
は当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属
額及び当該各連結事業年度において納付するこ
ととなつた個別控除対象外国法人税の額を記載
した連結確定申告書を提出し、かつ、これらの
規定の適用を受けようとする事業年度の確定申
告書にこれらの規定による控除を受けるべき金
額を記載するとともに、当該申告書に繰越控除
限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の
基礎となるべき事項を記載した書類その他の財
務省令で定める書類を添付し、かつ、これらの
規定による控除を受けるべき金額に係る控除対
象外国法人税の額を課されたことを証する書類
その他の財務省令で定める書類を保存している
場合に限り、適用する。この場合において、こ
れらの規定による控除をされるべき金額は、当
該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の
控除限度額及び当該各事業年度において納付す
ることとなつた控除対象外国法人税の額として
記載された金額又は当該各連結事業年度の連結
確定申告書に当該各連結事業年度の連結控除限
度個別帰属額及び当該各連結事業年度において
納付することとなつた個別控除対象外国法人税
の額として記載された金額を基礎として計算し
た金額を限度とする。

12 税務署長は、第一項から第三項までの規定によ
る控除をされるべきこととなる金額又は控除限
度額等（前項に規定する控除限度額若しくは控
除対象外国法人税の額又は連結控除限度個別帰
属額若しくは個別控除対象外国法人税の額をい
う。）の全部又は一部につき前二項の記載若し
くは書類の添付がない確定申告書若しくは連結
確定申告書の提出があつた場合又は前二項に規
定する書類の保存がない場合においても、その
記載若しくは書類の添付又は書類の保存がなか
つたことについてやむを得ない事情があると認
めるときは、その記載若しくは書類の添付又は
書類の保存がなかつた金額につき第一項から第
三項までの規定を適用することができる。

13 第六項及び第八項から前項までに定めるものの
ほか、第一項から第五項まで及び第七項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

155



確定申告書の提出があつた場合又は前二項に規
定する書類の保存がない場合においても、その
記載若しくは書類の添付又は書類の保存がなか
つたことについてやむを得ない事情があると認
めるときは、その記載若しくは書類の添付又は
書類の保存がなかつた金額につき第一項から第
三項までの規定を適用することができる。

13 第六項及び第八項から前項までに定めるものの
ほか、第一項から第五項まで及び第七項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う
法人税額の控除）
第七十条 内国法人（連結法人を除く。）の各事業
年度開始の日前に開始した事業年度（当該各事
業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を
合併法人とする適格合併に係る被合併法人（連
結法人を除く。）の当該適格合併の日前に開始
した事業年度（以下この条において「被合併法
人事業年度」という。）を含む。）の所得に対
する法人税につき税務署長が更正をした場合に
おいて、当該更正につき 第百三十四条の二第一
項（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に
伴う法人税額の還付の特例）の規定の適用があ
つたときは、当該更正に係る同項に規定する仮
装経理法人税額（既に同条第二項、第三項又は
第七項の規定により還付されるべきこととなつ
た金額及びこの条の規定により控除された金額
を除く。）は、当該各事業年度（当該更正の日
（当該更正が被合併法人事業年度の所得に対す
る法人税につき当該適格合併の日前にしたもの
である場合には、当該適格合併の日）以後に終
了する事業年度に限る。）の所得に対する法人
税の額から控除する。

（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う
法人税額の控除）
第七十条 内国法人（連結法人を除く。）の各事業
年度開始の日前に開始した事業年度（当該各事
業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を
合併法人とする適格合併に係る被合併法人（連
結法人を除く。）の当該適格合併の日前に開始
した事業年度（以下この条において「被合併法
人事業年度」という。）を含む。）の所得に対
する法人税につき税務署長が更正をした場合に
おいて、当該更正につき 第百三十五条第一
項（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に
伴う法人税額の還付の特例）の規定の適用があ
つたときは、当該更正に係る同項に規定する仮
装経理法人税額（既に同条第二項、第三項又は
第七項の規定により還付されるべきこととなつ
た金額及びこの条の規定により控除された金額
を除く。）は、当該各事業年度（当該更正の日
（当該更正が被合併法人事業年度の所得に対す
る法人税につき当該適格合併の日前にしたもの
である場合には、当該適格合併の日）以後に終
了する事業年度に限る。）の所得に対する法人
税の額から控除する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告

（中間申告）
第七十一条 内国法人である普通法人（清算中のも
のを除く。）は、その事業年度（新たに設立さ
れた内国法人である普通法人のうち適格合併
（被合併法人のすべてが収益事業を行つていな
い公益法人等であるものを除く。次項及び第三
項において同じ。）により設立されたもの以外
のものの設立後最初の事業年度、公益法人等
（収益事業を行つていないものに限る。）が普
通法人に該当することとなつた場合のその該当
することとなつた日の属する事業年度 、連結子
法人が第四条の五第一項又は第二項（第四号及
び第五号に係る部分に限る。）（連結納税の承
認の取消し）の規定により第四条の二（連結納

第三節 申告、納付及び還付等
第一款 中間申告

（中間申告）
第七十一条 内国法人である普通法人（清算中のも
のを除く。）は、その事業年度（新たに設立さ
れた内国法人である普通法人のうち適格合併
（被合併法人のすべてが収益事業を行つていな
い公益法人等であるものを除く。次項及び第三
項において同じ。）により設立されたもの以外
のものの設立後最初の事業年度、公益法人等
（収益事業を行つていないものに限る。）が普
通法人に該当することとなつた場合のその該当
することとなつた日の属する事業年度 及び連結
子法人が第四条の五第一項又は第二項（第四号
及び第五号に係る部分に限る。）（連結納税の
承認の取消し）の規定により第四条の二（連結
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税義務者）の承認を取り消された場合（第十五
条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定す
る連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取
り消された場合を除く。）のその取り消された
日の前日の属する事業年度 及び連結法人が当該
連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた
場合（第十五条の二第一項に規定する連結親法
人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた
場合を除く。）の当該分割型分割の日の前日の
属する事業年度を除く。）が六月を超える場合
には、当該事業年度開始の日以後六月を経過し
た日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲
げる事項を記載した申告書を提出しなければな
らない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円
以下である場合又は当該金額がない場合は、当
該申告書を提出することを要しない。
一 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記
載すべき第七十四条第一項第二号（確定申告
に係る法人税額）に掲げる金額で当該事業年
度開始の日以後六月を経過した日の前日まで
に確定したものを当該前事業年度の月数で除
し、これに六を乗じて計算した金額（当該前
事業年度の期間が連結事業年度に該当する場
合には、当該連結事業年度のその普通法人に
係る連結法人税個別帰属支払額（各連結事業
年度の連結所得に対する法人税の負担額とし
て 支出すべき金額として第八十一条の十八第
一項（連結法人税の個別帰属額の計算）の規
定により計算される金額をいう。次項第一号
において同じ。）で当該事業年度開始の日以
後六月を経過した日の前日までに確定した当
該連結事業年度の連結確定申告書に記載すべ
き第八十一条の二十二第一項第二号（連結確
定申告に係る法人税額）に掲げる金額に係る
ものを当該事業年度開始の日の前日の属する
当該普通法人の連結事業年度の月数で除し、
これに六を乗じて計算した金額）
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省
令で定める事項

２ 前項の場合において、同項の普通法人が適格合
併（法人を設立するものを除く。以下この項に
おいて同じ。）に係る合併法人で次の各号に掲
げる期間内にその適格合併をしたものであると
きは、その普通法人が提出すべき当該事業年度
の中間申告書については、前項第一号に掲げる
金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定
により計算した金額に相当する金額に当該各号
に定める金額を加算した金額とする。
一 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当
該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了
した被合併法人の各事業年度（その月数が六
月に満たないものを除く。）の確定申告書に
記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる
金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日
以後六月を経過した日の前日までに確定した
もの又は当該一年前の日以後に終了した被合
併法人の各連結事業年度（その月数が六月に

納税義務者）の承認を取り消された場合（第十
五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定
する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を
取り消された場合を除く。）のその取り消され
た日の前日の属する事業年度 ◆削除◆を除
く。）が六月を超える場合には、当該事業年度
開始の日以後六月を経過した日から二月以内
に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載し
た申告書を提出しなければならない。ただし、
第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又
は当該金額がない場合は、当該申告書を提出す
ることを要しない。
一 当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記
載すべき第七十四条第一項第二号（確定申告
に係る法人税額）に掲げる金額で当該事業年
度開始の日以後六月を経過した日の前日まで
に確定したものを当該前事業年度の月数で除
し、これに六を乗じて計算した金額（当該前
事業年度の期間が連結事業年度に該当する場
合には、当該連結事業年度のその普通法人に
係る連結法人税個別帰属支払額（各連結事業
年度の連結所得に対する法人税の負担額とし
て その普通法人に帰せられる金額として第八
十一条の十八第一項（連結法人税の個別帰属
額の計算）の規定により計算される金額をい
う。次項第一号において同じ。）で当該事業
年度開始の日以後六月を経過した日の前日ま
でに確定した当該連結事業年度の連結確定申
告書に記載すべき第八十一条の二十二第一項
第二号（連結確定申告に係る法人税額）に掲
げる金額に係るものを当該事業年度開始の日
の前日の属する当該普通法人の連結事業年度
の月数で除し、これに六を乗じて計算した金
額）
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省
令で定める事項

２ 前項の場合において、同項の普通法人が適格合
併（法人を設立するものを除く。以下この項に
おいて同じ。）に係る合併法人で次の各号に掲
げる期間内にその適格合併をしたものであると
きは、その普通法人が提出すべき当該事業年度
の中間申告書については、前項第一号に掲げる
金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定
により計算した金額に相当する金額に当該各号
に定める金額を加算した金額とする。
一 当該事業年度の前事業年度 当該普通法人の当
該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了
した被合併法人の各事業年度（その月数が六
月に満たないものを除く。）の確定申告書に
記載すべき第七十四条第一項第二号に掲げる
金額で当該普通法人の当該事業年度開始の日
以後六月を経過した日の前日までに確定した
もの又は当該一年前の日以後に終了した被合
併法人の各連結事業年度（その月数が六月に
満たないものを除く。）の当該被合併法人の
連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過
した日の前日までに確定した各連結事業年度
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満たないものを除く。）の当該被合併法人の
連結法人税個別帰属支払額で当該六月を経過
した日の前日までに確定した各連結事業年度
の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の
二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度
に係るもの（以下この条において「被合併法
人の確定法人税額等」という。）をその計算
の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又
は連結事業年度の月数で除し、これに当該普
通法人の当該前事業年度の月数のうちに占め
る当該前事業年度開始の日からその適格合併
の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗
じた数を乗じて計算した金額
二 当該事業年度開始の日から同日以後六月を経
過した日の前日までの期間 被合併法人の確定
法人税額等をその計算の基礎となつた当該被
合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数
で除し、これにその適格合併の日から当該六
月を経過した日の前日までの期間の月数を乗
じて計算した金額

３ 第一項の場合において、同項の普通法人が適格
合併（法人を設立するものに限る。）に係る合
併法人であるときは、その普通法人が提出すべ
きその設立後最初の事業年度の中間申告書につ
いては、同項第一号に掲げる金額は、同号の規
定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額
等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の
事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これ
に六を乗じて計算した金額の合計額とする。
４ 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満
たない端数を生じたときは、これを一月とす
る。

の連結確定申告書に記載すべき第八十一条の
二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの
のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度
に係るもの（以下この条において「被合併法
人の確定法人税額等」という。）をその計算
の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又
は連結事業年度の月数で除し、これに当該普
通法人の当該前事業年度の月数のうちに占め
る当該前事業年度開始の日からその適格合併
の日の前日までの期間の月数の割合に六を乗
じた数を乗じて計算した金額
二 当該事業年度開始の日から同日以後六月を経
過した日の前日までの期間 被合併法人の確定
法人税額等をその計算の基礎となつた当該被
合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数
で除し、これにその適格合併の日から当該六
月を経過した日の前日までの期間の月数を乗
じて計算した金額

３ 第一項の場合において、同項の普通法人が適格
合併（法人を設立するものに限る。）に係る合
併法人であるときは、その普通法人が提出すべ
きその設立後最初の事業年度の中間申告書につ
いては、同項第一号に掲げる金額は、同号の規
定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額
等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の
事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これ
に六を乗じて計算した金額の合計額とする。
４ 前三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満
たない端数を生じたときは、これを一月とす
る。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）
第七十二条 中間申告書を提出すべき内国法人であ
る普通法人（第四条の七（受託法人等に関する
この法律の適用）に規定する受託法人を除
く。）が当該事業年度開始の日以後六月の期間
を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標
準である所得の金額又は欠損金額を計算した場
合には、その普通法人は、その提出する中間申
告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代え
て、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該所得の金額又は欠損金額
二 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げ
る所得の金額につき前節（税額の計算）（第
六十七条（特定同族会社の特別税率）及び第
七十条（仮装経理に基づく過大申告の場合の
更正に伴う法人税額の控除）を除く。）の規
定を適用するものとした場合に計算される法
人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

（仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等）
第七十二条 中間申告書を提出すべき内国法人であ
る普通法人（第四条の七（受託法人等に関する
この法律の適用）に規定する受託法人を除
く。）が当該事業年度開始の日以後六月の期間
を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標
準である所得の金額又は欠損金額を計算した場
合には、その普通法人は、その提出する中間申
告書に、前条第一項各号に掲げる事項に代え
て、次に掲げる事項を記載することができる。
一 当該所得の金額又は欠損金額
二 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げ
る所得の金額につき前節（税額の計算）（第
六十七条（特定同族会社の特別税率）及び第
七十条（仮装経理に基づく過大申告の場合の
更正に伴う法人税額の控除）を除く。）の規
定を適用するものとした場合に計算される法
人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項
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２ 前項に規定する事項を記載した中間申告書に
は、同項に規定する期間の末日における貸借対
照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令
で定める書類を添付しなければならない。
３ 第一項に規定する期間に係る課税標準である所
得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる
法人税の額の計算については、第二条第二十五
号（定義）中「確定した決算」とあるのは「決
算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第
十款（課税標準の計算）（第五十七条第二項、
第七項及び第十一項（青色申告書を提出した事
業年度の欠損金の繰越しの要件）並びに第五十
八条第二項及び 第六項（青色申告書を提出しな
かつた事業年度の災害による損失金の繰越しの
要件）を除く。）の規定中「確定申告書」とあ
るのは「中間申告書」と、「確定した決算」と
あるのは「決算」と、第六十八条第三項及び第
四項（所得税額の控除）並びに第六十九条第十
項（外国税額の控除）中「確定申告書」とある
のは「中間申告書」と、同条第十一項中「確定
申告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこ
れら」と、同条第十二項中「確定申告書若しく
は」とあるのは「中間申告書、確定申告書若し
くは」とする。

２ 前項に規定する事項を記載した中間申告書に
は、同項に規定する期間の末日における貸借対
照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令
で定める書類を添付しなければならない。
３ 第一項に規定する期間に係る課税標準である所
得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる
法人税の額の計算については、第二条第二十五
号（定義）中「確定した決算」とあるのは「決
算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第
十款（課税標準の計算）（第五十七条第二項、
第六項及び第九項（青色申告書を提出した事業
年度の欠損金の繰越しの要件）並びに第五十八
条第二項及び 第四項（青色申告書を提出しなか
つた事業年度の災害による損失金の繰越しの要
件）を除く。）の規定中「確定申告書」とある
のは「中間申告書」と、「確定した決算」とあ
るのは「決算」と、第六十八条第三項及び第四
項（所得税額の控除）並びに第六十九条第十項
（外国税額の控除）中「確定申告書」とあるの
は「中間申告書」と、同条第十一項中「確定申
告書にこれら」とあるのは「中間申告書にこれ
ら」と、同条第十二項中「確定申告書若しく
は」とあるのは「中間申告書、確定申告書若し
くは」とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二款 確定申告
（確定申告）
第七十四条 内国法人 （清算中の内国法人である普
通法人及び清算中の協同組合等を除く。）は、
各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税
務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げ
る事項を記載した申告書を提出しなければなら
ない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又
は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節（税額の
計算）の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条（所得税額等の控
除）の規定による控除をされるべき金額で前
号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれな
かつたものがある場合には、その控除しきれ
なかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告
書を提出した法人である場合には、第二号に
掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間
納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金
額の計算上控除しきれなかつたものがある場
合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

◆追加◆
２ 前項の規定による申告書には、当該事業年度の
貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定

第二款 確定申告
（確定申告）
第七十四条 内国法人 ◆削除◆は、各事業年度終了
の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、
確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載し
た申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又
は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節（税額の
計算）の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条（所得税額等の控
除）の規定による控除をされるべき金額で前
号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれな
かつたものがある場合には、その控除しきれ
なかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告
書を提出した法人である場合には、第二号に
掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間
納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金
額の計算上控除しきれなかつたものがある場
合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 清算中の内国法人につきその残余財産が確定し
た場合には、当該内国法人の当該残余財産の確
定の日の属する事業年度に係る前項の規定の適
用については、同項中「二月以内」とあるの
は、「一月以内（当該翌日から一月以内に残余
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める書類を添付しなければならない。 財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合に
は、その行われる日の前日まで）」とする。
３ 第一項の規定による申告書には、当該事業年度
の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で
定める書類を添付しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（確定申告書の提出期限の延長の特例）
第七十五条の二 第七十四条第一項（確定申告）の
規定による申告書を提出すべき内国法人が、会
計監査人の監査を受けなければならないことそ
の他これに類する理由により決算が確定しない
ため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申
告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに
提出することができない常況にあると認められ
る場合には、納税地の所轄税務署長は、その内
国法人の申請に基づき、当該各事業年度 ◆追加
◆の申告書の提出期限を一月間（特別の事情に
より各事業年度終了の日の翌日から三月以内に
当該各事業年度の決算についての定時総会が招
集されないことその他やむを得ない事情がある
と認められる場合には、税務署長が指定する月
数の期間）延長することができる。
２ 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事
業年度終了の日までに、当該申告書の提出期限
までに決算が確定しない理由、同項の指定を受
けようとする場合にはその指定を受けようとす
る月数その他財務省令で定める事項を記載した
申請書をもつてしなければならない。
３ 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている
内国法人につき、同項に規定する理由若しくは
事情がないこととなつたと認める場合又は当該
事情に変更が生じたと認める場合には、同項の
提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の
指定に係る月数を変更することができる。この
場合において、当該取消し又は変更の処分があ
つたときは、その処分のあつた日の属する事業
年度以後の各事業年度につき、その処分の効果
が生ずるものとする。
４ 税務署長は、前項の処分をするときは、その処
分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を
通知する。
５ 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、
当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規
定する申告書の提出期限について同項の規定の
適用を受けることをやめようとするときは、当
該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始
の日その他財務省令で定める事項を記載した届
出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ
ならない。この場合において、その届出書の提
出があつたときは、当該事業年度以後の各事業
年度については、同項の提出期限の延長の処分
は、その効力を失うものとする。
６ 前条第三項から第五項までの規定は、第二項の
申請書の提出があつた場合について、同条第七

（確定申告書の提出期限の延長の特例）
第七十五条の二 第七十四条第一項（確定申告）の
規定による申告書を提出すべき内国法人が、会
計監査人の監査を受けなければならないことそ
の他これに類する理由により決算が確定しない
ため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申
告書をそれぞれ同項に規定する提出期限までに
提出することができない常況にあると認められ
る場合には、納税地の所轄税務署長は、その内
国法人の申請に基づき、当該各事業年度 （残余
財産の確定の日の属する事業年度を除く。）の
申告書の提出期限を一月間（特別の事情により
各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該
各事業年度の決算についての定時総会が招集さ
れないことその他やむを得ない事情があると認
められる場合には、税務署長が指定する月数の
期間）延長することができる。
２ 前項の申請は、同項に規定する申告書に係る事
業年度終了の日までに、当該申告書の提出期限
までに決算が確定しない理由、同項の指定を受
けようとする場合にはその指定を受けようとす
る月数その他財務省令で定める事項を記載した
申請書をもつてしなければならない。
３ 税務署長は、第一項の規定の適用を受けている
内国法人につき、同項に規定する理由若しくは
事情がないこととなつたと認める場合又は当該
事情に変更が生じたと認める場合には、同項の
提出期限の延長の処分を取り消し、又は同項の
指定に係る月数を変更することができる。この
場合において、当該取消し又は変更の処分があ
つたときは、その処分のあつた日の属する事業
年度以後の各事業年度につき、その処分の効果
が生ずるものとする。
４ 税務署長は、前項の処分をするときは、その処
分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を
通知する。
５ 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、
当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規
定する申告書の提出期限について同項の規定の
適用を受けることをやめようとするときは、当
該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始
の日その他財務省令で定める事項を記載した届
出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ
ならない。この場合において、その届出書の提
出があつたときは、当該事業年度以後の各事業
年度については、同項の提出期限の延長の処分
は、その効力を失うものとする。
６ 前条第三項から第五項までの規定は、第二項の
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項の規定は、第一項の規定の適用を受ける内国
法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の
所得に対する法人税について、それぞれ準用す
る。この場合において、同条第五項中「二月」
とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指
定を受けようとする期日を第一項の期日とし
て」とあるのは「一月間（第七十五条の二第一
項の指定を受けようとする旨の申請があつた場
合には、その申請に係る指定を受けようとする
月数の期間）」と、同条第七項中「同項に規定
する申告書に係る事業年度」とあるのは「その
適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」
とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規
定により指定された期日」とあるのは「第七十
五条の二第一項の規定により延長された提出期
限」と読み替えるものとする。
７ 第一項の規定の適用を受けている内国法人につ
いて当該事業年度終了の日の翌日から二月を経
過した日前に災害その他やむを得ない理由が生
じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規
定の適用がないものとみなして、前条及び国税
通則法第十一条（災害等による期限の延長）の
規定を適用することができる。
８ 前条の規定は、第一項の規定の適用を受けてい
る内国法人が、当該事業年度（前項の規定の適
用に係る事業年度を除く。）につき災害その他
やむを得ない理由により決算が確定しないた
め、第一項に規定する申告書を同項の規定によ
り延長された提出期限までに提出することがで
きないと認められる場合について準用する。こ
の場合において、同条第二項中「申告書に係る
事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」と
あるのは「申告書の提出期限の到来する日の十
五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る
事業年度終了の日の翌日から二月以内」とある
のは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項
中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人
は、第七十五条の二第六項において準用するこ
の項の規定による利子税のほか、第一項」と、
「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過
した日から同項」とあるのは「同条第一項の規
定により延長された当該申告書の提出期限の翌
日から第一項」と読み替えるものとする。

申請書の提出があつた場合について、同条第七
項の規定は、第一項の規定の適用を受ける内国
法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の
所得に対する法人税について、それぞれ準用す
る。この場合において、同条第五項中「二月」
とあるのは「十五日」と、「その申請に係る指
定を受けようとする期日を第一項の期日とし
て」とあるのは「一月間（第七十五条の二第一
項の指定を受けようとする旨の申請があつた場
合には、その申請に係る指定を受けようとする
月数の期間）」と、同条第七項中「同項に規定
する申告書に係る事業年度」とあるのは「その
適用に係る各事業年度」と、「当該事業年度」
とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規
定により指定された期日」とあるのは「第七十
五条の二第一項の規定により延長された提出期
限」と読み替えるものとする。
７ 第一項の規定の適用を受けている内国法人につ
いて当該事業年度終了の日の翌日から二月を経
過した日前に災害その他やむを得ない理由が生
じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規
定の適用がないものとみなして、前条及び国税
通則法第十一条（災害等による期限の延長）の
規定を適用することができる。
８ 前条の規定は、第一項の規定の適用を受けてい
る内国法人が、当該事業年度（前項の規定の適
用に係る事業年度を除く。）につき災害その他
やむを得ない理由により決算が確定しないた
め、第一項に規定する申告書を同項の規定によ
り延長された提出期限までに提出することがで
きないと認められる場合について準用する。こ
の場合において、同条第二項中「申告書に係る
事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」と
あるのは「申告書の提出期限の到来する日の十
五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る
事業年度終了の日の翌日から二月以内」とある
のは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項
中「内国法人は、同項」とあるのは「内国法人
は、第七十五条の二第六項において準用するこ
の項の規定による利子税のほか、第一項」と、
「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過
した日から同項」とあるのは「同条第一項の規
定により延長された当該申告書の提出期限の翌
日から第一項」と読み替えるものとする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（欠損金の繰戻しによる還付）
第八十条 内国法人の青色申告書である確定申告書
を提出する事業年度において生じた欠損金額が
ある場合（第四項の規定に該当する場合を除
く。）には、その内国法人は、当該申告書の提
出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当
該欠損金額に係る事業年度（以下この条におい
て「欠損事業年度」という。）開始の日前一年
以内に開始したいずれかの事業年度（ 当該内国

（欠損金の繰戻しによる還付）
第八十条 内国法人の青色申告書である確定申告書
を提出する事業年度において生じた欠損金額が
ある場合（第四項の規定に該当する場合を除
く。）には、その内国法人は、当該申告書の提
出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当
該欠損金額に係る事業年度（以下この条におい
て「欠損事業年度」という。）開始の日前一年
以内に開始したいずれかの事業年度（ 欠損事業
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法人の連結事業年度前の各事業年度、連結法人
である当該内国法人が連結親法人事業年度（第
十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に規
定する連結親法人事業年度をいう。以下この項
において同じ。）において当該内国法人を分割
法人とする分割型分割（第五十七条第九項第一
号イ及びハ（青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し）に掲げるものを除く。）を行
つた場合の当該連結親法人事業年度開始の日の
属する事業年度（当該内国法人が第四条の三第
九項第二号又は第十一項第二号（連結納税の承
認の申請）に掲げる法人である場合には、これ
らの号に規定する事業年度）前の各事業年度及
び連結子法人である当該内国法人が第五十七条
第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年
度において当該内国法人を被合併法人とする合
併（当該内国法人との間に連結完全支配関係が
ある他の連結法人が合併法人となるものに限る
ものとし、第五十七条第九項第二号イに掲げる
ものを除く。）を行つた場合の当該最初連結親
法人事業年度開始の日の属する事業年度前の各
事業年度を除く。）の所得に対する法人税の額
（附帯税の額を除くものとし、第六十八条から
第七十条の二まで（税額控除）の規定により控
除された金額がある場合には、当該金額を加算
した金額とする。以下この条において同じ。）
に、当該いずれかの事業年度（以下この条にお
いて「還付所得事業年度」という。）の所得の
金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額
（この条の規定により他の還付所得事業年度の
所得に対する法人税の額につき還付を受ける金
額の計算の基礎とするものを除く。第四項にお
いて同じ。）に相当する金額の割合を乗じて計
算した金額に相当する法人税の還付を請求する
ことができる。
◆追加◆
◆追加◆
２ 前項の場合において、既に当該還付所得事業年
度の所得に対する法人税の額につきこの条の規
定の適用があつたときは、その額からその適用
により還付された金額を控除した金額をもつて
当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得
事業年度の所得の金額に相当する金額からその
適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当
該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
３ 第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事
業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各
事業年度について連続して青色申告書である確
定申告書を提出している場合であつて、欠損事
業年度の青色申告書である確定申告書をその提
出期限までに提出した場合（税務署長において
やむを得ない事情があると認める場合には、当
該申告書をその提出期限後に提出した場合を含
む。）に限り、適用する。
４ 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解
散（適格合併による解散 及び第五十七条第二項

年度が次の各号に掲げる事業年度に該当する場
合には、当該各号に定める事業年度を除く。）
の所得に対する法人税の額（附帯税の額を除く
ものとし、第六十八条から第七十条の二まで
（税額控除）の規定により控除された金額があ
る場合には、当該金額を加算した金額とする。
以下この条において同じ。）に、当該いずれか
の事業年度（以下この条において「還付所得事
業年度」という。）の所得の金額のうちに占め
る欠損事業年度の欠損金額（この条の規定によ
り他の還付所得事業年度の所得に対する法人税
の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とす
るものを除く。第四項において同じ。）に相当
する金額の割合を乗じて計算した金額に相当す
る法人税の還付を請求することができる。
一 連結事業年度後の事業年度 当該連結事業年度
前の各事業年度
二 内国法人（連結子法人に限る。）の第五十七
条第八項第一号（青色申告書を提出した事業
年度の欠損金の繰越し）に規定する最初連結
期間（以下この号において「最初連結期間」
という。）内に当該内国法人を被合併法人と
する合併（当該内国法人との間に連結完全支
配関係がある他の連結法人を合併法人とする
ものに限る。）が行われた場合（当該合併の
日が当該最初連結期間の開始の日である場合
を除く。）又は当該内国法人の最初連結期間
内に当該内国法人の残余財産が確定した場合
（当該残余財産の確定の日が当該最初連結期
間の終了の日である場合を除く。）の当該合
併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の
属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度

２ 前項の場合において、既に当該還付所得事業年
度の所得に対する法人税の額につきこの条の規
定の適用があつたときは、その額からその適用
により還付された金額を控除した金額をもつて
当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得
事業年度の所得の金額に相当する金額からその
適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当
該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、
同項の規定を適用する。
３ 第一項の規定は、同項の内国法人が還付所得事
業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各
事業年度について連続して青色申告書である確
定申告書を提出している場合であつて、欠損事
業年度の青色申告書である確定申告書をその提
出期限までに提出した場合（税務署長において
やむを得ない事情があると認める場合には、当
該申告書をその提出期限後に提出した場合を含
む。）に限り、適用する。
４ 第一項及び第二項の規定は、内国法人につき解
散（適格合併による解散 ◆削除◆を除く。）、
事業の全部の譲渡、 ◆削除◆更生手続の開始そ
の他これらに準ずる事実で政令で定めるものが
生じた場合（当該事実が当該内国法人の連結事
業年度において生じた場合を除く。）におい
て、当該事実が生じた日前一年以内に終了した
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に規定する合併類似適格分割型分割後の解散を
除く。）、事業の全部の譲渡、 会社更生法又は
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の
規定による更生手続の開始その他これらに準ず
る事実で政令で定めるものが生じた場合（当該
事実が当該内国法人の連結事業年度において生
じた場合を除く。）において、当該事実が生じ
た日前一年以内に終了したいずれかの事業年度
又は同日の属する事業年度において生じた欠損
金額（ 同条の規定により各事業年度の所得の金
額の計算上損金の額に算入されたものを除
く。）があるときについて準用する。この場合
において、第一項中「当該申告書の提出と同時
に」とあるのは「当該事実が生じた日以後一年
以内に」と、「請求することができる。」とあ
るのは「請求することができる。ただし、還付
所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年
度について連続して青色申告書である確定申告
書を提出している場合に限る。」と読み替える
ものとする。
５ 第一項（前項において準用する場合を含む。）
の規定による還付の請求をしようとする内国法
人は、その還付を受けようとする法人税の額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を
記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
６ 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた
場合には、その請求の基礎となつた欠損金額そ
の他必要な事項について調査し、その調査した
ところにより、その請求をした内国法人に対
し、その請求に係る金額を限度として法人税を
還付し、又は請求の理由がない旨を書面により
通知する。
７ 前項の規定による還付金について還付加算金を
計算する場合には、その計算の基礎となる国税
通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期間
は、第一項（第四項において準用する場合を含
む。）の規定による還付の請求がされた日（第
一項の規定による還付の請求がされた日が同項
に規定する確定申告書の提出期限前である場合
には、その提出期限）の翌日以後三月を経過し
た日からその還付のための支払決定をする日又
はその還付金につき充当をする日（同日前に充
当をするのに適することとなつた日がある場合
には、その適することとなつた日）までの期間
とする。

いずれかの事業年度又は同日の属する事業年度
において生じた欠損金額（ 第五十七条の規定に
より各事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入されたものを除く。）があるときについ
て準用する。この場合において、第一項中「当
該申告書の提出と同時に」とあるのは「当該事
実が生じた日以後一年以内に」と、「請求する
ことができる。」とあるのは「請求することが
できる。ただし、還付所得事業年度から欠損事
業年度までの各事業年度について連続して青色
申告書である確定申告書を提出している場合に
限る。」と読み替えるものとする。
５ 第一項（前項において準用する場合を含む。）
の規定による還付の請求をしようとする内国法
人は、その還付を受けようとする法人税の額、
その計算の基礎その他財務省令で定める事項を
記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければならない。
６ 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた
場合には、その請求の基礎となつた欠損金額そ
の他必要な事項について調査し、その調査した
ところにより、その請求をした内国法人に対
し、その請求に係る金額を限度として法人税を
還付し、又は請求の理由がない旨を書面により
通知する。
７ 前項の規定による還付金について還付加算金を
計算する場合には、その計算の基礎となる国税
通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期間
は、第一項（第四項において準用する場合を含
む。）の規定による還付の請求がされた日（第
一項の規定による還付の請求がされた日が同項
に規定する確定申告書の提出期限前である場合
には、その提出期限）の翌日以後三月を経過し
た日からその還付のための支払決定をする日又
はその還付金につき充当をする日（同日前に充
当をするのに適することとなつた日がある場合
には、その適することとなつた日）までの期間
とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額

（個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算
入）
第八十一条の三 連結法人の連結事業年度の期間を
第二十二条第一項（各事業年度の所得の金額の
計算）の事業年度として前章第一節第二款から

第三款 益金の額又は損金の額の計算
第一目 個別益金額又は個別損金額

（個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算
入）
第八十一条の三 連結法人の連結事業年度の期間を
第二十二条第一項（各事業年度の所得の金額の
計算）の事業年度として前章第一節第二款から
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第十一款まで（各事業年度の所得の金額の計
算）の規定により当該事業年度の所得の金額を
計算するものとした場合に益金の額となる金額
（第二十三条（受取配当等の益金不算入） ◆追
加◆の規定その他政令で定める規定を適用しな
いで計算した場合に益金の額となる金額に限
る。以下この章において「個別益金額」とい
う。）又は損金の額となる金額（第三十七条
（寄附金の損金不算入） ◆追加◆の規定その他
政令で定める規定を適用しないで計算した場合
に損金の額となる金額に限る。以下この章にお
いて「個別損金額」という。）は、別段の定め
があるものを除き、当該連結事業年度の連結所
得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算
入する。
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

第十一款まで（各事業年度の所得の金額の計
算）の規定により当該事業年度の所得の金額を
計算するものとした場合に益金の額となる金額
（第二十三条（受取配当等の益金不算入） 及び
第二十六条第三項（還付金等の益金不算入）の
規定その他政令で定める規定を適用しないで計
算した場合に益金の額となる金額に限る。以下
この章において「個別益金額」という。）又は
損金の額となる金額（第三十七条（寄附金の損
金不算入） 、第四十条（法人税額から控除する
所得税額の損金不算入）、第四十一条（法人税
額から控除する外国税額の損金不算入）及び第
五十七条から第五十八条まで（青色申告書を提
出した事業年度の欠損金の繰越し等）の規定そ
の他政令で定める規定を適用しないで計算した
場合に損金の額となる金額に限る。以下この章
において「個別損金額」という。）は、別段の
定めがあるものを除き、当該連結事業年度の連
結所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額
に算入する。
２ 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日

第二目 受取配当等
（連結事業年度における受取配当等の益金不算
入）
第八十一条の四 連結法人が 受ける第二十三条第一
項（受取配当等の益金不算入）に規定する配当
等の額（以下この条において「配当等の額」と
いう。） のうち、連結法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等（株式、
出資又は受益権をいう。次項及び第三項におい
て同じ。）に係る配当等の額 の百分の五十に相
当する金額、連結法人株式等に係る配当等の額
並びに関係法人株式等に係る配当等の額は、そ
の連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上、益金の額に算入しない。
２ 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の
額（その連結法人の個別益金額を計算する場合
に、第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により、その連結法人が受ける配当
等の額とみなされる金額を除く。以下この項に
おいて同じ。）の元本である株式等をその配当
等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分配
にあつては、その計算の基礎となつた期間の末
日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等
又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当
該基準日後二月以内に譲渡した場合における当
該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配
当等の額については、適用しない。
３ 第一項の場合において、同項の連結法人が当該
連結事業年度において支払う負債の利子（第二
十三条第四項に規定する政令で定めるものを含
むものとし、他の連結法人（当該連結法人との

第二目 受取配当等
（連結事業年度における受取配当等の益金不算
入）
第八十一条の四 連結法人が ◆削除◆第二十三条第
一項（受取配当等の益金不算入）に規定する配
当等の額（以下この条において「配当等の額」
という。） を受けるときは、その配当等の額
（完全子法人株式等及び関係法人株式等のいず
れにも該当しない株式等（株式、出資又は受益
権をいう。次項及び第三項において同じ。）に
係る配当等の額 にあつては、当該配当等の額の
百分の五十に相当する金額）は、その連結法人
の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、
益金の額に算入しない。
２ 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の
額（その連結法人の個別益金額を計算する場合
に、第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により、その連結法人が受ける配当
等の額とみなされる金額を除く。以下この項に
おいて同じ。）の元本である株式等をその配当
等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分配
にあつては、その計算の基礎となつた期間の末
日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等
又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当
該基準日後二月以内に譲渡した場合における当
該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配
当等の額については、適用しない。
３ 第一項の場合において、同項の連結法人が当該
連結事業年度において支払う負債の利子（第二
十三条第四項に規定する政令で定めるものを含
むものとし、他の連結法人（当該連結法人との
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間に連結完全支配関係があるものに限る。）に
支払うものを除く。）があるときは、 連結法人
株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当し
ない株式等に係る配当等の額又は関係法人株式
等に係る配当等の額につき第一項の規定により
当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益
金の額に算入しない金額は、 それぞれ次に掲げ
る金額とする。
◆追加◆
◆追加◆
一 その保有する 連結法人株式等及び関係法人株
式等のいずれにも該当しない株式等につき当
該連結事業年度において受ける配当等の額の
合計額から当該負債の利子の額のうち当該株
式等に係る部分の金額として政令で定めると
ころにより計算した金額を控除した金額の百
分の五十に相当する金額
二 その保有する関係法人株式等につき当該連結
事業年度において受ける配当等の額の合計額
から当該負債の利子の額のうち当該関係法人
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額

４ 第一項及び前項に規定する 連結法人株式等と
は、連結法人の株式又は出資 のうち政令で定め
るものをいう。
５ 第一項及び第三項に規定する関係法人株式等と
は、連結法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（前項に規定す
る 連結法人株式等を除く。）をいう。

６ 第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に
算入されない配当等の額及びその計算に関する
明細の記載がある場合に限り、適用する。この
場合において、同項の規定により益金の額に算
入されない金額は、当該金額として記載された
金額を限度とする。
７ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない連結確定申告書の提出があ
つた場合においても、その記載がなかつたこと
についてやむを得ない事情があると認めるとき
は、その記載がなかつた金額につき第一項の規
定を適用することができる。
８ 第一項の規定により益金の額に算入されない金
額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算そ
の他同項から第五項までの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

間に連結完全支配関係があるものに限る。）に
支払うものを除く。）があるときは、 ◆削除
◆第一項の規定により当該連結事業年度の連結
所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額
は、 次に掲げる金額の合計額とする。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該連
結事業年度において受ける配当等の額の合計
額
二 その保有する関係法人株式等につき当該連結
事業年度において受ける配当等の額の合計額
から当該負債の利子の額のうち当該関係法人
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額
三 その保有する 完全子法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等につき
当該連結事業年度において受ける配当等の額
の合計額から当該負債の利子の額のうち当該
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額の
百分の五十に相当する金額
◆削除◆
４ 第一項及び前項に規定する 完全子法人株式等と
は、配当等の額の計算期間を通じて連結法人と
の間に完全支配関係があつた他の内国法人（公
益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株
式又は出資 として政令で定めるものをいう。
５ 第一項及び第三項に規定する関係法人株式等と
は、連結法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（前項に規定す
る 完全子法人株式等を除く。）をいう。

６ 第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に
算入されない配当等の額及びその計算に関する
明細の記載がある場合に限り、適用する。この
場合において、同項の規定により益金の額に算
入されない金額は、当該金額として記載された
金額を限度とする。
７ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない連結確定申告書の提出があ
つた場合においても、その記載がなかつたこと
についてやむを得ない事情があると認めるとき
は、その記載がなかつた金額につき第一項の規
定を適用することができる。
８ 第一項の規定により益金の額に算入されない金
額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算そ
の他同項から第五項までの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二目 受取配当等 第二目 受取配当等
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（連結事業年度における受取配当等の益金不算
入）
第八十一条の四 連結法人が第二十三条第一項（受
取配当等の益金不算入）に規定する配当等の額
（以下この条において「配当等の額」とい
う。）を受けるときは、その配当等の額（完全
子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも
該当しない株式等（株式、出資又は受益権をい
う。次項及び 第三項において同じ。）に係る配
当等の額にあつては、当該配当等の額の百分の
五十に相当する金額）は、その連結法人の各連
結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。
２ 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の
額（その連結法人の個別益金額を計算する場合
に、第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により、その連結法人が受ける配当
等の額とみなされる金額を除く。以下この項に
おいて同じ。）の元本である株式等をその配当
等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分配
にあつては、その計算の基礎となつた期間の末
日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等
又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当
該基準日後二月以内に譲渡した場合における当
該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配
当等の額については、適用しない。
◆追加◆
３ 第一項の場合において、同項の連結法人が当該
連結事業年度において支払う負債の利子（第二
十三条第四項に規定する政令で定めるものを含
むものとし、他の連結法人（当該連結法人との
間に連結完全支配関係があるものに限る。）に
支払うものを除く。）があるときは、第一項の
規定により当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲
げる金額の合計額とする。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該連
結事業年度において受ける配当等の額の合計
額
二 その保有する関係法人株式等につき当該連結
事業年度において受ける配当等の額の合計額
から当該負債の利子の額のうち当該関係法人
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額
三 その保有する完全子法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等につき
当該連結事業年度において受ける配当等の額
の合計額から当該負債の利子の額のうち当該
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額の
百分の五十に相当する金額

４ 第一項及び前項に規定する完全子法人株式等と
は、配当等の額の計算期間を通じて連結法人と
の間に完全支配関係があつた他の内国法人（公
益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株
式又は出資として政令で定めるものをいう。
５ 第一項及び 第三項に規定する関係法人株式等と

（連結事業年度における受取配当等の益金不算
入）
第八十一条の四 連結法人が第二十三条第一項（受
取配当等の益金不算入）に規定する配当等の額
（以下この条において「配当等の額」とい
う。）を受けるときは、その配当等の額（完全
子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも
該当しない株式等（株式、出資又は受益権をい
う。次項及び 第四項において同じ。）に係る配
当等の額にあつては、当該配当等の額の百分の
五十に相当する金額）は、その連結法人の各連
結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。
２ 前項の規定は、連結法人がその受ける配当等の
額（その連結法人の個別益金額を計算する場合
に、第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により、その連結法人が受ける配当
等の額とみなされる金額を除く。以下この項に
おいて同じ。）の元本である株式等をその配当
等の額の支払に係る基準日（信託の収益の分配
にあつては、その計算の基礎となつた期間の末
日）以前一月以内に取得し、かつ、当該株式等
又は当該株式等と銘柄を同じくする株式等を当
該基準日後二月以内に譲渡した場合における当
該譲渡した株式等のうち政令で定めるものの配
当等の額については、適用しない。
３ 第一項の規定は、連結法人がその受ける配当等
の額（その連結法人の個別益金額を計算する場
合に、第二十四条第一項（第四号に係る部分に
限る。）の規定により、その連結法人が受ける
配当等の額とみなされる金額に限る。以下この
項において同じ。）の元本である株式又は出資
で、その配当等の額の生ずる基因となる同号に
掲げる事由が生ずることが予定されているもの
の取得（適格合併又は適格分割型分割による引
継ぎを含む。）をした場合におけるその取得を
した株式又は出資に係る配当等の額（その予定
されていた事由（その連結法人の個別益金額又
は個別損金額を計算する場合に、第六十一条の
二第十六項（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益
金又は損金算入）の規定の適用があるものを除
く。）に基因するものとして政令で定めるもの
に限る。）については、適用しない。
４ 第一項の場合において、同項の連結法人が当該
連結事業年度において支払う負債の利子（第二
十三条第四項に規定する政令で定めるものを含
むものとし、他の連結法人（当該連結法人との
間に連結完全支配関係があるものに限る。）に
支払うものを除く。）があるときは、第一項の
規定により当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲
げる金額の合計額とする。
一 その保有する完全子法人株式等につき当該連
結事業年度において受ける配当等の額の合計
額
二 その保有する関係法人株式等につき当該連結
事業年度において受ける配当等の額の合計額
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は、連結法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（前項に規定す
る完全子法人株式等を除く。）をいう。
６ 第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に
算入されない配当等の額及びその計算に関する
明細の記載がある場合に限り、適用する。この
場合において、同項の規定により益金の額に算
入されない金額は、当該金額として記載された
金額を限度とする。
７ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない連結確定申告書の提出があ
つた場合においても、その記載がなかつたこと
についてやむを得ない事情があると認めるとき
は、その記載がなかつた金額につき第一項の規
定を適用することができる。
８ 第一項の規定により益金の額に算入されない金
額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算そ
の他同項から 第五項までの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

から当該負債の利子の額のうち当該関係法人
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額
三 その保有する完全子法人株式等及び関係法人
株式等のいずれにも該当しない株式等につき
当該連結事業年度において受ける配当等の額
の合計額から当該負債の利子の額のうち当該
株式等に係る部分の金額として政令で定める
ところにより計算した金額を控除した金額の
百分の五十に相当する金額

５ 第一項及び前項に規定する完全子法人株式等と
は、配当等の額の計算期間を通じて連結法人と
の間に完全支配関係があつた他の内国法人（公
益法人等及び人格のない社団等を除く。）の株
式又は出資として政令で定めるものをいう。
６ 第一項及び 第四項に規定する関係法人株式等と
は、連結法人が他の内国法人（公益法人等及び
人格のない社団等を除く。）の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式又
は出資を除く。）の総数又は総額の百分の二十
五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を
有する場合として政令で定める場合における当
該他の内国法人の株式又は出資（前項に規定す
る完全子法人株式等を除く。）をいう。
７ 第一項の規定は、連結確定申告書に益金の額に
算入されない配当等の額及びその計算に関する
明細の記載がある場合に限り、適用する。この
場合において、同項の規定により益金の額に算
入されない金額は、当該金額として記載された
金額を限度とする。
８ 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算
入されないこととなる金額の全部又は一部につ
き前項の記載がない連結確定申告書の提出があ
つた場合においても、その記載がなかつたこと
についてやむを得ない事情があると認めるとき
は、その記載がなかつた金額につき第一項の規
定を適用することができる。
９ 第一項の規定により益金の額に算入されない金
額のうち各連結法人に帰せられる金額の計算そ
の他同項から 第六項までの規定の適用に関し必
要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三目 外国税額
（連結事業年度における外国税額の還付金の益金
不算入）
第八十一条の五 連結法人が納付することとなつた
外国法人税（第六十九条第一項（外国税額の控
除）に規定する外国法人税をいう。以下この条
において同じ。）の額につき第八十一条の十五
第一項から第三項まで（連結事業年度における
外国税額の控除）又は第六十九条第一項から第
三項までの規定の適用を受けた連結事業年度又
は事業年度（以下この条において「適用事業年
度」という。）開始の日後七年以内に開始する

第三目 外国税額
（連結事業年度における外国税額の還付金の益金
不算入）
第八十一条の五 連結法人が納付することとなつた
外国法人税（第六十九条第一項（外国税額の控
除）に規定する外国法人税をいう。以下この条
において同じ。）の額につき第八十一条の十五
第一項から第三項まで（連結事業年度における
外国税額の控除）又は第六十九条第一項から第
三項までの規定の適用を受けた連結事業年度又
は事業年度（以下この条において「適用事業年
度」という。）開始の日後七年以内に開始する
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当該連結法人の各連結事業年度において当該外
国法人税の額が減額された場合（当該連結法人
が第八十一条の十五第五項に規定する 適格組織
再編成により同項に規定する被合併法人等から
事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつ
ては、当該被合併法人等が納付することとなつ
た外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を
受けた事業に係る所得に基因して納付すること
となつた外国法人税の額に係る当該被合併法人
等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始す
る当該連結法人の各連結事業年度において当該
外国法人税の額が減額された場合を含む。）に
は、その減額された金額のうち第八十一条の十
五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の
額又は第六十九条第一項に規定する控除対象外
国法人税の額が減額された部分として政令で定
める金額（益金の額に算入する額として政令で
定める金額を除く。）は、当該連結法人の各連
結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。

当該連結法人の各連結事業年度において当該外
国法人税の額が減額された場合（当該連結法人
が第八十一条の十五第五項に規定する 適格合併
等により同項に規定する被合併法人等から事業
の全部又は一部の移転を受けた場合にあつて
は、当該被合併法人等が納付することとなつた
外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受
けた事業に係る所得に基因して納付することと
なつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等
の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する
当該連結法人の各連結事業年度において当該外
国法人税の額が減額された場合を含む。）に
は、その減額された金額のうち第八十一条の十
五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の
額又は第六十九条第一項に規定する控除対象外
国法人税の額が減額された部分として政令で定
める金額（益金の額に算入する額として政令で
定める金額を除く。）は、当該連結法人の各連
結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の
額に算入しない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第四目 寄附金
（連結事業年度における寄附金の損金不算入）
第八十一条の六 連結法人が各連結事業年度におい
て支出した寄附金の額（次項の規定の適用を受
ける寄附金の額を除く。）の合計額のうち、当
該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年
度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連
結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令
で定めるところにより計算した金額を超える部
分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の
連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しな
い。
２ 連結法人が各連結事業年度において 支出した寄
附金の額のうち当該連結法人との間に 連結完全
支配関係がある他の連結法人に対して支出した
寄附金の額 があるときは、当該寄附金の額は、
当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金
額の計算上、損金の額に算入しない。
３ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに第三十七条第三項各号（寄附金の
損金不算入）に掲げる寄附金の額があるとき
は、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定
する寄附金の額の合計額に算入しない。
４ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附
金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額
（当該合計額が第一項の連結法人に係る連結親
法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資
本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の
金額を基礎として政令で定めるところにより計
算した金額を超える場合には、当該計算した金
額に相当する金額）は、第一項に規定する寄附
金の額の合計額に算入しない。

第四目 寄附金
（連結事業年度における寄附金の損金不算入）
第八十一条の六 連結法人が各連結事業年度におい
て支出した寄附金の額（次項の規定の適用を受
ける寄附金の額を除く。）の合計額のうち、当
該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年
度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連
結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令
で定めるところにより計算した金額を超える部
分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の
連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しな
い。
２ 連結法人が各連結事業年度において ◆削除◆当
該連結法人との間に 完全支配関係（法人による
完全支配関係に限る。）がある他の内国法人に
対して支出した寄附金の額 （第二十五条の二
（受贈益の益金不算入）又は第八十一条の三第
一項（第二十五条の二に係る部分に限る。）
（個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算
入）の規定を適用しないとした場合に当該他の
内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結
事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に
算入される第二十五条の二第二項に規定する受
贈益の額に対応するものに限る。）は、当該連
結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計
算上、損金の額に算入しない。
３ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに第三十七条第三項各号（寄附金の
損金不算入）に掲げる寄附金の額があるとき
は、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定
する寄附金の額の合計額に算入しない。
４ 第一項の場合において、同項に規定する寄附金
の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附
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５ 連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公
益信託の信託財産とするために支出した金銭の
額は、寄附金の額とみなして第一項、前項及び
次項の規定を適用する。この場合において、前
項中「第三十七条第四項に規定する寄附金の
額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定に
より読み替えて適用される同条第四項に規定す
る寄附金の額」とするほか、この項の規定の適
用を受けるための手続に関し必要な事項は、政
令で定める。
６ 第三十七条第七項から第十項までの規定は、前
各項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同条第九項中「書類を保存
している」とあるのは、「書類を第三項各号に
規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附
金の額を支出した各連結法人において保存して
いる」と読み替えるものとする。
７ 第一項又は第二項の規定により損金の額に算入
されない金額のうち各連結法人に帰せられる金
額の計算その他これらの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額
（当該合計額が第一項の連結法人に係る連結親
法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資
本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の
金額を基礎として政令で定めるところにより計
算した金額を超える場合には、当該計算した金
額に相当する金額）は、第一項に規定する寄附
金の額の合計額に算入しない。
５ 連結法人が第三十七条第六項に規定する特定公
益信託の信託財産とするために支出した金銭の
額は、寄附金の額とみなして第一項、前項及び
次項の規定を適用する。この場合において、前
項中「第三十七条第四項に規定する寄附金の
額」とあるのは、「第三十七条第六項の規定に
より読み替えて適用される同条第四項に規定す
る寄附金の額」とするほか、この項の規定の適
用を受けるための手続に関し必要な事項は、政
令で定める。
６ 第三十七条第七項から第十項までの規定は、前
各項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同条第九項中「書類を保存
している」とあるのは、「書類を第三項各号に
規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附
金の額を支出した各連結法人において保存して
いる」と読み替えるものとする。
７ 第一項又は第二項の規定により損金の額に算入
されない金額のうち各連結法人に帰せられる金
額の計算その他これらの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日

第六目 繰越欠損金
（連結欠損金の繰越し）
第八十一条の九 連結親法人の各連結事業年度開始
の日（当該連結親法人を分割法人とする分割型
分割を行つた場合には、連結親法人事業年度
（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以下こ
の条において同じ。）開始の日）前七年以内に
開始した連結事業年度において生じた連結欠損
金額（この項の規定により当該各連結事業年度
前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損
金の額に算入されたもの及び第八十一条の三十
一（連結欠損金の繰戻しによる還付）の規定に
より還付を受けるべき金額の計算の基礎となつ
たものを除く。）がある場合には、当該連結欠
損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度
の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。 ただし、当該連結欠損金額に相当する金額
が当該連結欠損金額につき本文の規定を適用し
ないものとして計算した場合における当該各連
結事業年度の連結所得の金額（当該連結欠損金
額の生じた連結事業年度前の連結事業年度にお
いて生じた連結欠損金額に相当する金額で本文
の規定により当該各連結事業年度の連結所得の

第六目 繰越欠損金
（連結欠損金の繰越し）
第八十一条の九 連結親法人の各連結事業年度開始
の日（当該連結親法人を分割法人とする分割型
分割を行つた場合には、連結親法人事業年度
（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以下こ
の条において同じ。）開始の日）前七年以内に
開始した連結事業年度において生じた連結欠損
金額（この項の規定により当該各連結事業年度
前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損
金の額に算入されたもの及び第八十一条の三十
一（連結欠損金の繰戻しによる還付）の規定に
より還付を受けるべき金額の計算の基礎となつ
たものを除く。）がある場合には、当該連結欠
損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度
の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。 ただし、当該連結欠損金額をその生じた連
結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結
欠損金額に係る限度超過額（当該連結欠損金額
が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
に応じ当該各号に定める金額をいう。）の合計
額については、この限りでない。
一 当該連結欠損金額のうちに特定連結欠損金額

169



金額の計算上損金の額に算入されるものがある
場合には、当該損金の額に算入される金額を控
除した金額）を超える場合は、その超える部分
の金額については、この限りでない。
◆追加◆
◆追加◆
２ 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に
掲げる場合に該当するときは、その該当するこ
ととなつた日の属する連結事業年度以後の各連
結事業年度における同項の規定の適用について
は、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定
める連結事業年度において生じた連結欠損金額
とみなす。
一 最初連結親法人事業年度（各連結事業年度の
連結所得に対する法人税を課される最初の連
結親法人事業年度をいう。以下この項におい
て同じ。）開始の日前七年以内に開始した当
該連結親法人の各事業年度において生じた第
五十七条第一項（青色申告書を提出した事業
年度の欠損金の繰越し）に規定する欠損金額
（同条第二項又は第六項の規定により欠損金
額とみなされたものを含み、同条第五項又は
第九項の規定によりないものとされたものを
除く。次号イにおいて同じ。）又は第五十八
条第一項（青色申告書を提出しなかつた事業
年度の災害による損失金の繰越し）に規定す
る災害損失欠損金額がある場合 当該欠損金額
又は災害損失欠損金額
二 最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の
日から当該開始の日までの間に行われた株式
移転に係る株式移転完全子法人であつた連結
子法人（その発行済株式の全部が当該株式移
転により設立された株式移転完全親法人であ
つた当該連結親法人によつて当該株式移転の
日から当該開始の日まで継続して保有されて
いるものに限るものとし、政令で定めるもの
を除く。）に次のイ又はロに掲げる欠損金額
又は連結欠損金個別帰属額がある場合 当該欠
損金額又は連結欠損金個別帰属額
イ 当該開始の日前七年以内に開始した当該連
結子法人の各事業年度（当該株式移転が適
格株式移転に該当しないものである場合に
は、当該各事業年度のうち当該株式移転の
日の属する事業年度前の事業年度を除
く。）において生じた第五十七条第一項に
規定する欠損金額又は第五十八条第一項に
規定する災害損失欠損金額
ロ 当該開始の日前七年以内に開始した当該連
結子法人（当該開始の日に当該株式移転
（適格株式移転に限る。）が行われたこと
に基因して第四条の五第二項（連結納税の
承認の取消し）の規定により第四条の二
（連結納税義務者）の承認が取り消された
連結親法人であつたものに限る。）のその
承認に係る各連結事業年度において生じた

が含まれる場合 次に掲げる金額の合計額（当
該合計額が次号に定める金額に満たない場合
には、同号に定める金額）
イ 当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損
金個別帰属額を有する各連結法人の当該特
定連結欠損金個別帰属額が当該各連結事業
年度の当該各連結法人の控除対象個別所得
金額（当該連結欠損金額につき本文の規定
を適用せず、かつ、個別損金額を計算する
場合の第六十二条の五第五項（現物分配に
よる資産の譲渡）の規定を適用しないもの
として計算した場合における第八十一条の
十八第一項（連結法人税個別帰属額の計
算）に規定する個別所得金額をいい、当該
特定連結欠損金個別帰属額の生じた連結事
業年度前の連結事業年度において生じた連
結欠損金額に相当する金額で本文の規定に
より当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるもののうち
当該連結法人に帰せられる金額がある場合
には、当該帰せられる金額に相当する金額
を控除した金額とする。ロにおいて同
じ。）を超える場合のその超える部分の金
額の合計額
ロ 当該連結欠損金額から当該特定連結欠損金
額を控除した金額が当該連結欠損金額につ
き本文の規定を適用せず、かつ、個別損金
額を計算する場合の第六十二条の五第五項
の規定を適用しないものとして計算した場
合における当該各連結事業年度の連結所得
の金額（当該連結欠損金額の生じた連結事
業年度前の連結事業年度において生じた連
結欠損金額に相当する金額で本文の規定に
より当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるものがある
場合には、当該損金の額に算入される金額
を控除した金額。次号において「控除前連
結所得金額」という。）から当該特定連結
欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額
を有する各連結法人の特定連結欠損金個別
控除額（当該特定連結欠損金個別帰属額と
当該各連結事業年度の控除対象個別所得金
額とのうちいずれか少ない金額をいう。）
の合計額を控除した金額を超える場合のそ
の超える部分の金額

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該連結欠損金
額が控除前連結所得金額を超える場合のその
超える部分の金額

２ 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に
掲げる場合に該当するときは、その該当するこ
ととなつた日の属する連結事業年度以後の各連
結事業年度における同項の規定の適用について
は、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定
める連結事業年度において生じた連結欠損金額
とみなす。
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当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
三 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第
四条の二に規定する完全支配関係がない法人
との間で当該連結親法人を第五十七条第二項
に規定する合併法人等とする同項に規定する
適格合併等（以下この号において「適格合併
等」という。）を行つた場合 次のイ又はロに
掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
イ 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に
規定する被合併法人等（ロに規定する被合
併法人等を除く。イにおいて同じ。）の当
該適格合併等の日前七年以内に開始した各
事業年度において生じた同項に規定する未
処理欠損金額（当該被合併法人等が当該連
結親法人との間に同条第三項に規定する特
定資本関係（当該連結親法人の当該適格合
併等の日の属する連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日以後に生じているものに
限る。）がある場合において、当該適格合
併等が同項に規定する政令で定める適格合
併等に該当しないときは、同項の規定によ
り当該未処理欠損金額に含まないものとさ
れる金額を除く。）又は第五十八条第二項
に規定する未処理災害損失欠損金額
ロ 当該適格合併等に係る第五十七条第二項に
規定する被合併法人等（適格合併に係る被
合併法人にあつては当該適格合併に基因し
て第四条の五第二項の規定により第四条の
二の承認が取り消された連結法人（連結子
法人にあつては、その事業年度開始の日に
当該適格合併を行つたものに限る。）に、
合併類似適格分割型分割（第五十七条第二
項に規定する合併類似適格分割型分割をい
う。以下この条において同じ。）に係る分
割法人にあつては連結法人で連結親法人事
業年度開始の日に当該合併類似適格分割型
分割を行つたものに限る。以下この号にお
いて同じ。）の当該適格合併等の日前七年
以内に開始した各連結事業年度において生
じた当該被合併法人等の連結欠損金個別帰
属額（当該被合併法人等が当該合併法人等
となる連結親法人との間にイに規定する特
定資本関係がある場合において、当該適格
合併等が第五十七条第三項に規定する政令
で定める適格合併等に該当しないときは、
当該連結欠損金個別帰属額のうち同項の規
定により未処理欠損金額に含まないものと
される金額に相当する金額として政令で定
める金額を除く。）

３ 連結法人が連結親法人事業年度開始の日の翌日
からその終了の日までの間に、当該連結法人と
の間に連結完全支配関係を有する他の連結法人
を被合併法人とする合併を行つた場合又は当該
連結法人を分割法人とする分割型分割（第四条
の三第六項（連結納税の承認の申請）に規定す
る連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の
規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請に

一 当該連結親法人又は連結子法人（第六十一条
の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資
産の時価評価損益）又は第六十一条の十二第
一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時
価評価損益）に掲げるものに限る。以下この
項において「特定連結子法人」という。）に
イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠
損金個別帰属額（第四条の三第十項又は第十
一項（連結納税の承認の申請）の規定の適用
を受けるこれらの規定に規定する他の内国法
人であつた特定連結子法人に係るイに掲げる
欠損金額にあつては、当該欠損金額の生じた
事業年度において青色申告書である確定申告
書（イに規定する災害損失欠損金額にあつて
は、第五十八条第四項（青色申告書を提出し
なかつた事業年度の災害による損失金の繰越
し）に規定する損失の額の計算に関する明細
を記載した確定申告書）を提出していること
その他の政令で定める要件を満たしているも
のに限る。）
イ 最初連結事業年度（各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課される最初の連結
事業年度をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。）開始の日前七年以内に開始し
た当該連結親法人又は特定連結子法人（ロ
に規定する特定連結子法人を除く。）の各
事業年度において生じた第五十七条第一項
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金
の繰越し）に規定する欠損金額（同条第二
項又は第五項の規定により欠損金額とみな
されたものを含み、同条第四項又は第八項
の規定によりないものとされたものを除
く。）又は第五十八条第一項に規定する災
害損失欠損金額（同条第二項の規定により
同条第一項に規定する災害損失欠損金額と
みなされたものを含み、同条第三項の規定
によりないものとされたものを除く。）
ロ 最初連結事業年度開始の日前七年以内に開
始した当該特定連結子法人（当該開始の日
の前日が連結事業年度終了の日であるもの
に限る。）の各連結事業年度において生じ
た当該特定連結子法人の連結欠損金個別帰
属額

二 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法
人とする適格合併（被合併法人が当該連結親
法人との間に連結完全支配関係がない法人
（連結完全支配関係がある法人に準ずる法人
として政令で定める法人を除き、特定連結子
法人で最初連結事業年度が終了していないも
のを含む。）であるものに限る。以下この号
において同じ。）が行われた場合又は当該連
結親法人との間に完全支配関係（当該連結親
法人による完全支配関係又は第二条第十二号
の七の六（定義）に規定する相互の関係に限
る。）がある他の内国法人で当該連結親法人
若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出
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つき第四条の二の承認を受ける日の前日までの
間に行うもの（前項第二号に規定する連結子法
人が行うものを除く。）及び当該連結法人との
間に連結完全支配関係を有しない法人が分割承
継法人となる合併類似適格分割型分割を除
く。）を行つた場合において、当該被合併法人
又は分割法人の当該合併又は分割型分割の日の
前日の属する事業年度において生じた欠損金額
（第八十条（欠損金の繰戻しによる還付）の規
定により還付を受けるべき金額の計算の基礎と
なつたものを除く。）があるときは、当該欠損
金額に相当する金額は、当該連結法人の当該合
併又は分割型分割の日の属する連結事業年度の
連結所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。
４ 次の各号に規定する場合には、連結法人の当該
各号に掲げる連結事業年度における第一項の規
定の適用については、当該各号に定める連結欠
損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該
連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ない
ものとする。
一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人と
する合併を行つた場合の当該合併の日の属す
る連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合
併の日の属する連結親法人事業年度開始の日
前七年以内に開始した各連結事業年度におい
て生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰
属額（当該合併が当該連結子法人との間に連
結完全支配関係がある他の連結法人を合併法
人とする適格合併である場合には、当該連結
欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の
規定により同条第一項に規定する欠損金額と
みなされて当該連結子法人の当該合併の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額）
二 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分
割型分割（連結親法人事業年度開始の日に行
うもの及び合併類似適格分割型分割を除
く。）を行つた場合の当該分割型分割の日の
属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当
該分割型分割の日の属する連結親法人事業年
度開始の日前七年以内に開始した各連結事業
年度において生じた当該連結法人の連結欠損
金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定
により同条第一項に規定する欠損金額とみな
されて当該連結法人の当該分割型分割の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額
三 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合
併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合
併類似適格分割型分割の日の属する連結事業
年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格
分割型分割の日の属する連結親法人事業年度
開始の日前七年以内に開始した各連結事業年
度において生じた当該連結法人の連結欠損金
個別帰属額（当該合併類似適格分割型分割が
当該連結法人との間に連結完全支配関係があ

資の全部若しくは一部を有するもの（当該連
結親法人との間に連結完全支配関係がないも
のにあつては連結完全支配関係がある法人に
準ずる法人として政令で定める内国法人を除
き、当該連結親法人との間に連結完全支配関
係があるものにあつては特定連結子法人で最
初連結事業年度が終了していないものに限
る。）の残余財産が確定した場合 次のイ又は
ロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属
額（当該他の内国法人に株主等が二以上ある
場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式
又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、
これに当該連結親法人又は連結子法人の有す
る当該他の内国法人の株式又は出資の数又は
金額を乗じて計算した金額）
イ 当該被合併法人又は他の内国法人（それぞ
れロに規定する被合併法人又は他の内国法
人を除く。イにおいて同じ。）の当該適格
合併の日前七年以内に開始し、又は当該残
余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始
した各事業年度（当該被合併法人又は他の
内国法人が特定連結子法人で最初連結事業
年度が終了していないものである場合に
は、当該連結親法人との間に連結完全支配
関係を有することとなつた日前に開始した
事業年度に限る。）において生じた第五十
七条第二項に規定する未処理欠損金額（当
該被合併法人で当該連結親法人若しくは連
結子法人（当該適格合併が当該連結親法人
又は連結子法人を設立するものである場合
には、当該適格合併に係る他の被合併法
人。イにおいて同じ。）との間に支配関係
があるもの又は当該他の内国法人が特定連
結子法人又はこれに準ずる法人として政令
で定める法人に該当しない場合において、
当該適格合併が同条第三項に規定する政令
で定める合併に該当する場合又は当該被合
併法人若しくは他の内国法人と当該連結親
法人若しくは連結子法人との間に当該適格
合併の日の属する連結親法人事業年度（第
十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以
下この条において同じ。）若しくは当該残
余財産の確定の日の翌日の属する連結親法
人事業年度開始の日の五年前の日、当該被
合併法人若しくは他の内国法人の設立の日
若しくは当該連結親法人若しくは連結子法
人の設立の日のうち最も遅い日から継続し
て支配関係がある場合として政令で定める
場合のいずれにも該当しないときは、第五
十七条第三項の規定により当該未処理欠損
金額に含まないものとされる金額を除
く。）又は第五十八条第二項に規定する未
処理災害損失欠損金額
ロ 当該被合併法人（当該適格合併の日の前日
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る他の連結法人を分割承継法人とするもので
ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額の
うち第五十七条第六項の規定により同条第一
項に規定する欠損金額とみなされて当該連結
法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前
日の属する事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入された金額）
四 連結親法人が当該連結親法人との間に連結完
全支配関係がない法人との間で当該連結親法
人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資
法人とする第五十七条第五項に規定する適格
合併等（同項に規定する政令で定めるものを
除く。以下この号において「適格合併等」と
いう。）を行つた場合（当該適格合併等に係
る被合併法人、分割法人又は現物出資法人と
なる法人との間に当該適格合併等の日の属す
る連結親法人事業年度開始の日の五年前の日
以後に生じた同条第三項に規定する特定資本
関係がある場合に限る。）の当該連結親法人
事業年度終了の日の属する連結事業年度以後
の各連結事業年度 当該開始の日前七年以内に
開始した各連結事業年度において生じた当該
連結親法人の連結欠損金個別帰属額を同条第
五項に規定する欠損金額とみなした場合に同
項の規定によりないものとされる金額に相当
する金額として政令で定める金額
五 連結子法人が解散（合併による解散及び合併
類似適格分割型分割後の解散を除く。）をし
た場合の当該解散の日の翌日の属する連結事
業年度以後の各連結事業年度 当該解散の日の
翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前
七年以内に開始した各連結事業年度において
生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属
額
六 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親
法人による連結完全支配関係を有しなくなつ
た場合（前各号に規定する場合を除く。）の
その有しなくなつた日の属する連結事業年度
以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日
の属する連結親法人事業年度開始の日前七年
以内に開始した各連結事業年度において生じ
た当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額

５ 第二項 ◆追加◆及び前項に規定する連結欠損金
個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法
人に帰せられる金額として政令で定める金額を
いう。
６ 第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損
金額の生じた連結事業年度 について連結確定申
告書を提出し、かつ、その後において連続して
連結確定申告書を提出している場合（第二項各
号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
で同項の規定により連結欠損金額とみなされた
ものに ついては、最初の連結事業年度（同項第
三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属
額で同項の規定により連結欠損金額とみなされ
たものに あつては、同号に規定する適格合併等
の日の属する連結事業年度）の連結確定申告書

が連結事業年度終了の日であるものに限
る。ロにおいて同じ。）又は当該他の内国
法人（当該残余財産の確定の日が連結事業
年度終了の日であるものに限る。ロにおい
て同じ。）の当該適格合併の日前七年以内
に開始し、又は当該残余財産の確定の日の
翌日前七年以内に開始した各連結事業年度
において生じた当該被合併法人又は他の内
国法人の連結欠損金個別帰属額（当該被合
併法人で当該連結親法人若しくは連結子法
人（当該適格合併が当該連結親法人又は連
結子法人を設立するものである場合には、
当該適格合併に係る他の被合併法人。ロに
おいて同じ。）との間に支配関係があるも
の又は当該他の内国法人が特定連結子法人
又はイに規定する政令で定める法人に該当
しない場合において、当該適格合併が第五
十七条第三項に規定する政令で定める合併
に該当する場合又は当該被合併法人若しく
は他の内国法人と当該連結親法人若しくは
連結子法人との間にイに規定する最も遅い
日から継続して支配関係がある場合として
政令で定める場合のいずれにも該当しない
ときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち
同項の規定により未処理欠損金額に含まな
いものとされる金額に相当する金額として
政令で定める金額を除く。）

◆削除◆
３ 第一項に規定する特定連結欠損金額とは、前項
の規定により連結欠損金額とみなされる金額の
うち次の各号に掲げる金額をいい、第一項に規
定する特定連結欠損金個別帰属額とは、当該各
号に掲げる金額に係る連結欠損金個別帰属額を
いう。
一 前項第一号に規定する特定連結子法人に係る
同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰
属額（当該特定連結子法人が同号の連結親法
人の最初連結事業年度開始の日の五年前の日
から当該開始の日までの間に行われた株式移
転に係る株式移転完全子法人であつたものの
うちその発行済株式の全部が当該株式移転に
より設立された株式移転完全親法人であつた
当該連結親法人によつて当該株式移転の日か
ら当該開始の日まで継続して保有されている
もの（他の法人に支配されているものとして
政令で定めるものを除く。次号において「連
結親法人同等法人」という。）である場合に
は、イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損
金個別帰属額を除く。）
イ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特
定連結子法人の各事業年度（当該株式移転
が適格株式移転に該当しないものである場
合には、当該各事業年度のうち当該株式移
転の日の属する事業年度前の事業年度を除
く。）において生じた前項第一号イに掲げ
る欠損金額
ロ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特

173



を提出し、かつ、その後において連続して連結
確定申告書を提出している 場合）に限り、適用
する。
７ 第一項の規定により損金の額に算入される金額
のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その
他同項から第四項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

定連結子法人（当該開始の日に当該株式移
転（適格株式移転に限る。）が行われたこ
とに基因して第四条の五第二項（連結納税
の承認の取消し等）の規定により第四条の
二（連結納税義務者）の承認が取り消され
た連結親法人であつたものに限る。）のそ
の承認に係る各連結事業年度において生じ
た前項第一号ロに掲げる連結欠損金個別帰
属額

二 前項第二号の連結親法人若しくは連結子法人
を合併法人とする同号に規定する適格合併に
係る同号の被合併法人又は当該連結親法人と
の間に完全支配関係がある同号に規定する他
の内国法人に係る同号に定める欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額（当該被合併法人又は
他の内国法人が連結親法人同等法人である場
合には、同号イ又はロに掲げる欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額に前号イ又はロに掲げ
る欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を含ま
ないものとして計算した場合の同項第二号に
定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額）

４ 次の各号に規定する場合には、連結法人の当該
各号に掲げる連結事業年度における第一項の規
定の適用については、当該各号に定める連結欠
損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該
連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ない
ものとする。
一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人と
する合併を行つた場合の当該合併の日の属す
る連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合
併の日の属する連結親法人事業年度開始の日
前七年以内に開始した各連結事業年度におい
て生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰
属額（当該合併が当該連結子法人との間に連
結完全支配関係がある他の連結法人を合併法
人とする適格合併である場合には、当該連結
欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の
規定により同条第一項に規定する欠損金額と
みなされて当該連結子法人の当該合併の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額）
二 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分
割型分割（連結親法人事業年度開始の日に行
うもの及び合併類似適格分割型分割を除
く。）を行つた場合の当該分割型分割の日の
属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当
該分割型分割の日の属する連結親法人事業年
度開始の日前七年以内に開始した各連結事業
年度において生じた当該連結法人の連結欠損
金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定
により同条第一項に規定する欠損金額とみな
されて当該連結法人の当該分割型分割の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額
三 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合
併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合
併類似適格分割型分割の日の属する連結事業
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年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格
分割型分割の日の属する連結親法人事業年度
開始の日前七年以内に開始した各連結事業年
度において生じた当該連結法人の連結欠損金
個別帰属額（当該合併類似適格分割型分割が
当該連結法人との間に連結完全支配関係があ
る他の連結法人を分割承継法人とするもので
ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額の
うち第五十七条第六項の規定により同条第一
項に規定する欠損金額とみなされて当該連結
法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前
日の属する事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入された金額）
四 連結親法人が当該連結親法人との間に連結完
全支配関係がない法人との間で当該連結親法
人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資
法人とする第五十七条第五項に規定する適格
合併等（同項に規定する政令で定めるものを
除く。以下この号において「適格合併等」と
いう。）を行つた場合（当該適格合併等に係
る被合併法人、分割法人又は現物出資法人と
なる法人との間に当該適格合併等の日の属す
る連結親法人事業年度開始の日の五年前の日
以後に生じた同条第三項に規定する特定資本
関係がある場合に限る。）の当該連結親法人
事業年度終了の日の属する連結事業年度以後
の各連結事業年度 当該開始の日前七年以内に
開始した各連結事業年度において生じた当該
連結親法人の連結欠損金個別帰属額を同条第
五項に規定する欠損金額とみなした場合に同
項の規定によりないものとされる金額に相当
する金額として政令で定める金額
五 連結子法人が解散（合併による解散及び合併
類似適格分割型分割後の解散を除く。）をし
た場合の当該解散の日の翌日の属する連結事
業年度以後の各連結事業年度 当該解散の日の
翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前
七年以内に開始した各連結事業年度において
生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属
額
六 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親
法人による連結完全支配関係を有しなくなつ
た場合（前各号に規定する場合を除く。）の
その有しなくなつた日の属する連結事業年度
以後の各連結事業年度 その有しなくなつた日
の属する連結親法人事業年度開始の日前七年
以内に開始した各連結事業年度において生じ
た当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額

５ 第二項 、第三項及び前項に規定する連結欠損金
個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法
人に帰せられる金額として政令で定める金額を
いう。
６ 第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損
金額の生じた連結事業年度 （第二項第一号に定
める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項
の規定により連結欠損金額とみなされたものに
あつては同号イに規定する最初連結事業年度と
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し、同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損
金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額
とみなされたものに あつては同号に規定する適
格合併の日の属する連結事業年度又は同号の残
余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度
とする。）について連結確定申告書を提出し、
かつ、その後において連続して連結確定申告書
を提出している 場合に限り、適用する。

７ 第一項の規定により損金の額に算入される金額
のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その
他同項から第四項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第六目 繰越欠損金
（連結欠損金の繰越し）
第八十一条の九 連結親法人の各連結事業年度開始
の日 （当該連結親法人を分割法人とする分割型
分割を行つた場合には、連結親法人事業年度
（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以下こ
の条において同じ。）開始の日）前七年以内に
開始した連結事業年度において生じた連結欠損
金額（この項の規定により当該各連結事業年度
前の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損
金の額に算入されたもの及び第八十一条の三十
一（連結欠損金の繰戻しによる還付）の規定に
より還付を受けるべき金額の計算の基礎となつ
たものを除く。）がある場合には、当該連結欠
損金額に相当する金額は、当該各連結事業年度
の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入す
る。ただし、当該連結欠損金額をその生じた連
結事業年度ごとに区分した後のそれぞれの連結
欠損金額に係る限度超過額（当該連結欠損金額
が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するか
に応じ当該各号に定める金額をいう。）の合計
額については、この限りでない。
一 当該連結欠損金額のうちに特定連結欠損金額
が含まれる場合 次に掲げる金額の合計額（当
該合計額が次号に定める金額に満たない場合
には、同号に定める金額）
イ 当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損
金個別帰属額を有する各連結法人の当該特
定連結欠損金個別帰属額が当該各連結事業
年度の当該各連結法人の控除対象個別所得
金額（当該連結欠損金額につき本文の規定
を適用せず、かつ、個別損金額を計算する
場合の第六十二条の五第五項（現物分配に
よる資産の譲渡）の規定を適用しないもの
として計算した場合における第八十一条の
十八第一項（連結法人税個別帰属額の計
算）に規定する個別所得金額をいい、当該
特定連結欠損金個別帰属額の生じた連結事
業年度前の連結事業年度において生じた連
結欠損金額に相当する金額で本文の規定に

第六目 繰越欠損金
（連結欠損金の繰越し）
第八十一条の九 連結親法人の各連結事業年度開始
の日 ◆削除◆前七年以内に開始した連結事業年
度において生じた連結欠損金額（この項の規定
により当該各連結事業年度前の連結事業年度の
連結所得の金額の計算上損金の額に算入された
もの及び第八十一条の三十一（連結欠損金の繰
戻しによる還付）の規定により還付を受けるべ
き金額の計算の基礎となつたものを除く。）が
ある場合には、当該連結欠損金額に相当する金
額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の
計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連
結欠損金額をその生じた連結事業年度ごとに区
分した後のそれぞれの連結欠損金額に係る限度
超過額（当該連結欠損金額が次の各号に掲げる
場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定
める金額をいう。）の合計額については、この
限りでない。
一 当該連結欠損金額のうちに特定連結欠損金額
が含まれる場合 次に掲げる金額の合計額（当
該合計額が次号に定める金額に満たない場合
には、同号に定める金額）
イ 当該特定連結欠損金額に係る特定連結欠損
金個別帰属額を有する各連結法人の当該特
定連結欠損金個別帰属額が当該各連結事業
年度の当該各連結法人の控除対象個別所得
金額（当該連結欠損金額につき本文の規定
を適用せず、かつ、個別損金額を計算する
場合の第六十二条の五第五項（現物分配に
よる資産の譲渡）の規定を適用しないもの
として計算した場合における第八十一条の
十八第一項（連結法人税個別帰属額の計
算）に規定する個別所得金額をいい、当該
特定連結欠損金個別帰属額の生じた連結事
業年度前の連結事業年度において生じた連
結欠損金額に相当する金額で本文の規定に
より当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるもののうち
当該連結法人に帰せられる金額がある場合
には、当該帰せられる金額に相当する金額
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より当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるもののうち
当該連結法人に帰せられる金額がある場合
には、当該帰せられる金額に相当する金額
を控除した金額とする。ロにおいて同
じ。）を超える場合のその超える部分の金
額の合計額
ロ 当該連結欠損金額から当該特定連結欠損金
額を控除した金額が当該連結欠損金額につ
き本文の規定を適用せず、かつ、個別損金
額を計算する場合の第六十二条の五第五項
の規定を適用しないものとして計算した場
合における当該各連結事業年度の連結所得
の金額（当該連結欠損金額の生じた連結事
業年度前の連結事業年度において生じた連
結欠損金額に相当する金額で本文の規定に
より当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるものがある
場合には、当該損金の額に算入される金額
を控除した金額。次号において「控除前連
結所得金額」という。）から当該特定連結
欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額
を有する各連結法人の特定連結欠損金個別
控除額（当該特定連結欠損金個別帰属額と
当該各連結事業年度の控除対象個別所得金
額とのうちいずれか少ない金額をいう。）
の合計額を控除した金額を超える場合のそ
の超える部分の金額

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該連結欠損金
額が控除前連結所得金額を超える場合のその
超える部分の金額

２ 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に
掲げる場合に該当するときは、その該当するこ
ととなつた日の属する連結事業年度以後の各連
結事業年度における同項の規定の適用について
は、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定
める連結事業年度において生じた連結欠損金額
とみなす。
一 当該連結親法人又は連結子法人（第六十一条
の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資
産の時価評価損益）又は第六十一条の十二第
一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時
価評価損益）に掲げるものに限る。以下この
項において「特定連結子法人」という。）に
イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠
損金個別帰属額（第四条の三第十項又は第十
一項（連結納税の承認の申請）の規定の適用
を受けるこれらの規定に規定する他の内国法
人であつた特定連結子法人に係るイに掲げる
欠損金額にあつては、当該欠損金額の生じた
事業年度において青色申告書である確定申告
書（イに規定する災害損失欠損金額にあつて
は、第五十八条第四項（青色申告書を提出し
なかつた事業年度の災害による損失金の繰越

を控除した金額とする。ロにおいて同
じ。）を超える場合のその超える部分の金
額の合計額
ロ 当該連結欠損金額から当該特定連結欠損金
額を控除した金額が当該連結欠損金額につ
き本文の規定を適用せず、かつ、個別損金
額を計算する場合の第六十二条の五第五項
の規定を適用しないものとして計算した場
合における当該各連結事業年度の連結所得
の金額（当該連結欠損金額の生じた連結事
業年度前の連結事業年度において生じた連
結欠損金額に相当する金額で本文の規定に
より当該各連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入されるものがある
場合には、当該損金の額に算入される金額
を控除した金額。次号において「控除前連
結所得金額」という。）から当該特定連結
欠損金額に係る特定連結欠損金個別帰属額
を有する各連結法人の特定連結欠損金個別
控除額（当該特定連結欠損金個別帰属額と
当該各連結事業年度の控除対象個別所得金
額とのうちいずれか少ない金額をいう。）
の合計額を控除した金額を超える場合のそ
の超える部分の金額

二 前号に掲げる場合以外の場合 当該連結欠損金
額が控除前連結所得金額を超える場合のその
超える部分の金額

２ 前項の連結親法人又は連結子法人が次の各号に
掲げる場合に該当するときは、その該当するこ
ととなつた日の属する連結事業年度以後の各連
結事業年度における同項の規定の適用について
は、当該各号に定める欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額は、当該欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額が生じた連結事業年度として政令で定
める連結事業年度において生じた連結欠損金額
とみなす。
一 当該連結親法人又は連結子法人（第六十一条
の十一第一項各号（連結納税の開始に伴う資
産の時価評価損益）又は第六十一条の十二第
一項各号（連結納税への加入に伴う資産の時
価評価損益）に掲げるものに限る。以下この
項において「特定連結子法人」という。）に
イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額がある場合 当該欠損金額又は連結欠
損金個別帰属額（第四条の三第十項又は第十
一項（連結納税の承認の申請）の規定の適用
を受けるこれらの規定に規定する他の内国法
人であつた特定連結子法人に係るイに掲げる
欠損金額にあつては、当該欠損金額の生じた
事業年度において青色申告書である確定申告
書（イに規定する災害損失欠損金額にあつて
は、第五十八条第四項（青色申告書を提出し
なかつた事業年度の災害による損失金の繰越
し）に規定する損失の額の計算に関する明細
を記載した確定申告書）を提出していること
その他の政令で定める要件を満たしているも
のに限る。）
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し）に規定する損失の額の計算に関する明細
を記載した確定申告書）を提出していること
その他の政令で定める要件を満たしているも
のに限る。）
イ 最初連結事業年度（各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課される最初の連結
事業年度をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。）開始の日前七年以内に開始し
た当該連結親法人又は特定連結子法人（ロ
に規定する特定連結子法人を除く。）の各
事業年度において生じた第五十七条第一項
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金
の繰越し）に規定する欠損金額（同条第二
項又は第五項の規定により欠損金額とみな
されたものを含み、同条第四項又は第八項
の規定によりないものとされたものを除
く。）又は第五十八条第一項に規定する災
害損失欠損金額（同条第二項の規定により
同条第一項に規定する災害損失欠損金額と
みなされたものを含み、同条第三項の規定
によりないものとされたものを除く。）
ロ 最初連結事業年度開始の日前七年以内に開
始した当該特定連結子法人（当該開始の日
の前日が連結事業年度終了の日であるもの
に限る。）の各連結事業年度において生じ
た当該特定連結子法人の連結欠損金個別帰
属額

二 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法
人とする適格合併（被合併法人が当該連結親
法人との間に連結完全支配関係がない法人
（連結完全支配関係がある法人に準ずる法人
として政令で定める法人を除き、特定連結子
法人で最初連結事業年度が終了していないも
のを含む。）であるものに限る。以下この号
において同じ。）が行われた場合又は当該連
結親法人との間に完全支配関係（当該連結親
法人による完全支配関係又は第二条第十二号
の七の六（定義）に規定する相互の関係に限
る。）がある他の内国法人で当該連結親法人
若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出
資の全部若しくは一部を有するもの（当該連
結親法人との間に連結完全支配関係がないも
のにあつては連結完全支配関係がある法人に
準ずる法人として政令で定める内国法人を除
き、当該連結親法人との間に連結完全支配関
係があるものにあつては特定連結子法人で最
初連結事業年度が終了していないものに限
る。）の残余財産が確定した場合 次のイ又は
ロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属
額（当該他の内国法人に株主等が二以上ある
場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式
又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、
これに当該連結親法人又は連結子法人の有す
る当該他の内国法人の株式又は出資の数又は
金額を乗じて計算した金額）

イ 最初連結事業年度（各連結事業年度の連結
所得に対する法人税を課される最初の連結
事業年度をいう。以下この項及び次項にお
いて同じ。）開始の日前七年以内に開始し
た当該連結親法人又は特定連結子法人（ロ
に規定する特定連結子法人を除く。）の各
事業年度において生じた第五十七条第一項
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金
の繰越し）に規定する欠損金額（同条第二
項又は第五項の規定により欠損金額とみな
されたものを含み、同条第四項又は第八項
の規定によりないものとされたものを除
く。）又は第五十八条第一項に規定する災
害損失欠損金額（同条第二項の規定により
同条第一項に規定する災害損失欠損金額と
みなされたものを含み、同条第三項の規定
によりないものとされたものを除く。）
ロ 最初連結事業年度開始の日前七年以内に開
始した当該特定連結子法人（当該開始の日
の前日が連結事業年度終了の日であるもの
に限る。）の各連結事業年度において生じ
た当該特定連結子法人の連結欠損金個別帰
属額

二 当該連結親法人若しくは連結子法人を合併法
人とする適格合併（被合併法人が当該連結親
法人との間に連結完全支配関係がない法人
（連結完全支配関係がある法人に準ずる法人
として政令で定める法人を除き、特定連結子
法人で最初連結事業年度が終了していないも
のを含む。）であるものに限る。以下この号
において同じ。）が行われた場合又は当該連
結親法人との間に完全支配関係（当該連結親
法人による完全支配関係又は第二条第十二号
の七の六（定義）に規定する相互の関係に限
る。）がある他の内国法人で当該連結親法人
若しくは連結子法人が発行済株式若しくは出
資の全部若しくは一部を有するもの（当該連
結親法人との間に連結完全支配関係がないも
のにあつては連結完全支配関係がある法人に
準ずる法人として政令で定める内国法人を除
き、当該連結親法人との間に連結完全支配関
係があるものにあつては特定連結子法人で最
初連結事業年度が終了していないものに限
る。）の残余財産が確定した場合 次のイ又は
ロに掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属
額（当該他の内国法人に株主等が二以上ある
場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額を当該他の内国法人の発行済株式又は
出資（当該他の内国法人が有する自己の株式
又は出資を除く。）の総数又は総額で除し、
これに当該連結親法人又は連結子法人の有す
る当該他の内国法人の株式又は出資の数又は
金額を乗じて計算した金額）
イ 当該被合併法人又は他の内国法人（それぞ
れロに規定する被合併法人又は他の内国法
人を除く。イにおいて同じ。）の当該適格
合併の日前七年以内に開始し、又は当該残
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イ 当該被合併法人又は他の内国法人（それぞ
れロに規定する被合併法人又は他の内国法
人を除く。イにおいて同じ。）の当該適格
合併の日前七年以内に開始し、又は当該残
余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始
した各事業年度（当該被合併法人又は他の
内国法人が特定連結子法人で最初連結事業
年度が終了していないものである場合に
は、当該連結親法人との間に連結完全支配
関係を有することとなつた日前に開始した
事業年度に限る。）において生じた第五十
七条第二項に規定する未処理欠損金額（当
該被合併法人で当該連結親法人若しくは連
結子法人（当該適格合併が当該連結親法人
又は連結子法人を設立するものである場合
には、当該適格合併に係る他の被合併法
人。イにおいて同じ。）との間に支配関係
があるもの又は当該他の内国法人が特定連
結子法人又はこれに準ずる法人として政令
で定める法人に該当しない場合において、
当該適格合併が同条第三項に規定する政令
で定める合併に該当する場合又は当該被合
併法人若しくは他の内国法人と当該連結親
法人若しくは連結子法人との間に当該適格
合併の日の属する連結親法人事業年度（第
十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以
下この条において同じ。）若しくは当該残
余財産の確定の日の翌日の属する連結親法
人事業年度開始の日の五年前の日、当該被
合併法人若しくは他の内国法人の設立の日
若しくは当該連結親法人若しくは連結子法
人の設立の日のうち最も遅い日から継続し
て支配関係がある場合として政令で定める
場合のいずれにも該当しないときは、第五
十七条第三項の規定により当該未処理欠損
金額に含まないものとされる金額を除
く。）又は第五十八条第二項に規定する未
処理災害損失欠損金額
ロ 当該被合併法人（当該適格合併の日の前日
が連結事業年度終了の日であるものに限
る。ロにおいて同じ。）又は当該他の内国
法人（当該残余財産の確定の日が連結事業
年度終了の日であるものに限る。ロにおい
て同じ。）の当該適格合併の日前七年以内
に開始し、又は当該残余財産の確定の日の
翌日前七年以内に開始した各連結事業年度
において生じた当該被合併法人又は他の内
国法人の連結欠損金個別帰属額（当該被合
併法人で当該連結親法人若しくは連結子法
人（当該適格合併が当該連結親法人又は連
結子法人を設立するものである場合には、
当該適格合併に係る他の被合併法人。ロに
おいて同じ。）との間に支配関係があるも
の又は当該他の内国法人が特定連結子法人
又はイに規定する政令で定める法人に該当
しない場合において、当該適格合併が第五

余財産の確定の日の翌日前七年以内に開始
した各事業年度（当該被合併法人又は他の
内国法人が特定連結子法人で最初連結事業
年度が終了していないものである場合に
は、当該連結親法人との間に連結完全支配
関係を有することとなつた日前に開始した
事業年度に限る。）において生じた第五十
七条第二項に規定する未処理欠損金額（当
該被合併法人で当該連結親法人若しくは連
結子法人（当該適格合併が当該連結親法人
又は連結子法人を設立するものである場合
には、当該適格合併に係る他の被合併法
人。イにおいて同じ。）との間に支配関係
があるもの又は当該他の内国法人が特定連
結子法人又はこれに準ずる法人として政令
で定める法人に該当しない場合において、
当該適格合併が同条第三項に規定する政令
で定める合併に該当する場合又は当該被合
併法人若しくは他の内国法人と当該連結親
法人若しくは連結子法人との間に当該適格
合併の日の属する連結親法人事業年度（第
十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以
下この条において同じ。）若しくは当該残
余財産の確定の日の翌日の属する連結親法
人事業年度開始の日の五年前の日、当該被
合併法人若しくは他の内国法人の設立の日
若しくは当該連結親法人若しくは連結子法
人の設立の日のうち最も遅い日から継続し
て支配関係がある場合として政令で定める
場合のいずれにも該当しないときは、第五
十七条第三項の規定により当該未処理欠損
金額に含まないものとされる金額を除
く。）又は第五十八条第二項に規定する未
処理災害損失欠損金額
ロ 当該被合併法人（当該適格合併の日の前日
が連結事業年度終了の日であるものに限
る。ロにおいて同じ。）又は当該他の内国
法人（当該残余財産の確定の日が連結事業
年度終了の日であるものに限る。ロにおい
て同じ。）の当該適格合併の日前七年以内
に開始し、又は当該残余財産の確定の日の
翌日前七年以内に開始した各連結事業年度
において生じた当該被合併法人又は他の内
国法人の連結欠損金個別帰属額（当該被合
併法人で当該連結親法人若しくは連結子法
人（当該適格合併が当該連結親法人又は連
結子法人を設立するものである場合には、
当該適格合併に係る他の被合併法人。ロに
おいて同じ。）との間に支配関係があるも
の又は当該他の内国法人が特定連結子法人
又はイに規定する政令で定める法人に該当
しない場合において、当該適格合併が第五
十七条第三項に規定する政令で定める合併
に該当する場合又は当該被合併法人若しく
は他の内国法人と当該連結親法人若しくは
連結子法人との間にイに規定する最も遅い
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十七条第三項に規定する政令で定める合併
に該当する場合又は当該被合併法人若しく
は他の内国法人と当該連結親法人若しくは
連結子法人との間にイに規定する最も遅い
日から継続して支配関係がある場合として
政令で定める場合のいずれにも該当しない
ときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち
同項の規定により未処理欠損金額に含まな
いものとされる金額に相当する金額として
政令で定める金額を除く。）

３ 第一項に規定する特定連結欠損金額とは、前項
の規定により連結欠損金額とみなされる金額の
うち次の各号に掲げる金額をいい、第一項に規
定する特定連結欠損金個別帰属額とは、当該各
号に掲げる金額に係る連結欠損金個別帰属額を
いう。
一 前項第一号に規定する特定連結子法人に係る
同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰
属額（当該特定連結子法人が同号の連結親法
人の最初連結事業年度開始の日の五年前の日
から当該開始の日までの間に行われた株式移
転に係る株式移転完全子法人であつたものの
うちその発行済株式の全部が当該株式移転に
より設立された株式移転完全親法人であつた
当該連結親法人によつて当該株式移転の日か
ら当該開始の日まで継続して保有されている
もの（他の法人に支配されているものとして
政令で定めるものを除く。次号において「連
結親法人同等法人」という。）である場合に
は、イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損
金個別帰属額を除く。）
イ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特
定連結子法人の各事業年度（当該株式移転
が適格株式移転に該当しないものである場
合には、当該各事業年度のうち当該株式移
転の日の属する事業年度前の事業年度を除
く。）において生じた前項第一号イに掲げ
る欠損金額
ロ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特
定連結子法人（当該開始の日に当該株式移
転（適格株式移転に限る。）が行われたこ
とに基因して第四条の五第二項（連結納税
の承認の取消し等）の規定により第四条の
二（連結納税義務者）の承認が取り消され
た連結親法人であつたものに限る。）のそ
の承認に係る各連結事業年度において生じ
た前項第一号ロに掲げる連結欠損金個別帰
属額

二 前項第二号の連結親法人若しくは連結子法人
を合併法人とする同号に規定する適格合併に
係る同号の被合併法人又は当該連結親法人と
の間に完全支配関係がある同号に規定する他
の内国法人に係る同号に定める欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額（当該被合併法人又は
他の内国法人が連結親法人同等法人である場
合には、同号イ又はロに掲げる欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額に前号イ又はロに掲げ

日から継続して支配関係がある場合として
政令で定める場合のいずれにも該当しない
ときは、当該連結欠損金個別帰属額のうち
同項の規定により未処理欠損金額に含まな
いものとされる金額に相当する金額として
政令で定める金額を除く。）

３ 第一項に規定する特定連結欠損金額とは、前項
の規定により連結欠損金額とみなされる金額の
うち次の各号に掲げる金額をいい、第一項に規
定する特定連結欠損金個別帰属額とは、当該各
号に掲げる金額に係る連結欠損金個別帰属額を
いう。
一 前項第一号に規定する特定連結子法人に係る
同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰
属額（当該特定連結子法人が同号の連結親法
人の最初連結事業年度開始の日の五年前の日
から当該開始の日までの間に行われた株式移
転に係る株式移転完全子法人であつたものの
うちその発行済株式の全部が当該株式移転に
より設立された株式移転完全親法人であつた
当該連結親法人によつて当該株式移転の日か
ら当該開始の日まで継続して保有されている
もの（他の法人に支配されているものとして
政令で定めるものを除く。次号において「連
結親法人同等法人」という。）である場合に
は、イ又はロに掲げる欠損金額又は連結欠損
金個別帰属額を除く。）
イ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特
定連結子法人の各事業年度（当該株式移転
が適格株式移転に該当しないものである場
合には、当該各事業年度のうち当該株式移
転の日の属する事業年度前の事業年度を除
く。）において生じた前項第一号イに掲げ
る欠損金額
ロ 当該開始の日前七年以内に開始した当該特
定連結子法人（当該開始の日に当該株式移
転（適格株式移転に限る。）が行われたこ
とに基因して第四条の五第二項（連結納税
の承認の取消し等）の規定により第四条の
二（連結納税義務者）の承認が取り消され
た連結親法人であつたものに限る。）のそ
の承認に係る各連結事業年度において生じ
た前項第一号ロに掲げる連結欠損金個別帰
属額

二 前項第二号の連結親法人若しくは連結子法人
を合併法人とする同号に規定する適格合併に
係る同号の被合併法人又は当該連結親法人と
の間に完全支配関係がある同号に規定する他
の内国法人に係る同号に定める欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額（当該被合併法人又は
他の内国法人が連結親法人同等法人である場
合には、同号イ又はロに掲げる欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額に前号イ又はロに掲げ
る欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を含ま
ないものとして計算した場合の同項第二号に
定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額）

４ 連結法人を合併法人とする合併で当該連結法人
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る欠損金額又は連結欠損金個別帰属額を含ま
ないものとして計算した場合の同項第二号に
定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額）

◆追加◆
４ 次の各号に規定する場合には、連結法人の 当該
各号に掲げる連結事業年度における第一項の規
定の適用については、当該各号に定める連結欠
損金個別帰属額に係る連結欠損金額のうち当該
連結欠損金個別帰属額に相当する金額は、ない
ものとする。
一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人と
する合併を行つた場合の当該合併の日の属す
る連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合
併の日の属する連結親法人事業年度開始の日
前七年以内に開始した各連結事業年度におい
て生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰
属額（当該合併が当該連結子法人との間に連
結完全支配関係がある他の連結法人を合併法
人とする適格合併である場合には、当該連結
欠損金個別帰属額のうち 第五十七条第六項の
規定により同条第一項に規定する欠損金額と
みなされて当該連結子法人の当該合併の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額）
二 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分
割型分割（連結親法人事業年度開始の日に行
うもの及び合併類似適格分割型分割を除
く。）を行つた場合の当該分割型分割の日の
属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当
該分割型分割の日の属する連結親法人事業年
度開始の日前七年以内に開始した各連結事業
年度において生じた当該連結法人の連結欠損
金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定
により同条第一項に規定する欠損金額とみな
されて当該連結法人の当該分割型分割の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額
三 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合
併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合
併類似適格分割型分割の日の属する連結事業
年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格
分割型分割の日の属する連結親法人事業年度
開始の日前七年以内に開始した各連結事業年
度において生じた当該連結法人の連結欠損金
個別帰属額（当該合併類似適格分割型分割が
当該連結法人との間に連結完全支配関係があ
る他の連結法人を分割承継法人とするもので
ある場合には、当該連結欠損金個別帰属額の
うち第五十七条第六項の規定により同条第一
項に規定する欠損金額とみなされて当該連結
法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前
日の属する事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入された金額）
四 連結親法人が当該連結親法人との間に連結完
全支配関係がない法人との間で当該連結親法
人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資
法人とする第五十七条第五項に規定する適格

との間に連結完全支配関係がある他の連結法人
を被合併法人とするものが行われた場合（当該
合併の日が連結親法人事業年度開始の日又は当
該他の連結法人が連結親法人との間に連結完全
支配関係を有することとなつた日である場合を
除く。）又は当該連結法人との間に連結完全支
配関係がある他の連結法人で当該連結法人が発
行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有
するものの残余財産が確定した場合（当該残余
財産の確定の日が連結親法人事業年度終了の日
である場合を除く。）において、これらの他の
連結法人の当該合併の日の前日又は当該残余財
産の確定の日の属する事業年度において生じた
欠損金額があるときは、当該欠損金額に相当す
る金額（当該残余財産が確定した他の連結法人
に株主等が二以上ある場合には、当該欠損金額
に相当する金額を当該他の連結法人の発行済株
式又は出資（当該他の連結法人が有する自己の
株式又は出資を除く。）の総数又は総額で除
し、これに当該連結法人の有する当該他の連結
法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算
した金額）は、当該連結法人の当該合併の日の
属する連結事業年度又は当該残余財産の確定の
日の翌日の属する連結事業年度の連結所得の金
額の計算上、損金の額に算入する。
５ ◆削除◆連結法人の 次の各号に掲げる連結事業
年度における第一項の規定の適用については、
当該各号に定める連結欠損金個別帰属額に係る
連結欠損金額のうち当該連結欠損金個別帰属額
に相当する金額は、ないものとする。
一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人と
する合併を行つた場合の当該合併の日の属す
る連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合
併の日の属する連結親法人事業年度開始の日
前七年以内に開始した各連結事業年度におい
て生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰
属額（当該合併が当該連結子法人との間に連
結完全支配関係がある他の連結法人を合併法
人とする適格合併である場合には、当該連結
欠損金個別帰属額のうち 第五十七条第五項の
規定により同条第一項に規定する欠損金額と
みなされて当該連結子法人の当該合併の日の
前日の属する事業年度の所得の金額の計算上
損金の額に算入された金額）
二 連結子法人の残余財産が確定した場合のその
残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業
年度以後の各連結事業年度 当該残余財産の確
定の日の翌日の属する連結親法人事業年度開
始の日前七年以内に開始した各連結事業年度
において生じた当該連結子法人の連結欠損金
個別帰属額のうち第五十七条第五項の規定に
より同条第一項に規定する欠損金額とみなさ
れて当該連結子法人の当該残余財産の確定の
日の属する事業年度の所得の金額の計算上損
金の額に算入された金額
三 連結親法人又は連結子法人を合併法人等（合
併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は
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合併等（同項に規定する政令で定めるものを
除く。以下この号において「適格合併等」と
いう。）を行つた場合（当該適格合併等に係
る被合併法人、分割法人又は現物出資法人と
なる法人との間に当該適格合併等の日の属す
る連結親法人事業年度開始の日の五年前の日
以後に生じた同条第三項に規定する特定資本
関係がある場合に限る。）の当該連結親法人
事業年度終了の日の属する連結事業年度以後
の各連結事業年度 当該開始の日前七年以内に
開始した各連結事業年度において生じた当該
連結親法人の連結欠損金個別帰属額を同条第
五項に規定する欠損金額とみなした場合に同
項の規定によりないものとされる金額に相当
する金額として政令で定める金額
五 連結子法人が 解散（合併による解散及び合併
類似適格分割型分割後の解散を除く。）をし
た場合の当該 解散の日の翌日の属する連結事
業年度以後の各連結事業年度 当該 解散の日の
翌日の属する連結親法人事業年度開始の日前
七年以内に開始した各連結事業年度において
生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属
額
六 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親
法人による連結完全支配関係を有しなくなつ
た場合（前各号に規定する場合 ◆追加◆を除
く。）のその有しなくなつた日の属する連結
事業年度以後の各連結事業年度 その有しなく
なつた日の属する連結親法人事業年度開始の
日前七年以内に開始した各連結事業年度にお
いて生じた当該連結子法人の連結欠損金個別
帰属額

５ 第二項、第三項及び前項に規定する連結欠損金
個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法
人に帰せられる金額として政令で定める金額を
いう。
６ 第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損
金額の生じた連結事業年度（第二項第一号に定
める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項
の規定により連結欠損金額とみなされたものに
あつては同号イに規定する最初連結事業年度と
し、同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損
金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額
とみなされたものにあつては同号に規定する適
格合併の日の属する連結事業年度又は同号の残
余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度
とする。）について連結確定申告書を提出し、
かつ、その後において連続して連結確定申告書
を提出している場合に限り、適用する。
７ 第一項の規定により損金の額に算入される金額
のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その
他同項から 第四項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

被現物分配法人をいう。）とし、当該連結親
法人との間に連結完全支配関係がない法人
（当該連結親法人又は連結子法人との間に支
配関係があるものに限るものとし、連結完全
支配関係がある法人に準ずる法人として政令
で定める法人を除く。以下この号において
「非連結法人」という。）を被合併法人等
（被合併法人、分割法人、現物出資法人又は
現物分配法人をいう。）とする第五十七条第
四項に規定する適格組織再編成等（同項に規
定する政令で定めるものを除く。以下この号
において「適格組織再編成等」という。）が
行われた場合（当該適格組織再編成等の日
（当該適格組織再編成等が残余財産の全部の
分配である場合には、その残余財産の確定の
日の翌日）の属する連結親法人事業年度開始
の日の五年前の日、当該連結親法人若しくは
連結子法人の設立の日又は当該非連結法人の
設立の日のうち最も遅い日から継続して当該
連結親法人又は連結子法人と当該非連結法人
との間に支配関係がある場合として政令で定
める場合を除く。）の当該連結親法人事業年
度終了の日の属する連結事業年度以後の各連
結事業年度 当該開始の日前七年以内に開始し
た各連結事業年度において生じた当該連結親
法人又は連結子法人の連結欠損金個別帰属額
を同項に規定する欠損金額とみなした場合に
同項の規定によりないものとされる金額に相
当する金額として政令で定める金額
◆削除◆
四 連結子法人が 破産手続開始の決定により解
散をした場合の当該 破産手続開始の決定の日
の翌日の属する連結事業年度以後の各連結事
業年度 当該 破産手続開始の決定の日の翌日の
属する連結親法人事業年度開始の日前七年以
内に開始した各連結事業年度において生じた
当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額
五 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親
法人による連結完全支配関係を有しなくなつ
た場合（前各号に規定する場合 に該当する場
合を除く。）のその有しなくなつた日の属す
る連結事業年度以後の各連結事業年度 その有
しなくなつた日の属する連結親法人事業年度
開始の日前七年以内に開始した各連結事業年
度において生じた当該連結子法人の連結欠損
金個別帰属額

６ 第二項、第三項及び前項に規定する連結欠損金
個別帰属額とは、連結欠損金額のうち各連結法
人に帰せられる金額として政令で定める金額を
いう。
７ 第一項の規定は、同項の連結親法人が連結欠損
金額の生じた連結事業年度（第二項第一号に定
める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額で同項
の規定により連結欠損金額とみなされたものに
あつては同号イに規定する最初連結事業年度と
し、同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損
金個別帰属額で同項の規定により連結欠損金額
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とみなされたものにあつては同号に規定する適
格合併の日の属する連結事業年度又は同号の残
余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度
とする。）について連結確定申告書を提出し、
かつ、その後において連続して連結確定申告書
を提出している場合に限り、適用する。
８ 第一項の規定により損金の額に算入される金額
のうち各連結法人に帰せられる金額の計算その
他同項から 第五項までの規定の適用に関し必要
な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人
の連結欠損金の繰越しの不適用）
第八十一条の九の二 連結親法人で他の者との間に
当該他の者による特定支配関係（第五十七条の
二第一項（特定株主等によつて支配された欠損
等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する
特定支配関係をいう。）を有することとなつた
もの及び当該連結親法人との間に連結完全支配
関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関
係を有することとなつた日（以下この項におい
て「支配日」という。）の属する連結事業年度
（以下この項において「特定支配連結事業年
度」という。）において当該特定支配連結事業
年度前の各連結事業年度において生じた連結欠
損金額（前条第二項の規定により連結欠損金額
とみなされたものを含むものとし、同条第一項
の規定の適用があるものに限る。以下この項に
おいて同じ。）又は評価損資産（当該連結親法
人又は連結子法人が当該支配日において有する
資産のうち当該支配日における価額がその帳簿
価額に満たないものとして政令で定めるものを
いう。）を有するもの（連結親法人又は政令で
定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連
結所得に対する法人税を課される最初の連結事
業年度開始の日の前日において第五十七条の二
第一項に規定する欠損等法人（ 第三項及び第四
項において「欠損等法人」という。）その他こ
れに準ずる政令で定める法人であつたもの（以
下この項において「連結前欠損等法人」とい
う。）を含む。以下この条において「欠損等連
結法人」という。）が、当該支配日（連結前欠
損等法人にあつては、支配日に準ずる日として
政令で定める日。次項第一号において「特定支
配日」という。）以後五年を経過した日の前日
までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由
に相当するものとして政令で定める事由に該当
する場合には、その該当することとなつた日と
して政令で定める日（次項 ◆追加◆において
「該当日」という。）の属する連結事業年度
（以下この条において「適用連結事業年度」と
いう。）以後の各連結事業年度においては、当
該適用連結事業年度前の各連結事業年度におい
て生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額

（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人
の連結欠損金の繰越しの不適用）
第八十一条の九の二 連結親法人で他の者との間に
当該他の者による特定支配関係（第五十七条の
二第一項（特定株主等によつて支配された欠損
等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する
特定支配関係をいう。）を有することとなつた
もの及び当該連結親法人との間に連結完全支配
関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関
係を有することとなつた日（以下この項におい
て「支配日」という。）の属する連結事業年度
（以下この項において「特定支配連結事業年
度」という。）において当該特定支配連結事業
年度前の各連結事業年度において生じた連結欠
損金額（前条第二項の規定により連結欠損金額
とみなされたものを含むものとし、同条第一項
の規定の適用があるものに限る。以下この項に
おいて同じ。）又は評価損資産（当該連結親法
人又は連結子法人が当該支配日において有する
資産のうち当該支配日における価額がその帳簿
価額に満たないものとして政令で定めるものを
いう。）を有するもの（連結親法人又は政令で
定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連
結所得に対する法人税を課される最初の連結事
業年度開始の日の前日において第五十七条の二
第一項に規定する欠損等法人（ 第四項及び第五
項において「欠損等法人」という。）その他こ
れに準ずる政令で定める法人であつたもの（以
下この項において「連結前欠損等法人」とい
う。）を含む。以下この条において「欠損等連
結法人」という。）が、当該支配日（連結前欠
損等法人にあつては、支配日に準ずる日として
政令で定める日。次項第一号において「特定支
配日」という。）以後五年を経過した日の前日
までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由
に相当するものとして政令で定める事由に該当
する場合には、その該当することとなつた日と
して政令で定める日（次項 及び第三項において
「該当日」という。）の属する連結事業年度
（以下この条において「適用連結事業年度」と
いう。）以後の各連結事業年度においては、当
該適用連結事業年度前の各連結事業年度におい
て生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額
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に相当する金額については、前条第一項の規定
は、適用しない。
２ 欠損等連結法人 である連結親法人が該当日（第
五十七条の二第一項に規定する該当日を含
む。）以後に合併、分割又は現物出資を行う場
合には、次の各号に掲げる未処理欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額（前条第五項に規定する
連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条にお
いて同じ。）については、それぞれ当該各号に
定める規定は、適用しない。
一 当該連結親法人 が当該連結親法人との間に第
四条の二（連結納税義務者）に規定する完全
支配関係がない法人（以下この号及び第四項
において「非支配法人」という。）との間で
当該連結親法人を前条第二項第三号に規定す
る合併法人等（第四項において「合併法人
等」という。）とする同号に規定する適格合
併等（以下この号及び第四項において「適格
合併等」という。）を行う場合における当該
適格合併等に係る被合併法人又は分割法人
（第四項において「被合併法人等」とい
う。）である非支配法人の当該適格合併等の
日の前日の属する事業年度又は連結事業年度
以前の各事業年度又は各連結事業年度におい
て生じた 同条第二項第三号イに規定する未処
理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個
別帰属額（当該 適格合併等が当該連結親法人
の適用事業年度（第五十七条の二第一項に規
定する適用事業年度をいう。以下この条にお
いて同じ。）又は適用連結事業年度開始の日
以後三年を経過する日（その経過する日が特
定支配日以後五年を経過する日後となる場合
にあつては、同日 ◆追加◆）後に行われるも
のである場合には、当該未処理欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じ
た事業年度又は連結事業年度開始の日が当該
適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日
前であるものに限る。） 前条第二項
二 当該連結親法人が当該連結親法人との間に連
結完全支配関係がない法人との間で当該連結
親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物
出資法人とする前条第四項第四号に規定する
適格合併等を行う場合における当該連結親法
人の適用連結事業年度前の各連結事業年度に
おいて生じた連結欠損金個別帰属額 同項

◆追加◆
３ 前条第二項の連結親法人又は 同項第二号に規定
する連結子法人が、同項第一号に規定する 最初
連結親法人事業年度開始の日の前日において欠
損等法人又は欠損等連結法人である場合には、
当該連結親法人 又は連結子法人の適用事業年度
又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連
結事業年度において生じた 同号に規定する欠損
金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若し
くは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額につ
いては、 同項の規定は、適用しない。
４ 前条第二項の連結親法人が欠損等法人又は欠損

に相当する金額については、前条第一項の規定
は、適用しない。
２ 欠損等連結法人 である連結親法人又は連結子法
人と他の法人との間で該当日（第五十七条の二
第一項に規定する該当日を含む。）以後に合
併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各
号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額（前条第五項に規定する連結欠損金個別
帰属額をいう。以下この条において同じ。）に
ついては、それぞれ当該各号に定める規定は、
適用しない。
一 当該連結親法人 又は連結子法人を合併法人と
する前条第二項第二号に規定する適格合併が
行われる場合における当該適格合併に係る被
合併法人の当該適格合併の日の前日の属する
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度
又は各連結事業年度において生じた 同号イに
規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる
連結欠損金個別帰属額（当該 適格合併が当該
連結親法人の適用事業年度（第五十七条の二
第一項に規定する適用事業年度をいう。以下
この条において同じ。）又は適用連結事業年
度開始の日以後三年を経過する日（その経過
する日が特定支配日以後五年を経過する日後
となる場合にあつては、同日 。次項において
「三年経過日」という。）後に行われるもの
である場合には、当該未処理欠損金額又は連
結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた
事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適
用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前
であるものに限る。） 前条第二項
二 当該連結親法人が当該連結親法人との間に連
結完全支配関係がない法人との間で当該連結
親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物
出資法人とする前条第四項第四号に規定する
適格合併等を行う場合における当該連結親法
人の適用連結事業年度前の各連結事業年度に
おいて生じた連結欠損金個別帰属額 同項

３ 欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結
法人との間に前条第二項第二号に規定する完全
支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人
が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する
ものの残余財産が確定する場合における当該内
国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業
年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各
連結事業年度において生じた同号イに規定する
未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金
個別帰属額（当該残余財産の確定の日が当該欠
損等連結法人の三年経過日以後である場合に
は、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰
属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結
事業年度開始の日が当該欠損等連結法人の適用
事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であ
るものに限る。）については、同項の規定は、
当該欠損等連結法人については、適用しない。
４ 前条第二項の連結親法人又は 同項第一号に規定
する特定連結子法人（以下この項において「特
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等連結法人である非支配法人との間で当該連結
親法人を合併法人等とする適格合併等を行う場
合には、当該適格合併等に係る被合併法人等で
ある当該非支配法人の適用事業年度又は適用連
結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度
において生じた同項第三号イに規定する未処理
欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰
属額については、同項の規定は、適用しない。
◆追加◆
５ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

定連結子法人」という。）が、同号イに規定す
る 最初連結事業年度開始の日の前日において欠
損等法人又は欠損等連結法人である場合には、
当該連結親法人 又は特定連結子法人の適用事業
年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は
各連結事業年度において生じた 同号イに規定す
る欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別
帰属額については、 同条第二項の規定は、適用
しない。
◆削除◆
５ 前条第二項の連結親法人若しくは連結子法人と
欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当
該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人と
する同項第二号に規定する適格合併が行われる
場合又は同項の連結親法人との間に同号に規定
する完全支配関係がある同号に規定する他の内
国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法
人の残余財産が確定する場合には、これらの欠
損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又
は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結
事業年度において生じた同号イに規定する未処
理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別
帰属額については、同項の規定は、適用しな
い。
６ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人
の連結欠損金の繰越しの不適用）
第八十一条の九の二 連結親法人で他の者との間に
当該他の者による特定支配関係（第五十七条の
二第一項（特定株主等によつて支配された欠損
等法人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する
特定支配関係をいう。）を有することとなつた
もの及び当該連結親法人との間に連結完全支配
関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関
係を有することとなつた日（以下この項におい
て「支配日」という。）の属する連結事業年度
（以下この項において「特定支配連結事業年
度」という。）において当該特定支配連結事業
年度前の各連結事業年度において生じた連結欠
損金額（前条第二項の規定により連結欠損金額
とみなされたものを含むものとし、同条第一項
の規定の適用があるものに限る。以下この項に
おいて同じ。）又は評価損資産（当該連結親法
人又は連結子法人が当該支配日において有する
資産のうち当該支配日における価額がその帳簿
価額に満たないものとして政令で定めるものを
いう。）を有するもの（連結親法人又は政令で
定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連
結所得に対する法人税を課される最初の連結事
業年度開始の日の前日において第五十七条の二
第一項に規定する欠損等法人（第四項及び第五
項において「欠損等法人」という。）その他こ

（特定株主等によつて支配された欠損等連結法人
の連結欠損金の繰越しの不適用）
第八十一条の十 連結親法人で他の者との間に当該
他の者による特定支配関係（第五十七条の二第
一項（特定株主等によつて支配された欠損等法
人の欠損金の繰越しの不適用）に規定する特定
支配関係をいう。）を有することとなつたもの
及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係
がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を
有することとなつた日（以下この項において
「支配日」という。）の属する連結事業年度
（以下この項において「特定支配連結事業年
度」という。）において当該特定支配連結事業
年度前の各連結事業年度において生じた連結欠
損金額（前条第二項の規定により連結欠損金額
とみなされたものを含むものとし、同条第一項
の規定の適用があるものに限る。以下この項に
おいて同じ。）又は評価損資産（当該連結親法
人又は連結子法人が当該支配日において有する
資産のうち当該支配日における価額がその帳簿
価額に満たないものとして政令で定めるものを
いう。）を有するもの（連結親法人又は政令で
定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連
結所得に対する法人税を課される最初の連結事
業年度開始の日の前日において第五十七条の二
第一項に規定する欠損等法人（第四項及び第五
項において「欠損等法人」という。）その他こ
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れに準ずる政令で定める法人であつたもの（以
下この項において「連結前欠損等法人」とい
う。）を含む。以下この条において「欠損等連
結法人」という。）が、当該支配日（連結前欠
損等法人にあつては、支配日に準ずる日として
政令で定める日。次項第一号において「特定支
配日」という。）以後五年を経過した日の前日
までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由
に相当するものとして政令で定める事由に該当
する場合には、その該当することとなつた日と
して政令で定める日（次項及び第三項において
「該当日」という。）の属する連結事業年度
（以下この条において「適用連結事業年度」と
いう。）以後の各連結事業年度においては、当
該適用連結事業年度前の各連結事業年度におい
て生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額
に相当する金額については、前条第一項の規定
は、適用しない。
２ 欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法
人と他の法人との間で該当日（第五十七条の二
第一項に規定する該当日を含む。）以後に合
併、分割 又は現物出資を行う場合には、次の各
号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額（ 前条第五項に規定する連結欠損金個別
帰属額をいう。以下この条において同じ。）に
ついては、それぞれ当該各号に定める規定は、
適用しない。
一 当該連結親法人又は連結子法人を合併法人と
する前条第二項第二号に規定する適格合併が
行われる場合における当該適格合併に係る被
合併法人の当該適格合併の日の前日の属する
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度
又は各連結事業年度において生じた同号イに
規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる
連結欠損金個別帰属額（当該適格合併が当該
連結親法人の適用事業年度（第五十七条の二
第一項に規定する適用事業年度をいう。以下
この条において同じ。）又は適用連結事業年
度開始の日以後三年を経過する日（その経過
する日が特定支配日以後五年を経過する日後
となる場合にあつては、同日。次項において
「三年経過日」という。）後に行われるもの
である場合には、当該未処理欠損金額又は連
結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた
事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適
用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前
であるものに限る。） 前条第二項
二 当該連結親法人 が当該連結親法人との間に連
結完全支配関係がない法人との間で当該連結
親法人を合併法人、分割承継法人 又は被現物
出資法人とする 前条第四項第四号に規定する
適格合併等を行う場合における当該連結親法
人 ◆追加◆の適用連結事業年度前の各連結事
業年度において生じた連結欠損金個別帰属額
同項

３ 欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結
法人との間に前条第二項第二号に規定する完全

れに準ずる政令で定める法人であつたもの（以
下この項において「連結前欠損等法人」とい
う。）を含む。以下この条において「欠損等連
結法人」という。）が、当該支配日（連結前欠
損等法人にあつては、支配日に準ずる日として
政令で定める日。次項第一号において「特定支
配日」という。）以後五年を経過した日の前日
までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由
に相当するものとして政令で定める事由に該当
する場合には、その該当することとなつた日と
して政令で定める日（次項及び第三項において
「該当日」という。）の属する連結事業年度
（以下この条において「適用連結事業年度」と
いう。）以後の各連結事業年度においては、当
該適用連結事業年度前の各連結事業年度におい
て生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額
に相当する金額については、前条第一項の規定
は、適用しない。
２ 欠損等連結法人である連結親法人又は連結子法
人と他の法人との間で該当日（第五十七条の二
第一項に規定する該当日を含む。）以後に合
併、分割 、現物出資又は第二条第十二号の六
（定義）に規定する現物分配が行われる場合に
は、次の各号に掲げる未処理欠損金額又は連結
欠損金個別帰属額（ 前条第六項に規定する連結
欠損金個別帰属額をいう。以下この条において
同じ。）については、それぞれ当該各号に定め
る規定は、適用しない。
一 当該連結親法人又は連結子法人を合併法人と
する前条第二項第二号に規定する適格合併が
行われる場合における当該適格合併に係る被
合併法人の当該適格合併の日の前日の属する
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度
又は各連結事業年度において生じた同号イに
規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる
連結欠損金個別帰属額（当該適格合併が当該
連結親法人の適用事業年度（第五十七条の二
第一項に規定する適用事業年度をいう。以下
この条において同じ。）又は適用連結事業年
度開始の日以後三年を経過する日（その経過
する日が特定支配日以後五年を経過する日後
となる場合にあつては、同日。次項において
「三年経過日」という。）後に行われるもの
である場合には、当該未処理欠損金額又は連
結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた
事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適
用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前
であるものに限る。） 前条第二項
二 当該連結親法人 又は連結子法人を合併法人、
分割承継法人 、被現物出資法人又は被現物分
配法人とする 前条第五項第三号に規定する 適
格組織再編成等が行われる場合における当該
連結親法人 又は連結子法人の適用連結事業年
度前の各連結事業年度において生じた連結欠
損金個別帰属額 同項

３ 欠損等連結法人の該当日以後に当該欠損等連結
法人との間に前条第二項第二号に規定する完全
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支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人
が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する
ものの残余財産が確定する場合における当該内
国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業
年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各
連結事業年度において生じた同号イに規定する
未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金
個別帰属額（当該残余財産の確定の日が当該欠
損等連結法人の三年経過日以後である場合に
は、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰
属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結
事業年度開始の日が当該欠損等連結法人の適用
事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であ
るものに限る。）については、同項の規定は、
当該欠損等連結法人については、適用しない。
４ 前条第二項の連結親法人又は同項第一号に規定
する特定連結子法人（以下この項において「特
定連結子法人」という。）が、同号イに規定す
る最初連結事業年度開始の日の前日において欠
損等法人又は欠損等連結法人である場合には、
当該連結親法人又は特定連結子法人の適用事業
年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は
各連結事業年度において生じた同号イに規定す
る欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別
帰属額については、同条第二項の規定は、適用
しない。
５ 前条第二項の連結親法人若しくは連結子法人と
欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当
該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人と
する同項第二号に規定する適格合併が行われる
場合又は同項の連結親法人との間に同号に規定
する完全支配関係がある同号に規定する他の内
国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法
人の残余財産が確定する場合には、これらの欠
損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又
は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結
事業年度において生じた同号イに規定する未処
理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別
帰属額については、同項の規定は、適用しな
い。
６ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

支配関係がある内国法人で当該欠損等連結法人
が発行済株式又は出資の全部又は一部を有する
ものの残余財産が確定する場合における当該内
国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業
年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各
連結事業年度において生じた同号イに規定する
未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金
個別帰属額（当該残余財産の確定の日が当該欠
損等連結法人の三年経過日以後である場合に
は、当該未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰
属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結
事業年度開始の日が当該欠損等連結法人の適用
事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であ
るものに限る。）については、同項の規定は、
当該欠損等連結法人については、適用しない。
４ 前条第二項の連結親法人又は同項第一号に規定
する特定連結子法人（以下この項において「特
定連結子法人」という。）が、同号イに規定す
る最初連結事業年度開始の日の前日において欠
損等法人又は欠損等連結法人である場合には、
当該連結親法人又は特定連結子法人の適用事業
年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は
各連結事業年度において生じた同号イに規定す
る欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別
帰属額については、同条第二項の規定は、適用
しない。
５ 前条第二項の連結親法人若しくは連結子法人と
欠損等法人若しくは欠損等連結法人との間で当
該連結親法人若しくは連結子法人を合併法人と
する同項第二号に規定する適格合併が行われる
場合又は同項の連結親法人との間に同号に規定
する完全支配関係がある同号に規定する他の内
国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法
人の残余財産が確定する場合には、これらの欠
損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又
は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結
事業年度において生じた同号イに規定する未処
理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別
帰属額については、同項の規定は、適用しな
い。
６ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第七目 連結法人間取引の損益
（連結法人間取引の損益の調整）
第八十一条の十 連結法人が各連結事業年度におい
てその有する譲渡損益調整資産（第六十一条の
十三第一項（分割等前事業年度等における連結
法人間取引の損益の調整）に規定する譲渡損益
調整資産をいう。以下この条において同じ。）
を他の連結法人（当該連結法人との間に連結完
全支配関係があるものに限る。次項において同
じ。）に譲渡した場合（適格合併に該当しない
合併又は適格事後設立により合併法人又は被事

◆削除◆ ◆削除◆
◆削除◆
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後設立法人に譲渡損益調整資産を移転した場合
及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡
した場合を除く。）には、当該譲渡損益調整資
産に係る譲渡利益額（当該譲渡に係る対価の額
が原価の額を超える場合における当該超える部
分の金額をいう。次項及び第四項において同
じ。）又は譲渡損失額（当該譲渡に係る原価の
額が対価の額を超える場合における当該超える
部分の金額をいう。次項及び第四項において同
じ。）に相当する金額は、当該連結法人の各連
結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の
額又は益金の額に算入する。
２ 連結法人が他の連結法人に譲渡した譲渡損益調
整資産（その譲渡利益額又は譲渡損失額に相当
する金額につき前項又は第六十一条の十三第一
項の規定の適用を受け、かつ、当該金額のうち
にこの項又は同条第二項の規定により各連結事
業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得
の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入さ
れていない金額があるものに限る。）につき当
該他の連結法人において譲渡、償却、評価換
え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由が
生じた場合その他の政令で定める場合には、当
該譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡
損失額に相当する金額は、政令で定めるところ
により、当該連結法人の各連結事業年度の連結
所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に
算入する。
３ 連結法人が、譲渡損益調整資産を譲渡して第一
項又は第六十一条の十三第一項の規定の適用を
受けている法人（当該連結法人との間に連結完
全支配関係がある連結子法人に限る。）との間
に当該法人を被合併法人又は分割法人とする適
格合併又は第六十一条の十一第一項第五号（連
結納税の開始に伴う資産の時価評価損益）に規
定する合併類似適格分割型分割を行つた場合に
は、当該連結法人が当該譲渡損益調整資産を譲
渡したものとみなして、前項の規定を適用す
る。
４ 連結法人が譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額
又は譲渡損失額に相当する金額につき第一項又
は第六十一条の十三第一項の規定の適用を受
け、かつ、当該金額のうちに第二項又は同条第
二項の規定により各連結事業年度の連結所得の
金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金
の額又は損金の額に算入されていない金額があ
る場合において、当該連結法人が第四条の五第
一項（連結納税の承認の取消し）の規定により
第四条の二（連結納税義務者）の承認を取り消
された場合その他の政令で定める場合に該当す
ることとなつたときは、その算入されていない
金額は、政令で定める連結事業年度の連結所得
の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入
する。
５ 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。
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- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日

第二節 税額の計算
第一款 税率

（各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税
率）
第八十一条の十二 普通法人である連結親法人に対
して課する各連結事業年度の連結所得に対する
法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金
額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額と
する。
２ 前項の場合において、連結親法人のうち、各連
結事業年度終了の時において資本金の額若しく
は出資金の額が一億円以下であるもの又は資本
若しくは出資を有しないもの （保険業法に規定
する相互会社を除く。）の各連結事業年度の連
結所得の金額のうち年八百万円以下の金額につ
いては、同項の規定にかかわらず、百分の二十
二の税率による。
３ 協同組合等である連結親法人に対して課する各
連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の
二十三の税率を乗じて計算した金額とする。
４ 第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に
規定する連結親法人事業年度が一年に満たない
連結親法人に対する第二項の規定の適用につい
ては、同項中「年八百万円」とあるのは、「八
百万円を十二で除し、これに第四項に規定する
連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
５ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
６ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適
用）に規定する受託法人については、第二項の
規定は、適用しない。

第二節 税額の計算
第一款 税率

（各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税
率）
第八十一条の十二 普通法人である連結親法人に対
して課する各連結事業年度の連結所得に対する
法人税の額は、各連結事業年度の連結所得の金
額に百分の三十の税率を乗じて計算した金額と
する。
２ 前項の場合において、連結親法人のうち、各連
結事業年度終了の時において資本金の額若しく
は出資金の額が一億円以下であるもの又は資本
若しくは出資を有しないもの ◆削除◆の各連結
事業年度の連結所得の金額のうち年八百万円以
下の金額については、同項の規定にかかわら
ず、百分の二十二の税率による。
３ 協同組合等である連結親法人に対して課する各
連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
は、各連結事業年度の連結所得の金額に百分の
二十三の税率を乗じて計算した金額とする。
４ 第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に
規定する連結親法人事業年度が一年に満たない
連結親法人に対する第二項の規定の適用につい
ては、同項中「年八百万円」とあるのは、「八
百万円を十二で除し、これに第四項に規定する
連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
５ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
６ 連結親法人のうち各連結事業年度終了の時にお
いて第六十六条第六項各号（各事業年度の所得
に対する法人税の税率）に掲げる法人に該当す
るものについては、第二項の規定は、適用しな
い。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
（連結特定同族会社の特別税率）
第八十一条の十三 連結法人（連結親法人が第六十
七条第一項（特定同族会社の特別税率）に規定
する特定同族会社に該当するものに限る。次項
及び第五項において同じ。）の各連結事業年度
の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合
には、その連結親法人に対して課する各連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条
第一項又は第二項の規定にかかわらず、これら
の規定により計算した法人税の額に、その超え
る部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額
に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した
金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分

（連結特定同族会社の特別税率）
第八十一条の十三 連結法人（連結親法人が第六十
七条第一項（特定同族会社の特別税率）に規定
する特定同族会社に該当するものに限る。次項
及び第五項において同じ。）の各連結事業年度
の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合
には、その連結親法人に対して課する各連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条
第一項又は第二項の規定にかかわらず、これら
の規定により計算した法人税の額に、その超え
る部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額
に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した
金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分
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の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる
金額の合計額（第四項において「連結所得等の
金額」という。）のうち留保した金額から、当
該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第
一項又は第二項の規定により計算した法人税の
額（次条から第八十一条の十七まで（税額控
除）の規定により控除する金額がある場合に
は、当該金額を控除した金額）並びに地方税法
の規定により当該連結事業年度の連結法人税個
別帰属額（第八十一条の十八第一項（連結法人
税の個別帰属額の計算）の規定により同項に規
定する負担額として支出すべき金額又は減少額
として収入すべき金額として計算される金額を
いう。）に調整を加えた金額に係る道府県民税
及び市町村民税（都民税を含む。）の額として
政令で定めるところにより計算した金額の合計
額を控除した金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額（個別益
金額又は個別損金額を計算する場合にこれら
に加算し又は減算する第六十二条第二項（合
併及び分割による資産等の時価による譲渡）
に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額がある
ときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額がな
いものとして計算した金額とする。）
二 第八十一条の三第一項（第二十三条の二（外
国子会社から受ける配当等の益金不算入）の
規定により個別益金額を計算する場合に限
る。）（個別益金額又は個別損金額の益金又
は損金算入）の規定により当該連結事業年度
の連結所得の金額の計算上益金の額に算入さ
れなかつた金額
三 第八十一条の四（連結事業年度における受取
配当等の益金不算入）の規定により当該連結
事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額
に算入されなかつた金額（連結法人が他の連
結法人（当該連結法人との間に連結完全支配
関係があるものに限る。）から受ける第二十
三条第一項（受取配当等の益金不算入）に規
定する配当等の額に係るもののうち政令で定
めるものを除く。）
四 個別益金額を計算する場合の第二十六条第一
項（還付金等の益金不算入）に規定する還付
を受け又は充当される金額（ 同項第一号に係
る部分の金額を除く。）、 同条第二項に規定
する減額された金額及び同条第六項に規定す
る還付を受ける金額並びに第八十一条の五
（連結事業年度における外国税額の還付金の
益金不算入）に規定する減額された部分とし
て政令で定める金額の合計額
五 第八十一条の九（連結欠損金の繰越し）の規
定により当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額並びに個
別損金額を計算する場合の第五十九条第一項
及び第二項（会社更生等による債務免除等が
あつた場合の欠損金の損金算入）に規定する

の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる
金額の合計額（第四項において「連結所得等の
金額」という。）のうち留保した金額から、当
該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第
一項又は第二項の規定により計算した法人税の
額（次条から第八十一条の十七まで（税額控
除）の規定により控除する金額がある場合に
は、当該金額を控除した金額）並びに地方税法
の規定により当該連結事業年度の連結法人税個
別帰属額（第八十一条の十八第一項（連結法人
税の個別帰属額の計算）の規定により同項に規
定する負担額として支出すべき金額又は減少額
として収入すべき金額として計算される金額を
いう。）に調整を加えた金額に係る道府県民税
及び市町村民税（都民税を含む。）の額として
政令で定めるところにより計算した金額の合計
額を控除した金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額（個別益
金額又は個別損金額を計算する場合にこれら
に加算し又は減算する第六十二条第二項（合
併及び分割による資産等の時価による譲渡）
に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額がある
ときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額がな
いものとして計算した金額とする。）
二 第八十一条の三第一項（第二十三条の二（外
国子会社から受ける配当等の益金不算入）の
規定により個別益金額を計算する場合に限
る。）（個別益金額又は個別損金額の益金又
は損金算入）の規定により当該連結事業年度
の連結所得の金額の計算上益金の額に算入さ
れなかつた金額
三 第八十一条の四（連結事業年度における受取
配当等の益金不算入）の規定により当該連結
事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額
に算入されなかつた金額（連結法人が他の連
結法人（当該連結法人との間に連結完全支配
関係があるものに限る。）から受ける第二十
三条第一項（受取配当等の益金不算入）に規
定する配当等の額に係るもののうち政令で定
めるものを除く。）
四 個別益金額を計算する場合の第二十六条第一
項（還付金等の益金不算入）に規定する還付
を受け又は充当される金額（ 同項第一号に掲
げる金額にあつては、第八十一条の三第一項
（第三十八条第一項（法人税額等の損金不算
入）に係る部分に限る。）（個別益金額又は
個別損金額の益金又は損金算入）の規定によ
り当該連結事業年度の連結所得の金額の計算
上損金の額に算入されない法人税の額並びに
当該法人税の額に係る地方税法の規定による
道府県民税及び市町村民税（都民税及びこれ
らの税に係る均等割を含む。）の額に係る部
分の金額を除く。）、 第二十六条第二項に規
定する減額された金額及び同条第六項に規定
する還付を受ける金額並びに第八十一条の五
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合計額に達するまでの金額の合計額
３ 前項に規定する留保した金額の計算について
は、連結親法人又は政令で定める連結子法人に
よる剰余金の配当又は利益の配当（その支払に
係る決議の日がその支払に係る基準日の属する
連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の
属する連結事業年度に係る決算の確定の日まで
の期間内にあるもの（政令で定めるものを除
く。）に限る。）の額（当該剰余金の配当又は
利益の配当が金銭以外の資産によるものである
場合には、当該資産の当該基準日の属する連結
事業年度終了の時における帳簿価額（当該資産
が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後
に取得したものである場合にあつては、その取
得価額）に相当する金額）は、当該基準日の属
する連結事業年度に支払われたものとする。
４ 第一項に規定する連結留保控除額とは、次に掲
げる金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分
の四十に相当する金額
二 年二千万円
三 当該連結事業年度終了の時における連結利益
積立金額（当該連結事業年度の連結所得等の
金額に係る部分の金額を除く。）がその時に
おける連結親法人の資本金の額又は出資金の
額の百分の二十五に相当する金額に満たない
場合におけるその満たない部分の金額に相当
する金額

５ 第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に
規定する連結親法人事業年度が一年に満たない
連結法人に対する第一項及び前項の規定の適用
については、第一項中「年三千万円」とあるの
は「三千万円を十二で除し、これに第五項に規
定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算
した金額」と、「年一億円以下」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人
事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」
と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二
で除し、これに第五項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前
項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十
二で除し、これに次項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
６ 第六十七条第七項及び第八項の規定は、第一項
及び前項の規定を適用する場合について準用す
る。
７ 第二項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第四項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

（連結事業年度における外国税額の還付金の
益金不算入）に規定する減額された部分とし
て政令で定める金額の合計額
五 第八十一条の九（連結欠損金の繰越し）の規
定により当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額並びに個
別損金額を計算する場合の第五十九条第一項
及び第二項（会社更生等による債務免除等が
あつた場合の欠損金の損金算入）に規定する
合計額に達するまでの金額の合計額

３ 前項に規定する留保した金額の計算について
は、連結親法人又は政令で定める連結子法人に
よる剰余金の配当又は利益の配当（その支払に
係る決議の日がその支払に係る基準日の属する
連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の
属する連結事業年度に係る決算の確定の日まで
の期間内にあるもの（政令で定めるものを除
く。）に限る。）の額（当該剰余金の配当又は
利益の配当が金銭以外の資産によるものである
場合には、当該資産の当該基準日の属する連結
事業年度終了の時における帳簿価額（当該資産
が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後
に取得したものである場合にあつては、その取
得価額）に相当する金額）は、当該基準日の属
する連結事業年度に支払われたものとする。
４ 第一項に規定する連結留保控除額とは、次に掲
げる金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分
の四十に相当する金額
二 年二千万円
三 当該連結事業年度終了の時における連結利益
積立金額（当該連結事業年度の連結所得等の
金額に係る部分の金額を除く。）がその時に
おける連結親法人の資本金の額又は出資金の
額の百分の二十五に相当する金額に満たない
場合におけるその満たない部分の金額に相当
する金額

５ 第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に
規定する連結親法人事業年度が一年に満たない
連結法人に対する第一項及び前項の規定の適用
については、第一項中「年三千万円」とあるの
は「三千万円を十二で除し、これに第五項に規
定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算
した金額」と、「年一億円以下」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人
事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」
と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二
で除し、これに第五項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前
項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十
二で除し、これに次項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
６ 第六十七条第七項及び第八項の規定は、第一項
及び前項の規定を適用する場合について準用す
る。
７ 第二項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第四項までの規定の適用に関し
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必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結特定同族会社の特別税率）
第八十一条の十三 連結法人（連結親法人が第六十
七条第一項（特定同族会社の特別税率）に規定
する特定同族会社に該当するものに限る。次項
及び第五項において同じ。）の各連結事業年度
の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合
には、その連結親法人に対して課する各連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条
第一項又は第二項の規定にかかわらず、これら
の規定により計算した法人税の額に、その超え
る部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額
に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した
金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分
の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる
金額の合計額（第四項において「連結所得等の
金額」という。）のうち留保した金額から、当
該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第
一項又は第二項の規定により計算した法人税の
額（次条から第八十一条の十七まで（税額控
除）の規定により控除する金額がある場合に
は、当該金額を控除した金額）並びに地方税法
の規定により当該連結事業年度の連結法人税個
別帰属額（第八十一条の十八第一項（連結法人
税の個別帰属額の計算）の規定により同項に規
定する負担額として 支出すべき金額又は減少額
として 収入すべき金額として計算される金額を
いう。）に調整を加えた金額に係る道府県民税
及び市町村民税（都民税を含む。）の額として
政令で定めるところにより計算した金額の合計
額を控除した金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額（個別益
金額又は個別損金額を計算する場合にこれら
に加算し又は減算する第六十二条第二項（合
併及び分割による資産等の時価による譲渡）
に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額がある
ときは、当該譲渡利益額又は譲渡損失額がな
いものとして計算した金額とする。）
二 第八十一条の三第一項（第二十三条の二（外
国子会社から受ける配当等の益金不算入） ◆
追加◆の規定により個別益金額を計算する場
合に限る。）（個別益金額又は個別損金額の
益金又は損金算入）の規定により当該連結事
業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に
算入されなかつた金額
三 第八十一条の四（連結事業年度における受取
配当等の益金不算入）の規定により当該連結
事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額

（連結特定同族会社の特別税率）
第八十一条の十三 連結法人（連結親法人が第六十
七条第一項（特定同族会社の特別税率）に規定
する特定同族会社に該当するものに限る。次項
及び第五項において同じ。）の各連結事業年度
の連結留保金額が連結留保控除額を超える場合
には、その連結親法人に対して課する各連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額は、前条
第一項又は第二項の規定にかかわらず、これら
の規定により計算した法人税の額に、その超え
る部分の連結留保金額を次の各号に掲げる金額
に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める
割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した
金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分
の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
２ 前項に規定する連結留保金額とは、次に掲げる
金額の合計額（第四項において「連結所得等の
金額」という。）のうち留保した金額から、当
該連結事業年度の連結所得の金額につき前条第
一項又は第二項の規定により計算した法人税の
額（次条から第八十一条の十七まで（税額控
除）の規定により控除する金額がある場合に
は、当該金額を控除した金額）並びに地方税法
の規定により当該連結事業年度の連結法人税個
別帰属額（第八十一条の十八第一項（連結法人
税の個別帰属額の計算）の規定により同項に規
定する負担額として 帰せられる金額又は減少額
として 帰せられる金額として計算される金額を
いう。）に調整を加えた金額に係る道府県民税
及び市町村民税（都民税を含む。）の額として
政令で定めるところにより計算した金額の合計
額を控除した金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額（当該連
結事業年度終了の日の翌日に適格合併に該当
しない合併により解散した連結法人がある場
合には、第六十二条第二項（合併及び分割に
よる資産等の時価による譲渡）に規定する資
産及び負債の同項に規定する譲渡がないもの
として計算した場合における連結所得の金
額）
二 第八十一条の三第一項（第二十三条の二（外
国子会社から受ける配当等の益金不算入） 又
は第二十五条の二第一項（受贈益の益金不算
入）の規定により個別益金額を計算する場合
に限る。）（個別益金額又は個別損金額の益
金又は損金算入）の規定により当該連結事業
年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算
入されなかつた金額
三 第八十一条の四（連結事業年度における受取
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に算入されなかつた金額（連結法人が他の連
結法人（当該連結法人との間に連結完全支配
関係があるものに限る。）から受ける第二十
三条第一項（受取配当等の益金不算入）に規
定する配当等の額に係るもののうち政令で定
めるものを除く。）
四 個別益金額を計算する場合の第二十六条第一
項（還付金等の益金不算入）に規定する還付
を受け又は充当される金額（同項第一号に掲
げる金額にあつては、第八十一条の三第一項
（第三十八条第一項（法人税額等の損金不算
入）に係る部分に限る。）（個別益金額又は
個別損金額の益金又は損金算入）の規定によ
り当該連結事業年度の連結所得の金額の計算
上損金の額に算入されない法人税の額並びに
当該法人税の額に係る地方税法の規定による
道府県民税及び市町村民税（都民税及びこれ
らの税に係る均等割を含む。）の額に係る部
分の金額を除く。）、第二十六条第二項に規
定する減額された金額及び同条第六項に規定
する還付を受ける金額並びに第八十一条の五
（連結事業年度における外国税額の還付金の
益金不算入）に規定する減額された部分とし
て政令で定める金額の合計額
五 第八十一条の九（連結欠損金の繰越し）の規
定により当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額並びに個
別損金額を計算する場合の第五十九条第一項
及び第二項（会社更生等による債務免除等が
あつた場合の欠損金の損金算入）に規定する
合計額に達するまでの金額 の合計額

３ 前項に規定する留保した金額の計算について
は、連結親法人又は政令で定める連結子法人に
よる剰余金の配当又は利益の配当（その支払に
係る決議の日がその支払に係る基準日の属する
連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の
属する連結事業年度に係る決算の確定の日まで
の期間内にあるもの（政令で定めるものを除
く。）に限る。）の額（当該剰余金の配当又は
利益の配当が金銭以外の資産によるものである
場合には、当該資産の当該基準日の属する連結
事業年度終了の時における帳簿価額（当該資産
が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後
に取得したものである場合にあつては、その取
得価額）に相当する金額）は、当該基準日の属
する連結事業年度に支払われたものとする。
４ 第一項に規定する連結留保控除額とは、次に掲
げる金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分
の四十に相当する金額
二 年二千万円
三 当該連結事業年度終了の時における連結利益
積立金額（当該連結事業年度の連結所得等の
金額に係る部分の金額を除く。）がその時に
おける連結親法人の資本金の額又は出資金の
額の百分の二十五に相当する金額に満たない
場合におけるその満たない部分の金額に相当

配当等の益金不算入）の規定により当該連結
事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額
に算入されなかつた金額（連結法人が他の連
結法人（当該連結法人との間に連結完全支配
関係があるものに限る。）から受ける第二十
三条第一項（受取配当等の益金不算入）に規
定する配当等の額に係るもののうち政令で定
めるものを除く。）
四 個別益金額を計算する場合の第二十六条第一
項（還付金等の益金不算入）に規定する還付
を受け又は充当される金額（同項第一号に掲
げる金額にあつては、第八十一条の三第一項
（第三十八条第一項（法人税額等の損金不算
入）に係る部分に限る。）（個別益金額又は
個別損金額の益金又は損金算入）の規定によ
り当該連結事業年度の連結所得の金額の計算
上損金の額に算入されない法人税の額並びに
当該法人税の額に係る地方税法の規定による
道府県民税及び市町村民税（都民税及びこれ
らの税に係る均等割を含む。）の額に係る部
分の金額を除く。）、第二十六条第二項に規
定する減額された金額及び同条第六項に規定
する還付を受ける金額並びに第八十一条の五
（連結事業年度における外国税額の還付金の
益金不算入）に規定する減額された部分とし
て政令で定める金額の合計額
五 第八十一条の九（連結欠損金の繰越し）の規
定により当該連結事業年度の連結所得の金額
の計算上損金の額に算入された金額並びに個
別損金額を計算する場合の第五十九条第一項
及び第二項（会社更生等による債務免除等が
あつた場合の欠損金の損金算入）に規定する
合計額に達するまでの金額 並びに同条第三項
に規定する政令で定めるものに相当する金額
の合計額

３ 前項に規定する留保した金額の計算について
は、連結親法人又は政令で定める連結子法人に
よる剰余金の配当又は利益の配当（その支払に
係る決議の日がその支払に係る基準日の属する
連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の
属する連結事業年度に係る決算の確定の日まで
の期間内にあるもの（政令で定めるものを除
く。）に限る。）の額（当該剰余金の配当又は
利益の配当が金銭以外の資産によるものである
場合には、当該資産の当該基準日の属する連結
事業年度終了の時における帳簿価額（当該資産
が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後
に取得したものである場合にあつては、その取
得価額）に相当する金額）は、当該基準日の属
する連結事業年度に支払われたものとする。
４ 第一項に規定する連結留保控除額とは、次に掲
げる金額のうち最も多い金額をいう。
一 当該連結事業年度の連結所得等の金額の百分
の四十に相当する金額
二 年二千万円
三 当該連結事業年度終了の時における連結利益
積立金額（当該連結事業年度の連結所得等の
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する金額
５ 第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に
規定する連結親法人事業年度が一年に満たない
連結法人に対する第一項及び前項の規定の適用
については、第一項中「年三千万円」とあるの
は「三千万円を十二で除し、これに第五項に規
定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算
した金額」と、「年一億円以下」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人
事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」
と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二
で除し、これに第五項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前
項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十
二で除し、これに次項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
６ 第六十七条第七項及び第八項の規定は、第一項
及び前項の規定を適用する場合について準用す
る。
７ 第二項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第四項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

金額に係る部分の金額を除く。）がその時に
おける連結親法人の資本金の額又は出資金の
額の百分の二十五に相当する金額に満たない
場合におけるその満たない部分の金額に相当
する金額

５ 第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）に
規定する連結親法人事業年度が一年に満たない
連結法人に対する第一項及び前項の規定の適用
については、第一項中「年三千万円」とあるの
は「三千万円を十二で除し、これに第五項に規
定する連結親法人事業年度の月数を乗じて計算
した金額」と、「年一億円以下」とあるのは
「一億円を十二で除し、これに当該連結親法人
事業年度の月数を乗じて計算した金額以下」
と、「年一億円を」とあるのは「一億円を十二
で除し、これに第五項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額を」と、前
項中「年二千万円」とあるのは「二千万円を十
二で除し、これに次項に規定する連結親法人事
業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
６ 第六十七条第七項及び第八項の規定は、第一項
及び前項の規定を適用する場合について準用す
る。
７ 第二項に規定する留保した金額から除く金額そ
の他第一項から第四項までの規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結事業年度における外国税額の控除）
第八十一条の十五 連結法人が各連結事業年度にお
いて外国法人税（第六十九条第一項（外国税額
の控除）に規定する外国法人税をいう。以下こ
の項及び第八項において同じ。）を納付するこ
ととなる場合には、その外国法人税の額（その
所得に対する負担が高率な部分として政令で定
める外国法人税の額、同条第一項に規定する政
令で定める取引に基因して生じた所得に対して
課される外国法人税の額、連結法人の法人税に
関する法令の規定により法人税が課されないこ
ととなる金額を課税標準として外国法人税に関
する法令により課されるものとして政令で定め
る外国法人税の額その他政令で定める外国法人
税の額を除く。以下この条において「個別控除
対象外国法人税の額」という。）のうち、連結
控除限度個別帰属額（当該連結事業年度の連結
所得の金額につき第八十一条の十二第一項から
第三項まで（各連結事業年度の連結所得に対す
る法人税の税率）の規定を適用して計算した金
額のうち当該連結事業年度の連結所得でその源
泉が国外にあるものに対応するものとして政令
で定めるところにより計算した金額で、各連結
法人に帰せられる金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額をいう。以下この条にお
いて同じ。）に達するまでの金額を当該連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額から控除

（連結事業年度における外国税額の控除）
第八十一条の十五 連結法人が各連結事業年度にお
いて外国法人税（第六十九条第一項（外国税額
の控除）に規定する外国法人税をいう。以下こ
の項及び第八項において同じ。）を納付するこ
ととなる場合には、その外国法人税の額（その
所得に対する負担が高率な部分として政令で定
める外国法人税の額、同条第一項に規定する政
令で定める取引に基因して生じた所得に対して
課される外国法人税の額、連結法人の法人税に
関する法令の規定により法人税が課されないこ
ととなる金額を課税標準として外国法人税に関
する法令により課されるものとして政令で定め
る外国法人税の額その他政令で定める外国法人
税の額を除く。以下この条において「個別控除
対象外国法人税の額」という。）のうち、連結
控除限度個別帰属額（当該連結事業年度の連結
所得の金額につき第八十一条の十二第一項から
第三項まで（各連結事業年度の連結所得に対す
る法人税の税率）の規定を適用して計算した金
額のうち当該連結事業年度の連結所得でその源
泉が国外にあるものに対応するものとして政令
で定めるところにより計算した金額で、各連結
法人に帰せられる金額として政令で定めるとこ
ろにより計算した金額をいう。以下この条にお
いて同じ。）に達するまでの金額を当該連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額から控除
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する。
２ 連結法人が各連結事業年度において納付するこ
ととなる個別控除対象外国法人税の額が当該連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額と地方税
個別控除限度額として政令で定める金額との合
計額を超える場合において、前三年内連結事業
年度（当該連結事業年度開始の日前三年以内に
開始した各連結事業年度をいう。以下この条に
おいて同じ。）の連結控除限度個別帰属額のう
ち当該連結事業年度に繰り越される部分として
政令で定める金額（以下この項及び第十項にお
いて「個別繰越控除限度額」という。）がある
ときは、政令で定めるところにより、その超え
る部分の金額のうちその個別繰越控除限度額に
達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所
得に対する法人税の額から控除する。
３ 連結法人が各連結事業年度において納付するこ
ととなる個別控除対象外国法人税の額が当該連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額に満たな
い場合において、その前三年内連結事業年度に
おいて納付することとなつた個別控除対象外国
法人税の額のうち当該連結事業年度に繰り越さ
れる部分として政令で定める金額（以下この項
及び第十項において「個別繰越控除対象外国法
人税額」という。）があるときは、政令で定め
るところにより、その個別繰越控除対象外国法
人税額のうち当該連結控除限度個別帰属額から
当該連結事業年度において納付することとなる
個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に
達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所
得に対する法人税の額から控除する。
４ 連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付
することとなる連結事業年度開始の日前三年以
内に開始した事業年度に連結事業年度に該当し
ないものがある場合において、その該当しない
事業年度の控除限度額（第六十九条第一項に規
定する控除限度額をいう。以下この条において
同じ。）があるときは、第二項の規定の適用に
ついては、その控除限度額は当該事業年度の期
間に対応する前三年内連結事業年度の連結控除
限度個別帰属額とみなし、連結法人が個別控除
対象外国法人税の額を納付することとなる連結
事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年
度に連結事業年度に該当しないものがある場合
において、その該当しない事業年度において納
付することとなつた控除対象外国法人税の額
（第六十九条第一項に規定する控除対象外国法
人税の額をいう。以下この条において同じ。）
があるときは、前項の規定の適用については、
その控除対象外国法人税の額は当該事業年度の
期間に対応する前三年内連結事業年度において
納付することとなつた個別控除対象外国法人税
の額とみなす。
５ 連結法人が適格合併、適格分割 、適格現物出資
又は適格事後設立（以下この項及び第八項にお
いて「 適格組織再編成」という。）により被合
併法人、分割法人 、現物出資法人又は事後設立

する。
２ 連結法人が各連結事業年度において納付するこ
ととなる個別控除対象外国法人税の額が当該連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額と地方税
個別控除限度額として政令で定める金額との合
計額を超える場合において、前三年内連結事業
年度（当該連結事業年度開始の日前三年以内に
開始した各連結事業年度をいう。以下この条に
おいて同じ。）の連結控除限度個別帰属額のう
ち当該連結事業年度に繰り越される部分として
政令で定める金額（以下この項及び第十項にお
いて「個別繰越控除限度額」という。）がある
ときは、政令で定めるところにより、その超え
る部分の金額のうちその個別繰越控除限度額に
達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所
得に対する法人税の額から控除する。
３ 連結法人が各連結事業年度において納付するこ
ととなる個別控除対象外国法人税の額が当該連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額に満たな
い場合において、その前三年内連結事業年度に
おいて納付することとなつた個別控除対象外国
法人税の額のうち当該連結事業年度に繰り越さ
れる部分として政令で定める金額（以下この項
及び第十項において「個別繰越控除対象外国法
人税額」という。）があるときは、政令で定め
るところにより、その個別繰越控除対象外国法
人税額のうち当該連結控除限度個別帰属額から
当該連結事業年度において納付することとなる
個別控除対象外国法人税の額を控除した残額に
達するまでの金額を当該連結事業年度の連結所
得に対する法人税の額から控除する。
４ 連結法人が個別控除対象外国法人税の額を納付
することとなる連結事業年度開始の日前三年以
内に開始した事業年度に連結事業年度に該当し
ないものがある場合において、その該当しない
事業年度の控除限度額（第六十九条第一項に規
定する控除限度額をいう。以下この条において
同じ。）があるときは、第二項の規定の適用に
ついては、その控除限度額は当該事業年度の期
間に対応する前三年内連結事業年度の連結控除
限度個別帰属額とみなし、連結法人が個別控除
対象外国法人税の額を納付することとなる連結
事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年
度に連結事業年度に該当しないものがある場合
において、その該当しない事業年度において納
付することとなつた控除対象外国法人税の額
（第六十九条第一項に規定する控除対象外国法
人税の額をいう。以下この条において同じ。）
があるときは、前項の規定の適用については、
その控除対象外国法人税の額は当該事業年度の
期間に対応する前三年内連結事業年度において
納付することとなつた個別控除対象外国法人税
の額とみなす。
５ 連結法人が適格合併、適格分割 又は適格現物出
資（以下この項及び第八項において「 適格合併
等」という。）により被合併法人、分割法人 又
は現物出資法人（第八項において「被合併法人
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法人（第八項において「被合併法人等」とい
う。）から事業の全部又は一部の移転を受けた
場合には、当該連結法人の当該 適格組織再編
成の日の属する連結事業年度以後の各連結事業
年度における第二項及び第三項の規定の適用に
ついては、次の各号に掲げる 適格組織再編成の
区分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定
めるところにより、当該連結法人の前三年内連
結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該
連結法人が当該前三年内連結事業年度において
納付することとなつた個別控除対象外国法人税
の額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合
併前三年内事業年度（適格合併の日前三年以
内に開始した各連結事業年度又は各事業年度
をいう。）の連結控除限度個別帰属額及び控
除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額
及び控除対象外国法人税の額
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分
割法人の分割前三年内事業年度（適格分割型
分割の日前三年以内に開始した各連結事業年
度又は各事業年度をいう。第七項において同
じ。）の連結控除限度個別帰属額及び控除限
度額並びに個別控除対象外国法人税の額及び
控除対象外国法人税の額のうち、当該適格分
割型分割により当該連結法人が移転を受けた
事業に係る部分の金額として政令で定めると
ころにより計算した金額
三 適格分社型分割、適格現物出資 又は適格事後
設立（以下 この号において「 適格分社型分割
等」という。） 当該 適格分社型分割等に係る
分割法人 、現物出資法人又は事後設立法人の
分割等前三年内事業年度（ 適格分社型分割
等の日の属する連結事業年度開始の日前三年
以内に開始した各連結事業年度若しくは各事
業年度又は 適格分社型分割等の日の属する事
業年度開始の日前三年以内に開始した各事業
年度若しくは各連結事業年度をいう。第七項
において同じ。）の連結控除限度個別帰属額
及び控除限度額並びに個別控除対象外国法人
税の額及び控除対象外国法人税の額のうち、
当該 適格分社型分割等により当該連結法人が
移転を受けた事業に係る部分の金額として政
令で定めるところにより計算した金額

６ 前項の規定は、 適格分割、適格現物出資又は適
格事後設立（以下この項及び次項において「適
格分割等」という。）により当該適格分割等に
係る 分割法人、現物出資法人又は事後設立法人
（次項において「分割法人等」という。）から
事業の移転を受けた連結法人にあつては、当該
連結法人（当該連結法人が連結子法人である場
合には、当該連結法人に係る連結親法人）が当
該適格分割等の日以後三月以内に当該連結法人
の前三年内連結事業年度の連結控除限度個別帰
属額及び個別控除対象外国法人税の額とみなさ
れる金額その他の財務省令で定める事項を記載
した書類を連結親法人の納税地の所轄税務署長

等」という。）から事業の全部又は一部の移転
を受けた場合には、当該連結法人の当該 適格合
併等の日の属する連結事業年度以後の各連結事
業年度における第二項及び第三項の規定の適用
については、次の各号に掲げる 適格合併等の区
分に応じ当該各号に定める金額は、政令で定め
るところにより、当該連結法人の前三年内連結
事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該連
結法人が当該前三年内連結事業年度において納
付することとなつた個別控除対象外国法人税の
額とみなす。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合
併前三年内事業年度（適格合併の日前三年以
内に開始した各連結事業年度又は各事業年度
をいう。）の連結控除限度個別帰属額及び控
除限度額並びに個別控除対象外国法人税の額
及び控除対象外国法人税の額
◆削除◆
二 適格分割又は適格現物出資 ◆削除◆（以下 第
七項までにおいて「 適格分割等」という。）
当該 適格分割等に係る分割法人 又は現物出資
法人（次項及び第七項において「分割法人
等」という。）の分割等前三年内事業年度（
適格分割等の日の属する連結事業年度開始の
日前三年以内に開始した各連結事業年度若し
くは各事業年度又は 適格分割等の日の属する
事業年度開始の日前三年以内に開始した各事
業年度若しくは各連結事業年度をいう。第七
項において同じ。）の連結控除限度個別帰属
額及び控除限度額並びに個別控除対象外国法
人税の額及び控除対象外国法人税の額のう
ち、当該 適格分割等により当該連結法人が移
転を受けた事業に係る部分の金額として政令
で定めるところにより計算した金額

６ 前項の規定は、 適格分割等により当該適格分割
等に係る 分割法人等から事業の移転を受けた連
結法人にあつては、当該連結法人（当該連結法
人が連結子法人である場合には、当該連結法人
に係る連結親法人）が当該適格分割等の日以後
三月以内に当該連結法人の前三年内連結事業年
度の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象
外国法人税の額とみなされる金額その他の財務
省令で定める事項を記載した書類を連結親法人
の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限
り、適用する。
７ 適格分割等に係る分割承継法人 又は被現物出資
法人（以下この項において「分割承継法人等」
という。）が第五項又は第六十九条第五項の規
定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に
係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する
連結事業年度以後の各連結事業年度における第
二項及び第三項の規定の適用については、当該
分割法人等の ◆削除◆分割等前三年内事業年度
の連結控除限度個別帰属額及び個別控除対象外
国法人税の額のうち、第五項の規定により当該
分割承継法人等の前三年内連結事業年度の連結
控除限度個別帰属額とみなされる金額及び同条
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に提出した場合に限り、適用する。
７ 適格分割等に係る分割承継法人 、被現物出資法
人又は被事後設立法人（以下この項において
「分割承継法人等」という。）が第五項又は第
六十九条第五項の規定の適用を受ける場合に
は、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適
格分割等の日の属する連結事業年度以後の各連
結事業年度における第二項及び第三項の規定の
適用については、当該分割法人等の 分割前三年
内事業年度又は分割等前三年内事業年度の連結
控除限度個別帰属額及び個別控除対象外国法人
税の額のうち、第五項の規定により当該分割承
継法人等の前三年内連結事業年度の連結控除限
度個別帰属額とみなされる金額及び同条第五項
の規定により前三年内事業年度（同条第二項に
規定する前三年内事業年度をいう。以下この項
において同じ。）の控除限度額とみなされる金
額並びに第五項の規定により当該分割承継法人
等が当該前三年内連結事業年度において納付す
ることとなつた個別控除対象外国法人税の額と
みなされる金額及び同条第五項の規定により当
該前三年内事業年度において納付することとな
つた控除対象外国法人税の額とみなされる金額
は、ないものとする。
８ 連結法人が納付することとなつた外国法人税の
額につき第一項から第三項まで又は第六十九条
第一項から第三項までの規定の適用を受けた連
結事業年度又は事業年度（以下この項において
「適用事業年度」という。）開始の日後七年以
内に開始する当該連結法人の各連結事業年度に
おいて当該外国法人税の額が減額された場合
（当該連結法人が 適格組織再編成により被合併
法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた
場合にあつては、当該被合併法人等が納付する
こととなつた外国法人税の額のうち当該連結法
人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納
付することとなつた外国法人税の額に係る当該
被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以
内に開始する当該連結法人の各連結事業年度に
おいて当該外国法人税の額が減額された場合を
含む。）における第一項から第三項までの規定
の適用については、政令で定めるところによ
る。
９ 第一項の規定は、連結確定申告書に同項の規定
による控除を受けるべき金額及びその計算に関
する明細の記載並びに個別控除対象外国法人税
の額の計算に関する明細を記載した書類その他
の財務省令で定める書類の添付があり、かつ、
個別控除対象外国法人税の額を課されたことを
証する書類その他の財務省令で定める書類を保
存している場合に限り、適用する。この場合に
おいて、同項の規定による控除をされるべき金
額は、当該金額として記載された金額を限度と
する。

10 第二項及び第三項の規定は、個別繰越控除限度
額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連
結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事

第五項の規定により前三年内事業年度（同条第
二項に規定する前三年内事業年度をいう。以下
この項において同じ。）の控除限度額とみなさ
れる金額並びに第五項の規定により当該分割承
継法人等が当該前三年内連結事業年度において
納付することとなつた個別控除対象外国法人税
の額とみなされる金額及び同条第五項の規定に
より当該前三年内事業年度において納付するこ
ととなつた控除対象外国法人税の額とみなされ
る金額は、ないものとする。
８ 連結法人が納付することとなつた外国法人税の
額につき第一項から第三項まで又は第六十九条
第一項から第三項までの規定の適用を受けた連
結事業年度又は事業年度（以下この項において
「適用事業年度」という。）開始の日後七年以
内に開始する当該連結法人の各連結事業年度に
おいて当該外国法人税の額が減額された場合
（当該連結法人が 適格合併等により被合併法人
等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合
にあつては、当該被合併法人等が納付すること
となつた外国法人税の額のうち当該連結法人が
移転を受けた事業に係る所得に基因して納付す
ることとなつた外国法人税の額に係る当該被合
併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に
開始する当該連結法人の各連結事業年度におい
て当該外国法人税の額が減額された場合を含
む。）における第一項から第三項までの規定の
適用については、政令で定めるところによる。
９ 第一項の規定は、連結確定申告書に同項の規定
による控除を受けるべき金額及びその計算に関
する明細の記載並びに個別控除対象外国法人税
の額の計算に関する明細を記載した書類その他
の財務省令で定める書類の添付があり、かつ、
個別控除対象外国法人税の額を課されたことを
証する書類その他の財務省令で定める書類を保
存している場合に限り、適用する。この場合に
おいて、同項の規定による控除をされるべき金
額は、当該金額として記載された金額を限度と
する。

10 第二項及び第三項の規定は、個別繰越控除限度
額又は個別繰越控除対象外国法人税額に係る連
結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事
業年度又は事業年度以後の各連結事業年度又は
各事業年度について当該各連結事業年度の連結
控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度に
おいて納付することとなつた個別控除対象外国
法人税の額を記載した連結確定申告書又は当該
各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度に
おいて納付することとなつた控除対象外国法人
税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、
これらの規定の適用を受けようとする連結事業
年度の連結確定申告書にこれらの規定による控
除を受けるべき金額を記載するとともに、当該
申告書に個別繰越控除限度額又は個別繰越控除
対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項
を記載した書類その他の財務省令で定める書類
を添付し、かつ、これらの規定による控除を受
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業年度又は事業年度以後の各連結事業年度又は
各事業年度について当該各連結事業年度の連結
控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度に
おいて納付することとなつた個別控除対象外国
法人税の額を記載した連結確定申告書又は当該
各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度に
おいて納付することとなつた控除対象外国法人
税の額を記載した確定申告書を提出し、かつ、
これらの規定の適用を受けようとする連結事業
年度の連結確定申告書にこれらの規定による控
除を受けるべき金額を記載するとともに、当該
申告書に個別繰越控除限度額又は個別繰越控除
対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項
を記載した書類その他の財務省令で定める書類
を添付し、かつ、これらの規定による控除を受
けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の
額を課されたことを証する書類その他の財務省
令で定める書類を保存している場合に限り、適
用する。この場合において、これらの規定によ
る控除をされるべき金額は、当該各連結事業年
度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連
結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度
において納付することとなつた個別控除対象外
国法人税の額として記載された金額又は当該各
事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除
限度額及び当該各事業年度において納付するこ
ととなつた控除対象外国法人税の額として記載
された金額を基礎として計算した金額を限度と
する。

11 税務署長は、第一項から第三項までの規定によ
る控除をされるべきこととなる金額又は連結控
除限度個別帰属額等（前項に規定する連結控除
限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人
税の額又は控除限度額若しくは控除対象外国法
人税の額をいう。）の全部又は一部につき前二
項の記載若しくは書類の添付がない連結確定申
告書若しくは確定申告書の提出があつた場合又
は前二項に規定する書類の保存がない場合にお
いても、その記載若しくは書類の添付又は書類
の保存がなかつたことについてやむを得ない事
情があると認めるときは、その記載若しくは書
類の添付又は書類の保存がなかつた金額につき
第一項から第三項までの規定を適用することが
できる。

12 第六項及び第八項から前項までに定めるものの
ほか、第一項から第五項まで及び第七項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の
額を課されたことを証する書類その他の財務省
令で定める書類を保存している場合に限り、適
用する。この場合において、これらの規定によ
る控除をされるべき金額は、当該各連結事業年
度の連結確定申告書に当該各連結事業年度の連
結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度
において納付することとなつた個別控除対象外
国法人税の額として記載された金額又は当該各
事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除
限度額及び当該各事業年度において納付するこ
ととなつた控除対象外国法人税の額として記載
された金額を基礎として計算した金額を限度と
する。

11 税務署長は、第一項から第三項までの規定によ
る控除をされるべきこととなる金額又は連結控
除限度個別帰属額等（前項に規定する連結控除
限度個別帰属額若しくは個別控除対象外国法人
税の額又は控除限度額若しくは控除対象外国法
人税の額をいう。）の全部又は一部につき前二
項の記載若しくは書類の添付がない連結確定申
告書若しくは確定申告書の提出があつた場合又
は前二項に規定する書類の保存がない場合にお
いても、その記載若しくは書類の添付又は書類
の保存がなかつたことについてやむを得ない事
情があると認めるときは、その記載若しくは書
類の添付又は書類の保存がなかつた金額につき
第一項から第三項までの規定を適用することが
できる。

12 第六項及び第八項から前項までに定めるものの
ほか、第一項から第五項まで及び第七項の規定
の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う
法人税額の連結事業年度における控除）
第八十一条の十六 連結法人の各連結事業年度開始
の日前に開始した連結事業年度の連結所得に対
する法人税 又は同日前に開始した事業年度で当
該連結法人が自己を分割法人とする分割型分割

（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う
法人税額の連結事業年度における控除）
第八十一条の十六 連結法人の各連結事業年度開始
の日前に開始した連結事業年度の連結所得に対
する法人税 （当該各連結事業年度終了の日以前
に当該連結法人を合併法人とする 適格合併が行
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（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度開始の日に行う
ものを除く。）を行つた場合の当該分割型分割
の日の前日の属する事業年度（以下この条にお
いて「分割前事業年度」という。）の所得に対
する法人税（当該連結法人が当該各連結事業年
度終了の日以前 に自己を合併法人とする 適格合
併を行つた場合の当該適格合併に係る被合併法
人で当該連結法人との間に連結完全支配関係が
ある他の連結法人の当該適格合併 （同項に規定
する連結親法人事業年度開始の日に行うものを
除く。）の日の前日の属する事業年度 又は分割
前事業年度の所得に対する法人税を含む。）に
つき税務署長が更正をした場合において、当該
更正につき 第百三十四条の二第一項（仮装経理
に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額
の還付の特例）の規定の適用があつたときは、
当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税
額（既に同条第二項、第三項又は第七項の規定
により還付されるべきこととなつた金額及びこ
の条の規定により控除された金額を除く。）
は、当該各連結事業年度（当該更正の日以後に
終了する連結事業年度に限る。）の連結所得に
対する法人税の額から控除する。

われた場合の当該適格合併に係る被合併法人で
当該連結法人との間に連結完全支配関係がある
他の連結法人の当該適格合併 （第十五条の二第
一項（連結事業年度の意義）に規定する連結親
法人事業年度開始の日に行うものを除く。）の
日の前日の属する事業年度 ◆削除◆の所得に対
する法人税を含む。）につき税務署長が更正を
した場合において、当該更正につき 第百三十五
条第一項（仮装経理に基づく過大申告の場合の
更正に伴う法人税額の還付の特例）の規定の適
用があつたときは、当該更正に係る同項に規定
する仮装経理法人税額（既に同条第二項、第三
項又は第七項の規定により還付されるべきこと
となつた金額及びこの条の規定により控除され
た金額を除く。）は、当該各連結事業年度（当
該更正の日以後に終了する連結事業年度に限
る。）の連結所得に対する法人税の額から控除
する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三款 連結法人税の個別帰属額の計算
（連結法人税の個別帰属額の計算）
第八十一条の十八 連結法人が各連結事業年度の連
結所得に対する法人税の負担額として 支出し、
又は当該法人税の減少額として 収入すべき金額
は、当該連結法人の当該連結事業年度の個別所
得金額（当該連結事業年度の益金の額のうち当
該連結法人に帰せられるものの合計額（以下こ
の項において「個別帰属益金額」という。）が
当該連結事業年度の損金の額のうち当該連結法
人に帰せられるものの合計額（以下この項にお
いて「個別帰属損金額」という。）を超える場
合におけるその超える部分の金額をいう。） ◆
追加◆に当該連結事業年度の連結所得に対して
適用される法人税の税率を乗じて計算した 金額
又は個別欠損金額（個別帰属損金額が個別帰属
益金額を超える場合におけるその超える部分の
金額をいい、当該連結事業年度に連結欠損金額
が生ずる場合には当該超える部分の金額から当
該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられ
るものを控除した金額とする。） ◆追加◆に当
該税率を乗じて計算した金額 に、当該連結法人
に係る税額調整金額（第一号に掲げる金額から
第二号から第四号までに掲げる金額を減算した
金額をいう。）を加算し、又は減算した金額と
する。
一 第八十一条の十三第一項（連結特定同族会社
の特別税率）に規定する合計額のうち各連結
法人に帰せられるものとして政令で定める金

第三款 連結法人税の個別帰属額の計算
（連結法人税の個別帰属額の計算）
第八十一条の十八 連結法人に各連結事業年度の連
結所得に対する法人税の負担額として 帰せら
れ、又は当該法人税の減少額として 帰せられ
る金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の
個別所得金額（当該連結事業年度の益金の額の
うち当該連結法人に帰せられるものの合計額
（以下この項において「個別帰属益金額」とい
う。）が当該連結事業年度の損金の額のうち当
該連結法人に帰せられるものの合計額（以下こ
の項において「個別帰属損金額」という。）を
超える場合におけるその超える部分の金額をい
う。） がある場合にはそれぞれ当該個別所得金
額に当該連結事業年度の連結所得に対して適用
される法人税の税率を乗じて計算した 金額と加
算調整額（当該連結法人に係る第一号に掲げる
金額をいう。以下この項において同じ。）とを
合計した金額から減算調整額（当該連結法人に
係る第二号から第四号までに掲げる金額の合計
額をいう。以下この項において同じ。）を控除
した金額又は減算調整額から当該合計した金額
を控除した金額とし、当該連結法人の当該連結
事業年度の個別欠損金額（個別帰属損金額が個
別帰属益金額を超える場合におけるその超える
部分の金額をいい、当該連結事業年度に連結欠
損金額が生ずる場合には当該超える部分の金額
から当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰
せられるものを控除した金額とする。） がある
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額
二 第八十一条の十四第一項（連結事業年度にお
ける所得税額の控除）の規定による控除をさ
れるべき金額のうち各連結法人に帰せられる
ものとして政令で定める金額
三 第八十一条の十五第一項から第三項まで（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定
による控除をされるべき金額のうち各連結法
人に帰せられるものとして政令で定める金額
四 第八十一条の三十一第一項（同条第三項にお
いて準用する場合を含む。）（連結欠損金の
繰戻しによる還付）の規定により還付を受け
る金額のうち各連結法人に帰せられるものと
して政令で定める金額

２ 前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条
の十二第二項（各連結事業年度の連結所得に対
する法人税の税率）の規定の適用を受ける連結
親法人である場合には、各連結事業年度の連結
所得の金額につき同条の規定により計算した法
人税の額の当該連結所得の金額に対する割合
（連結所得の金額がない連結事業年度にあつて
は、同項に規定する年八百万円以下の金額に対
して適用される税率）を前項に規定する税率と
して、同項の規定を適用する。
３ 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

場合にはそれぞれ加算調整額から当該個別欠損
金額に当該税率を乗じて計算した金額 と減算調
整額とを合計した金額を控除した金額又は当該
合計した金額から加算調整額を控除した金額と
する。
一 第八十一条の十三第一項（連結特定同族会社
の特別税率）に規定する合計額のうち各連結
法人に帰せられるものとして政令で定める金
額
二 第八十一条の十四第一項（連結事業年度にお
ける所得税額の控除）の規定による控除をさ
れるべき金額のうち各連結法人に帰せられる
ものとして政令で定める金額
三 第八十一条の十五第一項から第三項まで（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定
による控除をされるべき金額のうち各連結法
人に帰せられるものとして政令で定める金額
四 第八十一条の三十一第一項（同条第三項にお
いて準用する場合を含む。）（連結欠損金の
繰戻しによる還付）の規定により還付を受け
る金額のうち各連結法人に帰せられるものと
して政令で定める金額

２ 前項の連結法人に係る連結親法人が第八十一条
の十二第二項（各連結事業年度の連結所得に対
する法人税の税率）の規定の適用を受ける連結
親法人である場合には、各連結事業年度の連結
所得の金額につき同条の規定により計算した法
人税の額の当該連結所得の金額に対する割合
（連結所得の金額がない連結事業年度にあつて
は、同項に規定する年八百万円以下の金額に対
して適用される税率）を前項に規定する税率と
して、同項の規定を適用する。
３ 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令
で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告

（連結中間申告）
第八十一条の十九 連結親法人（普通法人に限る。
以下この条において同じ。）は、その連結事業
年度 （当該連結親法人の連結親法人事業年度
（第十五条の二第一項（連結事業年度の意義）
に規定する連結親法人事業年度をいう。以下こ
の項及び次項において同じ。）に限る。）が六
月を超える場合には、当該連結事業年度開始の
日以後六月を経過した日から二月以内に、税務
署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書
を提出しなければならない。ただし、第一号に
掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金
額がない場合は、当該申告書を提出することを
要しない。
一 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確
定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第
一項第二号（連結確定申告に係る法人税額）

第三節 申告、納付及び還付等
第一款 連結中間申告

（連結中間申告）
第八十一条の十九 連結親法人（普通法人に限る。
以下この条において同じ。）は、その連結事業
年度 ◆削除◆が六月を超える場合には、当該連
結事業年度開始の日以後六月を経過した日から
二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項
を記載した申告書を提出しなければならない。
ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下であ
る場合又は当該金額がない場合は、当該申告書
を提出することを要しない。
一 当該連結事業年度の前連結事業年度の連結確
定申告書に記載すべき第八十一条の二十二第
一項第二号（連結確定申告に係る法人税額）
に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以
後六月を経過した日の前日までに確定したも
の（ 次項及び第六項において「連結確定法人
税額」という。）を当該前連結事業年度の月
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に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日以
後六月を経過した日の前日までに確定したも
の（ 第三項において「連結確定法人税額」と
いう。）を当該前連結事業年度の月数で除
し、これに六を乗じて計算した金額（当該連
結事業年度が最初連結親法人事業年度（ ◆追
加◆各連結事業年度の連結所得に対する法人
税を課される 最初の連結親法人事業年度をい
う。以下この号において同じ。）である場合
には、次に掲げる金額の合計額）
イ 連結法人（連結親法人及び最初連結親法人
事業年度開始の時から当該最初連結親法人
事業年度開始の日以後六月を経過した日の
前日まで継続して当該連結親法人との間に
連結完全支配関係がある連結子法人に限
る。以下この号において同じ。）の当該最
初連結親法人事業年度開始の日の前日の属
する事業年度の確定法人税額（確定申告書
に記載すべき第七十四条第一項第二号（確
定申告に係る法人税額）に掲げる金額をい
う。 次項及び第六項において同じ。）で当
該最初連結親法人事業年度開始の日以後六
月を経過した日の前日までに確定したもの
を当該事業年度の月数で除し、これに六を
乗じて計算した金額の合計額
ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開
始の日の前日の属する連結事業年度の連結
法人税個別帰属支払額（各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の負担額として 支
出すべき金額として前条第一項の規定によ
り計算される金額をいう。以下この条にお
いて同じ。）で当該最初連結親法人事業年
度開始の日以後六月を経過した日の前日ま
でに確定した当該連結事業年度の連結確定
申告書に記載すべき第八十一条の二十二第
一項第二号に掲げる金額に係るものを当該
開始の日の前日の属する当該連結法人の連
結事業年度の月数で除し、これに六を乗じ
て計算した金額の合計額

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省
令で定める事項

◆追加◆
２ 前項の場合において、第四条の二 （連結納税義
務者）に規定する他の内国法人が次の各号に掲
げる期間内に同項の連結親法人による連結完全
支配関係を有することとなり、かつ、その有す
ることとなつた日から当該連結親法人 の連結親
法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の
前日まで当該連結完全支配関係が継続していた
ときは、その連結親法人が提出すべき当該連結
事業年度の連結中間申告書については、同項第
一号に掲げる金額は、 同号の規定にかかわら
ず、同号の規定により計算した金額に相当する
金額に当該各号に定める金額を加算した金額と
する。
一 当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入
法人（当該他の内国法人で当該連結親法人に

数で除し、これに六を乗じて計算した金額
（当該連結事業年度が最初連結親法人事業年
度（ 連結親法人の各連結事業年度の連結所得
に対する法人税を課される 最初の連結事業年
度をいう。以下この条において同じ。）であ
る場合には、次に掲げる金額の合計額）
イ 連結法人（連結親法人及び最初連結親法人
事業年度開始の時から当該最初連結親法人
事業年度開始の日以後六月を経過した日の
前日まで継続して当該連結親法人との間に
連結完全支配関係がある連結子法人に限
る。以下この号において同じ。）の当該最
初連結親法人事業年度開始の日の前日の属
する事業年度の確定法人税額（確定申告書
に記載すべき第七十四条第一項第二号（確
定申告に係る法人税額）に掲げる金額をい
う。 以下この条において同じ。）で当該最
初連結親法人事業年度開始の日以後六月を
経過した日の前日までに確定したものを当
該事業年度の月数で除し、これに六を乗じ
て計算した金額の合計額
ロ 連結法人の当該最初連結親法人事業年度開
始の日の前日の属する連結事業年度の連結
法人税個別帰属支払額（各連結事業年度の
連結所得に対する法人税の負担額として そ
の連結法人に帰せられる金額として前条第
一項の規定により計算される金額をいう。
以下この条において同じ。）で当該最初連
結親法人事業年度開始の日以後六月を経過
した日の前日までに確定した当該連結事業
年度の連結確定申告書に記載すべき第八十
一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に
係るものを当該開始の日の前日の属する当
該連結法人の連結事業年度の月数で除し、
これに六を乗じて計算した金額の合計額

二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省
令で定める事項

２ 前項の場合において、同項の連結親法人の同項
の連結事業年度（最初連結親法人事業年度を除
く。）開始の日から同日以後六月を経過した日
の前日までの期間内に第四条の五第一項（連結
納税の承認の取消し）の規定により連結子法人
（当該連結事業年度開始の時において当該連結
親法人との間に連結完全支配関係があるものに
限る。）につき第四条の二（連結納税義務者）
の承認が取り消されたとき若しくは第四条の五
第二項第五号に掲げる事実が生じたとき又は当
該開始の日の前日から当該経過した日の前日ま
での期間内に当該連結子法人につき同項第四号
に掲げる事実（合併による解散を除く。）が生
じたとき若しくは当該開始の日から当該経過し
た日までの期間内に当該連結子法人が合併によ
り解散をしたときは、その連結親法人が提出す
べき当該連結事業年度の連結中間申告書につい
ては、前項第一号に掲げる金額は、同号の規定
にかかわらず、連結確定法人税額から第一号に
掲げる金額を減算し、又は連結確定法人税額に
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よる連結完全支配関係を有することとなつた
ものをいう。以下この項において同じ。）の
次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又
は連結事業年度に係るもの（次号において
「連結加入法人の確定法人税額等」とい
う。）をその計算の基礎となつた当該連結加
入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で
除し、これに当該連結親法人の 前連結親法人
事業年度の月数のうちに占める 当該前連結親
法人事業年度開始の日からその連結加入日
（当該連結完全支配関係を有することとなつ
た日 （第十五条の二第二項の規定の適用を受
ける場合には、同項各号に定める期間の開始
の日）をいう。以下この項において同じ。）
の前日までの期間の月数の割合に六を乗じた
数を乗じて計算した金額
イ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の
当該 連結親法人事業年度開始の日の一年前
の日以後に終了した各事業年度（その月数
が六月に満たないものを除く。）の確定法
人税額で当該連結親法人の当該 連結親法人
事業年度開始の日以後六月を経過した日の
前日までに確定したもの
ロ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の
当該 連結親法人事業年度開始の日の一年前
の日以後に終了した当該連結加入法人の各
連結事業年度（その月数が六月に満たない
ものを除く。）の当該連結加入法人の連結
法人税個別帰属支払額で当該連結親法人の
当該 連結親法人事業年度開始の日以後六月
を経過した日の前日までに確定した各連結
事業年度の連結確定申告書に記載すべき第
八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金
額に係るもの

二 当該連結事業年度開始の日から同日以後六月
を経過した日の前日までの期間 連結加入法人
の確定法人税額等をその計算の基礎となつた
当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年
度の月数で除し、これにその連結加入日から
当該六月を経過した日の前日までの期間の月
数を乗じて計算した金額

３ 第一項の場合において、同項の連結親法人の同
項の連結事業年度開始の日から同日以後六月を
経過した日の前日までの期間内に第四条の五第
一項（連結納税の承認の取消し）の規定により
当該連結親法人との間に連結完全支配関係があ
る連結子法人に係る第四条の二の承認が取り消
されたとき若しくは第四条の五第二項第五号に
掲げる事実が生じたとき又は当該開始の日の前
日から当該経過した日の前日までの期間内に当
該連結子法人に係る同項第四号に掲げる事実が
生じたとき（その事実が合併による解散である
場合には、当該開始の日から当該経過した日ま
での期間内に当該連結子法人が合併を行つたと
き）は、第一項第一号に掲げる金額は、同号の
規定にかかわらず、連結確定法人税額から当該
連結子法人に係る連結法人税個別帰属支払額を

第二号に掲げる金額を加算した金額を当該連結
事業年度の前連結事業年度の月数で除し、これ
に六を乗じて計算した金額とする。
一 当該連結子法人の当該連結事業年度開始の日
の前日の属する連結事業年度の連結法人税個
別帰属支払額で当該開始の日以後六月を経過
した日の前日までに確定した当該前連結事業
年度の連結確定申告書に記載すべき第八十一
条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係る
もの
二 当該連結子法人（当該連結事業年度開始の日
の前日から当該開始の日以後六月を経過した
日の前日までの期間内に第四条の五第二項第
四号に掲げる事実（残余財産の確定に限
る。）が生じたもの及び当該開始の日から当
該経過した日までの期間内に連結内合併（連
結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人
との間に連結完全支配関係がある他の連結法
人を合併法人とする合併並びに連結子法人及
び当該連結子法人との間に連結完全支配関係
がある他の連結子法人を被合併法人とする合
併で法人を設立するものをいう。第四項及び
第六項において同じ。）により解散したもの
を除く。）の当該連結事業年度開始の日の前
日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰
属受取額（各連結事業年度の連結所得に対す
る法人税の減少額として当該連結子法人に帰
せられる金額として前条第一項の規定により
計算される金額をいう。）で当該開始の日以
後六月を経過した日の前日までに確定した当
該前連結事業年度の連結確定申告書に記載す
べき第八十一条の二十二第一項第二号に掲げ
る金額に係るもの

３ 第一項の場合において、第四条の二 ◆削除◆に
規定する他の内国法人が次の各号に掲げる期間
内に同項の連結親法人による連結完全支配関係
を有することとなり、かつ、その有することと
なつた日から当該連結親法人 の同項の連結事業
年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで
当該連結完全支配関係が継続していたときは、
その連結親法人が提出すべき当該連結事業年度
の連結中間申告書については、同項第一号に掲
げる金額は、 同号、前項及び第五項の規定にか
かわらず、これらの規定により計算した金額に
相当する金額に当該各号に定める金額を加算し
た金額とする。
一 当該連結事業年度の前連結事業年度 連結加入
法人（当該他の内国法人で当該連結親法人に
よる連結完全支配関係を有することとなつた
ものをいう。以下この項において同じ。）の
次に掲げる金額のうち最も新しい事業年度又
は連結事業年度に係るもの（次号において
「連結加入法人の確定法人税額等」とい
う。）をその計算の基礎となつた当該連結加
入法人の事業年度又は連結事業年度の月数で
除し、これに当該連結親法人の 当該前連結事
業年度の月数のうちに占める 当該前連結事業
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減算し、又は連結確定法人税額に当該連結子法
人（当該連結完全支配関係がある連結法人との
間で自己を被合併法人とする合併を行つたもの
を除く。）に係る連結法人税個別帰属受取額
（各連結事業年度の連結所得に対する法人税の
減少額として収入すべき金額として前条第一項
の規定により計算される金額をいう。）を加算
した金額を同号に規定する前連結事業年度の月
数で除し、これに六を乗じて計算した金額とす
る。
４ 第七十一条第二項（中間申告）の規定は、連結
親法人が当該連結事業年度開始の日の前日の属
する事業年度、当該連結事業年度の前連結事業
年度若しくは当該連結事業年度開始の日から同
日以後六月を経過した日の前日までの期間内に
当該連結親法人を合併法人とする適格合併（当
該連結親法人との間に連結完全支配関係を有す
る連結子法人以外の法人を被合併法人とするも
のに限る。）を行つた場合の当該連結親法人又
は連結法人がこれらの期間内に他の連結法人
（当該連結法人との間に連結完全支配関係があ
る法人に限るものとし、連結親法人を除く。）
を被合併法人とする合併を行つた場合（当該合
併を行つた日から当該連結事業年度開始の日以
後六月を経過した日の前日まで当該連結法人
（連結親法人を除く。）と連結親法人との間の
連結完全支配関係が継続していた場合に限
る。）の当該連結親法人につき、第一項の規定
を適用する場合について準用する。この場合に
おいて、同条第二項中「前項第一号」とあるの
は「第八十一条の十九第一項第一号（連結中間
申告）」と、「当該事業年度の前事業年度」と
あるのは「当該連結事業年度開始の日の前日の
属する事業年度又は前連結事業年度」と、「当
該事業年度開始の日の」とあるのは「連結親法
人事業年度（第八十一条の十九第一項に規定す
る連結親法人事業年度をいう。以下この項にお
いて同じ。）開始の日の」と、「各事業年度
（その月数」とあるのは「各事業年度（当該前
連結事業年度において行つた連結法人間合併
（連結法人を合併法人とし、当該連結法人との
間に連結完全支配関係を有する連結子法人を被
合併法人とする合併をいう。以下この項におい
て同じ。）に係る被合併法人の当該連結法人間
合併の日の前日の属する事業年度以外の各事業
年度にあつては、その月数」と、「当該事業年
度開始の日以後」とあるのは「当該連結親法人
事業年度開始の日以後」と、「前事業年度の月
数のうちに占める当該前事業年度」とあるのは
「連結親法人事業年度開始の日の前日の属する
事業年度又は当該連結親法人事業年度の前連結
親法人事業年度の月数のうちに占める当該前日
の属する事業年度又は当該前連結親法人事業年
度」と、「その適格合併の日の」とあるのは
「適格合併（連結親法人を合併法人とし、連結
子法人以外の法人を被合併法人とするものに限
る。次号において同じ。）又は連結法人間合併

年度開始の日からその連結加入日（当該連結
完全支配関係を有することとなつた日 ◆削除
◆をいう。以下この項において同じ。）の前
日までの期間の月数の割合に六を乗じた数を
乗じて計算した金額
イ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の
当該 連結事業年度開始の日の一年前の日以
後に終了した各事業年度（その月数が六月
に満たないものを除く。）の確定法人税額
で当該連結親法人の当該 連結事業年度開始
の日以後六月を経過した日の前日までに確
定したもの
ロ 連結加入日前に開始し、当該連結親法人の
当該 連結事業年度開始の日の一年前の日以
後に終了した当該連結加入法人の各連結事
業年度（その月数が六月に満たないものを
除く。）の当該連結加入法人の連結法人税
個別帰属支払額で当該連結親法人の当該 連
結事業年度開始の日以後六月を経過した日
の前日までに確定した各連結事業年度の連
結確定申告書に記載すべき第八十一条の二
十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの

二 当該連結事業年度開始の日から同日以後六月
を経過した日の前日までの期間 連結加入法人
の確定法人税額等をその計算の基礎となつた
当該連結加入法人の事業年度又は連結事業年
度の月数で除し、これにその連結加入日から
当該六月を経過した日の前日までの期間の月
数を乗じて計算した金額

◆削除◆
４ 第一項の場合において、次の各号に掲げる期間
内に同項の連結親法人若しくは連結子法人（当
該連結親法人の同項の連結事業年度開始の時
（連結内合併により設立された連結子法人にあ
つては、当該開始の時と当該連結内合併の時と
のうちいずれか遅い時）から当該開始の日以後
六月を経過した日の前日まで当該連結親法人と
の間に当該連結親法人による連結完全支配関係
が継続していた連結子法人に限る。）を合併法
人とする合併（第一号に掲げる期間内に行われ
る合併にあつては適格合併（法人を設立するも
のを除く。）に限り、第二号又は第三号に掲げ
る期間内に行われる合併にあつては連結内合併
及び適格合併（連結内合併及び連結親法人を設
立するものを除く。）に限る。）が行われたと
き又は第二号若しくは第三号に掲げる期間内に
当該連結親法人との間に連結完全支配関係があ
る連結子法人の残余財産が確定したときは、そ
の連結親法人が提出すべき当該連結事業年度の
連結中間申告書については、同項第一号に掲げ
る金額は、同号、前二項及び次項の規定にかか
わらず、これらの規定により計算した金額に相
当する金額に当該各号に定める金額を加算した
金額とする。
一 第一項の連結事業年度（最初連結親法人事業
年度に限る。）開始の日の前日の属する事業
年度又は連結事業年度 当該合併に係る被合併
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の日の」と、「当該事業年度開始の日から」と
あるのは「当該連結事業年度開始の日から」
と、「その適格合併の日から」とあるのは「適
格合併又は連結法人間合併の日から」と読み替
えるものとする。
５ 第七十一条第三項の規定は、適格合併により設
立された連結親法人につき、第一項の規定を適
用する場合について準用する。この場合におい
て、同条第三項中「同項第一号」とあるのは、
「第八十一条の十九第一項第一号」と読み替え
るものとする。
６ 第一項の場合において、次の各号に掲げる期間
内に同項の連結親法人又は当該連結親法人との
間に連結完全支配関係がある連結子法人を分割
法人とする分割型分割を行つたとき（当該連結
子法人が当該分割型分割を行つた場合にあつて
は、当該分割型分割を行つた日から当該連結事
業年度開始の日以後六月を経過した日の前日ま
で当該連結子法人と当該連結親法人との間の連
結完全支配関係が継続していたときに限る。）
は、その連結親法人が提出すべき当該連結事業
年度の連結中間申告書については、同項第一号
に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当
該各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める金額とする。
一 当該連結事業年度の前連結事業年度開始の日
の翌日から当該前連結事業年度終了の日まで
の期間 第一項第一号の規定により計算した金
額に相当する金額（次号において「前期実績
基準額」という。）に当該分割法人の分割型
分割の日の前日の属する事業年度（次号にお
いて「分割前事業年度」という。）の確定法
人税額で当該連結事業年度開始の日以後六月
を経過した日の前日までに確定したものを当
該前連結事業年度の月数で除し、これに六を
乗じて計算した金額を加算した金額
二 当該連結事業年度開始の日の翌日から当該開
始の日以後六月を経過した日までの期間 前期
実績基準額からイ又はロに掲げるものを分割
前事業年度開始の日の前日の属する当該分割
法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除
し、これに当該分割前事業年度の月数を乗じ
て計算した金額を減算した金額
イ 分割前事業年度開始の日の前日の属する事
業年度の確定法人税額で当該連結事業年度
開始の日以後六月を経過した日の前日まで
に確定したもの
ロ 当該連結事業年度の前連結事業年度の当該
分割法人に係る連結法人税個別帰属支払額
で当該連結事業年度開始の日以後六月を経
過した日の前日までに確定した当該前連結
事業年度の連結確定申告書に記載すべき第
八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金
額に係るもの

７ 前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満
たない端数を生じたときは、これを一月とす
る。

法人の次に掲げる金額のうち最も新しい事業
年度又は連結事業年度に係るもの（次項にお
いて「被合併法人の確定法人税額等」とい
う。）をその計算の基礎となつた当該被合併
法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除
し、これに当該連結親法人又は連結子法人の
当該開始の日の前日の属する事業年度又は連
結事業年度の月数のうちに占める当該前日の
属する事業年度又は連結事業年度開始の日か
ら当該合併の日の前日までの期間の月数の割
合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以
後に終了した各事業年度（その月数が六月
に満たないものを除く。）の確定法人税額
で当該開始の日以後六月を経過した日の前
日までに確定したもの
ロ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以
後に終了した各連結事業年度（その月数が
六月に満たないものを除く。）の当該被合
併法人の連結法人税個別帰属支払額で当該
開始の日以後六月を経過した日の前日まで
に確定した各連結事業年度の連結確定申告
書に記載すべき第八十一条の二十二第一項
第二号に掲げる金額に係るもの

二 第一項の連結事業年度（最初連結親法人事業
年度を除く。）の前連結事業年度 当該合併に
係る被合併法人又は当該残余財産が確定した
連結子法人の次に掲げる金額のうち最も新し
い事業年度又は連結事業年度に係るもの（次
号において「被合併法人等の確定法人税額
等」という。）をその計算の基礎となつた当
該被合併法人又は当該残余財産が確定した連
結子法人の事業年度又は連結事業年度の月数
で除し、これに当該連結親法人の当該前連結
事業年度の月数のうちに占める当該前連結事
業年度開始の日から当該合併の日の前日又は
当該残余財産の確定の日までの期間の月数の
割合に六を乗じた数を乗じて計算した金額
イ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以
後に終了した各事業年度（当該被合併法人
（連結内合併に係る被合併法人を除く。）
の各事業年度にあつては、その月数が六月
に満たないものを除く。）の確定法人税額
で当該開始の日以後六月を経過した日の前
日までに確定したもの
ロ 当該連結事業年度開始の日の一年前の日以
後に終了した各連結事業年度（当該被合併
法人（連結内合併に係る被合併法人を除
く。）の各連結事業年度にあつては、その
月数が六月に満たないものを除く。）の当
該被合併法人又は当該残余財産が確定した
連結子法人の連結法人税個別帰属支払額で
当該開始の日以後六月を経過した日の前日
までに確定した各連結事業年度の連結確定
申告書に記載すべき第八十一条の二十二第
一項第二号に掲げる金額に係るもの

三 当該連結事業年度開始の日から同日以後六月
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８ 第一項の申告書に記載すべき同項第一号に掲げ
る金額につき第二項から第六項までの規定のう
ちいずれか二以上の規定の適用を受ける場合に
おける当該金額の計算その他第二項から第六項
までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で
定める。

を経過した日の前日までの期間 当該合併又は
当該残余財産の確定に係る被合併法人等の確
定法人税額等をその計算の基礎となつた当該
合併に係る被合併法人又は当該残余財産が確
定した連結子法人の事業年度又は連結事業年
度の月数で除し、これに当該合併の日から当
該六月を経過した日の前日まで又は当該残余
財産の確定の日の翌日から当該六月を経過し
た日の前日までの期間の月数を乗じて計算し
た金額

５ 第一項の場合において、同項の連結親法人が同
項の連結事業年度開始の日に行われた適格合併
（法人を設立するものに限る。）に係る合併法
人であるときは、その連結親法人が提出すべき
当該連結事業年度の連結中間申告書について
は、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定に
かかわらず、当該適格合併に係る被合併法人の
確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該
適格合併に係る被合併法人の事業年度又は連結
事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算
した金額の合計額と同号イ及びロに掲げる金額
の合計額とを合計した金額とする。
６ 第一項の場合において、第一号に掲げる金額が
第二号から第四号までに掲げる金額の合計額を
超えるときは、同項の連結親法人が提出すべき
同項の連結事業年度の連結中間申告書について
は、同項第一号に掲げる金額は、同号及び第二
項から前項までの規定にかかわらず、これらの
規定により計算した金額に相当する金額にその
超える部分の金額を加算した金額とする。
一 第二項第一号に掲げる金額を当該連結事業年
度の前連結事業年度の月数で除し、これに六
を乗じて計算した金額
二 連結確定法人税額を当該連結事業年度の前連
結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて
計算した金額
三 第二項第二号に掲げる金額を当該連結事業年
度の前連結事業年度の月数で除し、これに六
を乗じて計算した金額
四 連結内合併に係る被合併法人又は残余財産が
確定した連結子法人に係る第四項第二号及び
第三号に定める金額の合計額

７ 前各項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満
たない端数を生じたときは、これを一月とす
る。
◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項
等）
第八十一条の二十 連結中間申告書を提出すべき連
結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月
の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に
係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠
損金額を計算した場合には、その連結親法人

（仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項
等）
第八十一条の二十 連結中間申告書を提出すべき連
結親法人が当該連結事業年度開始の日以後六月
の期間を一連結事業年度とみなして当該期間に
係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠
損金額を計算した場合には、その連結親法人
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は、その提出する連結中間申告書に、前条第一
項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項
を記載することができる。
一 当該連結所得の金額又は連結欠損金額
二 当該期間を一連結事業年度とみなして前号に
掲げる連結所得の金額につき前節（税額の計
算）（第八十一条の十三（連結特定同族会社
の特別税率）及び第八十一条の十六（仮装経
理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人
税額の連結事業年度における控除）を除
く。）の規定を適用するものとした場合に計
算される法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書
には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定
する期間の末日における貸借対照表、当該期間
の損益計算書その他の財務省令で定める書類を
添付しなければならない。
３ 第一項に規定する期間に係る課税標準である連
結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号
に掲げる法人税の額の計算については、第二条
第二十五号（定義）中「確定した決算」とある
のは「決算」と、第一節第三款（課税標準の計
算）（ 第八十一条の九第六項（連結欠損金の繰
越しの要件）を除く。）の規定中「連結確定申
告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第八
十一条の十四第二項及び第三項（連結事業年度
における所得税額の控除）並びに第八十一条の
十五第九項（連結事業年度における外国税額の
控除）中「連結確定申告書」とあるのは「連結
中間申告書」と、同条第十項中「連結確定申告
書にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこ
れら」と、同条第十一項中「連結確定申告書」
とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告
書」とする。

は、その提出する連結中間申告書に、前条第一
項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項
を記載することができる。
一 当該連結所得の金額又は連結欠損金額
二 当該期間を一連結事業年度とみなして前号に
掲げる連結所得の金額につき前節（税額の計
算）（第八十一条の十三（連結特定同族会社
の特別税率）及び第八十一条の十六（仮装経
理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人
税額の連結事業年度における控除）を除
く。）の規定を適用するものとした場合に計
算される法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項に規定する事項を記載した連結中間申告書
には、連結親法人及び連結子法人の同項に規定
する期間の末日における貸借対照表、当該期間
の損益計算書その他の財務省令で定める書類を
添付しなければならない。
３ 第一項に規定する期間に係る課税標準である連
結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号
に掲げる法人税の額の計算については、第二条
第二十五号（定義）中「確定した決算」とある
のは「決算」と、第一節第三款（課税標準の計
算）（ 第八十一条の九第七項（連結欠損金の繰
越しの要件）を除く。）の規定中「連結確定申
告書」とあるのは「連結中間申告書」と、第八
十一条の十四第二項及び第三項（連結事業年度
における所得税額の控除）並びに第八十一条の
十五第九項（連結事業年度における外国税額の
控除）中「連結確定申告書」とあるのは「連結
中間申告書」と、同条第十項中「連結確定申告
書にこれら」とあるのは「連結中間申告書にこ
れら」と、同条第十一項中「連結確定申告書」
とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告
書」とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二款 連結確定申告
（連結確定申告）
第八十一条の二十二 連結親法人は、各連結事業年
度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に
対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出
しなければならない。
一 当該連結事業年度の課税標準である連結所得
の金額又は連結欠損金額
二 前号に掲げる連結所得の金額につき前節（税
額の計算）の規定を適用して計算した法人税
の額
三 第八十一条の十四及び第八十一条の十五（連
結事業年度における所得税額等の控除）の規
定による控除をされるべき金額で前号に掲げ
る法人税の額の計算上控除しきれなかつたも
のがある場合には、その控除しきれなかつた
金額

第二款 連結確定申告
（連結確定申告）
第八十一条の二十二 連結親法人は、各連結事業年
度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に
対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出
しなければならない。
一 当該連結事業年度の課税標準である連結所得
の金額又は連結欠損金額
二 前号に掲げる連結所得の金額につき前節（税
額の計算）の規定を適用して計算した法人税
の額
三 第八十一条の十四及び第八十一条の十五（連
結事業年度における所得税額等の控除）の規
定による控除をされるべき金額で前号に掲げ
る法人税の額の計算上控除しきれなかつたも
のがある場合には、その控除しきれなかつた
金額

206



四 その連結親法人が当該連結事業年度につき連
結中間申告書を提出した法人である場合に
は、第二号に掲げる法人税の額から当該申告
書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金
額の計算上控除しきれなかつたものがある場
合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書には、連結親法人及び
連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、
損益計算書、第八十一条の十八第一項（連結法
人税の個別帰属額の計算）の規定により計算さ
れる法人税の負担額として 支出すべき金額及び
法人税の減少額として 収入すべき金額に関する
書類その他の財務省令で定める書類を添付しな
ければならない。

四 その連結親法人が当該連結事業年度につき連
結中間申告書を提出した法人である場合に
は、第二号に掲げる法人税の額から当該申告
書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金
額の計算上控除しきれなかつたものがある場
合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書には、連結親法人及び
連結子法人の当該連結事業年度の貸借対照表、
損益計算書、第八十一条の十八第一項（連結法
人税の個別帰属額の計算）の規定により計算さ
れる法人税の負担額として 帰せられる金額及び
法人税の減少額として 帰せられる金額に関する
書類その他の財務省令で定める書類を添付しな
ければならない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三款 個別帰属額等の届出
（連結子法人の個別帰属額等の届出）
第八十一条の二十五 連結子法人は、各連結事業年
度に係る第八十一条の二十二第一項（連結確定
申告）の規定による申告書の提出期限までに、
当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一
項（連結法人税の個別帰属額の計算）の規定に
より計算される法人税の負担額として 支出すべ
き金額又は法人税の減少額として 収入すべき金
額、その計算の基礎その他財務省令で定める事
項（次項において「個別帰属額等」という。）
を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照
表、損益計算書その他の財務省令で定める書類
を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主
たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しな
ければならない。
２ 連結子法人は、前項の規定により提出した書類
に記載した個別帰属額等に異動があつた場合に
は、速やかに、その本店又は主たる事務所の所
在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別
帰属額等その他参考となるべき事項を記載した
書類を提出しなければならない。

第三款 個別帰属額等の届出
（連結子法人の個別帰属額等の届出）
第八十一条の二十五 連結子法人は、各連結事業年
度に係る第八十一条の二十二第一項（連結確定
申告）の規定による申告書の提出期限までに、
当該連結事業年度に係る第八十一条の十八第一
項（連結法人税の個別帰属額の計算）の規定に
より計算される法人税の負担額として 帰せられ
る金額又は法人税の減少額として 帰せられる金
額、その計算の基礎その他財務省令で定める事
項（次項において「個別帰属額等」という。）
を記載した書類に当該連結事業年度の貸借対照
表、損益計算書その他の財務省令で定める書類
を添付し、これを当該連結子法人の本店又は主
たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しな
ければならない。
２ 連結子法人は、前項の規定により提出した書類
に記載した個別帰属額等に異動があつた場合に
は、速やかに、その本店又は主たる事務所の所
在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別
帰属額等その他参考となるべき事項を記載した
書類を提出しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結欠損金の繰戻しによる還付）
第八十一条の三十一 連結親法人の連結確定申告書
を提出する連結事業年度において生じた連結欠
損金額がある場合（第三項の規定に該当する場
合を除く。）には、その連結親法人は、当該申
告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に
対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度
（以下この項において「欠損連結事業年度」と
いう。）開始の日 （当該連結親法人を分割法人
とする分割型分割を行つた場合には、当該分割

（連結欠損金の繰戻しによる還付）
第八十一条の三十一 連結親法人の連結確定申告書
を提出する連結事業年度において生じた連結欠
損金額がある場合（第三項の規定に該当する場
合を除く。）には、その連結親法人は、当該申
告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に
対し、当該連結欠損金額に係る連結事業年度
（以下この項において「欠損連結事業年度」と
いう。）開始の日 ◆削除◆前一年以内に開始し
たいずれかの連結事業年度の連結所得に対する
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型分割の日の属する第十五条の二第一項（連結
事業年度の意義）に規定する連結親法人事業年
度開始の日）前一年以内に開始したいずれかの
連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
（附帯税の額を除くものとし、第八十一条の十
四から第八十一条の十七まで（税額控除）の規
定により控除された金額がある場合には、当該
金額を加算した金額とする。以下この項及び次
項において同じ。）に、当該いずれかの連結事
業年度（以下この項及び次項において「還付所
得連結事業年度」という。）の連結所得の金額
のうちに占める欠損連結事業年度の連結欠損金
額（この条の規定により他の還付所得連結事業
年度の連結所得に対する法人税の額につき還付
を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。
第三項において同じ。）に相当する金額の割合
を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付
を請求することができる。
２ 前項の場合において、既に当該還付所得連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額につきこ
の条の規定の適用があつたときは、その額から
その適用により還付された金額を控除した金額
をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該
還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当
する金額からその適用に係る連結欠損金額を控
除した金額をもつて当該還付所得連結事業年度
の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適
用する。
３ 前二項の規定は、連結親法人につき解散（適格
合併による解散 及び第五十七条第二項（青色申
告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し）に
規定する合併類似適格分割型分割後の解散を除
く。）、 会社更生法又は金融機関等の更生手続
の特例等に関する法律の規定による更生手続の
開始その他これらに準ずる事実で政令で定める
ものが生じた場合において、当該事実が生じた
日前一年以内に終了したいずれかの連結事業年
度又は同日の属する連結事業年度において生じ
た連結欠損金額（第八十一条の九第一項（連結
欠損金の繰越し）の規定により各連結事業年度
の連結所得の金額の計算上損金の額に算入され
たもの、 同条第四項の規定によりないものとさ
れたものその他政令で定めるものを除く。）が
あるときについて準用する。この場合におい
て、第一項中「当該申告書の提出と同時に」と
あるのは「当該事実が生じた日以後一年以内
（その一年以内の日が、第四条の五第一項若し
くは第二項（連結納税の承認の取消し）の規定
により当該連結親法人の第四条の二（連結納税
義務者）の承認を取り消された場合又は第四条
の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事
業年度に係る第八十一条の二十二第一項（連結
確定申告）の規定による申告書の提出期限後と
なるときは、当該事実が生じた日から当該提出
期限まで）に」と 、「請求することができる」
とあるのは「請求することができる。ただし、
還付所得連結事業年度から欠損連結事業年度ま

法人税の額（附帯税の額を除くものとし、第八
十一条の十四から第八十一条の十七まで（税額
控除）の規定により控除された金額がある場合
には、当該金額を加算した金額とする。以下こ
の項及び次項において同じ。）に、当該いずれ
かの連結事業年度（以下この項及び次項におい
て「還付所得連結事業年度」という。）の連結
所得の金額のうちに占める欠損連結事業年度の
連結欠損金額（この条の規定により他の還付所
得連結事業年度の連結所得に対する法人税の額
につき還付を受ける金額の計算の基礎とするも
のを除く。第三項において同じ。）に相当する
金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法
人税の還付を請求することができる。
２ 前項の場合において、既に当該還付所得連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額につきこ
の条の規定の適用があつたときは、その額から
その適用により還付された金額を控除した金額
をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該
還付所得連結事業年度の連結所得の金額に相当
する金額からその適用に係る連結欠損金額を控
除した金額をもつて当該還付所得連結事業年度
の連結所得の金額とみなして、同項の規定を適
用する。
３ 前二項の規定は、連結親法人につき解散（適格
合併による解散 ◆削除◆を除く。）、 ◆削除
◆更生手続の開始その他これらに準ずる事実で
政令で定めるものが生じた場合において、当該
事実が生じた日前一年以内に終了したいずれか
の連結事業年度又は同日の属する連結事業年度
において生じた連結欠損金額（第八十一条の九
第一項（連結欠損金の繰越し）の規定により各
連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の
額に算入されたもの、 同条第五項の規定により
ないものとされたものその他政令で定めるもの
を除く。）があるときについて準用する。この
場合において、第一項中「当該申告書の提出と
同時に」と あるのは、「当該事実が生じた日以
後一年以内（その一年以内の日が、第四条の五
第一項若しくは第二項（連結納税の承認の取消
し）の規定により当該連結親法人の第四条の二
（連結納税義務者）の承認を取り消された場合
又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最
終の連結事業年度に係る第八十一条の二十二第
一項（連結確定申告）の規定による申告書の提
出期限後となるときは、当該事実が生じた日か
ら当該提出期限まで）に」と ◆削除◆読み替え
るものとする。
４ 第八十条第三項及び第五項から第七項まで（欠
損金の繰戻しによる還付）の規定は、連結親法
人が第一項の規定を適用する場合（前項の規定
において第一項の規定を準用する場合を含
む。）について準用する。この場合において、
同条第三項中「還付所得事業年度から欠損事業
年度の前事業年度までの各事業年度」とあるの
は「第八十一条の三十一第一項（連結欠損金の
繰戻しによる還付）に規定する還付所得連結事
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での各連結事業年度について連続して連結確定
申告書を提出している場合に限る」と読み替え
るものとする。
４ 第八十条第三項及び第五項から第七項まで（欠
損金の繰戻しによる還付）の規定は、連結親法
人が第一項の規定を適用する場合（前項の規定
において第一項の規定を準用する場合を含
む。）について準用する。この場合において、
同条第三項中「還付所得事業年度から欠損事業
年度の前事業年度までの各事業年度」とあるの
は「第八十一条の三十一第一項（連結欠損金の
繰戻しによる還付）に規定する還付所得連結事
業年度から欠損連結事業年度（同項に規定する
欠損連結事業年度をいう。以下この項において
同じ。）の前連結事業年度までの各連結事業年
度」と、「青色申告書である確定申告書」とあ
るのは「連結確定申告書」と、「、欠損事業年
度」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み
替えるものとする。

業年度から欠損連結事業年度（同項に規定する
欠損連結事業年度をいう。以下この項において
同じ。）の前連結事業年度までの各連結事業年
度」と、「青色申告書である確定申告書」とあ
るのは「連結確定申告書」と、「、欠損事業年
度」とあるのは「、欠損連結事業年度」と読み
替えるものとする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例）
第八十四条の二 退職年金業務等を行う内国法人が
分社型分割によりその退職年金業務等に係る事
業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職
年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲
渡した場合において、その 分社型分割又は譲渡
がその内国法人の事業年度の中途においてされ
たときは、その内国法人のその 分社型分割又は
譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定
する退職年金等積立金の額は、同項の規定にか
かわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一 その内国法人の当該事業年度開始の時におけ
る前条第二項に規定する退職年金等積立金額
を十二で除し、これに当該事業年度開始の日
からその 分社型分割又は譲渡の日の前日まで
の期間の月数を乗じて計算した金額
二 その 分社型分割又は譲渡により引継ぎをした
後の退職年金業務等に係るその 分社型分割又
は譲渡の時において計算される前条第二項に
規定する退職年金等積立金額を十二で除し、
これにその 分社型分割又は譲渡の日から当該
事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて
計算した金額

２ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

（退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例）
第八十四条の二 退職年金業務等を行う内国法人が
分割によりその退職年金業務等に係る事業の全
部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業
務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した
場合において、その 分割又は譲渡がその内国法
人の事業年度の中途においてされたときは、そ
の内国法人のその 分割又は譲渡の日の属する事
業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立
金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げ
る金額の合計額とする。
一 その内国法人の当該事業年度開始の時におけ
る前条第二項に規定する退職年金等積立金額
を十二で除し、これに当該事業年度開始の日
からその 分割又は譲渡の日の前日までの期間
の月数を乗じて計算した金額
二 その 分割又は譲渡により引継ぎをした後の退
職年金業務等に係るその 分割又は譲渡の時に
おいて計算される前条第二項に規定する退職
年金等積立金額を十二で除し、これにその 分
割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日ま
での期間の月数を乗じて計算した金額

２ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（退職年金業務等を廃止した場合の特例）
第八十六条 退職年金業務等を行う内国法人が前三
条に規定する事業年度において退職年金業務等
を廃止した場合におけるこれらの規定の適用に
ついては、第八十四条第一項（退職年金等積立

（退職年金業務等を廃止した場合の特例）
第八十六条 退職年金業務等を行う内国法人が前三
条に規定する事業年度において退職年金業務等
を廃止した場合におけるこれらの規定の適用に
ついては、第八十四条第一項（退職年金等積立
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金の額の計算）中「当該事業年度の月数」とあ
るのは「当該事業年度開始の日から退職年金業
務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十
四条の二第一項第二号（退職年金業務等の引継
ぎをした場合の特例）中「その 分社型分割又は
譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間
の月数」とあるのは「その 分社型分割又は譲渡
の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間
の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年
度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日
から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月
数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲
渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の
月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の
日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の
月数」とする。

金の額の計算）中「当該事業年度の月数」とあ
るのは「当該事業年度開始の日から退職年金業
務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十
四条の二第一項第二号（退職年金業務等の引継
ぎをした場合の特例）中「その 分割又は譲渡の
日から当該事業年度終了の日までの期間の月
数」とあるのは「その 分割又は譲渡の日から退
職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」
と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月
数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退
職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」
と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の
日から当該事業年度終了の日までの期間の月
数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日
から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月
数」とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場
合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税
第一款 課税標準及びその計算

（解散の場合の清算所得に対する法人税の課税標
準）
第九十二条 内国法人である普通法人又は協同組合
等（以下この章において「内国普通法人等」と
いう。）が解散（合併による解散及び信託特定
解散を除く。以下この章において同じ。）をし
た場合における清算所得に対する法人税の課税
標準は、解散による清算所得の金額とする。
２ 前項に規定する信託特定解散とは、法人課税信
託（第二条第二十九号の二ロ（定義）に掲げる
信託に限る。）に第十二条第一項（信託財産に
属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられ
る収益及び費用の帰属）に規定する受益者（同
条第二項の規定により同条第一項に規定する受
益者とみなされる者を含むものとし、清算中に
おける受益者を除く。）が存することとなつた
ことに基因して第四条の七第八号（受託法人等
に関するこの法律の適用）の規定により同条に
規定する受託法人が解散したものとされる場合
におけるその解散をいう。

◆削除◆ ◆削除◆
◆削除◆ ◆削除◆
◆削除◆ ◆削除◆

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（解散による清算所得の金額の計算）
第九十三条 内国普通法人等の解散による清算所得
の金額は、その残余財産の価額からその解散の
時における資本金等の額（連結事業年度終了の
日に解散した場合（次項において「連結事業年
度末解散の場合」という。）には、連結個別資
本金等の額）と利益積立金額等との合計額を控
除した金額とする。
２ 前項に規定する利益積立金額等とは、次に掲げ

第九十二条から第百二十条まで 削除
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る金額の合計額をいう。
一 解散の時における利益積立金額（連結事業年
度末解散の場合には連結個別利益積立金額と
し、その解散に基因して政令で定める金額が
生ずる場合には当該金額を含む。）
二 清算中に受けた第二十三条第一項（受取配当
等の益金不算入）に規定する配当等の額（同
条第三項の規定に該当するものを除く。）が
ある場合には、次に掲げる金額の合計額
イ 第二十三条第一項に規定する連結法人株式
等及び関係法人株式等のいずれにも該当し
ない株式等に係る当該配当等の額の合計額
から清算中に支払つた負債の利子（これに
準ずるものとして政令で定めるものを含
む。以下この号において同じ。）の額のう
ち当該株式等に係る部分の金額として政令
で定めるところにより計算した金額を控除
した金額の百分の五十に相当する金額
ロ 第二十三条第一項に規定する関係法人株式
等に係る当該配当等の額の合計額から清算
中に支払つた負債の利子の額のうち当該関
係法人株式等に係る部分の金額として政令
で定めるところにより計算した金額を控除
した金額
ハ 第二十三条第一項に規定する連結法人株式
等に係る当該配当等の額

三 清算中に第二十三条の二第一項（外国子会社
から受ける配当等の益金不算入）に規定する
外国子会社から受けた同項に規定する剰余金
の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に
係る費用の額に相当するものとして政令で定
めるところにより計算した金額を控除した金
額
四 第二十六条第一項第二号から第四号まで（還
付金等の益金不算入）に掲げるものの額で清
算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは
地方税に充当をされたもの、同条第二項に規
定する外国源泉税等の額で清算中に減額され
たもの、同条第三項に規定する外国法人税の
額で清算中の各事業年度（当該外国法人税の
額につき第六十九条第一項から第三項まで
（外国税額の控除）又は第八十一条の十五第
一項から第三項まで（連結事業年度における
外国税額の控除）の規定の適用を受けた事業
年度又は連結事業年度開始の日後七年以内に
開始する事業年度に限る。）において減額さ
れたもののうち第二十六条第三項に規定する
控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外
国法人税の額が減額された部分として政令で
定める金額、清算中に受け取つた附帯税（利
子税を除く。以下この号において同じ。）の
負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同
条第六項に規定する損金の額に算入されなか
つたものの額で清算中に還付を受けたものの
合計額

- 本則-
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施行日：平成22年10月 1日
（法人税額等の残余財産価額への算入）
第九十四条 内国普通法人等が清算中に納付する次
に掲げる国税及び地方税の額（その内国普通法
人等に課されたものに限る。）は、その内国普
通法人等の解散による清算所得の金額の計算
上、残余財産の価額に算入する。
一 法人税のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 解散の日の属する事業年度又は連結事業年
度以前の各事業年度の所得に対する法人税
又は各連結事業年度の連結所得に対する法
人税
ロ 退職年金等積立金に対する法人税

二 資産再評価法（昭和二十五年法律第百十号）
の規定による再評価税
三 地方税法の規定による道府県民税及び市町村
民税（都民税を含むものとし、第一号イに掲
げる法人税（当該法人税が各連結事業年度の
連結所得に対する法人税である場合には、当
該連結事業年度の第八十一条の十八第一項
（連結法人税の個別帰属額の計算）の規定に
より計算される負担額として支出すべき金額
又は減少額として収入すべき金額に調整を加
えた金額）に係るもの及び同号ロに掲げる法
人税に係るものを除く。）
四 地方税法の規定による事業税（解散の日の属
する事業年度又は連結事業年度以前の各事業
年度又は各連結事業年度に係るものを除
く。）
五 前二号に掲げる地方税に係る地方税法の規定
による延滞金、過少申告加算金、不申告加算
金及び重加算金

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（寄附金の残余財産価額への算入）
第九十五条 内国普通法人等が清算中に支出した第
三十七条第七項（寄附金の意義）に規定する寄
附金の額は、その内国普通法人等の解散による
清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算
入する。ただし、当該寄附金の額のうち、その
清算業務の遂行上通常必要と認められるもの並
びに同条第三項各号に掲げるものについては、
この限りでない。
２ 前項ただし書の規定は、清算確定申告書に、同
項ただし書に規定する寄附金の額の記載があ
り、かつ、当該寄附金の明細書の添付がある場
合に限り、適用する。この場合において、同項
ただし書の規定により残余財産の価額に算入さ
れない金額は、当該金額として記載された金額
を限度とする。
３ 税務署長は、第一項ただし書に規定する寄附金
の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の
添付がない清算確定申告書の提出があつた場合
においても、その記載又は明細書の添付がなか

第九十二条から第百二十条まで 削除
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つたことについてやむを得ない事情があると認
めるときは、その記載又は明細書の添付がなか
つた金額につき第一項ただし書の規定を適用す
ることができる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（外国源泉税等の残余財産価額への算入）
第九十六条 内国普通法人等が第二十三条の二第一
項（外国子会社から受ける配当等の益金不算
入）に規定する外国子会社から清算中に受けた
同項に規定する剰余金の配当等の額に係る第三
十九条の二（外国子会社から受ける配当等に係
る外国源泉税等の損金不算入）に規定する外国
源泉税等の額（清算中に課されたものに限
る。）は、その内国普通法人等の解散による清
算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入
する。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（所得税額の残余財産価額への算入）
第九十七条 内国普通法人等が第百条第一項（解散
の場合の清算所得に対する法人税額からの所得
税額の控除）に規定する所得税の額につき同項
又は第百九条第一項（清算中の所得税額の還
付）若しくは第百三十五条第一項（清算確定申
告に係る更正による所得税額の還付）の規定の
適用を受ける場合には、これらの規定による控
除又は還付をされる金額に相当する金額は、そ
の内国普通法人等の解散による清算所得の金額
の計算上、残余財産の価額に算入する。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（解散による清算所得の金額の計算の細目）
第九十八条 この款に定めるもののほか、内国普通
法人等の解散による清算所得の金額の計算に関
し必要な事項は、政令で定める。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第二款 税額の計算
（解散の場合の清算所得に対する法人税の税率）
第九十九条 内国法人である普通法人が解散をした
場合における清算所得に対する法人税の額は、
解散による清算所得の金額に百分の二十七・一
の税率を乗じて計算した金額とする。
２ 協同組合等が解散をした場合における清算所得
に対する法人税の額は、解散による清算所得の
金額に百分の二十・五の税率を乗じて計算した
金額とする。

◆削除◆ ◆削除◆
第九十二条から第百二十条まで 削除
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- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（解散の場合の清算所得に対する法人税額からの
所得税額の控除）
第百条 内国普通法人等が清算中に所得税法第百七
十四条各号（内国法人に係る所得税の課税標
準）に規定する利子等、配当等、給付補てん
金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金の
支払を受ける場合には、これらにつき同法の規
定により課された所得税の額は、政令で定める
ところにより、その内国普通法人等の清算所得
に対する法人税の額から控除する。
２ 前項の規定は、清算確定申告書に同項の規定に
よる控除を受けるべき金額及びその計算に関す
る明細の記載がある場合に限り、適用する。こ
の場合において、同項の規定による控除をされ
るべき金額は、当該金額として記載された金額
を限度とする。
３ 税務署長は、第一項に規定する所得税の額の全
部又は一部につき前項の記載がない清算確定申
告書の提出があつた場合においても、その記載
がなかつたことについてやむを得ない事情があ
ると認めるときは、その記載がなかつた金額に
つき第一項の規定を適用することができる。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百一条 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第三款 申告、納付及び還付
（清算中の所得に係る予納申告）
第百二条 内国普通法人等は、その清算中の各事業
年度（残余財産の確定の日の属する事業年度を
除く。）の終了の日の翌日から二月以内（当該
期間内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行
われる場合には、その行われる日の前日まで）
に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載し
た申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の所得を解散をしていない内国
普通法人等の各事業年度の所得とみなして計
算した場合における当該事業年度の課税標準
である所得の金額又は欠損金額
二 当該事業年度の所得を解散をしていない内国
普通法人等の所得とみなして前号に掲げる所
得の金額につき第一章第二節（税額の計算）
（第六十七条（特定同族会社の特別税率）及
び第七十条（仮装経理に基づく過大申告の場
合の更正に伴う法人税額の控除）を除く。）
の規定を適用するものとした場合に計算され
る法人税の額
三 当該事業年度中に残余財産の一部の分配又は

◆削除◆ ◆削除◆
第九十二条から第百二十条まで 削除
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引渡しをしている場合において、その分配又
は引渡しに係る残余財産分配等予納申告書に
記載すべき次条第一項第一号に掲げる金額が
あるときは、当該金額（当該事業年度中に二
回以上残余財産の一部の分配又は引渡しをし
ている場合には、これらの分配又は引渡しに
係る当該金額の合計額）に百分の三十（協同
組合等については、百分の二十二）を乗じて
計算した金額
四 第二号に掲げる法人税の額から前号に掲げる
金額を控除した金額
五 第六十八条及び第六十九条（所得税額等の控
除）の規定による控除をされるべき金額で第
二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれ
なかつたものがある場合には、その控除しき
れなかつた金額（第三号に掲げる金額がある
場合には、当該控除をされるべき金額のう
ち、当該控除をしないものとして計算した場
合における第二号に掲げる法人税の額から第
三号に掲げる金額を控除した金額を超える部
分の金額）
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項第一号に掲げる課税標準である所得の金額
又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の
額の計算については、第一章第一節第三款、第
四款、第七款及び第十款（課税標準の計算）
（第四十二条から第五十条まで（圧縮記帳）、
第五十七条（青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し）及び第五十八条（青色申告書
を提出しなかつた事業年度の災害による損失金
の繰越し）を除く。）の規定中「確定申告書」
とあるのは「清算事業年度予納申告書」と、第
五十七条第一項中「確定申告書」とあるのは
「清算事業年度予納申告書」と、同条第十一項
中「確定申告書」とあるのは「確定申告書又は
清算事業年度予納申告書」と、第五十八条第一
項中「確定申告書」とあるのは「清算事業年度
予納申告書」と、同条第六項中「確定申告書」
とあるのは「確定申告書又は清算事業年度予納
申告書」と、第六十八条第三項及び第四項（所
得税額の控除）並びに第六十九条第十項（外国
税額の控除）中「確定申告書」とあるのは「清
算事業年度予納申告書」と、同条第十一項中
「記載した確定申告書」とあるのは「記載した
確定申告書若しくは清算事業年度予納申告書」
と、「確定申告書にこれら」とあるのは「清算
事業年度予納申告書にこれら」と、「の確定申
告書に当該」とあるのは「の確定申告書若しく
は清算事業年度予納申告書に当該」と、同条第
十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは
「確定申告書、清算事業年度予納申告書若しく
は」とする。
３ 第一項の規定による申告書には、当該事業年度
の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で
定める書類を添付しなければならない。
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- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（残余財産の一部分配等に係る予納申告）
第百三条 内国普通法人等は、その清算中に残余財
産の分配又は引渡しをしようとする場合におい
て、その分配又は引渡しをしようとする残余財
産の価額がその解散の時における資本金等の額
（第九十三条第一項（解散による清算所得の金
額の計算）に規定する連結事業年度末解散の場
合（以下この項において「連結事業年度末解散
の場合」という。）には、連結個別資本金等の
額。以下この項において同じ。）及び利益積立
金額（連結事業年度末解散の場合には連結個別
利益積立金額とし、その解散の時からその分配
又は引渡しをしようとする時までの間に生じた
利益積立金額がある場合には当該利益積立金額
を含む。以下この項において同じ。）の合計額
（既に残余財産の一部の分配又は引渡しをして
いる場合には、その分配又は引渡しをした残余
財産の価額に相当する金額を控除した金額。以
下この項において同じ。）を超えるときは、残
余財産の全部の分配又は引渡しをする場合を除
き、分配又は引渡しの都度、その分配又は引渡
しの日の前日までに、税務署長に対し、次に掲
げる事項を記載した申告書を提出しなければな
らない。
一 その分配又は引渡しをしようとする残余財産
の価額のうちその解散の時における資本金等
の額及び利益積立金額の合計額を超える部分
の金額
二 前号に掲げる金額を第九十三条に規定する解
散による清算所得の金額とみなし、かつ、第
九十九条第一項又は第二項（解散の場合の清
算所得に対する法人税の税率）に規定する法
人の区分に応じこれらの規定を適用して計算
した場合における法人税の額
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書には、解散の時及び当
該分配又は引渡しの時における貸借対照表その
他の財務省令で定める書類を添付しなければな
らない。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算確定申告）
第百四条 清算中の内国普通法人等は、その残余財
産が確定した場合には、その確定した日の翌日
から一月以内（当該期間内に残余財産の最後の
分配又は引渡しが行われる場合には、その行わ
れる日の前日まで）に、税務署長に対し、次に
掲げる事項を記載した申告書を提出しなければ
ならない。
一 課税標準である解散による清算所得の金額
二 前号に掲げる解散による清算所得の金額につ
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き前款（税額の計算）の規定を適用して計算
した法人税の額
三 第百条第一項（解散の場合の清算所得に対す
る法人税額からの所得税額の控除）の規定に
よる控除をされるべき金額で前号に掲げる法
人税の額の計算上控除しきれなかつたものが
ある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国普通法人等が第百二条第一項（清算
中の所得に係る予納申告）又は前条第一項の
規定による申告書を提出すべき法人である場
合には、第二号に掲げる法人税の額から当該
申告書に係る清算中の予納額を控除した金額
五 前号に規定する清算中の予納額で同号に掲げ
る金額の計算上控除しきれなかつたものがあ
る場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務
省令で定める事項

２ 前項の規定による申告書には、解散の時及び残
余財産の確定の時における貸借対照表その他の
財務省令で定める書類を添付しなければならな
い。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算中の所得に係る予納申告による納付）
第百五条 第百二条第一項（清算中の所得に係る予
納申告）の規定による申告書を提出した内国普
通法人等は、当該申告書に記載した同項第二号
に掲げる金額（同項第三号の規定に該当する場
合には、同項第四号に掲げる金額）があるとき
は、当該申告書の提出期限までに、当該金額に
相当する法人税を国に納付しなければならな
い。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（残余財産の一部分配等に係る予納申告による納
付）
第百六条 第百三条第一項（残余財産の一部分配等
に係る予納申告）の規定による申告書を提出し
た内国普通法人等は、当該申告書の提出期限ま
でに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げ
る金額に相当する法人税を国に納付しなければ
ならない。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算確定申告による納付）
第百七条 第百四条第一項（清算確定申告）の規定
による申告書を提出した内国普通法人等は、当
該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額
（同項第四号の規定に該当する場合には、同号
に掲げる金額）があるときは、当該申告書の提

第九十二条から第百二十条まで 削除

217



出期限までに、当該金額に相当する法人税を国
に納付しなければならない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算中の予納額）
第百八条 第百二条第一項（清算中の所得に係る予
納申告）又は第百三条第一項（残余財産の一部
分配等に係る予納申告）の規定による申告書を
提出して納付すべき法人税は、第百四条第一項
（清算確定申告）の規定による申告書を提出し
て納付すべき法人税の予納として納付されるも
のとする。ただし、第百十九条（継続等の場合
の法人税額の特例）の規定の適用がある場合
は、この限りでない。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算中の所得税額の還付）
第百九条 清算確定申告書の提出があつた場合にお
いて、当該申告書に第百四条第一項第三号（所
得税額の控除不足額）に掲げる金額の記載があ
るときは、税務署長は、当該申告書を提出した
内国普通法人等に対し、当該金額に相当する税
額を還付する。
２ 前項の規定による還付金については、還付加算
金は、附さない。
３ 前項に定めるもののほか、第一項の還付の手続
その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算中の予納額の還付）
第百十条 第百二条第一項（清算中の所得に係る予
納申告）又は第百三条第一項（残余財産の一部
分配等に係る予納申告）の規定による申告書を
提出すべき内国普通法人等から当該申告書に係
る清算確定申告書の提出があつた場合におい
て、その清算確定申告書に第百四条第一項第五
号（清算中の予納額の控除不足額）に掲げる金
額の記載があるときは、税務署長は、その内国
普通法人等に対し、当該金額に相当する清算中
の予納額を還付する。
２ 税務署長は、前項の規定による還付金の還付を
する場合において、同項に規定する申告書に係
る清算中の予納額について納付された延滞税が
あるときは、その額のうち、その清算中の予納
額で第百五条（清算中の所得に係る予納申告に
よる納付）又は第百六条（残余財産の一部分配
等に係る予納申告による納付）の規定による納
期限がその還付の日に最も近いものから順次前
項の規定による還付金に達するまでさかのぼつ
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て求めた場合における各清算中の予納額に対応
するものとして政令で定めるところにより計算
した金額の合計額を併せて還付する。
３ 前二項の規定による還付金については、還付加
算金を付さないものとし、第一項の規定による
還付金を清算中の予納額で未納のものに充当す
る場合には、その充当される部分の清算中の予
納額については、延滞税を免除するものとす
る。
４ 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の
還付の手続、第一項の規定による還付金につき
充当する場合の方法その他同項又は第二項の規
定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日

第四款 清算中に公益法人等が内国普通法人
等に移行する場合の特例

第百十一条 公益法人等が清算中に内国普通法人等
に該当することとなる場合には、その該当する
こととなる日の前日に解散したものとみなし
て、前三款の規定を適用する。

◆削除◆ ◆削除◆
第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百十二条から第百十七条まで 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百十二条から第百十七条まで 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百十二条から第百十七条まで 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百十二条から第百十七条まで 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百十二条から第百十七条まで 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百十二条から第百十七条まで 削除 第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
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施行日：平成22年10月 1日
第二節 継続等の場合の課税の特例

（継続等の場合の清算所得の金額の特例）
第百十八条 清算中の内国普通法人等が、その残余
財産の一部の分配又は引渡しをした後におい
て、継続し又は合併により消滅した場合におけ
る第九十三条（解散による清算所得の金額の計
算）に規定する解散による清算所得の金額は、
同条の規定にかかわらず、その分配又は引渡し
につき提出する残余財産分配等予納申告書に記
載すべき第百三条第一項第一号（残余財産の一
部分配等に係る予納申告）に掲げる金額（その
清算中に二回以上残余財産の一部の分配又は引
渡しをした場合には、これらの分配又は引渡し
に係る当該金額の合計額）に相当する金額とす
る。

◆削除◆ ◆削除◆
第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（継続等の場合の法人税額の特例）
第百十九条 清算中の内国普通法人等が継続し又は
合併により消滅した場合には、その内国普通法
人等に対しその解散の日の翌日（清算中に公益
法人等が内国普通法人等に該当することとなつ
た場合における当該内国普通法人等にあつて
は、その該当することとなつた日）から継続の
日の前日又は合併の日の前日までの期間（以下
この条において「清算期間」という。）に係る
法人税として課する税額は、次の各号に掲げる
法人税の区分に応じ当該各号に定める金額とす
る。
一 各事業年度の所得に対する法人税 清算期間に
係る各清算事業年度予納申告書に記載すべき
第百二条第一項第二号（清算中の所得に係る
予納申告）に掲げる金額（同項第三号の規定
に該当する場合には、同項第四号に掲げる金
額）の合計額
二 清算所得に対する法人税 清算期間に係る残余
財産分配等予納申告書に記載すべき第百三条
第一項第二号（残余財産の一部分配等に係る
予納申告）に掲げる金額（その清算期間中に
二回以上残余財産の一部の分配又は引渡しを
した場合には、これらの分配又は引渡しに係
る当該金額の合計額）

第九十二条から第百二十条まで 削除

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（継続等の場合の所得税額等の還付）
第百二十条 清算中の内国普通法人等が継続し又は
合併により消滅した場合において、その清算中
の各事業年度の清算事業年度予納申告書に記載
すべき第百二条第一項第五号（所得税額等の控
除不足額）に掲げる金額があるときは、納税地
の所轄税務署長は、その継続の日の前日又は合
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併の日の前日の属する事業年度の清算事業年度
予納申告書の提出と同時に還付の請求があつた
場合に限り、その請求をした内国普通法人等に
対し、当該金額に相当する税額を還付する。
２ 税務署長は、前項の還付の請求が同項に規定す
る継続の日の前日又は合併の日の前日の属する
事業年度の清算事業年度予納申告書の提出後に
された場合においても、その提出後にされたこ
とについてやむを得ない事情があると認めると
きは、同項の還付をすることができる。
３ 第一項の還付の請求をしようとする内国普通法
人等は、その還付を受けようとする税額その他
財務省令で定める事項を記載した還付請求書を
納税地の所轄税務署長に提出しなければならな
い。
４ 第一項の規定による還付金について還付加算金
を計算する場合には、その計算の基礎となる国
税通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期
間は、第一項の還付の請求があつた日（同日が
同項に規定する継続の日の前日又は合併の日の
前日の属する事業年度の第百二条第一項の規定
による申告書の提出期限前である場合には、そ
の提出期限）の翌日からその還付のための支払
決定をする日又はその還付金につき充当をする
日（同日前に充当をするのに適することとなつ
た日がある場合には、その適することとなつた
日）までの期間とする。
５ 前三項に定めるもののほか、第一項の還付の手
続その他同項の規定の適用に関し必要な事項
は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第四章 青色申告
（青色申告）
第百二十一条 内国法人は、納税地の所轄税務署長
の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及
びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申
告書により提出することができる。
一 中間申告書
二 確定申告書
三 清算事業年度予納申告書

２ 前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げ
る申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書
についても、青色の申告書により提出すること
ができる。
一 退職年金等積立金中間申告書
二 退職年金等積立金確定申告書
三 残余財産分配等予納申告書
四 清算確定申告書

第三章 青色申告
（青色申告）
第百二十一条 内国法人は、納税地の所轄税務署長
の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及
びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申
告書により提出することができる。
一 中間申告書
二 確定申告書
◆削除◆
２ 前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げ
る申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書
についても、青色の申告書により提出すること
ができる。
一 退職年金等積立金中間申告書
二 退職年金等積立金確定申告書
◆削除◆
◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告の承認の申請）
第百二十二条 当該事業年度以後の各事業年度の前

（青色申告の承認の申請）
第百二十二条 当該事業年度以後の各事業年度の前
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条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書に
より提出することについて同項の承認を受けよ
うとする内国法人（第二条第十六号（定義）に
規定する連結申告法人を除く。）は、当該事業
年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始
の日その他財務省令で定める事項を記載した申
請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ
ならない。
２ 前項の場合において、当該事業年度が次の各号
に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申
請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、
当該各号に定める日の前日とする。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等の設
立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過
した日と当該事業年度終了の日とのうちいず
れか早い日
二 内国法人である公益法人等又は人格のない社
団等の新たに収益事業を開始した日の属する
事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事
業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三 公益法人等（収益事業を行つていないものに
限る。）に該当していた普通法人又は協同組
合等の当該普通法人又は協同組合等に該当す
ることとなつた日の属する事業年度 同日以後
三月を経過した日と当該事業年度終了の日と
のうちいずれか早い日
四 内国法人である普通法人若しくは協同組合等
の設立の日、内国法人である公益法人等若し
くは人格のない社団等の新たに収益事業を開
始した日又は公益法人等（収益事業を行つて
いないものに限る。）に該当していた普通法
人若しくは協同組合等の当該普通法人若しく
は協同組合等に該当することとなつた日（以
下この号において「設立等の日」という。）
から前三号に規定する事業年度終了の日まで
の期間が三月に満たない場合における当該事
業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月
を経過した日と当該翌事業年度終了の日との
うちいずれか早い日
五 連結法人である内国法人が自己を分割法人と
する分割型分割を行つた場合（連結親法人事
業年度（第十五条の二第一項（連結事業年度
の意義）に規定する連結親法人事業年度をい
う。次号及び第九号において同じ。）開始の
日に当該分割型分割を行つた場合を除く。）
における当該分割型分割の日の前日の属する
事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二
月を経過する日
六 内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五
号（連結納税の承認の取消し）の規定により
第四条の二（連結納税義務者）の承認を取り
消された場合（連結親法人事業年度 ◆追加
◆開始の日に当該承認を取り消された場合を
除く。）におけるその取り消された日の前日
の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌
日から二月を経過する日 ◆追加◆
七 内国法人が第四条の五第二項各号の規定によ

条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書に
より提出することについて同項の承認を受けよ
うとする内国法人（第二条第十六号（定義）に
規定する連結申告法人を除く。）は、当該事業
年度開始の日の前日までに、当該事業年度開始
の日その他財務省令で定める事項を記載した申
請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければ
ならない。
２ 前項の場合において、当該事業年度が次の各号
に掲げる事業年度に該当するときは、同項の申
請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、
当該各号に定める日の前日とする。
一 内国法人である普通法人又は協同組合等の設
立の日の属する事業年度 同日以後三月を経過
した日と当該事業年度終了の日とのうちいず
れか早い日
二 内国法人である公益法人等又は人格のない社
団等の新たに収益事業を開始した日の属する
事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事
業年度終了の日とのうちいずれか早い日
三 公益法人等（収益事業を行つていないものに
限る。）に該当していた普通法人又は協同組
合等の当該普通法人又は協同組合等に該当す
ることとなつた日の属する事業年度 同日以後
三月を経過した日と当該事業年度終了の日と
のうちいずれか早い日
四 内国法人である普通法人若しくは協同組合等
の設立の日、内国法人である公益法人等若し
くは人格のない社団等の新たに収益事業を開
始した日又は公益法人等（収益事業を行つて
いないものに限る。）に該当していた普通法
人若しくは協同組合等の当該普通法人若しく
は協同組合等に該当することとなつた日（以
下この号において「設立等の日」という。）
から前三号に規定する事業年度終了の日まで
の期間が三月に満たない場合における当該事
業年度の翌事業年度 当該設立等の日以後三月
を経過した日と当該翌事業年度終了の日との
うちいずれか早い日
◆削除◆
五 内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五
号（連結納税の承認の取消し）の規定により
第四条の二（連結納税義務者）の承認を取り
消された場合（連結親法人事業年度 （第十五
条の二第一項（連結事業年度の意義）に規定
する連結親法人事業年度をいう。第八号にお
いて同じ。）開始の日に当該承認を取り消さ
れた場合を除く。）におけるその取り消され
た日の前日の属する事業年度 当該事業年度終
了の日の翌日から二月を経過する日 （残余財
産の確定の日の属する事業年度にあつては、
当該事業年度終了の日の翌日から一月を経過
する日（当該翌日から一月以内に残余財産の
最後の分配又は引渡しが行われる場合には、
その行われる日の前日）とする。以下この項
及び第百二十五条（青色申告の承認があつた
ものとみなす場合）において同じ。）
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り第四条の二の承認を取り消された場合にお
けるその取り消された日（以下この号及び次
号において「取消日」という。）の属する事
業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当
該事業年度終了の日の翌日から二月を経過す
る日とのうちいずれか早い日
八 前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始
の日からその終了の日までの期間が三月に満
たない場合における当該事業年度後の各事業
年度（取消日以後三月を経過する日までに開
始するものに限る。） 当該取消日以後三月を
経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日
から二月を経過する日とのうちいずれか早い
日
九 第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の
当該承認を受けた日の属する連結親法人事業
年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以
後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の
日とのうちいずれか早い日

六 内国法人が第四条の五第二項各号の規定によ
り第四条の二の承認を取り消された場合にお
けるその取り消された日（以下この号及び次
号において「取消日」という。）の属する事
業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当
該事業年度終了の日の翌日から二月を経過す
る日とのうちいずれか早い日
七 前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始
の日からその終了の日までの期間が三月に満
たない場合における当該事業年度後の各事業
年度（取消日以後三月を経過する日までに開
始するものに限る。） 当該取消日以後三月を
経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日
から二月を経過する日とのうちいずれか早い
日
八 第四条の五第三項の承認を受けた内国法人の
当該承認を受けた日の属する連結親法人事業
年度の翌事業年度 当該翌事業年度開始の日以
後三月を経過した日と当該翌事業年度終了の
日とのうちいずれか早い日

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告の承認申請の却下）
第百二十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の
提出があつた場合において、その申請書を提出
した内国法人につき次の各号のいずれかに該当
する事実があるときは、その申請を却下するこ
とができる。
一 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳
簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六
条第一項（青色申告法人の帳簿書類）に規定
する財務省令で定めるところに従つて行われ
ていないこと。
二 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一
部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し
ていることその他不実の記載又は記録がある
と認められる相当の理由があること。
三 第百二十七条第二項（青色申告の承認の取消
し）の規定による通知を受け、又は第百二十
八条（青色申告の取りやめ）に規定する届出
書の提出をした日以後一年以内にその申請書
を提出したこと。
四 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により第四条の二（連結納税義務
者）の承認が取り消された場合で、その取り
消された日以後一年以内にその申請書を提出
したこと。

（青色申告の承認申請の却下）
第百二十三条 税務署長は、前条第一項の申請書の
提出があつた場合において、その申請書を提出
した内国法人につき次の各号のいずれかに該当
する事実があるときは、その申請を却下するこ
とができる。
一 前条第一項に規定する当該事業年度に係る帳
簿書類の備付け、記録又は保存が第百二十六
条第一項（青色申告法人の帳簿書類）に規定
する財務省令で定めるところに従つて行われ
ていないこと。
二 その備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一
部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し
ていることその他不実の記載又は記録がある
と認められる相当の理由があること。
三 第百二十七条第二項（青色申告の承認の取消
し）の規定による通知を受け、又は第百二十
八条（青色申告の取りやめ）に規定する届出
書の提出をした日以後一年以内にその申請書
を提出したこと。
四 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により第四条の二（連結納税義務
者）の承認が取り消された場合で、その取り
消された日以後一年以内にその申請書を提出
したこと。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告の承認等の通知）
第百二十四条 税務署長は、第百二十二条第一項
（青色申告の承認の申請）の申請書の提出があ
つた場合において、その申請につき承認又は却

（青色申告の承認等の通知）
第百二十四条 税務署長は、第百二十二条第一項
（青色申告の承認の申請）の申請書の提出があ
つた場合において、その申請につき承認又は却
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下の処分をするときは、その申請をした内国法
人に対し、書面によりその旨を通知する。

下の処分をするときは、その申請をした内国法
人に対し、書面によりその旨を通知する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告の承認があつたものとみなす場合）
第百二十五条 第百二十二条第一項（青色申告の承
認の申請）の申請書の提出があつた場合におい
て、同項に規定する当該事業年度終了の日（当
該事業年度について中間申告書を提出すべき法
人については当該事業年度開始の日以後六月を
経過する日とし、同条第二項第五号 又は第六
号の内国法人に ついてはこれらの号に定める日
とし、 同項第七号又は第八号の内国法人のうち
これらの号に定める日がこれらの号に掲げる事
業年度終了の日後となるものについては当該事
業年度終了の日の翌日から二月を経過する日と
する。）までにその申請につき承認又は却下の
処分がなかつたときは、その日においてその承
認があつたものとみなす。

（青色申告の承認があつたものとみなす場合）
第百二十五条 第百二十二条第一項（青色申告の承
認の申請）の申請書の提出があつた場合におい
て、同項に規定する当該事業年度終了の日（当
該事業年度について中間申告書を提出すべき法
人については当該事業年度開始の日以後六月を
経過する日とし、同条第二項第五号 ◆削除◆の
内国法人に ついては同号に定める日とし、 同項
第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号
に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了
の日後となるものについては当該事業年度終了
の日の翌日から二月を経過する日とする。）ま
でにその申請につき承認又は却下の処分がなか
つたときは、その日においてその承認があつた
ものとみなす。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告法人の帳簿書類）
第百二十六条 第百二十一条第一項（青色申告）の
承認を受けている内国法人は、財務省令で定め
るところにより、帳簿書類を備え付けてこれに
その取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存
しなければならない。
２ 納税地の所轄税務署長は、必要があると認める
ときは、第百二十一条第一項の承認を受けてい
る内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類に
ついて必要な指示をすることができる。

（青色申告法人の帳簿書類）
第百二十六条 第百二十一条第一項（青色申告）の
承認を受けている内国法人は、財務省令で定め
るところにより、帳簿書類を備え付けてこれに
その取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存
しなければならない。
２ 納税地の所轄税務署長は、必要があると認める
ときは、第百二十一条第一項の承認を受けてい
る内国法人に対し、前項に規定する帳簿書類に
ついて必要な指示をすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告の承認の取消し）
第百二十七条 第百二十一条第一項（青色申告）の
承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれ
かに該当する事実がある場合には、納税地の所
轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで
さかのぼつて、その承認を取り消すことができ
る。この場合において、その取消しがあつたと
きは、当該事業年度開始の日以後その内国法人
が提出したその承認に係る青色申告書（納付す
べき義務が同日前に成立した法人税に係るもの
を除く。）は、青色申告書以外の申告書とみな
す。
一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録
又は保存が前条第一項に規定する財務省令で
定めるところに従つて 行なわれていない こ
と。 当該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第

（青色申告の承認の取消し）
第百二十七条 第百二十一条第一項（青色申告）の
承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれ
かに該当する事実がある場合には、納税地の所
轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで
さかのぼつて、その承認を取り消すことができ
る。この場合において、その取消しがあつたと
きは、当該事業年度開始の日以後その内国法人
が提出したその承認に係る青色申告書（納付す
べき義務が同日前に成立した法人税に係るもの
を除く。）は、青色申告書以外の申告書とみな
す。
一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録
又は保存が前条第一項に規定する財務省令で
定めるところに従つて 行われていない こと 当
該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第
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二項の規定による税務署長の指示に従わなか
つた こと。 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又
は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記
録し、その他その記載又は記録をした事項の
全体についてその真実性を疑うに足りる相当
の理由がある こと。 当該事業年度

四 第七十四条第一項（確定申告） 又は第百二条
第一項（清算中の所得に係る予納申告）の規
定による申告書をその提出期限までに提出し
なかつた こと。 当該申告書に係る事業年度
五 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により第四条の二（連結納税義務
者）の承認が取り消された こと。 その取り消
された日の前日（当該前日が連結親法人事業
年度（第十五条の二第一項（連結事業年度の
意義）に規定する連結親法人事業年度をい
う。）終了の日である場合には、その取り消
された日）の属する事業年度

２ 税務署長は、前項の規定による取消しの処分を
する場合には、同項の内国法人に対し、書面に
よりその旨を通知する。この場合において、そ
の書面には、その取消しの処分の基因となつた
事実が同項各号のいずれに該当するかを付記し
なければならない。

二項の規定による税務署長の指示に従わなか
つた こと 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又
は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記
録し、その他その記載又は記録をした事項の
全体についてその真実性を疑うに足りる相当
の理由がある こと 当該事業年度
四 第七十四条第一項（確定申告） ◆削除◆の規
定による申告書をその提出期限までに提出し
なかつた こと 当該申告書に係る事業年度
五 第四条の五第一項（連結納税の承認の取消
し）の規定により第四条の二（連結納税義務
者）の承認が取り消された こと その取り消さ
れた日の前日（当該前日が連結親法人事業年
度（第十五条の二第一項（連結事業年度の意
義）に規定する連結親法人事業年度をい
う。）終了の日である場合には、その取り消
された日）の属する事業年度

２ 税務署長は、前項の規定による取消しの処分を
する場合には、同項の内国法人に対し、書面に
よりその旨を通知する。この場合において、そ
の書面には、その取消しの処分の基因となつた
事実が同項各号のいずれに該当するかを付記し
なければならない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告の取りやめ）
第百二十八条 第百二十一条第一項（青色申告）の
承認を受けている内国法人は、当該事業年度以
後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青
色の申告書により提出することをやめようとす
るときは、当該事業年度終了の日の翌日から二
月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省
令で定める事項を記載した届出書を納税地の所
轄税務署長に提出しなければならない。この場
合において、その届出書の提出があつたとき
は、当該事業年度以後の各事業年度について
は、その承認は、その効力を失うものとする。

（青色申告の取りやめ）
第百二十八条 第百二十一条第一項（青色申告）の
承認を受けている内国法人は、当該事業年度以
後の各事業年度の同項各号に掲げる申告書を青
色の申告書により提出することをやめようとす
るときは、当該事業年度終了の日の翌日から二
月以内に、当該事業年度開始の日その他財務省
令で定める事項を記載した届出書を納税地の所
轄税務署長に提出しなければならない。この場
合において、その届出書の提出があつたとき
は、当該事業年度以後の各事業年度について
は、その承認は、その効力を失うものとする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第五章 更正及び決定
（更正に関する特例）
第百二十九条 法人税に係る更正については、国税
通則法第二十四条（更正）又は第二十六条（再
更正）に規定する事項のほか、第百二条第一項
第五号（所得税額等の控除不足額）に掲げる事
項についても行うことができる。この場合にお
いて、当該事項につき更正をするときは、同法
第二十八条第二項（更正通知書の記載事項）中
「税額等」とあるのは、「税額等並びに法人税
法第百二条第一項第五号（所得税額等の控除不
足額）に掲げる事項」とする。

第四章 更正及び決定
（更正に関する特例）
第百二十九条 ◆削除◆
◆削除◆ 内国法人の提出した確定申告書又は連結
確定申告書に記載された各事業年度の所得の金
額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該
事業年度又は連結事業年度の課税標準とされる
べき所得の金額又は連結所得の金額を超えてい
る場合において、その超える金額のうちに事実
を仮装して経理したところに基づくものがある
ときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対
する法人税又は連結事業年度の連結所得に対す
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２ 内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申
告書に記載された各事業年度の所得の金額又は
各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年
度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所
得の金額又は連結所得の金額を超えている場合
において、その超える金額のうちに事実を仮装
して経理したところに基づくものがあるとき
は、税務署長は、当該事業年度の所得に対する
法人税又は連結事業年度の連結所得に対する法
人税につき、当該事実を仮装して経理した内国
法人が当該事業年度又は連結事業年度後の各事
業年度又は各連結事業年度において当該事実に
係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理を
した事業年度の確定申告書又は連結事業年度の
連結確定申告書を提出するまでの間は、更正を
しないことができる。
３ 税務署長が 第百三十四条の二第一項（仮装経理
に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額
の還付の特例）の更正をする場合における国税
通則法第二十八条第二項 ◆追加◆の規定の適用
については、同項第三号中「次に掲げる金額」
とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに
掲げる金額のうち法人税法 第百三十四条の二第
一項又は第二項（仮装経理に基づく過大申告の
場合の更正に伴う法人税額の還付の特例）の規
定の適用がある金額」とする。

る法人税につき、当該事実を仮装して経理した
内国法人が当該事業年度又は連結事業年度後の
各事業年度又は各連結事業年度において当該事
実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経
理をした事業年度の確定申告書又は連結事業年
度の連結確定申告書を提出するまでの間は、更
正をしないことができる。
２ 税務署長が 第百三十五条第一項（仮装経理に基
づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還
付の特例）の更正をする場合における国税通則
法第二十八条第二項 （更正通知書の記載事
項）の規定の適用については、同項第三号中
「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる
金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法
第百三十五条第一項又は第二項（仮装経理に基
づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還
付の特例）の規定の適用がある金額」とする。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（青色申告書等に係る更正）
第百三十条 税務署長は、内国法人の提出した青色
申告書又は連結確定申告書等（連結中間申告
書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る
修正申告書をいう。以下この条において同
じ。）に係る法人税の課税標準又は欠損金額若
しくは連結欠損金額の更正をする場合には、そ
の内国法人の帳簿書類（当該連結確定申告書等
に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更
正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書
類を含む。）を調査し、その調査により当該青
色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の
課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の
計算に誤りがあると認められる場合に限り、こ
れをすることができる。ただし、当該青色申告
書又は連結確定申告書等及びこれらに添付され
た書類に記載された事項によつて、当該課税標
準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算が
この法律の規定に従つていないことその他その
計算に誤りがあることが明らかである場合は、
その帳簿書類を調査しないでその更正をするこ
とを妨げない。
２ 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又
は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又
は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする
場合には、その更正に係る国税通則法第二十八
条第二項（更正通知書の記載事項）に規定する

（青色申告書等に係る更正）
第百三十条 税務署長は、内国法人の提出した青色
申告書又は連結確定申告書等（連結中間申告
書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る
修正申告書をいう。以下この条において同
じ。）に係る法人税の課税標準又は欠損金額若
しくは連結欠損金額の更正をする場合には、そ
の内国法人の帳簿書類（当該連結確定申告書等
に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更
正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書
類を含む。）を調査し、その調査により当該青
色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の
課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の
計算に誤りがあると認められる場合に限り、こ
れをすることができる。ただし、当該青色申告
書又は連結確定申告書等及びこれらに添付され
た書類に記載された事項によつて、当該課税標
準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算が
この法律の規定に従つていないことその他その
計算に誤りがあることが明らかである場合は、
その帳簿書類を調査しないでその更正をするこ
とを妨げない。
２ 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又
は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又
は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする
場合には、その更正に係る国税通則法第二十八
条第二項（更正通知書の記載事項）に規定する
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更正通知書にその更正の理由を付記しなければ
ならない。

更正通知書にその更正の理由を付記しなければ
ならない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（推計による更正又は決定）
第百三十一条 税務署長は、内国法人に係る法人税
につき更正又は決定をする場合には、内国法人
の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準
又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内
国法人（各連結事業年度の連結所得に対する法
人税につき更正又は決定をする場合にあつて
は、連結子法人を含む。）の財産若しくは債務
の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生
産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他
事業の規模によりその内国法人に係る法人税の
課税標準（更正をする場合にあつては、課税標
準又は欠損金額若しくは連結欠損金額）を推計
して、これをすることができる。

（推計による更正又は決定）
第百三十一条 税務署長は、内国法人に係る法人税
につき更正又は決定をする場合には、内国法人
の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準
又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内
国法人（各連結事業年度の連結所得に対する法
人税につき更正又は決定をする場合にあつて
は、連結子法人を含む。）の財産若しくは債務
の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生
産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他
事業の規模によりその内国法人に係る法人税の
課税標準（更正をする場合にあつては、課税標
準又は欠損金額若しくは連結欠損金額）を推計
して、これをすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（同族会社等の行為又は計算の否認）
第百三十二条 税務署長は、次に掲げる法人に係る
法人税につき更正又は決定をする場合におい
て、その法人の行為又は計算で、これを容認し
た場合には法人税の負担を不当に減少させる結
果となると認められるものがあるときは、その
行為又は計算にかかわらず、税務署長の認める
ところにより、その法人に係る法人税の課税標
準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算する
ことができる。
一 内国法人である同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有す
ること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所
につき、その事業所の所長、主任その他の
その事業所に係る事業の主宰者又は当該主
宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
める特殊の関係のある個人（以下この号に
おいて「所長等」という。）が前に当該事
業所において個人として事業を営んでいた
事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の
有するその内国法人の株式又は出資の数又
は金額の合計額がその内国法人の発行済株
式又は出資（その内国法人が有する自己の
株式又は出資を除く。）の総数又は総額の
三分の二以上に相当すること。

２ 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲
げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に
規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況
によるものとする。

３ 第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定

（同族会社等の行為又は計算の否認）
第百三十二条 税務署長は、次に掲げる法人に係る
法人税につき更正又は決定をする場合におい
て、その法人の行為又は計算で、これを容認し
た場合には法人税の負担を不当に減少させる結
果となると認められるものがあるときは、その
行為又は計算にかかわらず、税務署長の認める
ところにより、その法人に係る法人税の課税標
準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算する
ことができる。
一 内国法人である同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有す
ること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所
につき、その事業所の所長、主任その他の
その事業所に係る事業の主宰者又は当該主
宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定
める特殊の関係のある個人（以下この号に
おいて「所長等」という。）が前に当該事
業所において個人として事業を営んでいた
事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の
有するその内国法人の株式又は出資の数又
は金額の合計額がその内国法人の発行済株
式又は出資（その内国法人が有する自己の
株式又は出資を除く。）の総数又は総額の
三分の二以上に相当すること。

２ 前項の場合において、内国法人が同項各号に掲
げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に
規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況
によるものとする。
３ 第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定
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をする場合において、同項各号に掲げる法人の
行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第
一項（同族会社等の行為又は計算の否認等）若
しくは相続税法第六十四条第一項（同族会社等
の行為又は計算の否認等）又は地価税法（平成
三年法律第六十九号）第三十二条第一項（同族
会社等の行為又は計算の否認等）の規定の適用
があつたときについて準用する。

をする場合において、同項各号に掲げる法人の
行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第
一項（同族会社等の行為又は計算の否認等）若
しくは相続税法第六十四条第一項（同族会社等
の行為又は計算の否認等）又は地価税法（平成
三年法律第六十九号）第三十二条第一項（同族
会社等の行為又は計算の否認等）の規定の適用
があつたときについて準用する。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（組織再編成に係る行為又は計算の否認）
第百三十二条の二 税務署長は、合併、分割、現物
出資若しくは 事後設立（第二条第十二号の六
（定義）に規定する 事後設立をいう。）又は株
式交換若しくは株式移転（以下この条において
「合併等」という。）に係る次に掲げる法人の
法人税につき更正又は決定をする場合におい
て、その法人の行為又は計算で、これを容認し
た場合には、合併等により移転する資産及び負
債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の
増加、法人税の額から控除する金額の増加、第
一号又は第二号に掲げる法人の株式（出資を含
む。第二号において同じ。）の譲渡に係る利益
の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金
額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により第二十三条第一項第一号（受
取配当等の益金不算入）に掲げる金額とみなさ
れる金額をいう。）の減少その他の事由により
法人税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、その行為又は計
算にかかわらず、税務署長の認めるところによ
り、その法人に係る法人税の課税標準若しくは
欠損金額又は法人税の額を計算することができ
る。
一 合併等をした一方の法人又は他方の法人
二 合併等により交付された株式を発行した法人
（前号に掲げる法人を除く。）
三 前二号に掲げる法人の株主等である法人（前
二号に掲げる法人を除く。）

（組織再編成に係る行為又は計算の否認）
第百三十二条の二 税務署長は、合併、分割、現物
出資若しくは 現物分配（第二条第十二号の六
（定義）に規定する 現物分配をいう。）又は株
式交換若しくは株式移転（以下この条において
「合併等」という。）に係る次に掲げる法人の
法人税につき更正又は決定をする場合におい
て、その法人の行為又は計算で、これを容認し
た場合には、合併等により移転する資産及び負
債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の
増加、法人税の額から控除する金額の増加、第
一号又は第二号に掲げる法人の株式（出資を含
む。第二号において同じ。）の譲渡に係る利益
の額の減少又は損失の額の増加、みなし配当金
額（第二十四条第一項（配当等の額とみなす金
額）の規定により第二十三条第一項第一号（受
取配当等の益金不算入）に掲げる金額とみなさ
れる金額をいう。）の減少その他の事由により
法人税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、その行為又は計
算にかかわらず、税務署長の認めるところによ
り、その法人に係る法人税の課税標準若しくは
欠損金額又は法人税の額を計算することができ
る。
一 合併等をした法人又は合併等により資産及び
負債の移転を受けた法人
二 合併等により交付された株式を発行した法人
（前号に掲げる法人を除く。）
三 前二号に掲げる法人の株主等である法人（前
二号に掲げる法人を除く。）

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（連結法人に係る行為又は計算の否認）
第百三十二条の三 税務署長は、連結法人の各連結
事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業
年度の所得に対する法人税につき更正又は決定
をする場合において、その連結法人の行為又は
計算で、これを容認した場合には、当該各連結
事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度
の所得の金額から控除する金額の増加、これら
の法人税の額から控除する金額の増加、連結法
人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損
失の額の増加その他の事由により法人税の負担

（連結法人に係る行為又は計算の否認）
第百三十二条の三 税務署長は、連結法人の各連結
事業年度の連結所得に対する法人税又は各事業
年度の所得に対する法人税につき更正又は決定
をする場合において、その連結法人の行為又は
計算で、これを容認した場合には、当該各連結
事業年度の連結所得の金額又は当該各事業年度
の所得の金額から控除する金額の増加、これら
の法人税の額から控除する金額の増加、連結法
人間の資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損
失の額の増加その他の事由により法人税の負担
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を不当に減少させる結果となると認められるも
のがあるときは、その行為又は計算にかかわら
ず、税務署長の認めるところにより、その連結
法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは
欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法
人税の額を計算することができる。

を不当に減少させる結果となると認められるも
のがあるときは、その行為又は計算にかかわら
ず、税務署長の認めるところにより、その連結
法人に係るこれらの法人税の課税標準若しくは
欠損金額若しくは連結欠損金額又はこれらの法
人税の額を計算することができる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（確定申告又は連結確定申告に係る更正による所
得税額等の還付）
第百三十三条 内国法人の提出した確定申告書又は
連結確定申告書に係る法人税につき更正があつ
た場合において、その更正により第七十四条第
一項第三号（所得税額等の控除不足額）又は第
八十一条の二十二第一項第三号（連結確定申告
書に係る所得税額等の控除不足額）に掲げる金
額が増加したときは、税務署長は、その内国法
人に対し、その増加した部分の金額に相当する
税額を還付する。
２ 前項の規定による還付金について還付加算金を
計算する場合には、その計算の基礎となる国税
通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期間
は、前項の確定申告書又は連結確定申告書の提
出期限（これらの申告書が期限後申告書である
場合には、これらの申告書を提出した日）の翌
日からその還付のための支払決定をする日又は
その還付金につき充当をする日（同日前に充当
をするのに適することとなつた日がある場合に
は、その適することとなつた日）までの期間と
する。
３ 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書
に係る事業年度の所得に対する法人税又は同項
の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所
得に対する法人税で未納のものに充当する場合
には、その還付金の額のうちその充当する金額
については、還付加算金を付さないものとし、
その充当される部分の法人税については、延滞
税及び利子税を免除するものとする。
４ 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によ
る還付金（これに係る還付加算金を含む。）に
つき充当をする場合の方法その他同項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（確定申告又は連結確定申告に係る更正による所
得税額等の還付）
第百三十三条 内国法人の提出した確定申告書又は
連結確定申告書に係る法人税につき更正があつ
た場合において、その更正により第七十四条第
一項第三号（所得税額等の控除不足額）又は第
八十一条の二十二第一項第三号（連結確定申告
書に係る所得税額等の控除不足額）に掲げる金
額が増加したときは、税務署長は、その内国法
人に対し、その増加した部分の金額に相当する
税額を還付する。
２ 前項の規定による還付金について還付加算金を
計算する場合には、その計算の基礎となる国税
通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期間
は、前項の確定申告書又は連結確定申告書の提
出期限（これらの申告書が期限後申告書である
場合には、これらの申告書を提出した日）の翌
日からその還付のための支払決定をする日又は
その還付金につき充当をする日（同日前に充当
をするのに適することとなつた日がある場合に
は、その適することとなつた日）までの期間と
する。
３ 第一項の規定による還付金を同項の確定申告書
に係る事業年度の所得に対する法人税又は同項
の連結確定申告書に係る連結事業年度の連結所
得に対する法人税で未納のものに充当する場合
には、その還付金の額のうちその充当する金額
については、還付加算金を付さないものとし、
その充当される部分の法人税については、延滞
税及び利子税を免除するものとする。
４ 前二項に定めるもののほか、第一項の規定によ
る還付金（これに係る還付加算金を含む。）に
つき充当をする場合の方法その他同項の規定の
適用に関し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定
による中間納付額の還付）
第百三十四条 中間申告書又は連結中間申告書を提
出した内国法人である普通法人のその中間申告
書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書
に係る連結事業年度の法人税につき決定があつ
た場合において、その決定に係る第七十四条第
一項第五号（中間納付額の控除不足額）又は第
八十一条の二十二第一項第五号（中間納付額の

（確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定
による中間納付額の還付）
第百三十四条 中間申告書又は連結中間申告書を提
出した内国法人である普通法人のその中間申告
書に係る事業年度の法人税又は連結中間申告書
に係る連結事業年度の法人税につき決定があつ
た場合において、その決定に係る第七十四条第
一項第五号（中間納付額の控除不足額）又は第
八十一条の二十二第一項第五号（中間納付額の
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控除不足額）に掲げる金額があるときは、税務
署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当
する中間納付額を還付する。
２ 中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国
法人である普通法人のその中間申告書に係る事
業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結
事業年度の法人税につき更正があつた場合にお
いて、その更正により第七十四条第一項第五号
又は第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる
金額が増加したときは、税務署長は、その普通
法人に対し、その増加した部分の金額に相当す
る中間納付額を還付する。
３ 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付
をする場合において、これらの規定に規定する
中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付
額について納付された延滞税があるときは、そ
の額のうち、これらの規定により還付される中
間納付額に対応するものとして政令で定めると
ころにより計算した金額を併せて還付する。
４ 第一項又は第二項の規定により還付金について
還付加算金を計算する場合には、その計算の基
礎となる国税通則法第五十八条第一項（還付加
算金）の期間は、第一項又は第二項の規定によ
り還付すべき中間納付額の納付の日（その中間
納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限）の翌日からその還付のための支払
決定をする日又はその還付金につき充当をする
日（同日前に充当をするのに適することとなつ
た日がある場合には、その適することとなつた
日）までの期間とする。ただし、次の各号に掲
げる還付金については、当該各号に定める日数
は、当該期間に算入しない。
一 第一項の規定による還付金 同項に規定する事
業年度の第七十四条第一項の規定による申告
書又は第一項に規定する連結事業年度の第八
十一条の二十二第一項の規定による申告書の
提出期限の翌日から第一項の決定があつた日
までの日数
二 第二項の規定による還付金（その基因となつ
た更正が次のいずれにも該当しないものを除
く。） 同項に規定する事業年度の第七十四条
第一項の規定による申告書又は第二項に規定
する連結事業年度の第八十一条の二十二第一
項の規定による申告書の提出期限の翌日か
ら、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める日までの日数
イ 第二項の更正に係る確定申告書又は連結確
定申告書が期限後申告書である場合 その提
出の日
ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合
その決定があつた日

５ 第一項又は第二項の規定による還付金をその額
の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年
度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連
結所得に対する法人税で未納のものに充当する
場合には、その還付金の額のうちその充当する
金額については、還付加算金を付さないものと

控除不足額）に掲げる金額があるときは、税務
署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当
する中間納付額を還付する。
２ 中間申告書又は連結中間申告書を提出した内国
法人である普通法人のその中間申告書に係る事
業年度の法人税又は連結中間申告書に係る連結
事業年度の法人税につき更正があつた場合にお
いて、その更正により第七十四条第一項第五号
又は第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる
金額が増加したときは、税務署長は、その普通
法人に対し、その増加した部分の金額に相当す
る中間納付額を還付する。
３ 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付
をする場合において、これらの規定に規定する
中間申告書又は連結中間申告書に係る中間納付
額について納付された延滞税があるときは、そ
の額のうち、これらの規定により還付される中
間納付額に対応するものとして政令で定めると
ころにより計算した金額を併せて還付する。
４ 第一項又は第二項の規定により還付金について
還付加算金を計算する場合には、その計算の基
礎となる国税通則法第五十八条第一項（還付加
算金）の期間は、第一項又は第二項の規定によ
り還付すべき中間納付額の納付の日（その中間
納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限）の翌日からその還付のための支払
決定をする日又はその還付金につき充当をする
日（同日前に充当をするのに適することとなつ
た日がある場合には、その適することとなつた
日）までの期間とする。ただし、次の各号に掲
げる還付金については、当該各号に定める日数
は、当該期間に算入しない。
一 第一項の規定による還付金 同項に規定する事
業年度の第七十四条第一項の規定による申告
書又は第一項に規定する連結事業年度の第八
十一条の二十二第一項の規定による申告書の
提出期限の翌日から第一項の決定があつた日
までの日数
二 第二項の規定による還付金（その基因となつ
た更正が次のいずれにも該当しないものを除
く。） 同項に規定する事業年度の第七十四条
第一項の規定による申告書又は第二項に規定
する連結事業年度の第八十一条の二十二第一
項の規定による申告書の提出期限の翌日か
ら、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次
に定める日までの日数
イ 第二項の更正に係る確定申告書又は連結確
定申告書が期限後申告書である場合 その提
出の日
ロ 第二項の更正が決定に係る更正である場合
その決定があつた日

５ 第一項又は第二項の規定による還付金をその額
の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年
度の所得に対する法人税又は連結事業年度の連
結所得に対する法人税で未納のものに充当する
場合には、その還付金の額のうちその充当する
金額については、還付加算金を付さないものと
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し、その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
６ 第三項の規定による還付金については、還付加
算金は、付さない。
７ 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項
の規定による還付金（これに係る還付加算金を
含む。）につき充当をする場合の方法その他第
一項から第三項までの規定の適用に関し必要な
事項は、政令で定める。

し、その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
６ 第三項の規定による還付金については、還付加
算金は、付さない。
７ 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項
の規定による還付金（これに係る還付加算金を
含む。）につき充当をする場合の方法その他第
一項から第三項までの規定の適用に関し必要な
事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う
法人税額の還付の特例）
第百三十四条の二 内国法人の提出した確定申告書
又は連結確定申告書に記載された各事業年度の
所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金
額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準
とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を
超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮
装して経理したところに基づくものがある場合
において、税務署長が当該事業年度の所得に対
する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に
対する法人税につき更正をしたとき（当該内国
法人（当該内国法人が連結親法人である場合に
は、その事実を仮装して経理したところに基づ
く金額を有する連結法人。以下この項において
同じ。）につき当該事業年度又は連結事業年度
終了の日から当該更正の日の前日までの間に第
三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じた
とき及び当該内国法人を被合併法人とする単体
間適格合併（連結法人以外の法人が当該法人を
被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合
併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合
併をいう。以下第三項までにおいて同じ。）又
は連結内適格合併（連結子法人が当該連結子法
人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に
連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法
人とする適格合併を行う場合の当該適格合併を
いう。以下第三項までにおいて同じ。）に係る
合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内
適格合併の日から当該更正の日の前日までの間
に当該事実が生じたときを除く。）は、当該事
業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業
年度の連結所得に対する法人税として納付され
た金額で政令で定めるもののうち当該更正によ
り減少する部分の金額でその仮装して経理した
金額に係るもの（以下この条において「仮装経
理法人税額」という。）は、次項、第三項又は
第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定
による還付金の額を除き、還付しない。
２ 前項に規定する場合において、同項の内国法人
（当該内国法人が同項の更正の日の前日までに
単体間適格合併又は連結内適格合併により解散
をした場合には、当該単体間適格合併又は連結
内適格合併に係る合併法人。以下この項におい

（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う
法人税額の還付の特例）
第百三十五条 内国法人の提出した確定申告書又は
連結確定申告書に記載された各事業年度の所得
の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が
当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とさ
れるべき所得の金額又は連結所得の金額を超
え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装
して経理したところに基づくものがある場合に
おいて、税務署長が当該事業年度の所得に対す
る法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対
する法人税につき更正をしたとき（当該内国法
人（当該内国法人が連結親法人である場合に
は、その事実を仮装して経理したところに基づ
く金額を有する連結法人。以下この項において
同じ。）につき当該事業年度又は連結事業年度
終了の日から当該更正の日の前日までの間に第
三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じた
とき及び当該内国法人を被合併法人とする単体
間適格合併（連結法人以外の法人が当該法人を
被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合
併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合
併をいう。以下第三項までにおいて同じ。）又
は連結内適格合併（連結子法人が当該連結子法
人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に
連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法
人とする適格合併を行う場合の当該適格合併を
いう。以下第三項までにおいて同じ。）に係る
合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内
適格合併の日から当該更正の日の前日までの間
に当該事実が生じたときを除く。）は、当該事
業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業
年度の連結所得に対する法人税として納付され
た金額で政令で定めるもののうち当該更正によ
り減少する部分の金額でその仮装して経理した
金額に係るもの（以下この条において「仮装経
理法人税額」という。）は、次項、第三項又は
第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定
による還付金の額を除き、還付しない。
２ 前項に規定する場合において、同項の内国法人
（当該内国法人が同項の更正の日の前日までに
単体間適格合併又は連結内適格合併により解散
をした場合には、当該単体間適格合併又は連結
内適格合併に係る合併法人。以下この項におい
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て同じ。）の前項の更正の日の属する事業年度
（ 連結法人が自己を分割法人とする分割型分割
を連結親法人事業年度（第十五条の二第一項
（連結事業年度の意義）に規定する連結親法人
事業年度をいう。以下この項及び次項において
同じ。）開始の日の翌日からその終了の日まで
の間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日
の属する事業年度及び連結子法人が第四条の五
第一項又は第二項（第四号及び第五号に係る部
分に限る。）（連結納税の承認の取消し等）の
規定により第四条の二（連結納税義務者）の承
認を取り消された場合（ ◆追加◆連結親法人事
業年度開始の日にその承認を取り消された場合
を除く。）のその取り消された日の前日の属す
る事業年度（次項において「 分割前事業年度
等」という。）を除く。）開始の日前一年以内
に開始する各事業年度の所得に対する法人税又
は当該更正の日の属する ◆追加◆連結親法人事
業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事
業年度の連結所得に対する法人税の額（附帯税
の額を除く。）で当該更正の日の前日において
確定しているもの（以下この項において「確定
法人税額」という。）があるときは、税務署長
は、その内国法人に対し、当該更正に係る仮装
経理法人税額のうち当該確定法人税額（既にこ
の項の規定により還付をすべき金額の計算の基
礎となつたものを除く。）に達するまでの金額
を還付する。
３ 第一項の規定の適用があつた内国法人（当該内
国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併に
より解散をした場合には当該単体間適格合併又
は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内
国法人が連結親法人である場合には同項の事実
を仮装して経理したところに基づく金額を有す
る連結法人（当該連結法人が連結内適格合併に
より解散をした場合には、当該連結内適格合併
に係る合併法人）とする。以下この条において
「適用法人」という。）について、同項の更正
の日の属する事業年度（ 分割前事業年度等を除
く。）開始の日（当該更正が当該単体間適格合
併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対す
る法人税について当該単体間適格合併の日前に
されたものである場合には、当該被合併法人の
当該更正の日の属する事業年度開始の日）から
五年を経過する日の属する事業年度の第七十四
条第一項（確定申告）の規定による申告書の提
出期限又は当該更正の日の属する ◆追加◆連結
親法人事業年度開始の日から五年を 経過する日
の属する連結親法人事業年度終了の日の属する
連結事業年度の第八十一条の二十二第一項（連
結確定申告）の規定による申告書の提出期限
（当該更正の日から当該五年を経過する日の属
する事業年度又は当該五年を経過する日の属す
る 連結親法人事業年度終了の日までの間に当該
適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じた
ときは、当該各号に定める提出期限。以下この
項及び第八項において「最終申告期限」とい

て同じ。）の前項の更正の日の属する事業年度
（ ◆削除◆連結子法人が第四条の五第一項又は
第二項（第四号及び第五号に係る部分に限
る。）（連結納税の承認の取消し等）の規定に
より第四条の二（連結納税義務者）の承認を取
り消された場合（ 第十五条の二第一項（連結事
業年度の意義）に規定する連結親法人事業年度
開始の日にその承認を取り消された場合を除
く。）のその取り消された日の前日の属する事
業年度（次項において「 取消前事業年度」とい
う。）を除く。）開始の日前一年以内に開始す
る各事業年度の所得に対する法人税又は当該更
正の日の属する 第十五条の二第一項に規定す
る連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開
始する各連結事業年度の連結所得に対する法人
税の額（附帯税の額を除く。）で当該更正の日
の前日において確定しているもの（以下この項
において「確定法人税額」という。）があると
きは、税務署長は、その内国法人に対し、当該
更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法
人税額（既にこの項の規定により還付をすべき
金額の計算の基礎となつたものを除く。）に達
するまでの金額を還付する。
３ 第一項の規定の適用があつた内国法人（当該内
国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併に
より解散をした場合には当該単体間適格合併又
は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内
国法人が連結親法人である場合には同項の事実
を仮装して経理したところに基づく金額を有す
る連結法人（当該連結法人が連結内適格合併に
より解散をした場合には、当該連結内適格合併
に係る合併法人）とする。以下この条において
「適用法人」という。）について、同項の更正
の日の属する事業年度（ 取消前事業年度を除
く。）開始の日（当該更正が当該単体間適格合
併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対す
る法人税について当該単体間適格合併の日前に
されたものである場合には、当該被合併法人の
当該更正の日の属する事業年度開始の日）から
五年を経過する日の属する事業年度の第七十四
条第一項（確定申告）の規定による申告書の提
出期限又は当該更正の日の属する 第十五条の二
第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日
から五年を 経過する日の属する連結事業年度の
第八十一条の二十二第一項（連結確定申告）の
規定による申告書の提出期限（当該更正の日か
ら当該五年を経過する日の属する事業年度又は
当該五年を経過する日の属する 連結事業年度終
了の日までの間に当該適用法人につき次の各号
に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定め
る提出期限。以下この項及び第八項において
「最終申告期限」という。）が到来した場合
（当該最終申告期限までに当該最終申告期限に
係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、
当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該
申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の
法人税についての決定があつた場合）には、税
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う。）が到来した場合（当該最終申告期限まで
に当該最終申告期限に係る申告書の提出がなか
つた場合にあつては、当該申告書に係る期限後
申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度若
しくは連結事業年度の法人税についての決定が
あつた場合）には、税務署長は、当該適用法人
（当該適用法人が連結子法人である場合には、
当該適用法人に係る連結親法人）に対し、当該
更正に係る仮装経理法人税額（既に前項、この
項又は第七項の規定により還付すべきこととな
つた金額及び第七十条（仮装経理に基づく過大
申告の場合の更正に伴う法人税額の控除）又は
第八十一条の十六（仮装経理に基づく過大申告
の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度に
おける控除）の規定により控除された金額を除
く。）を還付する。
◆追加◆
◆追加◆
一 解散（連結法人の解散 及び単体間適格合併に
よる解散を除く。）をしたこと その解散の日
（合併による解散の場合には、その合併の日
の前日）の属する事業年度の第七十四条第一
項の規定による申告書の提出期限
二 第四条の二の承認を受けたこと その承認に係
る第十五条の二第一項に規定する最初連結事
業年度開始の日の前日の属する事業年度の第
七十四条第一項の規定による申告書の提出期
限又は当該前日の属する連結事業年度の第八
十一条の二十二第一項の規定による申告書の
提出期限
三 第四条の五第一項又は第二項の規定により第
四条の二の承認を取り消されたこと（連結内
適格合併による解散に基因してその承認を取
り消された場合を除く。） その取り消された
日の前日の属する事業年度の第七十四条第一
項の規定による申告書の提出期限又は当該前
日の属する連結事業年度の第八十一条の二十
二第一項の規定による申告書の提出期限
四 第四条の五第三項の承認を受けたこと その承
認を受けた日 の属する連結親法人事業年度終
了の日の属する連結事業年度の第八十一条の
二十二第一項の規定による申告書の提出期限
◆追加◆
４ 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合に
は、当該適用法人（当該適用法人が連結子法人
である場合には、当該適用法人に係る連結親法
人。第六項及び第七項において同じ。）は、当
該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所
轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法
人税額（既に前二項又は第七項の規定により還
付されるべきこととなつた金額及び第七十条又
は第八十一条の十六の規定により控除された金
額を除く。第六項及び第七項において同じ。）
の還付を請求することができる。
一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例
等に関する法律の規定による更生手続開始の
決定があつたこと。

務署長は、当該適用法人（当該適用法人が連結
子法人である場合には、当該適用法人に係る連
結親法人）に対し、当該更正に係る仮装経理法
人税額（既に前項、この項又は第七項の規定に
より還付すべきこととなつた金額及び第七十条
（仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴
う法人税額の控除）又は第八十一条の十六（仮
装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法
人税額の連結事業年度における控除）の規定に
より控除された金額を除く。）を還付する。
一 残余財産（連結法人の残余財産を除く。）が
確定したこと その残余財産の確定の日の属す
る事業年度の第七十四条第一項の規定による
申告書の提出期限
二 合併による解散（連結法人の解散及び単体間
適格合併による解散を除く。）をしたこと そ
の合併の日の前日の属する事業年度の第七十
四条第一項の規定による申告書の提出期限
三 破産手続開始の決定による解散（連結法人の
解散 ◆削除◆を除く。）をしたこと その破産
手続開始の決定の日の属する事業年度の第七
十四条第一項の規定による申告書の提出期限
四 第四条の二の承認を受けたこと その承認に係
る第十五条の二第一項に規定する最初連結事
業年度開始の日の前日の属する事業年度の第
七十四条第一項の規定による申告書の提出期
限又は当該前日の属する連結事業年度の第八
十一条の二十二第一項の規定による申告書の
提出期限
五 第四条の五第一項又は第二項の規定により第
四条の二の承認を取り消されたこと（連結内
適格合併による解散に基因してその承認を取
り消された場合を除く。） その取り消された
日の前日の属する事業年度の第七十四条第一
項の規定による申告書の提出期限又は当該前
日の属する連結事業年度の第八十一条の二十
二第一項の規定による申告書の提出期限
六 第四条の五第三項の承認を受けたこと その承
認を受けた日 ◆削除◆の属する連結事業年度
の第八十一条の二十二第一項の規定による申
告書の提出期限
七 普通法人又は協同組合等（連結法人を除
く。）が公益法人等に該当することとなつた
こと その該当することとなつた日の前日の属
する事業年度の第七十四条第一項の規定によ
る申告書の提出期限

４ 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合に
は、当該適用法人（当該適用法人が連結子法人
である場合には、当該適用法人に係る連結親法
人。第六項及び第七項において同じ。）は、当
該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所
轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法
人税額（既に前二項又は第七項の規定により還
付されるべきこととなつた金額及び第七十条又
は第八十一条の十六の規定により控除された金
額を除く。第六項及び第七項において同じ。）
の還付を請求することができる。
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二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定
があつたこと。
三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令
で定める事実

５ 内国法人につきその各事業年度の所得の金額又
は各連結事業年度の連結所得の金額を減少させ
る更正で当該内国法人の当該各事業年度若しく
は各連結事業年度開始の日前に終了した事業年
度の所得に対する法人税又は当該各事業年度若
しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連
結事業年度の連結所得に対する法人税について
された更正（当該内国法人を合併法人とする適
格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前
に終了した事業年度の所得に対する法人税又は
同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対
する法人税についてされた更正を含む。以下こ
の項において「原更正」という。）に伴うもの
（以下この項において「反射的更正」とい
う。）があつた場合において、当該反射的更正
により減少する部分の所得の金額又は連結所得
の金額のうちに当該原更正に係る事業年度又は
連結事業年度においてその事実を仮装して経理
した金額に係るものがあるときは、当該金額
は、当該各事業年度又は各連結事業年度におい
て当該内国法人が仮装して経理したところに基
づく金額とみなして、前各項の規定を適用す
る。
６ 第四項の規定による還付の請求をしようとする
適用法人は、その還付を受けようとする仮装経
理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で
定める事項を記載した還付請求書を納税地の所
轄税務署長に提出しなければならない。
７ 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた
場合には、その請求に係る事実その他必要な事
項について調査し、その調査したところによ
り、その請求をした適用法人に対し、仮装経理
法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を
書面により通知する。
８ 第二項、第三項又は前項の規定による還付金に
ついて還付加算金を計算する場合には、その計
算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）の期間は、第一項の更正の日の
翌日以後一月を経過した日（第三項の規定によ
る還付金にあつては同項の最終申告期限（同項
の期限後申告書の提出があつた場合にはその提
出の日とし、同項の決定があつた場合にはその
決定の日とする。）の翌日とし、前項の規定に
よる還付金にあつては第四項の規定による還付
の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日
とする。）からその還付のための支払決定をす
る日又はその還付金につき充当をする日（同日
前に充当をするのに適することとなつた日があ
る場合には、その適することとなつた日）まで
の期間とする。
９ 第一項の場合において、同項の更正により第七
十四条第一項第五号又は第八十一条の二十二第
一項第五号に掲げる金額が増加したときは、そ

一 ◆削除◆更生手続開始の決定があつたこと。
二 ◆削除◆再生手続開始の決定があつたこと。
三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令
で定める事実

５ 内国法人につきその各事業年度の所得の金額又
は各連結事業年度の連結所得の金額を減少させ
る更正で当該内国法人の当該各事業年度若しく
は各連結事業年度開始の日前に終了した事業年
度の所得に対する法人税又は当該各事業年度若
しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連
結事業年度の連結所得に対する法人税について
された更正（当該内国法人を合併法人とする適
格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前
に終了した事業年度の所得に対する法人税又は
同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対
する法人税についてされた更正を含む。以下こ
の項において「原更正」という。）に伴うもの
（以下この項において「反射的更正」とい
う。）があつた場合において、当該反射的更正
により減少する部分の所得の金額又は連結所得
の金額のうちに当該原更正に係る事業年度又は
連結事業年度においてその事実を仮装して経理
した金額に係るものがあるときは、当該金額
は、当該各事業年度又は各連結事業年度におい
て当該内国法人が仮装して経理したところに基
づく金額とみなして、前各項の規定を適用す
る。
６ 第四項の規定による還付の請求をしようとする
適用法人は、その還付を受けようとする仮装経
理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で
定める事項を記載した還付請求書を納税地の所
轄税務署長に提出しなければならない。
７ 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた
場合には、その請求に係る事実その他必要な事
項について調査し、その調査したところによ
り、その請求をした適用法人に対し、仮装経理
法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を
書面により通知する。
８ 第二項、第三項又は前項の規定による還付金に
ついて還付加算金を計算する場合には、その計
算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項
（還付加算金）の期間は、第一項の更正の日の
翌日以後一月を経過した日（第三項の規定によ
る還付金にあつては同項の最終申告期限（同項
の期限後申告書の提出があつた場合にはその提
出の日とし、同項の決定があつた場合にはその
決定の日とする。）の翌日とし、前項の規定に
よる還付金にあつては第四項の規定による還付
の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日
とする。）からその還付のための支払決定をす
る日又はその還付金につき充当をする日（同日
前に充当をするのに適することとなつた日があ
る場合には、その適することとなつた日）まで
の期間とする。
９ 第一項の場合において、同項の更正により第七
十四条第一項第五号又は第八十一条の二十二第
一項第五号に掲げる金額が増加したときは、そ
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の増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮
装経理法人税額に達するまでの金額について
は、前条第二項の規定は、適用しない。ただ
し、同条第三項に規定する延滞税がある場合に
おける同項の規定の適用については、この限り
でない。

の増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮
装経理法人税額に達するまでの金額について
は、前条第二項の規定は、適用しない。ただ
し、同条第三項に規定する延滞税がある場合に
おける同項の規定の適用については、この限り
でない。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算確定申告に係る更正による所得税額の還
付）
第百三十五条 内国法人である普通法人又は協同組
合等の提出した清算確定申告書に係る法人税に
つき更正があつた場合において、その更正によ
り第百四条第一項第三号（所得税額の控除不足
額）に掲げる金額が増加したときは、税務署長
は、その普通法人又は協同組合等に対し、その
増加した部分の金額に相当する税額を還付す
る。
２ 前項の規定による還付金については、還付加算
金は、附さない。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（清算確定申告に係る更正又は決定による清算中
の予納額の還付）
第百三十六条 第百二条第一項（清算中の所得に係
る予納申告）又は第百三条第一項（残余財産の
一部分配等に係る予納申告）の規定による申告
書を提出すべき内国法人である普通法人又は協
同組合等のその解散に係る清算所得に対する法
人税につき決定があつた場合において、その決
定に係る第百四条第一項第五号（清算中の予納
額の控除不足額）に掲げる金額があるときは、
税務署長は、その普通法人又は協同組合等に対
し、当該金額に相当する清算中の予納額を還付
する。
２ 前項に規定する申告書を提出すべき内国法人で
ある普通法人又は協同組合等のその解散に係る
清算所得に対する法人税につき更正があつた場
合において、その更正により第百四条第一項第
五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長
は、その普通法人又は協同組合等に対し、その
増加した部分の金額に相当する清算中の予納額
を還付する。
３ 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付
をする場合において、これらの規定に規定する
申告書に係る清算中の予納額について納付され
た延滞税があるときは、その額のうち、その清
算中の予納額で第百五条（清算中の所得に係る
予納申告による納付）又は第百六条（残余財産
の一部分配等に係る予納申告による納付）の規
定による納期限がその還付の日に最も近いもの
から順次前二項の規定による還付金に達するま
でさかのぼつて求めた場合における各清算中の

第百三十六条及び第百三十七条 削除
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予納額に対応するものとして政令で定めるとこ
ろにより計算した金額の合計額を併せて還付す
る。
４ 前三項の規定による還付金については、還付加
算金を付さないものとし、第一項又は第二項の
規定による還付金を清算中の予納額で未納のも
のに充当する場合には、その充当される部分の
清算中の予納額については、延滞税を免除する
ものとする。
５ 前項に定めるもののほか、第一項又は第二項の
規定による還付金につき充当をする場合の方法
その他第一項から第三項までの規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（継続等の場合の更正による所得税額等の還付）
第百三十七条 第百二十条第一項（継続等の場合の
所得税額等の還付）に規定する還付の請求があ
つた後に同項に規定する清算中の各事業年度の
清算事業年度予納申告書に係る法人税につき更
正があつた場合において、その更正により第百
二条第一項第五号（所得税額等の控除不足額）
に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、
当該還付の請求をした内国法人である普通法人
又は協同組合等に対し、その増加した部分の金
額に相当する税額を還付する。
２ 前項の規定による還付金について還付加算金を
計算する場合には、その計算の基礎となる国税
通則法第五十八条第一項（還付加算金）の期間
は、前項に規定する還付の請求があつた日（同
日が第百二十条第一項に規定する継続の日の前
日又は合併の日の前日の属する事業年度の第百
二条第一項の規定による申告書の提出期限前で
ある場合には、その提出期限）の翌日からその
還付のための支払決定をする日又はその還付金
につき充当をする日（同日前に充当をするのに
適することとなつた日がある場合には、その適
することとなつた日）までの期間とする。

第百三十六条及び第百三十七条 削除

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得
（国内源泉所得）
第百三十八条 この編において「国内源泉所得」と
は、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内に
ある資産の運用、保有若しくは譲渡により生
ずる所得（次号から第十一号までに該当する
ものを除く。）その他その源泉が国内にある
所得として政令で定めるもの
二 国内において人的役務の提供を主たる内容と
する事業で政令で定めるものを行う法人が受
ける当該人的役務の提供に係る対価

第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得
（国内源泉所得）
第百三十八条 この編において「国内源泉所得」と
は、次に掲げるものをいう。
一 国内において行う事業から生じ、又は国内に
ある資産の運用、保有若しくは譲渡により生
ずる所得（次号から第十一号までに該当する
ものを除く。）その他その源泉が国内にある
所得として政令で定めるもの
二 国内において人的役務の提供を主たる内容と
する事業で政令で定めるものを行う法人が受
ける当該人的役務の提供に係る対価

236



三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に
存する権利若しくは採石法（昭和二十五年法
律第二百九十一号）の規定による採石権の貸
付け（地上権又は採石権の設定その他他人に
不動産、不動産の上に存する権利又は採石権
を使用させる一切の行為を含む。）、鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）の規定
による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一
項第三号（定義）に規定する居住者若しくは
内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付
けによる対価
四 所得税法第二十三条第一項（利子所得）に規
定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人
の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該
外国法人が国内において行う事業に帰せら
れるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに
準ずるもの（以下この条において「営業
所」という。）に預け入れられた所得税法
第二条第一項第十号に規定する預貯金の利
子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信
託、公社債投資信託又は公募公社債等運用
投資信託（所得税法第二条第一項第十五号
の三に規定する公募公社債等運用投資信託
をいう。次号ロにおいて同じ。）の収益の
分配

五 所得税法第二十四条第一項（配当所得）に規
定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける所得税法第二十四条第
一項に規定する剰余金の配当、利益の配
当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された所得税法第
二条第一項第十二号の二に規定する投資信
託（公社債投資信託及び公募公社債等運用
投資信託を除く。）又は第二条第二十九号
ハ（定義）に規定する特定受益証券発行信
託の収益の分配

六 国内において業務を行う者に対する貸付金
（これに準ずるものを含む。）で当該業務に
係るものの利子（政令で定める利子を除き、
債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政
令で定めるものから生ずる差益として政令で
定めるものを含む。）
七 国内において業務を行う者から受ける次に掲
げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特
別の技術による生産方式若しくはこれらに
準ずるものの使用料又はその譲渡による対
価
ロ 著作権（出版権及び著作隣接権その他これ
に準ずるものを含む。）の使用料又はその
譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用
料

三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に
存する権利若しくは採石法（昭和二十五年法
律第二百九十一号）の規定による採石権の貸
付け（地上権又は採石権の設定その他他人に
不動産、不動産の上に存する権利又は採石権
を使用させる一切の行為を含む。）、鉱業法
（昭和二十五年法律第二百八十九号）の規定
による租鉱権の設定又は所得税法第二条第一
項第三号（定義）に規定する居住者若しくは
内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付
けによる対価
四 所得税法第二十三条第一項（利子所得）に規
定する利子等のうち次に掲げるもの
イ 日本国の国債若しくは地方債又は内国法人
の発行する債券の利子
ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該
外国法人が国内において行う事業に帰せら
れるものその他の政令で定めるもの
ハ 国内にある営業所、事務所その他これらに
準ずるもの（以下この条において「営業
所」という。）に預け入れられた所得税法
第二条第一項第十号に規定する預貯金の利
子
ニ 国内にある営業所に信託された合同運用信
託、公社債投資信託又は公募公社債等運用
投資信託（所得税法第二条第一項第十五号
の三に規定する公募公社債等運用投資信託
をいう。次号ロにおいて同じ。）の収益の
分配

五 所得税法第二十四条第一項（配当所得）に規
定する配当等のうち次に掲げるもの
イ 内国法人から受ける所得税法第二十四条第
一項に規定する剰余金の配当、利益の配
当、剰余金の分配又は基金利息
ロ 国内にある営業所に信託された所得税法第
二条第一項第十二号の二に規定する投資信
託（公社債投資信託及び公募公社債等運用
投資信託を除く。）又は第二条第二十九号
ハ（定義）に規定する特定受益証券発行信
託の収益の分配

六 国内において業務を行う者に対する貸付金
（これに準ずるものを含む。）で当該業務に
係るものの利子（政令で定める利子を除き、
債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政
令で定めるものから生ずる差益として政令で
定めるものを含む。）
七 国内において業務を行う者から受ける次に掲
げる使用料又は対価で当該業務に係るもの
イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特
別の技術による生産方式若しくはこれらに
準ずるものの使用料又はその譲渡による対
価
ロ 著作権（出版権及び著作隣接権その他これ
に準ずるものを含む。）の使用料又はその
譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用
料
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八 国内において行う事業の広告宣伝のための賞
金として政令で定めるもの
九 国内にある営業所又は国内において契約の締
結の代理をする者を通じて締結した 生命保険
契約、損害保険契約その他の年金に係る契約
で政令で定めるものに基づいて受ける年金
（年金の支払の開始の日以後に当該年金に係
る契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻
しを受ける割戻金及び当該契約に基づき年金
に代えて支給される一時金を含む。）
十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差
益
イ 所得税法第百七十四条第三号（内国法人に
係る所得税の課税標準）に掲げる給付補て
ん金のうち国内にある営業所が受け入れた
定期積金に係るもの
ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付
補てん金のうち国内にある営業所が受け入
れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息
のうち国内にある営業所を通じて締結され
た同号に規定する契約に係るもの
ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益
のうち国内にある営業所を通じて締結され
た同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益
のうち国内にある営業所が受け入れた預貯
金に係るもの
ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益
のうち国内にある営業所又は国内において
契約の締結の代理をする者を通じて締結さ
れた同号に規定する契約に係るもの

十一 国内において事業を行う者に対する出資に
つき、匿名組合契約（これに準ずる契約とし
て政令で定めるものを含む。）に基づいて受
ける利益の分配

八 国内において行う事業の広告宣伝のための賞
金として政令で定めるもの
九 国内にある営業所又は国内において契約の締
結の代理をする者を通じて締結した 保険業法
第二条第三項（定義）に規定する生命保険会
社又は同条第四項に規定する損害保険会社の
締結する保険契約その他の年金に係る契約で
政令で定めるものに基づいて受ける年金（年
金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契
約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを
受ける割戻金及び当該契約に基づき年金に代
えて支給される一時金を含む。）
十 次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差
益
イ 所得税法第百七十四条第三号（内国法人に
係る所得税の課税標準）に掲げる給付補て
ん金のうち国内にある営業所が受け入れた
定期積金に係るもの
ロ 所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付
補てん金のうち国内にある営業所が受け入
れた同号に規定する掛金に係るもの
ハ 所得税法第百七十四条第五号に掲げる利息
のうち国内にある営業所を通じて締結され
た同号に規定する契約に係るもの
ニ 所得税法第百七十四条第六号に掲げる利益
のうち国内にある営業所を通じて締結され
た同号に規定する契約に係るもの
ホ 所得税法第百七十四条第七号に掲げる差益
のうち国内にある営業所が受け入れた預貯
金に係るもの
ヘ 所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益
のうち国内にある営業所又は国内において
契約の締結の代理をする者を通じて締結さ
れた同号に規定する契約に係るもの

十一 国内において事業を行う者に対する出資に
つき、匿名組合契約（これに準ずる契約とし
て政令で定めるものを含む。）に基づいて受
ける利益の分配

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（国内源泉所得に係る所得の金額の計算）
第百四十二条 外国法人の前条に規定する国内源泉
所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に
係る所得について、政令で定めるところによ
り、前編第一章第一節第二款から第九款まで
（内国法人の各事業年度の所得の金額の計算）
（第二十三条の二（外国子会社から受ける配当
等の益金不算入） ◆追加◆、第三十九条の二
（外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉
税等の損金不算入）、第四十六条（非出資組合
が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金
算入） 及び第六十条の二（協同組合等の事業分
量配当等の損金算入） 並びに第五款第五目（連
結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益）及
び第六目 （分割等前事業年度等における連結法

（国内源泉所得に係る所得の金額の計算）
第百四十二条 外国法人の前条に規定する国内源泉
所得に係る所得の金額は、当該国内源泉所得に
係る所得について、政令で定めるところによ
り、前編第一章第一節第二款から第九款まで
（内国法人の各事業年度の所得の金額の計算）
（第二十三条の二（外国子会社から受ける配当
等の益金不算入） 、第二十五条の二（受贈益の
益金不算入）、第三十七条第二項（寄附金の損
金不算入）、第三十九条の二（外国子会社から
受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算
入）、第四十六条（非出資組合が賦課金で取得
した固定資産等の圧縮額の損金算入） 、第五十
七条第二項（青色申告書を提出した事業年度の
欠損金の繰越し）、第五十八条第二項（青色申
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人間取引の損益）を除く。）及び第十一款（各
事業年度の所得の金額の計算の細目）の規定に
準じて計算した金額とする。

告書を提出しなかつた事業年度の災害による損
失金の繰越し）、第六十条の二（協同組合等の
事業分量配当等の損金算入） 及び第六十一条の
二第十六項（有価証券の譲渡益又は譲渡損の益
金又は損金算入）並びに第五款第五目（連結納
税の開始等に伴う資産の時価評価損益）及び第
六目 （完全支配関係がある法人の間の取引の損
益）を除く。）及び第十一款（各事業年度の所
得の金額の計算の細目）の規定に準じて計算し
た金額とする。

- 本則-
施行日：平成22年 4月 1日
第二節 税額の計算

（外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人
税の税率）
第百四十三条 外国法人に対して課する各事業年度
の所得に対する法人税の額は、第百四十一条
（外国法人に係る法人税の課税標準）に規定す
る国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十
の税率を乗じて計算した金額とする。
２ 前項の場合において、 各事業年度終了の時にお
いて資本金の額若しくは出資金の額が一億円以
下であるもの若しくは資本若しくは出資を有し
ないもの （保険業法に規定する相互会社に準ず
るものとして政令で定めるものを除く。）又は
人格のない社団等の第百四十一条に規定する国
内源泉所得に係る所得の金額のうち年八百万円
以下の金額については、同項の規定にかかわら
ず、百分の二十二の税率による。
３ 事業年度が一年に満たない外国法人に対する前
項の規定の適用については、同項中「年八百万
円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、こ
れに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
４ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
５ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適
用）に規定する受託法人については、第二項の
規定は、適用しない。

第二節 税額の計算
（外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人
税の税率）
第百四十三条 外国法人に対して課する各事業年度
の所得に対する法人税の額は、第百四十一条
（外国法人に係る法人税の課税標準）に規定す
る国内源泉所得に係る所得の金額に百分の三十
の税率を乗じて計算した金額とする。
２ 前項の場合において、 普通法人のうち各事業年
度終了の時において資本金の額若しくは出資金
の額が一億円以下であるもの若しくは資本若し
くは出資を有しないもの ◆削除◆又は人格のな
い社団等の第百四十一条に規定する国内源泉所
得に係る所得の金額のうち年八百万円以下の金
額については、同項の規定にかかわらず、百分
の二十二の税率による。
３ 事業年度が一年に満たない外国法人に対する前
項の規定の適用については、同項中「年八百万
円」とあるのは、「八百万円を十二で除し、こ
れに当該事業年度の月数を乗じて計算した金
額」とする。
４ 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満た
ない端数を生じたときは、これを一月とする。
５ 外国法人である普通法人のうち各事業年度終了
の時において次に掲げる法人に該当するものに
ついては、第二項の規定は、適用しない。
一 保険業法に規定する相互会社に準ずるものと
して政令で定めるもの
二 次に掲げる法人との間に当該法人による完全
支配関係がある外国法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上で
ある法人
ロ 保険業法に規定する相互会社（前号に掲げ
る法人を含む。）
ハ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律
の適用）に規定する受託法人（次号におい
て「受託法人」という。）

三 受託法人

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第三節 申告、納付及び還付等 第三節 申告、納付及び還付等
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（申告、納付及び還付等）
第百四十五条 前編第一章第三節（内国法人の各事
業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び
還付等） ◆追加◆の規定は、外国法人の各事業
年度の所得に対する法人税についての申告、納
付、還付及び国税通則法第二十三条第一項（更
正の請求）の規定による更正の請求について準
用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規
定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七
十一
条第
一項
（中
間申
告）

普通法人（清
算中のものを
除く。）

普通法人

（新たに設立
された内国法
人である普通
法人のうち適
格合併（被合
併法人のすべ
てが収益事業
を行つていな
い公益法人等
であるものを
除く。次項及
び第三項にお
いて同じ。）
により設立さ
れたもの以外
のものの設立
後最初の事業
年度

（第百四十一条第一号か
ら第三号まで（外国法人
に係る法人税の課税標
準）に掲げる外国法人に
該当する普通法人のこれ
らの号に掲げる外国法人
のいずれかに該当するこ
ととなつた日の属する事
業年度、同条第四号に掲
げる外国法人に該当する
普通法人の第百三十八条
第二号（人的役務の提供
事業に係る対価）に規定
する事業（以下「人的役
務提供事業」という。）
を国内において開始した
日の属する事業年度又は
当該普通法人の第百四十
一条第四号に掲げる国内
源泉所得で第百三十八条
第二号に掲げる対価以外
のものを有することとな
つた日の属する事業年度

又は当該金額
がない場合

若しくは当該金額がない
場合又は当該二月以内
に、第百四十一条第一号
から第三号までに掲げる
外国法人に該当する普通
法人が国税通則法第百十
七条第二項（納税管理
人）の規定による納税管
理人の届出（以下「納税
管理人の届出」とい
う。）をしないでこれら
の号に掲げる外国法人の
いずれにも該当しないこ
ととなる場合若しくは第
百四十一条第四号に掲げ
る外国法人に該当する普
通法人が人的役務提供事
業で国内において行なう

（申告、納付及び還付等）
第百四十五条 前編第一章第三節（内国法人の各事
業年度の所得に対する法人税の申告、納付及び
還付等） （第七十四条第二項（確定申告）を除
く。）の規定は、外国法人の各事業年度の所得
に対する法人税についての申告、納付、還付及
び国税通則法第二十三条第一項（更正の請求）
の規定による更正の請求について準用する。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規
定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第七
十一
条第
一項
（中
間申
告）

普通法人（清
算中のものを
除く。）

普通法人

（新たに設立
された内国法
人である普通
法人のうち適
格合併（被合
併法人のすべ
てが収益事業
を行つていな
い公益法人等
であるものを
除く。次項及
び第三項にお
いて同じ。）
により設立さ
れたもの以外
のものの設立
後最初の事業
年度

（第百四十一条第一号か
ら第三号まで（外国法人
に係る法人税の課税標
準）に掲げる外国法人に
該当する普通法人のこれ
らの号に掲げる外国法人
のいずれかに該当するこ
ととなつた日の属する事
業年度、同条第四号に掲
げる外国法人に該当する
普通法人の第百三十八条
第二号（人的役務の提供
事業に係る対価）に規定
する事業（以下「人的役
務提供事業」という。）
を国内において開始した
日の属する事業年度又は
当該普通法人の第百四十
一条第四号に掲げる国内
源泉所得で第百三十八条
第二号に掲げる対価以外
のものを有することとな
つた日の属する事業年度

又は当該金額
がない場合

若しくは当該金額がない
場合又は当該二月以内
に、第百四十一条第一号
から第三号までに掲げる
外国法人に該当する普通
法人が国税通則法第百十
七条第二項（納税管理
人）の規定による納税管
理人の届出（以下「納税
管理人の届出」とい
う。）をしないでこれら
の号に掲げる外国法人の
いずれにも該当しないこ
ととなる場合若しくは第
百四十一条第四号に掲げ
る外国法人に該当する普
通法人が人的役務提供事
業で国内において行なう
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ものを廃止する場合
第七
十二
条第
三項
（仮
決算
をし
た場
合の
中間
申告
書の
記載
事項
等）

、第七款及び
第十款

及び第七款

損失金の繰越
しの要件）を
除く

損失金の繰越しの要件）
並びに 第四十六条（非出
資組合が賦課金で取得し
た固定資産等の圧縮額の
損金算入）及び第六十条
の二（協同組合等の事業
分量配当等の損金算入）
を除く

第六十八条第
三項及び第四
項（所得税額
の控除）並び
に第六十九条
第十項（外国
税額の控除）
中「確定申告
書」とあるの
は「中間申告
書」と、同条
第十一項中
「確定申告書
にこれら」と
あるのは「中
間申告書にこ
れら」と、同
条第十二項中
「確定申告書
若しくは」と
あるのは「中
間申告書、確
定申告書若し
くは」

第百四十四条（外国法人
に対する準用）において
準用する第六十八条第三
項及び第四項（所得税額
の控除）中「確定申告
書」とあるのは「中間申
告書」

第七
十四
条第
一項
（確
定申
告）

内国法人（清
算中の内国法
人である普通
法人及び清算
中の協同組合
等を除く。）

外国法人

二月以内 二月以内（第百四十一条
第一号から第三号まで
（外国法人に係る法人税
の課税標準）に掲げる外
国法人に該当する法人が
納税管理人の届出をしな
いでこれらの号に掲げる
外国法人のいずれにも該
当しないこととなる場合
又は同条第四号に掲げる
外国法人に該当する法人
が人的役務提供事業で国
内において行なうものを

ものを廃止する場合
第七
十二
条第
三項
（仮
決算
をし
た場
合の
中間
申告
書の
記載
事項
等）

、第七款及び
第十款

及び第七款

損失金の繰越
しの要件）を
除く

損失金の繰越しの要件）
並びに 第二十三条の二
（外国子会社から受ける
配当等の益金不算入）、
第四十六条（非出資組合
が賦課金で取得した固定
資産等の圧縮額の損金算
入）及び第六十条の二
（協同組合等の事業分量
配当等の損金算入）を除
く

第六十八条第
三項及び第四
項（所得税額
の控除）並び
に第六十九条
第十項（外国
税額の控除）
中「確定申告
書」とあるの
は「中間申告
書」と、同条
第十一項中
「確定申告書
にこれら」と
あるのは「中
間申告書にこ
れら」と、同
条第十二項中
「確定申告書
若しくは」と
あるのは「中
間申告書、確
定申告書若し
くは」

第百四十四条（外国法人
に対する準用）において
準用する第六十八条第三
項及び第四項（所得税額
の控除）中「確定申告
書」とあるのは「中間申
告書」

第七
十四
条第
一項
（確
定申
告）

二月以内 二月以内（第百四十一条
第一号から第三号まで
（外国法人に係る法人税
の課税標準）に掲げる外
国法人に該当する法人が
納税管理人の届出をしな
いでこれらの号に掲げる
外国法人のいずれにも該
当しないこととなる場合
又は同条第四号に掲げる
外国法人に該当する法人
が人的役務提供事業で国
内において行うものを廃
止する場合には、当該事
業年度終了の日の翌日か
ら二月を経過した日の前
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廃止する場合には、当該
事業年度終了の日の翌日
から二月を経過した日の
前日とその該当しないこ
ととなる日又はその廃止
の日とのうちいずれか早
い日まで）

前節 第三編第二章第二節
第六十八条及
び第六十九条
（所得税額等
の控除）

第百四十四条（外国法人
に対する準用）において
準用する第六十八条（所
得税額の控除）

第七
十五
条第
一項
（確
定申
告書
の提
出期
限の
延
長）
及び
第七
十五
条の
二第
一項
（確
定申
告書
の提
出期
限の
延長
の特
例）

規定による申
告書

規定による申告書（第百
四十一条第一号から第三
号まで（外国法人に係る
法人税の課税標準）に掲
げる外国法人に該当する
法人が納税管理人の届出
をしないでこれらの号に
掲げる外国法人のいずれ
にも該当しないこととな
る場合又は同条第四号に
掲げる外国法人に該当す
る法人が人的役務提供事
業で国内において行なう
ものを廃止する場合にお
いて提出すべきものを除
く。）

第八
十条
第一
項
（欠
損金
の繰
戻し
によ
る還
付）

第六十八条か
ら第七十条の
二まで（税額
控除）

第百四十四条（外国法人
に対する準用）において
準用する第六十八条（所
得税額の控除）

日とその該当しないこと
となる日又はその廃止の
日とのうちいずれか早い
日まで）

前節 次編第二章第二節
第六十八条及
び第六十九条
（所得税額等
の控除）

第百四十四条（外国法人
に対する準用）において
準用する第六十八条（所
得税額の控除）

第七
十五
条第
一項
（確
定申
告書
の提
出期
限の
延
長）
及び
第七
十五
条の
二第
一項
（確
定申
告書
の提
出期
限の
延長
の特
例）

規定による申
告書

規定による申告書（第百
四十一条第一号から第三
号まで（外国法人に係る
法人税の課税標準）に掲
げる外国法人に該当する
法人が納税管理人の届出
をしないでこれらの号に
掲げる外国法人のいずれ
にも該当しないこととな
る場合又は同条第四号に
掲げる外国法人に該当す
る法人が人的役務提供事
業で国内において行なう
ものを廃止する場合にお
いて提出すべきものを除
く。）

第八
十条
第一
項
（欠
損金
の繰
戻し
によ
る還
付）

第六十八条か
ら第七十条の
二まで（税額
控除）

第百四十四条（外国法人
に対する準用）において
準用する第六十八条（所
得税額の控除）

- 本則-
22 10  1
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施行日：平成 年 月 日
第四章 青色申告
（青色申告）
第百四十六条 前編第四章（内国法人に係る青色申
告）の規定は、外国法人の提出する確定申告書
及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申
告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこ
れらの申告書に係る修正申告書について準用す
る。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規
定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百
二十
二条
第二
項第
一号
（青
色申
告の
承認
の申
請）

内国法人
である普
通法人又
は協同組
合等の設
立の日の
属する事
業年度

第百四十一条第一号から第三
号まで（外国法人に係る法人
税の課税標準）に掲げる外国
法人に該当する普通法人のこ
れらの号に掲げる外国法人の
いずれかに該当することとな
つた日の属する事業年度又は
同条第四号に掲げる外国法人
に該当する普通法人の人的役
務提供事業を国内において開
始した日の属する事業年度若
しくは当該普通法人の同号に
掲げる国内源泉所得で第百三
十八条第二号（人的役務の提
供事業に係る対価）に掲げる
対価以外のものを有すること
となつた日の属する事業年度

同日 その該当することとなつた日
又はその開始した日若しくは
その有することとなつた日

第百
二十
二条
第二
項第
二号

収益事業
を開始し
た日

第百四十一条各号に掲げる外
国法人の区分に応じ当該各号
に掲げる国内源泉所得で収益
事業から生ずるものを有する
こととなつた日

第百
二十
二条
第二
項第
四号

内国法人
である普
通法人若
しくは協
同組合等
の設立の
日、

第百四十一条第一号から第三
号までに掲げる外国法人に該
当する普通法人がこれらの号
に掲げる外国法人のいずれか
に該当することとなつた日、
同条第四号に掲げる外国法人
に該当する普通法人が人的役
務提供事業を国内において開
始した日、当該普通法人が同
号に掲げる国内源泉所得で第
百三十八条第二号に掲げる対
価以外のものを有することと
なつた日又は

収益事業
を開始し
た日又は

第百四十一条各号に掲げる外
国法人の区分に応じ当該各号
に掲げる国内源泉所得で収益

第四章 青色申告
（青色申告）
第百四十六条 前編第三章（内国法人に係る青色申
告）の規定は、外国法人の提出する確定申告書
及び中間申告書並びに退職年金等積立金確定申
告書及び退職年金等積立金中間申告書並びにこ
れらの申告書に係る修正申告書について準用す
る。
２ 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規
定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に
掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第百
二十
二条
第二
項第
一号
（青
色申
告の
承認
の申
請）

内国法人
である普
通法人又
は協同組
合等の設
立の日の
属する事
業年度

第百四十一条第一号から第三
号まで（外国法人に係る法人
税の課税標準）に掲げる外国
法人に該当する普通法人のこ
れらの号に掲げる外国法人の
いずれかに該当することとな
つた日の属する事業年度又は
同条第四号に掲げる外国法人
に該当する普通法人の人的役
務提供事業を国内において開
始した日の属する事業年度若
しくは当該普通法人の同号に
掲げる国内源泉所得で第百三
十八条第二号（人的役務の提
供事業に係る対価）に掲げる
対価以外のものを有すること
となつた日の属する事業年度

同日 その該当することとなつた日
又はその開始した日若しくは
その有することとなつた日

第百
二十
二条
第二
項第
二号

収益事業
を開始し
た日

第百四十一条各号に掲げる外
国法人の区分に応じ当該各号
に掲げる国内源泉所得で収益
事業から生ずるものを有する
こととなつた日

第百
二十
二条
第二
項第
四号

内国法人
である普
通法人若
しくは協
同組合等
の設立の
日、

第百四十一条第一号から第三
号までに掲げる外国法人に該
当する普通法人がこれらの号
に掲げる外国法人のいずれか
に該当することとなつた日、
同条第四号に掲げる外国法人
に該当する普通法人が人的役
務提供事業を国内において開
始した日、当該普通法人が同
号に掲げる国内源泉所得で第
百三十八条第二号に掲げる対
価以外のものを有することと
なつた日又は

収益事業
を開始し
た日又は

第百四十一条各号に掲げる外
国法人の区分に応じ当該各号
に掲げる国内源泉所得で収益
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公益法人
等（収益
事業を行
つていな
いものに
限る。）
に該当し
ていた普
通法人若
しくは協
同組合等
の当該普
通法人若
しくは協
同組合等
に該当す
ることと
なつた日

事業から生ずるものを有する
こととなつた日

設立等の
日

申告対象外国法人となつた日

公益法人
等（収益
事業を行
つていな
いものに
限る。）
に該当し
ていた普
通法人若
しくは協
同組合等
の当該普
通法人若
しくは協
同組合等
に該当す
ることと
なつた日

事業から生ずるものを有する
こととなつた日

設立等の
日

申告対象外国法人となつた日

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
（代表者等の自署押印）
第百五十一条 法人の提出する法人税申告書等（第
二条第三十号から 第三十七号まで（定義）に掲
げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告
書（第三項及び第五項において「法人税申告
書」という。）並びに第八十一条の二十五第一
項（連結子法人の個別帰属額等の届出）に規定
する個別帰属額等を記載した同項に規定する書
類（当該個別帰属額等に異動があつた場合に提
出する同条第二項に規定する書類を含む。）を
いう。以下この条において同じ。）には、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
る者（当該者が法人である場合には、当該者の
職務を行うべき者）が自署し、自己の印を押さ
なければならない。
一 法人の代表者（人格のない社団等で代表者の
定めがなく、管理人の定めがあるものにあつ
ては、管理人。以下この項において同じ。）
が一人である場合 当該代表者
二 法人の代表者が二人以上ある場合（次号に掲
げる場合を除く。） これらの者のうち社長、
理事長、専務取締役、常務取締役その他の者
でその法人税申告書等の作成の時においてそ
の法人の業務を主宰しているもの
三 二人以上の者が共同して法人を代表する場合
その全員

２ 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法
人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の経理に関する事務
の上席の責任者である者が自署し、自己の印を
押さなければならない。
３ 外国法人の提出する法人税申告書については、

（代表者等の自署押印）
第百五十一条 法人の提出する法人税申告書等（第
二条第三十号から 第三十四号まで（定義）に掲
げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告
書（第三項及び第五項において「法人税申告
書」という。）並びに第八十一条の二十五第一
項（連結子法人の個別帰属額等の届出）に規定
する個別帰属額等を記載した同項に規定する書
類（当該個別帰属額等に異動があつた場合に提
出する同条第二項に規定する書類を含む。）を
いう。以下この条において同じ。）には、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
る者（当該者が法人である場合には、当該者の
職務を行うべき者）が自署し、自己の印を押さ
なければならない。
一 法人の代表者（人格のない社団等で代表者の
定めがなく、管理人の定めがあるものにあつ
ては、管理人。以下この項において同じ。）
が一人である場合 当該代表者
二 法人の代表者が二人以上ある場合（次号に掲
げる場合を除く。） これらの者のうち社長、
理事長、専務取締役、常務取締役その他の者
でその法人税申告書等の作成の時においてそ
の法人の業務を主宰しているもの
三 二人以上の者が共同して法人を代表する場合
その全員

２ 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、法
人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の経理に関する事務
の上席の責任者である者が自署し、自己の印を
押さなければならない。
３ 外国法人の提出する法人税申告書については、
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第一項の規定によりその法人税申告書に自署
し、自己の印を押すべき者は、国内において行
う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責
任者とし、前項の規定によりその法人税申告書
に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業
又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任
者とする。
４ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適
用）に規定する受託法人が法人税申告書等を提
出する場合において、当該受託法人が同条第三
号の規定により会社とみなされる個人であると
きは、第一項の規定によりその法人税申告書等
に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人
とする。
５ 前各項の規定による自署及び押印の有無は、法
人税申告書の提出による申告の効力に影響を及
ぼすものと解してはならない。

第一項の規定によりその法人税申告書に自署
し、自己の印を押すべき者は、国内において行
う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責
任者とし、前項の規定によりその法人税申告書
に自署し、自己の印を押すべき者は、当該事業
又は資産に係る経理に関する事務の上席の責任
者とする。
４ 第四条の七（受託法人等に関するこの法律の適
用）に規定する受託法人が法人税申告書等を提
出する場合において、当該受託法人が同条第三
号の規定により会社とみなされる個人であると
きは、第一項の規定によりその法人税申告書等
に自署し、自己の印を押すべき者は、当該個人
とする。
５ 前各項の規定による自署及び押印の有無は、法
人税申告書の提出による申告の効力に影響を及
ぼすものと解してはならない。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第五編 罰則
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七
十四条第一項第二号（確定申告に係る法人税
額）（第百四十五条第一項（外国法人に対する
準用）において準用する場合を含む。）に規定
する法人税の額（第六十八条（所得税額の控
除）（第百四十四条（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）又は第六十九
条（外国税額の控除）の規定により控除をされ
るべき金額がある場合には、同号の規定による
計算をこれらの規定を適用しないでした法人税
の額）、第八十一条の二十二第一項第二号（連
結確定申告に係る法人税額）に規定する法人税
の額（第八十一条の十四（連結事業年度におけ
る所得税額の控除）又は第八十一条の十五（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定に
より控除をされるべき金額がある場合には、同
号の規定による計算をこれらの規定を適用しな
いでした法人税の額）、第八十九条第二号（退
職年金等積立金確定申告に係る法人税額）（第
百四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）に規定する法人税
の額若しくは第百四条第一項第二号（清算確定
申告に係る法人税額）に規定する法人税の額
（第百条第一項（所得税額の控除）の規定によ
り控除をされるべき金額がある場合には、同号
の規定による計算を同項の規定を適用しないで
した法人税の額）につき法人税を免れ、又は第
八十条第六項（欠損金の繰戻しによる還付）
（第八十一条の三十一第四項（連結親法人に対
する準用）又は第百四十五条第一項において準
用する場合を含む。）の規定による法人税の還
付を受けた場合には、法人の代表者（人格のな
い社団等の管理人及び法人課税信託の受託者で
ある個人を含む。以下第百六十二条（偽りの記
載をした中間申告書を提出する等の罪）までに

第五編 罰則
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七
十四条第一項第二号（確定申告に係る法人税
額）（第百四十五条第一項（外国法人に対する
準用）において準用する場合を含む。）に規定
する法人税の額（第六十八条（所得税額の控
除）（第百四十四条（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）又は第六十九
条（外国税額の控除）の規定により控除をされ
るべき金額がある場合には、同号の規定による
計算をこれらの規定を適用しないでした法人税
の額）、第八十一条の二十二第一項第二号（連
結確定申告に係る法人税額）に規定する法人税
の額（第八十一条の十四（連結事業年度におけ
る所得税額の控除）又は第八十一条の十五（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定に
より控除をされるべき金額がある場合には、同
号の規定による計算をこれらの規定を適用しな
いでした法人税の額）、第八十九条第二号（退
職年金等積立金確定申告に係る法人税額）（第
百四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）に規定する法人税
の額若しくは第百四条第一項第二号（清算確定
申告に係る法人税額）に規定する法人税の額
（第百条第一項（所得税額の控除）の規定によ
り控除をされるべき金額がある場合には、同号
の規定による計算を同項の規定を適用しないで
した法人税の額）につき法人税を免れ、又は第
八十条第六項（欠損金の繰戻しによる還付）
（第八十一条の三十一第四項（連結親法人に対
する準用）又は第百四十五条第一項において準
用する場合を含む。）の規定による法人税の還
付を受けた場合には、法人の代表者（人格のな
い社団等の管理人及び法人課税信託の受託者で
ある個人を含む。以下第百六十二条（偽りの記
載をした中間申告書を提出する等の罪）までに
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おいて同じ。）、代理人、使用人その他の従業
者（当該法人が連結親法人である場合には、連
結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従
業者を含む。 第百六十四条第一項（両罰規定）
において同じ。）でその違反行為をした者は、
五年以下の懲役若しくは 五百万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受け
た法人税の額が 五百万円を超えるときは、情状
により、同項の罰金は、 五百万円を超えその免
れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に
相当する金額以下とすることができる。

おいて同じ。）、代理人、使用人その他の従業
者（当該法人が連結親法人である場合には、連
結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従
業者を含む。 第百六十三条第一項（両罰規定）
において同じ。）でその違反行為をした者は、
十年以下の懲役若しくは 千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受け
た法人税の額が 千万円を超えるときは、情状に
より、同項の罰金は、 千万円を超えその免れた
法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当
する金額以下とすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第五編 罰則
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七
十四条第一項第二号（確定申告に係る法人税
額）（第百四十五条第一項（外国法人に対する
準用）において準用する場合を含む。）に規定
する法人税の額（第六十八条（所得税額の控
除）（第百四十四条（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）又は第六十九
条（外国税額の控除）の規定により控除をされ
るべき金額がある場合には、同号の規定による
計算をこれらの規定を適用しないでした法人税
の額）、第八十一条の二十二第一項第二号（連
結確定申告に係る法人税額）に規定する法人税
の額（第八十一条の十四（連結事業年度におけ
る所得税額の控除）又は第八十一条の十五（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定に
より控除をされるべき金額がある場合には、同
号の規定による計算をこれらの規定を適用しな
いでした法人税の額） 、第八十九条第二号（退
職年金等積立金確定申告に係る法人税額）（第
百四十五条の五（外国法人に対する準用）にお
いて準用する場合を含む。）に規定する法人税
の額 若しくは第百四条第一項第二号（清算確定
申告に係る法人税額）に規定する法人税の額
（第百条第一項（所得税額の控除）の規定によ
り控除をされるべき金額がある場合には、同号
の規定による計算を同項の規定を適用しないで
した法人税の額）につき法人税を免れ、又は第
八十条第六項（欠損金の繰戻しによる還付）
（第八十一条の三十一第四項（連結親法人に対
する準用）又は第百四十五条第一項において準
用する場合を含む。）の規定による法人税の還
付を受けた場合には、法人の代表者（人格のな
い社団等の管理人及び法人課税信託の受託者で
ある個人を含む。以下第百六十二条（偽りの記
載をした中間申告書を提出する等の罪）までに
おいて同じ。）、代理人、使用人その他の従業
者（当該法人が連結親法人である場合には、連
結子法人の代表者、代理人、使用人その他の従
業者を含む。第百六十三条第一項（両罰規定）
において同じ。）でその違反行為をした者は、

第五編 罰則
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七
十四条第一項第二号（確定申告に係る法人税
額）（第百四十五条第一項（外国法人に対する
準用）において準用する場合を含む。）に規定
する法人税の額（第六十八条（所得税額の控
除）（第百四十四条（外国法人に対する準用）
において準用する場合を含む。）又は第六十九
条（外国税額の控除）の規定により控除をされ
るべき金額がある場合には、同号の規定による
計算をこれらの規定を適用しないでした法人税
の額）、第八十一条の二十二第一項第二号（連
結確定申告に係る法人税額）に規定する法人税
の額（第八十一条の十四（連結事業年度におけ
る所得税額の控除）又は第八十一条の十五（連
結事業年度における外国税額の控除）の規定に
より控除をされるべき金額がある場合には、同
号の規定による計算をこれらの規定を適用しな
いでした法人税の額） 若しくは第八十九条第二
号（退職年金等積立金確定申告に係る法人税
額）（第百四十五条の五（外国法人に対する準
用）において準用する場合を含む。）に規定す
る法人税の額 ◆削除◆につき法人税を免れ、又
は第八十条第六項（欠損金の繰戻しによる還
付）（第八十一条の三十一第四項（連結親法人
に対する準用）又は第百四十五条第一項におい
て準用する場合を含む。）の規定による法人税
の還付を受けた場合には、法人の代表者（人格
のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託
者である個人を含む。以下第百六十二条（偽り
の記載をした中間申告書を提出する等の罪）ま
でにおいて同じ。）、代理人、使用人その他の
従業者（当該法人が連結親法人である場合に
は、連結子法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者を含む。第百六十三条第一項（両罰
規定）において同じ。）でその違反行為をした
者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受け
た法人税の額が千万円を超えるときは、情状に
より、同項の罰金は、千万円を超えその免れた
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十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処
し、又はこれを併科する。
２ 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受け
た法人税の額が千万円を超えるときは、情状に
より、同項の罰金は、千万円を超えその免れた
法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当
する金額以下とすることができる。

法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当
する金額以下とすることができる。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第百六十条 正当な理由がなくて第七十四条第一項
（確定申告）（第百四十五条第一項（外国法人
に対する準用）において準用する場合を含
む。）、第八十一条の二十二第一項（連結確定
申告）、第八十九条（退職年金等積立金に係る
確定申告）（第百四十五条の五（外国法人に対
する準用）において準用する場合を含む。）又
は第百四条第一項（清算確定申告）の規定によ
る申告書をその提出期限までに提出しなかつた
場合には、法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者でその違反行為をした者は、一年以
下の懲役又は 二十万円以下の罰金に処する。た
だし、情状により、その刑を免除することがで
きる。

第百六十条 正当な理由がなくて第七十四条第一項
（確定申告）（第百四十五条第一項（外国法人
に対する準用）において準用する場合を含
む。）、第八十一条の二十二第一項（連結確定
申告）、第八十九条（退職年金等積立金に係る
確定申告）（第百四十五条の五（外国法人に対
する準用）において準用する場合を含む。）又
は第百四条第一項（清算確定申告）の規定によ
る申告書をその提出期限までに提出しなかつた
場合には、法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者でその違反行為をした者は、一年以
下の懲役又は 五十万円以下の罰金に処する。た
だし、情状により、その刑を免除することがで
きる。

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百六十条 正当な理由がなくて第七十四条第一項
（確定申告）（第百四十五条第一項（外国法人
に対する準用）において準用する場合を含
む。）、第八十一条の二十二第一項（連結確定
申告） 、第八十九条（退職年金等積立金に係る
確定申告）（第百四十五条の五（外国法人に対
する準用）において準用する場合を含む。） 又
は第百四条第一項（清算確定申告）の規定によ
る申告書をその提出期限までに提出しなかつた
場合には、法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者でその違反行為をした者は、一年以
下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。た
だし、情状により、その刑を免除することがで
きる。

第百六十条 正当な理由がなくて第七十四条第一項
（確定申告）（第百四十五条第一項（外国法人
に対する準用）において準用する場合を含
む。）、第八十一条の二十二第一項（連結確定
申告） 又は第八十九条（退職年金等積立金に係
る確定申告）（第百四十五条の五（外国法人に
対する準用）において準用する場合を含む。）
◆削除◆の規定による申告書をその提出期限ま
でに提出しなかつた場合には、法人の代表者、
代理人、使用人その他の従業者でその違反行為
をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。ただし、情状により、その刑
を免除することができる。

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第百六十一条 第百五十一条第一項から第四項まで
（代表者等の自署押印）の規定（同条第一項に
規定する書類に係る同項並びに同条第二項及び
第四項の規定を除く。）に違反した者又は同条
第一項から第四項までの規定に違反する同条第
一項に規定する法人税申告書の提出があつた場
合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は
二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状に
より、その刑を免除することができる。

第百六十一条 第百五十一条第一項から第四項まで
（代表者等の自署押印）の規定（同条第一項に
規定する書類に係る同項並びに同条第二項及び
第四項の規定を除く。）に違反した者又は同条
第一項から第四項までの規定に違反する同条第
一項に規定する法人税申告書の提出があつた場
合のその行為をした者は、一年以下の懲役又は
五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状に
より、その刑を免除することができる。
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- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の懲役又は 二十万円以下の罰金に
処する。
一 第七十一条第一項（中間申告）（第百四十五
条第一項（外国法人に対する準用）において
準用する場合を含む。）の規定による申告書
で第七十二条第一項各号（仮決算をした場合
の中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記
載したもの、第八十一条の十九第一項（連結
中間申告）の規定による申告書で第八十一条
の二十第一項各号（仮決算をした場合の連結
中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記載
したもの、第八十八条（退職年金等積立金に
係る中間申告）（第百四十五条の五（外国法
人に対する準用）において準用する場合を含
む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。）、第百二条第一項
（清算中の所得に係る予納申告）の規定によ
る申告書（当該申告書に係る期限後申告書を
含む。）又は第百三条第一項（残余財産の一
部分配等に係る予納申告）の規定による申告
書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）に偽りの記載をして税務署長に提出し
た場合の法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者でその違反行為をした者
二 第百五十三条又は第百五十四条第一項若しく
は第二項（当該職員の質問検査権）（これら
の規定を第百五十五条（質問検査権に係る準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による当該職員の質問に対して答弁せず若し
くは偽りの答弁をし、又はこれらの規定によ
る検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした
帳簿書類を提示した者

第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の懲役又は 五十万円以下の罰金に
処する。
一 第七十一条第一項（中間申告）（第百四十五
条第一項（外国法人に対する準用）において
準用する場合を含む。）の規定による申告書
で第七十二条第一項各号（仮決算をした場合
の中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記
載したもの、第八十一条の十九第一項（連結
中間申告）の規定による申告書で第八十一条
の二十第一項各号（仮決算をした場合の連結
中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記載
したもの、第八十八条（退職年金等積立金に
係る中間申告）（第百四十五条の五（外国法
人に対する準用）において準用する場合を含
む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。）、第百二条第一項
（清算中の所得に係る予納申告）の規定によ
る申告書（当該申告書に係る期限後申告書を
含む。）又は第百三条第一項（残余財産の一
部分配等に係る予納申告）の規定による申告
書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）に偽りの記載をして税務署長に提出し
た場合の法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者でその違反行為をした者
二 第百五十三条又は第百五十四条第一項若しく
は第二項（当該職員の質問検査権）（これら
の規定を第百五十五条（質問検査権に係る準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による当該職員の質問に対して答弁せず若し
くは偽りの答弁をし、又はこれらの規定によ
る検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした
帳簿書類を提示した者

- 本則-
施行日：平成22年10月 1日
第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に
処する。
一 第七十一条第一項（中間申告）（第百四十五
条第一項（外国法人に対する準用）において
準用する場合を含む。）の規定による申告書
で第七十二条第一項各号（仮決算をした場合
の中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記
載したもの、第八十一条の十九第一項（連結
中間申告）の規定による申告書で第八十一条
の二十第一項各号（仮決算をした場合の連結
中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記載
したもの 、第八十八条（退職年金等積立金に
係る中間申告）（第百四十五条の五（外国法
人に対する準用）において準用する場合を含

第百六十二条 次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に
処する。
一 第七十一条第一項（中間申告）（第百四十五
条第一項（外国法人に対する準用）において
準用する場合を含む。）の規定による申告書
で第七十二条第一項各号（仮決算をした場合
の中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記
載したもの、第八十一条の十九第一項（連結
中間申告）の規定による申告書で第八十一条
の二十第一項各号（仮決算をした場合の連結
中間申告書の記載事項）に掲げる事項を記載
したもの 又は第八十八条（退職年金等積立金
に係る中間申告）（第百四十五条の五（外国
法人に対する準用）において準用する場合を
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む。）の規定による申告書（当該申告書に係
る期限後申告書を含む。） 、第百二条第一項
（清算中の所得に係る予納申告）の規定によ
る申告書（当該申告書に係る期限後申告書を
含む。）又は第百三条第一項（残余財産の一
部分配等に係る予納申告）の規定による申告
書（当該申告書に係る期限後申告書を含
む。）に偽りの記載をして税務署長に提出し
た場合の法人の代表者、代理人、使用人その
他の従業者でその違反行為をした者
二 第百五十三条又は第百五十四条第一項若しく
は第二項（当該職員の質問検査権）（これら
の規定を第百五十五条（質問検査権に係る準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による当該職員の質問に対して答弁せず若し
くは偽りの答弁をし、又はこれらの規定によ
る検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした
帳簿書類を提示した者

含む。）の規定による申告書（当該申告書に
係る期限後申告書を含む。） ◆削除◆に偽り
の記載をして税務署長に提出した場合の法人
の代表者、代理人、使用人その他の従業者で
その違反行為をした者
二 第百五十三条又は第百五十四条第一項若しく
は第二項（当該職員の質問検査権）（これら
の規定を第百五十五条（質問検査権に係る準
用）において準用する場合を含む。）の規定
による当該職員の質問に対して答弁せず若し
くは偽りの答弁をし、又はこれらの規定によ
る検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
三 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした
帳簿書類を提示した者

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第百六十三条 法人税の調査に関する事務に従事し
ている者又は従事していた者が、その事務に関
して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用
したときは、これを二年以下の懲役又は三十万
円以下の罰金に処する。

◆削除◆

- 本則-
施行日：平成22年 6月 1日
第百六十四条 法人の代表者（人格のない社団等の
管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して第百五十九条第一項（法人税を
免れる等の罪）、第百六十条（確定申告書を提
出しない等の罪）又は 第百六十二条（偽りの記
載をした中間申告書を提出する等の罪）の違反
行為をしたときは、その行為者を罰するほか、
その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科
する。
２ 前項の規定により第百五十九条第一項の違反行
為につき法人又は人に罰金刑を科する場合にお
ける時効の期間は、同項の罪についての時効の
期間による。
３ 人格のない社団等について第一項の規定の適用
がある場合には、その代表者又は管理人がその
訴訟行為につきその人格のない社団等を代表す
るほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百六十三条 法人の代表者（人格のない社団等の
管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して第百五十九条第一項（法人税を
免れる等の罪）、第百六十条（確定申告書を提
出しない等の罪）又は 前条の違反行為をしたと
きは、その行為者を罰するほか、その法人又は
人に対して当該各条の罰金刑を科する。
２ 前項の規定により第百五十九条第一項の違反行
為につき法人又は人に罰金刑を科する場合にお
ける時効の期間は、同項の罪についての時効の
期間による。
３ 人格のない社団等について第一項の規定の適用
がある場合には、その代表者又は管理人がその
訴訟行為につきその人格のない社団等を代表す
るほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の
刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

- 改正法･附則- ～ 平成14年 7月 3日 法律 第79号～
施行日：平成22年10月 1日
（退職給与引当金に関する経過措置） （退職給与引当金に関する経過措置）
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第八条 法人が平成十五年三月三十一日以後最初に
終了する事業年度又は連結事業年度（以下この
条において「改正事業年度」という。）におい
て分社型分割等（分社型分割、現物出資又は事
後設立（新法人税法第二条第十二号の六に規定
する事後設立をいう 。第五項において同じ。）
をいう 。以下この条において同じ。）を行った
場合（当該分社型分割等を施行日前に行った場
合に限る。）には、当該分社型分割等の時まで
の間は、旧法人税法第五十四条（第二項及び第
三項を除く。）の規定は、なおその効力を有す
る。
２ 法人が改正事業年度開始の時（当該法人が施行
日前に分社型分割等を行い、旧法人税法第五十
四条第四項に規定する期中退職給与引当金勘定
の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場
合にあっては、当該分社型分割等の時。以下こ
の項において同じ。）において同条第六項に規
定する退職給与引当金勘定の金額（以下この条
において「退職給与引当金勘定の金額」とい
う。）を有するときは、当該法人の次の表の各
号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度に
おいて、当該各号の下欄に掲げる金額（当該事
業年度又は連結事業年度終了の時における退職
給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満た
ない場合には、当該退職給与引当金勘定の金
額）を取り崩さなければならない。
一 法人
（改正事
業年度終
了の時に
おける資
本の金額
又は出資
金額が一
億円を超
える普通
法人並び
に保険業
法に規定
する相互
会社及び
これに準
ずるもの
として政
令で定め
るものを
除く。）

改正事業
年度から
改正事業
年度開始
の日以後
十年を経
過した日
の前日の
属する事
業年度又
は連結事
業年度ま
での各事
業年度又
は各連結
事業年度

改正事業年度開始の時
に有する退職給与引当
金勘定の金額（以下こ
の項及び第六項におい
て「改正時の退職給与
引当金勘定の金額」と
いう。）に当該各事業
年度又は各連結事業年
度の月数を乗じてこれ
を百二十で除して計算
した金額（改正事業年
度開始の日以後十年を
経過した日の前日の属
する事業年度又は連結
事業年度にあっては、
退職給与引当金勘定の
金額の残額）

二 前号に
掲げる法
人以外の
法人

平成十四
年四月一
日から平
成十六年
三月三十
一日まで
の間に開

改正時の退職給与引当
金勘定の金額に十分の
三を乗じて計算した金
額に、当該事業年度又
は連結事業年度の月数
を乗じてこれを十二で
除して計算した金額

第八条 法人が平成十五年三月三十一日以後最初に
終了する事業年度又は連結事業年度（以下この
条において「改正事業年度」という。）におい
て分社型分割等（分社型分割、現物出資又は事
後設立（新法人税法第二条第十二号の六に規定
する事後設立をいう ◆削除◆。）をいう 。以下
この項及び次項において同じ。）を行った場合
（当該分社型分割等を施行日前に行った場合に
限る。）には、当該分社型分割等の時までの間
は、旧法人税法第五十四条（第二項及び第三項
を除く。）の規定は、なおその効力を有する。
２ 法人が改正事業年度開始の時（当該法人が施行
日前に分社型分割等を行い、旧法人税法第五十
四条第四項に規定する期中退職給与引当金勘定
の金額を改正事業年度の損金の額に算入した場
合にあっては、当該分社型分割等の時。以下こ
の項において同じ。）において同条第六項に規
定する退職給与引当金勘定の金額（以下この条
において「退職給与引当金勘定の金額」とい
う。）を有するときは、当該法人の次の表の各
号の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各
号の中欄に掲げる事業年度又は連結事業年度に
おいて、当該各号の下欄に掲げる金額（当該事
業年度又は連結事業年度終了の時における退職
給与引当金勘定の金額が当該掲げる金額に満た
ない場合には、当該退職給与引当金勘定の金
額）を取り崩さなければならない。
一 法人
（改正事
業年度終
了の時に
おける資
本の金額
又は出資
金額が一
億円を超
える普通
法人並び
に保険業
法に規定
する相互
会社及び
これに準
ずるもの
として政
令で定め
るものを
除く。）

改正事業
年度から
改正事業
年度開始
の日以後
十年を経
過した日
の前日の
属する事
業年度又
は連結事
業年度ま
での各事
業年度又
は各連結
事業年度

改正事業年度開始の時
に有する退職給与引当
金勘定の金額（以下こ
の項及び第六項におい
て「改正時の退職給与
引当金勘定の金額」と
いう。）に当該各事業
年度又は各連結事業年
度の月数を乗じてこれ
を百二十で除して計算
した金額（改正事業年
度開始の日以後十年を
経過した日の前日の属
する事業年度又は連結
事業年度にあっては、
退職給与引当金勘定の
金額の残額）

二 前号に
掲げる法
人以外の
法人

平成十四
年四月一
日から平
成十六年
三月三十
一日まで
の間に開
始する事

改正時の退職給与引当
金勘定の金額に十分の
三を乗じて計算した金
額に、当該事業年度又
は連結事業年度の月数
を乗じてこれを十二で
除して計算した金額
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始する事
業年度又
は連結事
業年度
平成十六
年四月一
日から平
成十七年
三月三十
一日まで
の間に開
始する事
業年度又
は連結事
業年度

改正時の退職給与引当
金勘定の金額に十分の
二を乗じて計算した金
額に、当該事業年度又
は連結事業年度の月数
を乗じてこれを十二で
除して計算した金額

平成十七
年四月一
日以後に
開始する
事業年度
又は連結
事業年度
で改正事
業年度開
始の日以
後四年を
経過した
日の前日
の属する
事業年度
又は連結
事業年度
までの事
業年度又
は連結事
業年度

改正時の退職給与引当
金勘定の金額に十分の
二を乗じて計算した金
額に、当該事業年度又
は連結事業年度の月数
を乗じてこれを十二で
除して計算した金額
（改正事業年度開始の
日以後四年を経過した
日の前日の属する事業
年度又は連結事業年度
にあっては、退職給与
引当金勘定の金額の残
額）

３ 前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連
結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金
額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額
が当該事業年度又は連結事業年度終了の時にお
いて在職する使用人の全員がその時において自
己の都合により退職するものと仮定した場合に
各使用人につきその時において定められている
旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給
与規程により計算される退職給与の額の合計額
を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年
度において、当該超える部分の金額を取り崩さ
なければならない。
４ 前二項の規定により取り崩した退職給与引当金
勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業
年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得
の金額の計算上、益金の額に算入する。
５ 退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改
正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年
度において組織再編成（合併、分割 、現物出資

業年度又
は連結事
業年度
平成十六
年四月一
日から平
成十七年
三月三十
一日まで
の間に開
始する事
業年度又
は連結事
業年度

改正時の退職給与引当
金勘定の金額に十分の
二を乗じて計算した金
額に、当該事業年度又
は連結事業年度の月数
を乗じてこれを十二で
除して計算した金額

平成十七
年四月一
日以後に
開始する
事業年度
又は連結
事業年度
で改正事
業年度開
始の日以
後四年を
経過した
日の前日
の属する
事業年度
又は連結
事業年度
までの事
業年度又
は連結事
業年度

改正時の退職給与引当
金勘定の金額に十分の
二を乗じて計算した金
額に、当該事業年度又
は連結事業年度の月数
を乗じてこれを十二で
除して計算した金額
（改正事業年度開始の
日以後四年を経過した
日の前日の属する事業
年度又は連結事業年度
にあっては、退職給与
引当金勘定の金額の残
額）

３ 前項の表の各号の中欄に掲げる事業年度又は連
結事業年度において当該各号の下欄に掲げる金
額を取り崩した後の退職給与引当金勘定の金額
が当該事業年度又は連結事業年度終了の時にお
いて在職する使用人の全員がその時において自
己の都合により退職するものと仮定した場合に
各使用人につきその時において定められている
旧法人税法第五十四条第一項に規定する退職給
与規程により計算される退職給与の額の合計額
を超えるときは、当該事業年度又は連結事業年
度において、当該超える部分の金額を取り崩さ
なければならない。
４ 前二項の規定により取り崩した退職給与引当金
勘定の金額は、その取り崩した日の属する事業
年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得
の金額の計算上、益金の額に算入する。
５ 退職給与引当金勘定の金額を有する法人が、改
正事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年
度において組織再編成（合併、分割 又は現物出
資をいい、施行日以後に行ったものに限る。以
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又は事後設立をいい、施行日以後に行ったもの
に限る。以下この条において同じ。）を行った
ことに伴い、その使用人が当該組織再編成に係
る合併法人等（合併法人、分割承継法人 、被現
物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下こ
の項及び次項において同じ。）の業務に従事す
ることとなった場合において、当該法人が当該
従事することとなった使用人に退職給与を支給
していないことその他の政令で定める要件に該
当するときは、次の各号に掲げる組織再編成の
区分に応じ、当該各号に定める退職給与引当金
勘定の金額は、当該合併法人等に引き継ぐもの
とする。
一 合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金
勘定の金額
二 分割型分割 当該分割型分割の直前に有する退
職給与引当金勘定の金額のうち当該分割型分
割に係る分割承継法人の業務に従事すること
となった使用人に係る退職給与引当金勘定の
金額として政令で定めるところにより計算し
た金額
三 分社型分割等 当該 分社型分割等の直前に有す
る退職給与引当金勘定の金額のうち当該 分社
型分割等に係る分割承継法人 、被現物出資法
人又は被事後設立法人の業務に従事すること
となった使用人に係る退職給与引当金勘定の
金額として政令で定めるところにより計算し
た金額

６ 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた
退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等
が同項の組織再編成の時において有する退職給
与引当金勘定の金額とみなす。この場合におい
て、第二項及び第三項の規定の適用について
は、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併
法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に
含まれるものとする。
７ 組織再編成があった場合の第二項の表の各号の
下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。

下この条において同じ。）を行ったことに伴
い、その使用人が当該組織再編成に係る合併法
人等（合併法人、分割承継法人 又は被現物出資
法人をいう。以下この項及び次項において同
じ。）の業務に従事することとなった場合にお
いて、当該法人が当該従事することとなった使
用人に退職給与を支給していないことその他の
政令で定める要件に該当するときは、次の各号
に掲げる組織再編成の区分に応じ、当該各号に
定める退職給与引当金勘定の金額は、当該合併
法人等に引き継ぐものとする。
一 合併 当該合併の直前に有する退職給与引当金
勘定の金額
◆削除◆
二 分割又は現物出資 当該 分割又は現物出資の直
前に有する退職給与引当金勘定の金額のうち
当該 分割又は現物出資に係る分割承継法人 又
は被現物出資法人の業務に従事することと
なった使用人に係る退職給与引当金勘定の金
額として政令で定めるところにより計算した
金額

６ 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた
退職給与引当金勘定の金額は、当該合併法人等
が同項の組織再編成の時において有する退職給
与引当金勘定の金額とみなす。この場合におい
て、第二項及び第三項の規定の適用について
は、当該退職給与引当金勘定の金額は当該合併
法人等の改正時の退職給与引当金勘定の金額に
含まれるものとする。
７ 組織再編成があった場合の第二項の表の各号の
下欄の金額の計算その他前各項の規定の適用に
関し必要な事項は、政令で定める。

- 改正法･附則・題名- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ 附 則（平成二二・三・三一法六）抄

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施
行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ 〔省略〕
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定（「第
百六十四条」を「第百六十三条」に改める
部分に限る。）、同法第百五十九条第一項
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の改正規定（「第百六十四条第一項」を
「第百六十三条第一項」に、「五年」を
「十年」に、「五百万円」を「千万円」に
改める部分に限る。）、同条第二項の改正
規定、同法第百六十条の改正規定（「二十
万円」を「五十万円」に改める部分に限
る。）、同法第百六十一条の改正規定、同
法第百六十二条の改正規定（「二十万円」
を「五十万円」に改める部分に限る。）、
同法第百六十三条を削る改正規定、同法第
百六十四条第一項の改正規定及び同条を同
法第百六十三条とする改正規定
ハ 〔省略〕
ニ 〔省略〕
ホ 〔省略〕
ヘ 〔省略〕
ト 〔省略〕
チ 〔省略〕
リ 〔省略〕
ヌ 〔省略〕
ル 〔省略〕
ヲ 〔省略〕
ワ 〔省略〕
カ 〔省略〕
ヨ 〔省略〕
タ 〔省略〕
レ 〔省略〕
ソ 〔省略〕
ツ 〔省略〕
ネ 〔省略〕
ナ 〔省略〕
ラ 〔省略〕
ム 〔省略〕
ウ 〔省略〕
ヰ 〔省略〕

二 〔省略〕
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イ 〔省略〕
ロ 第二条の規定（法人税法の目次の改正規定
（「第百六十四条」を「第百六十三条」に
改める部分に限る。）、同法第二条第十二
号の七の五を同条第十二号の七の七とし、
同条第十二号の七の四の次に二号を加える
改正規定、同条第十二号の八の改正規定
（「発行済株式又は出資（自己が有する自
己の株式又は出資を除く。以下この条にお
いて「発行済株式等」という。）」を「発
行済株式等」に改める部分に限る。）、同
法第四条の三第一項の改正規定（「六月」
を「三月」に改める部分に限る。）、同条
第六項の改正規定、同条第八項の改正規
定、同法第二十三条の改正規定（同条第一
項中「金額（」の下に「第一号に掲げる金
額にあつては、」を加え、「第一号に掲げ
るもの」を「もの及び適格現物分配に係る
もの」に改める部分、同条第三項中「前二
項」を「前項」に改め、同項を同条第二項
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とし、同項の次に一項を加える部分及び同
条第八項中「適格事後設立」を「適格現物
分配」に、「第一項から第三項まで」を
「第一項及び第二項」に改める部分を除
く。）、同法第三十五条の改正規定、同法
第六十一条の四第一項の改正規定（「規定
する有価証券の空売り」の下に「（次項に
おいて「有価証券の空売り」という。）」
を、「次項」の下に「及び第三項」を加え
る部分及び「除く」の下に「。次項におい
て同じ」を、「相当する金額」の下に
「（次項において「みなし決済損益額」と
いう。）」を加える部分を除く。）、同法
第六十六条の改正規定、同法第六十七条第
一項の改正規定、同条第三項の改正規定
（同項第一号に係る部分、同項第五号を同
項第六号とする部分及び同項第四号を同項
第五号とし、同項第三号の次に一号を加え
る部分を除く。）、同法第八十一条の四第
一項の改正規定（「第三項」を「第四項」
に改める部分を除く。）、同条第五項の改
正規定（「連結法人株式等」を「完全子法
人株式等」に改める部分に限る。）、同条
第四項の改正規定（同項を同条第五項とす
る部分を除く。）、同条第三項の改正規定
（同項を同条第四項とする部分を除
く。）、同法第八十一条の九第一項ただし
書の改正規定、同条第二項各号の改正規
定、同条第三項の改正規定、同条第六項の
改正規定（同項を同条第七項とする部分を
除く。）、同条第五項の改正規定（同項を
同条第六項とする部分を除く。）、同法第
八十一条の九の二第一項の改正規定、同条
第二項の改正規定（「である連結親法人
が」を「である連結親法人又は連結子法人
と他の法人との間で」に改める部分及び同
項第一号に係る部分に限る。）、同条第五
項を同条第六項とし、同条第四項を削る改
正規定、同条第三項の改正規定、同項を同
条第四項とし、同項の次に一項を加える改
正規定、同条第二項の次に一項を加える改
正規定、同法第八十一条の十二の改正規
定、同法第八十一条の十三第二項第四号の
改正規定、同法第百三十八条第九号の改正
規定、同法第百四十三条の改正規定、同法
第百五十九条第一項の改正規定（「第百六
十四条第一項」を「第百六十三条第一項」
に、「五年」を「十年」に、「五百万円」
を「千万円」に改める部分に限る。）、同
条第二項の改正規定、同法第百六十条の改
正規定（「二十万円」を「五十万円」に改
める部分に限る。）、同法第百六十一条の
改正規定、同法第百六十二条の改正規定
（「二十万円」を「五十万円」に改める部
分に限る。）、同法第百六十三条を削る改
正規定、同法第百六十四条第一項の改正規
定及び同条を同法第百六十三条とする改正
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規定（附則第十条及び第十二条において
「組織再編成等以外の改正規定」とい
う。）を除く。）並びに附則第十条第二
項、第十三条から第十六条まで、第十八条
から第二十三条まで、第二十四条第二項、
第二十五条、第二十六条第十項及び第十三
項、第二十七条、第百三十三条、第百三十
四条〔中略〕の規定
ハ 〔省略〕
ニ 〔省略〕
ホ 〔省略〕
ヘ 〔省略〕
ト 〔省略〕
チ 〔省略〕
リ 〔省略〕
ヌ 〔省略〕

四 〔省略〕
五 〔省略〕
六 〔省略〕
七 〔省略〕
八 〔省略〕
九 〔省略〕
十 〔省略〕

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則）

第十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第二条の規定（組織再編成等以外の改正規定に
限る。）による改正後の法人税法（以下附則第
二十九条までにおいて「新法人税法」とい
う。）の規定は、法人（新法人税法第二条第八
号に規定する人格のない社団等を含む。以下附
則第二十三条までにおいて同じ。）の施行日以
後に開始する事業年度の所得に対する法人税、
連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度
の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以
後の解散（合併による解散及び新法人税法第九
十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。
以下この項において同じ。）による清算所得に
対する法人税（清算所得に対する法人税を課さ
れる法人の清算中の事業年度の所得に係る法人
税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより
納付すべき法人税を含む。以下この条において
同じ。）について適用し、法人の施行日前に開
始した事業年度の所得に対する法人税、連結法
人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所
得に対する法人税及び法人の施行日前の解散に
よる清算所得に対する法人税については、なお
従前の例による。
２ この附則に別段の定めがあるものを除き、第二
条の規定（組織再編成等以外の改正規定を除
く。）による改正後の法人税法（以下附則第二
十六条までにおいて「十月新法人税法」とい
う。）の規定は、平成二十二年十月一日以後に
合併、分割、現物出資、現物分配（十月新法人
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税法第二条第十二号の六に規定する現物分配を
いい、残余財産の分配にあっては同日以後の解
散によるものに限る。）、株式交換若しくは株
式移転が行われる場合、同日以後に解散（合併
による解散及び破産手続開始の決定による解散
を除く。）若しくは破産手続開始の決定が行わ
れる場合又は同日以後に解散する法人の残余財
産が確定する場合における法人の各事業年度の
所得に対する法人税、各連結事業年度の連結所
得に対する法人税及び退職年金等積立金に対す
る法人税について適用し、同日前に合併、分
割、現物出資、事後設立（第二条の規定（組織
再編成等以外の改正規定を除く。）による改正
前の法人税法（以下附則第百三十四条までにお
いて「十月旧法人税法」という。）第二条第十
二号の六に規定する事後設立をいう。）、株式
交換又は株式移転が行われた場合における法人
の各事業年度の所得に対する法人税、各連結事
業年度の連結所得に対する法人税及び退職年金
等積立金に対する法人税並びに同日前に解散
（合併による解散及び十月旧法人税法第九十二
条第二項に規定する信託特定解散を除く。）が
行われた場合における法人の清算所得に対する
法人税については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （完全支配関係の定義に関する経過措置）

第十一条 施行日から平成二十二年九月三十日まで
の間における新法人税法の規定の適用について
は、新法人税法第二条第十二号の七の六中「一
の者が」とあるのは、「この編、第五十七条
（青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰
越し）、第六十一条の十一（連結納税の開始に
伴う資産の時価評価損益）及び第六十一条の十
二（連結納税への加入に伴う資産の時価評価損
益）の場合を除き、一の者が」とする。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （連結納税の承認の申請に関する経過措置）

第十二条 新法人税法第四条の三第一項、第六項及
び第八項の規定は、同条第一項に規定する内国
法人が新法人税法第四条の二の承認を受けて各
連結事業年度の連結所得に対する法人税を納め
る最初の連結事業年度としようとする期間の開
始の日が平成二十二年十月一日以後である場合
の同項の申請について適用し、第二条の規定
（組織再編成等以外の改正規定に限る。）によ
る改正前の法人税法（以下附則第二十九条まで
において「旧法人税法」という。）第四条の三
第一項に規定する内国法人が旧法人税法第四条
の二の承認を受けて各連結事業年度の連結所得
に対する法人税を納める最初の連結事業年度と
しようとする期間の開始の日が同年十月一日前
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である場合の同項の申請については、なお従前
の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （事業年度に関する経過措置）

第十三条 十月新法人税法第十四条第二項の規定
は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定す
る他の内国法人が同条第一項第六号又は第七号
に掲げる場合に該当することとなる場合の事業
年度について適用する。
２ 平成二十二年十月一日前に十月旧法人税法第十
五条の二第二項に規定する他の内国法人が連結
親法人との間に当該連結親法人による同条第一
項第六号に規定する完全支配関係を有すること
となった場合の同項に規定する最初連結事業年
度については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （受取配当等の益金不算入に関する経過措置）

第十四条 十月新法人税法第二十三条第三項の規定
は、法人が平成二十二年十月一日以後に同項に
規定する取得をする株式又は出資に係る同項に
規定する配当等の額について適用する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関

する経過措置）
第十五条 十月新法人税法第二十三条の二第二項の
規定は、法人が平成二十二年十月一日以後に同
項に規定する取得をする株式又は出資に係る同
項に規定する剰余金の配当等の額について適用
する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （受贈益の益金不算入に関する経過措置）

第十六条 十月新法人税法第二十五条の二の規定
は、法人が平成二十二年十月一日以後に受ける
同条第一項に規定する受贈益の額について適用
する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入に関

する経過措置）
第十七条 旧法人税法第三十五条第一項に規定する
特殊支配同族会社の施行日前に終了した事業年
度の所得に対する法人税については、なお従前
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の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （寄附金の損金不算入に関する経過措置）

第十八条 十月新法人税法第三十七条第二項の規定
は、法人が平成二十二年十月一日以後に支出す
る同項に規定する寄附金の額について適用し、
法人が同日前に支出した十月旧法人税法第三十
七条第二項に規定する寄附金の額については、
なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越

しに関する経過措置）
第十九条 十月新法人税法第五十七条第八項（第一
号に係る部分に限る。）の規定は、同項に規定
する内国法人の同号に規定する合併の日が平成
二十二年十月一日以後の日（施行日前に開始し
た連結親法人事業年度（十月旧法人税法第十五
条の二第一項に規定する連結親法人事業年度を
いう。以下附則第二十九条までにおいて同
じ。）の同年十月一日以後の期間内の日を除
く。）である場合又は十月新法人税法第五十七
条第八項に規定する内国法人（同年十月一日以
後に解散するものに限る。）の残余財産の確定
の日が同年十月一日以後の日である場合の同号
に定める欠損金額について適用し、十月旧法人
税法第五十七条第九項に規定する内国法人の同
項第二号に規定する合併の日が同年十月一日前
の日（施行日前に開始した連結親法人事業年度
の同年十月一日以後の期間内の日を含む。）で
ある場合の同号に定める欠損金額については、
なお従前の例による。
２ 十月新法人税法第五十七条第八項に規定する内
国法人（平成二十二年十月一日以後に解散する
ものに限る。）の残余財産の確定の日が施行日
前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一
日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日
までの期間内の日である場合における同項（第
一号に係る部分に限る。）の規定の適用につい
ては、同号中「第八十一条の九第二項第一号に
規定する特定連結子法人」とあるのは、「所得
税法等の一部を改正する法律（平成二十二年法
律第六号）附則第二十六条第四項（連結欠損金
の繰越しに関する経過措置）の規定によりなお
その効力を有するものとされる同法第二条の規
定による改正前の法人税法第八十一条の九第二
項第二号（連結欠損金の繰越し）に規定する連
結子法人」とする。
３ 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度
の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業
年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含
む。）内に十月旧法人税法第五十七条第十項各
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号に規定する場合に該当した場合の当該各号に
掲げる欠損金額については、なお従前の例によ
る。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （青色申告書を提出しなかった事業年度の災害に

よる損失金の繰越しに関する経過措置）
第二十条 十月新法人税法第五十八条第三項（第一
号に係る部分に限る。）の規定は、同項に規定
する内国法人の同号に規定する合併の日が平成
二十二年十月一日以後の日（施行日前に開始し
た連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期
間内の日を除く。）である場合又は同項に規定
する内国法人（同年十月一日以後に解散するも
のに限る。）の残余財産の確定の日が同年十月
一日以後の日である場合の同号に定める災害損
失欠損金額について適用し、十月旧法人税法第
五十八条第四項に規定する内国法人の同項第二
号に規定する合併の日が同年十月一日前の日
（施行日前に開始した連結親法人事業年度の同
年十月一日以後の期間内の日を含む。）である
場合の同号に定める災害損失欠損金額について
は、なお従前の例による。
２ 十月新法人税法第五十八条第三項に規定する内
国法人（平成二十二年十月一日以後に解散する
ものに限る。）の残余財産の確定の日が施行日
前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一
日から当該連結親法人事業年度終了の日の前日
までの期間内の日である場合における同項（第
一号に係る部分に限る。）の規定の適用につい
ては、同号中「第八十一条の九第二項第一号
（連結欠損金の繰越し）に規定する特定連結子
法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正
する法律（平成二十二年法律第六号）附則第二
十六条第四項（連結欠損金の繰越しに関する経
過措置）の規定によりなおその効力を有するも
のとされる同法第二条の規定による改正前の法
人税法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損
金の繰越し）に規定する連結子法人」とする。
３ 法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度
の期間（施行日以後に開始する連結親法人事業
年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含
む。）内に当該法人を十月旧法人税法第五十八
条第五項に規定する合併法人等とする同項に規
定する適格合併等を行った場合の同項に規定す
る未処理災害損失欠損金額については、なお従
前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算

入に関する経過措置）
第二十一条 十月新法人税法第六十一条の二第十六
項の規定は、法人が同項に規定する他の内国法
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人の平成二十二年十月一日以後に生ずる同項に
規定する事由により金銭その他の資産の交付を
受けた場合又は法人が当該他の内国法人の同日
以後に生ずる同項に規定する事由により当該他
の内国法人の株式を有しないこととなった場合
（同日以後に残余財産の分配を受けないことが
確定した場合を含む。）における同条第一項に
規定する譲渡利益額又は譲渡損失額について適
用する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （完全支配関係がある法人の間の取引の損益に関

する経過措置）
第二十二条 十月新法人税法第六十一条の十三の規
定は、法人が平成二十二年十月一日以後に行う
同条第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡
に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失
額について適用し、法人が同日前に行った十月
旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する
譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する
譲渡利益額又は譲渡損失額については、次項に
規定する場合を除き、なお従前の例による。
２ 法人が平成二十二年十月一日前に行った十月旧
法人税法第六十一条の十三第一項又は第八十一
条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産（以
下この項において「旧譲渡損益調整資産」とい
う。）の譲渡に係る十月旧法人税法第六十一条
の十三第一項又は第八十一条の十第一項に規定
する譲渡利益額又は譲渡損失額（以下この項に
おいて「旧譲渡損益額」という。）に相当する
金額につき同日において益金の額又は損金の額
に算入されていない金額がある場合には、当該
旧譲渡損益調整資産を十月新法人税法第六十一
条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産
と、当該旧譲渡損益額を同項に規定する譲渡損
益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額又
は譲渡損失額と、当該法人を当該譲渡利益額又
は譲渡損失額につき同項の規定の適用を受けた
法人と、当該旧譲渡損益調整資産の譲渡を受け
た法人を同条第二項に規定する譲受法人と、当
該旧譲渡損益額に相当する金額につき十月旧法
人税法第六十一条の十三第二項又は第八十一条
の十第二項の規定により益金の額又は損金の額
に算入された金額を当該譲渡利益額又は譲渡損
失額に相当する金額につき十月新法人税法第六
十一条の十三第二項の規定により益金の額又は
損金の額に算入された金額と、それぞれみなし
て、同条第二項から第六項までの規定を適用す
る。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関

する経過措置）
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第二十三条 法人が施行日前に開始した連結親法人
事業年度の期間（施行日以後に開始する連結親
法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の
期間を含む。）内に当該法人を合併法人又は分
割承継法人とする十月旧法人税法第六十二条の
七第七項に規定する特定適格合併等を行った場
合の同項に規定する特定保有資産については、
なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （連結事業年度における受取配当等の益金不算入

に関する経過措置）
第二十四条 新法人税法第八十一条の四の規定は、
連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に
開始する連結事業年度の連結所得に対する法人
税について適用し、連結法人の連結親法人事業
年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結
所得に対する法人税については、なお従前の例
による。
２ 十月新法人税法第八十一条の四第三項の規定
は、連結法人が平成二十二年十月一日以後に同
項に規定する取得をする株式又は出資に係る同
項に規定する配当等の額について適用する。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （連結事業年度における寄附金の損金不算入に関

する経過措置）
第二十五条 十月新法人税法第八十一条の六第二項
の規定は、連結法人が平成二十二年十月一日以
後に支出する同項に規定する寄附金の額につい
て適用し、連結法人が同日前に支出した十月旧
法人税法第八十一条の六第二項に規定する寄附
金の額については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （連結欠損金の繰越しに関する経過措置）

第二十六条 新法人税法第八十一条の九第一項の規
定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行
日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対
する法人税について適用し、連結親法人の連結
親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業
年度の連結所得に対する法人税については、な
お従前の例による。
２ 新法人税法第八十一条の九第二項（第一号に係
る部分に限る。）及び第三項（第一号に係る部
分に限る。）の規定は、連結承認日（新法人税
法第四条の二の承認の効力が生じた日をいう。
以下この条において同じ。）の属する連結親法
人事業年度開始の日が施行日以後である連結親
法人又は新法人税法第八十一条の九第二項第一
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号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠
損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用
する。
３ 前項の場合において、施行日から平成二十二年
九月三十日までの間に同項に規定する特定連結
子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型
分割又は合併が行われるときの十月旧法人税法
第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定
の適用については、十月旧法人税法第五十七条
第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の
九第二項第二号に規定する連結子法人」とある
のは、「第八十一条の九第二項第一号に規定す
る特定連結子法人」とする。
４ 連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の
日が施行日前であった連結親法人又は連結子法
人の旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又
は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額については、同項（第一号又は第二号に
係る部分に限る。）の規定は、なおその効力を
有する。
５ 前項の場合において、施行日から平成二十二年
九月三十日までの間に同項に規定する連結子法
人を分割法人とする分割型分割が行われるとき
又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了
の日までの間に同項に規定する連結子法人を被
合併法人とする合併が行われるときの十月旧法
人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項
の規定の適用については、十月旧法人税法第五
十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十
一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」
とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法
律（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条
第四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措
置）の規定によりなおその効力を有するものと
される同法第二条の規定による改正前の法人税
法第八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の
繰越し）に規定する連結子法人」とする。
６ 新法人税法第八十一条の九第二項（第二号に係
る部分に限る。）及び第三項（第二号に係る部
分に限る。）の規定は、同条第二項に規定する
連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に
開始する連結親法人事業年度の期間（平成二十
二年十月一日以後の期間に限る。）内に同項第
二号に規定する適格合併が行われる場合又は当
該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後
に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号
に規定する他の内国法人（同年十月一日以後に
解散するものに限る。）の残余財産が確定する
場合の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個
別帰属額について適用する。
７ 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事
業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法
人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期
間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連
結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第
五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型
分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九
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第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額については、同項（同号に係る部分
に限る。）の規定は、なおその効力を有する。
８ 施行日から平成二十二年九月三十日までの間に
おける新法人税法第八十一条の九第二項の規定
の適用については、同項第一号中「第五十八条
第四項」とあるのは「第五十八条第六項」と、
同号イ中「第五項」とあるのは「第六項」と、
「同条第四項又は第八項」とあるのは「同条第
五項又は第九項」と、「同条第三項」とあるの
は「同条第四項」とする。
９ 連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併
又は分割型分割を行った場合の旧法人税法第八
十一条の九第三項に規定する欠損金額について
は、同項の規定は、なおその効力を有する。こ
の場合において、当該分割型分割の日の前日の
属する連結親法人事業年度が施行日前に開始し
たものであるときは、同項中「前項第二号」と
あるのは「所得税法等の一部を改正する法律
（平成二十二年法律第六号）附則第二十六条第
四項（連結欠損金の繰越しに関する経過措置）
の規定によりなおその効力を有するものとされ
る同法第二条の規定による改正前の法人税法第
八十一条の九第二項第二号（連結欠損金の繰越
し）」とし、当該前日の属する連結親法人事業
年度が施行日以後に開始するものであるとき
は、同項中「前項第二号に規定する連結子法
人」とあるのは「前項第一号に規定する特定連
結子法人」とする。

10 十月新法人税法第八十一条の九第五項（同項第
三号の連結子法人に係る部分に限る。）の規定
は、当該連結子法人を同号に規定する合併法人
等とする同号に規定する適格組織再編成等が行
われる日が平成二十二年十月一日以後の日（施
行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十
月一日以後の期間内の日を除く。）である場合
の同号に定める連結欠損金個別帰属額について
適用する。

11 新法人税法第八十一条の九の二第二項（第一号
に係る部分に限る。）の規定は、同項に規定す
る連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開
始する連結親法人事業年度の期間（平成二十二
年十月一日以後の期間に限る。）内に同号に規
定する適格合併が行われる場合の同号に掲げる
未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額につ
いて適用する。

12 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事
業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法
人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期
間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連
結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第
五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型
分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九
の二第二項第一号に掲げる未処理欠損金額又は
連結欠損金個別帰属額については、同項（同号
に係る部分に限る。）の規定は、なおその効力
を有する。この場合において、同号中「前条第
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二項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部
を改正する法律（平成二十二年法律第六号）附
則第二十六条第七項（連結欠損金の繰越しに関
する経過措置）の規定によりなおその効力を有
するものとされる同法第二条の規定による改正
前の法人税法第八十一条の九第二項第三号（連
結欠損金の繰越し）」とする。

13 十月新法人税法第八十一条の十第二項（同項第
二号の連結子法人に係る部分に限る。）の規定
は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法
人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする
同号に規定する適格組織再編成等が行われる日
が平成二十二年十月一日以後の日（施行日前に
開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以
後の期間内の日を除く。）である場合の同号に
掲げる連結欠損金個別帰属額について適用す
る。

14 新法人税法第八十一条の九の二第三項の規定
は、同項の欠損等連結法人の施行日以後に開始
する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定
する内国法人（平成二十二年十月一日以後に解
散するものに限る。）の残余財産が確定する場
合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠
損金個別帰属額について適用する。

15 新法人税法第八十一条の九の二第四項の規定
は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開
始の日が施行日以後である同項に規定する連結
親法人又は特定連結子法人の同項に規定する欠
損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用
する。

16 連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の
日が施行日前であった旧法人税法第八十一条の
九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子
法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金
個別帰属額については、同項の規定は、なおそ
の効力を有する。この場合において、同項中
「前条第二項」とあるのは、「所得税法等の一
部を改正する法律（平成二十二年法律第六号）
附則第二十六条第四項（連結欠損金の繰越しに
関する経過措置）の規定によりなおその効力を
有するものとされる同法第二条の規定による改
正前の法人税法第八十一条の九第二項（連結欠
損金の繰越し）」とする。

17 新法人税法第八十一条の九の二第五項の規定
は、同項に規定する連結親法人若しくは連結子
法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年
度の期間（平成二十二年十月一日以後の期間に
限る。）内に同項に規定する適格合併が行われ
る場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始
する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定
する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠
損等連結法人（同年十月一日以後に解散するも
のに限る。）の残余財産が確定する場合の同項
に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別
帰属額について適用する。

18 連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事
業年度の期間（施行日以後に開始する連結親法
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人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期
間を含む。）内に適格合併を行った場合又は連
結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第
五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型
分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九
の二第四項に規定する未処理欠損金額又は連結
欠損金個別帰属額については、同項の規定は、
なおその効力を有する。この場合において、同
項中「同項第三号イ」とあるのは、「所得税法
等の一部を改正する法律（平成二十二年法律第
六号）附則第二十六条第七項（連結欠損金の繰
越しに関する経過措置）の規定によりなおその
効力を有するものとされる同法第二条の規定に
よる改正前の法人税法第八十一条の九第二項第
三号イ（連結欠損金の繰越し）」とする。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （連結法人間取引の損益の調整に関する経過措

置）
第二十七条 連結法人が平成二十二年九月三十日以
前に行った十月旧法人税法第八十一条の十第一
項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同
項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額につい
ては、附則第二十二条第二項に規定する場合を
除き、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税

率に関する経過措置）
第二十八条 新法人税法第八十一条の十二の規定
は、同条第一項に規定する連結親法人の連結親
法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業
年度の連結所得に対する法人税について適用
し、旧法人税法第八十一条の十二第一項に規定
する連結親法人の連結親法人事業年度が施行日
前に開始した連結事業年度の連結所得に対する
法人税については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （連結特定同族会社の特別税率に関する経過措

置）
第二十九条 新法人税法第八十一条の十三の規定
は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年
度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結
所得に対する法人税について適用し、旧法人税
法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親
法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年
度の連結所得に対する法人税については、なお
従前の例による。
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- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に

伴う経過措置）
第百三十四条 前条の規定による改正後の法人税法
等の一部を改正する法律附則第八条第五項の規
定は、同項に規定する法人が平成二十二年十月
一日以後に行う分割について適用し、前条の規
定による改正前の法人税法等の一部を改正する
法律附則第八条第五項に規定する法人が同日前
に行った分割及び事後設立（十月旧法人税法第
二条第十二号の六に規定する事後設立をい
う。）については、なお従前の例による。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （罰則に関する経過措置）

第百四十六条 この法律（附則第一条各号に掲げる
規定にあっては、当該規定。以下この条におい
て同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の
規定によりなお従前の例によることとされる場
合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例によ
る。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （その他の経過措置の政令への委任）

第百四十七条 この附則に規定するもののほか、こ
の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で
定める。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （地球温暖化対策のための税についての検討）

第百四十八条 政府は、地球温暖化対策のための税
について、新租税特別措置法第八十八条の八第
一項及び地方税法等改正法第一条による改正後
の地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六
号）附則第十二条の二の八の規定により当分の
間規定する税率の取扱いを含め、平成二十三年
度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行う
ものとする。

- 改正法･附則- ～ 平成22年 3月31日 法律 第6号～
施行日：平成22年 4月 1日
◆追加◆ （車体課税についての検討）

第百四十九条 政府は、車体課税（自動車重量税、
自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税
をいう。以下この条において同じ。）につい
て、新租税特別措置法第九十条の十二並びに地
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方税法等改正法第一条による改正後の地方税法
附則第十二条の二の二第二項並びに附則第十二
条の二の三第二項及び第三項に規定する自動車
重量税及び自動車取得税の特例の適用期限が到
来するまでに、地球温暖化対策の観点並びに国
及び地方の財政の状況を踏まえつつ、新租税特
別措置法第九十条の十一第一項及び第九十条の
十一の二第一項並びに地方税法等改正法第一条
による改正後の地方税法附則第十二条の二の三
第一項の規定により当分の間規定する税率の取
扱いを含め、簡素化、グリーン化（環境への負
荷の低減に資するための見直しをいう。）、負
担の軽減その他車体課税を取り巻く状況の変化
に適確に対応するための措置について検討し、
その結果に応じて、所要の見直しを行うものと
する。
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